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迎
え
る
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の
慶
賛
を
主
旨
と
し
て
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令
和
五
年
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二
〇
二
三
）
一
〇
月
三
〇
日
・
三
一
日
の
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
第
二
五
回
学
術
大
会
の
初
日
に

「
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
し
た
。 

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
三
階
の
桜
の
間
を
会
場
と
し
、
二
部
構
成
で
行
わ
れ
た
。
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前
一
〇
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か
ら
第
一
部
「
太
祖
瑩
山
禅
師
～
曹
洞
宗
の
未
来
を
開
く
～
」
を
開
催
し
た
。

　
ま
ず
池
田
魯
參
師
の
基
調
講
演
が
あ
り
、
瑩
山
禅
師
・『
伝
光
録
』
の
歴
史
的
・
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
た
。

　
引
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尾
﨑
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そ
れ
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れ
の
テ
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マ
に
基
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き
、
曹
洞
宗
の
未
来
を
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発
表
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さ

れ
た
。
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パ
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ル
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カ
ッ
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れ
た
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第
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瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
～
『
瑩
山
清
規
』
を
中
心
と
し
て
～
」
が
行

わ
れ
た
。

　
宗
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取
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秋
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研
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林
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規
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は
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る
七
種
の
諸
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対
照
表
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作
成
し
た
。

　
そ
の
研
究
成
果
を
、
令
和
元
年
度
刊
行
の
『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
三
号
か
ら
毎
年
発
表
し
、
令
和
四
年
度
刊
行
の
第
三
六
号
の
発
表
に
て
完
結

し
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
共
同
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
研
究
員
個
々
の
問
題
意
識
に
即
し
た
リ
レ
ー
発
表
を

行
っ
た
。 
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〉
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駒
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大
学
名
誉
教
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・
元
セ
ン
タ
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長
　
池
田
　
魯
參 

〈
個
別
発
表
〉

　「
四
国
の
地
か
ら
見
た
瑩
山
禅
師
―.
多
視
点
性
に
よ
る
瑩
山
禅
師
研
究
の
新
時
代
へ
―
」 

徳
島
県
城
滿
寺
住
職
　
田
村
　
航
也

　「
瑩
山
禅
師
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
曹
洞
宗
の
宗
旨
」 

元
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員
　
竹
内
　
弘
道 

　「
瑩
山
禅
師
遺
誡
再
考 

― 

当
山
尽
未
来
際
置
文
―
」 

セ
ン
タ
ー
講
師
　
尾
﨑
　
正
善 

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
尾
﨑
　
正
善

 

第
一
部
司
会
　
宗
学
研
究
部
門
主
任
　
小
早
川
浩
大



北
関
東
に
お
け
る
近
世
洞
門
学
僧
の
研
究

四



五

　

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
太
祖
様
の
七
〇
〇
回
大
遠
忌
と

い
う
こ
と
で
、
全
国
九
管
区
最
後
の
予
修
法
要
が
十
一
月
一
日
、
城
満

寺
様
を
会
場
に
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
大

変
お
忙
し
い
中
、
田
村
航
也
老
師
に
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
た
め
に
お
で
ま
し
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

限
ら
れ
た
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
早
速
私
の
基
調
講
演
を
始
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら

聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

瑩
山
禅
師
は
曹
洞
宗
の
教
団
組
織
者
と
し
て
の
御
功
業
は
夙
に
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
瑩
山

禅
師
の
御
宗
旨
の
方
は
幾
分
評
価
が
低
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
は
ほ
ぼ
半
世
紀
前
、
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
禅
学
科
に
『
正
法
眼

蔵
』
を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
入
っ
た
者
で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
恩

師
の
導
き
が
あ
っ
て
中
国
天
台
教
学
の
研
究
に
邁
進
し
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
の
頃
、
禅
学
科
の
先
生
方
の
講
義
を
受
け
て
お
り
ま
す

と
、「
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
残
さ
れ
た
書
物
を
比
較
す
る
と
、
天

と
地
の
違
い
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
、
私
も

若
い
頃
は
そ
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
だ
い
ぶ
年
を

取
っ
て
か
ら
も
、
瑩
山
禅
師
の
宗
旨
の
評
価
は
若
い
と
き
に
聞
い
た
大

先
生
方
の
お
説
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
十
数
年
前
、
当
時
の

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
長
を
務
め
て
お
ら
れ
た
故
田
中
良
昭

先
生
か
ら
、「
池
田
君
、
ひ
ま
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
少
し
セ
ン
タ
ー

の
方
を
手
伝
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
仏
教
学
部
長
の
任
を
終

え
て
ひ
ま
に
な
っ
た
と
言
え
ば
ひ
ま
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で

『
伝
光
録
』
に
出
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。「
先
生
、
何
を
や
っ
た

ら
い
い
で
す
か
」「
君
が
書
い
た
本
の
講
義
で
も
や
っ
て
く
れ
た
ら
い

い
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
自
分
の
前
に
書
い
た
著
書
を
テ
キ
ス
ト

に
し
て
や
る
の
は
か
っ
た
る
い
の
で
、「
そ
う
だ
、
去
年
寺
の
方
に
宗

務
庁
か
ら
頒
布
さ
れ
て
き
た
『
伝
光
録
』
を
こ
の
際
読
ん
で
み
よ
う
」

と
思
い
立
ち
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
教
化
研
修
部
門
の
数
人
の
研
究
生
諸

君
と
読
み
始
め
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
釈
迦
牟
尼
仏
章
に
入
り
ま
し
た
ら
、
い
き
な
り
今
ま
で
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
た
宗
学
の
ト
ー
ン
と
は
違
う
の
で
す
。
何
が
違
う
か
と

い
う
と
、
私
の
用
意
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
内
容
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
外
れ
ま
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す
が
、
釈
迦
牟
尼
仏
章
冒
頭
の
「
我
と
大
地
有
情
と
同
時
に
成
道

す
」、
こ
れ
は
道
元
禅
師
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
引
用
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
「
お
釈
迦
様
の
最
初
説
法
だ
、
最
初
獅
子
吼

だ
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
普
通
に
一
般
的
な
釈
尊
伝
を
習
っ
た
者

か
ら
す
る
と
、
最
初
の
説
法
は
菩
提
樹
下
の
お
悟
り
が
終
わ
っ
て
か
ら

「
三
七
日
の
思
惟
」
と
教
学
の
方
で
は
言
い
ま
す
が
、
三
週
間
の
思
惟

が
終
わ
っ
て
、
か
つ
て
一
緒
に
机
を
並
べ
て
勉
強
し
た
五
人
の
比
丘
を

訪
ね
そ
こ
で
説
法
を
行
っ
た
、
そ
れ
が
最
初
の
説
法
な
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
瑩
山
禅
師
は
、「
こ
こ
が
最
初
説
法
だ
」
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
用
心
深
く
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
道
元
禅
師
が
繰
り
返
し
至

る
と
こ
ろ
で
説
か
れ
る
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」
と
い
う
成
句

は
、『
伝
光
録
』
で
は
一
回
も
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
道
元
禅
師
が
あ

れ
ほ
ど
強
調
し
て
お
ら
れ
た
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」
を
使
わ

ず
、
瑩
山
禅
師
は
「
説
法
」
を
強
調
い
た
し
ま
し
て
、「
三
百
六
十
余

会
、
一
日
た
り
と
も
説
法
し
な
い
日
は
な
か
っ
た
」
と
強
調
さ
れ
る
の

で
す
。
こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
て
、「
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
釈

尊
の
お
伝
記
と
は
だ
い
ぶ
解
釈
が
違
う
な
」
と
気
づ
か
さ
れ
、
改
め
て

『
伝
光
録
』
を
真
面
目
に
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

瑩
山
禅
師
の
考
え
方
で
い
う
と
「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
説
法
・
涅

槃
」
と
い
う
構
造
に
な
る
わ
け
で
す
。
説
法
し
な
い
日
は
一
日
も
な

か
っ
た
と
説
法
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
教
化
集
団

と
し
て
新
た
に
発
足
し
た
現
代
の
曹
洞
宗
門
の
位
置
付
け
と
し
て
、
非

常
に
重
要
な
説
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
仏
生
迦
毘
羅　

成
道
摩
掲

陀　

説
法
波
羅
奈
…
…
」
と
お
釈
迦
様
の
ご
生
涯
を
た
ど
る
「
展
鉢

偈
」
か
ら
す
れ
ば
、
説
法
が
き
ち
ん
と
菩
提
の
後
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で
充
分
足
り
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
瑩
山
禅
師
の

御
説
に
私
は
目
を
開
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
読
ん
で
い
き

ま
す
と
、
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
る
内
容
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
す

が
、『
伝
光
録
』
に
は
道
元
禅
師
の
ご
著
書
に
は
出
て
こ
な
い
、
道
元

禅
師
の
ご
著
書
か
ら
も
う
一
歩
進
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
大
事
な
テ
ー

マ
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
わ
ず
か
二
、
三
例
で
す
が
、
レ
ジ
ュ

メ
に
出
し
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
『
伝
光
録
』
に
お
け
る
曹
洞
宗
旨
の
新

た
な
展
開
を
、
皆
様
方
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も

そ
も
『
伝
光
録
』
は
、『
正
法
眼
蔵
仏
祖
』
巻
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
ま

す
。
こ
の
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
』
巻
が
な
け
れ
ば
、『
伝
光
録
』
は
始
ま

り
ま
せ
ん
。『
仏
祖
』
巻
は
ご
存
知
の
よ
う
に
毘
婆
尸
仏
大
和
尚
か
ら

ず
ら
っ
と
道
元
禅
師
に
至
り
、
道
元
禅
師
は
ご
自
分
を
五
十
一
祖
と
位

置
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
へ
至
る
仏
祖
方
の
名
前
を
列
記
し
て

い
る
だ
け
で
す
。『
仏
祖
』
巻
の
最
初
に
三
行
ぐ
ら
い
前
書
き
の
文
章

が
あ
り
ま
す
。「
宗そ

礼れ

…
…
」
と
万
葉
仮
名
で
始
ま
り
、
そ
し
て
仏
祖

が
仏
教
史
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
道

元
禅
師
は
簡
略
に
述
べ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
は
ず
ら
ず
ら
っ
と
仏
祖
の

名
前
だ
け
が
列
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
仏
祖
方
が
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ど
う
い
う
修
行
を
や
っ
て
、
ど
う
い
う
境
界
を
開
か
れ
、
ど
う
い
う
ご

生
涯
を
全
う
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。

　

私
は
い
ま
だ
に
ア
ナ
ロ
グ
人
間
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ば
か
正
直
に
家

に
あ
る
『
道
元
禅
師
全
集
』
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
開
い
て
は
チ
ェ
ッ
ク
を

入
れ
、『
仏
祖
』
巻
に
登
場
す
る
祖
師
方
に
つ
い
て
、
道
元
禅
師
が
ど

れ
だ
け
触
れ
て
お
ら
れ
る
か
チ
ェ
ッ
ク
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
し

た
ら
『
伝
光
録
』
五
十
三
章
の
中
で
二
十
四
祖
ぐ
ら
い
、
で
す
か
ら
半

分
近
く
の
祖
師
方
は
、
名
前
は
出
て
き
て
も
道
元
禅
師
は
そ
れ
以
上
踏

み
込
ん
で
お
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
道
元
禅
師
が
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
祖
師
方
の
行
実
が
『
伝
光
録
』
で
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
瑩
山
禅
師
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
目
を
つ
け
て
お
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
、
懐
奘
禅
師
ま
で
の
祖
師
方
の
御
伝
記
を
満
遍
な
く
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
『
伝
光
録
』
の
構
成
は
、
前
章
で
弟
子
で
あ
っ
た
と
き

に
お
師
匠
さ
ん
か
ら
ど
う
い
う
教
え
を
受
け
た
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う

お
悟
り
を
開
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
そ
し
て
次
の

章
で
は
、
今
度
は
師
家
と
し
て
、
師
匠
と
し
て
後
に
続
く
祖
師
に
ど
う

接
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
前
後

二
章
で
各
祖
師
の
全
体
の
お
姿
が
い
た
だ
け
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
し
摩
訶
迦
葉
章
と
迦
那
提
婆
章
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
異
質
で
す
。

摩
訶
迦
葉
章
は
、
一
般
的
に
は
お
釈
迦
様
が
あ
る
程
度
時
間
を
か
け
て

教
化
活
動
を
展
開
し
て
、
霊
鷲
山
で
拈
華
瞬
目
さ
れ
た
、
並
み
居
る
弟

子
た
ち
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
ぽ
か
ん
と
し
て
い
た
、
そ
れ
を
ご
覧

に
な
っ
た
摩
訶
迦
葉
尊
者
だ
け
が
破
顔
微
笑
し
た
、
と
い
う
有
名
な
霊

鷲
山
の
付
法
説
で
す
。『
大
梵
天
王
問
仏
決
疑
経
』
と
い
う
中
国
で
作

ら
れ
た
偽
経
の
中
に
出
て
く
る
説
に
拠
っ
て
禅
宗
で
は
こ
う
い
う
説
を

つ
け
る
の
で
す
が
、『
伝
光
録
』
の
摩
訶
迦
葉
章
は
そ
の
よ
う
に
説
い

て
は
い
ま
せ
ん
。
摩
訶
迦
葉
が
お
釈
迦
様
に
最
初
に
出
会
っ
た
と
き
に

拈
華
瞬
目
、
破
顔
微
笑
が
あ
っ
た
と
解
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様

が
「
善
く
来
た
れ
比
丘
よ
」
と
呼
び
か
け
る
わ
け
で
す
。
摩
訶
迦
葉
は

多
子
塔
の
、
こ
れ
は
原
語
は
バ
フ
ブ
ッ
タ
カ
で
す
。
当
時
の
古
代
イ
ン

ド
の
人
た
ち
が
多
子
塔
に
礼
拝
す
る
と
子
宝
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
信
仰

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
専
門
家
の
花
岳
寺
の
片
山
一
良
先
生
か

ら
う
か
が
っ
た
話
で
す
の
で
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
多
子
塔
の

前
で
、
お
釈
迦
様
と
初
め
て
摩
訶
迦
葉
が
出
会
う
の
で
す
。
最
初
に
出

会
っ
た
と
き
で
す
か
ら
、
霊
鷲
山
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
子
塔
前
で

会
っ
た
と
き
に
、
こ
の
拈
華
瞬
目
、
破
顔
微
笑
の
故
実
が
あ
っ
た
と
瑩

山
禅
師
は
た
だ
す
の
で
す
。
こ
れ
は
『
伝
光
録
』
に
初
め
て
出
て
く
る

話
で
、
瑩
山
禅
師
が
書
か
れ
た
ほ
か
の
も
の
で
は
霊
鷲
山
に
直
っ
て
お

り
ま
す
。
瑩
山
禅
師
は
六
十
二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
三

十
七
歳
の
壮
年
期
に
説
い
た
『
伝
光
録
』
で
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

て
注
目
さ
れ
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
迦
那
提
婆
章
で
は
、
那
伽
閼
刺
樹
那
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
）
大
和
尚
と
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
自
分

を
訪
ね
て
来
た
迦
那
提
婆
の
姿
を
遠
く
か
ら
見
て
、「
こ
れ
は
た
だ
者

で
は
な
い
」
と
わ
か
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
龍
樹
菩
薩
は
迦
那
提
婆
が

到
着
す
る
と
、
黙
っ
て
応
量
器
か
金
だ
ら
い
か
は
解
り
ま
せ
ん
が
、
器

い
っ
ぱ
い
の
水
を
弟
子
に
持
た
せ
、
前
に
置
か
せ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す

と
迦
那
提
婆
は
自
分
が
持
っ
て
い
た
針
を
一
本
そ
こ
に
投
げ
入
れ
ま

す
。
こ
れ
を
見
て
龍
樹
菩
薩
は
迦
那
提
婆
を
自
分
の
後
継
者
と
し
て
嗣

法
し
た
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
瑩
山
禅
師
は
そ
の
後
の
提
唱
で
、「
こ
の
二
人
の
間
で
は
ひ

と
こ
と
も
言
葉
が
交
わ
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
師
と
弟
子

の
問
答
の
中
で
弟
子
の
力
量
を
認
め
た
師
匠
が
印
可
証
明
し
て
嗣
法
す

る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
『
伝
光
録
』
の
叙
述
の
仕
方
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
迦
那
提
婆
の
と
こ
ろ
は
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
言
も
発

し
な
い
で
師
資
証
契
し
た
、
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
相
承

の
仕
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
非

常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
膝
下
で
縷
々
い
ろ
い

ろ
な
教
え
を
受
け
、
功
成
っ
て
嗣
法
に
至
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は

な
い
わ
け
で
、
迦
那
提
婆
章
は
そ
う
い
う
意
味
で
も
注
目
す
べ
き
章
で

す
。

　

摩
訶
迦
葉
章
、
迦
那
提
婆
章
は
そ
う
い
う
形
で
例
外
で
す
が
、『
伝

光
録
』
は
お
お
む
ね
前
章
で
弟
子
の
と
き
の
様
子
を
、
次
章
で
師
と

な
っ
て
か
ら
の
様
子
を
説
き
示
し
、
前
後
二
章
で
各
祖
師
の
実
体
が
浮

か
び
上
が
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
薬
山
惟
儼
章
は
、『
正
法
眼
蔵
恁
麼
』、『
有
時
』
両
巻
で
は

テ
ー
マ
に
応
じ
て
引
用
さ
れ
ま
す
。『
正
法
眼
蔵
』
は
あ
る
意
味
で
公

案
の
解
説
集
と
言
え
ば
言
え
る
わ
け
で
、
仏
教
の
重
要
な
テ
ー
マ
、
た

と
え
ば
『
諸
法
実
相
』『
唯
仏
与
仏
』、
そ
れ
か
ら
『
授
記
』
な
ど
は
み

な
『
法
華
経
』
に
関
す
る
巻
で
す
ね
。
ま
た
十
二
巻
本
の
『
正
法
眼
蔵

四
禅
比
丘
』
巻
な
ど
は
、『
摩
訶
止
観
』
の
注
釈
書
で
あ
り
ま
す
荊
渓

堪
然
の
『
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
』、『
摩
訶
止
観
輔
行
』
と
略
称
し
ま

す
が
、
こ
の
『
輔
行
』
か
ら
の
引
用
文
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

『
四
禅
比
丘
』
巻
も
い
わ
ゆ
る
禅
宗
の
書
物
と
し
て
見
る
と
、
い
か
に

も
異
様
な
感
じ
の
す
る
一
巻
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
柳
田
聖
山
と
い
う
花
園
大
学
の
高
名

な
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
一
世
を
風
靡
し
た
禅
宗
史
の
先
生
で
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
の
柳
田
先
生
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、「
道
元
禅
師
は
最
後
ま

で
天
台
宗
の
学
僧
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
若
い
頃
の
私
は
「
先

生
、
そ
れ
は
ま
ず
い
で
し
ょ
う
」
と
文
句
を
言
い
た
か
っ
た
ほ
ど
で
す

け
れ
ど
、
あ
る
意
味
で
臨
済
系
の
禅
師
た
ち
の
語
録
な
ど
と
は
だ
い
ぶ

色
合
い
が
違
う
こ
と
も
確
か
で
す
。
少
な
く
と
も
『
仮
名
正
法
眼

蔵
』、
い
わ
ゆ
る
『
正
法
眼
蔵
』
で
私
た
ち
が
拝
読
す
る
あ
の
道
元
禅

師
の
、
裏
を
返
し
表
を
返
し
、
斜
め
か
ら
横
か
ら
下
か
ら
上
か
ら
と
さ

ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
同
じ
語
句
を
翻
転
す
る
、
あ
あ
い
う
記
述
の
仕
方
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九

は
一
面
で
天
台
教
学
の
観
心
釈
の
伝
統
に
連
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と

い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
後
に
そ
れ
と
関
係
す
る
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ま
た
そ
こ
で
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

　
『
恁
麼
』
巻
で
は
薬
山
禅
師
と
石
頭
禅
師
、『
有
時
』
巻
で
は
薬
山
禅

師
と
馬
祖
禅
師
の
問
答
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
主
人
公
は
薬
山
禅
師

で
す
が
、
こ
の
『
恁
麼
』
巻
、『
有
時
』
巻
を
単
独
で
読
ん
で
い
る
と

き
は
、
薬
山
禅
師
の
修
行
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
よ
う
な
面
は
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
は
、
恁
麼
と
は
何
か
、
恁
麼
は
、
恁
麼

の
人
が
明
ら
か
に
す
る
の
だ
、
そ
し
て
こ
の
恁
麼
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
そ

な
わ
っ
て
い
る
か
ら
何
も
心
配
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
論
法
で
進
め
て

い
か
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
『
恁
麼
』
の
テ
ー
マ
、
そ
れ
か
ら
『
有
時
』
は
「
あ
る
と

き
」
で
「
有
は
時
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
存
在
と
時
間
」

と
い
う
こ
と
で
当
時
は
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
や
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
実
存
哲
学

と
非
常
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
、
哲
学
者
が
書
い
た
著
書
が
何
冊
か

残
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
『
恁
麼
』
で
は
、
薬
山
惟
儼
禅
師
が
「
私
は
三
乗

十
二
分
教
を
す
べ
て
マ
ス
タ
ー
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
す
ご
い

自
信
で
す
。
そ
の
薬
山
禅
師
が
「
仏
教
学
は
全
部
マ
ス
タ
ー
し
た
け
れ

ど
、
最
近
南
方
の
方
に
『
直
指
人
心　

見
性
成
仏
』
と
い
う
宗
旨
が

あ
っ
て
、
こ
れ
が
今
一
つ
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
お
師
匠
様
、
ど
う
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
ら
、
石
頭
希
遷
禅
師
が
「
恁
麼
で
も

不
是
、
不
恁
麼
で
も
不
是
」
と
、
つ
ま
り
「『
直
指
人
心　

見
性
成

仏
』
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
の
で
は
だ
め
だ
」
と
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
表
現
で
は
だ
め
だ
、
そ
し
て
最
後
に
「
恁

麼
不
恁
麼
総
じ
て
不
得
」、
つ
ま
り
「
所
詮
そ
れ
は
一
つ
の
文
章
表
現

で
、
そ
れ
に
い
つ
ま
で
も
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
い
け
な
い
」
と
説
く
わ

け
で
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
薬
山
禅
師
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
ぽ
か
ん

と
口
を
開
け
て
い
る
の
で
、「
ど
う
や
ら
お
前
は
私
の
と
こ
ろ
で
は
だ

め
だ
か
ら
、
馬
祖
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
ろ
」
と
い
う
の
で
、
薬

山
禅
師
は
馬
祖
禅
師
の
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
質
問
を
す

る
と
、
馬
祖
さ
ん
は
「
有
る
時
は
伊
を
し
て
揚
眉
瞬
目
せ
し
む
る
が

是
、
有
る
時
は
伊
を
し
て
揚
眉
瞬
目
せ
し
む
る
は
不
是
」
と
答
え
ま

す
。
長
い
間
仏
教
学
を
学
ん
で
き
た
薬
山
禅
師
は
こ
の
馬
祖
禅
師
の
言

葉
で
理
解
し
ま
す
。
そ
し
て
「
自
分
は
石
頭
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
い
た
と

き
は
、
鉄
で
で
き
た
牛
に
へ
ば
り
つ
い
た
蚊
の
よ
う
に
、
ま
る
で
歯
が

立
た
な
か
っ
た
」
と
述
懐
す
る
の
で
す
。
鉄
で
で
き
た
牛
に
い
く
ら
針

を
刺
し
て
も
蚊
は
血
を
吸
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

な
状
態
で
あ
っ
た
と
薬
山
禅
師
は
述
懐
し
、
そ
れ
か
ら
馬
祖
禅
師
の
と

こ
ろ
に
三
年
ぐ
ら
い
い
て
開
悟
し
ま
す
が
、
馬
祖
か
ら
「
お
前
の
師
匠

は
石
頭
だ
」
と
い
わ
れ
て
石
頭
の
と
こ
ろ
に
帰
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
あ
る
と
き
坐
禅
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
瑩
山
禅
師
の
坐

禅
観
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
坐
禅
を
し
て
い
る
と

石
頭
さ
ん
に
「
お
前
、
そ
こ
で
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言
わ
れ
、
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薬
山
が
「
一
切
不
為
」
と
答
え
る
と
、「
そ
う
か
、
そ
れ
で
お
前
は
そ

こ
で
閑
坐
し
て
い
る
の
か
」
と
、
つ
ま
り
「
や
る
こ
と
が
な
い
か
ら
ひ

ま
つ
ぶ
し
で
そ
ん
な
ふ
う
に
坐
っ
て
い
る
の
だ
な
」
と
言
わ
れ
、
薬
山

は
「
閑
坐
す
れ
ば
一
切
不
為
で
は
な
い
」
と
切
り
返
す
、
こ
れ
で
石
頭

さ
ん
は
び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
、
薬
山
禅
師
が
石

頭
さ
ん
と
交
わ
し
た
こ
の
「
一
切
不
為
」
と
い
う
坐
禅
、
こ
れ
は
非
常

に
重
要
で
す
ね
。

　

道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
坐
禅
箴
』
を
興
聖
寺
で
書
か
れ
ま
す
。
そ

し
て
『
坐
禅
儀
』
は
一
二
四
三
年
に
吉
峰
精
舎
で
書
か
れ
て
い
ま
す
か

ら
越
前
に
着
い
た
ば
か
り
の
頃
で
す
。『
弁
道
法
』
は
永
平
寺
に
改
ま

る
直
前
の
大
仏
寺
で
書
か
れ
た
と
い
う
時
系
列
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
私
た
ち
が
坐
禅
会
な
ど
で
使
っ
て

い
る
の
は
流
布
本
で
す
が
、
こ
れ
は
『
永
平
広
録
』
の
巻
八
末
に
付
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
著
述
で
は
い
ず
れ
も
薬
山
禅
師
と
あ
る
僧

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
問
答
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

「
思
量
箇
不
思
量
底
、
不
思
量
底
如
何
思
量
、
非
思
量
」
句
で
、
こ
れ

は
『
正
法
眼
蔵
坐
禅
箴
』
巻
で
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
あ

る
僧
が
薬
山
に
「
兀
兀
と
坐
定
し
て
什
麼
を
か
は
か
る
」
と
質
問
し
ま

す
。
薬
山
は
坐
禅
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
弟
子
が
来
て
そ

う
い
う
質
問
を
し
た
の
で
、
薬
山
禅
師
は
「
箇
の
不
思
量
底
を
思
量

す
」
と
答
え
た
の
で
す
。
す
る
と
僧
は
、「
不
思
量
底
如
何
思
量
せ

ん
」
と
、
つ
ま
り
「
不
思
量
底
を
ど
う
し
て
思
量
で
き
ま
し
ょ
う
か
」

と
問
い
ま
す
。
こ
れ
は
問
答
の
表
面
的
な
解
釈
で
す
が
、「
不
思
量
底

を
ど
う
し
て
思
量
で
き
ま
し
ょ
う
か
（
不
思
量
底
如
何
思
量
せ
ん
）」

と
い
う
と
、
薬
山
さ
ん
は
「
非
思
量
」
と
答
え
ま
す
。

　
「
非
思
量
」
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、『
信
心
銘
』
に
出
て
き
ま
す
。
瑩

山
禅
師
は
『
信
心
銘
拈
提
』
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、『
信
心

銘
』
の
「
非
思
量
」
の
言
葉
を
頭
の
中
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
背
景
に
今

言
っ
て
い
る
よ
う
な
「
一
切
不
為
の
坐
禅
」
を
強
調
し
て
い
か
れ
る
の

で
す
。

　

道
元
禅
師
は
、『
坐
禅
箴
』
巻
で
は
も
と
も
と
の
問
答
の
形
を
紹
介

し
て
い
ま
す
が
、
吉
峰
精
舎
で
書
か
れ
た
『
坐
禅
儀
』
で
は
、「
思
量

箇
不
思
量
底
な
り
や　

不
思
量
底
如
何
思
量
。
こ
れ
非
思
量
す
な
わ
ち

坐
禅
の
法
術
な
り
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
成
句
は
天
福

元
年
に
書
か
れ
た
真
筆
本
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
は
入
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
句
が
登
場
す
る
の
は
『
正
法
眼
蔵
三
百
則
』
の
中
巻
の
二
十

九
則
の
題
下
に
、
興
聖
護
国
寺
で
著
さ
れ
た
と
書
い
て
あ
る
の
で
、

『
坐
禅
箴
』
が
書
か
れ
た
同
じ
頃
で
、『
三
百
則
』
の
中
に
こ
の
問
答
が

そ
の
ま
ま
の
形
で
登
場
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
天
福
元
年
は
道
元

禅
師
三
十
四
歳
の
御
年
で
、
真
筆
本
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
は
こ
の
成

句
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
後
道
元
禅

師
は
「
こ
れ
は
重
要
な
句
だ
」
と
い
う
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、

今
私
た
ち
が
流
布
本
な
ど
で
読
む
「
兀
兀
と
坐
定
し
て
思
量
箇
不
思
量

底
、
不
思
量
底
如
何
思
量
、
非
思
量
、
是
れ
坐
禅
の
要
術
な
り
」
と
い
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一

う
成
句
な
の
で
す
。
資
料
に
よ
っ
て
「
法
術
」
と
「
要
術
」
と
用
語
が

違
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
出
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
『
伝
光
録
』
で
は
、
道
元
禅
師
が
苦
心
し
て
作
ら
れ
た
こ

の
有
名
な
成
句
が
一
回
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
句
を

避
け
て
い
る
感
さ
え
し
ま
す
。
投
子
義
青
章
で
こ
れ
を
批
判
し
て
お
り

ま
し
て
、「
非
思
量
な
ん
か
で
満
足
し
て
い
て
は
だ
め
だ
」
と
ま
ぜ
っ

か
え
し
て
い
る
の
で
す
。「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
」
と
思
う
わ
け

で
す
が
、『
坐
禅
用
心
記
』
で
は
最
後
の
段
で
こ
の
成
句
を
ち
ゃ
ん
と

書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
瑩
山
禅
師
は
そ
れ
も
お
認
め
に
な
っ
て
お
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
瑩
山
禅
師
は
、『
坐
禅
用
心
記
』
の
中
で

「
只
管
打
坐
一
切
不
為
」
と
い
う
成
句
で
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

非
常
に
要
を
得
た
只
管
打
坐
の
定
義
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
た

だ
坐
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
を
や
め
る
こ
と
だ
」
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意

味
合
い
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
人
間
的
な
一
切
の
営
み
を
放
棄
す
る
こ

と
、
自
分
の
思
い
を
一
切
捨
て
、「
心
意
識
の
運
転
を
や
め
念
想
観
の

測
量
を
や
め
」
と
道
元
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
師
事
し
た
鈴
木
格
禅
先
生
は
駒
澤
大
学
の
坐
禅
堂
で
、
い
つ
も

「
坐
禅
と
は
人
間
を
や
め
る
こ
と
だ
！
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
先
生
、

人
間
を
や
め
た
ら
ど
う
な
る
の
で
す
か
？
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
「
そ
の

う
ち
わ
か
る
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
当
に
そ
う
で
す
。
人
間
を
や

め
る
こ
と
な
の
で
す
。
私
も
こ
の
年
に
な
っ
て
「
先
生
の
言
っ
た
通
り

だ
」
と
、
折
に
ふ
れ
先
生
の
言
葉
の
正
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で

す
。

　

そ
れ
か
ら
雲
巌
曇
晟
章
で
は
、「
二
十
年
間
も
百
丈
の
下
に
い
て
何

を
し
て
い
た
の
か
」
と
叱
責
さ
れ
て
い
ま
す
。
雲
巌
曇
晟
禅
師
は
百
丈

禅
師
の
下
に
二
十
年
間
お
り
、
百
丈
禅
師
が
亡
く
な
っ
た
後
、
薬
山
惟

儼
禅
師
を
訪
ね
ま
す
。
そ
の
最
初
の
問
答
が
『
伝
光
録
』
に
出
て
い
ま

す
。
三
回
ぐ
ら
い
答
え
る
の
で
す
が
、「
そ
れ
で
は
だ
め
だ
、
そ
ん
な

の
は
修
行
に
な
ら
な
い
。
お
前
は
二
十
年
間
も
百
丈
山
に
い
て
ま
だ
俗

気
も
抜
け
な
い
の
か
」
と
、
雲
巌
禅
師
の
不
勉
強
を
薬
山
禅
師
は
叱
責

し
て
い
ま
す
。
の
ち
に
参
学
の
大
事
を
開
悟
し
て
洞
山
良
价
さ
ん
の
お

師
匠
さ
ん
と
な
っ
て
「
無
情
説
法
」
の
宗
旨
を
教
示
し
、
そ
し
て
別
れ

際
に
洞
山
良
价
さ
ん
が
、
百
年
後
に
お
師
匠
さ
ん
の
頂
相
を
描
こ
う
と

い
う
と
き
に
、
ど
う
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
ら
い
い
で
す
か
と
問
う

と
、
し
ば
ら
く
し
て
雲
巌
曇
晟
さ
ん
は
、「
祇
だ
這
れ
是
れ
」
と
答
え

た
と
い
い
ま
す
。
洞
山
良
价
さ
ん
は
こ
の
言
葉
に
疑
問
を
感
じ
、
ず
っ

と
疑
問
を
抱
き
続
け
た
の
で
す
が
、「
洞
山
過
水
の
偈
」
と
い
う
あ
の

有
名
な
出
来
事
で
、
つ
い
に
新
し
い
境
涯
を
開
く
の
で
す
。

　

雲
巌
曇
晟
さ
ん
は
『
正
法
眼
蔵
三
百
則
』
上
巻
の
五
十
七
則
に
も
引

用
さ
れ
る
「
南
泉
智
不
到
処
」
と
い
う
有
名
な
公
案
に
も
登
場
し
ま

す
。
兄
弟
子
の
道
吾
円
智
と
雲
巌
曇
晟
さ
ん
が
南
泉
さ
ん
の
と
こ
ろ
で

修
行
し
て
い
た
と
き
、
南
泉
が
「
先
日
話
し
た
智
不
到
処
の
境
界
は
ど

う
い
う
こ
と
か
」
と
言
う
と
、
道
吾
円
智
は
仕
事
を
止
め
て
さ
っ
と
席
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を
立
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
雲
巌
曇
晟
さ
ん
は
そ
の
後

で
兄
弟
子
に
、「
な
ぜ
あ
の
と
き
ち
ゃ
ん
と
言
葉
で
答
え
な
か
っ
た
の

で
す
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
続
き
が
あ
る

の
で
す
が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
や
め
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
雲
巌

さ
ん
は
最
後
ま
で
「
智
不
到
処
」
の
公
案
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
禅
学
大
辞
典
』
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
酒
井
得
元
先
生
か
、
鏡
島
元
隆
先
生
か
、
あ
る
い
は
鈴
木
先
生
が

執
筆
さ
れ
た
項
と
推
察
し
ま
す
が
、
雲
巌
曇
晟
は
死
ぬ
ま
で
こ
の
よ
う

に
愚
直
に
悩
み
続
け
た
、
だ
か
ら
雲
巌
の
生
涯
は
ス
カ
ッ
と
悟
っ
た
境

界
と
は
違
っ
た
、
け
れ
ど
も
こ
の
愚
直
さ
こ
そ
曹
洞
宗
の
特
色
で
は
な

い
か
、
と
い
う
よ
う
な
解
説
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
解
説
な
の

で
、
ぜ
ひ
お
読
み
く
だ
さ
い
。

　

も
う
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
や
め
ま
す
が
、
投
子
義
青
章
の
「
投
子

代
付
」
説
は
、『
授
記
』
巻
と
『
嗣
書
』
巻
に
も
引
用
が
あ
り
ま
す
。

『
授
記
』
巻
は
「
靸
鞋
を
転
受
せ
し
蹤
跡
あ
り
」
と
記
し
、『
嗣
書
』
巻

で
は
「
靸
鞋
の
相
嗣
あ
り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
水
野
弥
穂
子
先
生

は
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
大
陽
警
玄
が
臨
済
宗
の
浮
山
法
遠
に
皮
履
と
直

綴
を
与
え
て
後
事
を
託
し
、
大
陽
示
寂
後
、
浮
山
が
代
わ
っ
て
投
子
義

青
に
嗣
法
し
た
こ
と
と
脚
注
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鏡
島
元
隆
先
生

は
、『
永
平
広
録
』
の
中
に
「
投
子
義
青
和
尚
、
大
陽
に
執
侍
す
る
こ

と
三
年
、
大
陽
一
日
師
に
問
て
曰
く
」
云
々
と
、
投
子
が
大
陽
か
ら
直

接
嗣
法
し
た
か
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
後
人
の
仮
託
で
あ
る
、
と

訂
正
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
江
戸
期
の
宗
統
復
興
運
動
の
中
で
卍
山
さ

ん
、
面
山
さ
ん
、
天
桂
伝
尊
さ
ん
な
ど
の
間
で
嗣
法
の
問
題
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
が
、
仏
洲
仙
英
和
尚
が
初
め
て
刊
行
し
た

『
伝
光
録
』
の
版
本
の
中
で
は
「
大
陽
―
投
子
・
浮
山
―
投
子
」
と
異

様
な
形
で
両
説
を
併
記
し
て
い
ま
す
。
勿
論
、
拈
提
本
文
で
は
明
ら
か

に
投
子
代
付
と
い
う
こ
と
を
瑩
山
禅
師
は
強
調
し
て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ

メ
の
最
後
の
段
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
こ
と
ま
で
瑩
山
禅
師
は
強
調
し
て

お
ら
れ
、
投
子
代
付
を
き
ち
ん
と
認
め
た
上
で
「
こ
れ
は
宗
門
の
奇
特

な
出
来
事
だ
」
と
評
価
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
充
分
に
意
を
尽
く
す
報
告
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

と
し
て
、
こ
れ
で
私
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
失
礼
い

た
し
ま
し
た
。

　【
補
注
】「
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
段
」
に
つ
い
て

　

後
に
覚
範
慧
洪
が
、
投
子
代
付
は
、
薦
福
承
古
が
死
後
百
年
も
経
っ

て
い
る
雲
門
の
法
を
嗣
い
だ
と
主
張
す
る
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
不
合
理
な

話
だ
と
論
難
す
る
の
に
対
し
、
瑩
山
禅
師
は
そ
れ
は
「
面
授
」
の
大
事

が
解
っ
て
い
な
い
者
の
い
い
が
か
り
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
し
て
い
ま

す
。『
面
授
』
巻
末
に
記
す
薦
福
承
古
批
判
説
を
認
め
た
上
で
、『
伝
光

録
』
が
さ
ら
に
投
子
代
付
の
真
実
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
刮
目
す
べ
き

で
し
ょ
う
。
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失
礼
い
た
し
ま
す
。
城
滿
寺
の
住
職
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
田
村
航
也
と
申
し
ま
す
。
私
自
身
は
学
問
か
ら
遠
ざ
か
り
ま
し
て
十

年
以
上
経
つ
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
学
術
大
会
で
こ
の
よ
う
な
機

会
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
大
禅
師
猊
下
を

は
じ
め
皆
様
に
対
し
、
誠
に
お
耳
汚
し
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
々
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

本
日
は
「
四
国
の
地
か
ら
見
た
瑩
山
禅
師
」
と
い
う
題
名
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
副
題
は
「
多
視
点
性
に
よ
る
瑩
山
禅
師
研
究
の
新

時
代
へ
」
と
、
ち
ょ
っ
と
仰
々
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
四
国
に
お

り
ま
し
て
、
畏
れ
多
く
も
祖
跡
に
て
坐
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
見
え
ま
す
も
の
、
さ
ら
に
今
回
は
七
百
回
大
遠
忌
の
記
念
と
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
五
十
年
後
の
次
の
大
遠

忌
に
も
つ
な
い
で
い
け
る
視
点
を
持
て
る
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込

め
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

ス
ク
リ
ー
ン
に
写
真
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
城
滿
寺
が
ご
ざ
い
ま
す

の
は
四
国
徳
島
の
海か

い
部ふ

と
い
う
場
所
で
あ
り
ま
す
。
四
国
は
南
海
に
浮

《
個
別
発
表
》
四
国
の
地
か
ら
見
た
瑩
山
禅
師

―
多
視
点
性
に
よ
る
瑩
山
禅
師
研
究
の
新
時
代
へ

―
田
　
村
　
航
　
也

【写真１】

か
ぶ
島
で
す
が
、
徳

島
県
の
最
も
南
の
あ

た
り
に
ご
ざ
い
ま

す
。
ほ
ぼ
高
知
県
と

の
県
境
で
、
自
動
車

で
十
分
も
行
け
ば
も

う
高
知
県
で
す
。
写

真
の
手
前
が
海
部
川

と
い
う
清
流
で
、
奥

が
太
平
洋
で
す
。
画

面
の
左
側
少
し
上
の

方
に
こ
ん
も
り
と
緑

が
見
え
ま
す
が
、
こ

ち
ら
に
は
松
が
生
え

て
お
り
ま
し
て
、
松

原
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
大
本
山
總
持
寺

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月
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様
か
ら
以
前
瑩
山
禅
師
様
の
漫
画
本
『
そ
う
じ
じ
の
け
い
ざ
ん
さ
ま
』

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
漫
画
本
の
中
で
瑩
山
禅
師
様
が

海
部
の
地
に
お
越
し
に
な
っ
た
場
面
に
、
こ
の
松
原
が
き
ち
ん
と
描
か

れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
松
原
を
見
た
と
き
に
は
感
動
い
た
し
ま
し
た

が
、
ご
覧
の
通
り
非
常
に
の
ど
か
な
場
所
で
あ
り
ま
す
。
四
国
の
特
徴

と
し
て
山
が
非
常
に
険
し
く
、
海
ま
で
せ
り
出
し
て
迫
っ
て
い
る
土
地

柄
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
地
に
お
き
ま
し
て
は
、
真
言
宗
の
弘
法
大
師
空
海
ゆ
か
り
の
地

が
大
変
多
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
四
国
で
「
お
大
師
様
」
と
申
せ
ば
弘
法

大
師
を
指
す
わ
け
で
す
が
、「
城
滿
寺
も
常
済
大
師
と
い
う
お
大
師
様

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
折
に
触
れ
て
地
元
の
方
々
に
は
申
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
も
と
も
と
関
東
の
人
間
で
、
関
東
か
ら
見
て
京
都
・
大
阪
と
い

う
と
非
常
に
遠
い
感
じ
が
し
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
四
国
に
来
て

み
る
と
徳
島
か
ら
京
都
・
大
阪
は
非
常
に
近
く
感
じ
ま
す
。
瑩
山
禅
師

様
も
御
伝
記
の
中
で
何
度
も
京
都
を
通
っ
て
北
陸
の
方
へ
往
復
さ
れ
た

と
い
う
お
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
徳
島
市
内
か
ら
な
ら
ば
、
京
都

へ
は
自
動
車
で
二
時
間
も
あ
れ
ば
充
分
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

距
離
感
覚
と
い
う
の
が
非
常
に
新
鮮
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
海
部
は
徳
島

市
か
ら
さ
ら
に
自
動
車
で
二
時
間
か
か
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
当

時
自
動
車
は
あ
り
ま
せ
ん
が
船
に
乗
り
ま
し
た
ら
そ
れ
ほ
ど
苦
労
せ
ず

に
京
都
・
大
坂
ま
で
出
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

漫
画
の
方
で
は
瑩
山
禅
師
様
が
船
で
こ
の
地
へ
渡
ら
れ
て
く
る
の
で
す

が
、
上
陸
さ
れ
た
あ
た
り
の
風
景
と
い
う
こ
と
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
存
じ
ま
す
。

　

二
番
目
の
写
真
は
、
城
滿
寺
の
裏
手
に
あ
る
山
か
ら
海
部
川
と
海
を

見
た
写
真
で
、
手
前
か
ら
ゆ
る
ゆ
る
と
海
に
向
か
っ
て
い
る
の
が
海
部

【写真２】

川
で
す
。
こ
の
画
面
の
左

側
、
海
部
川
の
流
れ
を

遡
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
禅ぜ

ん

僧ぞ
う

山ざ
ん

と
い
う
伝
説
の
地
が

ご
ざ
い
ま
し
て
、
瑩
山
禅

師
様
の
お
弟
子
様
の
禅
僧

方
が
山
に
入
ら
れ
て
ず
っ

と
坐
禅
の
修
行
を
し
て
お

ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
古

く
か
ら
こ
の
地
に
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
城
滿
寺
か
ら

山
の
中
を
三
時
間
ほ
ど
歩

い
て
ま
い
り
ま
す
と
、
禅ぜ

ん

僧ぞ
う

杉す
ぎ

と
い
う
当
時
の
修
行

を
見
守
っ
て
い
た
と
言
わ

れ
る
杉
の
木
も
ご
ざ
い
ま

す
。
後
ほ
ど
ま
た
こ
の
禅
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僧
山
に
つ
い
て
は
お
話
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
地
で
有
り
難
く
も
坐
禅
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
地
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
ま
で

気
づ
か
な
か
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
て
ま
い

り
ま
し
た
。
瑩
山
禅
師
に
関
し
て
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関

し
て
も
、「
こ
れ
は
現
地
に
合
わ
せ
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
感
覚
に
な

る
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い
ろ
と
新
た
な
疑
問
、
と
言
っ
て

も
疑
い
と
い
う
よ
り
は
好
奇
心
か
ら
「
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
ふ
う
に

こ
の
場
所
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
か
」
と
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
永
光
寺
様
付
近
の
古
い
地
図
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
永
光

寺
様
の
あ
る
羽
咋
の
地
の
邑お

う
知ち

潟が
た

の
範
囲
に
つ
い
て
、
現
在
の
邑
知
潟

は
細
長
く
堤
防
に
囲
ま
れ
た
水
地
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
古

く
は
も
っ
と
広
い
範
囲
に
広
が
っ
て
お
り
、
永
光
寺
様
の
近
く
ま
で
水

地
で
あ
っ
た
と
調
査
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
が
永
光
寺
様
に
拝
登

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
き
に
見
え
る
現
地
の
景
色
と
、
瑩
山
禅
師
様
の
当

時
の
景
色
で
は
、
海
と
水
を
感
じ
る
近
さ
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
邑
知
潟
の
奥
ま
で
大
き
な
船
が
入
っ

て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
羽
咋
港
の
あ

た
り
で
大
き
な
船
か
ら
小
さ
な
船
へ
乗
り
換
え
て
、
永
光
寺
様
の
近
く

ま
で
来
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

海
部
の
地
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
先
ほ
ど
の
写
真
を

ご
覧
い
た
だ
く
と
、
左
の
と
こ
ろ
が
お
城
跡
で
、
吉
野
城
で
す
。
ま

た
、
こ
の
写
真
を
撮
っ
て
い
る
場
所
の
あ
た
り
の
丘
の
上
に
吉
田
城
と

い
う
お
城
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
時
、
現
地
の
権
力
者
が
大
量
の
杉
や
檜

を
港
か
ら
大
坂
に
売
り
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
富
を
蓄
え
て
、

四
国
で
初
め
て
当
時
最
先
端
の
仏
教
で
あ
る
禅
を
取
り
入
れ
た
と
い
う

流
れ
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
吉
田
城
が
十
二
、
三
世
紀
に
建
て
ら
れ

ま
し
て
、
そ
の
後
左
側
の
吉
野
城
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
十
六
世

紀
の
こ
と
で
す
が
、
戦
国
時
代
末
期
に
な
る
と
右
奥
の
と
こ
ろ
に
海
部

城
と
い
う
お
城
が
作
ら
れ
ま
す
。
杉
や
檜
は
、
現
代
の
よ
う
な
ト
ラ
ッ

ク
は
な
い
の
で
川
に
流
し
て
ま
い
り
ま
す
。
上
流
で
川
の
水
を
せ
き
止

め
て
そ
こ
に
木
材
を
た
め
、
一
気
に
堰
を
落
と
し
て
流
し
運
び
ま
す
。

そ
し
て
下
ま
で
運
ん
で
来
て
土
場
（
ド
バ
。
貯
木
場
の
こ
と
）
に
た
く

わ
え
、
船
に
載
せ
持
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
山
城
と
い
う
の
は
高
い
と

こ
ろ
か
ら
よ
く
見
え
て
、
監
視
が
で
き
る
場
所
な
の
で
す
。
そ
の
監
視

所
が
時
代
を
追
っ
て
ど
ん
ど
ん
海
側
に
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
戦
国
時
代
に
お
い
て
防
御
の
良
さ
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ

い
ま
し
た
で
し
ょ
う
が
、
海
部
川
は
非
常
に
大
量
の
土
砂
を
運
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、
私
は
瑩
山
禅
師
様
の
当
時
も
海
が
も
っ
と
近
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

　

写
真
の
中
央
部
に
は
大
里
古
墳
と
い
う
七
世
紀
は
じ
め
築
造
の
古
墳

が
あ
り
、
近
く
か
ら
は
壺
い
っ
ぱ
い
に
中
国
の
古
銭
が
入
っ
た
も
の
が

発
掘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
海
部
城
の
下
に
寺
山
古
墳
と
あ
り
ま
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す
が
、
こ
れ
は
円え

ん

形け
い

周し
ゅ

溝う
こ

墓う
ぼ

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
、
二
世
紀
末
か

ら
三
世
紀
と
い
う
か
ら
と
て
も
古
い
も
の
で
す
。
昔
は
「
箸は

し

墓は
か

古
墳
よ

り
以
前
の
古
墳
は
古
墳
と
呼
ば
な
い
」
と
い
う
学
問
上
の
基
準
が
あ
っ

て
円
形
周
溝
墓
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
九
年
前
に
よ
う
や
く
古
墳

と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
所
と
と
も
に
、
城
滿
寺
の

手
前
近
く
ま
で
海
に
関
し
た
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、

写
真
左
手
前
に
「
福
聚
院
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
今
現
在
城
滿
寺
で
預
か

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
江
戸
時
代
の
小
さ
な
お
堂
で
す
が
、
江
戸
時

代
に
は
こ
こ
で
法
螺
貝
を
吹
く
と
船
が
集
ま
っ
て
き
て
法
要
に
参
加
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
こ
こ
で
法
螺
貝
を
吹
い
て
も
奥
の
海
ま

で
は
な
か
な
か
聞
こ
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う

の
で
す
か
ら
、
当
時
は
か
な
り
手
前
ま
で
水
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
瑩
山
禅
師
様
の

上
陸
地
は
一
体
ど
こ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
鋭
意
考
え

て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
の
も
、
四
国
の
地
に
居
て

こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
見
る
場
所
が
変
わ
れ
ば

い
ろ
い
ろ
な
見
え
方
が
あ
る
と
い
う
多
様
性
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と

が
、
一
つ
研
究
の
上
に
お
い
て
も
重
要
な
視
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
今
回
の
主
題
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
な
ど

の
立
場
か
ら
歴
史
的
事
実
を
部
分
的
に
拾
い
組
み
合
わ
せ
て
主
観
的
に

歴
史
を
作
っ
て
い
く
こ
と
は
近
代
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
と
は
異
な
る
形
で
、
客
観
的
で
あ
り
な
が
ら
も
現
場
に
留
ま
っ
て

多
様
性
を
認
識
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
瑩
山
禅
師
様
に

関
し
て
は
、
六
十
二
歳
説
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
今
後
非
常
に
た
く
さ

ん
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
旧

説
と
の
比
較
に
お
い
て
、「
前
は
こ
う
だ
っ
た
が
今
は
こ
う
だ
、
正
し

【写真３】

く
は
こ
う
だ
」
と

一
面
的
に
決
め
て

い
く
の
で
は
な

く
、
丁
寧
に
そ
の

現
場
に
立
脚
し
て
、

時
間
を
か
け
て
考

察
を
重
ね
て
い
く

べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
、「
多
視
点

性
」
と
い
う
こ
と

を
申
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

城
滿
寺
か
ら
一

つ
の
仮
説
を
立
て

さ
せ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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一
七

写
真
は
禅
僧
杉
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
、
瑩
山
禅
師
様
の
お
弟
子
様
た

ち
の
坐
禅
を
見
守
っ
て
い
た
と
地
元
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
杉
の
木

で
す
。
大
変
な
太
さ
で
、
大
人
七
人
で
よ
う
や
く
囲
め
る
杉
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
禅
僧
山
、
そ
し
て
禅
僧
杉
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い

る
の
が
海
陽
町
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
徳
島
県
に
は
曹
洞
宗
寺
院
が
全

部
で
二
十
五
か
寺
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
海
陽
町
だ
け
で
八
か
寺
ご
ざ

い
ま
す
。
現
在
で
も
曹
洞
宗
の
寺
院
が
町
内
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
、

瑩
山
禅
師
様
の
伝
説
が
あ
っ
た
こ
と
も
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
瑩
山
禅
師
様
が
城
滿
寺
を
去
ら
れ
て
後
の
こ
と
が
、
一
つ
の

大
き
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
瑩
山
禅
師
様
の
残
さ
れ
た
置
文
に
「
山

僧
遺
跡
寺
々
置
文
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
『
洞
谷
記
』
に
収
録
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
瑩
山
禅
師
様
の
遺
跡
寺
と
し
て
八
か
寺
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
八
か
寺
は
、
瑩
山
禅
師
様
の
法
を
嗣
ぐ
者

だ
け
が
護
持
し
て
い
く
べ
き
お
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
城
滿
寺
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
残
念
な

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
城
滿
寺
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
城
滿
寺
は
嗣
法
の
人
が
継
ぐ
べ
き
寺
と
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
城
滿
寺
は
い
や
し
く
も
海
部

の
領
主
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
お
寺
で
す
か
ら
、
瑩
山
禅
師
が
四
年
な

い
し
八
年
で
去
ら
れ
て
す
ぐ
に
こ
の
お
寺
が
破
却
さ
れ
る
こ
と
は
考
え

に
く
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
誰
か
が
継
い
で
い
た
、
し
か

し
瑩
山
禅
師
様
に
関
係
す
る
方
、
つ
ま
り
嗣
法
の
方
は
継
い
で
い
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
る
と
瑩
山
禅

師
様
の
お
弟
子
以
外
の
他
宗
の
方
が
継
が
れ
た
あ
る
い
は
管
理
を
し
て

い
か
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
地
元
の

遍
路
札
所
の
方
か
ら
、
江
戸
時
代
の
真
言
宗
の
寺
院
一
覧
を
見
た
と
こ

ろ
漢
字
は
違
う
が
「
ジ
ョ
ウ
マ
ン
寺
」
と
い
う
名
前
が
あ
る
、
と
う
か

が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
認
は
ま
だ
取
れ
て
い
な
い
の
で
真
偽
の

ほ
ど
を
確
か
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
中
で
、
こ
の
城
滿
寺
が
後
々
ど
う
な
っ
た
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
嗣
法
の
人

に
よ
る
継
席
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
瑩
山
禅
師
様
は
大
乗
寺
様
に
移
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
周

知
の
通
り
大
乗
寺
様
は
継
席
を
臨
済
宗
の
恭
翁
運
良
師
に
し
て
お
り
、

臨
済
宗
と
い
っ
て
も
現
在
の
よ
う
な
近
代
的
宗
派
と
し
て
の
臨
済
宗
と

い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
柔
軟
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
通
説
で
は
城

滿
寺
は
一
五
八
五
年
、
土
佐
の
方
面
か
ら
長
宗
我
部
氏
が
攻
め
て
き
て

焼
失
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
間
、
ど
の
よ
う
に
存
続
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

最
終
的
に
は
、
瑩
山
禅
師
様
は
先
ほ
ど
の
置
文
の
よ
う
な
結
論
、
す

な
わ
ち
、
瑩
山
禅
師
様
の
遺
跡
地
は
嗣
法
の
門
中
で
の
み
守
る
べ
き
で
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あ
る
と
い
う
結
論
ま
で
至
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
瑩
山
禅

師
様
の
ご
生
涯
の
途
中
の
た
と
え
ば
『
伝
光
録
』
を
拝
読
し
ま
す
と
、

真
言
宗
や
天
台
宗
は
正
伝
で
は
な
い
、
と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
し
て
臨
済
宗
に
つ
い
て
は
、
臨
済
曹
洞
と

い
う
こ
と
は
言
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
お
っ

の
者
で
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
結
論
に
至
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
可
能

性
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
き
ち
ん
と
検
討
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

幸
い
に
も
現
在
の
城
滿
寺
に
関
し
て
は
、
大
本
山
總
持
寺
様
は
じ
め

宗
門
の
皆
様
の
お
力
に
よ
っ
て
太
祖
様
の
祖
跡
と
し
て
し
っ
か
り
と
復

興
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
坐
禅
の
道
場
と
し
て

充
実
す
る
こ
と
が
肝
要
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
現
地
に
立
ち

ま
し
た
多
様
な
視
点
を
丁
寧
に
扱
い
つ
つ
瑩
山
禅
師
様
を
拝
し
て
い
く

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
、
さ
ま
ざ
ま
に
研
鑽
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

最
後
の
写
真
は
、
実
は
現
在
の
城
滿
寺
の
横
に
昔
の
城
滿
寺
と
い
う

場
所
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
入
り
口
で
す
。
こ
の
奥
に
昔
の
城
滿
寺

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
杉
の
植
林
地
と
な
っ
て
放

置
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
調
査
も
含
め
て

歴
史
的
な
事
実
に
基
づ
い
て
城
滿
寺
の
研
究
を
今
後
も
進
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
限
ら
れ
た
時
間
で
し
た
の
で
大
変
雑
駁
に

な
り
ま
し
た
が
、
ど
う
ぞ
お
許
し
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【写真４】

し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う

に
、
瑩
山
禅

師
様
の
お
考

え
も
少
し
ず

つ
変
遷
が
あ

り
、
最
初
の

城
滿
寺
時
代

は
宗
派
に
か

か
わ
ら
ず
と

考
え
ら
れ
た

も
の
が
、大

乗
寺
時
代
は

禅
宗
に
限
ら

れ
、
最
終
的

に
は
「
嗣
法



一
九

不
可
解
な
「
宗
旨
」

　

宗
門
の
最
高
学
府
で
あ
る
駒
澤
大
学
で
禅
の
歴
史
・
思
想
と
宗
学
を

学
び
始
め
て
以
来
、
ず
っ
と
抱
き
続
け
て
き
た
違
和
感
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
大
学
で
学
ぶ
曹
洞
宗
の
「
宗
旨
」
と
、
道
元
禅
師
の
教
え
と
の

間
、
さ
ら
に
は
禅
仏
教
が
目
指
す
宗
教
の
本
質
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
が
こ
れ
ま
で
宗
学
で
学
ん
だ
「
宗
旨
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
要

約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
「
道
元
禅
師
の
教
え
は
只
管
打
坐
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
教
え

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
坐
禅
す
る
な
か
に
真
実
が
現
れ
る

と
い
う
教
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
坐
禅
そ
の
も
の
が
身
心
脱
落
の
当
体

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
坐
禅
は
悟
り
を
目
的
と
し
な
い
無
所
得
・

無
所
悟
の
坐
禅
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
不
染
汚
の
修
証
と
も
い
わ
れ

る
。
ま
た
、
宗
門
の
坐
禅
は
、
坐
禅
修
行
の
な
か
に
証
悟
が
自
ず
と
そ

な
わ
る
こ
と
か
ら
本
証
妙
修
の
坐
禅
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
、
修
行
と
悟

り
を
分
け
な
い
こ
と
か
ら
修
証
一
等
の
坐
禅
と
も
表
明
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
宗
門
で
は
、
坐
禅
は
、
通
常
の
修
行
と
し
て
の
意
味
合
い
を
超

え
、
仏
行
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
仏
行
は

日
常
の
行
持
と
し
て
も
実
践
さ
れ
、
そ
こ
に
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅

槃
の
行
持
道
環
が
実
現
す
る
と
さ
れ
る
」。
こ
の
よ
う
な
「
宗
旨
」
の

結
果
、
い
き
お
い
坐
禅
の
姿
が
悟
り
と
等
置
さ
れ
て
坐
相
が
重
視
さ

れ
、
法
要
・
儀
式
は
仏
行
と
し
て
の
荘
厳
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
曹
洞
宗
は
綿
密
を
家
風
と
す
る
宗
派
と
し
て
「
威
儀
即

仏
法
、
作
法
是
宗
旨
」
と
い
う
言
葉
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
下
、
従
来
の
「
宗
旨
」
に
対
す
る
筆
者
の
疑
問
点
を
列
記
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
は
す
で
に
道
元
禅
師
の
教
え
の

中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

疑
問
（
一
）
た
だ
坐
る
姿
が
真
実
に
か
な
っ
た
仏
の
姿
と
い
わ
れ
る

が
、
只
管
打
坐
・
身
心
脱
落
の
坐
禅
は
坐
禅
中
の
境
界
を
否
定
す
る
も

の
な
の
か
。

　

答
え
は
、
修
証
を
分
け
な
い
無
所
得
の
坐
禅
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で

《
個
別
発
表
》
瑩
山
禅
師
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
曹
洞
宗
の
宗
旨竹

　
内
　
弘
　
道

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月
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二
〇

あ
る
が
、
道
元
禅
師
は
坐
禅
中
の
諸
仏
の
境
界
を
否
定
し
て
は
い
な

い
。
そ
れ
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

諸
仏
如
来
、
と
も
に
妙
法
を
単
伝
し
て
、
阿
耨
菩
提
を
証
す
る
に
、
最
上
無

為
の
妙
術
あ
り
。
こ
れ
た
だ
、
ほ
と
け
仏
に
さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま
な
る
こ
と

な
き
は
、
す
な
は
ち
自
受
用
三
昧
そ
の
標
準
な
り
。

（『
弁
道
話
』『
道
元
禅
師
全
集
』
春
秋
社
本
〔
以
下
『
全
集
』〕
第
二
巻
四
六

〇
頁
）

も
し
人
、
一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端
坐
す

る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な

る
。.
（『
弁
道
話
』『
全
集
』
第
二
巻
四
六
二
頁
）

　

疑
問
（
二
）
宗
門
の
修
証
一
等
の
坐
禅
は
仏
行
で
あ
り
、
坐
禅
に
証

が
現
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
坐
禅
に
よ
る
体
験
的
開
悟
を
否
定
す

る
の
か
。

　

答
え
は
以
下
に
あ
る
よ
う
に
、

人
試
み
に
意
根
を
坐
断
せ
よ
、
十
が
八
九
は
忽
然
と
し
て
見
道
す
る
こ
と
を

得
ん
。（
原
漢
文
）.

（『
学
道
用
心
集
』『
全
集
』
第
五
巻
三
七
頁
）

道
元
禅
師
は
坐
禅
に
よ
っ
て
開
悟
に
至
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

疑
問
（
三
）
無
所
得
・
無
所
悟
の
坐
禅
を
説
く
道
元
禅
師
は
覚
体
験

を
否
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
覚
体
験
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
禅

仏
教
が
目
指
す
宗
教
性
は
存
在
す
る
の
か
。
答
え
は
以
下
の
ご
と
く
、

か
く
て
年
月
を
ふ
る
に
、
大
証
国
師
の
蹤
跡
を
た
づ
ね
て
、
武
当
山
に
い
り

て
、
国
師
の
庵
の
あ
と
に
、
く
さ
を
む
す
び
て
為
庵
す
。
竹
を
う
え
て
と
も

と
し
け
り
。
あ
る
と
き
、
道
路
を
併
浄
す
る
ち
な
み
に
、
か
は
ら
ほ
と
ば
し

り
て
竹
に
あ
た
り
て
、
ひ
び
き
を
な
す
を
き
く
に
、
豁
然
と
し
て
大
悟
す
。…

中
略
…
又
、
霊
雲
志
勤
禅
師
は
、
三
十
年
の
辦
道
な
り
。
あ
る
と
き
游
山
す

る
に
、
山
脚
に
休
息
し
て
、
は
る
か
に
人
里
を
望
見
す
。
と
き
に
春
な
り
、

桃
華
の
さ
か
り
な
る
を
み
て
、
忽
然
と
し
て
悟
道
す
。

.

（「
渓
声
山
色
」『
全
集
』
第
一
巻
二
七
六
～
二
七
七
頁
）

道
元
禅
師
は
覚
体
験
を
否
定
し
て
は
お
ら
ず
、『
正
法
眼
蔵
』「
渓
声
山

色
」
等
の
巻
で
た
び
た
び
香
厳
撃
竹
・
霊
雲
桃
華
の
話
を
引
き
合
い
に

出
し
、
悟
り
の
境
界
を
懇
切
に
説
い
て
い
る
。

「
信
の
仏
教
」
と
「
悟
り
無
用
論
」

　

で
は
、
何
故
に
こ
れ
ま
で
悟
り
へ
の
道
す
じ
を
示
す
こ
と
な
く
、
悟

り
を
病
的
な
ま
で
に
忌
避
す
る
「
宗
旨
」
が
主
流
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
の
原
因
は
近
・
現
代
に
至
っ
て
衛
藤
即
応
氏
（
一
八
八
八
～
一
九
五

八
）
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
「
宗
旨
」
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
衛
藤
氏
は
『
宗
祖
と
し
て
の
道
元
禅
師
』
を
著
し

て
道
元
禅
師
の
思
想
を
分
析
し
体
系
化
を
試
み
て
い
る
が
、
氏
が
道
元

禅
師
の
思
想
を
「
信
の
仏
教
」
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
説
は
大
き
な
影
響
力
を
宗
内
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
在
読
み
返
せ
ば
そ
の
説
は
以
下
の
ご
と
く
、

然
る
に
人
間
は
仏
性
と
凡
夫
性
の
二
元
的
の
存
在
と
し
て
、
凡
夫
に
な
り
き
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二
一

る
こ
と
も
出
来
ね
ば
、
仏
に
な
り
き
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
こ
れ
が
人
間
の

負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
的
の
悲
哀
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
道
徳
が
生
れ
、
宗
教

が
生
れ
る
。
而
し
て
仏
教
教
学
は
、
凡
夫
か
ら
仏
へ
の
断
惑
証
理
の
路
を
歩

ま
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
凡
夫
性
の
反
省
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
だ

け
、
理
想
と
し
て
の
仏
は
遠
大
と
な
つ
て
、
其
の
間
の
行
程
は
無
限
に
引
き

延
ば
さ
れ
て
、
宗
教
と
し
て
の
切
実
な
る
安
心
と
い
ふ
上
か
ら
は
絶
望
的
と

な
る
他
は
な
い
。…
…
中
略
…
…
親
鸞
上
人
が
絶
対
他
力
で
、
凡
夫
に
な
り
切

れ
と
い
ふ
も
、
容
易
に
な
り
切
れ
な
い
処
に
信
が
要
求
せ
ら
る
る
如
く
、
仏

に
な
り
切
れ
と
い
ふ
道
元
禅
師
の
本
証
の
安
心
に
於
て
も
、
人
が
凡
夫
に
な

り
切
れ
な
い
と
同
一
の
力
を
以
て
仏
に
な
り
切
れ
な
い
の
で
、
正
伝
の
仏
法

も
亦
信
を
要
求
す
る
。」　.

（『
宗
祖
と
し
て
の
道
元
禅
師
』
二
二
二
頁
）

そ
れ
は
、
悟
る
こ
と
に
「
絶
望
」
し
た
研
究
者
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
説
で
あ
り
、
し
か
も
衛
藤
氏
が
著
書
の
中
で
禅
を
「
信
の
仏
教
」

で
あ
る
と
し
た
典
拠
は
、
す
べ
て
悟
り
へ
の
道
す
じ
を
説
い
た
文
脈
か

ら
、
自
説
に
都
合
の
い
い
「
信
」
を
説
く
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
た
牽

強
付
会
の
説
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る（

１
）。

以
下
に
そ
の
一

例
だ
け
を
示
す
。
氏
は
網
掛
け
部
分
を
「
信
の
仏
教
」
の
根
拠
と
し
て

い
る
が
、
こ
の
文
の
結
論
は
先
に
疑
問
二
の
答
え
と
し
て
あ
げ
た
、
坐

禅
に
よ
る
開
悟
を
言
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
学
道
は
、
道
に
礙
え
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
、
道
に
礙
え
ら
る
る
者
は
悟

跡
を
忘
ず
。
仏
道
を
修
行
す
る
者
は
、
先
ず
須
ら
く
仏
道
を
信
ず
べ
し
。
仏

道
を
信
ず
る
者
は
、
須
ら
く
自
己
本
道
中
に
在
て
、
迷
惑
せ
ず
、
妄
想
せ

ず
、
顛
倒
せ
ず
、
増
減
な
く
、
誤
謬
な
き
こ
と
を
信
ず
べ
し
。
か
く
の
如
き

の
信
を
生
じ
、
か
く
の
如
き
の
道
を
明
ら
め
、
依
り
て
こ
れ
を
行
ず
。
乃
ち

学
道
の
本
基
な
り
。
そ
の
風
規
た
る
、
意
根
を
坐
断
し
、
知
解
の
路
に
向
か

わ
ざ
ら
し
む
。
こ
れ
乃
ち
初
心
を
誘
引
す
る
の
方
便
な
り
。
そ
の
後
、
身
心

を
脱
落
し
て
、
迷
悟
を
放
下
す
、
第
二
の
様
子
な
り
。
大
凡
自
己
仏
道
に
在

り
と
信
ず
る
の
人
最
も
得
難
し
。
も
し
正
し
く
道
に
在
り
と
信
ぜ
ば
、
自
然

に
大
道
の
通
塞
を
了
じ
、
迷
悟
の
職
由
を
知
ら
ん
。
人
試
み
に
意
根
を
坐
断

せ
よ
、
十
が
八
九
は
忽
然
と
し
て
見
道
す
る
こ
と
を
得
ん
。　
　
　
　
　
　
　

.

（『
学
道
用
心
集
』『
全
集
』
第
五
巻
三
七
頁
）

　

衛
藤
氏
の
「
信
の
仏
教
」
は
や
が
て
榑
林
皓
堂
氏
（
一
八
九
三
～
一

九
八
八
）
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
「
悟
り
無
用
論
」
に
ま
で
進
め
ら
れ

て
い
る
。

禅
師
が
一
方
で
は
悟
証
を
目
指
す
如
き
語
を
用
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の

必
要
な
し
と
い
う
。
明
ら
か
に
矛
盾
と
な
る
。
し
か
し
禅
師
は
ど
こ
ま
で
も

只
管
打
坐
を
強
調
す
る
の
で
あ
り
、
教
学
全
体
を
通
じ
て
、
無
所
得
、
無
所

悟
の
禅
を
も
っ
て
貫
い
て
い
る
か
ら
、
悟
証
を
目
標
と
し
て
坐
禅
せ
よ
、
と

い
う
如
き
、
ま
ぎ
ら
わ
し
き
言
葉
が
出
て
き
て
も
、
文
字
通
り
に
考
え
て
は

な
ら
な
い
。」.

（『
道
元
禅
の
思
想
的
研
究
』
一
四
頁
）

　

氏
は
道
元
禅
師
の
著
書
中
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
「
悟
証
を
目
標
と
し

て
坐
禅
せ
よ
、
と
い
う
如
き
、
ま
ぎ
ら
わ
し
き
言
葉
が
出
て
き
て
も
、

文
字
通
り
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。」
と
言
い
、
さ
ら
に
、.

見
性
成
仏
と
い
え
ば
、
自
心
の
性
を
見
徹
し
て
、
自
己
の
内
な
る
仏
を
実
証
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二
二

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
切
衆
生
の
本
性
（
自
心
自
性
）
に
つ
い
て
は
、
改

め
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
自
性
清
浄
な
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
正
覚
に
よ
っ

て
も
、
ま
た
諸
経
論
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
今
さ
ら
改

め
て
見
性

―
自
心
の
性
を
確
か
め
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に

先
哲
に
よ
つ
て
確
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
び
検
討
し
な
お
す
に
は
及
ば
ぬ
。

.

（
榑
林
皓
堂
『
道
元
禅
の
研
究
』
三
六
頁
）

と
、
悟
り
を
自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
さ
え
、
そ
れ
を
放
棄

す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
よ
う
な
発
言
を
残
し
て
い
る
。

　

以
上
、「
宗
旨
」
に
対
し
て
筆
者
が
抱
い
て
き
た
疑
問
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
道
元
禅
師
の
言
葉
の
中
に
答
え
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
問
題
は
む
し
ろ
教
え
ら
れ
て
き
た
「
宗
旨
」
の
ほ
う
に

こ
そ
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
筆
者
に
は
ま
だ
、
そ
れ
で
も
道
元
禅
師
の
教
え
に
対
し
て

残
さ
れ
た
疑
問
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
、
多
く
の
宗
門
僧
侶

も
共
有
す
る
疑
問
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、

　
（
一
）.

坐
中
の
悟
り
の
境
界
（
自
受
用
三
昧
）
と
打
坐
に
よ
る
開
悟
の

関
係
で
あ
る
。
二
つ
の
悟
り
は
同
じ
も
の
な
の
か
別
も
の
な

の
か
、
双
方
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
。

　
（
二
）.

坐
中
の
悟
り
の
境
界
（
自
受
用
三
昧
）
と
行
持
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
。
行
持
は
仏
行
で
あ
る
か
ら
そ
れ

だ
け
で
こ
と
足
れ
り
と
す
る
の
か
。
坐
中
の
自
受
用
三
昧
と

は
関
連
を
持
た
な
い
の
か
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

氷
解
す
る
疑
問
と
瑩
山
禅
師

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
す
る
答
は
、
岩
手
県
奥
州
市
の
正
法

寺
に
伝
わ
る
『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語　
示
妙
浄
禅
師
』（
以
下
『
洞

谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』）
の
中
に
す
べ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

瑩
山
禅
師
は
『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』
の
中
で
「
知
に
二
つ

の
道
が
あ
る
」
と
、
悟
り
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
知

に
つ
い
て
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

知
に
二
の
道
あ
り
。
一
に
は
万
事
を
措さ

し
おい

て
一
切
の
営
み
を
止や

め
て
、
心

を
清す

ま
す
事こ

と
、
波
な
き
水
の
如ご

と

く
、
雲
な
き
空
の
如
く
に
成な

り
た
る
時
、
実

に
一
切
の
相そ

う

を
離
れ
た
る
な
り
。
不ふ

回え

互ご

に
し
て
成じ

ょ
うず

と
云い

う
な
り
。
此こ

の

処と
こ
ろに

安
住
す
る
に
、
今
の
坐
禅
一
行
三
昧
と
も
名
づ
く
。
七
仏
の
妙
行
、
祖

師
の
要
義
な
り
。
縦た

と

へ
又
、
得
ざ
る
人
も
、
此
の
法
に
安
住
す
れ
ば
、
知
に

も
属
せ
ず
不
知
に
も
属
せ
ず
し
て
已す

で

に
自
ら
道ど

う

者じ
ゃ

と
成
る
な
り
、
以
後
の
諸

仏
も
如い

何か

ん
と
す
る
事
を
得
ず
。
無む

為い

絶ぜ
つ

学が
く

の
人
と
な
る
な
り
。
然し

か

れ
ば
悟

る
と
悟
ら
ざ
る
を
顧か

え
りみ

ず
、
証
と
不
証
と
を
思
わ
ず
、
端
坐
し
て
動
ぜ
ざ
る

事
須
弥
の
如
く
な
る
べ
し
。
即
心
成
仏
の
直じ

き

道ど
う

な
り
。
諸
仏
の
心し

ん

印い
ん

な
り
。

仏
祖
の
密み

つ

受じ
ゅ

な
り
。
故
に
名
ず
け
て
大
安
楽
の
法
門
と
す
。
是こ

れ

を
非
思
量
の

修
行
と
す
。
修
せ
ざ
れ
ば
其そ

の
心
を
得
る
可べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
浩こ

う

波は

に
入い

ら

ざ
る
者
、
ろ
う
て
う
の
は
う
に
暗
ら
か
ら
ん
が
如
し
。.（
原
漢
文
片
仮
名
混
淆

体　

ル
ビ
平
仮
名
筆
者
）.

（『
正
法
眼
蔵
雑
』
所
収　

春
秋
社.　

三
三
頁
）
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二
三

　

ま
ず
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
知
と
は
悟
り
の
境
界
で
あ
る
こ
と
は

「
端
坐
し
て
動
ぜ
ざ
る
事
須
弥
の
如
く
な
る
べ
し
。
即
心
成
仏
の
直
道

な
り
。」「
故
に
名
ず
け
て
大
安
楽
の
法
門
と
す
。
是
を
非
思
量
の
修
行

と
す
。」
と
い
う
表
現
か
ら
も
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
「
縦
へ
又
、
得
ざ
る
人
も
、
此
の
法

に
安
住
す
れ
ば
、
知
に
も
属
せ
ず
不
知
に
も
属
せ
ず
し
て
已
に
自
ら
道

者
と
成
る
な
り
、」
と
、
坐
中
の
境
界
に
つ
い
て
「
た
と
え
、
ま
た
、

（
悟
り
を
）
得
て
い
な
い
人
も
」
と
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
一

言
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
そ
の
坐
中
に
味
わ
う
悟
り
の
境
地
・
自
受
用

三
昧
は
、
い
ま
だ
大
悟
の
確
信
に
至
っ
て
い
な
い
者
で
も
、
誰
も
が
ひ

と
た
び
坐
禅
を
す
れ
ば
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
悟
り
の
境
地
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
第
二
の
知
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　

二
に
は
行
住
坐
臥
の
間
、
凡
そ
一
切
の
作
業
の
時
、
打う

ち
置お

く
処と

こ
ろな

く
、

措さ
し
おか

ず
、
忘
る
る
事
な
く
、
不
思
量
の
所
を
思
量
し
、
無
知
覚
の
処
を
さ
と

ら
す
。
謂い

わ

所ゆ
る

天
地
未い

ま

だ
分
か
れ
ず
、
身
心
未
だ
萌き

ざ

さ
ず
、
上じ

ょ

下う
げ

四し

維い

等と
う

匹ひ
つ

無

く
、
東
西
弁わ

き
まえ

ず
、
南
北
分
れ
ざ
る
時
節
、
仆た

お
れふ

す
者
未
だ
地
に
着
か
ざ
る

時
節
、
夢
見
て
眼ま

な

こ
未
だ
発ひ

ら

か
ざ
る
間
、
乃
至
、
箭
の
絃
を
離
る
る
ほ
ど
、

及
び
箭
の
的
に
中
る
時
節
に
至
て
迄ま

で
、
心
を
着
け
て
思
量
す
る
を
、
一
切

に
工
夫
を
捨
て
去
る
と
名
く
。
是か

く
の
如ご

と

く
措さ

し
おか

ざ
る
時
、
必
ず
此こ

の
造
作

な
く
、
知
ら
ざ
る
な
く
、
名
状
無
き
処
に
相
応
せ
る
な
り
。
一
念
相
応
の
時

節
と
名
づ
く
。
仏
も
到
ら
ず
、
衆
生
も
到
る
を
得
ざ
る
道
と
名
づ
く
。
然し

か
ら者

ば
閃せ

ん

電で
ん

光こ
う

撃げ
き

石せ
っ

火か

の
、
眼
に
遮さ

え
ぎる

時
も
、
心
を
付つ

く
べ
し
。
轟
々
た
る
雷

声
、
耳
に
塞ふ

さ
ぐる

時
も
心
を
付
く
べ
し
。
乃な

い
し至

、
人
の
呼
ぶ
時
、
お
ぼ
え
ず
し

て
皈か

え

り
去
る
、
足
に
物
を
蹈ふ

む
時
、
疾い

た

み
通
身
に
と
を
る
時
に
も
、
心
に
捨

て
ず
、
忘
れ
ず
、
云
う
事
な
し
。
馬
に
乗
る
も
の
、
馬
よ
り
落
ち
、
橋
を
渡

る
者
の
、
橋
よ
り
落
る
時
節
、
知
尽つ

き
情
忘
る
る
と
。
是
く
の
如
き
縁
よ
り

入
る
事
あ
り
。
昔
の
香
厳
・
霊
雲
に
も
別
な
ら
ず
、
劣
ら
ざ
る
べ
き
な
り
。

（
原
漢
文
片
仮
名
混
淆
体　

ル
ビ
平
仮
名
筆
者
）

.

（『
同　

前
』
所
収　

三
三
～
三
四
頁
）

　

二
つ
め
の
知
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
坐
禅
か
ら
離
れ
た
日
常

生
活
に
お
い
て
、
機
縁
を
え
て
得
る
確
信
と
し
て
の
大
悟
で
あ
る
。
瑩

山
禅
師
は
「
行
住
坐
臥
の
間
、
凡
そ
一
切
の
作
業
の
時
、
打う

ち
置お

く
処

と
こ
ろ

な
く
、
措さ

し
おか

ず
、
忘
る
る
事
な
く
、
不
思
量
の
所
を
思
量
し
」
と
、
坐

禅
中
の
不
思
量
底
の
思
量
を
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
さ
し
お
か
ず
、
い

つ
も
「
心
を
着
け
て
思
量
」
せ
よ
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
人
が
大
悟
に
い
た
る
契
機
に
つ
い
て
も
、
稲
妻
が
光
る
瞬
間
、
雷

鳴
に
耳
が
塞
が
れ
る
と
き
、
名
を
呼
ば
れ
て
振
り
返
っ
た
と
き
、
足
で

物
を
踏
み
、
痛
み
が
全
身
を
貫
い
た
と
き
、
落
馬
の
瞬
間
な
ど
、
実
に

具
体
的
に
懇
切
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
我
々
は
、
行
持
か
ら
悟
り
に
至
る
道
す
じ
が
明
ら
か
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

宗
門
の
悟
り
と
は
、
坐
れ
ば
誰
も
が
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
自
受
用
三

昧
と
、
そ
の
坐
中
の
境
界
を
瞬
時
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
修
行
す
る
こ
と
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二
四

に
よ
り
、
機
縁
を
え
て
至
る
大
悟
と
、
い
わ
ば
二
段
構
え

4

4

4

4

の
悟
り
で
あ

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

両
祖
の
教
え
の
ま
と
め
と
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
曹
洞
宗
の
宗
旨

　

こ
の
よ
う
に
、『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』
を
学
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
道
元
禅
師
の
言
葉
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
か
っ
た

曹
洞
宗
の
宗
旨
の
要
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
曹
洞
宗
の
宗
旨
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

◎
両
祖
に
共
通
の
曹
洞
宗
の
教
え

　

１
、.

仏
法
は
誰
に
で
も
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

信
じ
て
坐
禅
す
る
と
こ
ろ
に
諸
仏
の
境き

ょ
う
が
い界

が
現
れ
る
。

　

２
、.

頭
で
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
を
止や

め
、
坐
禅
す
れ
ば
誰

も
が
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３
、
公
案
禅
批
判
。

◎
道
元
禅
師
の
教
え
を
よ
り
懇こ

ん

切せ
つ

に
説
か
れ
た
瑩
山
禅
師

　

４
、.

ま
だ
さ
と
っ
て
い
な
い
者
も
、
一
切
の
営
み
を
や
め
て

心
静
か
に
坐
禅
を
修
す
る
と
き
仏
と
同
じ
境
界
と
な

る
。

　

５
、.

坐
禅
中
に
味
わ
う
諸
仏
の
境
界
を
、
瞬
時
も
忘
れ
る
こ

と
な
く
修
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
機
縁
を
え
て
さ
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

※.

特
に
１
・
４
は
、
臨
済
禅
と
異
な
る
曹
洞
禅
の
特
徴
で

あ
る
。

よ
っ
て
曹
洞
宗
の
教
え
は
、
以
下
の
ご
と
く
と
な
る
。

仏
道
を
信
じ
、
坐
禅
の
実
践
の
つ
ど
、
澄
み
切
っ
た
、
諸
仏
と

等
し
い
境
界
を
味
わ
い
、
日
常
の
一
切
の
行
為
に
お
い
て
、
常

に
そ
の
境
界
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
功
夫
し
大
悟
す
る
。

『
洞
谷
記
』
で
知
る
両
祖
を
貫
く
「
宗
旨
」

　
『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』
に
よ
っ
て
、
両
祖
を
貫
く
曹
洞
宗

の
宗
旨
は
よ
り
明
瞭
な
姿
を
私
た
ち
の
前
に
現
し
て
き
た
感
が
あ
る
。

そ
こ
で
さ
ら
に
、
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
が
伝
え
た
曹
洞
宗
の
宗
旨
を

ど
の
よ
う
に
門
下
に
説
示
し
た
の
か
を
、
近
年
現
代
語
訳
が
上
梓
さ
れ

た
『
洞
谷
記
』
所
収
の
「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
瑩
山
和
尚
語
録
」
か
ら

確
認
し
て
み
た
い
。（
以
下
原
漢
文
）

上
堂
に
云
わ
く
、
参
禅
は
身
心
脱
落
な
り
。
身
に
所
作
無
く
、
心
に
思
量
無

く
、
不
思
量
に
し
て
現
じ
、
不
回
互
に
し
て
成
る
。

.

（『
現
代
語
訳　

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
三
三
〇
頁
）

上
堂
、
其
れ
坐
禅
は
、
大
安
楽
の
法
門
に
し
て
、
大
解
脱
の
妙
法
な
り
。
人

人
、
以
心
伝
心
の
心
印
に
し
て
、
箇
箇
法
を
以
っ
て
法
を
授
く
る
の
表
準
な

り
。
智
愚
の
別
無
く
、
凡
聖
、
隔
て
ず
。
尽
く
自
受
用
三
昧
に
安
住
し
、
斉
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二
五

し
く
光
明
蔵
三
昧
に
一
入
し
て
、
本
と
よ
り
心
意
識
の
運
転
、
更
に
念
想
観

の
測
量
を
作
す
こ
と
を
離
る
。.

（『
同
』
三
三
四
頁
）

六
月
一
日
上
堂
、
叢
林
、
旧
に
依
り
て
、
坐
禅
を
放
下
す
。
夫
れ
坐
禅
は
、

仏
祖
の
一
大
事
因
縁
な
り
。
万
事
を
放
下
し
、
諸
縁
を
休
歇
し
て
、
只
管
に

自
己
を
保
任
し
、
真
箇
無
為
を
学
せ
し
む
。.

（『
同
』
三
四
一
頁
）

　

合
計
わ
ず
か
一
二
の
上
堂
語
と
小
参
法
語
か
ら
な
る
語
録
で
あ
る

が
、
宗
旨
の
中
心
が
只
管
打
坐
の
坐
禅
で
あ
り
、
坐
禅
中
に
諸
仏
の
境

界
を
味
わ
う
自
受
用
三
昧
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
上

堂
語
に
は
『
正
法
眼
蔵
』『
宏
智
広
録
』
等
の
典
籍
の
引
用
が
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
か
に
曹
洞
禅
の
宗
旨
を
継
承
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

曹
洞
宗
の
坐
禅
―
自
受
用
三
昧
の
坐
禅
―

　

誰
で
も
坐
禅
す
れ
ば
、
坐
中
に
諸
仏
の
境
界
が
現
れ
、
そ
れ
を
自
受

用
三
昧
と
い
う
の
な
ら
ば
、
全
て
の
曹
洞
宗
僧
侶
は
そ
れ
を
体
験
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
自
受
用
三
昧
で
悟
り
の
境
界
だ

と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
侶
は
、
そ
の
こ
と
に
確
信
を
持

て
ず
、
疑
問
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
疑
問
を

解
消
す
る
適
切
な
指
導
も
、
質
問
を
す
る
機
会
も
な
い
ま
ま
、
そ
の
疑

問
と
不
安
を
飲
み
込
み
押
し
殺
し
た
ま
ま
、
日
常
の
法
務
に
生
涯
を
捧

げ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
は
以
下
の
ご
と
く
で

あ
ろ
う
。

　
（
一
）.

坐
中
の
心
に
去
来
す
る
思
念
や
感
受
作
用
は
雑
念
・
煩
悩
で

は
な
い
の
か

　
（
二
）.

悟
り
の
境
界
な
ら
ば
、
坐
中
（
自
受
用
三
昧
中
）
に
世
界
は
な

ぜ
茫
洋
と
し
て
映
る
の
か

　

こ
れ
ら
は
、
坐
中
の
自
受
用
三
昧
に
つ
い
て
抱
い
て
き
た
筆
者
の
疑

問
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
多
く
の
宗
侶
が
共
有
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
の
た
び
、『
洞
谷
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』
中
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

坐
中
の
境
界
・
自
受
用
三
昧
が
、
大
悟
を
せ
ず
と
も
味
わ
う
こ
と
の
で

き
る
悟
り
の
境
界
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
得
心
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
さ
ら
に

自
受
用
三
昧
に
つ
い
て
参
究
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

..

先
に
示
し
た
道
元
禅
師
の
「
自
受
用
三
昧
そ
の
標
準
な
り
」
と
す
る

言
葉
が
、
正
し
く
瑩
山
禅
師
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
『
洞
谷
開
山

瑩
山
和
尚
之
法
語
』
に
確
認
す
る
と
、

　

疑
う
可
ら
ず
、
汝
等
、
只
だ
今
生
に
了
ぜ
ざ
れ
ば
、
又
た
何
れ
の
時
に
か

真
を
待
ち
て
、
一
大
事
因
縁
を
明
め
ん
。
此
の
事
も
し
明
め
ん
と
思
わ
ば
、

自
受
用
三
昧
し
く
べ
か
ら
ず
。
自
受
用
三
昧
と
は
是
れ
坐
禅
な
り
。…
中
略
…

　

是
く
の
如
く
観
じ
て
閑
床
に
潜
か
に
至
り
て
、
破
蒲
団
の
上
に
端
坐
す
る

時
、
身
心
共
に
脱
落
す
。
何
物
か
你な

ん
じを

障さ

え
ん
や
。
一
切
の
善
悪
、
都す

べ

て
莫

思
量
な
れ
ば
、
処
々
に
自
づ
か
ら
親し

た
しし

。
若
し
又
た
一
塵
も
一
法
も
捨
て
得

ざ
る
事
あ
ら
ば
、
縦
い
不
思
量
と
思
量
し
、
不
思
悪
と
趣
向
す
と
も
、
心
は
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二
六

定
め
て
有
所
得
の
中
に
有
り
て
、
豈
に
無
為
の
三
昧
に
親
し
か
ら
ん
や
。（
原

漢
文
片
仮
名
混
淆
体　

ル
ビ
平
仮
名
筆
者
）

.

（『
正
法
眼
蔵
雑
』
所
収　

春
秋
社.　

三
七
～
三
八
頁
）

　

諸
縁
を
放
捨
し
て
閑
静
な
坐
床
に
端
坐
す
れ
ば
身
心
脱
落
し
、
善
悪

等
の
相
対
的
価
値
を
離
れ
れ
ば
、
自
ず
か
ら
い
た
る
と
こ
ろ
に
仏
法
と

親
し
く
な
る
と
説
く
瑩
山
禅
師
の
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
道
元
禅
師
の
教

え
を
承
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
自
受
用
三
昧
が
坐
禅
と
不
可
分
の
坐

中
の
悟
り
の
境
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
両
祖
を
貫
く
教
え
と
し
て
確

認
で
き
る
。

　

で
は
禅
定
中
の
心
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
ら
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
縁
を
放
捨
し
、
浮
か
ん
で
く
る
思
念
を
追
い
か
け

ず
手
放
し
に
す
る
と
、
心
は
静
ま
り
を
み
せ
る
が
、
思
念
が
全
く
途
絶

え
る
わ
け
で
も
な
く
、
感
受
作
用
が
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
は

こ
の
坐
中
の
心
に
去
来
す
る
思
念
や
感
受
作
用
は
雑
念
・
煩
悩
と
は
異

な
る
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

修
証
一
等
の
宗
門
の
坐
禅
は
、
心
の
は
た
ら
き
を
停
止
す
る
こ
と
で

も
、
特
殊
な
心
理
状
態
に
入
り
込
む
こ
と
で
も
な
い
。
坐
中
に
生
じ
る

こ
の
自
受
用
三
昧
は
、
自
受
用
三
昧
に
あ
る
自
ら
を
知
こ
と
で
あ
る
こ

と
が
『
弁
道
話
』
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

又
、
心
・
境
と
も
に
静
中
の
証
入
悟
出
あ
れ
ど
も
、
自
受
用
の
境
界
な
る
を

も
て
、
一
塵
を
う
ご
か
さ
ず
、
一
相
を
や
ぶ
ら
ず
、
広
大
の
仏
事
、
甚
深
微

妙
の
仏
化
を
な
す
。
こ
の
化
道
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
草
木
・
土
地
、
と
も
に

大
光
明
を
は
な
ち
、
深
妙
法
を
と
く
こ
と
、
き
は
ま
る
と
き
な
し
。

.

（『
弁
道
話
』『
全
集
』
四
六
四
頁
）

　

つ
ま
り
、
自
受
用
三
昧
の
心
と
は
、
坐
中
に
自
在
に
自
心
や
対
象
に

出
入
す
る
悟
り
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
り
、
自
受
用
三
昧
の
心
に
映
る

世
界
は
、
そ
の
ま
ま
従
来
の
意
味
世
界
を
離
れ
、
仏
法
と
し
て
光
彩
を

放
っ
て
い
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
瑩
山
禅
師
も
ま
た
上
堂
語
の
な
か
で
次
の
ご
と

く
、
説
示
さ
れ
て
い
る
。

上
堂
、
諸
情
皆
な
尽
る
処
、
一
切
無
為
の
時
。
汝
若
し
惺
惺
と
し
て
坐
せ

ば
、
人
人
悉
く
疑
わ
じ
。
此
の
不
疑
の
田
地
、
事
に
触
れ
ず
し
て
明
ら
か
に

知
る
。
知
る
所
、
本
と
語
無
し
、
了
然
と
し
て
唯
だ
移
ら
ず
、
熾
然
た
り
円

覚
の
体
。
見
覚
し
又
た
聞
知
す
一
切
智
、
清
浄
に
し
て
、
根
、
塵
、
本
と
遠

離
す
。（
原
漢
文
）

「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
瑩
山
和
尚
語
録
」（『
現
代
語
訳　

瑩
山
禅
師
『
洞
谷

記
』』
三
三
九
頁
）

こ
こ
に
、
坐
中
の
悟
り
の
田
地
は
、
自
ら
の
悟
り
の
当
体
を
知
り
、
一

切
智
が
さ
ま
ざ
ま
に
見
聞
覚
知
の
は
た
ら
き
を
な
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

ら
は
遠
く
塵
埃
（
煩
悩
）
を
離
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

自
受
用
三
昧
の
境
界

　

で
は
、
坐
禅
を
実
践
し
自
受
用
三
昧
に
あ
る
と
き
、
仏
と
同
じ
境
界

が
現
れ
る
と
い
う
が
、
そ
の
境
界
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
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二
七

で
あ
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
は
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ

て
い
る
。

所
謂
坐
禅
は
習
禅
に
は
非
ず
。
唯
是
れ
安
楽
の
法
門
な
り
、
菩
提
を
究
尽
す

る
の
修
証
な
り
。
公
案
現
成
、
羅
篭
未
だ
到
ら
ず
。
若
し
此
の
意
を
得
ば
、

竜
の
水
を
得
る
が
如
く
、
虎
の
山
に
靠
る
に
似
た
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
正

法
自
ら
現
前
し
、
昏
散
先
ず
撲
落
す
る
こ
と
を
。（
原
漢
文
）

.

（『
全
集
』
第
五
巻
六
頁
）

こ
こ
に
「
正
法
自
ら
現
前
し
、
昏
散
先
ず
撲
落
す
る
」
と
あ
り
、
さ
ら

に
、『
弁
道
話
』
に
は
次
の
よ
う
に
、

も
し
人
、
一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端
坐
す

る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な

る
。.

（『
弁
道
話
』『
全
集
』
第
二
巻
四
六
二
～
四
六
三
頁
）

　

も
し
人
が
、
一
時
で
も
、
身
と
口
と
心
に
仏
た
る
様
相
を
呈
し
、
正

身
端
坐
し
、
自
受
用
三
昧
に
あ
る
と
き
、
誰
も
が
諸
仏
と
同
じ
悟
り
の

境
界
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
は
仏
の
姿
に
転
換
し
、
空
間
の
す
べ
て

が
悟
り
と
な
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
表
現
は
抽
象
的
で
あ
る
。
我
々
が
只
管
打
坐
の
坐
禅

を
実
践
す
る
と
き
、
心
は
静
ま
り
自
我
は
鳴
り
を
ひ
そ
め
、
遠
く
の
小

鳥
の
さ
え
ず
り
や
わ
ず
か
な
空
気
の
流
れ
、
光
の
明
暗
や
時
間
の
速
さ

に
い
た
る
ま
で
、
日
常
と
は
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
。
誰
も
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
こ
う
し
た
感
覚
を
感
受
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
漠
と
し
て
た
よ
り
な
く

心
に
映
る
。「
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な
る
」
と
い
う
の
な
ら

ば
、
仏
の
視
点
か
ら
、
も
っ
と
明
晰
に
世
界
全
体
を
実
感
で
き
な
い
も

の
か
と
物
足
り
な
く
思
う
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅
師
の
「
現
成

公
案
」
の
以
下
言
葉
は
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

し
ら
る
る
き
は
の
し
る
か
ら
ざ
る
は
、
こ
の
し
る
こ
と
の
、
仏
法
の
究
尽
と

同
生
し
同
参
す
る
ゆ
え
に
、
し
か
あ
る
な
り
。

.

（『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」『
全
集
』
第
一
巻
六
頁
）

　

つ
ま
り
、
な
ぜ
知
覚
の
対
象
と
な
る
世
界
と
の
境
を
は
っ
き
り
と
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
は
か
ら
い
を
捨
て
る
只

管
打
坐
の
坐
禅
は
、
自
ら
が
法
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
実
践
し
て
い

る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
法
と
自
己
は
別
の
も
の
で
は
な
く

な
り
、
法
と
同
時
に
窮
め
尽
く
さ
れ
、
生
じ
修
行
し
て
い
る
の
で
、
仏

法
と
し
て
の
世
界
（
法
）
は
知
覚
の
対
象
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

世
界
が
明
晰
な
対
象
と
し
て
姿
を
現
さ
な
い
の
は
そ
う
い
う
理
由
か
ら

だ
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
両
祖
の
教
え
に
つ
い
て
ま
と
め
た
箇
所
で
「
道
元
禅
師
の
教
え

を
よ
り
懇
切
に
説
か
れ
た
瑩
山
禅
師
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、
そ

れ
は
道
元
禅
師
が
高
踏
的
で
言
葉
を
尽
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
勿
論
な
い
。
道
元
禅
師
の
説
示
の
懇
切
さ
は
、
こ
の
よ
う
に
参
ず
れ

ば
参
ず
る
ほ
ど
に
目
の
前
に
現
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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二
八

両
祖
の
説
相
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か

　

さ
て
、
人
間
に
は
感
覚
器
官
が
備
っ
て
お
り
、
坐
禅
中
で
あ
っ
て
も

そ
の
は
た
ら
き
は
休
む
こ
と
は
な
い
。
人
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
た
え

ず
世
界
を
認
識
し
、
心
に
映
っ
た
も
の
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。

　

鏡
島
元
隆
氏
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
現
成
公
案
」
に
つ
い
て
、
看
話

禅
の
大
成
者
大
慧
宗
杲
が
、
同
名
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
で
「
公

案
」
を
「
古
則
公
案
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
現
成
公
案
と
は
、
動
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
真
理
、
仏
法
の
悟
り
が
、
い
ま
こ
こ
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
に
仏
法
の
悟
り
が
あ
ら
わ

れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
光
景
を
呈
す
る
か
、
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
た
の
が
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
あ
る
。」（
禅
入
門

―
道
元　

正
法
眼
蔵
・
永
平
広
録　

講
談
社
一
九
九
四
年
）
と
。

　

つ
ま
り
、『
正
法
眼
蔵
』
に
は
仏
法
の
悟
り
か
ら
み
た
世
界
の
光
景

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
元
禅
師
は
、
悟
り
と

世
界
の
認
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
と
へ
ば
、
船
に
の
り
て
山
な
き
海
中
に
い
で
て
四
方
を
み
る
に
、
た
だ
ま

ろ
に
の
み
み
ゆ
。
さ
ら
に
こ
と
な
る
相
、
み
ゆ
る
こ
と
な
し
。
し
か
あ
れ

ど
、
こ
の
大
海
、
ま
ろ
な
る
に
あ
ら
ず
、
方
な
る
に
あ
ら
ず
、
の
こ
れ
る
海

徳
、
つ
く
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
宮
殿
の
ご
と
し
、
瓔
珞
の
ご
と
し
。
た
だ

わ
が
ま
な
こ
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
、
し
ば
ら
く
ま
ろ
に
み
ゆ
る
の
み
な
り
。
か

れ
が
ご
と
く
、
万
法
も
ま
た
し
か
あ
り
。
塵
中
・
格
外
、
お
ほ
く
様
子
を
帯

せ
り
と
い
へ
ど
も
、
参
学
眼
力
の
お
よ
ぶ
ば
か
り
を
、
見
取
・
会
取
す
る
な

り
。.

（『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」『
全
集
』
第
一
巻
四
～
五
頁
）

　

我
々
が
、
大
海
に
出
て
海
を
見
る
と
、
た
だ
丸
く
見
え
る
だ
け
で
あ

る
が
、
実
際
の
海
の
有
様
は
千
変
万
化
で
尽
く
し
が
た
い
。
ま
し
て
や

海
中
に
生
き
る
生
物
が
、
海
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
か

は
人
間
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
そ
し
て
世
界
は
我
々
に
認
識
さ
れ
る

と
き
、
常
に
縁
起
す
る
様
態
の
一
断
面
と
し
て
し
か
姿
を
現
さ
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
世
界
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
意
味
世
界
で
し
か
な
く
、

我
々
は
、
修
行
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
得
た
眼
力
の
範
囲
で
し
か
、
こ
の

世
界
を
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
道
元
禅
師
の
こ
の
言
葉
は
、
残
っ

た
疑
問
「
両
祖
の
説
相
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
」
を
考

え
る
と
き
大
き
な
示
唆
と
な
る
。

　

筆
者
の
変
わ
ら
ぬ
問
題
意
識
は
、
両
祖
を
貫
く
曹
洞
宗
の
宗
旨
を
知

り
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
瑩
山
禅
師
の
研
究
を
志
し
た
頃
、
先

輩
研
究
者
に
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
驚
き
の
言
葉
を
聞
い
た
。
そ
れ

は
、
瑩
山
禅
師
の
禅
は
結
局
臨
済
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
「
密
教
禅
」
と
記
述
す
る
書
も
あ
っ
た（

２
）。

思
う
に
そ
れ

ら
は
、『
正
法
眼
蔵
』
や
『
伝
光
録
』
等
の
両
祖
の
著
録
を
一
読
し
て

受
け
る
印
象
の
違
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、『
伝
光
録
』
に
は
、
次
の
ご
と
く
、
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二
九

夫
れ
、
参
禅
学
道
も
と
よ
り
心
を
あ
き
ら
め
、
旨
を
悟
る
を
も
て
そ
の
指
要

と
す
。.

（
第
三
十
七
章
）

参
学
未
だ
此
の
田
地
に
い
た
ら
ず
ん
ば
、
十
二
時
中
礼
仏
し
、
四
威
儀
中
に

身
心
を
調
る
と
も
、
唯
是
人
天
の
勝
果
、
有
漏
の
業
報
な
り
。
影
の
形
に
随

ふ
が
如
し
。
有
と
い
へ
ど
も
実
に
あ
ら
ず
。
故
に
、
人
人
精
彩
を
つ
け
て
、

本
心
を
明
ら
め
よ
。.

（
第
二
十
章
）

明
確
に
坐
禅
に
よ
っ
て
悟
り
を
め
ざ
す
心
地
開
明
の
坐
禅
が
説
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
の
説
示
は
、
臨
済
宗
の
坐
禅
を
、
悟
り
を

目
的
と
す
る
看
話
禅
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
宗
学
に
慣
れ
親
し
ん
だ

視
点
か
ら
は
、
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
に
臨
済
禅
に
み
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

ま
た
、
瑩
山
禅
師
が
若
き
頃
、
臨
済
の
著
名
な
宗
師
家
を
歴
訪
し
た

と
い
う
、
近
世
に
な
っ
て
成
立
し
た
史
伝
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
は
こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
理
解
に
対
し
て
、
そ
の
禅
が

臨
済
化
し
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
禅
師
は
わ
ざ
わ
ざ
洞
山
門
下
と

し
て
の
法
統
を
掲
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
根
本

的
な
疑
問
を
抱
い
た
。
そ
こ
で
、
瑩
山
禅
師
と
同
時
代
に
生
き
た
臨
済

宗
の
巨
匠
や
、
若
き
日
に
参
じ
た
と
さ
れ
る
臨
済
宗
の
宗
師
家
と
の
禅

思
想
の
比
較
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
瑩
山
禅
師
の
言
葉
は
対
象
と
し
た
臨

済
の
諸
師
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た（

３
）。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
臨
済
禅
そ
の

も
の
に
対
す
る
理
解
も
浅
く
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
曹
洞
禅
の
特
徴
に

つ
い
て
も
明
確
な
指
標
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
禅
思
想
の
解
明
が
進
み
、
駒
澤
大
学
の
小
川
隆
氏
に
よ
っ

て
、
中
国
唐
代
禅
の
主
流
を
形
成
し
た
馬
祖
禅
と
石
頭
系
の
禅
の
特

徴
、
宋
朝
禅
の
特
徴
と
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
と
の
違
い
な
ど
が
明
ら
か

に
さ
れ
た（

４
）。

筆
者
も
そ
の
成
果
か
ら
大
い
に
示
唆
を
う
け
た（

５
）。

よ
う
や

く
瑩
山
禅
師
の
思
想
を
語
る
際
の
、
禅
思
想
の
指
標
が
明
確
に
な
っ
て

き
た
観
が
あ
る
。

　

そ
の
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
～
七
八
八
）
の
馬
祖
禅

は
、「
心
」
の
名
の
も
と
に
人
間
の
本
来
性
と
現
実
態
を
無
媒
介
に
等

置
す
る
も
の
で
あ
り
、「
即
心
是
仏
」、「
作
用
即
性
」、「
平
常
無
事
」

の
三
点
に
要
約
で
き
、「
要
す
る
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
の
、
あ
る

が
ま
ま
の
是
認
、
そ
れ
が
馬
祖
禅
の
基
本
精
神
」
と
な
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
石
頭
系
の
禅
者
た
ち
に
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
自

己
に
還
元
さ
れ
な
い
別
次
元
の
本
来
の
自
己
―
「
渠か

れ

」「
主
人
公
」
―

へ
の
探
求
が
見
出
さ
れ
る
」
が
、「
そ
れ
と
て
馬
祖
禅
を
前
提
と
し
た

反
措
定
と
し
て
、
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
石

頭
と
は
石
頭
希
遷
（
七
〇
〇
～
七
九
〇
）
の
こ
と
で
曹
洞
禅
の
系
統
の
こ

と
で
あ
る
。

　

宋
代
の
禅
は
、
こ
の
よ
う
な
唐
代
禅
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
も
、
や

が
て
そ
れ
ら
の
形
骸
化
・
定
型
化
を
打
破
す
る
た
め
に
、
新
た
な
思
想

的
・
実
践
的
展
開
と
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
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三
〇

「
公
案
禅
」
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
、
小
川
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
公

案
禅
」
も
大
き
く
「
文
字
禅
」
と
「
看
話
禅
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
公
案
の
批
評
や
再
解
釈
を
通
し
て
禅
理
を
闡
明
し
よ
う

と
す
る
も
の
が
文
字
禅
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
書
が
『
碧
巌
録
』
で
あ

る
。
一
方
「
看
話
禅
」
は
、「
趙
州
無
字
」
の
話
の
よ
う
な
特
定
の
一

つ
の
公
案
に
「
全
身
全
霊
を
集
中
さ
せ
、
そ
の
限
界
点
で
心
の
激
発
・

大
破
を
お
こ
し
て
劇
的
な
開
悟
の
体
験
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
で

あ
る
」。
看
話
禅
の
大
成
者
は
大
慧
宗
杲
と
さ
れ
る
。「
公
案
禅
」
の
語

は
「
看
話
禅
」
と
し
ば
し
ば
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
注
意
を
要

す
る
と
い
う（

６
）。

　
『
洞
谷
記
』
に
あ
る
次
の
問
答
は
瑩
山
禅
師
の
言
葉
で
あ
り
、
天
台

徳
韶
の
四
句
に
対
し
て
孤
峰
覚
明
が
空
理
・
沒
蹤
跡
の
理
か
ら
の
解
釈

を
呈
し
た
の
に
対
し
て
瑩
山
禅
師
が
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
は
未
だ
洞
下
の
宗
旨
を
会
せ
ず
。
三
世
の
諸
仏
、
口
壁
上
に
掛
る

も
、
猶
お
一
人
有
り
て
、
呵
呵
大
笑
す
。
此
の
人
を
識
取
せ
ば
、
一
生
参
学

の
事
畢
ら
ん
、
と
。（
原
漢
文
）

.

（『
現
代
語
訳　

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
二
三
〇
頁
）

　

こ
こ
に
は
、
小
川
氏
が
明
ら
か
に
し
た
石
頭
系
の
禅
思
想
の
特
徴
が

よ
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
問
の
進
展
は
瑩
山
禅
師
の
禅

思
想
の
解
明
に
新
た
な
地
平
を
開
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

衛
藤
宗
学
・
榑
林
宗
学
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
た
れ
、
両
祖
を
貫
く
宗

旨
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
両
祖
の
違
い
と
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
、

虚
心
に
問
い
か
け
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
新
た
な
「
宗
旨
」
を
構
築
す

る
時
代
が
よ
う
や
く
訪
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

　

そ
の
と
き
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
瑩
山
禅
師
は
道
元

禅
師
と
同
じ
く
悟
り
を
開
い
た
祖
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
瑩

山
禅
師
の
言
葉
は
『
正
法
眼
蔵
』
と
同
じ
く
仏
法
の
悟
り
か
ら
み
た
世

界
の
光
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
祖
の
説
相
に
違
い
が
あ
ろ

う
と
も
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
両
祖
が
「
参
学
眼
力
の
お
よ
ぶ
ば
か
り

を
、
見
取
・
会
取
」
し
た
足
跡
な
の
で
あ
る
。

　

振
り
返
れ
ば
近
・
現
代
の
宗
学
の
な
か
で
瑩
山
禅
師
は
不
当
に
貶
め

ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る（

７
）。

両
祖
を
比
較
し
瑩
山
禅
師
を
貶
め
て
き
た
宗

学
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
、
試
み
に
、
衛
藤
宗
学
・
榑
林
宗
学
成
立
以
前
の
提
唱
録
で
あ

る
、
西
有
穆
山
禅
師
（
一
八
二
一
～
一
九
一
〇
）
の
『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』

（
上
巻　

五
六
～
六
五
頁
）
を
開
い
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
『
弁
道

話
』
提
唱
は
懇
切
を
極
め
、
そ
の
説
示
は
瑩
山
禅
師
の
『
洞
谷
開
山
瑩

山
和
尚
之
法
語
』
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
「
も
ち
ゐ
ず
」
は
不
用
の
用
だ
。
何
を
す
る
に
も
皆
不
用
で
行
わ
る
る

が
今
の
目
的
で
あ
る
。
凡
夫
は
一
切
み
な
執
着
で
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
用
中

の
用
だ
。
い
ま
三
昧
に
端
坐
す
る
人
は
一
切
解
脱
の
境
界
で
お
る
か
ら
、
何

を
す
る
に
も
著
相
が
な
い
、
そ
こ
を
「
も
ち
ゐ
ず
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
、
端
座
す
る
人
に
は
何
を
す
る
に
も
著
相
の
な
い
一
切
解
脱
の
境
界

が
現
れ
、
さ
ら
に
、
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三
一

…
こ
う
し
て
坐
禅
し
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
、
生
得
鈍
根
に
し
て
、
た
と
い
知

見
は
開
け
ず
と
も
、
坐
功
に
よ
っ
て
自
ら
身
体
に
重
味
が
つ
い
て
、
口
で
は

い
え
ぬ
が
ど
こ
と
な
く
尋
常
人
に
異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
で
き
て
く
る
。
後
に

は
必
ず
正
智
開
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
坐
禅
の
功
徳
だ
。

い
か
に
利
巧
で
も
、
修
せ
ぬ
者
に
は
こ
れ
は
わ
か
ら
ぬ
。…
…
何
で
も
こ
の
身

心
脱
落
と
い
う
の
を
、
よ
く
思
い
込
ん
で
坐
禅
す
る
と
、
大
い
に
得
処
が
あ

る
の
だ
。

と
、
こ
の
よ
う
な
坐
禅
を
長
く
続
け
れ
ば
、
坐
禅
の
功
徳
に
よ
っ
て
必

ず
正
智
が
開
発
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
境
地

に
い
た
る
に
は
身
だ
け
で
は
な
く
心
の
功
夫
も
必
要
で
あ
り
、

と
こ
ろ
が
五
蘊
皆
空
と
い
う
も
照
見
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
五
蘊
身
を
打
っ

棄ち
ゃ

っ
て
し
ま
う
と
思
う
が
そ
う
で
な
い
、
要
は
唯
知
見
じ
ゃ
。
こ
っ
ち
の
知

見
で
、
皆
空
と
照
見
の
脚
下
が
那
辺
に
あ
る
か
と
始
終
点
検
す
る
。
そ
こ
で

古
人
は
寸
時
も
油
断
せ
ぬ
、
猿
を
見
て
は
古
鏡
を
背
せ
り
と
参
じ
、
霊
棺
に

対
し
て
は
生
か
死
か
と
問
う
、
そ
う
い
う
風
に
時
時
ゆ
る
み
な
く
照
見
し
て

ゆ
く
か
ら
、
忽
然
と
し
て
、
か
ら
り
と
我
に
得
る
と
き
が
あ
る
、
そ
こ
で
は

じ
め
て
五
蘊
皆
空
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
、
葬
儀
を
執
行
す
る
時
で
さ
え
不
断
の
知
見
の
点
検
を
行
い
、
そ
の

結
果
と
し
て
「
忽
然
と
し
て
、
か
ら
り
と
我
に
得
る
と
き
が
あ
る
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

瑩
山
禅
師
の
説
示
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
の
提
唱
録
を
読
む
と
、
従
来
の

「
伝
統
宗
学
」
と
は
、
お
よ
そ
西
有
禅
師
を
継
承
し
て
い
る
と
は
言
い

難
い
、
名
ば
か
り
の
「
伝
統
宗
学
」
で
あ
る
感
を
強
く
す
る
の
で
あ

る
。

注
（
１
）
拙
稿
「
日
本
近
代
仏
教
史
の
流
れ
と
衛
藤
即
応
著
『
宗
祖
と
し

て
の
道
元
禅
師
』」
平
成
二
二
年
六
月
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー.

学
術
大
会
紀
要
（
第
一
一
回
）

（
２
）
瑩
山
禅
師
の
禅
が
密
教
化
し
た
と
す
る
説
は
、『
永
平
清
規
』
と

『
瑩
山
清
規
』
を
比
較
し
、『
瑩
山
清
規
』
に
は
三
時
の
諷
経
や

祈
禱
や
看
経
の
儀
礼
が
存
在
す
る
こ
と
、
回
向
文
中
に
多
く
の

神
祇
や
南
方
家
徳
星
君
な
ど
の
星
宿
が
祈
願
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
儀

礼
は
道
元
禅
師
の
時
代
か
ら
叢
林
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
神
祇
や
星
宿
に
関
す
る
用
語
も
、
同
時
代
の
清
規
や

語
録
に
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
密
教
禅
と
の
指
摘

も
論
拠
に
欠
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
東
隆
眞
「『
瑩
山

和
尚
清
規
』
に
あ
ら
わ
れ
た
道
元
禅
師
の
影
響
」『
宗
学
研
究
』

第
二
〇
号
、
昭
和
五
三
年
。
拙
稿
「『
瑩
山
清
規
』
と
『
洞
谷

記
』」『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
、
平
成
一
年
三

月
。
拙
稿
「
瑩
山
禅
師
の
禅
思
想
に
つ
い
て
（
三
）―
臨
済
諸
師

と
の
比
較
を
通
し
て
―
」『
宗
学
研
究
』
第
四
二
号
、
平
成
一
二

年
。
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三
二

（
３
）
拙
稿
「
瑩
山
禅
師
の
禅
思
想
に
つ
い
て
―
臨
済
諸
師
と
の
比
較

を
通
し
て
―
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』.

四
七
ー
一
、
平
成
一
〇

年
。
同
「
瑩
山
禅
師
の
禅
思
想
に
つ
い
て
（
二
）（
三
）
―
臨
済

諸
師
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」、『
宗
学
研
究
』
第
四
一
・
四
二

号
、
平
成
一
一
・
一
二
年
」。

（
４
）
小
川
隆
『
語
録
の
こ
と
ば　

唐
代
の
禅
』『
続
・
語
録
の
言
葉　

『
碧
巌
録
』
と
宋
代
の
禅
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
・
二

〇
一
〇
年
）『
語
録
の
思
想
史　

中
国
禅
の
研
究
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
一
年
）

（
５
）
拙
稿
「
歴
代
祖
師
を
通
し
て
み
た
両
祖
の
比
較
」『
曹
洞
宗
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
一
三
回
、
二
〇
一
二
年
六

月
）

（
６
）
た
と
え
ば
公
案
禅
に
関
す
る
小
川
氏
氏
の
指
摘
に
し
た
が
え

ば
、
両
祖
の
公
案
禅
批
判
の
う
ち
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
六
）

（『
全
集
』
第
七
巻
、
一
五
〇
頁
）
の
例
は
「
文
字
禅
」
批
判
で

あ
る
。

　
　
　
　

.　

奘
、
問
て
云
、
打
坐
と
看
読
と
、
な
ら
べ
て
是
を
学
す

る
に
、
語
録
公
案
等
を
見
に
は
、
百
千
に
一
つ
、
い
さ
さ

か
心
得
ら
れ
ざ
る
か
と
、
覚
る
事
も
出
来
る
。
坐
禅
は
、

其
程
の
事
も
な
し
。
然
れ
ど
も
、
猶
、
坐
禅
を
好
む
べ
き

か
。

　
　
　
　

.　

示
云
、
公
案
話
頭
を
見
て
、
聊
か
知
覚
あ
る
様
な
り
と

も
、
其
は
仏
祖
の
道
に
、
と
を
ざ
か
る
因
縁
也
。
無
所
得

無
所
悟
に
て
、
端
坐
し
て
、
時
を
移
せ
ば
、
即
、
祖
道
な

る
べ
し
。
古
人
も
、
看
語
、
祇
管
坐
禅
と
も
に
進
め
た
れ

ど
も
、
猶
、
坐
を
ば
、
専
ら
進
め
し
也
。
又
、
話
頭
を
以

て
、
悟
を
ひ
ら
き
た
る
人
、
有
り
と
も
、
其
れ
も
坐
の
功

に
よ
り
て
、
悟
の
開
く
る
因
縁
也
。
ま
さ
し
き
功
は
、
坐

に
あ
る
べ
し
。

　
　

『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語
』（『
正
法
眼
蔵
雑
文
』
春
秋
社　

所
収
四
一
頁
）
の
例
は
「
看
話
禅
」
批
判
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。

　
　
　
　

.　

近
代
、
我
が
此
の
宗
門
の
中
、
遍
歴
の
参
徒
、
大
い
に

錯
る
事
、
是
れ
多
端
な
り
。
或
は
一
則
の
公
案
と
云
い

て
、
古
徳
の
言
説
を
胸
次
に
含
ん
で
放
捨
せ
ず
、
時
々
心

頭
に
着
纏
し
て
透
徹
の
期
を
待
つ
あ
り
。
笑
う
可
し
待
悟

為
足
の
病
な
り
。
縦
へ
万
劫
を
経
る
と
も
、
通
徹
す
る
こ

と
を
得
る
可
か
ら
ず
。（
原
文
平
仮
名
混
淆
体　

ル
ビ
平
仮

名
筆
者
）

（
７
）
例
え
ば
榑
林
皓
堂
氏
の
「
宗
門
の
性
格
転
変
と
瑩
山
清
規
」

（『
印
仏
研
』
八
―
二　

昭
和
三
五
年
）
に
は
「
瑩
山
禅
師
に
よ

る
こ
の
転
回
が
後
の
曹
洞
宗
団
が
錯
っ
た
方
向
に
転
落
す
る
源

泉
根
元
と
な
っ
た
。」「
結
果
と
し
て
は
…
坐
禅
専
修
の
宗
門
は

一
変
し
て
諷
経
祈
禱
、
法
要
儀
式
の
宗
門
と
な
り
…
経
典
に
呪
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三
三

術
性
が
付
与
せ
ら
れ
、
古
教
照
心
の
看
経
は
一
変
し
て
功
徳
利

益
を
目
的
と
す
る
諷
経
回
向
と
な
っ
た
。」「
瑩
山
禅
師
が
取
り

入
れ
た
世
俗
性
―
諷
経
祈
禱
、
回
向
供
養
は
や
が
て
、
こ
う
し

た
結
果
を
招
く
必
然
性
を
孕
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
に
注
意
を

払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
民
衆
の
低
俗
な
宗
教
的
要
求
が

そ
う
さ
せ
る
の
だ
と
も
い
え
る
。」
と
い
う
よ
う
な
文
言
が
見
ら

れ
る
。

※.

本
小
論
は
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
一
〇
月
三
〇
日
開
催
さ
れ
た
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
第
二
五
回
学
術
大
会
に
お
い
て
企
画
さ
れ
た
「
瑩
山
禅
師
第

七
百
回
大
遠
忌
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た

際
、
会
場
に
配
布
し
た
三
種
の
資
料
、
一
、「『
洞
谷
記
』
で
知
る
両
祖
を

貫
く
「
宗
旨
」」（
レ
ジ
ュ
メ
）
二
、『『
洞
谷
記
』
で
読
む
瑩
山
禅
師
伝

（
増
補
）
―
原
典
で
た
ど
る
―
曹
洞
宗
の
宗
旨
と
瑩
山
禅
師
の
禅
思
想
』

（
私
版
小
冊
子
）
三
、『
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』
概
要
』（
私
版
小
冊
子
）
の

内
容
か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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三
四



三
五

は
じ
め
に

　

瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
を
記
念
し
て
、
禅
師
の
御
遺
徳
を
偲
ぶ

と
共
に
そ
の
教
え
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
教
え
を

我
々
が
ど
の
様
に
継
承
し
発
展
さ
せ
て
行
く
べ
き
か
、
本
論
で
は
そ
れ

を
問
い
直
し
て
み
た
い
。

　

論
題
で
あ
る
「
瑩
山
禅
師
遺
誡
」
と
は
、『
洞
谷
記
』
に
記
さ
れ
る

「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
を
便
宜
的
に
呼
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
の
「
置
文
」
は
、
永
光
寺
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
広
く
宗
門
僧
侶
に
と
っ
て
の
「
遺

誡
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
の
素
晴
ら

し
さ
と
共
に
、
既
に
多
く
の
先
人
が
引
用
し
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て

説
示
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず

こ
の
「
遺
誡
」
が
、
現
代
の
宗
門
僧
侶
に
取
っ
て
も
大
き
な
示
唆
、
教

示
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
の
「
置
文
」
の
教
え
が
、
瑩
山
禅
師
の
存
命
中
お
よ

び
弟
子
達
に
お
い
て
具
体
的
に
ど
の
様
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
瑩
山
禅

師
の
他
の
著
述
、
弟
子
達
の
残
し
た
資
料
を
通
し
て
再
確
認
し
た
い
。

取
り
上
げ
る
点
は
、
輪
住
制
度
と
檀
越
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

特
に
檀
越
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
瑩
山
清
規（

１
）』

に
記
載
さ
れ
る

「
回
向
文
・
檀
那
諷
経
」
の
特
異
性
に
つ
い
て
着
目
し
、
そ
の
背
景
と

な
る
『
洞
谷
記
』「
檀
那
忌
」
の
記
述
を
確
認
し
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ

る
檀
越
と
の
関
係
と
儀
礼
は
、
私
た
ち
現
代
の
宗
侶
に
直
結
す
る
教
え

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
瑩
山
禅
師
直
弟
子
以
降
の
動
向
、
全
国
展
開
の
中
で
ど
の
よ

う
に
具
現
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
も
少
し
く
言
及
し
て
お
き
た

い
。

一
、『
洞
谷
記
』「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」

　

最
初
に
表
題
に
掲
げ
た
『
洞
谷
記
』「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
つ

い
て
、
長
文
の
た
め
煩
瑣
と
な
る
が
全
文
を
示
し
て
お
く
。

［
五
四
］
当
山
尽
未
来
際
置
文

《
個
別
発
表
》
瑩
山
禅
師
遺
誡
再
考

―
当
山
尽
未
来
際
置
文

―

尾
　
﨑
　
正
　
善

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月
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三
六

能
州
酒
井
保
洞
谷
山
は
、
平
氏
、
酒
勾
八
郎
頼
親
の
嫡
女
、
法
名
祖
忍
、
清

浄
寄
進
の
浄
処
な
り
。
故
に
紹
瑾
、
一
生
偃
息
の
安
楽
の
地
と
為
し
、
来

際
、
瑩
山
が
遺
身
安
置
の
塔
頭
所
と
為
さ
ん
。
是
を
以
て
、
自
身
の
嗣
書
、

先
師
（
義
介
禅
師
）
の
嗣
書
、
師
翁
（
懐
奘
禅
師
）
の
血
経
、
曽
祖
（
道
元

禅
師
）
の
霊
骨
、
高
祖
（
如
浄
禅
師
）
の
語
録
を
当
山
の
奥
頭
に
安
置
し

て
、
此
の
峰
を
名
づ
け
て
、
五
老
峰
と
称
す
。
然
ら
ば
、
当
山
の
住
持
は
、

五
老
の
塔
主
な
り
。
瑩
山
門
徒
の
中
、
嗣
法
の
次
第
を
守
り
て
、
住
持
興
行

す
べ
し
。
其
の
故
は
、
山
僧
が
遺
跡
、
諸
山
の
内
、
崇
重
す
べ
き
遺
跡
な
れ

ば
な
り
。
嗣
法
の
人
、
住
持
興
行
す
べ
し
。
縦
い
嗣
法
の
人
、
断
絶
す
と
雖

も
、
門
徒
の
小
師
の
中
、
評
定
和
平
し
て
、
須
く
住
持
興
隆
す
べ
し
。
者
何

（
な
ん
）
と
な
れ
ば
、
他
門
は
必
ず
之
れ
五
老
を
崇
敬
す
べ
か
ら
ざ
る
故
な

り
。
之
に
依
り
て
尽
未
来
際
、
瑩
山
嗣
法
の
小
師
、
剃
頭
の
小
師
、
参
学
の

小
師
、
受
具
受
戒
の
出
家
在
家
、
諸
も
ろ
の
門
弟
等
、
一
味
同
心
に
、
当
山

を
以
て
一
大
事
と
為
し
、
偏
え
に
五
老
峰
を
崇
敬
し
奉
り
。
専
ら
門
風
を
興

行
す
べ
し
、
是
れ
則
ち
瑩
山
が
尽
未
来
際
の
本
望
な
り
。
仏
言
わ
く
、
篤
信

の
檀
那
、
之
を
得
る
時
、
仏
法
断
絶
せ
ず
、
云
云
と
。
又
た
云
く
、
檀
那
を

敬
う
こ
と
仏
の
如
く
す
べ
し
、
戒
定
慧
解
、
皆
な
檀
那
の
力
に
依
り
て
成

就
、
云
云
と
。
然
る
間
、
瑩
山
が
今
生
の
仏
法
修
行
、
此
の
檀
越
の
信
心
に

依
り
て
成
就
す
。
故
に
尽
未
来
際
、
此
の
本
願
主
の
子
子
孫
孫
を
以
て
、
当

山
の
大
檀
越
、
大
恩
所
と
為
す
べ
し
。
是
の
故
に
、
師
檀
和
合
し
、
親
し
く

水
魚
の
眤ち

か

き
を
作
し
、
来
際
一
如
に
し
て
、
骨
肉
の
思
い
を
致
す
べ
し
。
用

心
、
此
の
如
く
な
れ
ば
、
実
に
是
れ
当
山
の
師
檀
為
る
べ
し
。
縦
使
（
た
と

い
）、
難
値
難
遇
の
事
有
る
も
、
必
ず
和
合
和
睦
の
思
い
を
生
ず
べ
し
。
此
の

置
文
を
以
て
、
当
山
来
際
の
亀
鏡
と
為
し
、
住
持
檀
越
の
眼
目
と
為
す
。
壹

通
を
以
て
両
通
に
写
し
て
、
師
檀
共
に
折
目
判
形
を
加
え
て
、
一
通
は
寺
の

庫
に
納
め
、
一
通
は
檀
家
に
持
た
せ
て
、
師
檀
相
互
の
後
鑑
と
為
す
べ
し
。

檀
那
の
此
の
門
徒
の
商
議
の
住
持
を
崇
敬
し
、
住
持
の
彼
の
檀
越
の
遺
付
の

子
孫
、
崇
重
す
べ
き
の
置
文
状
、
件
の
如
し
。

　
　

元
応
元
年
（
一
三
一
九
）〈
己
未
〉
十
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　

開
闢
瑩
山
紹
瑾　
〈
御
判
〉

　
　
　
　
　
　
　

.

本
願
檀
主
平
氏
祖
忍
〈
判（

２
）〉　

〔
元
漢
文
。
以
下
、
引
用
資

料
に
お
い
て
同
じ
〕...

　

幾
つ
か
の
傍
線
で
指
示
し
た
が
、「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
お
い

て
注
目
す
べ
き
点
に
つ
い
て
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

　

①
一
流
相
承　
　

嗣
法
の
重
視
と
そ
の
継
承...

　

②
曹
洞
宗
の
正
統
性　
　

五
老
峰

　

③
嗣
法
弟
子
の
合
議
と
協
力
体
制　

..

輪
住
制
へ

　

④
檀
越
へ
の
対
応　
　

師
檀
和
合

　

永
光
寺
に
お
け
る
御
示
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
塔
頭
所
・
五
老

峰
」
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
五
老
峰
は
、
如
浄
禅
師

か
ら
道
元
禅
師
、
そ
し
て
自
身
に
至
る
法
灯
を
明
確
に
し
、
曹
洞
禅
の

正
統
性
及
び
自
身
の
法
系
を
内
外
に
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
故
に
宗
門
全
体
が
帰
崇
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
永
光
寺
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三
七

に
限
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
本
論
で
は
敢
え
て
触
れ
な
い
こ
と
と
す

る
。

　

ま
た
、
檀
主
、
平
氏
酒
勾
八
郎
頼
親
の
嫡
女
、
祖
忍
に
与
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
半
に
述
べ
る
檀
越
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
特

に
強
調
し
た
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
。　

　

以
上
、
二
点
に
つ
い
て
考
慮
し
た
上
で
、
瑩
山
禅
師
の
遺
誡
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
一
流
相
承
と
輪
住
制

　
「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
の
御
示
し
が
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
受

け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
、
瑩
山
禅
師
自
身
及
び
弟
子
達
の
記
録
の
中
に

確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

最
初
に
嗣
法
弟
子
の
合
議
と
協
力
体
制
、
広
く
一
流
相
承
と
呼
ば
れ

る
体
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
瑩
山
禅
師
自
身
が
後

に
次
の
様
に
示
し
て
い
る
。

　
　
［
七
五
］
当
山
住
持
の
尊
宿　

同
（
正
中
二
年
・
一
三
二
五
）
七
月
二
日
、
当
山
住
次
の
尊
宿
、
先
ず
瑩
山

法
嗣
の
中
、
嗣
法
の
臘
次
を
揀
ん
で
、
住
持
興
行
す
べ
し
、
吾
に
四
門
人
あ

り
、
若
し
又
一
人
の
孫
弟
法
嗣
有
る
か
。
住
持
闕
如
せ
ば
、
六
兄
弟
の
中
、

力
を
励
し
篾
を
束
ね
て
、
興
化
利
生
せ
よ
、
是
れ
山
僧
現
存
の
悉
知
、
尽
未

来
際
、
法
孫
相
続
す
る
者
、
各
人
の
興
法
利
生
に
依
る
べ
し
。
唯
だ
願
く
は

法
孫
歴
代
々
、
仏
に
代
っ
て
化
を
揚
げ
、
断
絶
せ
し
め
ざ
れ
。
正
中
乙
丑
初

秋
二
日
記
す
。

明
峰
、
無
涯
、
峨
山
、
壷
庵
、
孤
峰
、
珍
山
。

（
３
）

.　

　

こ
れ
は
、
先
の
置
文
の
前
半
部
分
を
再
説
し
た
と
い
え
よ
う
。
瑩
山

法
嗣
の
中
、
嗣
法
の
次
第
を
守
り
、
住
持
が
欠
け
る
よ
う
な
場
合
は
合

議
制
に
よ
り
興
化
利
生
し
、
尽
未
来
際
に
渡
っ
て
法
孫
が
相
続
す
べ
き

こ
と
を
願
い
、
教
え
が
断
絶
し
な
い
よ
う
に
と
強
く
指
示
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
一
月
半
前
の
指
示
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
こ
に
瑩
山
禅
師
の
永
光
寺
護
持
発
展
、
弟
子
達
の
和
合
を

求
め
る
思
の
強
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

さ
て
次
に
瑩
山
禅
師
を
継
い
だ
弟
子
達
が
こ
う
し
た
指
示
を
ど
の
よ

う
に
継
承
し
た
か
確
認
し
て
行
き
た
い
。
そ
れ
は
、
峨
山
禅
師
（
一
二

七
六
～
一
三
六
六
）
の
置
文
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

Ａ
．「
惣
持
寺
未
来
住
持
職
」　

　

右
、
彼
の
寺
は
、
瑩
山
和
尚
、
韶
碩
に
譲
与
す
る
処
な
り
。
仍
ち
後
代
の

住
持
職
は
、
韶
碩
法
嗣
の
中
、
器
用
の
仁
を
撰
び
、
住
持
職
に
補
す
べ
き
こ

と
。
末
代
、
此
の
旨
、
住
持
す
べ
き
の
状
、
件
の
如
し
。

　
　

康
安
二
〈
壬
寅
〉（
一
三
六
二
）
二
月
九
日（

４
）

　

Ｂ
．「
惣
持
寺
山
門
住
持
職
事
」　

韶
碩
門
下
、
嗣
法
の
次
第
を
守
り
、
五
个
年
住
持
す
べ
し
。
若
し
此
の
中
、
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三
八

山
門
廃
す
者
有
ら
ば
、
法
眷
等
、
相
い
寄
り
、
之
を
評
定
す
べ
し
。
仍
ち
後

証
の
垂
示
と
為
す
、
件
の
如
し
。

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
十
二
月
一
三
日　

惣
持
韶
碩（

５
）

　

こ
の
二
本
の
置
文
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
峨
山
禅
師
が
總
持
寺
を
継
承
し
発
展
さ
せ
る
状
況
に
お
い

て
、
瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
で
示
さ
れ
た
教
え
を
受
け
継
ぎ
「
嗣
法
の
次

第
の
重
視
・
合
議
制
・
輪
番
制
」
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
Ｂ
」

の
置
文
は
、
峨
山
禅
師
が
亡
く
な
る
二
年
前
、
九
十
歳
を
目
前
と
し
た

師
走
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
鑑
み
て
も
、
そ
の

重
要
性
が
推
測
出
来
よ
う
。

　

さ
ら
に
峨
山
禅
師
は
、
永
光
寺
の
輪
住
制
度
を
護
持
・
継
続
す
る
た

め
に
も
配
慮
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
弟
子
の
正
法
寺
無
底
良
韶
（
一
三

一
三
～
六
一
）
に
対
し
、
永
光
寺
の
輪
番
住
持
を
要
請
し
た
手
紙
に
明

ら
か
で
あ
る（

６
）。

本
論
で
は
、
永
光
寺
の
輪
住
制
度
の
実
際
に
つ
い
て
は

触
れ
な
い
が
、
す
で
に
多
く
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る（

７
）。

　

ま
た
、
寺
院
の
一
流
相
承
は
、
特
定
の
法
系
に
よ
る
寺
院
の
維
持
、

門
派
を
中
心
と
し
た
護
持
と
発
展
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

中
国
禅
宗
寺
院
及
び
京
都
五
山
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
十
方
住
持
制
と
対

極
を
な
す
制
度
と
言
え
る
。

　

こ
れ
は
、
瑩
山
禅
師
に
と
っ
て
大
乗
寺
住
持
職
に
お
け
る
恭
翁
運
良

（
一
二
六
七
～
一
三
四
一
）
の
存
在
も
影
響
す
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
い

づ
れ
に
せ
よ
瑩
山
派
と
い
う
い
う
強
い
意
識
、
そ
れ
は
道
元
禅
師
下
の

曹
洞
禅
の
継
承
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
識

は
、
す
で
に
述
べ
た
五
老
峰
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

大
乗
寺
で
説
示
さ
れ
た
『
伝
光
録
』
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
禅
師
の
意
識
は
、
禅
宗
の
特
徴
と
も
い
え
る
。
禅
宗
に
お

い
て
嗣
法
を
行
い
法
系
を
重
視
す
る
の
は
、「
禅
宗
」
が
仏
法
の
伝
授

に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
宗
派
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
禅
者
は
、

師
へ
の
参
学
そ
し
て
嗣
法
が
認
め
ら
れ
て
自
身
の
正
統
性
が
成
立
す

る
。

　

禅
宗
は
、
諸
尊
の
信
仰
や
経
典
の
参
究
を
拠
り
所
と
す
る
宗
派
で
は

な
い
。
坐
禅
弁
道
を
修
行
の
中
心
と
す
る
が
、「
禅
宗
」
と
し
て
の
集

団
・
教
団
を
成
立
さ
せ
る
の
は
、
嗣
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上

に
、
寺
院
の
護
持
、
宗
派
と
し
て
の
発
展
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
瑩

山
禅
師
の
意
図
は
、
時
代
を
経
て
大
き
く
花
開
い
た
と
言
え
よ
う
。

三
、
輪
住
制
の
継
承
と
発
展

　

次
に
、
峨
山
禅
師
の
弟
子
達
の
意
識
に
つ
い
て
、「
実
峰
良
秀
・
大

徹
宗
令
等
連
署
置
文
」
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

當
山
の
住
持
職
の
事
は
、
二
代
和
尚
御
遺
記
の
如
く
、
于
今
よ
り
末
代
の
孫

弟
中
に
及
ぶ
こ
と
、
然
な
り
。
但
だ
雖
然
も
、
門
徒
出
仕
は
和
合
和
伏
の
儀

無
く
、
住
持
に
請
す
べ
か
ら
ず
、
各
お
の
相
い
集
ま
り
評
定
和
評
す
べ
し
。
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三
九

仍
て
後
証
置
文
と
為
す
、
件
の
如
し
。

　
　

永
徳
二
年
〈
壬
戌
〉（
一
三
八
二
）
十
月
廿
日　
　

前前
住
宗
令

住
良
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
住
寂
霊（

８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

峨
山
禅
師
が
定
め
た
總
持
寺
の
輪
住
制
度
が
、
膝
下
の
弟
子
達
に
確

実
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
後
世
の
資
料
と
さ
れ
る
「
当
寺
十
箇
条
之
亀
鏡
」
第
一
条
に

次
の
一
文
が
定
め
ら
れ
る
。

一
、
当
寺
は
無
檀
越
に
よ
り
、
挓
鉢
を
以
て
住
持
を
勤
め
ん
と
欲
す
。
然
る

に
皇
情
に
依
り
て
勅
願
所
と
為
る
。
故
に
予
の
嗣
法
門
人
、
尽
未
来
際
、
当

山
を
以
て
本
寺
と
為
し
、
輪
次
の
住
持
を
勤
め
、
宝
祚
長
久
を
奉
祈
す
べ
き

事（
９
）

　

こ
の
「
当
寺
十
箇
条
之
亀
鏡
」
は
、
總
持
寺
に
お
い
て
瑩
山
禅
師
真

筆
と
伝
わ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
真
偽
が
疑
わ
れ
て
い
る
。
後
世
作
成

さ
れ
た
物
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
輪
次
の
住
持
を
も
っ
て
護
持

す
べ
き
事
が
瑩
山
禅
師
に
仮
託
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
總
持
寺
護
持
の

理
念
の
継
承
が
重
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
文
書
成

立
の
背
景
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
輪
住
制
度
が
曹
洞
宗
の
全
国
展
開
の
中
で
各
地
の

拠
点
寺
院
に
継
承
さ
れ
、
地
域
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
、
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

（1
（

。

　

輪
住
制
度
ま
た
は
輪
番
制
度
と
言
わ
れ
る
が
、
輪
住
制
は
、
地
方
に

展
開
し
た
各
門
派
の
中
心
的
寺
院
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
北
は
岩
手
県

正
法
寺
よ
り
、
神
奈
川
県
最
乗
寺
、
福
井
県
龍
泉
寺
・
龍
沢
寺
、
愛
知

県
福
厳
寺
・
乾
坤
院
、
兵
庫
県
永
沢
寺
、
岡
山
県
洞
松
寺
、
佐
賀
県
玉

林
寺
、
大
分
県
泉
福
寺
な
ど
、
全
国
三
四
箇
寺
で
採
用
し
て
い
た
と
さ

れ
る
。

　

無
論
、
各
寺
院
・
各
門
派
に
よ
っ
て
輪
番
寺
院
数
や
住
持
の
期
間
、

周
辺
寺
院
の
補
助
体
制
な
ど
、
そ
の
運
用
形
式
は
夫
々
の
事
情
に
よ
り

大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
江
戸
初
期
の
段
階
で
輪
住
制
を
停
止
し
た
永

沢
寺
・
洞
松
寺
・
玉
林
寺
や
、
明
治
維
新
後
ま
で
継
続
し
た
最
乗
寺
な

ど
の
事
例
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
輪
住
制
度
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
実
状
は
様
々
で

あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
瑩
山
禅
師
の
定
め
た
輪
住
制
度
が

曹
洞
宗
の
地
域
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
記

し
て
置
き
た
い
。

四
、
檀
越
へ
の
対
応
―
葬
送
・
檀
那
諷
経
―

　
（
一
）　

檀
越
の
尊
崇　
　

　

次
に
檀
越
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
「
当
山

尽
未
来
際
置
文
」
の
趣
旨
は
、
道
元
禅
師
『
知
事
清
規
』
を
踏
ま
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。『
知
事
清
規
』
に
は
、
以
下
の
様
に
あ
る
。
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四
〇

....　

道
元
禅
師
『
知
事
清
規
』

　

増
一
阿
含
第
三
に
云
く
、
仏
、
給
孤
に
在
し
て
、
諸
の
比
丘
に
告
げ
た
ま

わ
く
、
応
当
に
檀
越
施
主
を
恭
敬
す
る
こ
と
、
父
母
に
孝
順
し
て
之
を
養

い
、
之
を
侍
す
る
が
如
く
す
べ
し
。
施
主
は
能
く
戒
定
智
慧
を
成
じ
て
饒
益

す
る
所
多
し
。
三
宝
中
に
お
い
て
罣
礙
す
る
と
こ
ろ
無
く
、
能
く
四
事
を
施

す
。
故
に
諸
の
比
丘
、
当
に
慈
心
を
も
っ
て
檀
越
に
於
て
せ
よ
。
小
恩
す
ら

尚
お
忘
ぜ
す
、
何
に
況
ん
や
大
な
り
者
に
於
て
を
や
。
応
に
三
業
精
勤
し
て

彼
の
施
主
を
し
て
福
唐
し
く
捐
て
ず
、
終
に
大
果
を
獲
て
名
称
流
布
せ
し
む

べ
し
。
亦
た
迷
者
に
路
を
指
示
す
る
こ
と
を
得
る
が
如
く
せ
よ
。
亦
た
怖
者

に
憂
畏
無
き
こ
と
を
与
え
、
帰
す
る
無
き
に
覆
を
与
え
、
乏
し
き
者
に
糧
を

与
え
、
盲
に
眼
を
得
せ
し
む
る
が
ご
と
く
せ
よ
、
と
。

　

然
あ
れ
ば
則
ち
、
檀
越
施
主
を
恭
敬
し
、
檀
越
施
主
に
慈
心
す
る
は
、
既

に
是
れ
如
来
世
尊
の
教
勅
な
り
。
小
因
な
り
と
雖
も
大
果
を
ず
る
は
、
唯
だ

三
宝
の
福
田
而
已）

（（
（

。

　
「
施
主
は
能
く
戒
定
智
慧
を
成
じ
て
饒
益
す
る
所
多
し
」「
檀
越
施
主

を
恭
敬
し
、
檀
越
施
主
に
慈
心
す
る
は
、
既
に
是
れ
如
来
世
尊
の
教
勅

な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
仏
道
修
行
を
行
な
う
上
で
檀
越
の
存
在
が
大
変

重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
釈
尊
の
教
え
と
し
て
引
い
て
い
る
。
本
来
、
仏

道
修
行
者
は
自
身
で
生
産
活
動
を
行
う
こ
と
無
く
、
檀
越
の
援
助
の
下

で
初
め
て
修
行
が
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本

と
、
僧
侶
の
置
か
れ
る
状
況
は
変
化
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
檀
越
に

対
す
る
思
い
は
仏
道
修
行
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
（
二
）
授
戒

　

で
は
、
檀
越
に
対
す
る
瑩
山
禅
師
の
具
体
的
な
説
示
、
接
点
、
救
済

の
事
例
が
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
道
元
禅
師
に
は
、
法
語
（『
正
法
眼

蔵
』）
の
説
示
・
付
与
、『
永
平
広
録
』
に
記
さ
れ
る
在
家
者
に
対
す
る

上
堂
、
そ
し
て
『
建
撕
記
』
に
お
け
る
授
戒
の
例
な
ど
が
確
認
で
き

る
。

天
福
元
年
〈
癸
巳
〉
年
、
寛
元
元
〈
癸
卯
〉
年
に
至
る
十
一
箇
年
也
。
此
の

深
草
寺
は
王
舍
城
に
近
し
て
、
月
卿
雲
客
花
族
車
馬
往
来
絶
え
ず
、
随
縁
説

法
の
大
家
一
百
余
り
、
菩
薩
戒
を
受
く
る
の
弟
子
二
千
有
余
輩
な
り）

（1
（

。

　

対
し
て
瑩
山
禅
師
に
は
、
直
接
檀
越
へ
対
す
る
説
示
は
確
認
で
き
な

い
が
、
道
元
禅
師
同
様
積
極
的
に
授
戒
を
行
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
。『
洞
谷
記
』
に
は
以
下
の
様
に
あ
る
。

［
一
六
］

二
十
九
歳
に
し
て
永
平
寺
の
演
老
に
就
い
て
、
受
戒
作
法
を
許
可
せ
ら
る
、

即
の
年
の
冬
、
始
め
て
戒
法
を
開
き
、
最
初
に
五
人
を
度
す
。
三
十
一
歳
に

至
っ
て
、
七
十
余
人
を
度
す）

（1
（

。
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［
五
三
］　

諸
門
中
悉
知

已
に
嗣
法
の
尊
宿
の
為
め
に
、
布
薩
上
堂
を
行
い
、
緇
白
の
二
種
の
為
め

に
、
授
戒
入
室
を
行
う）

（1
（

。
..

以
上
の
様
に
、
積
極
的
に
授
戒
を
行
い
、
ま
た
弟
子
達
に
そ
の
儀
礼

推
進
を
進
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
峨
山
禅
師
『
總
持
第
二
世
峨
山
和
尚
行
状
』
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。往

々
建
立
梵
刹
、
処
々
修
造
招
提
。
若
夫
毎
節
上
堂
、
或
小
参
、
或
布
薩
。

旦
昏
商
量
、
古
人
結
角
・
訛
処
、　

為
衆
部
拆
、
聳
動
人
天
。（
中
略
）
且
厥

受
菩
薩
戒
備
弟
子
員
者
、
真
俗
男
女
不
可
勝
数
矣）

（1
（

。

　
「
菩
薩
戒
を
授
け
る
弟
子
の
も
の
は
真
俗
男
女
、
勝
げ
て
数
う
べ
か

ら
ず
」
と
あ
る
。
峨
山
禅
師
が
授
戒
を
積
極
的
に
行
っ
た
の
は
、
瑩
山

禅
師
の
教
え
に
随
っ
た
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
檀
越
に
対
す
る
授
戒
を
通
し
て
の
接
化
は
後
世
広
く
行
わ

れ
、
そ
れ
が
現
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま

で
も
無
い
。

　
（
三
）
葬
送
儀
礼...

　

次
に
檀
越
と
の
接
点
と
し
て
、
葬
送
儀
礼
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
こ

れ
は
道
元
禅
師
に
は
認
め
ら
れ
な
い
新
た
な
教
化
・
救
済
の
側
面
と
言

え
る
。

　

既
に
拙
稿
で
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
瑩
山
禅
師
は
、
初
期
の
段
階

か
ら
在
家
者
に
対
す
る
葬
送
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る）
（1
（

。

　

禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
は
、
次
の
様
に
在
家
葬
儀
を
意
図
し
た

書
込
が
確
認
で
き
る
。

切
以
是
日
即
有
新
円
寂
〈
某
甲
〉、
既
随
縁
而
順
寂
。
乃
依
法
以
荼
毘
。
焚
百

年
〈
弘
道
／
虚
幻
〉
之
身
入
一
路
涅
槃
之
径
。
仰
憑
尊
衆
、
資
助
覚
霊
。〈
十

仏
名
如
前
〉
回
向）

（1
（

　

こ
の
よ
う
に
葬
送
回
向
文
に
在
家
を
意
識
し
た
文
言
が
有
る
の
は
、

管
見
の
限
り
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
が
初
出
資
料
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
禅
宗
と
在
家
葬
送
儀
礼
が
何
処
ま
で
遡
れ
る
か
。
中
国
燈

史
に
お
い
て
も
禅
者
の
葬
祭
参
列
の
記
述
が
あ
る）

（1
（

こ
と
か
ら
、
伝
統
的

に
禅
者
が
関
わ
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
伝
来
の
後
、

道
元
禅
師
か
ら
義
介
禅
師
に
至
る
間
、
檀
越
の
葬
送
儀
礼
に
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
後
世
の
宗
門
に
お
い
て
こ
の

『
瑩
山
清
規
』
の
記
述
が
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
い
。

　

曹
洞
禅
僧
と
一
般
庶
民
の
葬
送
儀
礼
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、
圭

室
諦
成
『
葬
式
仏
教
』（
大
法
輪
閣
）
に
始
ま
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
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は
、
各
種
語
録
を
通
し
て
、
坐
禅
を
中
心
と
し
た
法
語
・
説
示
か
ら
葬

送
儀
礼
へ
の
香
語
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
曹
洞
宗
と

在
家
葬
儀
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、

曹
洞
宗
の
地
域
展
開
に
お
い
て
葬
送
儀
礼
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

そ
う
し
た
一
般
在
家
者
に
対
す
る
葬
送
儀
礼
が
、
既
に
瑩
山
禅
師
の

時
代
に
「
清
規
資
料
」
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
形
式
を
踏
襲
し
続
け
て
い

る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い

　
（
四
）
檀
那
諷
経

　

続
い
て
は
、
年
回
供
養
・
追
善
供
養
の
実
態
に
つ
い
て
確
認
し
て
見

た
い
。
現
在
最
古
の
写
本
で
あ
る
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
は
、
以

下
の
三
つ
の
回
向
文
が
記
さ
れ
る
。

　

Ａ
．
亡
者
回
向.　

浄
之
。
上
来
現
前
清
衆
、
諷
誦
大
…
…
。
所
集
功
徳
、
奉
為　

没
故
〈
某

甲
〉、
資
助
覚
霊
、
荘
厳
報
地
。
伏
願
、
処
生
死
流
、
驪
珠
獨
耀
於
滄
海
、
踞

涅
槃
岸
、
桂
輪
孤
朗
於
碧
天
。
十
方
三
世
ゝ
ゝ
ゝ
。

　

Ｂ
．
亡
者
是
檀
那
中
崇
重
人
回
向

浄
之
。
山
門
今
月
、
伏
値
過
去
ゝ
ゝ
禅
門
覚
霊
月
忌
之
辰
。
謹
集
合
山
清

衆
、
諷
誦
大
ゝ
ゝ
。
所
集
殊
勲
、
奉
為
没
故
〈
某
甲
〉ゝ
ゝ
。
伏
願
、
処
生
死

流
、
驪
珠
ゝ
ゝ
於
碧
天
、
覆
蔭
後
毘
、
福
報
無
尽
。
十
方
三
世
云
ゝ
ゝ
ゝ
。

　

Ｃ
．
在
家
等
人
回
向

浄
之
。
上
来
現
前
清
衆
、
諷
誦
大
ゝ
ゝ
。
所
集
功
徳
、
奉
為
〈
新
円
、
没

故
〉
某
甲
、
資
助
幽
霊
、
荘
厳
報
地
。
伏
願
、
身
超
浄
域
、
業
謝
塵
労
、
蓮

開
上
品
之
華
、
仏
授
一
生
之　
〈
記
十
方
三
世
ゝ
ゝ
〉

浄
極
光
通
達
、
寂
照
含
虚
空
、
却
来
観
世
間
、
猶
如
夢
中
事
。

上
来
現
前
清
衆
、
同
音
諷
誦
大
ゝ
ゝ
。
所
集
功
徳
、
奉
為
〈
某
甲
〉
覚
霊
、

荘
厳
報
地
。
伏
願
、
一
霊
不
昧
、
八
識
照
然
、
蓮
開
上
品
之
花
、
仏
授
一
生

之
記
。
十
方
三
世
ゝ

）ゝ
1（
（

　

こ
れ
ら
は
現
在
『
行
持
軌
範
』
に
も
定
め
ら
れ
、
広
く
宗
門
僧
侶
に

と
っ
て
馴
染
み
深
い
文
言
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
清
規
資
料
に
在
家
法
要
が
記
述
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
、
長
年
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
。

　

本
来
、
清
規
と
は
叢
林
に
お
け
る
規
矩
、
修
行
の
ル
ー
ル
・
諸
注

意
・
心
構
え
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
在
家
対
象
の
追

善
供
養
に
関
す
る
記
述
は
、
叢
林
外
の
儀
礼
で
あ
り
、
本
来
清
規
に
規

定
す
べ
き
事
項
で
は
な
い
。
敢
え
て
記
録
し
伝
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

後
の
切
紙
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
僧
侶
間
に
お
け
る
覚
書
、
二
次
資
料

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
に
指
摘
し
た
「
葬
送
回
向
文
」
対
し

て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　
『
瑩
山
清
規
』
以
前
の
中
国
諸
清
規
、『
禅
苑
清
規
』・『
校
定
清
規
』・

『
備
用
清
規
』
な
ど
に
は
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
記
述
は
確
認
で
き
な
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い
。
さ
ら
に
、『
瑩
山
清
規
』
以
降
に
作
成
さ
れ
た
『
勅
修
清
規
』『
百

丈
叢
林
清
規
証
義
記
』
な
ど
の
中
国
諸
清
規
に
も
確
認
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
、
在
家
追
善
供
養
に
関
す
る
回
向
文
は
、
後
の
『
諸
回
向

清
規
式
』
に
確
認
で
き
だ
け
で
あ
る）

11
（

。
後
世
の
臨
済
系
清
規
に
確
認
で

き
る
の
で
瑩
山
禅
師
の
独
創
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
現
時
点
で
は
瑩

山
禅
師
の
時
代
に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
確
認
で
き
よ
う
。

追
善
回
向
文
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検

討
課
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
「
清
規
」
と
い
う
僧
堂
規
矩
を
定
め
た
書
に
記

述
さ
れ
、
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
重
ね

て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
何
故
清
規
に
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
付
い
て
は
後
に
述
べ
た
い
。

　

な
お
、
他
宗
の
追
善
法
要
等
に
確
認
で
き
な
い
文
言
な
の
で
、
こ
の

回
向
文
自
体
は
禅
宗
独
自
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
（
五
）
回
向
文
の
出
典

　

回
向
文
は
、
禅
宗
独
自
の
も
の
で
先
行
す
る
資
料
に
は
確
認
で
き
な

い
が
、
文
言
は
『
円
覚
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　

　
「
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
序
」

元
亨
利
貞
乾
之
徳
也
。
始
於
一
気
。
常
楽
我
浄
仏
之
徳
也
。
本
乎
一
心
。
専

一
気
而
致
柔
。
修
一
心
而
成
道
。
心
也
者
。
沖
虚
妙
粹
炳
煥
霊
明
。
無
去
無

来
。
冥
通
三
際
。
非
中
非
外
。
洞
徹
十
方
。
不
滅
不
生
。
豈
四
山
之
可
害
。

離
性
離
相
。
奚
五
色
之
能
盲
。
処
生
画
像
死
流
。
驪
珠
独
耀
於
滄
海
。
踞
涅

槃
岸
。
桂
輪
孤
朗
於
碧
天
。
大
矣
哉）

11
（

。

　
「
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
略
疏
」
巻
上
・
二　

無
辺
虚
空
覚
所
顕
発　

然
虚
空
離
識
亦
非
實
有
。
故
首
楞
云
。
若
有
一
人
発

真
帰
源
。
十
方
虚
空
一
時
銷
殞
。
謂
迷
情
所
覆
覚
処
見
空
。
塵
影
既
銷
空
元

是
覚
。
顕
謂
空
銷
覚
現
。
発
謂
妄
尽
心
開
。
翻
覆
観
之
倶
無
辺
際
。
首
楞
又

云
。
聞
復
医
根
除
。
塵
銷
覚
円
浄
。
浄
極
光
通
達
。
寂
照
含
虚
空
。
去
来
観

世
間
。
猶
如
夢
中
事
。
是
知
空
有
双
絶
。
但
是
覚
心
。
独
鑑
明
明
靈
知
不
昧）

11
（

。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
規
資
料
や
他
宗
派
の
諸
資
料
に
確
認
で
き

な
い
記
述
な
の
で
、
瑩
山
禅
師
が
独
自
に
創
作
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
場
合
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
『
円
覚
経
略
疏
』
か
ら
引
用

し
た
か
、
明
確
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
文
言
・
表
現

の
素
晴
ら
し
さ
か
ら
な
の
か
、
思
想
的
な
背
景
が
存
在
し
た
の
か
。
現

時
点
で
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
は
そ
の
出
典
箇
所
を
示
す
の
み
に
留
め
、
引
用
の
背
景
・
意

図
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

五
、
追
善
供
養
の
実
際
―
檀
那
忌
―

　

で
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
追
善
供
養
が
、
瑩
山
禅
師
の
時
代
ど
の
よ
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う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、『
洞
谷
記
』
の
記
述
を
確
認
し
て
見
た

い
。［

一
二
］

文
保
二
年
〈
戊
午
〉
夏
末
、（
中
略
）
昔
、
瓶
沙
王
、
竹
林
園
を
以
て
、
仏
に

施
す
が
如
く
、
信
施
清
浄
な
る
に
依
て
、
一
た
び
此
の
山
中
に
入
る
者
は
、

欲
心
微
薄
に
し
て
、
白
業
増
長
す
。
或
は
悲
母
十
三
回
追
善
の
為
に
、
本
尊

を
尅
彫
し
、
或
は
慈
父
十
三
回
修
善
の
為
に
、
仏
閣
を
建
立
し
、
或
は
自
身

滅
罪
の
為
に
、
僧
厠
を
造
る
。
或
は
亡
妻
の
頓
証
菩
提
の
為
に
、
浴
室
を
建

つ
。
誠
に
是
れ
諸
人
、
善
根
の
山
な
り
、
一
切
功
徳
の
林
な
り
。
況
や
彼
の

女
施
主
、
白
業
日
々
に
増
長
し
、
発
心
漸
々
に
精
熟
し
、
仏
戒
を
伝
受
し
、

心
要
を
聴
受
す
。
塵
労
を
断
除
し
、
出
家
浄
行
を
楽
欲
す）

11
（

。

［
一
五
］

中
尊
釈
の
迦
牟
尼
仏
、
加
賀
国
井
家
庄
、
中
田
右
馬
尉
、
悲
母
十
三
年
追
善

の
追
善
の
為
め
に
、
卅
貫
を
以
て
木
作
す
。
瑩
山
、
五
十
貫
を
以
て
飾
り
奉

る
。

左
脇
士
の
観
世
音
菩
薩
、
洛
陽
高
辻
大
宮
、
駿
河
法
眼
定
審
、
先
考
定
守
法

眼
、
十
三
年
追
善
の
為
め
に
、
木
作
す
。

右
脇
の
虚
空
蔵
菩
薩
、
加
賀
国
富
樫
庄
、
野
市
藤
次
郎
、
自
身
現
当
の
願

望
、
皆
な
満
足
せ
し
め
ん
が
為
め
に
、
木
作
す）

11
（

。

　

こ
の
二
つ
の
項
目
は
、
同
じ
事
例
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。［
一

二
］
は
、
年
回
供
養
に
際
し
て
本
尊
及
び
伽
藍
の
造
営
も
お
こ
な
っ
た

記
録
で
あ
る
。［
一
五
］
は
、
永
光
寺
の
本
尊
及
び
脇
侍
を
寄
進
し
た

記
録
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
悲
母
（
母
親
）・
先
考
（
父
親
）
の
十
三
年
追
善

（
十
三
回
忌
）
の
為
め
に
各
種
堂
宇
が
建
立
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
に
祀
る

釈
迦
牟
尼
仏
・
観
世
音
菩
薩
の
寄
進
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
期
、
十
王
信
仰
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
さ

ら
に
十
三
仏
信
仰
に
連
な
る
、
十
三
回
忌
法
要
が
営
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
有
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
に
堂
宇
・
尊
像
が
寄
進
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
追
福
・
追
善
の
法
要
も
営
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、

『
洞
谷
記
』［
八
二
17
］
に
「
檀
那
忌
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着

目
し
て
お
き
た
い
。

本
願
の
如
き
は
、
年
忌
太
夜
諷
経
な
り
、
賓
位
に
就
い
て
之
を
行
ず
。
当

日
、
半
斎
諷
経
、
子
孫
営
弁
せ
ず
と
も
、
本
寺
の
経
営
と
為
て
、
年
忌
を
修

す
べ
し）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
開
基
家
年
忌
は
、
寺
院
の
務
め
と
定
め
て
い
る
。
そ
れ

は
檀
那
忌
は
、
檀
越
か
ら
の
要
請
が
な
く
と
も
、
寺
院
で
勤
修
す
べ
き

も
の
、
と
す
る
瑩
山
禅
師
の
一
歩
踏
み
込
ん
だ
思
い
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
そ
の
年
忌
の
際
に
唱
え
ら
れ
た
回
向
文
が
、『
瑩
山
清
規
』

に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
追
福
の
法
要
（
年
忌
）
が
、
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寺
院
で
必
ず
行
う
恒
規
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
際
使
用
さ
れ
る
回
向

文
を
叢
林
の
行
持
を
定
め
た
「
清
規
」
に
記
す
必
要
が
生
じ
た
、
と
想

定
さ
れ
る）

11
（

。
六
、
總
持
寺
に
お
け
る
檀
越
と
の
関
係 

　
　
　
―
寄
進
状
に
見
る
人
々
の
願
い
―

　

さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
葬
儀
及
び
追
福
法
要
が
行
わ
れ
て
い
た

の
は
、
檀
越
と
の
密
接
な
関
係
、
檀
越
の
願
い
に
寄
り
添
う
姿
勢
が

あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
で
は
檀
越
の
要
望
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
總
持
寺
に
は
、
現
在
一
四
件
の

寄
進
状
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
檀
越
の
要
望
が
記
さ
れ
て
い

る
。
次
に
代
表
的
な
事
例
を
示
す
。

　
　

寄
進
状

嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
十
一
月
十
六
日

櫛
比
床
預
所
鴨
某
田
地
寄
進
状

諸
岡
寺
大
般
若
経
并
五
部
大
蔵
経
供
料
田
一
段
二

現
世
安
穏　

後
生
菩
提）

11
（

...　

こ
こ
に
記
さ
れ
る
大
般
若
経
と
五
部
大
蔵
経
、
そ
し
て
そ
の
供
料
田

の
寄
進
の
目
的
は
「
現
世
安
穏
・
後
生
菩
提
」
で
あ
る
。
こ
の
一
例
の

み
に
留
め
る
が
、
こ
う
し
た
誓
願
は
当
時
の
人
々
の
普
遍
的
な
願
望
・

依
頼
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
寄
進
状
に
も
確
認
で
き
る
誓
願
で
あ
り
、

特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
先
の
記
し
た
本
尊
及
び
脇
士
寄
進
の

理
由
も
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
多
く
の
経
典
で
「
読

誦
す
れ
ば
、
現
世
と
来
世
に
お
い
て
限
り
な
き
福
徳
が
得
ら
れ
る
」
と

説
か
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
ド
以
来
、
人
々
の
普
遍
的
な
願
い
で
あ

り
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
、
経
典
に
現
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

　

そ
う
し
た
当
時
の
檀
越
達
の
切
な
る
願
い
に
対
し
、
瑩
山
禅
師
さ
ら

に
多
く
の
弟
子
達
が
様
々
な
法
要
・
儀
礼
を
通
し
て
積
極
的
に
応
え
て

い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
が
葬
儀
・
追
善
法
要
で
あ
り
、
結
果
と
し

て
伽
藍
の
造
立
、
田
畑
の
寄
進
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
瑩
山
禅
師
は
、『
観
音
堂
縁
起
』（
總
持
寺
中
興
縁
起
）
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
記
す
。

門
上
に
放
光
菩
薩
を
安
ず
。
放
光
般
若
の
意
な
り
。
放
光
菩
薩
は
、
大
唐
廣

善
寺
門
上
の
霊
像
な
り
。
僧
形
の
観
音
・
地
蔵
の
二
菩
薩
な
り
。
常
に
光
明

を
放
ち
、
人
を
し
て
敬
信
せ
し
む
。
両
尊
、
是
れ
同
じ
き
故
、
倶
に
放
光
菩

薩
と
称
す
。
当
帝
の
后
妣
、
姙
孕
の
時
、
参
詣
し
祈
念
す
。
放
光
、
頻
り
に

新
た
に
し
て
、
産
生
平
安
、
王
子
誕
生
す
。
尓
れ
自
り
以
後
、
数
百
年
、
大

唐
・
日
本
の
皇
后
・
将
相
、
悉
く
皆
な
之
に
帰
し
、
産
生
平
安
を
祈
請
す
。

当
庄
の
姙
婦
、
之
を
祈
る
べ
し
。
霊
験
必
ず
掲
焉
た
る
べ
し
。
後
鑑
の
為
め

之
を
記
す
。
諸
人
、
同
心
し
て
合
力
し
、
当
寺
の
山
門
を
立
て
、
圓
通
の
冥



《
個
別
発
表
》
瑩
山
禅
師
遺
誡
再
考
（
尾
﨑
）

四
六

応
を
仰
ぐ
べ
し
。
至
祷
至
祷）
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こ
こ
で
は
、
放
光
菩
薩
に
よ
る
出
産
の
平
安
を
祈
念
し
て
い
る
。
瑩

山
禅
師
の
女
人
済
度
の
誓
願
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
さ
な
い
が）

1（
（

、
禅
師

の
教
え
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
の
姿
勢
、
そ
し
て
總
持
寺
が
発
展
し
て
き
た
歴

史
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
「
瑩
山
禅
師
遺
誡
」
を
通
し
て
、
禅
師
の
教
え
の
特
徴
と
後
世
へ
の

影
響
を
再
確
認
し
て
み
た
。

　

ま
ず
、
嗣
法
を
守
り
、
和
合
し
て
寺
院
を
護
持
し
て
行
く
べ
き
禅
師

の
教
え
は
、
弟
子
達
が
継
承
し
広
く
行
っ
て
い
た
。
輪
住
制
を
中
心
と

し
た
後
世
の
總
持
寺
の
発
展
、
さ
ら
に
各
地
に
お
け
る
曹
洞
宗
教
団
と

し
て
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

　

檀
越
へ
の
思
い
、
仏
法
修
行
の
た
め
檀
越
と
密
接
な
関
係
を
築
く
べ

き
旨
の
説
示
に
関
し
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
記
載
さ
れ
る
「
回
向
文
・

檀
那
諷
経
」
の
特
異
性
に
つ
い
て
着
目
し
て
述
べ
て
み
た
。「
檀
那

忌
」
の
位
置
づ
け
は
禅
師
の
独
創
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、『
瑩
山
清

規
』
の
回
向
文
、
そ
し
て
『
洞
谷
記
』
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

後
世
の
宗
侶
達
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
行
く
方
向
性
を
示
し
た
と
言
え

る
。

　

こ
う
し
た
葬
儀
・
追
善
供
養
と
い
う
儀
礼
を
通
し
て
檀
越
の
思
い
に

寄
り
添
い
、
不
安
を
解
消
し
、
人
々
の
平
安
を
願
う
姿
勢
は
、
そ
の
後

の
教
団
発
展
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

道
元
禅
師
の
思
い
を
継
承
し
つ
つ
、
よ
り
具
体
的
に
深
く
檀
越
の
願

い
に
寄
り
添
う
姿
が
確
認
で
き
た
。

..

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
後
の
曹
洞
宗
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
曹
洞
宗
僧
侶
の
在
り
方
、

さ
ら
に
今
後
の
指
針
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

　

以
上
、
そ
の
教
え
を
再
考
し
、
瑩
山
禅
師
七
百
回
大
遠
忌
に
お
け
る

禅
師
顕
彰
の
一
文
と
し
た
い
。

注
（
１
）
各
種
写
本
の
内
題
に
は
、「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
」
と

あ
る
が
、
本
論
で
は
『
瑩
山
清
規
』
で
統
一
し
た
。

（
２
）『
現
代
語
訳
・
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』（
春
秋
社
・
一
七
六
頁
）

（
３
）
同
右
・
二
五
一
頁

（
４
）『
門
前
町
史
』
資
料
編
２
・
一
九
頁

（
５
）
同
右
・
二
〇
頁

（
６
）
同
右
・
一
九
頁

（
７
）
永
光
寺
に
お
け
る
輪
住
制
度
に
関
し
て
は
、
伊
藤
良
久
「
永
光

寺
輪
住
制
度
の
考
察
（
1
）
特
に
輪
住
初
期
に
つ
い
て
」（「
駒

沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
」
三
一
、
一
九
九
八
年
）、
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四
七

「
永
光
寺
住
制
度
の
考
察
（
2
）「
住
山
記
」
を
も
と
に
し
て
」

（「
曹
洞
宗
研
究
員
紀
要
」
二
九
、
一
九
九
八
年
）、「
永
光
寺
輪

住
制
度
の
考
察
（
3
）―
輪
住
者
の
種
類
に
つ
い
て
」（「
駒
沢
大

学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
」
三
二
、
一
九
九
九
年
）
な
ど

一
連
の
論
文
を
参
照
。

　
　
　

ま
た
、
總
持
寺
の
輪
住
制
度
に
関
し
て
も
、
伊
藤
良
久
「
總

持
寺
輪
住
制
度
成
立
の
一
考
察
」（「
印
仏
研
」
四
七
－
一
、
一

九
九
八
年
）、「
曹
洞
宗
の
展
開
と
輪
住
制
に
つ
い
て
の
一
考

察
」（「
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
」
二
九
、
一
九

九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
８
）
注
４
、
三
三
頁
。
ま
た
、
同
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、「
実

峰
良
秀
・
大
徹
宗
令
等
連
署
契
状
写
」
永
和
四
年
十
月
、「
總
持

寺
五
院
列
祖
連
署
契
状
写
」
永
和
四
年
十
月
（
同
、
三
一
頁
）、

「
通
幻
寂
霊
等
總
持
寺
置
文
写
」
明
徳
元
年
十
月
（
同
、
三
八

頁
）
が
あ
る
。

（
９
）『
總
持
寺
調
査
報
告
書
』「
横
浜
市
文
化
財
調
査
報
告
書
」
第
二

十
八
輯
の
二
（
横
浜
市
教
育
委
員
会
・
一
九
九
七
年
、
三
九
頁
）

（
10
）
遠
藤
廣
昭
『
中
世
曹
洞
宗
の
地
域
展
開
と
輪
住
制
』（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
二
二
年
）、
伊
藤
良
久
『
総
持
寺
五
院
輪
住
制
度
の
展

開
と
意
義
』（「
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要.

」
第
一
〇

号
、
二
〇
〇
五
年
）、
石
井
清
純
『
嗣
書
と
輪
番
住
持
制
─
日
本

曹
洞
宗
に
お
け
る
宋
代
禅
の
継
承
と
変
容
─
』（「
駒
澤
大
學
禪

硏
究
所
年
報
」
第
三
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
11
）『
原
文
対
校
現
代
語
訳
・
道
元
禅
師
全
集
』
巻
一
五
（
春
秋
社
・

一
五
九
頁
）

（
12
）『
諸
本
対
校
永
平
開
山
道
元
禅
師
行
状
建
撕
記
』（
大
修
館
書

店
・
四
四
頁
）

（
13
）
注
２
、
七
一
頁

（
14
）
注
２
、
一
七
五
頁

（
15
）「『
山
雲
海
月
』
研
究
序
説
」（『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』

N
o12

・1998

、
一
三
〇
頁
）

（
16
）
峨
山
禅
師
と
檀
越
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
峨
山
禅
師

禅
師
の
御
業
績
―
檀
信
徒
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
」（「
鶴
見
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
二
一
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

（
17
）
拙
稿
「
宗
門
葬
祭
儀
礼
の
一
側
面
―
宗
門
清
規
・
回
向
の
変
遷

を
通
し
て
―
」『
曹
洞
宗
研
究
員
紀
要
』
二
四
、
一
九
九
三
年
）

（
18
）「
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』」（『
禅
宗
清
規
集
』
臨
川
書
店
・
七

一
七
頁
）

（
19
）『
景
徳
傳
燈
録
』
巻
十
五
。
潭
州
漸
源
仲
興
禪
師
、
在
道
吾
處
爲

典
座
。
一
日
、
隨
道
吾
往
檀
越
家
弔
喪
。
師
以
手
拊
棺
曰
、
生

耶
死
耶
。
道
吾
曰
、
生
也
不
道
、
死
也
不
道
。
師
曰
、
爲
什
麼

不
道
。
道
吾
曰
、
不
道
不
道
。（T

51.321b

）

（
20
）
広
瀬
良
弘
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
八
年
）、
徳
野
崇
行
『
日
本
禅
宗
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展



《
個
別
発
表
》
瑩
山
禅
師
遺
誡
再
考
（
尾
﨑
）

四
八

開
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
等
参
照
。

（
21
）
注
18
、
七
一
五
頁

（
22
）『
諸
回
向
清
規
式
』（T

81.635a

）。
ま
た
江
戸
期
『
小
叢
林
略
清

規
』
に
も
確
認
で
き
る
。『
無
縁
双
紙
』
な
ど
葬
送
儀
礼
に
特
化

し
た
書
籍
が
作
成
さ
れ
る
。

（
23
）T

39.524a.

（
24
）T

39.542b

（
25
）
注
２
、
六
一
頁

（
26
）
注
２
、
六
八
頁

（
27
）
注
２
、
二
九
七
頁
。
但
し
、
古
写
本
に
は
、
こ
の
箇
所
の
記
載

は
な
い
。

（
28
）
な
お
、『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』「
右
年
中
四
節
之
縄

則
、
大
概
如
斯
、
凡
四
序
規
法
佛
生
會
涅
槃
成
道
會
祖
師
忌
檀

那
忌
等
、
爲
叢
林
之
規
矩
、
一
々
不
可
黙
正
故
記
。
開
山
規
縄

之
外
新
添
規
則
数
件
審
之
。（18b

）、（「
翻
刻
・『
慧
日
山
東
福

禅
寺
行
令
規
法
』」『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
４
・

一
九
九
九
年
、
六
五
頁
）、『
東
福
寺
清
規
』「
一　

二
月
廿
一
日

檀
那
忌
、
住
持
頭
首
維
那
其
外
老
弱
可
爲
布
衣
事
」（2a

）（「
翻

刻
・
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
東
福
寺
清
規
』（
一
）」『
鶴

見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
六
・
二
〇
一
一
年
、
一
二

六
頁
）
と
あ
り
、
臨
済
下
に
お
い
て
も
早
い
段
階
か
ら
、「
檀
那

忌
」
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
確
認
出
来
る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た

『
諸
回
向
清
規
式
』・『
小
叢
林
略
清
規
』
も
に
確
認
で
き
る
。
対

し
て
中
国
清
規
に
は
、
檀
越
・
檀
那
に
対
す
る
祈
祷
（
福
寿
）

儀
礼
は
行
わ
れ
る
が
、
檀
那
忌
は
確
認
で
き
な
い
。

（
29
）
注
４
、
一
六
九
頁　

（
30
）
注
４
、
一
一
頁

（
31
）
注
２
、
二
四
八
頁

【
追
記
】
本
稿
は
、
令
和
五
年
一
〇
月
三
〇
日
に
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
第
二
五
回
学
術
大
会
に
て
行
な
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
太
祖
瑩
山
禅
師
～
曹
洞
宗
の
未
来
を
開
く
～
」
に
お
い
て
発
表

し
た
内
容
に
つ
い
て
加
筆
修
正
を
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。



四
九

尾
﨑　
大
変
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
も
含
め
ま
し
て
発
表
者

四
名
が
登
壇
い
た
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
池
田
先
生
か
ら
今
日
の
ご
自
身
の
ご
発
表
と
総
括
も
含
め
、

一
言
ご
意
見
を
賜
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

池
田　
そ
れ
で
は
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
田
村
先
生
の
方
か

ら
、
先
ほ
ど
発
表
の
中
で
は
お
触
れ
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
せ
っ

か
く
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
「『
信
心
銘
拈
提
』
の
論
理
性
の

読
み
直
し
」、
そ
れ
か
ら
「『
坐
禅
用
心
記
』
の
四
部
構
成
な
ど
」
を
今

後
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
田
村
先
生
に
何
か
見
通
し
が
あ
る
よ
う
で
し
た
ら
お
教
え
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
村　
失
礼
い
た
し
ま
す
。
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
先
ほ
ど
時
間

の
配
分
で
大
変
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
私
の
レ
ジ
ュ
メ
に
そ
の
よ
う
に

書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、『
信
心
銘
拈
提
』
に
つ
き
ま
し
て
し
っ
か
り

読
み
込
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
『
信
心
銘
』
の
方
に
取

り
組
み
始
め
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
悪

か
っ
た
の
か
、『
信
心
銘
拈
提
』
に
到
る
ま
で
に
、
解
決
す
べ
き
大
変

多
く
の
問
題
に
直
面
し
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　
『
信
心
銘
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
書
や
訳
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
で
は
本
文
を
基
本
的
に
構
成
す
る
八
文
字
ず
つ
を
一
節
と
し
て
、

各
節
が
一
つ
ず
つ
参
究
さ
れ
る
形
式
を
取
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
各
節
相
互
の
関
係
性
が
不
明
で
あ
る
と
か
、
文
脈
が

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
複
数
の
書
物
の
中
で
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
論
理
性
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
読
み
直
し
ま
す
と
か
な
り
明
確

に
各
節
相
互
の
緊
密
な
関
係
性
が
読
み
取
れ
ま
す
し
、
そ
の
う
え
『
信

心
銘
』
は
、
全
部
で
七
三
節
あ
り
ま
す
が
、
三
〇
、
三
〇
、
一
三
と
分

け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
椎
名
宏
雄
先
生
が
新
聞
雑
誌
記
事
で
『
信
心
銘
』
や

『
宝
鏡
三
昧
』
な
ど
の
「
歌
」
と
し
て
の
性
質
を
見
出
せ
な
い
か
と
問

題
提
起
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
答
え
る
も
の
で
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「『
信
心
銘
』
に
は
文
脈
が
な
い
」
と
い
う
こ
れ
ま

で
の
常
識
は
、
む
し
ろ
逆
に
『
信
心
銘
拈
提
』
や
そ
れ
に
先
行
す
る
長

蘆
清
了
禅
師
の
『
信
心
銘
拈
古
』
の
提
唱
と
し
て
の
読
み
方
に
引
き
ず

ら
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
『
信
心
銘
』
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
押
さ
え
た
上
で
瑩
山

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

五
〇

禅
師
様
の
『
拈
提
』
を
読
み
直
し
、
さ
ら
に
『
信
心
銘
拈
古
』
を
も
併

せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
瑩
山
禅
師
様
が
『
信
心
銘
拈

提
』
を
書
か
れ
る
際
に
、『
信
心
銘
拈
古
』
を
意
識
さ
れ
て
い
な
い
は

ず
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
両
者
を
比
較
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
道
元
禅
師
様
が
芙
蓉
道
楷
禅
師
を
「
高
祖
」
と
お

呼
び
に
な
り
宏
智
正
覚
禅
師
に
も
倣
わ
れ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
瑩
山
禅

師
様
が
長
蘆
清
了
禅
師
の
正
統
を
示
そ
う
と
さ
れ
た
、
つ
ま
り
私
た
ち

の
現
在
の
曹
洞
宗
の
源
流
た
る
「
正
伝
の
仏
法
」
の
真
義
に
通
ず
る
、

私
た
ち
の
大
変
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
『
坐
禅
用
心
記
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
詳
細
は
今
年
七
月
に
嶽
山
会

近
畿
大
会
で
行
い
ま
し
た
講
演
録
を
自
費
出
版
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
が
、
要
点
を
申
せ
ば
、
本
文
の

文
体
が
か
な
り
異
な
る
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
最
初
の
部
分
が
対
句
で
構
成
さ
れ
た
非
常
に
格
調
高
い
文
章
で
、

そ
れ
か
ら
次
が
用
心
、
要
術
と
、「
用
心
記
」
と
い
う
題
名
に
相
応
し

い
内
容
を
持
つ
部
分
と
な
り
ま
す
。
三
つ
目
は
教
行
証
、
戒
定
慧
と
坐

禅
の
関
係
に
注
目
し
、
最
後
は
再
び
坐
法
と
用
心
で
結
ぶ
、
そ
の
よ
う

な
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
く
る
と
い
う
見
通
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
前
か
ら
『
坐
禅
用
心
記
』
に
関
し
ま
し
て
は
、
前
後
で
内
容
が
重

複
し
て
い
る
と
か
相
違
し
て
い
る
な
ど
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、

一
、
二
、
三
、
四
と
整
理
す
る
と
、
た
と
え
ば
一
二
と
三
四
の
二
つ
の

文
章
を
繋
げ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
考
察
が

可
能
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
現
在
の
ご
本
山
の
経
本
は
、
夜
坐

で
分
け
て
読
む
た
め
に
等
分
し
て
鏧
点
を
打
っ
て
あ
る
だ
け
な
の
で
、

こ
の
経
本
の
分
け
方
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

尾
﨑　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
場
の
方
か
ら
も
、
や

は
り
関
心
が
高
い
よ
う
で
、「『
信
心
銘
拈
提
』
に
つ
い
て
先
生
の
と
ら

え
方
、
見
解
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
今
の
お
話
し
で
、
そ
の
お
答
え
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
竹
内
先
生
、
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
含

め
、
他
の
先
生
方
の
ご
発
表
を
聞
い
て
の
ご
意
見
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

竹
内　
限
ら
れ
た
時
間
で
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
と
て
も
ご
説
明
し

き
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
瑩
山
禅
師
の
教
え
は
道
元
禅
師
の

教
え
を
さ
ら
に
懇
切
に
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

で
は
道
元
禅
師
が
高
踏
的
で
乱
暴
な
方
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く

て
、
資
料
の
７
の
「
参
ず
れ
ば
見
え
て
く
る
道
元
禅
師
の
言
葉
の
親
切

さ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
に
と
っ
て

非
常
に
親
切
な
説
示
が
道
元
禅
師
の
中
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
た
と
え
ば

坐
禅
中
の
自
受
用
三
昧
中
に
、
世
界
は
な
ぜ
私
た
ち
の
心
に
は
明
晰
で

は
な
く
茫
洋
と
し
て
映
っ
て
く
る
の
か
と
、
こ
れ
に
対
し
て
道
元
禅
師

は
し
っ
か
り
と
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
坐
禅
中
の
心
に
去
来

す
る
感
受
作
用
、
こ
れ
は
雑
念
な
の
か
煩
悩
な
の
か
と
、
こ
れ
に
関
し



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

五
一

て
も
道
元
禅
師
は
し
っ
か
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
一
読
す
れ
ば
『
伝
光
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』
の
説
相
の
違

い
は
明
ら
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
お
さ
と
り
を
開
い
た
二
人
の

方
の
仰
し
ゃ
る
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
違
っ
て
私
た
ち
に
は
受
け
と
ら
れ
る

の
か
、
読
み
取
れ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
も
道
元
禅
師
は
し
っ

か
り
と
説
明
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
私
が

お
配
り
し
た
青
い
冊
子
の
六
一
頁
以
下
で
「
曹
洞
宗
の
坐
禅
―
自
受
用

三
昧
の
坐
禅
―
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
、
道
元
禅

師
の
言
葉
で
説
明
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
気
づ
い
た
道
元
禅

師
の
懇
切
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
関
心
の
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
ご
覧
に

な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

尾
﨑　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
田
村
先
生
、

禅
僧
山
や
禅
僧
杉
に
関
す
る
伝
説
が
残
る
背
景
、
ま
た
そ
れ
は
文
書
の

中
に
残
っ
て
い
る
の
か
地
域
の
伝
承
で
あ
る
の
か
、
瑩
山
禅
師
の
ご
活

躍
な
ど
を
含
め
、
今
地
元
に
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う

し
た
点
に
つ
い
て
ご
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

田
村　
禅
僧
山
や
禅
僧
杉
、
あ
る
い
は
、
城
満
寺
が
元
々
あ
っ
た
と
さ

れ
る
釈
迦
薮
や
門
前
谷
に
つ
い
て
は
、
地
名
と
し
て
伝
承
と
と
も
に

残
っ
て
お
り
ま
す
。
文
書
や
文
献
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
降
の
史
書
に

地
域
の
伝
承
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
古
い
時
代
の
「
禅
僧
」
や
「
禅
師
」
と
い
う
言
葉
は
一

般
的
に
、
魔
術
的
な
医
療
の
使
い
手
で
あ
る
と
か
、
と
ら
え
方
も
だ
い

ぶ
現
代
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考

え
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
含
め
な
が
ら
、
当
地
に
お
い
て
杉
の
生
産

販
売
が
重
要
な
産
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
発
表
の
中
で
申
し
ま
し
た
通
り

で
す
が
、
そ
の
大
切
な
杉
や
、
そ
れ
を
産
す
る
山
の
最
た
る
も
の
に
、

「
禅
僧
」
と
い
う
名
を
冠
し
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。「
密
僧
山
」
で

は
な
い
の
で
す
。
や
は
り
古
く
か
ら
長
き
に
わ
た
っ
て
地
元
の
方
々
に

尊
崇
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
る
と
、
現

実
と
し
て
地
元
で
禅
僧
が
活
躍
し
尊
敬
さ
れ
て
い
た
時
代
が
間
違
い
な

く
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
遅
く
と
も
長
宗
我
部
軍
が
一
五

七
五
年
に
攻
め
て
来
る
よ
り
前
に
、
必
ず
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

ま
た
、
現
代
に
お
い
て
も
、
禅
僧
山
や
禅
僧
杉
が
尊
崇
を
集
め
る
力

は
驚
く
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
そ
の
禅
僧
山
を
所
有
し
て
い

た
元
厚
生
大
臣
の
故
・
森
下
元
晴
氏
は
、
禅
僧
山
や
禅
僧
杉
、
さ
ら
に

は
瑩
山
禅
師
様
に
寄
せ
る
心
を
多
く
の
機
会
に
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
文
章
に
は
本
当
に
心
を
打
た
れ
ま
す
。
ご
本
人
の
ご
先
祖
さ

ま
方
に
も
言
及
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
文
章
に
込
め
ら
れ
た
強
い
思
い

は
、
到
底
ぽ
っ
と
出
の
作
り
話
に
は
あ
り
え
な
い
歴
史
の
重
み
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
禅
僧
山
伝
説
は
、
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
保
た
れ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

尾
﨑　
地
名
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
こ
に
何
ら
か

の
寺
院
が
あ
り
修
行
者
が
い
て
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
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二

と
は
間
違
い
な
い
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。

　

会
場
か
ら
質
問
を
い
く
つ
か
受
け
て
お
り
ま
す
。
池
田
先
生
へ
の
質

問
が
多
い
の
で
す
が
、
池
田
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
観
心
釈
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
で
、「
天
台
教
学
の
観
心
釈
は
ど
の
よ
う
に
道
元
禅
師
・
瑩

山
禅
師
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。
池

田
先
生
、
お
答
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

池
田　
短
い
時
間
の
中
で
意
を
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
た
と

え
ば
『
正
法
眼
蔵
授
記
』
巻
の
冒
頭
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の

こ
と
が
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
石
井
公
成
先
生
が
駒
澤
大
学
を
定
年
で
お
辞
め
に
な
ら
れ
た

後
、
積
極
的
に
あ
ち
こ
ち
で
講
演
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
、
そ
の
講
演
の

レ
ジ
ュ
メ
等
を
逐
次
私
の
と
こ
ろ
に
も
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「『
法
華
経
』
を
除
く
と
道
元
禅
師
の
宗
旨
は
も
う
ほ
と
ん
ど
成
り
立
た

な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
道
元
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
論
法

は
天
台
の
観
心
釈
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
書
い
た
お
便
り
を
頂
き
ま
し
た
。「
い
や
、
先
生
の
言
っ
て
い
る

よ
う
な
観
心
釈
と
は
少
々
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
返
信

を
先
生
の
方
に
書
い
て
さ
し
上
げ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
授
記
』
巻
を
お
読
み
い
た
だ
き
ま
す
と
、
道
元
禅
師
の
い
わ
ゆ
る

観
心
釈
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』
で
は
三
周
説
法
の

と
こ
ろ
で
す
が
、「
方
便
品
」
第
二
で
、
仏
様
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し

に
な
っ
た
「
仏
出
世
の
本
懐
」
が
示
さ
れ
ま
す
。「
一
切
衆
生
に
仏
の

知
見
を
開
き
、
仏
の
知
見
を
示
し
、
仏
の
知
見
を
悟
ら
せ
、
仏
の
知
見

に
入
ら
せ
る
こ
と
が
お
釈
迦
様
の
一
生
涯
の
目
的
で
あ
っ
た
、
そ
れ
以

外
の
こ
と
を
お
釈
迦
様
は
方
便
と
し
て
説
い
た
の
で
、
真
実
は
こ
れ
一

つ
で
あ
る
」
と
説
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
の
「
方
便
品
」
の
説
を
聞

い
て
智
慧
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
が
領
解
い
た
し
ま
す
、
悟
り
ま

す
。
こ
こ
を
領
解
段
と
い
う
の
で
す
が
、「
そ
う
で
す
か
、
お
釈
迦
様

の
教
え
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す

ね
」
と
領
解
し
ま
す
。
そ
し
て
「
領
解
」
し
た
こ
と
を
「
そ
う
だ
、
そ

の
通
り
だ
」
と
お
釈
迦
様
が
「
述
成
」
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
理
学

で
は
解
釈
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
法
説
、
領
解
、
述
成
、
授

記
と
い
く
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
領
解
が
あ
っ
て
「
あ
あ
、
そ
う
か
」

と
理
解
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
悟
っ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
授
記
が
与
え
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
譬
喩
品
」
第
三
に
入
り
ま
し
て
、
譬
喩
説
周
に
な
り
ま

す
。
譬
喩
説
周
に
入
っ
て
火
宅
三
車
の
譬
を
説
く
わ
け
で
す
。
こ
の
火

宅
三
車
の
譬
で
「
自
分
が
説
い
て
き
た
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
」
と
釈
尊
が
説
く
の
で
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
「
信
解
品
」
第
四
で
摩

訶
迦
葉
を
筆
頭
と
す
る
四
人
の
弟
子
が
、「
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
な

の
で
す
か
、
や
っ
と
わ
か
り
ま
し
た
」
と
領
解
し
、
領
解
に
至
る
プ
ロ

セ
ス
を
長
者
窮
子
喩
で
告
白
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
様
が
述
成

さ
れ
る
述
成
段
は
、「
薬
草
喩
品
」
第
五
で
三
草
二
木
喩
の
よ
う
な
こ
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と
で
あ
っ
た
と
、
述
成
す
る
わ
け
で
す
。
仏
の
教
え
は
天
か
ら
降
り
注

ぐ
雨
で
、
そ
の
雨
の
恵
み
を
小
さ
な
草
は
小
さ
な
草
の
よ
う
に
享
受

し
、
大
き
な
草
は
大
き
な
草
の
よ
う
に
享
受
し
、
大
木
は
大
木
の
よ
う

に
享
受
す
る
と
い
う
三
草
二
木
の
譬
え
で
、
お
釈
迦
様
は
「
自
分
が
説

い
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
述
成
い
た
し
ま
す
。
そ
の
後
で

「
授
記
品
」
第
六
が
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
授
記
は
弟
子
が
仏
の
教

え
を
聞
い
て
「
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
頷
く
、
頷
い
た
そ

の
あ
と
で
授
記
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
後
に
「
化
城
喩
品
」
第

七
で
因
縁
説
周
が
示
さ
れ
、「
五
百
弟
子
受
記
品
」
第
八
、「
授
学
無
学

人
記
品
」
第
九
と
続
き
、
同
じ
形
で
全
て
の
人
に
授
記
が
与
え
ら
れ
る

の
で
す
。
こ
れ
が
『
法
華
経
』
の
三
周
説
法
の
一
般
的
な
解
釈
の
仕
方

で
す
ね
。

　

道
元
禅
師
は
こ
う
い
う
決
ま
り
ご
と
を
全
部
取
っ
払
い
ま
す
。
そ
し

て
領
解
し
て
も
領
解
し
な
く
て
も
授
記
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
、
最
後

は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
の
で
す
。
ま
だ
修
行
の
途
中
で
も
修
行
が
終

わ
っ
た
人
で
も
同
じ
く
平
等
に
授
記
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
三

周
説
法
の
最
後
の
「
授
学
無
学
人
記
品
」
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
『
法
華
経
』
の
解
釈
を
、
道
元
禅
師
は
総
ざ
ら
い
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
『
授
記
』
巻
の
冒
頭
で
、
領
解
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
つ

ま
り
悟
っ
て
も
悟
ら
な
く
て
も
、
悟
る
能
力
が
あ
ろ
う
と
悟
る
能
力
が

な
か
ろ
う
と
、
私
た
ち
す
べ
て
に
授
記
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、『
法
華

経
』
の
根
本
を
説
け
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
三
周

説
法
の
最
終
的
な
結
論
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
わ
け
で

す
。

　

道
元
禅
師
の
論
法
は
常
に
こ
う
い
う
形
で
、
先
ほ
ど
竹
内
先
生
が
発

表
な
さ
っ
た
修
証
の
問
題
も
そ
う
で
す
し
、
悟
り
の
問
題
で
も
そ
う
で

す
。『
大
悟
』
巻
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
仏
の
悟
り
は
す
べ
て
の
も
の

に
満
遍
な
く
与
え
ら
れ
て
い
る
、
す
べ
て
の
も
の
は
享
受
し
て
い
る
の

に
、
享
受
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
け
だ
と
、
極
端
に
い
う
と
そ

う
い
う
論
法
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
説
き
方
は
ま
さ
に
観
心
釈
で
あ

り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
「
思
量
箇
不
思
量
底
、
不
思
量
底
如
何
思
量
、
非

思
量
」
と
い
う
、
道
元
禅
師
が
好
ま
れ
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
成
句

も
、『
天
台
止
観
』、『
摩
訶
止
観
』
に
「
正
修
行
章
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
て
、
や
り
だ
す
と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
駒
澤
大
学
を

定
年
に
な
る
と
き
に
最
終
講
義
で
こ
れ
に
触
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常

に
天
台
教
学
に
似
て
い
ま
す
。
天
台
教
学
は
十
境
・
十
乗
と
い
う
の
を

正
修
行
で
立
て
、「
心
（
十
境
）
は
是
れ
不
可
思
議
の
境
で
あ
る
と
観

ず
る
（
十
乗
観
法
）」
と
説
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
箇
の
不
思
量
底
を
思

量
す
る
」
と
い
う
表
現
に
似
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
文
形
が
よ
く
似
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
も
似
て
来
る

わ
け
で
し
て
、
言
う
な
ら
ば
道
元
禅
師
は
教
学
を
払
っ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、『
宝
慶
記
』
な
ど
を
見
る
と
、「
天
台
教
学
は
古
今
に
冠
絶
し
て

い
る
」
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
天
台
教
学
の
研
究
を
始
め

た
ば
か
り
の
頃
、
こ
の
言
葉
に
出
会
っ
て
、「
あ
あ
、
道
元
禅
師
も
若
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い
頃
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
の
か
」
と
、
非
常
に
力
を

与
え
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
四
箇
の
寺
院
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
、
律
院

は
こ
う
だ
、
密
教
寺
院
は
こ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
説
い
て
、
天
台
の
い

わ
ゆ
る
教
理
学
の
寺
、
教
院
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
天
台
教
学
を
絶
賛

す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
道
元
禅
師
は
教
学
を

払
っ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
柳
田
聖
山
先
生
の
お
言
葉

を
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
道
元
禅
師
に
は
そ
う
い
う
教
学
と
禅
学
の
架

橋
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
こ
を
上
手
に
通
路
づ
け
て
い
く
と
い
う

か
、
そ
ん
な
お
考
え
が
道
元
禅
師
に
あ
っ
て
こ
う
い
う
文
章
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
。
だ
か
ら
「
思
量
箇
不
思
量
底　

不
思
量
底
如
何　

非
思
量
」
と
い
う
成
句
も
重
要
で
す
。
先
ほ
ど
は
「
一
切
不
為
」
の
方

に
ウ
エ
イ
ト
を
か
け
て
お
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
を

ち
ょ
っ
と
付
け
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

若
い
頃
に
天
台
教
学
を
や
っ
た
の
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

私
が
卒
業
論
文
を
『
正
法
眼
蔵
有
時
』
巻
で
書
い
た
と
こ
ろ
、
指
導
教

授
の
鎌
田
茂
雄
先
生
が
「
池
田
、
お
前
、
こ
ん
な
論
文
を
書
く
な
ら
大

学
院
へ
進
め
」
と
い
う
の
で
、
大
学
院
へ
行
き
ま
し
た
ら
「
こ
ん
な
勉

強
を
し
て
い
て
も
宗
学
に
は
な
ら
な
い
。
道
元
禅
師
が
若
い
頃
学
ん
だ

比
叡
山
の
学
問
は
天
台
教
学
だ
か
ら
、
天
台
法
華
学
を
ち
ゃ
ん
と
や

れ
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
天
台
学
の
プ
ロ
パ
ー
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。
駒
澤
大
学
で
は
中
国
仏
教
、
天
台
教
学
の
講
座
を
担
当
し
た
わ
け

で
す
が
、
宗
学
に
つ
い
て
は
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
に
は
ず
っ
と
関
心
を

持
ち
続
け
、
宗
学
大
会
な
ど
で
宗
学
の
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

と
も
あ
れ
天
台
の
観
心
釈
に
似
た
説
が
よ
く
表
れ
て
い
る
『
授
記
』

巻
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
天
台
の
観
心
釈
を
下
敷
き
に
し
な
け
れ
ば
あ

あ
い
う
『
授
記
』
巻
の
冒
頭
の
文
章
は
書
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
道
元

禅
師
の
非
常
に
壮
大
な
構
想
力
の
、
そ
う
い
う
御
文
章
で
あ
る
こ
と
が

素
直
に
戴
け
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
長
く
な
り
ま
し

た
。

尾
﨑　
池
田
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

会
場
か
ら
ま
だ
何
点
か
ご
質
問
も
来
て
お
り
ま
す
が
、
時
間
も
迫
っ

て
お
り
ま
す
。
も
う
一
問
だ
け
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

竹
内
先
生
に
ご
質
問
で
す
。
石
井
修
道
先
生
が
、
近
年
『
宏
智
録
』

と
瑩
山
禅
師
の
著
述
と
の
近
似
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
竹
内
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
、
と

い
う
こ
と
で
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。

竹
内　
特
に
ま
だ
そ
の
点
は
深
く
や
っ
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た

だ
引
用
典
籍
の
関
係
か
ら
し
て
『
宏
智
録
』
は
大
変
高
く
評
価
し
て
、

ご
自
分
の
思
想
の
中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
ご
自
身
を
曹
洞
禅
の
流
れ
を
汲
む
者
と
し
て
し
っ
か
り
と
自

覚
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

尾
﨑　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ち
ょ
う
ど
定
刻
と
な

り
ま
し
た
の
で
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

五
五

終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

長
時
間
に
わ
た
り
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

―　
会
場
の
皆
様
を
は
じ
め
ま
し
て
質
問
用
紙
を
た
く
さ
ん
い
た
だ

き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
時

間
を
迎
え
ま
し
た
の
で
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
第
一
部
を
閉
会
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
池
田
魯

参
先
生
、
田
村
航
也
先
生
、
竹
内
弘
道
先
生
、
尾
崎
正
善
先
生
、
貴
重

な
ご
発
表
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
様
、
ど
う
ぞ
盛
大
な
拍

手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

五
六



五
七

《
第
二
部
》
宗
学
研
究
部
門
リ
レ
ー
発
表

　「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究 

～
『
瑩
山
清
規
』
を
中
心
と
し
て
～
」

　「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題
」 

宗
学
研
究
部
門
常
任
研
究
員
　
秋
津
　
秀
彰

　
麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て 

宗
学
研
究
部
門
研
究
員
　
山
内
　
弾
正

　
瑩
山
禅
師
に
お
け
る
戒
法
の
位
置
づ
け 

―.

檀
越
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て
― 

宗
学
研
究
部
門
研
究
員
　
秦
　
　
慧
洲

　『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り 

―.

人
工
・
火
客
を
中
心
に
し
て
― 

宗
学
研
究
部
門
副
主
任
　
澤
城
　
邦
生

　『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て 

宗
学
研
究
部
門
主
任
　
小
早
川
浩
大



北
関
東
に
お
け
る
近
世
洞
門
学
僧
の
研
究

五
八



五
九

一
、
本
稿
の
趣
旨

　

筆
者
は
、
宗
学
研
究
部
門
リ
レ
ー
発
表
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究

～
『
瑩
山
清
規
』
を
中
心
と
し
て
～
」
に
お
い
て
、
最
初
に
「
は
じ
め

に
―「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
」、
最
後
に
「
お
わ
り
に
―『
瑩

山
清
規
』
の
今
後
の
研
究
課
題
」
と
し
て
分
担
発
表
を
行
っ
た
。
本
稿

は
、
こ
れ
ら
二
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

発
表
の
性
質
上
、
本
稿
は
既
発
表
の
論
文
等
と
内
容
が
重
複
す
る
部

分
も
多
い
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
各
論
文
を
参
照
頂
く
こ
と
と
し
、

記
述
を
最
小
限
に
留
め
た
。
一
方
で
追
記
が
必
要
な
部
分
、
新
規
に
提

示
し
た
部
分
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
た
。

二
、『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要

　

宗
学
研
究
部
門
で
は
、
共
同
研
究
の
一
つ
と
し
て
「
瑩
山
禅
師
の
総

合
的
研
究
」
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
三
十
年
度
（
二
〇
一
八
）
よ
り
新
た

に
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
副
題
を
付
し
、
研
究
を
進
め
て
い
く

こ
と
と
し
た
。

　
『
瑩
山
清
規
』
は
、
複
数
の
写
本
・
刊
本
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
全
て
を
研
究
に
利
用
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ

た
。
そ
の
改
善
の
た
め
、
ま
ず
は
諸
本
対
照
形
式
で
の
翻
刻
を
公
開
し

て
「
系
統
別
定
本
」
の
作
成
を
試
み
、
随
時
成
果
を
公
開
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
瑩
山
禅
師
・『
瑩
山
清
規
』
及
び
周
辺

分
野
の
研
究
の
進
展
を
図
る
こ
と
を
最
初
の
目
標
と
し
て
定
め
た
。
そ

の
目
標
に
対
す
る
具
体
的
な
成
果
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）
―
「
日
中
行
事
」
の
翻
刻
―
」（『
宗
学
研

究
紀
要
』
第
三
十
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
二
）
―
「
月
中
行
事
」・「
回
向
文
」
の
翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
三
）
―
「
年
中
行
事
」・「
羅
漢
講
式
」
の
翻

刻
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
四
）
―
「
年
中
行
事
」・「
涅
槃
講
式
」
の
翻

刻
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
）

※.

以
下
、
こ
れ
ら
か
ら
の
引
用
は
「（
一
）」
等
と
略
称
し
、「
回
向

文
」
に
は
（
二
）
で
使
用
し
た
回
向
文
番
号
を
付
す
。

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題

秋
　
津
　
秀
　
彰

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題
（
秋
津
）

六
〇

　

そ
し
て
（
一
）
に
収
録
し
た
「
解
題
」
で
は
、
翻
刻
実
施
以
前
で

あ
っ
て
も
明
ら
か
な
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
ま
と
め
た
。

一
、
本
研
究
の
趣
旨
と
目
的

二
、
清
規
史
上
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
意
義
と
位
置
づ
け

三
、『
瑩
山
清
規
』
の
成
立
と
全
体
の
概
要

四
、『
永
平
清
規
』
と
『
瑩
山
清
規
』
の
関
係

五
、
翻
刻
底
本
の
書
誌
情
報
概
説

六
、『
瑩
山
清
規
』
関
係
主
要
著
作
・
論
文
目
録

七
、『
瑩
山
清
規
』
主
要
写
本
・
刊
本
巻
頭
・
巻
末
写
真

　

加
え
て
各
号
冒
頭
に
「
追
記
・
訂
正
」
の
項
目
を
設
け
、
新
た
に
判

明
し
た
点
や
訂
正
事
項
な
ど
を
記
載
し
た
。
よ
っ
て
、『
瑩
山
清
規
』

の
基
礎
的
な
情
報
は
こ
の
「
解
題
」
等
を
参
照
頂
け
れ
ば
お
お
よ
そ
問

題
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
記
載
を
最
小
限
に
留
め
る
。

　

そ
の
上
で
、
二
点
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
行
う
。
ま
ず
、『
瑩
山

清
規
』
の
基
本
的
な
情
報
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
瑩
山
清
規
』
は
、
瑩

山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
が
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
、
一
三

二
四
）
に
、
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
で
行
っ
た
通
年
行
事
（
行
持
）
の

記
録
が
原
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
梵
清
本
系
諸
本
の
内
題
が
「
能
州
洞

谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
成
立
後
、

中
世
（
鎌
倉
・
室
町
・
戦
国
時
代
）
に
、『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
が
各
地
に

伝
来
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
や
状
況
等
を
踏
ま
え
た
改
変
が
施
さ
れ

た
。
さ
ら
に
近
世
（
江
戸
時
代
）
に
お
け
る
出
版
・
刊
行
に
際
し
て
『
瑩

山
清
規
』
と
改
名
さ
れ
、
曹
洞
宗
全
体
の
清
規
と
し
て
の
地
位
を
得
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
瑩
山
清
規
』
の
特
徴
の
一
つ
が
、
行
事
の
記
載
法
で
あ
る
。『
瑩
山

清
規
』
は
、
各
行
事
を
整
理
の
上
、「
年
中
行
事
」・「
日
中
行
事
」・

「
月
中
行
事
」
と
「
回
向
文
」
に
区
分
し
て
記
載
し
て
い
る
。「
回
向

文
」
に
は
、「
日
中
行
事
」・「
月
中
行
事
」
所
載
の
各
行
事
で
使
用
す

る
も
の
を
中
心
に
、
供
養
・
喪
儀
や
講
式
等
、
使
用
頻
度
の
高
い
臨
時

行
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
回
向
文
」
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸

本
で
最
も
異
同
が
著
し
い
部
分
の
一
つ
で
あ
る
。

　
『
瑩
山
清
規
』
と
大
き
な
関
係
を
有
す
る
関
連
著
作
が
、『
洞
谷
記
』

で
あ
る
。
既
に
先
行
研
究（

１
）で

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、『
瑩
山
清
規
』「
年

中
行
事
」
と
『
洞
谷
記
』「
正
中
元
年
甲
子
」
以
下
は
、
同
時
期
の
記

録
で
あ
る
上
、
重
複
が
な
い
。
よ
っ
て
両
者
を
併
せ
る
こ
と
で
、
当
時

の
監
院
寮
記
録
に
相
当
す
る
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
両
者

は
補
完
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
『
瑩
山
清
規
』「
年
中
行
事
」
四
月
八
日
条
の
内
容
は
、「
上

堂
、
仏
誕
会
諷
経
、
浴
仏
偈
並
疏
、
浴
仏
」
で
あ
る
。
一
方
の
『
洞
谷

記
』
に
は
「
同
四
月
八
日
、
開
堂
法
儀
次
序
」
の
記
事
が
あ
り
、
同
日

の
行
事
が
分
割
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。『
洞
谷
記
』「
開
堂
法
儀
次
序
」

の
内
容
は
清
規
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
内
容
で
あ
る
が
、「
年
中
行

事
」・「
日
中
行
事
」・「
月
中
行
事
」
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
な
い
特
別

行
事
で
あ
る
た
め
除
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
瑩
山
清



「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題
（
秋
津
）

六
一

規
』
の
成
立
に
関
す
る
問
題
は
後
に
若
干
述
べ
た
い
。

　

続
い
て
、
現
存
諸
本
及
び
関
連
資
料
等
（〈
一
〉
一
二
六
～
一
三
五
頁
）

は
、
再
分
類
と
追
記
が
必
要
な
た
め
改
め
て
掲
載
し
、
そ
れ
を
以
て
簡

単
に
資
料
紹
介
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

　
（
１
）
存
在
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
古
写
本
・
刊
本

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
・
一
三
七
六
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

②
大
乗
寺
蔵
永
享
六
年
本
（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
ノ
ミ

③
大
乗
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
・
一
四
七
六
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
十
年
・
一
五
〇
一
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

⑤
山
上
氏
旧
蔵
『
瑩
山
清
規
』（
④
「
麟
広
本
」
と
元
来
一
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
ノ
ミ

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
・
一
五
〇
三
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向
（
本
来
の
排
列
）

　
　
　
　
　
　
　
　

日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中
（
現
在
の
排
列
）

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
・
一
六
七
七
）
刊
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑧
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
八
年
・
一
六
八
〇
）
刊
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
・
一
六
八
一
）
刊
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

※
⑨
は
、
⑧
に
『
坐
禅
用
心
記
』
等
を
加
え
た
も
の
。

　
（
２
）
関
連
資
料

⑩
古
写
本
『
洞
谷
記
』（
永
享
四
年
・
一
四
三
二
）
書
写
本

⑪
『
正
法
清
規
』（
永
正
六
年
・
一
五
〇
九
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

⑫
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』（
永
禄
二
年
・
一
五
五
九
）
書
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
中
・
回
向

⑬
『
慈
廣
寺
清
規（

２
）』（

中
世
末
期
頃
）
書
写
本
―
年
中
・
回
向

⑭
流
布
本
『
洞
谷
記
』（
享
保
三
年
・
一
七
一
八
）
書
写
本

⑮
『
洞
谷
記
抜
書
』.（
宝
永
七
年
頃
・
一
七
〇
八
）
書
写
本

　
（
３
）
過
去
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
写
本
・
刊
本

⑯
金
龍
寺
蔵
桃
庵
禅
洞
書
写
本
（
寛
正
六
年
・
一
四
六
五
）
書
写
本

….
色
川
三
中
（
一
八
〇
一
～
一
八
五
五
）『
続
常
陸
遺
文
』
五
「
大
田
山
金

龍
寺
記
録
」
に
記
載
あ
り
。
⑱
の
関
連
資
料
か
。（
二
）
一
六
八
～

一
六
九
頁
参
照
。

⑰
永
平
寺
（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
）
本

⑱
慈
眼
寺
（
福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
）
本
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六
二

⑲
「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
之
次
第
」
刊
本

….
⑰
～
⑲
は
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）『
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』

凡
例
に
記
載
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
存
す
る
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
・
刊
本
に
つ
い

て
、
本
文
や
排
列
な
ど
の
相
違
点
を
考
慮
す
る
と
、
大
き
く
以
下
の
三

系
統
に
分
類
で
き
る
。

・
禅
林
寺
本
系
（
こ
の
系
統
の
本
を
参
照
し
て
い
る
本
が
複
数
あ
る
）

・.

梵
清
本
系
（
⑦
は
一
部
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
に
分
類
し
た
方
が
適

切
と
思
わ
れ
る
）

・
流
布
本
系
（
⑧
⑨
の
近
世
刊
本
）

　

そ
し
て
関
連
資
料
も
含
め
て
、
ど
の
本
の
ど
の
部
分
が
古
形
を
残
し

て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
た
め
、
次
節
に
お
い
て
説
明
す
る
。

三
、『
瑩
山
清
規
』
の
今
後
の
研
究
課
題

　

本
節
で
は
、
総
論
的
な
『
瑩
山
清
規
』
に
関
す
る
今
後
の
研
究
課
題

に
つ
い
て
、
私
見
を
提
示
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
筆
者
の
以

下
の
論
文
に
て
既
述
の
も
の
が
多
い
た
め
、
論
述
済
の
部
分
に
つ
い
て

は
論
文
番
号
を
提
示
し
、
説
明
を
最
小
限
に
留
め
た
い
。

⑴.

「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
第
七
十
巻
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
）

⑵.

「『
瑩
山
清
規
』
の
排
列
に
つ
い
て
―
光
椿
書
写
本
・「
回
向
文
」
を

中
心
と
し
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
十

三
回
、
二
〇
二
二
年
六
月
）

⑶.

「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
七
十
二
巻
第
一
号
、
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

⑷.

「
近
世
に
お
け
る
曹
洞
宗
典
籍
の
宗
門
外
へ
の
影
響
―『
瑩
山
清
規
』

を
中
心
と
し
て
―
」（
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
七
十
四
回
学
術
大
会
、
パ

ネ
ル
発
表
Ｃ
「
江
戸
時
代
の
仏
教
文
献
を
め
ぐ
る
諸
相
」
分
担
発
表
、『
鶴
見
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
九
号
、
二
〇
二
四
年
三
月
全
文
掲
載
）

　
（
１
）『
瑩
山
清
規
』
の
成
立
問
題

　

先
に
述
べ
た
通
り
、『
瑩
山
清
規
』
は
、
元
亨
四
年
に
、
永
光
寺
で

行
わ
れ
た
通
年
行
事
の
記
録
を
、『
瑩
山
清
規
』
と
『
洞
谷
記
』
に
分

割
し
て
記
し
た
も
の
が
原
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
回
向
文
」
の
「
尊
宿

遷
化
」
は
、
瑩
山
禅
師
撰
述
『
永
平
三
代
大
乗
開
山
大
和
尚
遷
化
喪
事

規
記
』（
大
慈
寺
〈
熊
本
県
熊
本
市
〉
蔵
『
尊
宿
出
喪
式
』
所
収
、
以
下
、『
義
介

喪
記
』）
が
出
典
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
成
立
し
た
『
瑩
山
清
規
』
に
つ

い
て
、
瑩
山
禅
師
は
、
現
存
す
る
『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
成
立
に
ど
こ

ま
で
関
与
し
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

⑴
⑵
の
結
論
を
踏
ま
え
、
⑶
に
お
い
て
私
見
を
示
し
た
た
め
、
要
旨
の

み
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
『
正
法
清
規
』
を
中
心
に
現
存
古
写
本
の
参
照
関
係
を
整
理
す
る

と
、
禅
林
寺
本
は
明
ら
か
に
参
照
の
痕
跡
が
あ
る
一
方
、
梵
清
本
と
も
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六
三

共
通
の
儀
礼
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
尊
宿
遷
化
」
の
大
乗
寺
の

林
号
解
釈
の
問
題
か
ら
、
梵
清
本
と
は
直
接
の
参
照
関
係
が
な
い
可
能

性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
梵
清
本
と
『
正
法
清
規
』
に
は
共
通
す
る
祖
本

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
本
を
参
照
し
て
解
釈
し
た
結
果
、
相
違
点

が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
本
を
「
共
通

の
祖
本
」
と
仮
称
す
る
。

　

つ
ま
り
、『
瑩
山
清
規
』
の
大
き
な
写
本
系
統
と
し
て
、
禅
林
寺
本

系
と
共
通
の
祖
本
系
が
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
二
系

統
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
瑩
山
禅
師
は
ど
の
程
度
関
与
し
た
の
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
・
成
立
意
図
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
。

　

続
け
て
、
禅
林
寺
本
系
と
共
通
の
祖
本
系
の
関
係
を
見
る
と
、
禅
林

寺
本
に
は
「
正
本
」「
イ
（
異
）
本
」
と
の
校
異
が
あ
る
た
め
、
瑩
山
禅

師
示
寂
五
十
一
年
に
し
て
既
に
異
本
が
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
中
に
は
施
餓
鬼
な
ど
、
大
幅
に
相
違
し
て
い
る
部
分
も
あ

る
。
そ
れ
ら
の
校
異
は
、
梵
清
本
に
一
致
す
る
場
合
が
多
い
が
、
全
て

で
は
な
い
た
め
、
共
通
の
祖
本
系
と
の
校
異
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
禅
林
寺
本
系
と
共
通
の
祖
本
系
の
成
立
の
先
後
問
題
に
つ

い
て
は
、
①
分
量
の
少
な
い
禅
林
寺
本
系
が
先
に
成
立
し
、
そ
れ
が
増

補
さ
れ
て
共
通
の
祖
本
系
が
成
立
し
た
と
い
う
解
釈
と
、
②
共
通
の
祖

本
系
が
先
に
成
立
し
、
内
容
を
精
選
し
て
分
量
を
削
減
し
、
禅
林
寺
本

系
が
成
立
し
た
と
い
う
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
の
主
た
る
見

解
は
①
で
あ
る
が
、
筆
者
の
所
見
は
②
で
あ
る
。

　

そ
し
て
禅
林
寺
本
系
と
共
通
の
祖
本
系
の
編
者
に
つ
い
て
、
瑩
山
禅

師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
を
以
て
編
輯
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え

る
。
つ
ま
り
、
共
通
の
祖
本
系
が
当
初
成
立
し
た
草
案
本
で
、
基
準
と

な
る
も
の
、
禅
林
寺
本
系
が
修
訂
本
で
、
儀
礼
・
文
言
を
整
理
の
上
、

各
地
で
の
改
変
を
前
提
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
他
諸
条
件
も
勘
案
し
た
上
で
、
最
終
的
な
「
定
本
」

策
定
の
際
に
い
ず
れ
の
系
統
の
復
元
を
目
指
す
か
の
判
断
が
必
要
と
な

り
、
そ
れ
を
今
後
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
（
２
）
周
辺
諸
清
規
及
び
道
元
禅
師
と
の
関
係

　

次
の
課
題
と
し
て
、
周
辺
諸
清
規
及
び
道
元
禅
師
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
。

　

道
元
禅
師
が
参
照
し
た
現
存
す
る
清
規
は
、
成
立
年
時
の
問
題
か

ら
、『
禅
苑
清
規
』・『
入
衆
日
用
』
に
限
ら
れ
る
。
一
方
で
瑩
山
禅
師

が
参
照
で
き
た
清
規
は
、
上
記
に
加
え
て
、『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』・

『
禅
林
備
用
清
規
』、
そ
の
他
日
本
禅
林
撰
述
の
諸
清
規
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
『
義
介
喪
記
』
の
回
向
文
に
は
『
禅
林
備
用
清

規
』
が
出
典
と
見
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
義
介
の
喪
儀
の
時

点
で
は
『
禅
林
備
用
清
規
』
は
未
成
立
の
た
め
、
出
典
に
は
な
り
得
な

い
。
よ
っ
て
、
義
介
が
入
宋
し
て
持
ち
帰
っ
た
儀
礼
に
含
ま
れ
て
い
た
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六
四

と
見
る
か
、
後
に
瑩
山
禅
師
が
修
訂
・
整
理
し
た
と
見
る
か
は
問
題
で

あ
る
。

　

ま
た
道
元
禅
師
と
の
関
係
で
見
る
と
、
三
時
諷
経
の
問
題
や
祝
聖
を

中
心
と
し
た
在
俗
と
の
関
わ
り
な
ど
、
道
元
禅
師
か
ら
は
導
き
出
し
に

く
い
儀
礼
も
多
く
存
す
る
が
、「
回
向
文
」
の
「
請
知
事
」
な
ど
、
道

元
禅
師
以
来
の
儀
礼
を
成
文
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
記
載
も
確
認
さ

れ
、
こ
の
点
は
⑴
に
て
若
干
述
べ
た
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
道

元
禅
師
と
の
相
違
点
と
共
通
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
変
化
と
継

承
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
（
３
）
後
代
の
改
変
と
異
本
系
統
の
問
題

　

本
稿
で
も
説
明
し
て
き
た
通
り
、
禅
林
寺
本
・
梵
清
本
も
含
め
て
、

現
存
す
る
『
瑩
山
清
規
』
諸
本
は
全
て
後
代
の
改
変
が
部
分
的
に
施
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
中
世
後
期
頃
に
は
、
一

定
程
度
の
改
変
が
既
に
施
さ
れ
た
本
が
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
今
回
翻
刻
対
象
と
し
た
『
瑩
山
清
規
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
も
の
と
は
異
な
る
文
言
が
共
通
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
⑷
に
お
い
て
、「
回
向
文
」
の
「
祖
師
堂

諷
経
」
に
つ
い
て
、
梵
清
本
と
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』・『
回
向
并
式

法
』（
大
安
寺
〈
長
野
県
長
野
市
〉
蔵
）
の
相
違
点
の
比
較
を
通
じ
て
検
討

し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
瑩
山
清
規
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
梵
清

の
書
写
以
降
、
中
世
期
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
改
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ

が
共
通
し
て
各
地
に
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
に
近
い
系
統
の
本

を
『
瑩
山
清
規
』
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、『
瑩
山
清
規
』
に
基

づ
き
つ
つ
、
後
代
に
よ
り
大
き
な
改
変
が
施
さ
れ
た
異
本
を
、
禅
林
寺

本
や
梵
清
本
等
と
同
格
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
な
の
か
ど
う
か

は
、
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

　
（
４
）
流
布
本
『
洞
谷
記
』
の
清
規
関
係
の
記
述
の
問
題

　

最
後
に
、
流
布
本
『
洞
谷
記
』
に
収
録
さ
れ
る
清
規
関
係
の
固
有
の

記
述
二
十
一
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
は
、「
羅
漢
供
祭
文
」
以
外
は
臨
時
行
事
に
関
す
る

記
載
で
、『
瑩
山
清
規
』
と
関
係
を
有
す
る
記
載
も
多
い
。
さ
ら
に

「
羅
漢
供
祭
文
」
に
つ
い
て
も
、『
瑩
山
清
規
』「
回
向
文
」
の
「
37
羅

漢
供
養
時
、
兼
日
貼
照
牌
」
に
「
祭
文
随
時
、
有
別
紙
」（〈
二
〉
二
二
〇

～
二
二
一
頁
）
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
洞
谷
記
』
を
指
す
可
能

性
が
あ
る
こ
と
、
他
に
も
設
斎
・
看
経
な
ど
が
関
連
記
事
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

３
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
瑩
山
禅
師
撰
述
か
、
中
世
・
近
世
に
新

た
に
付
加
さ
れ
た
も
の
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
如

何
に
よ
っ
て
、
記
事
の
重
要
度
が
変
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
大
乗
寺
の
林
号
の
変
化
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
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概
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六
五

　

大
乗
寺
に
は
林
号
が
あ
り
、
現
在
は
「
椙
樹0

林
」
と
称
さ
れ
る
が
、

か
つ
て
は
「
椙
寿0

林
」
と
称
さ
れ
て
い
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
以
下

の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
、
該
当
箇
所
に
傍
点
を
付
し
た
。

・『
義
介
喪
記
』・
梵
清
本
『
瑩
山
清
規
』「
33
壇
上
念
誦
（
尊
宿
遷
化
）」

　
　

霊
龕
遍
遶
於
椙
寿

0

0

、
定
光
忽
和
性
火（

４
）。

・
古
写
本
『
洞
谷
記
』「
開
堂
法
儀
次
序
」

　
　

.

釈
迦
牟
尼
仏
五
十
三
代
永
平
三
世
、
加
州
椙
寿
林

0

0

0

大
乗
開
山
先
師

介
公
徹
通
大
和
尚（

５
）。

　

な
お
、
梵
清
は
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
記
事
を
参
照
し
た
た
め
「
36

仏
事
次
第
」
の
注
記
を
記
述
で
き
た
こ
と
は
、
既
に
⑴
に
て
述
べ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
に
大
乗
寺
で
書
写
・
刊
行
さ
れ
た
資
料
は
、

元
の
資
料
で
「
椙
寿0

林
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
椙
樹0

林
」

へ
と
林
号
を
改
め
て
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の

例
と
し
て
は
、
以
下
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
月
舟
本
・
卍
山
本
『
瑩
山
清
規
』「
36
仏
事
次
序
（
仏
事
次
第
）」

　
　

大
乗
寺
有
椙
樹

0

0

林
号
、
開
山
塔
有
定
光
院
号（

６
）。

・
流
布
本
『
洞
谷
記
』「
開
堂
法
儀
次
序
」

　
　

.

釈
迦
牟
尼
仏
五
十
三
代
、
永
平
第
三
世
、
加
州
椙
樹
林

0

0

0

大
乗
開
山

先
師
介
公
徹
通
大
和
尚
。

・.『
明
峰
素
哲
禅
師
喪
記
』「
壇
上
念
誦
」（
大
乗
寺
三
十
六
世
雪
心
白
痴

〈
一
六
七
五
～
一
七
四
一
〉
写
）

　
　

霊
龕
遍
遶
於
椙
樹

0

0

、
永
光
忽
和
性
火（

７
）。

　

大
乗
寺
の
林
号
が
変
化
し
た
時
期
に
つ
い
て
、
筆
者
が
確
認
し
て
い

る
「
椙
寿0

」
の
下
限
は
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
義
介
画
像
（
大
乗

寺
蔵
）
の
修
理
銘
「
椙
寿
林

0

0

0

大
乗
寺（

８
）」

で
あ
り
、「
椙
樹0

」
の
上
限
は
、

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
大
乗
寺
梵
鐘
銘
の
「
椙
樹
林

0

0

0

大
乗
護
国
禅

寺（
９
）」

で
あ
る
。
よ
っ
て
管
見
の
範
囲
で
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期

頃
に
林
号
の
表
記
が
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
初
の
問
題
の
検
討
に
戻
り
た
い
。
浄
住

寺
（
石
川
県
金
沢
市
）
に
は
、『
洞
谷
記
抜
書
』
と
称
さ
れ
る
、
流
布
本

『
洞
谷
記
』
系
統
の
抄
出
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ

ば
、
本
書
は
流
布
本
『
洞
谷
記
』
の
原
本
で
あ
る
「
永
光
寺
秘
録
」
に

淵
源
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

そ
し
て
こ
の
『
洞
谷
記
抜
書
』
の
「
開
堂
法
儀
次
序
」
を
確
認
す
る

と
、「
釈
迦
牟
尼
仏
五
十
三
代
永
平
三
世
、
加
州
椙
寿
林

0

0

0

大
乗
開
山
先

師
介
公
徹
通
大
和
尚
」（
一
二
～
一
三
折
）
と
あ
る
。
よ
っ
て
「
永
光
寺

秘
録
」、
あ
る
い
は
「
永
光
寺
秘
録
」
の
祖
本
の
成
立
年
代
の
下
限
を

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
頃
と
設
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
『
洞
谷
記
抜
書
』・
流
布
本
『
洞
谷
記
』
の
元
と
な
っ
た
「
永
光
寺
秘

録
」
は
、
永
光
寺
に
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
独
住
三
世
（
四
七
六
世
）

と
し
て
晋
住
し
た
久
外
嬾
良
（
久
外
呑
良
、
？
～
一
六
五
二
）
の
書
写
・
編

輯
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿
に
お
け
る
検
討
か
ら
、「
永
光

寺
秘
録
」、
あ
る
い
は
「
永
光
寺
秘
録
」
の
祖
本
の
成
立
年
代
の
下
限

を
も
う
少
し
限
定
し
、
近
世
初
期
以
前
と
設
定
で
き
る
可
能
性
が
考
え
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六
六

ら
れ
る
。
な
お
、
久
外
が
大
乗
寺
の
林
号
等
の
部
分
を
ど
の
程
度
改
め

る
か
の
書
写
態
度
の
問
題
は
、
別
途
留
意
と
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
流
布
本
『
洞
谷
記
』
に
収
録
さ
れ
、『
洞
谷

記
抜
書
』
に
も
極
一
部
が
収
録
さ
れ
る
清
規
関
係
の
記
述
は
、「
永
光

寺
秘
録
」
の
時
点
で
収
録
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
に

つ
い
て
も
本
稿
の
検
討
か
ら
、
最
終
的
に
は
内
容
か
ら
決
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
清
規
関
係
の
記
述
に
関
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
瑩
山
禅

師
由
来
、
あ
る
い
は
中
世
期
に
成
立
し
た
、
少
な
く
と
も
、
全
て
が
近

世
に
創
作
・
付
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
、
今
後
の
研
究
予
定

　

以
上
、『
瑩
山
清
規
』
に
は
多
く
の
問
題
点
・
研
究
課
題
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
現
存
資
料
の
み
で
は
最
終
的

な
解
決
は
難
し
い
。
し
か
し
、
新
出
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
解
決
を
見

る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
た
め
、
関
連
文
献
も
含
め
た
、
さ
ら
な
る
資

料
の
捜
索
と
再
評
価
が
必
要
で
あ
る
。

　

現
在
、
公
開
済
の
翻
刻
の
再
点
検
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
翻
刻
を
完

了
し
た
結
果
、
見
解
が
変
化
し
た
り
、
新
た
に
判
明
し
た
り
し
た
事
項

も
多
い
た
め
、
当
初
執
筆
し
た
「
解
題
」
も
加
筆
修
正
が
必
要
で
あ

る）
（1
（

。
こ
れ
ら
が
完
了
次
第
、『
瑩
山
清
規
』
研
究
の
第
一
段
階
と
し

て
、
整
理
の
上
、
刊
行
す
る
こ
と
を
、
今
後
の
研
究
課
題
に
対
す
る
現

状
の
見
通
し
と
し
た
い
。

　

最
後
に
、
翻
刻
や
写
真
の
掲
載
を
ご
許
可
頂
い
た
原
本
資
料
所
蔵
者

の
皆
様
、
そ
の
他
、
本
研
究
や
調
査
に
ご
協
力
を
賜
っ
た
全
て
の
方
に

御
礼
を
申
し
上
げ
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

注
（
１
）『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四

年
四
月
）
七
八
一
頁
等
参
照
。

（
２
）『
慈
廣
寺
清
規
』
に
つ
い
て
は
、『
慈
廣
寺
史
』（
慈
廣
寺
、
二
〇

一
一
年
五
月
、
九
九
頁
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

廣
瀨
良
文
氏
が
「
道
元
禅
師
撰
と
さ
れ
る
「
僧
堂
記
」
と
瑩
山

禅
師
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二

十
三
回
所
収
）、「
道
元
禅
師
撰
と
さ
れ
る
『
僧
堂
記
』
の
読
誦

に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
十
一
巻
第
二
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
）、「
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
」

（
本
誌
所
収
）
に
お
い
て
検
討
を
、「
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』　

翻
刻
と
紹
介
」（『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
三
十
五
号
、

二
〇
二
三
年
十
二
月
）
に
お
い
て
全
文
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
。

廣
瀨
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
慈
廣
寺
清
規
』
所
収
の
「
僧
堂

記
」
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
く
と
、
大
隆
寺
（
岐
阜
県
高

山
市
）
所
蔵
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
書
写
『
宝
慶
記
』
に

も
本
文
と
同
筆
で
「
僧
堂
記
」
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
曹
洞
宗
文
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六
七

化
財
調
査
目
録
解
題
集
』
八　

東
海
管
区
編
Ⅱ
、
曹
洞
宗
宗
務

庁
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
八
一
五
頁
、
典
籍
四
）。
こ
れ
ら
を
以

て
、『
瑩
山
清
規
』「
日
中
行
持
」（〈
一
〉
一
四
五
頁
）
等
に
記

さ
れ
る
「
僧
堂
記
」
は
、『
永
平
広
録
』
八
、
小
参
十
（『
道
元

禅
師
全
集
』
四
、
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
十
二
月
、
一
二
二

頁
）
の
抄
出
と
判
断
し
て
良
い
と
考
え
る
。
な
お
光
椿
書
写
本

固
有
の
記
事
「
唱
物
」（〈
四
〉
二
七
〇
頁
）
に
も
「
僧
堂
記
」

を
唱
え
る
旨
の
記
載
が
あ
る
た
め
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀

頃
ま
で
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
方
で
、
六
十
巻

本
『
正
法
眼
蔵
』（
洞
雲
寺
〈
広
島
県
廿
日
市
市
〉
本
、『
永
平

正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
』
六
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
九
年
四

月
、
四
五
頁
）
や
こ
れ
を
受
け
た
梵
清
本
（
永
平
寺
蔵
丹
嶺

本
、
同
前
続
輯
五
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
九
年
十
一
月
、
三

〇
頁
）
等
の
「
身
心
学
道
」
巻
末
に
も
「
僧
堂
記
」
に
相
当
す

る
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
梵
清
が
「
僧
堂
記
」
で
あ

る
旨
を
記
さ
な
か
っ
た
り
、
梵
清
本
『
瑩
山
清
規
』
に
「
僧
堂

記
」
を
付
記
し
な
か
っ
た
り
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の
検

討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
⑷
で
述
べ
た
「
祖
師
堂
」
の
問
題

（
一
八
三
～
一
八
六
頁
）
が
本
書
の
「
祖
師
堂
回
向
」（
廣
瀬
氏

翻
刻
論
文
二
五
六
頁
）
に
も
存
す
る
た
め
、
本
稿
三
（
３
）
の

問
題
意
識
か
ら
、
資
料
名
は
『
慈
廣
寺
清
規
』
の
方
が
適
切
と

考
え
る
。

（
３
）
竹
内
弘
道
「
瑩
山
禅
師
の
著
作
に
つ
い
て
（
六
）
―
『
瑩
山
清

規
』
の
考
察
―
」（『
宗
学
研
究
』
第
三
十
一
号
、
一
九
八
九
年

三
月
）、
同
「『
瑩
山
清
規
』
と
『
洞
谷
記
』」（『
宗
学
研
究
所
紀

要
』
第
二
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
参
照
。

（
４
）『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・
五
頁
、（
二
）
二
一
七
頁
。

（
５
）『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
翻
刻
五
七
頁
。
後
出
の
流

布
本
も
同
頁
。

（
６
）（
二
）
二
八
六
頁
。

（
７
）『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・
一
五
頁
。

（
８
）『
徹
通
義
介
禅
師
研
究
』（
大
乗
寺
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）
四

五
三
頁
。

（
９
）
館
残
翁
『
加
賀
大
乗
寺
史
』（
北
国
出
版
社
、
一
九
七
一
年
九

月
）
九
七
頁
。

（
10
）『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
一
二
二
～
一
二
五
頁
。

（
11
）『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
一
二
八
頁
。

（
12
）
拙
稿
「『
正
法
眼
蔵
』
伝
承
の
あ
ゆ
み
（
二
十
二
）
～
（
二
十

四
）」（『
傘
松
』
第
九
六
五
～
九
六
七
号
、
二
〇
二
四
年
二
～
四

月
）
に
お
い
て
、
瑩
山
禅
師
伝
及
び
「
解
題
」
の
追
記
事
項
を

一
部
述
べ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
瑩
山
紹
瑾
禅
師
、『
洞
谷
記
』、
大
乗
寺　
　
　



「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題
（
秋
津
）

六
八



六
九

は
じ
め
に 

　

曹
洞
宗
（
以
下
、
宗
門
）
声
明
は
、
先
行
研
究
か
ら
天
台
宗
の
影
響
が

指
摘
さ
れ
て
き
た（

１
）。

こ
の
見
解
は
、
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
面
山
瑞
方

（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）
校
定
の
講
式
お
よ
び
、『
昭
和
改
定
声
明
規

範
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
六
六
）
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
巨
岳
麟
広
（
伝
不
詳
）
書
写
の
『
瑩
山
清
規
』（
以
下
、『
麟

広
本
』）
に
収
録
さ
れ
る
「
羅
漢
講
式
」
お
よ
び
「
涅
槃
講
式
」
に
は
、

現
行
声
明
と
異
な
る
声
明
譜
（
以
下
、
博
士（

２
））

が
確
認
さ
れ
る
。

　

今
回
、
宗
学
研
究
部
門
の
成
果
と
し
て
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」

が
報
告
さ
れ
、『
麟
広
本
』「
羅
漢
講
式
」
お
よ
び
「
涅
槃
講
式
」
の
翻

刻
と
、
こ
れ
ら
に
付
さ
れ
る
博
士
が
写
真
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
成
果
に

よ
っ
て
他
宗
派
の
博
士
と
の
比
較
・
検
討
が
容
易
に
な
り
、
中
世
に
お

け
る
宗
門
声
明
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
本

稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
『
麟
広
本
』「
羅
漢
講
式
」
に
付
さ
れ
る
博

士
か
ら
、
特
に
顕
著
な
特
徴
が
見
ら
れ
る.

「
四
智
讃
」「
法
要
散
花
」

に
の
み
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
比
較
と
検
討
を
通
じ
て
『
麟
広
本
』
博
士

の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「
羅
漢
講
式
」
博
士
の
概
要
と
先
行
研
究

　

宗
門
声
明
の
「
羅
漢
講
式
」
に
関
係
す
る
資
料
の
内
、
博
士
が
確
認

で
き
る
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
『
瑩
山
清
規
』「
羅
漢
供
養
法
次
第
」（
永
光
寺
蔵
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇

一
）
麟
広
書
写
本
、
以
下
『
麟
広
本
』）

②
『
曹
洞
四
講
式
』「
應
眞
供
養
式
（
羅
漢
講
式
）」（
個
人
蔵
、
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
写
本
、
以
下
『
貞
享
本
』）

③
『
重
正
羅
漢
講
式
』（
個
人
蔵
、
面
山
撰
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
刊

本
、
以
下
『
面
山
本
』）

④
『
重
正
五
講
式
』「
羅
漢
供
養
式
」（『
続
曹
洞
宗
全
書
』「
清
規
・
講
式
」、

無
刊
記
本
お
そ
ら
く
明
和
本
）

⑤
『
昭
和
改
定
声
明
規
範
』「
羅
漢
講
式
」（
宗
務
庁
発
行
、
昭
和
四
一
年

（
一
九
六
六
）、
以
下
『
宗
務
庁
本
』）

　

こ
の
中
で
、
②
～
⑤
の
博
士
は
現
行
の
『
宗
務
庁
本
』
博
士
と
類
似

し
て
い
る
。『
新
編
曹
洞
宗
実
践
叢
書
』
に
よ
れ
ば
、
宗
門
声
明
は

麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て

山
　
内
　
弾
　
正

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て
（
山
内
）

七
〇

「
目
安
博
士
で
あ
り
な
が
ら
記
号
化
さ
れ
」「
原
則
と
し
て
詞
章
の
右
側

に
付
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
中
世
歌
謡
で
あ
る
能
楽
や
謡
と
の
関
係

が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
独
自
の
特
徴
を
持
つ
と
さ
れ
る（

３
）。

　

し
か
し
、
①
『
麟
広
本
』
に
は
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
宗
門
声
明
の
特

徴
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
続
い
て
、
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
『
麟
広

本
』
の
特
徴
を
確
認
す
る
。

　
『
麟
広
本
』
は
「
羅
漢
講
式
」
と
「
涅
槃
講
式
」
の
全
文
が
収
録
さ

れ
た
最
古
の
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
門
に
お
い
て
確
認
で
き
る
最
古

の
博
士
資
料
で
も
あ
る
。
山
端
（
一
九
三
七
）
や
尾
崎
（
一
九
九
七
）
は
、

『
麟
広
本
』
に
記
さ
れ
る
声
明
が
特
異
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
宗
門

声
明
を
解
明
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
。
し
か
し
、
博
士
の
翻
刻
や
写
真
掲
載
ま
で
は
行
わ
れ
ず
、
詳
細
な

検
討
は
先
送
り
に
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
『
麟
広
本
』
の
奥
書
に
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
能
登
祥

園
寺
に
て
書
写
さ
れ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
伝
写
の
記
録
も
残
さ
れ
て
お

り
、
麟
広
以
前
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
と
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に

も
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
端
（
一
九
七
三
）
は
、『
麟
広
本
』

「
月
中
行
事
」「
念
誦
八
日
」（
回
向
文
）
に
記
さ
れ
た
年
号
か
ら
、
こ
の

内
容
が
永
享
六
年
に
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（

４
）。

　

ま
た
尾
崎
（
一
九
九
七
）
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
講
式
に
関
す
る

記
述
を
比
較
し
、
そ
の
差
異
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
諸
本
そ
れ

ぞ
れ
に
「
書
写
さ
れ
た
時
代
・
場
所
さ
ら
に
儀
礼
に
対
す
る
考
え
方
の

相
違
が
端
的
に
現
れ
た
と
見
る
べ
き
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
儀
礼
が

地
域
・
時
代
の
影
響
を
多
分
に
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、『
麟
広
本
』「
涅
槃
講
式
」
が
、
従
来
指
摘
さ
れ
た
真
言
宗
の
明

恵
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
台
系
の
恵
心

僧
都
（
横
川
僧
都
と
も
。
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
の
影
響
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た（

５
）。

　

こ
れ
ら
の
報
告
を
踏
ま
え
、
本
稿
の
目
的
を
二
つ
の
検
討
課
題
に
整

理
し
た
い
。
本
稿
で
は
「
羅
漢
講
式
」
中
の
「
四
智
讃
」「
法
要
散

花
」
を
比
較
・
検
討
し
、『
麟
広
本
』
博
士
の
具
体
的
な
特
徴
を
ま
と

め
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
特
徴
を
踏
ま
え
、『
麟
広
本
』
博

士
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

課
題
一
―
一
、『
麟
広
本
』
博
士
の
比
較

　

本
稿
末
に
付
し
た
画
像
①
は
Ａ
『
麟
広
本
』「
四
智
讃
」
を
中
心
に

各
種
博
士
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
Ｂ
『
宗
務
庁
本
』
と

は
明
ら
か
に
形
状
が
異
な
り
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
宗
門
声
明
の
特
徴
と

も
一
致
し
な
い
。
し
か
し
、
Ｃ
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）『
声
明
集
』（
以

下
、『
文
明
四
年
版
』）
に
見
ら
れ
る
「
五
音
博
士（

６
）」

と
特
徴
が
一
致
す

る
こ
と
か
ら
、
Ａ
『
麟
広
本
』「
四
智
讃
」
は
真
言
宗
か
ら
の
影
響
を

受
け
た
可
能
性
が
見
え
る
。

　

ま
た
、
Ｄ
正
保
版
『
魚
山
蠆
塵
集
』
に
は
「
ウ
ヲ
の
中
音
」
の
注
記

が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
「
ウ
と
ヲ
の
中
間
く
ら
い
の
発
音
を
す
る
」



麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て
（
山
内
）

七
一

と
い
っ
た
意
味
で
、
現
在
の
真
言
宗
南
山
進
流
声
明
に
て
用
い
ら
れ
る

指
示
語
で
あ
る（

７
）。

こ
れ
と
同
様
の
注
記
が
Ａ
『
麟
広
本
』「
四
智
讃
」

冒
頭
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
特
に
南
山
進
流
声
明
か
ら
の
影
響

が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
課
題
二
に
て
詳
述
す
る
。

　

続
い
て
、
画
像
②
は
Ｅ
『
麟
広
本
』「
法
用
散
花
」
を
中
心
に
「
散

華
」
博
士
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
と
同
様
に
比
較
し
て
み
る
と

Ｆ
『
宗
務
庁
本
』
と
は
形
状
が
異
な
る
も
の
の
、「
五
音
博
士
」
で
は

な
く
「
目
安
博
士（

８
）」

に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
、

Ｇ
多
岐
道
忍
編
『
天
台
声
明
集
』
と
の
特
徴
の
一
致
を
見
て
も
、
天
台

宗
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

一
―
二
、『
麟
広
本
』
博
士
の
特
徴

　

以
上
の
比
較
か
ら
見
え
る
『
麟
広
本
』
博
士
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い

く
。
ま
ず
、
真
言
宗
と
天
台
宗
の
博
士
が
混
在
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
管
見
の
限
り
、『
麟
広
本
』
書
写
年
代
の
資
料
の
中
で
複
数

の
博
士
が
収
録
さ
れ
る
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。
古
来
よ
り
声
明
は
師

か
ら
弟
子
へ
の
口
伝
に
よ
っ
て
「
旋
律
・
譜
（
博
士
）」
が
受
け
継
が
れ

て
き
た
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
性
質
を
踏
ま
え
れ
ば
、
伝
達
・
習
得
さ

れ
る
声
明
は
本
來
な
ら
師
か
ら
受
け
継
ぐ
単
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
『
麟
広
本
』
に
は
二
種
の
博
士
が
混
在
し
、
か
つ
、「
清
規
」

の
一
部
と
し
て
こ
れ
が
記
録
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
博
士
が
現
行
の
『
宗
務
庁
本
』
と
大
き
く
異
な
る
点
に
注
目
し

た
い
。
こ
こ
で
は
宗
門
独
自
の
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
他

宗
派
で
実
践
さ
れ
る
声
明
が
採
用
・
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
博

士
や
声
明
口
伝
と
い
っ
た
文
献
資
料
だ
け
の
流
入
で
は
説
明
が
つ
か
な

い
。
文
献
だ
け
が
移
動
し
て
も
、
記
さ
れ
た
博
士
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
ず
、
声
明
が
実
践
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
『
麟
広
本
』
で
は
、
文
亀
元
年
以
前
に
真
言
・
天
台
宗
の
声

明
に
通
じ
た
複
数
の
「
人
物
」
が
声
明
の
「
旋
律
・
譜
（
博
士
）」
を
持

ち
込
ん
だ
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
は
諸
宗
兼
学
の

状
況
な
ど
多
様
な
交
流
が
指
摘
さ
れ
る（

９
）。『

麟
広
本
』
博
士
も
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
当
時
の
痕
跡
を
示
す
資
料
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
、

宗
門
の
儀
礼
へ
の
影
響
を
探
る
上
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。

　

特
に
、
真
言
宗
声
明
や
博
士
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
積

極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
講
式
研
究

に
お
い
て
は
明
恵
の
『
十
六
羅
漢
講
式
』
や
『
四
坐
講
式
』
か
ら
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
ム
ロ
ス
（
二
〇
一
一
）
は
高
野
山
所
蔵

『
朔
日
羅
漢
講
式
』
を
翻
刻
し
、
こ
の
本
文
が
『
麟
広
本
』
と
ほ
ぼ
同

文
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

（（
（

。
宗
門
に
お
い
て
は
、
講
式
本
文
と

博
士
が
ど
の
よ
う
な
編
集
を
経
た
の
か
な
ど
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て

は
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
講
式
本
文
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、

そ
こ
に
付
随
し
た
と
思
わ
れ
る
声
明
博
士
が
除
外
さ
れ
た
と
は
考
え
づ

ら
く
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。



麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て
（
山
内
）

七
二

一
―
三
、
そ
の
他
の
特
徴

　

以
上
『
麟
広
本
』
博
士
の
特
徴
を
ま
と
め
た
が
、
こ
の
検
討
の
中
か

ら
文
亀
元
年
の
祥
園
寺
の
状
況
に
つ
い
て
少
し
く
推
測
で
き
る
。
ま

ず
、
声
明
の
唱
法
だ
け
で
な
く
、
語
句
の
読
み
方
も
異
な
っ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
真
言
宗
「
四
智
讃
」
冒
頭
は
「
オ
ン
バ
ン
ザ
ラ
サ
ト

バ
」
と
読
ま
れ
、
そ
こ
に
節
が
付
さ
れ
る
。
一
方
、
天
台
宗
で
は
「
オ

ン
バ
ザ
ラ
サ
タ
ン
バ
」
と
読
ま
れ
る
。
博
士
が
異
な
る
以
上
、
語
句
も

ま
た
博
士
の
節
に
従
っ
た
読
み
方
が
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　

ま
た
、
祥
園
寺
で
は
声
明
の
伝
習
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
み
え

る
。『
麟
広
本
』
博
士
は
伝
写
当
初
か
ら
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
当
時
実
践
さ
れ
た
儀
礼
の
記
録
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
書
写
し
た
麟
広
も
ま
た
儀
礼
に
関
わ
り
、
こ
こ

に
収
録
さ
れ
た
博
士
を
読
み
・
唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
同
様
に
『
麟
広
本
』
奥
付
の
記
録
か
ら
、
伝
写
し
た
衆
溟
天
曹

（
伝
不
詳
）
や
宗
嶽
□
超
（
伝
不
詳
）
も
ま
た
『
麟
広
本
』
博
士
を
習
得
し

て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
推
測
は
『
麟

広
本
』
博
士
が
い
つ
か
ら
宗
門
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
課

題
二
の
問
題
と
直
結
す
る
。

課
題
二
―
一
、『
麟
広
本
』
博
士
の
成
立
年
代

　

先
述
し
た
よ
う
に
『
麟
広
本
』
に
は
伝
写
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お

り
、
先
行
研
究
か
ら
『
梵
清
本
』
の
系
統
に
位
置
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
宗
門
に
お
い
て
博
士
が
確
認
で
き
る
の
は
『
麟
広

本
』
か
ら
で
あ
り
、
い
つ
か
ら
声
明
が
行
わ
れ
、
ど
の
時
期
に
『
瑩
山

清
規
』
へ
収
録
さ
れ
た
か
な
ど
成
立
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
課
題
一
に
て
明
ら
か
に
な
っ
た
他
宗
派
か
ら
の
影
響
を
手

が
か
り
に
、「
五
音
博
士
」・「
目
安
博
士
」
の
成
立
過
程
と
比
較
す
る

こ
と
で
『
麟
広
本
』
博
士
が
成
立
し
た
時
期
を
検
討
し
て
い
く
。

　

現
在
の
真
言
宗
で
主
に
用
い
ら
れ
る
「
五
音
博
士
」
は
覚
意
（
一
二

三
七
～
一
二
九
三
～
）
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
急
速
に
広
ま
っ
た
と
見
ら

れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
覚
意
は
一
三
〇
〇
年
初
頭
に
関
東
へ
下
向
し
て
金

沢
称
名
寺
に
「
五
音
博
士
」
の
声
明
を
伝
授
し
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま
り
『
瑩

山
清
規
』
が
成
立
し
た
時
期
に
は
す
で
に
覚
意
の
「
五
音
博
士
」
が
真

言
宗
の
中
で
定
着
し
て
お
り
、
こ
れ
が
全
国
に
展
開
し
て
い
た
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
目
安
博
士
」
の
成
立
過
程
を
確
認
す
る
。
そ
の
嚆
矢
は
良
忍

（
一
〇
七
三
～
一
一
三
二
。
天
台
僧
。
融
通
念
仏
開
祖
）
に
遡
る
と
さ
れ
、
大

念
仏
寺
所
蔵
の
良
忍
自
筆
「
四
智
梵
語
讃
」
の
中
に
目
安
博
士
風
の
記

譜
が
確
認
さ
れ
る）

（1
（

。
同
様
の
記
譜
は
湛
智
（
一
一
六
三
～
一
二
三
七
？
）

の
『
引
声
次
第
』
や
宗
快
（
生
没
不
詳
）
の
『
長
音
供
養
文
私
見
聞
』
な

ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
現
在
に
見
る
形
態
の
「
目
安
博
士
」
は
、

十
四
世
紀
の
中
頃
（
南
北
朝
以
後
）
に
な
っ
て
次
第
に
普
及
し
た
も
の
と
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七
三

考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
ち
な
み
に
、
現
在
の
天
台
声
明
で
は
憲
真
（
？
～

一
六
八
三
）
開
板
『
魚
山
声
明
集
六
巻
帖
』
を
底
本
と
す
る
宗
淵
（
一
七

八
六
～
一
八
五
九
）
の
『
六
巻
帖
』
が
規
範
声
明
集
と
さ
れ
る
が
、
中
世

か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

.

こ
れ
ら
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
『
麟
広
本
』
博
士
の
成
立
は
、
応
永
三

十
年
（
一
四
二
三
）
書
写
『
梵
清
本
』
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

 

二
―
二
、「
ウ
ヲ
の
中
音
」
に
つ
い
て

　

課
題
一
の
検
討
の
結
果
、『
麟
広
本
』「
四
智
讃
」
冒
頭
に
は
「
ウ
ヲ

の
中
音
」
の
注
記
が
確
認
さ
れ
、
真
言
宗
南
山
進
流
声
明
の
影
響
が
判

明
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
注
記
は
本
文
に
付
さ
れ
る
博
士

に
比
べ
る
と
や
や
墨
が
薄
く
、
後
世
に
よ
る
加
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
ウ
ヲ
の
中
音
」
に
つ
い
て
は
浅
田
（
二
〇
一
一
）
に
詳
し
い
。「
中

音
」
の
表
記
は
「
上
・
中
・
下
」
の
音
域
や
拍
子
名
と
し
て
の
も
の
な

ど
、
複
数
の
用
例
が
確
認
さ
れ
る
た
め
に
異
な
る
語
義
を
持
つ
。
し
か

し
、
浅
田
（
二
〇
一
一
）
に
よ
れ
ば
「
〇
〇
の
中
音
」
と
い
う
形
は
発
音

注
記
で
あ
り
、
真
言
宗
南
山
進
流
の
『
魚
山
蠆
塵
集
』
だ
け
に
現
れ
る

も
の
だ
と
い
う）

（1
（

。
ま
た
浅
田
（
二
〇
一
一
）
は
、
こ
の
注
記
が
長
恵
（
一

四
五
八
～
一
五
二
五
、
室
町
時
代
を
代
表
す
る
声
明
家
、
高
野
山
法
儀
の
有
識
者
）

に
よ
る
発
明
だ
と
も
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。

　

長
恵
に
よ
る
『
魚
山
蠆
塵
集
』
は
、
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
の
『
甲

乙
二
巻
』（
非
現
存
）
と
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
に
再
治
さ
れ
た

『
上
中
下
三
巻
』
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
浅
田
（
二
〇
一
一
）
の
見
解
に
従

え
ば
『
麟
広
本
』
博
士
の
成
立
は
一
四
九
六
～
一
五
一
七
年
以
降
に
限

ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
で
あ
れ
は
、
伝
写
の
記
録
か
ら
麟
広
が
『
瑩
山

清
規
』
に
博
士
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
結
論
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
山
上
氏
旧
蔵
『
麟
広
本
』

に
は
「
遮
老
眼
、
奉
書
写
」
と
あ
り
、
永
光
寺
蔵
『
麟
広
本
』
奥
書
に

も
「
諒
医
字
経
三
写
鳥
為
成
馬
者
乎
」
と
し
て
誤
字
・
悪
字
を
正
す
旨

が
記
さ
れ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
は
、
書
写
し
た
時
点
の
麟
広
が
老
齢
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
麟
広
の
足
跡
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な

い
が
、
仮
に
博
士
が
麟
広
か
ら
挿
入
さ
れ
た
場
合
、『
甲
乙
二
巻
』
が

著
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
に
①
高
野
山
で
声
明
を
伝
習
し
た
。
あ
る
い

は
、
長
恵
か
ら
直
接
声
明
の
指
導
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
②
祥
園
寺
に

住
し
て
『
瑩
山
清
規
』
に
真
言
声
明
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。
現
時
点

で
は
、
こ
の
二
点
が
同
時
に
成
立
す
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
麟
広
が
書
写
し
た
時
点
で
博
士
は
す
で
に
『
瑩
山
清
規
』
に

挿
入
さ
れ
て
お
り
、
注
記
は
麟
広
よ
り
後
の
時
代
に
『
魚
山
蠆
塵
集
』

を
参
考
に
し
た
人
物
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
―
三
、『
瑩
山
清
規
』
へ
の
挿
入

　

新
井
（
一
九
八
八
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
声
明
の
最
盛
期
は
十

二
～
十
四
世
紀
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
記
譜
法
・
楽
譜
・
音
律
論
の
整
備



麟
広
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清
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七
四

が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る）

1（
（

。
そ
の
中
で
も
Ｃ
『
文
明
四
年
版
』
は
現
存
最

古
の
印
刷
楽
譜
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
の
声
明
の
教
則

本
は
写
本
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
、
十
分
に
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
に
は
天
台
宗
最
初

の
印
刷
譜
と
し
て
『
例
懺
伽
陀
』
が
周
興
（
一
四
五
〇
～
？
）
に
よ
っ
て

刊
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
刊
行
状
況
は
『
麟
広
本
』
博
士
の
挿
入
時
期
を
考
え
る
に

あ
た
り
重
要
な
指
標
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
刊
本
に
よ
っ

た
か
を
判
別
し
伝
写
の
記
録
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
挿
入
時
期
を
限
定

で
き
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
『
文
明
四
年
版
』
と
の
関
係
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
文
明
九
年
に
伝
写
さ
れ
た
状
況
を
推
察
で
き
る
か
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
資
料
の
不
足
か
ら
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
し
一
―
二
に
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
声
明

の
挿
入
は
祥
園
寺
と
周
辺
寺
院
と
の
交
流
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
り
、
刊
本
か
ら
の
影
響
は
僅
か
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。お

わ
り
に

　

以
上
、
二
つ
の
検
討
課
題
を
通
じ
て
『
麟
広
本
』
博
士
の
特
徴
を
確

認
し
て
き
た
。
結
果
、
現
行
声
明
と
は
異
な
る
特
徴
と
し
て
次
の
二
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。.

　

①
『
麟
広
本
』
に
は
真
言
・
天
台
宗
の
博
士
が
混
在
し
て
い
る
。

　

②
真
言
・
天
台
宗
の
声
明
に
通
じ
た
複
数
の
「
人
物
」
が
編
集
に
関

わ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
今
回
の
検
討
か
ら
『
麟
広
本
』
書
写
時
の
祥
園
寺
の
状
況

と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
。.

　

①
声
明
唱
法
に
則
し
た
語
句
の
読
み
が
さ
れ
た
可
能
性
。

　

②
祥
園
寺
で
声
明
の
伝
習
が
行
わ
れ
た
可
能
性
。

　

ま
た
「
五
音
博
士
」・「
目
安
博
士
」
の
成
立
過
程
と
比
較
し
、『
麟

広
本
』
博
士
は
『
梵
清
本
』
ま
で
成
立
を
遡
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
資
料
の
不
足
か
ら
具
体
的
な
成
立
年
時
を
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
『
麟
広
本
』「
羅
漢
講
式
」
の
博
士
に
の
み
焦
点

を
あ
て
、
そ
の
特
徴
と
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
。
今
後
の
課
題
と
し

て
、『
麟
広
本
』「
涅
槃
講
式
」
な
ど
そ
の
他
の
博
士
の
検
討
を
重
ね
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
講

式
本
文
の
出
典
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
成
文
化
し
た
時
期
や
儀
礼
の
変

遷
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。『
麟
広
本
』
博
士
に
つ
い
て

は
、「
四
智
讃
」
の
み
真
言
宗
の
博
士
が
付
さ
れ
る
点
な
ど
い
く
つ
か

の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
解
決
の
た
め
に
も
、
他
宗

派
声
明
だ
け
で
な
く
、
今
後
は
日
本
音
楽
史
研
究
を
含
め
た
横
断
的
な

比
較
と
検
討
に
よ
っ
て
、
宗
門
声
明
の
独
自
性
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

す
る
作
業
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
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註
（
１
）
横
井
覚
道
「
曹
洞
宗
伝
承
声
明
講
式
に
つ
い
て
」『
宗
学
研
究
』

第
九
号
、
一
九
六
七
、
五
八
頁
。
澤
田
篤
子
「
禅
に
お
け
る
声

明
の
音
楽
的
特
徴
」『
禅
文
化
』
第
二
五
四
号
、
二
〇
一
九
、
二

四
頁
。.

（
２
）
声
明
の
唱
法
を
あ
ら
わ
す
譜
。
平
安
後
期
初
頭
の
日
本
で
天
台

宗
僧
侶
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。.

（
３
）
渡
会
正
純
・
澤
田
篤
子
「
第
二
節
曹
洞
宗
の
声
明
」『
新
編
曹
洞

宗
実
践
叢
書
』
第
三
巻
、
二
〇
一
〇
、
六
一
頁
。

（
４
）
山
端
昭
道
「『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
に
つ
い
て
」.『
宗
学
研
究
』

第
一
五
号
、
一
九
七
三
、
一
九
九
頁
。.

（
５
）
尾
崎
正
善
「
麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
の
涅
槃
講
式
に
つ
い

て
」『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』.

一
一
号
、
一
九
九
七
、
六
六

頁
。

（
６
）
五
音
の
音
高
を
記
号
に
よ
っ
て
書
き
示
す
声
明
の
記
譜
法
。

（
７
）「
真
言
宗
南
山
進
流
声
明
」『
声
明
辞
典
』
法
蔵
館
、
一
九
八

四
、
六
四
頁
。.

（
８
）
声
明
の
旋
律
の
動
き
を
線
画
に
よ
っ
て
示
し
た
記
譜
法
。

（
９
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館.

編
『
中
世
寺
院
の
姿
と
暮
ら
し
』
山
川

出
版
、
二
〇
〇
四
、
九
頁
。

（
10
）
桐
野
好
覚
「
道
元
禅
師
と
羅
漢
供
養
―
道
元
禅
師
撰
『
羅
漢
供

養
式
文
』
再
考
―
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
二
〇
〇

二
、
六
一
～
九
頁
。

（
11
）
ミ
ヒ
ャ
エ
ラ
・
ム
ロ
ス
「
曹
洞
宗
に
お
け
る
羅
漢
講
式
の
変

遷
」『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
一
二

回
、
二
〇
一
一
、
四
七
九
～
四
八
四
頁
。

（
12
）
山
端
（
一
九
七
三
）、
二
〇
〇
頁
。

（
13
）
山
端
（
一
九
七
三
）・
尾
崎
（
一
九
九
七
）
な
ど
。

（
14
）
新
井
弘
賢
「『
魚
山
蠆
塵
集
』
成
立
過
程
の
研
究
」
大
正
大
学
仏

教
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
論
文
、
二
〇
一
七
、
七
七
頁
。

（
15
）
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫.

編
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
第
八
巻.

、

二
〇
一
八
、
三
二
七
頁
。

（
16
）
新
井
弘
順
「
声
明
の
楽
譜
と
記
譜
法
の
変
遷
」『
岩
波
講
座
日
本

の
音
楽
・
ア
ジ
ア
の
音
楽
』
四
巻
、
一
九
八
八
、
八
三
頁
。

（
17
）
新
井
（
一
九
八
八
）、
八
四
頁
。

（
18
）
浅
田
健
太
郎
「
声
明
譜
に
お
け
る
発
音
注
記
の
「
中
音
」
に
つ

い
て
」『
島
大
国
文
』
三
三
号
、
二
〇
一
一
、
三
二
頁
。

（
19
）
浅
田
（
二
〇
一
一
）、
四
七
頁
。

（
20
）
宗
学
研
究
部
門
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
四
）」『
宗
学
研
究
紀

要
』
第
三
六
号
、
二
〇
二
三
、
二
六
九
頁
。

（
21
）
新
井
（
一
九
八
八
）、
七
〇
頁
。



麟
広
書
写
本
『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
声
明
譜
に
つ
い
て
（
山
内
）

七
六



七
七

一
、
は
じ
め
に

　

瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
／
一
二
六
八
～
一
三
二
五
）
が
著
し
た
断
簡
『
三

木
一
草
事
』
で
は
、「
菩
薩
戒
相
伝
事
」
と
題
し
て
、
歴
代
祖
師
の
戒

法
授
与
人
数
、
ま
た
自
身
の
授
与
人
数
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

開
山
永
平
和
尚
有
別
願
授
戒
。
殆
将
及
千
人
。
然
而
正
伝
戒
法
纔
五
人
也
。

奘
和
尚
授
戒
六
百
余
人
。
伝
戒
纔
五
人
也
。
介
和
尚
授
戒
三
百
余
人
。
伝
戒

纔
四
人
也
。
紹
瑾
授
戒
已
七
百
余
。
自
正
応
及
元
亨
、
残
年
不
知
幾
年
人
数

幾
。
伝
戒
又
十
余
輩
。
現
在
七
人
也
。

.

（『
瑩
山
禅
師
遺
墨
集
』
大
本
山
總
持
寺
、
一
九
七
四
年
、
一
九
頁
）

正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
の
鉄
鏡
（
？
～
一
三
二
一
）
ら
五
人
へ
の
授
戒（

１
）を

端
緒
と
し
て
、
元
亨
年
間
（
一
三
二
三
）
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
七
百
人

を
超
え
る
授
戒
、
十
人
以
上
（
内
、
七
名
存
命
）
の
伝
戒
を
行
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
授
戒
人
数
は
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
に

次
い
で
多
く
、
ま
た
伝
戒
人
数
は
一
番
多
い
数
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
人
数
を
誇
示
し
た
真
意
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と

も
、
瑩
山
禅
師
は
戒
法
授
与
に
つ
い
て
積
極
的
で
あ
り
、
こ
の
姿
勢
が

教
団
の
規
模
拡
大
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
門
下
が
増
加
す
る
様
子
は
、『
洞
谷
記
』「
当
山
尽
未
来

際
置
文
」
に
も
窺
え
る
。

依
之
尽
未
来
際
、
瑩
山
嗣
法
小
師
、
剃
頭
小
師
、
参
学
小
師
、
受
具
受
戒
、

出
家
在
家
、
諸
門
弟
等
、
一
味
同
心
、
以
当
山
為
一
大
事
。
偏
奉
崇
敬
五
老

峰
。
専
可
興
行
門
風
、
是
則
瑩
山
尽
未
来
際
之
本
望
也
。
仏
言
、
篤
信
檀

那
、
得
之
時
、
仏
法
不
断
絶
、
云
云
。
又
云
、
敬
檀
那
可
如
仏
、
戒
定
慧

解
、
皆
依
檀
那
力
成
就
、
云
云
。
然
間
、
瑩
山
今
生
仏
法
修
行
、
依
此
檀
越

信
心
成
就
。（『
諸
本
対
校　

瑩
山
禅
師
「
洞
谷
記
」』
流
布
本
、
春
秋
社
、
二

〇
一
五
年
、
四
七
頁
。
以
下
『
洞
谷
記
』。
な
お
、
下
線
部
は
筆
者
）

嗣
法
・
剃
頭
・
参
学
・
受
具
受
戒
・
出
家
在
家
・
門
弟
な
ど
、
様
々
な

区
分
が
存
在
し
、
一
同
の
団
結
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
特
に
、
仏
道
修

行
に
お
い
て
は
「
檀
越
信
心
」
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
、
瑩
山
禅
師

が
教
団
の
一
員
と
し
て
檀
越
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

で
は
瑩
山
禅
師
は
檀
越
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
接
化
を
行
っ
た
か
。

本
稿
で
は
、
そ
の
一
事
象
と
し
て
檀
越
に
対
す
る
戒
法
授
与
、
特
に
出

家
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
永
光
寺
に
お
け
る
出
家
事
例
や
手
続
き
、

瑩
山
禅
師
に
お
け
る
戒
法
の
位
置
づ
け

―
檀
越
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て

―

秦
　
　
　
慧
　
洲

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



瑩
山
禅
師
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作
法
を
中
心
に
検
証
し
、
檀
越
出
家
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
を
図
る
。

二
、
檀
越
に
お
け
る
出
家
の
様
相

　

数
あ
る
永
光
寺
文
書
の
中
で
も
、
土
地
寄
進
に
関
す
る
記
述
で
は
開

創
過
程
が
示
さ
れ
る
中
、
出
家
者
の
名
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
の
永
光
寺
文
書
「
沙
弥
西
願
譲
状
案
」
の

裏
書
に
は
、「
酒
井
氏
系
譜
」
が
示
さ
れ
て
い
る（

２
）。

こ
の
系
譜
に
は
、

正
法
寺
開
山
の
無
底
良
韶
（
一
三
一
三
～
一
三
六
一
）
も
記
さ
れ
て
お

り
、
後
代
の
加
筆
と
見
ら
れ
る
。
仮
に
同
系
譜
と
『
洞
谷
記
』
の
永
光

寺
草
創
に
関
す
る
記
述（

３
）と

を
合
成
す
る
と
、
上
図
の
通
り
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
開
基
で
あ
る
祖
忍
（
酒
匂
八
郎
頼
親
の
嫡

女
。
平
氏
の
女
。
生
没
年
不
詳
）
を
は
じ
め
と
し
た
、
比
丘
、
比
丘
尼
、
沙

弥
と
い
っ
た
出
家
者
輩
出
の
多
さ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
酒
井
氏
の
性

禅
（
生
没
年
不
詳
）
は
、「
酒
井
氏
系
譜
」
に
「
酒
勾
八
郎
（
頼
親
）
後

家
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
祖
忍
の
母
親
と
推
定
さ
れ
る
。

　

性
禅
が
永
光
寺
に
土
地
を
寄
進
し
て
い
る
記
録
は
残
さ
れ
て
い
る（

４
）

が
、
単
な
る
経
済
的
支
援
者
た
る
檀
越
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
出
家
者

と
し
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
瑩
山
禅
師
が
性
禅
に
与

え
た
『
示
性
禅
姉
公
偈
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

非
思
量
処
入
頭
来
。
三
解
脱
門
一
等
開
。
不
事
不
心
不
是
仏
。
古
今
超
越
幾

千
廻
。.

（『
瑩
山
禅
師
御
遺
墨
集
』
一
九
頁
）

坐
禅
の
要
と
さ
れ
る
非
思
量
の
言
及
や
、
南
泉
普
願
（
七
四
八
～
八
三

五
）
と
百
丈
涅
槃
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
る
「
不
是
心
不
是
仏
不
是
物（

５
）」

の
問
答
を
想
起
さ
せ
る
表
現
な
ど
か
ら
、
熟
達
し
た
出
家
者
を
想
定
し

た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
系
譜
の
末
代
を
確
認
す
れ
ば
、
後
に
峨
山
二
十
五
哲
と
称
さ

れ
る
無
蔵
浄
韶
（
生
没
年
不
詳
）
と
無
底
良
韶
の
二
人
が
示
さ
れ
て
い

る
。
二
人
の
母
親
で
あ
る
性
韶
（
生
没
年
不
詳
）
も
比
丘
尼
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
浄
韶
・
良
韶
が
共
に
永
光
寺
へ
土
地
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と（

６
）

か
ら
、
開
基
檀
越
の
縁
戚
と
し
て
、
幼
い
頃
よ
り
永
光
寺
と
関
係
が



瑩
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禅
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あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

以
上
、「
酒
井
氏
系
譜
」
が
後
代
の
加
筆
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
も

の
の
、
永
光
寺
文
書
に
基
づ
い
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
酒
井
・
酒

勾
・
海
野
・
三
階
氏
を
中
心
と
し
た
開
基
檀
越
一
族
が
永
光
寺
に
お
い

て
多
く
出
家
し
た
と
み
て
相
違
な
く
、
彼
ら
が
教
団
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、「
無
上
菩
提
」
の
意
図

　

開
基
祖
忍
の
存
在
は
、
永
光
寺
を
建
立
す
る
契
機
で
あ
り
、
ま
た
同

寺
に
お
け
る
檀
越
出
家
の
代
表
例
と
言
え
よ
う
。
祖
忍
が
寄
進
し
た
過

程
を
振
り
返
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
七
・
八
月　

酒
井
利
忠
・
章
兼
よ
り
土
地
買
取

正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
春.

　
　
　

発
心
・
寄
進
の
意
を
示
す

文
保
元
年
（
一
三
一
七
）.

　
　
　

兄
頼
基
の
遺
言
に
よ
り
父
頼
親
宅
寄
進

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
一
〇
月　
　

.「
平
氏
女
寄
進
状
」

元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
八
月.　
　
　

剃
髪
出
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
月　
　

.『
洞
谷
記
』「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」

祖
忍
が
土
地
を
縁
戚
よ
り
求
め
た
後
、
瑩
山
禅
師
に
対
し
て
発
心
・
寄

進
の
志
を
示
し
、
最
終
的
に
は
剃
髪
出
家
を
果
た
し
て
い
る
。
特
に
注

目
す
べ
き
は
、
永
光
寺
文
書
「
平
氏
女
寄
進
状
」
に
お
い
て
改
め
て
示

さ
れ
て
い
る
、
祖
忍
の
発
心
の
様
子
で
あ
る
。

き
し
ん
す
の
と
の
く
に
さ
か
い
の
ほ
う
の
う
ち
□（

山
カ
）□

や
て
ん

□

（
は
く
い
け
の
カ
）事

（
中
略
）
し
か
あ
る
を
、
平
の
う
ち
の
女
む
し
や
う
ほ
た
い
の
た
□

（
め
カ
）に

、
あ
ん

と
の
御
下
ふ
み
二
つ
う
、
は
う
け
ん
二
つ
う
、
□

（
に
カ
）ほ

ん
す
の
て
つ
き
の
あ
ん

も
ん
ら
を
あ
い
そ
え
□

（
て
カ
）、

な
か
く
せ
う（

紹
瑾
）き

ん
を
し
や
う
に
た
て
ま
つ
□（

り
）お

は

り
ぬ
。
し
々
そ
ん
〳
〵
さ
ら
に
い
ら
ん
す
へ
□（

か
ら
）□

す
。

.

（『
曹
洞
宗
古
文
書
』
上
、
一
一
九
～
一
二
〇
頁
）

寄
進
し
た
理
由
と
し
て
「
む（

無

上

菩

提

）

し
や
う
ほ
だ
い
」
と
述
べ
、
子
々
孫
々
に

わ
た
っ
て
返
還
を
求
め
な
い
意
思
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
石

川
力
山
氏
は
、
總
持
寺
の
峨
山
韶
碩
（
一
二
七
五
～
一
三
六
六
）
に
対
す

る
寄
進
理
由
の
多
く
が
「
後
生
菩
提
」
と
し
て
い
る
こ
と
と
比
し
て
、

そ
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る（

７
）。

　

瑩
山
禅
師
は
、
こ
の
「
無
上
菩
提
」
を
高
く
評
価
し
た
故
に
、
祖
忍

の
出
家
を
認
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
洞
谷
記
』
で
祖
忍
の

出
家
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

昔
洴（

瓶
）沙

王
、
以
竹
林
園
如
施
仏
、
依
信
施
清
浄
、
一
入
此
山
中
者
、
欲
心
微

薄
、
白
業
増
長
。
或
為
悲
母
十
三
回
追
善
、
尅
彫
本
尊
、
或
為
慈
父
十
三
回

修
善
、
建
立
仏
閣
、
或
為
自
身
滅
罪
、
或
為
先
妣
得
道
、
合
力
而
建
東
司
、

或
為
亡
妻
追
善
、
建
立
浴
室
。
誠
是
諸
人
、
善
根
山
也
、
一
切
功
徳
林
也
。

況
乎
彼
女
施
主
、
白
業
日
々
増
長
、
発
心
漸
々
精
熟
。
伝
受
仏
戒
、
聴
受
心

要
、
断
除
塵
労
欲
心
、
楽
欲
出
家
浄
行
。
遂
元
亨
元
年
八
月
六
日
、
剃
髪
、

為
比
丘
尼
、
法
名
祖
忍
。.

（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
七
頁
）

竹
林
精
舎
の
寄
進
者
で
あ
る
瓶
沙
王
が
、
滅
罪
や
亡
妻
の
菩
提
を
願
う

が
故
に
寄
進
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
施
主
祖
忍
が
年
数
を
重
ね
な
が
ら
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発
心
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
比
丘
尼
と
な
っ
た
過
程
が
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
祖
忍
は
瓶
沙
王
と
比
し
て
顕
彰
さ
れ
て
お
り
、
祖
忍
が

仏
戒
を
受
け
た
後
に
出
家
浄
行
を
欲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
早
い
段

階
か
ら
出
家
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
祖
忍
が
出
家
を
切
望
し
た
理
由
、
ま
た
事
前
に
土
地
の

準
備
を
し
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る（

８
）。

し
か
し
、
文
保
元

年
に
兄
頼
基
（
生
没
年
不
詳
）
の
遺
言
を
実
行
し
て
い
る
よ
う
に
、
祖
忍

が
実
質
的
な
酒
勾
氏
の
惣
領
と
し
て
認
識
さ
れ
な
が
ら
、
一
族
の
経
済

力
を
象
徴
す
る
土
地
を
寄
進
し
、
出
家
を
果
た
し
た
事
実
は
、
当
時
に

お
い
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
世
、
特
に
十
三
世
紀
以
降
は
、
在
俗
の
身
で
あ
り
な
が
ら
出
家
を

果
た
す
事
例
が
大
幅
に
増
加
し
た
時
代
と
さ
れ
、
在
俗
出
家
自
体
は
決

し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た（

９
）。

平
雅
行
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
家

形
態
の
多
く
は
、
古
代
の
律
令
制
度
に
よ
る
課
役
か
ら
逃
れ
る
私
度
僧

的
性
格
で
は
な
く
、
浄
土
信
仰
を
ベ
ー
ス
と
し
た
有
力
者
の
「
後
生
菩

提
」
を
願
っ
た
出
家
事
例
で
あ
り
、
土
地
や
惣
領
と
し
て
の
地
位
を
維

持
し
た
ま
ま
の
入
道
的
性
格
が
強
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
、
惣
領
的
立
場
で
あ
り
な
が
ら
土
地
を

寄
進
し
た
祖
忍
は
特
異
で
あ
り
、
発
心
を
基
調
と
し
た
出
家
の
理
想
像

で
も
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
れ
は
先
に
指
摘
し
た
「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
の

「
檀
越
信
心
」
と
も
相
関
す
る
部
分
で
あ
り
、
開
基
祖
忍
の
姿
勢
が
永

光
寺
に
お
け
る
檀
越
出
家
の
一
事
例
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
永
光
寺
に
お
け
る
出
家

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
の
上
で
檀
越
出
家
を
行
っ
た

か
。
そ
の
一
端
と
し
て
、『
洞
谷
記
』「
発
心
作
僧
事
」
に
は
入
門
作
法

の
次
第
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
永
光
寺
で
は
様
々
な
境
遇
の
人
々

が
、
出
家
在
家
を
問
わ
ず
、
入
門
を
望
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る）

（1
（

。

諸
方
顕
密
学
徒
、
改
本
宗
者
、
只
授
衣
鉢
、
令
入
衆
也
。
若
臘
未
持
一
旁
、

人
来
望
作
僧
。
一
夏
若
一
冬
、
且
接
沙
弥
位
、
令
給
仕
、
後
受
具
入
衆
。
若

又
雖
出
家
形
、
帯
妻
子
、
如
在
家
人
者
、
経
一
回
、
令
浄
行
、
受
具
作
僧
。

若
地
頭
、
御
家
人
、
発
心
望
出
家
、
真
浄
発
心
者
、
即
受
具
作
僧
無
妨
。
若

雑
色
以
下
土
民
等
、
発
心
来
、
尋
発
心
因
縁
、
清
浄
心
者
、
即
令
剃
髮
、
接

沙
弥
新
戒
位
、
或
経
一
回
二
回
。
道
具
調
行
儀
改
者
、
受
具
作
僧
。
亦
諸
職

游
人
一
類
者
、
非
抜
群
人
者
、
受
具
不
許
作
僧
。
是
永
平
和
尚
垂
誡
也
。

若
自
幼
少
、
令
投
下
出
家
者
、
或
十
五
十
六
中
、
学
得
三
経
〈
法
華
、
梵

網
、
遺
教
〉、
四
冊
〈
弁
道
法
、
赴
粥
飯
法
、
寮
中
清
規
、
参
大
已
巻
〉
者
、

令
剃
頭
受
具
作
僧
。（
中
略
）
行
堂
掛
塔
、
方
丈
及
耆
年
宿
徳
、
依
止
学
文
。

至
十
五
十
六
七
、
学
文
成
者
、
臘
八
若
仏
生
会
、
剃
頭
受
戒
、
受
具
作
僧
。

剃
頭
受
戒
作
法
、
在
別
紙
。.

（『
洞
谷
記
』
流
布
本
、
九
〇
頁
）

　

前
半
部
は
道
元
禅
師
の
垂
誡
で
あ
る
。
改
宗
者
、
妻
子
が
い
る
出
家

に
近
い
者
、
地
頭
や
御
家
人
、
下
級
役
人
な
ど
の
土
着
の
庶
民
、
あ
る

い
は
流
浪
人
も
含
め
た
様
々
な
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
出
家
す
る
上

で
の
手
順
を
示
し
て
い
る
。
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注
目
す
べ
き
は
、
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
発
心
」
の
重
要
性
で
あ

る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
度
合
に
よ
っ
て
出
家
の
可
否
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
特
に
、
流
浪
人
に
対
す
る
厳
し
い
制
約
か
ら
は
、
身
分
の
安
定

や
逃
避
を
目
的
と
し
た
安
易
な
出
家
を
防
ぐ
意
図
が
窺
え
る
。
ま
た
、

沙
弥
位
が
一
時
的
処
遇
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教

団
に
お
け
る
見
極
め
期
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
半
部
は
瑩
山
禅
師
の
補
足
と
し
て
、
幼
い
童
子
の
出
家
手
順
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
管
見
す
る
限
り
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
初
め
て
沙

弥
育
成
制
度
を
明
文
化
し
た
記
述
と
思
わ
れ
る
。
道
元
禅
師
の
垂
誡
に

追
記
し
た
理
由
を
鑑
み
れ
ば
、
当
時
の
永
光
寺
で
は
、
童
子
を
出
家
者

の
卵
と
し
て
迎
え
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、「
発
心
作
僧
事
」
に
は
「
投
下
状
式
」
と
い
う
出
家
志
願

書
な
る
書
式
が
別
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
「
蒙
父
母
情
允

礼
」（『
洞
谷
記
』
流
布
本
、
九
一
頁
）
と
あ
り
、
父
母
の
許
可
を
得
た
上
で

の
出
家
が
前
提
と
な
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま
り
、
身
寄
り
の
な
い
童
子
を

預
か
る
不
可
抗
力
の
出
家
で
は
な
く
、
父
母
の
許
し
を
得
た
上
で
発
心

を
前
提
と
し
た
出
家
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

童
子
に
は
、
当
然
檀
越
の
子
弟
も
含
め
た
可
能
性
が
あ
り
、
先
に
み
た

「
酒
井
氏
系
譜
」
の
沙
弥
の
存
在
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

さ
て
、「
発
心
作
僧
事
」
に
お
い
て
、
妻
子
が
い
る
出
家
に
近
い
者

に
関
す
る
記
述
は
、
聊
か
違
和
感
を
覚
え
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
洞
谷
記
』
に
お
け
る
事
例
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

元
亨
二
年
〈
壬
戌
〉
正
月
十
四
日
、
願
生
々
年
八
十
三
、
発
心
作
僧
、〈
臘
次

六
十
四
〉
妻
尼
心
妙
同
時
作
比
丘
尼
息
女
心
正
孫
女
浄
忍
、
同
発
心
作
尼
喝

食
家
中
一
族
皆
発
心
奇
代
事
故
。
為
山
徳
故
入
山
人
必
発
心
求
道
。

.

（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
一
〇
一
頁
）

　

願
生
と
い
う
人
物
が
八
三
歳
に
し
て
発
心
出
家
を
果
た
し
た
折
、
妻

の
心
妙
、
娘
の
心
正
、
孫
の
浄
忍
と
、
一
族
全
員
が
同
じ
く
発
心
出
家

を
果
た
し
た
こ
と
を
「
奇
代
事
」
と
評
し
て
い
る
。
願
生
の
臘
次
は
六

四
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
年
在
俗
で
あ
り
な
が
ら
出
家
者
と
共
に
修

行
を
重
ね
、
よ
う
や
く
出
家
が
適
っ
た
人
物
と
推
測
さ
れ
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
同
記
述
で
注
目
す
べ
き
は
、
洞
谷
山
へ
入
る
者
は
発
心
す
る

確
信
を
得
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
山
徳
を
賞
賛
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
竹
林
精
舎
の
「
一
入
此
山
中
者
、
欲
心

微
薄
、
白
業
増
長
」（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
七
頁
）
と
比
し
て
、
同
じ
山

に
入
る
者
で
も
表
現
の
差
異
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
山
に
入
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
創
建
時
に

見
た
感
夢
で
も
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

其
時
羅
漢
第
八
尊
者
、
在
告
示
、
入
山
看
山
眺
望
、
而
曰
、
此
山
雖
為
小

所
、
之
頗
為
勝
地
、
尚
勝
于
永
平
寺
。

（〻
永
平
寺
）

〻
〻
者
、
方
丈
立
処
当
山
凹
、
是

障
礙
神
之
所
居
際
、
自
古
一
切
有
障
碍
、
是
故
也
。
当
山
者
不
然
、
興
化
可

如
意
。〈
云
々
。〉
誠
自
卓
庵
、
已
九
年
、
一
切
無
障
碍
、
無
為
修
練
逐
年
繁

昌
。.

.（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
四
頁
）

羅
漢
で
あ
る
伐
闍
羅
弗
多
羅
尊
者
が
、
永
光
寺
と
い
う
場
所
の
吉
凶
が
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永
平
寺
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、
そ
の
繁
栄
を
保
証
し
て
い
る
。
こ
こ
で

も
永
光
寺
の
山
徳
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
瑩
山
禅
師
が
夢
を
重
視
し
た

こ
と
は
先
学
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
永
光
寺
創
建
当
時
に

見
た
感
夢
を
、
先
に
み
た
願
生
一
家
の
出
家
と
い
う
現
実
を
通
し
て
改

め
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
永
光
寺
が
発
心
を
生
み
出
す
場
と
い
う
確
信
を
得
た
こ
と
は
、

檀
越
出
家
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
出
家
作
法
に
見
え
る
意
図

　
「
発
心
作
僧
事
」
末
尾
に
は
「
剃
頭
受
戒
作
法
」
が
別
紙
に
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、
可
能

性
と
し
て
、
島
根
県
雲
樹
寺
旧
蔵
の
『
得
度
授
戒
作
法
』
に
近
似
し
た

内
容
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
『
得
度
授
戒
作
法
』
は
、
道
元
禅
師
撰
述
『
出
家
略
作
法
』
の
異
本

と
さ
れ
、
瑩
山
禅
師
が
孤
峰
覚
明
（
一
二
七
一
～
一
三
六
一
）
に
授
け
た

受
戒
儀
軌
の
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
出
家
略
作

法
』
と
比
し
て
、
構
成
や
内
容
の
異
同
が
多
い
。

　

こ
こ
で
は
『
得
度
受
戒
作
法
』
の
伝
承
経
緯
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、

在
家
者
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
ま
ず
、
本
文
末
尾
に
は

受
戒
儀
軌
に
追
記
す
る
形
で
袈
裟
に
関
す
る
備
考
が
附
さ
れ
て
い
る
。

又
如
七
条
〈
名
中
衣
有
打
搭
〉
授
云
菩
薩
大
士
一
心
念
我
比
丘
〈
某
甲
〉
此

鬱
多
羅
七
条
衣
受
両
長
一
短
割
截
衣
持
〈
三
遍
与
受
頂
戴
如
先
〉
又
如
五
条

〈
此
如
法
者
有
打
搭
只
少
而
已
。
今
掛
落
準
之
〉
授
云
菩
薩
大
士
一
心
念
我
沙

弥
〈
某
甲
〉
此
安
陀
会
五
条
衣
受
両
長
一
短
割
截
衣
持
〈
三
遍
如
前
〉
大
中

小
衣
皆
搭
了
礼
三
拝
。
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
沙
弥
沙
弥
尼
式
叉
摩
尼

七
衆
皆
同
授
大
衣
。
三
国
伝
灯
祖
訓
仏
心
印
之
秘
訣
也

.

（
一
五
丁
裏
～
一
六
丁
表
）

袈
裟
そ
れ
ぞ
れ
に
割
註
と
し
て
授
与
条
件
が
示
さ
れ
て
お
り
、
七
条
衣

は
掛
搭
を
し
て
い
る
者
、
五
条
衣
（
掛
落
）
は
如
法
で
あ
る
が
掛
搭
期

間
が
短
い
者
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
五
条
衣
は
一
時
的
処
遇
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
改
宗
者
や
願
生
の
よ
う
な
晩
年
出
家
を
果
た
し
た
者
に

対
す
る
配
慮
と
も
考
え
ら
れ
、
先
に
み
た
沙
弥
位
と
も
関
連
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
袈
裟
に
よ
る
区
分
が
掛
搭
や
素
行
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
正
式
な
九
条
衣
を
授
与
す
る
に
は
相
応
の

理
由
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、『
出
家
略

作
法
』
に
て
単
に
「
授
袈
裟）

（1
（

」
と
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
『
洞
谷
記
』「
発
心
作
僧
事
」
で
見
ら
れ
た
多
様
な
出
家
希
望
者

へ
の
対
応
と
相
関
関
係
に
あ
る
。

　

ま
た
末
尾
で
は
、
七
衆
が
み
な
仏
心
印
の
秘
訣
た
る
大
衣
（
九
条

衣
）
を
授
か
る
資
格
が
あ
る
こ
と
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
優
婆

塞
・
優
婆
夷
で
あ
っ
て
も
大
衣
を
授
か
る
と
い
う
表
現
は
特
異
で
あ

り
、
僧
俗
を
超
え
た
受
戒
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
み

た
袈
裟
に
よ
る
明
確
な
区
分
と
は
相
反
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
実
情
に
合
わ
せ
た
差
異
に
過
ぎ
ず
、「
七
衆
全
員
が
大
衣
を
授
か
る
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出
家
者
た
り
得
る
」
と
い
う
基
本
理
念
を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
か
ら
、
在
家
で
あ
っ
て
も
出
家
と
な
る
道
筋
が
確
認
で
き
、

同
作
法
で
は
檀
越
出
家
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

五
、
小
結

　

本
稿
で
は
、
永
光
寺
に
お
け
る
檀
越
出
家
の
様
相
を
考
察
し
た
。
そ

の
特
徴
を
以
下
の
三
点
に
し
て
挙
げ
る
。

　

一
点
目
が
、
祖
忍
を
始
め
と
し
た
檀
越
出
家
に
お
け
る
発
心
の
重
要

性
で
あ
る
。
所
領
寄
進
や
掛
搭
期
間
の
長
さ
な
ど
、
具
体
的
な
行
動
に

よ
っ
て
発
心
の
度
合
い
を
見
定
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
入
道

的
性
格
を
持
っ
た
他
の
在
俗
出
家
と
は
異
な
る
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

　

二
点
目
が
、
様
々
な
境
遇
の
出
家
に
対
応
す
る
広
汎
性
で
あ
る
。

「
発
心
作
僧
事
」
や
『
得
度
授
戒
作
法
』
か
ら
、
沙
弥
位
や
五
条
衣
と

い
っ
た
一
時
的
処
遇
に
よ
っ
て
、
様
々
な
境
遇
へ
の
対
応
が
確
認
で
き

た
。
ま
た
、
沙
弥
の
育
成
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
檀
越
子
弟

を
含
め
た
教
団
形
成
の
一
端
が
窺
え
た
。

　

三
点
目
が
、
永
光
寺
と
い
う
場
所
へ
の
信
頼
感
で
あ
る
。
感
夢
や
願

生
一
家
の
出
家
事
例
な
ど
を
通
し
て
、
山
徳
に
よ
る
発
心
に
確
証
を
持

ち
、
結
果
的
に
積
極
的
な
檀
越
出
家
へ
と
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
も
、
檀
越
を
単
な
る
経
済
的
支
援
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

発
心
・
無
上
菩
提
を
表
す
出
家
者
と
し
て
も
期
待
し
て
い
た
現
れ
で
も

あ
ろ
う
。「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
「
師
檀
和
合
、
而
親
作
水
魚

眤
、
来
際
一
如
、
而
可
致
骨
肉
思
」（『
洞
谷
記
』
流
布
本
、
四
七
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、
当
時
の
永
光
寺
で
は
、
出
家
・
在
家
と
い
う
関
係
性
に
留

ま
ら
ず
、
僧
俗
一
体
に
よ
る
運
営
方
針
が
垣
間
見
え
る
。

註
（
１
）『
洞
谷
記
』「
御
自
伝
」
に
「
初
任
首
座
可
鉄
鏡
禅
師
。
予
最
初

五
人
得
戒
之
上
足
也
（
中
略
）
廿
九
、
就
永
平
寺
演
老
、
所
許

可
受
戒
作
法
。
即
年
冬
初
、
始
開
戒
法
。
最
初
度
五
人
、
至
卅

一
、
度
七
十
余
人
」（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
七
頁
）
と
あ
り
、

最
初
の
三
年
間
で
七
十
名
以
上
の
授
戒
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
２
）『
加
能
史
料
』
鎌
倉
Ⅱ
、
石
川
史
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
、
六

六
頁
。

（
３
）「
平
氏
女
者
、
酒
匂
八
郎
頼
親
女
子
也
。
海
野
三
郎
滋
野
信
直
妻

室
也
。（
中
略
）
平
氏
女
舎
兄
中
河
地
頭
酒
匂
平
八
頼
基
、
終
焉

時
遺
命
、
而
以
親
父
頼
親
家
、
為
彼
追
善
、
及
自
身
与
大
姊
善

願
、
施
与
之
。
以
可
造
立
方
丈
」（『
洞
谷
記
』
古
写
本
、
三
～

五
頁
）

（
４
）
永
光
寺
文
書
「
永
光
寺
寄
田
注
文
」（『
曹
洞
宗
古
文
書
』
上
、

筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
一
二
二
頁
）

（
５
）
同
問
答
は
『
宏
智
録
』
巻
一
（
大
正
蔵
四
八
・
一
三
下
）、『
正

法
眼
蔵
』「
阿
羅
漢
」
巻
（『
道
元
禅
師
全
集
』
一
、
春
秋
社
、

四
〇
五
頁
）、『
真
字
正
法
眼
蔵
』
二
四
九
則
（『
道
元
禅
師
全
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集
』
五
、
二
五
六
頁
）
な
ど
に
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
浄
韶
よ
り
仏
殿
本
尊
の
灯
油
料
、

貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
に
良
韶
よ
り
僧
堂
・
土
地
堂
の
灯
油

料
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
土
地
の
寄
進
を
行
っ
て
い
る
（『
曹
洞
宗

古
文
書
』
上
、
一
三
七
～
一
三
九
頁
）。

（
７
）
石
川
力
山
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
尼
僧
の
位
相
に
つ
い
て

（
下
）」『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
四
号
、
一
九
九
三
年
、
七

五
頁
。

（
８
）
祖
忍
が
土
地
を
寄
進
し
た
意
図
に
つ
い
て
、
伊
藤
良
久
氏
は
、

南
北
朝
の
混
乱
期
に
お
け
る
土
地
を
巡
る
抗
争
を
防
ぐ
紐
帯
と

す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
祖
忍
が
縁
戚
の
土
地
を

買
取
り
、
永
光
寺
を
一
族
の
氏
寺
か
つ
緩
衝
地
帯
と
す
る
こ
と

で
、
一
族
の
争
い
を
防
ぐ
手
立
て
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
伊

藤
良
久
「
永
光
寺
・
總
持
寺
、
両
教
団
勢
力
の
消
長
」『
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
論
集
』
三
十
号
、
一
九
九
九
年
、
三
一
三
頁
）。

（
９
）
例
え
ば
、
十
三
～
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
全
国
の
村
落
定
書
に

お
け
る
署
判
の
推
移
を
比
較
し
た
所
、
法
名
の
割
合
は
十
三
～

十
五
世
紀
に
か
け
て
は
多
い
一
方
で
、
十
六
世
紀
以
降
は
減
少

傾
向
に
あ
る
（
園
部
寿
樹
『
日
本
中
世
村
村
落
身
分
の
研
究
』、

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
九
～
一
四
六
頁
）。
こ
の
こ
と

か
ら
、
瑩
山
禅
師
在
世
時
の
中
世
村
落
に
お
い
て
、
全
国
的
に

在
俗
出
家
が
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
10
）
平
雅
行
「
日
本
中
世
に
お
け
る
在
俗
出
家
に
つ
い
て
」『
大
阪
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
五
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
～

三
頁
。

（
11
）
例
え
ば
、『
正
法
眼
蔵
』「
出
家
」
巻
に
「
お
ほ
よ
そ
無
上
菩
提

は
、
出
家
受
戒
の
と
き
満
足
す
る
な
り
」（『
道
元
禅
師
全
集
』

二
、
二
六
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
出
家
を
前
提

と
し
た
無
上
菩
提
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

（
12
）「
発
心
作
僧
事
」
は
大
乗
寺
古
写
本
に
は
な
く
、
流
布
本
の
記
述

で
あ
る
為
、
瑩
山
禅
師
自
身
が
定
め
ら
れ
た
も
の
か
確
証
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
永
光
寺
門
下
に
お
い
て
受
戒
の

手
続
き
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
。

（
13
）
な
お
、
同
書
式
は
『
禅
苑
清
規
』「
訓
童
行
」（『
訳
注
禅
苑
清

規
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
、
三
二
〇
頁
）
を
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
14
）
願
生
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
瑩
山
禅
師
の
元
で
在
俗
の
弟
子
と

な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
年
齢
か
ら
大
乗
寺
以
前
の
縁
故

と
推
測
さ
れ
る
。

（
15
）
宮
地
清
彦
「『
伝
光
録
』
に
お
け
る
「
夢
」
の
用
例
に
つ
い
て
」

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
五
巻
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
五

～
一
四
〇
頁
。

（
16
）『
道
元
禅
師
全
集
』
六
、
一
九
六
頁
。
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１
、
問
題
の
所
在

..

本
稿
は
瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
に
お
け
る
僧
俗
観
を
検
討

す
る
も
の
で
あ
る
。
禅
師
の
在
家
者
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
先
行
研
究

に
お
い
て
数
多
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
檀
越
と
の
関
係
に
注
目
す
る
と

『
洞
谷
記
』
所
収
「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
お
け
る
「
縱
使
有
難
値

難
遇
之
事
、
必
可
生
和
合
和
睦
之
思
」（
東
隆
眞.

監
修
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅

師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
四
七
頁
。
以
下
『
諸
本
対
校.

洞
谷

記
』。
尚
、
本
稿
で
は
同
書
に
掲
載
さ
れ
る
「
大
乗
寺
流
布
本
」
を
底
本
と
す
る
）

と
い
う
説
示
は
殊
に
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
当
該
部
は
僧
侶
と
在
家
者

の
両
者
が
互
い
を
慈
し
み
あ
い
、
信
じ
合
う
と
い
う
檀
越
に
対
す
る
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
（
宮
地
清
彦
『
瑩
山
禅
師
伝
』
曹
洞
宗

宗
務
庁
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
二
頁
）。『
瑩
山
清
規
』（
一
三
二
四
年
成
立
、
以

下
『
瑩
規
』）
で
規
定
さ
れ
る
諸
諷
経
に
お
い
て
も
「
本
寺
檀
那
、
諸
檀

越
等
」
が
回
向
対
象
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
各
所
で
檀
越
へ
の

配
慮
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
檀
越
重
視
の
姿
勢

は
、
瑩
山
禅
師
の
在
家
者
に
対
す
る
態
度
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

..

一
方
で
叢
林
内
労
働
に
従
事
す
る
在
家
者
（
人
工
・
火
客
）
に
対
す

る
、
禅
師
の
態
度
に
直
接
言
及
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
無
い
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
で
は
彼
ら
を
「
叢
林
内
労
働
者
」
と
呼
称
し
、
そ
の
存
在

に
対
す
る
禅
師
の
姿
勢
を
『
瑩
規
』
を
起
点
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

な
お
本
稿
に
お
け
る
『
瑩
規
』
は
、
現
在
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る
「
禅

林
寺
本
」（
一
三
七
六
年
）
を
底
本
と
す
る
。

　

ま
ず
『
瑩
規
』
の
中
で
人
工
・
火
客
の
存
在
が
明
記
さ
れ
る
の
は
、

十
二
月
に
修
さ
れ
る
「
歳
末
看
経
（
牓
）」
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下

に
「
除
夜
施
餓
鬼
（
疏
）」
と
と
も
に
示
す
。

十
日
以
後
、
開
坐
禅
。
歳
末
看
経
牓
。

無
縁
大
慈
、
平
等
利
済
群
生
、
広
大
接
化
、
一
同
救
度
含
類
。
是
以
、
歳

末
、
故
転
数
日
、
寺
中
、
専
勧
看
経
、
回
向　

寺
領
田
畠
耕
死
蠢
動
含
霊
、

乃
至
且
（
旦
カ
）
越
所
領
所
生
牛
馬
六
畜
、
及
山
林
受
生
禽
獣
虫
類
、
水
陸

一
切
前
亡
後
滅
。
上
自
三
宝
手
足
供
給
之
人
工
火
客
、
下
至
畜
生
、
残
害
、

横
死
之
下
賤
愚
朦
、
皆
所
助
僧
宝
大
悲
之
威
神
力
、
悉
得
感
小
因
能
大
之
勝

妙
果
〈
矣
〉。
読
経
、
念
仏
、
誦
呪
章
句
、
有
衆
意
。
無
分
量
。
祇
回
接
諸
衆

『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り

―
人
工
・
火
客
を
中
心
に
し
て

―

澤
　
城
　
邦
　
生

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月
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生
之
慈
心
、
等
修
利
済
群
品
之
妙
行
也
。
敬
白
。
品
目
、
具
于
後
。

妙
法
蓮
華
経　

梵
網
菩
薩
戒
経　

大
円
覚
経　

金
剛
般
若
経.

什
麼
経

元
亨
四
年
十
二
月
日　

堂
司
比
丘
某
甲
敬
〈
□

（
勧
カ
）化

〉

除
夜
前
、
両
三
日
間
、
結
解
清
書
。
施
餓
鬼
了
、
維
那
、
宣
疏
云
、

南
閻
浮
提
大
日
本
国　

国　

山　

寺
某
甲
等....

今
月
晦
日
、
迎
年
窮
歳
尽
之
除
夜
、
将
救
所
縁
群
生
之
亡
魂
。
兼
日
、
令
勧

化
合
山
緇
白
而
諷
誦
諸
経
神
呪
。
除
夜
、
令
引
率
現
前
一
衆
、
而
同
誦
楞
厳

神
呪
。
所
集
殊
勲
、
救
済
群
萌
者
。

右
潜
以
、
蠢
ゝ
含
類
、
非
大
慈
無
漾
済
。

ゝ
群
生
、
捨
仏
経
争
解
脱
。
螻

蟻
、
混
持
経
者
手
水
而
逝
、
蝸
牛
、
当
聴
法
人
杖
下
而
死
、
倶
脱
畜
類
、
同

生
忉
利
。
況
乎
五
百
聖
者
、
為
昔
五
百

。
十
千
游
魚
、
為
今
一
万
羅

漢
。
所
縁
、
永
劫
不
朽
壊
、
下
種
、
累
生
、
成
就
来
。
若
然
者
、
駈
使
奴

牌
、
牛
馬
、
寺
領
水
陸
受
生
、
決
為
生
ゝ
同
法
。
必
為
世
ゝ
道
伴
。
憐
愍
而

可
祈
転
凡
入
聖
。
哀
顧
而
可
念
増
道
損
□生

。
□看

□経

誦
呪
大
意
、
兼
日
、
押

貼
、
具
之
。
品
目
、
如
後
。

妙
法
蓮
華
経
什
拾
部

梵
網
経
什
拾
巻　

丶　

丶　

丶

上
来
、
諷
誦
経
呪
、
所
集
功
徳
、
回
向　

山
内
含
生
、
所
縁
群
類
。
仏
種
縁

熟
、
脱
苦
得
楽
、
法
界
衆
生
、
同
円
種
智
者
。
加
銀
銭
倶
焼
。

（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
四
）」、『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
六
、
二
〇
二
三

年
、
一
八
七
～
一
八
九
頁
。
※
下
線
部
筆
者
。
以
下
の
引
用
箇
所
で
も
同
様
）

　

拙
稿
（
澤
城
邦
生
「『
瑩
山
清
規
』「
歳
末
看
経
牓
」・「
除
夜
施
餓
鬼
疏
」
に
関

す
る
一
考
察.

：.

出
典
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
六
、
二
〇
二

三
年
、
二
三
～
三
七
頁
）
に
基
づ
き
、
当
該
行
事
を
確
認
す
る
と
、
成
道

会
・
集
中
坐
禅
期
間
な
ど
の
十
二
月
上
旬
の
行
事
を
修
し
た
後
、
十
日

か
ら
は
「
開
坐
禅
」
と
な
り
、
歳
末
看
経
が
修
さ
れ
て
い
く
。
仮
に
晦

日
ま
で
修
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
約
二
十
日
間
と
い
う
長
期
の
修
行

と
な
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
中
世
成
立
の
『
回
向
幷
式
法
』『
年
中
行
事
清
規
』

で
は
、
十
五
日
か
ら
修
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
）。
な
お
十
二
月
除
夜

施
餓
鬼
は
、
行
事
当
日
前
か
ら
臨
時
の
看
経
が
修
さ
れ
る
が
、
そ
の
看

経
と
施
餓
鬼
は
別
々
の
行
事
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
臨
時
看
経
も
施
餓
鬼

の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
「
牓
」
と
「
疏
」
の
記
載
か
ら
、
歳
末
看
経
並
び
に
除
夜
施

餓
鬼
の
主
眼
が
「
動
物
供
養
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
「
寺
領
」「
檀
越
所
領
」「
所
縁
群
生
」「
山
内
含
生
所
縁
群
類
」
と

記
さ
れ
る
よ
う
に
、
寺
院
・
檀
越
が
所
有
す
る
使
役
動
物
、
あ
る
い
は

寺
領
等
の
田
畑
に
生
息
す
る
昆
虫
の
類
が
主
た
る
対
象
と
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
当
該
寺
院
に
ゆ
か
り
の
あ
る
（
所
縁
）
動
物
が
主
た
る

回
向
対
象
と
さ
れ
る
の
だ
。

..
こ
の
看
経
・
施
餓
鬼
に
関
し
て
は
、
瑩
山
禅
師
の
檀
信
徒
教
化
へ
腐

心
し
て
い
る
様
や
、
禅
師
の
慈
悲
の
懇
念
が
顕
れ
て
い
る
一
節
な
ど
と
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評
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
行
事
の
源
泉
を
探
る
と
、
唯
一
、
行

事
名
上
『
慧
日
山
古
清
規
』（
一
三
一
八
年
成
立
）
に
「
歳
末
看
経
牓
」
が

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
瑩
規
』
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
疏
の
典
拠
を
求
め
て
い
く
と
、『
華
厳
感
応
伝
』『
注
好

選
』『
大
唐
西
域
記
』『
金
光
明
経
』
が
出
典
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
典
等
か
ら
引
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
動

物
転
生
因
縁
譚
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
機
縁
が
経
典
等
の
読
誦
で
あ

る
と
い
う
点
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

..

さ
て
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
当
該
行
事
の
主
眼
は
動
物
供
養
と
解

釈
で
き
る
が
、
そ
の
回
向
対
象
に
は
人
間
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
上
自
三
宝
手
足
供
給
之
人
工
火
客
、
下
至
畜
生
残
害
横
死
之
下
賤
愚

朦
」（
牓
）、「
駈
使
奴
牌
」（
疏
）
で
あ
る
。
前
者
は
、
三
宝
に
食
事
等

を
給
す
る
「
人
工
」「
火
客
」
と
、
傷
つ
き
非
業
の
死
を
遂
げ
た
「
下

賤
愚
朦
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
文
脈
上
、
檀
越
所
領
で
使
役
さ
れ
た

「
奴
婢
」
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
年
に
死
亡
し
た
寺
院
内
の
人
間
と
、

檀
越
所
領
で
死
亡
し
た
人
間
に
対
す
る
追
善
供
養
が
、
看
経
・
施
餓
鬼

に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
、
管
見
の
限

り
、
先
行
研
究
で
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

..

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
人
工
・
火
客
と
い
う
叢
林
内
労
働
者
に
注
目
し

て
い
く
。
彼
ら
が
『
瑩
規
』
以
前
の
禅
籍
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
比
し
て

『
瑩
規
』
で
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。

２
、
中
国
叢
林
に
お
け
る
人
工
・
火
客
の
位
置
づ
け

　
（
１
）
人
工
に
つ
い
て

..

ま
ず
人
工
に
つ
い
て
み
て
い
く
。『
新
版　

禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書

店
、
九
九
七
頁
、
以
下
『
禅
学
大
辞
典
』）
で
は
人
工
は
「
人
夫
」
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
力
仕
事
を
す
る
労
働
者
で
あ
り
、
所
謂
「
人
足
」
の
こ
と

で
あ
る
。
で
は
中
国
の
清
規
に
お
い
て
、
人
工
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
初
出
は
『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
年
成

立
、
以
下
『
禅
規
』）
と
な
る
。

..『
禅
規
』
巻
三
「
直
歳
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

直
歲
之
職
凡
係
院
中
作
務
竝
主
之
。（
中
略
）
及
提
舉
碾
磨
田
園
莊
舍
油
坊
後

槽
鞍
馬
舡
車
掃
洒
栽
種
巡
護
山
林
防
警
賊
盜
。
差
遣
人
工
、
輪
撥
莊
客
。
竝

宜
公
心
勤
力
知
時
別
宜

（『
訳
註
禅
苑
清
規
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、.

一
九
七
二
年
、
一
一
九
頁
、
以
下

『
訳
註
禅
規
』）

..

六
知
事
の
一
つ
で
あ
る
直
歳
は
、
寺
院
の
作
務
全
般
を
統
括
す
る
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
役
割
の
一
つ
に
「
人
工
を
差
遣
す
」
と
あ

り
、
人
工
が
直
歳
の
指
示
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

..

同
じ
く
『
禅
規
』
巻
三
「
磨
頭
園
頭
莊
主
廨
院
主
」
に
は
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

磨
頭
之
職
。（
中
略
）
兩
次
餵
飼
頭
口
、
水
草
無
令
失
時
。
夏
月
日
長
多
渴
、
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更
增
一
次
飲
之
。
套
項
常
令
平
正
、
拽
細
宜
在
整
齊
。
照
管
綰
絆
隄
防
磨

、

病
患
者
及
早
醫
治
、
羸
困
者
即
容
歇
息
、
行
者
・
人
工
之
類
、
懃
懃
策
發
道

心
。

.

（『
訳
註
禅
規
』
一
四
三
頁
）

..

小
頭
首
の
一
つ
で
あ
る
磨
頭
の
項
に
は
、
精
米
・
製
粉
に
関
す
る
職

務
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
目
的
に
合
わ
せ
た
道
具
の
選
択
か
ら
、
そ
の

使
用
方
法
、
月
ご
と
の
作
業
等
の
説
明
が
行
わ
れ
、
更
に
製
粉
等
で
利

用
す
る
家
畜
の
飼
育
方
法
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
の
全
て
の
作
業
に
人
工
が

関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
工
と
並
ん
で
「
行
者
」
も
当
該
作

業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
行
者
・
人
工
の
類
、
懃
懃

に
道
心
を
策
發
す
べ
し
」
と
、
人
工
の
家
畜
等
に
対
す
る
慈
悲
心
を
涵

養
す
る
旨
が
磨
頭
の
役
割
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

..

同
じ
く
『
禅
規
』
巻
三
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

荘
主
之
職
（
中
略
）
展
散
投
託
、
不
須
應
副
。
行
者
・
人
工
、
方
便
駈
策
、

南
鄰
北
里
、
善
巧
調
和
、
閑
雜
之
人
、
慎
無
延
納
。

.

（『
訳
註
禅
規
』
一
四
六
～
一
四
七
頁
）

..

荘
主
は
官
と
寺
院
へ
の
納
税
業
務
を
管
理
し
て
い
る
が
「
行
者
・
人

工
を
方
便
駈
策
し
、
南
隣
北
里
を
善
巧
調
和
せ
よ
」
と
の
職
務
規
定
が

あ
り
、
叢
林
内
労
働
者
が
、
叢
林
と
近
隣
集
落
と
を
繋
ぐ
媒
介
役
を

担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

..

そ
し
て
『
禅
規
』
巻
十
「
百
丈
規
繩
頌
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

一
、
知
事
職
局
臨
事
、
須
以
至
公
各
守
法
度
力
荷
叢
席
。（
中
略
）
凡
行
者
・

人
工
有
過
。
但
晚
參
庫
堂
內
指
約
戒
勵
。
或
遇
官
客
、
齋
粥
二
時
、
不
得
行

遣
。
慮
動
眾
念
。

.

（『
訳
註
禅
規
』
三
八
二
頁
）

..

知
事
の
心
得
と
し
て
、
行
者
と
人
工
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
、
夜

間
庫
裡
に
お
い
て
戒
め
励
ま
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
大
衆
の
迷

惑
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
旨
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
２
）
火
客
に
つ
い
て

　

次
に
火
客
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
無
著
道
忠
著
『
禅
林
象
器

箋
』（『
禅
林
象
器
箋
』、
禅
学
叢
書
９
（
上
）、
中
文
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
二

八
七
頁
）
で
は
「
執
窯
者
也
（
窯
を
執
る
者
な
り
）」
と
窯
を
司
る
役
割
の

者
、
あ
る
い
は
「
火
佃
」
と
呼
称
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
『
禅

学
大
辞
典
』（
一
四
八
頁
）
に
よ
れ
ば
「
火
客
」
は
「
火
頭
」
と
同
義
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
火
客
」
に
は
複
数
の
呼
称
が
存
在
す
る
と
さ

れ
、「
火
頭
」「
火
佃
」
等
も
検
討
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

配
置
さ
れ
た
場
所

..

ま
ず
火
客
（
火
頭
）
は
伽
藍
内
の
ど
こ
に
存
在
し
た
の
か
。
無
著
道
忠

校
訂
写
『
大
宋
名
藍
図
』（『
勅
修
百
丈
清
規
左
觽
・

峭
餘
録
』
禅
学
叢
書
８

（
下
）、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
七
年
、
一
二
八
七
頁
）
に
掲
載
さ
れ
る
北
山
霊

隠
寺
の
伽
藍
図
に
は
、「
洗
面
処
」
左
横
に
「
火
頭
寮
」（
洗
面
処
と
寮
舎

を
ま
た
ぐ
よ
う
に
「
釜
」
が
描
か
れ
て
い
る
）、「
把
針
所
」
の
横
に
「
火
頭
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（
同
部
屋
に
「
釜
」
あ
り
）」、「
庫
堂
」
内
の
「
香
積
厨
」
直
下
に
「
火
頭

（
釜
が
四
つ
書
か
れ
て
い
る
）」、
同
じ
く
庫
堂
内
「
宣
明
（
浴
室
）」
奥
に

「
火
頭
（
釜
一
つ
）」
が
描
か
れ
て
い
る
。

..

ま
た
鎮
江
府
金
山
寺
の
東
司
図
（
同
書
一
三
一
三
頁
）
に
は
東
司
右
に

付
随
す
る
形
で
「
火
頭
寮
」
が
描
か
れ
、
そ
の
手
前
に
は
柄
杓
が
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
育
王
山
の
洗
面
所
図
（
同
書
一
三
一
四
頁
）
に
は

「
鑊
」（
か
く
。
脚
の
な
い
大
き
な
鼎
。
肉
や
魚
を
炊
く
も
の
）
が
描
か
れ
て
い

る
。
な
お
『
正
法
眼
蔵
』
巻
「
洗
面
」
に
は
、「
大
通
に
て
あ
ら
ふ
。

こ
の
と
き
は
、
面
薬
・
土
灰
等
を
も
ち
い
ず
、
た
だ
水
に
て
も
、
湯
に

て
も
あ
ら
ふ
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
』
巻
上
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
二
〇
年
、

六
七
頁
）
と
あ
り
、
手
を
洗
う
際
に
湯
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

..

こ
の
よ
う
に
、
東
司
、
浴
司
、
厨
房
な
ど
、
煮
炊
き
や
湯
を
沸
か
す

必
要
が
あ
る
寮
舎
付
近
に
火
頭
寮
が
存
在
し
て
い
た
。
当
然
こ
れ
ら
の

施
設
は
生
活
上
必
須
の
施
設
で
あ
り
、
叢
林
が
存
在
す
る
上
で
火
を
司

る
役
割
の
人
間
が
存
在
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

配
役
に
あ
た
る
人
間

..

さ
て
で
は
火
を
司
る
役
割
は
一
体
だ
れ
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
〇
に
は
、
趙
州
従
諗
（
七
七
八
～
八
九
七
）
が
南

泉
普
願
（
七
四
八
～
八
三
五
）
に
師
事
し
、「
平
常
心
是
道
」
の
問
答
に
お

い
て
さ
と
り
を
開
い
た
後
に
、「
乃
往
嵩
嶽
瑠
璃
壇
納
戒
。
却
返
南

泉
。
異
日
問
南
泉
。
知
有
底
人
向
什
麼
處
休
歇
。
南
泉
云
。
山
下
作
牛

去
。
師
云
。
謝
指
示
。
南
泉
云
。
昨
夜
三
更
月
到
窓
。
師
作
火
頭
」

（『
大
正
蔵
』
巻
五
一
、
二
七
六
頁
下
）
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
嵩
嶽
瑠
璃
壇
に
お
い
て
受
戒
し
、
そ
の
後
、
南
泉
普
願
の
も

と
で
火
頭
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
碧
巌

録
』
巻
三
第
二
九
則
「
大
隋
劫
火
洞
然
」
で
は
、
大
隋
法
真
（
八
三
四

～
九
一
九
）
が
「
大
隋
真
如
和
尚
承
嗣
大
安
禪
師
。
乃
東
川
鹽
亭
縣

人
。
參
見
六
十
餘
員
善
知
識
。
昔
時
在
潙
山
會
裏
作
火
頭
」（『
大
正

蔵
』
巻
四
八
、
一
六
九
頁
上
）
と
あ
り
、
潙
山
霊
祐
の
会
下
で
火
頭
を
務

め
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
な
お
法
真
は
『
大
隋
神
照
禅
師
語
要
』

に
付
さ
れ
る
「
行
状
」
に
よ
る
と
「
慧
義
寺
」
に
て
出
家
し
た
後
、
諸

方
を
遍
歴
し
た
と
さ
れ
る
（『
卍
続
蔵
』
巻
一
一
八
、
三
一
〇
頁
、
※
『
古
尊

宿
語
録
』
巻
三
五
）。

..

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
唐
か
ら
北
宋
以
前
の
叢
林
に
お
い
て
「
火

頭
」
の
役
職
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
火
頭
を
務
め
る
の

は
出
家
あ
る
い
は
得
度
し
た
僧
侶
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
二
点
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
清
規
上
の
記
載
を
確
認
す
る
。
ま
ず
『
禅
規
』
に
は
「
火
客
」

「
火
頭
」
の
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、「
炭
頭
」「
炉
頭
」「
灯
頭
」
の

存
在
が
明
記
さ
れ
る
。
炭
頭
・
炉
頭
に
関
し
て
は
、「
為
眾
僧
禦
寒
、

故
有
炭
頭
・
爐
頭
」（『
訳
註
禅
規
』
二
六
九
頁
、
※
「
亀
鏡
文
」）
と
、
大
衆

を
寒
さ
か
ら
守
る
た
め
の
配
役
と
し
て
い
る
。
特
に
炉
頭
の
職
掌
は
詳

し
く
「
爐
頭
。
雖
維
那
所
請
、
亦
係
炭
頭
和
會
選
舉
。
十
月
一
開
爐
、
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二
月
一
閉
爐
」（『
訳
註
禅
規
』
一
五
七
頁
※
「
聖
僧
侍
者
爐
頭
直
堂
」）
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
僧
堂
内
に
暖
を
も
た
ら
す
火
炉
の
一
切

を
所
管
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
炉
頭
は
維
那
に
請
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
推
挙
に
は
炭
頭
が
係
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
炉
頭
は
冬

季
の
臨
時
配
役
な
の
で
あ
る
。

..

一
方
の
炭
頭
は
「
書
記
・
藏
主
・
浴
主
・
水
頭
・
街
坊
・
炭
頭
、
凡

係
堂
頭
所
請
之
人
」（『
訳
註
禅
規
』
一
二
三
頁
※
「
請
頭
首
）
と
さ
れ
、
そ

の
任
命
は
住
持
か
ら
直
接
受
け
る
職
位
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

職
掌
と
し
て
「
竝
是
外
勸
檀
越
增
長
福
田
、
內
助
禪
林
資
持
道
果
」

（『
訳
註
禅
規
』
一
四
二
頁
、
※
「
街
坊
水
頭
炭
頭
華
嚴
頭
」）
と
叢
林
の
外
に
赴

い
て
檀
越
に
対
す
る
勧
化
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
叢
林
の
常
住
物
を
工

面
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
な
お
炭
頭
と
炉
頭
の
関
係
の
深

さ
は
『
禅
規
』「
亀
鏡
文
」
に
お
い
て
、
各
職
位
と
大
衆
と
の
関
係
が

示
さ
れ
る
際
、「
炭
頭
炉
頭
」「
炉
頭
炭
頭
」
と
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
密
接
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
灯
頭
で
あ
る
が
「
堂
頭
侍
者
・
聖
僧
侍
者
・
殿
主
・
堂
主
・
淨

頭
・
爐
頭
之
類
竝
係
維
那
所
請
」（『
訳
註
禅
規
』
一
二
三
頁
、
※
「
請
頭

首
」）
と
炉
頭
と
同
様
に
維
那
が
任
命
権
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
で
、
炭
頭
と
同
様
に
勧
化
も
そ
の
職
掌
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
火
に
関
連
す
る
職
位
を
確
認
す
る
と
『
禅
規
』
に
お
い

て
は
、
炭
頭
が
住
持
か
ら
任
命
を
受
け
る
点
、
ま
た
「
知
客
・
浴
主
・

炭
頭
・
街
坊
・
堂
主
等
在
堂
外
下
間
」（『
訳
註
禅
規
』
四
四
頁
、
※
「
赴
粥

飯
」）
と
僧
堂
内
の
座
位
が
示
さ
れ
る
な
ど
重
要
な
職
位
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
一
方
の
炉
頭
・
灯
頭
は
維
那
の
管
轄
と
な
る
わ
け
だ
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
職
位
を
担
う
の
は
僧
侶
な
の
で
あ
る
。「
亀

鏡
文
」
で
は
、
他
の
職
位
と
同
様
に
、
大
衆
の
為
に
奉
仕
す
る
旨
と
合

わ
せ
て
、
大
衆
も
炭
頭
・
炉
頭
の
恩
に
報
い
る
べ
き
旨
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

次
に
『
叢
林
校
定
清
規
総
覧
』（
一
二
七
四
年
成
立
、
以
下
『
校
規
』）
を

確
認
す
る
。

十
四　

當
代
住
持
涅
槃

一
分
俵
孝
衣
。

孝
子
。
布
裰
巾
坐
具
。
主
喪
。
絹
裰
巾
。
知
事
。
裰
巾
。
頭
首
。
裰
巾
。
耆

舊
內
外
執
事
。
裰
巾
。
方
丈
近
事
行
者
。
裰
巾
。
行
堂
眾
行
者
。
腰
帛
。
隣

封
尊
宿
。
裰
巾
。
遠
近
檀
越
。
抹
帛
。
作
頭
執
事
人
。
布
衫
巾
。
諸
莊
甲

頭
。
布
衫
巾
。
火
客
布
巾
。
已
上
孝
衣
。
有
無
輕
重
。
又
在
主
喪
。
孝
子
。

知
事
。
臨
時
較
議
。

.

（『
卍
続
蔵
経
』
巻
一
一
二
、
二
〇
丁
裏
）

..

ま
ず
清
規
上
「
火
客
」
の
語
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
『
校
規
』
で

あ
る
。
記
載
箇
所
は
住
持
遷
化
に
際
し
て
の
喪
服
（
孝
衣
）
規
定
の
条

で
あ
る
。
当
該
箇
所
で
は
孝
子
・
主
喪
以
下
が
纏
う
べ
き
服
装
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
が
、「
火
客
」
は
最
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
衣
服
素
材
・
規
格
に
お
い
て
は
孝
子
以
下
、
方
丈
近
事
行
者
ま
で
、

並
び
に
隣
封
尊
宿
が
「
裰
巾
（
直
裰
を
指
す
か
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
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方
で
火
客
は
「
布
巾
」
と
な
り
列
挙
さ
れ
る
喪
服
の
中
で
は
最
も
簡
素

な
衣
服
と
さ
れ
て
い
る
。
推
定
す
る
に
「
裰
巾
」
を
着
す
る
者
は
す
べ

か
ら
く
僧
侶
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
沙
弥
・
童
行
や
在
家
者
と

な
り
、
結
果
『
校
規
』
お
け
る
火
客
は
在
家
者
が
務
め
て
い
た
と
解
釈

で
き
る
。
そ
し
て
火
客
な
ど
の
叢
林
内
労
働
者
も
住
持
遷
化
に
伴
う
儀

礼
に
は
参
列
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
は
『
禅
林
備
用
清
規
』
巻
九
（
一
三
一
一
年
成
立
、
以
下
『
備
規
』）

の
以
下
の
記
載
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

食　

孝
服

侍
者
小
師
〈
麻
布
直
裰
〉　

兩
班
頭
首
〈
苧
布
直
裰
〉　

主
喪
〈
生
絹
直
裰
〉

法
眷
親
密
尊
長
〈
生
絹
直
裰
〉　

次
法
眷
師
孫
〈
生
絹
腰
帛
〉　

辦
事

人

〈
生
絹
腰
帛
〉　

諸
山
〈
生
絹
腰
帛
〉　

檀
越
〈
生
絹
頭
巾
腰
帛
〉　

方
丈
行
者

〈
麻
布
道
服
〉　

方
丈
㒒
從
〈
麻
布
服
巾
〉　

眾
行
者
〈
苧
布
頭
巾
〉
甲
幹
火
佃

〈
麻
布
頭
巾
〉　

作
頭
〈
麻
布
服
巾
〉

場　

上
祭
資
次　

知
事　

頭
首　

主
喪　

西
堂　

耆
舊　

蒙
堂　

前
資　

老
宿　

眾
寮　

辦
事

舊
侍
者　

人　

法
眷　

莊
頭　

庵
塔　

小
師　

師
孫　

方
丈
行
者　

六
局

行
堂　

待
詔　

方
丈
直
廳　

方
丈
轎
番　

老
郎　

莊
甲　

火
佃　

修
造
〈
諸

色
作
頭
有
祭
〉

.

（『
卍
続
蔵
経
』
巻
一
一
二
、
六
三
丁
表
裏
）

..

..

『
備
規
』
巻
九
は
「
当
代
住
持
涅
槃
」
の
記
述
か
ら
始
ま
り
、
上
記

も
そ
の
流
れ
の
中
で
の
「
喪
服
」「
序
列
」
規
定
の
一
つ
と
な
る
。
こ

の
よ
う
に
『
校
規
』『
備
規
』
か
ら
は
、
住
持
遷
化
の
儀
礼
に
火
客
・

火
佃
も
参
列
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
『
備
規
』
で
は
以
下
の
記
載
が
存
在
す
る
。

湯　

列
項
職
員

直
歲
之
職
。
日
生
事
務
。
無
爽
其
時
。
護
惜
山
林
庇
風
水
。
牧
養
火
佃
。
成

褫
常
住
。
掃
洒
廊
廡
。
疏
決
溝
渠
。
措
辦
柴
薪
。
巡
警
火
盜
。

.

（『
卍
続
蔵
経
』
巻
一
一
二
、
五
六
丁
表
裏
）

　
『
備
規
』
の
記
載
に
は
「
火
佃
」
の
存
在
が
記
さ
れ
、
直
歳
の
管
轄

下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
火
佃
は
「
牧
養
（
飼

育
）」
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
佃
」
は
小
作
人
を
意
味

す
る
。
中
国
で
は
宋
代
以
降
、
地
主
（
貴
族
・
大
寺
院
）
が
小
作
人

（
佃
）
に
土
地
を
耕
作
さ
せ
る
「
佃
戸
制
」
が
現
れ
た
が
、
叢
林
に
お
い

て
も
「
佃
」
と
い
う
存
在
が
労
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
備
規
』
巻
四
「
海　

交
割
什
物
（
寺
員
什
物
の
引
継
ぎ
）」
に
は
、「
諸
莊

佃
戶
換
契
（
諸
莊
の
佃
戶
の
契
を
換
う
）」（『
卍
続
蔵
経
』
巻
一
一
二
、
四
七
丁

表
）
と
あ
り
、
荘
園
に
配
さ
れ
る
佃
が
寺
院
と
雇
用
契
約
を
結
ん
で
い

る
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
『
備
規
』
に
お
い
て

は
、
火
を
司
る
役
割
は
在
家
者
が
務
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
は

「
牧
養
」
と
表
現
さ
れ
る
扱
い
で
あ
っ
た
。

　

な
お
『
備
規
』
に
は
火
佃
の
他
に
「
客
佃
」
の
存
在
も
示
さ
れ
て
い
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る
が
、「
列
項
職
員
」
条
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

莊
主
之
職
。
提
督
農
務
。
不
可
失
時
。
撿
察
田
段
。
牧
養
客
佃
。
頑
暴
者
懲

戒
之
。
貧
病
者
優
補
之
。
單
丁
者
以
時
差
役
之
。
旱
澇
灾
氛
。
課
誦
禳
保
。

勿
縱
淫
祀
。
恣
害
物
命
。
諸
佃
重
過
。
具
申
山
門
。
暫
到
經
過
。
溫
存
食

宿
。
毋
尚
刻
剝
。
竭
力
運
謀
。
使
火
佃
有
追
思
之
心
。
常
住
有
羨
餘
之
益
。

方
為
善
美
矣
。

.

（『
卍
続
蔵
経
』
巻
一
一
二
、
五
六
丁
裏
）

..

病
者
に
対
す
る
配
慮
が
み
え
る
一
方
、「
頑
暴
」
な
人
間
に
対
し
て

は
制
裁
を
加
え
る
こ
と
を
示
し
、
佃
の
過
ち
が
複
数
回
に
渡
れ
ば
寺
院

へ
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
徹
底
的
に
管
理
す
べ
き
対
象
と

さ
れ
て
い
る
。

　

当
節
で
は
『
瑩
規
』
成
立
以
前
の
中
国
禅
宗
に
お
け
る
人
工
・
火
客

の
位
置
づ
け
を
確
認
し
た
。
周
知
の
通
り
禅
宗
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ

は
、
平
素
に
お
け
る
雑
務
を
「
作
務
」
と
捉
え
、
そ
れ
自
体
を
仏
行
と

し
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
火
客
に
注
目
す
る
と
、
火
を
司
る
役
割
も

「
火
頭
」
と
し
て
僧
侶
の
務
め
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
禅
規
』
制
定
時

点
で
は
当
該
職
は
細
分
化
さ
れ
た
が
、
僧
侶
の
職
位
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
禅
規
』
記
載
内
容
か
ら
も
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
叢
林
の
大
規
模
化
（
荘
園
の
所
有
等
）
に
伴
っ

て
、
多
種
多
様
な
職
位
が
登
場
し
、
ま
た
在
家
者
の
力
も
必
要
と
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
『
校
規
』『
備
規
』
の
段
階
で
は
、
火
客
・
火
佃

と
し
て
在
家
者
が
雇
用
関
係
を
結
ん
だ
上
で
、
そ
の
職
位
を
担
っ
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
叢
林
内
労
働
者
に
対
す
る
一
定
の
配
慮
は
存

す
る
が
、
彼
ら
は
知
事
等
に
管
理
さ
れ
る
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。

３
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
人
工
・
火
客
の
位
置
づ
け

　

前
節
で
『
瑩
規
』
成
立
以
前
の
中
国
の
清
規
類
を
中
心
に
人
工
・
火

客
の
位
置
づ
け
を
概
観
し
て
き
た
が
、
で
は
彼
ら
叢
林
内
労
働
者
に
対

す
る
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
眼
差
し
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
。
そ
こ
で
禅
師
の
著
作
の
中
で
も
『
永
平
清
規
』
に
収

録
さ
れ
る
『
典
座
教
訓
』『
知
事
清
規
』
を
検
討
対
象
と
し
て
考
察
し

て
い
く
。
ま
ず
前
者
か
ら
み
て
い
こ
う
。
同
書
は
叢
林
の
食
の
統
括
者

で
あ
る
典
座
の
職
務
と
心
構
え
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
箇
所
で

人
工
等
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

①.

典
座
親
見
飯
羹
調
辨
處
在
、
或
使
行
者
、
或
使
奴
子
、
或
使
火
客
、
教
調

什
物

（「「
典
座
教
訓
」
の
註
釈
的
研
究
（
上
）」『
宗
学
研
究
紀
要
』
二
八
・
二
九
、

三
〇
〇
頁
、
※
以
下
、「
宗
研.

典
座
教
訓
」）

②.

駐
錫
於
建
仁
一
両
三
年
（
中
略
）
帯
一
無
頭
脳
無
人
情
奴
子
、
一
切
大
小

事
、
惣
説
向
他

.

（「
宗
研.

典
座
教
訓
（
下
）」
九
六
頁
）

③.
便
問
典
座
法
寿
。
座
云
、
六
十
八
歳
。
山
僧
云
、
如
何
不
使
行
者
・
人

工
。
座
云
、
他
不
是
吾



『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り
（
澤
城
）

九
三

.

（「
宗
研.

典
座
教
訓
（
中
）」
一
〇
九
頁
）

..

典
座
の
務
め
が
記
さ
れ
る
箇
所
（
①
）
で
は
、
典
座
寮
内
に
お
け
る

雑
務
全
般
を
、
行
者
・
奴
子
・
火
客
が
担
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

ま
た
帰
朝
後
の
建
仁
寺
内
の
典
座
の
様
子
を
伝
え
る
件
（
②
）
だ
が
、

奴
子
が
典
座
内
で
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
様
子
が

わ
か
る
。
そ
し
て
道
元
禅
師
入
宋
時
の
老
典
座
と
の
や
り
取
り
の
件

（
③
）
で
は
、
老
典
座
と
対
す
る
ま
で
は
、
材
料
の
買
い
出
し
な
ど

は
、
行
者
・
人
工
が
や
る
べ
き
も
の
と
し
て
禅
師
は
捉
え
て
い
た
。
勿

論
、
典
座
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
で
は
あ
る
が
、
道
元
禅
師

の
人
工
に
対
す
る
意
識
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
で
あ
る
。

　

さ
て
『
典
座
教
訓
』
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
道
元
禅
師
二
四
歳
の

入
宋
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
帰
朝
後
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
道
元
禅
師

三
八
歳
時
点
に
お
け
る
典
座
に
対
す
る
説
諭
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
典
座
を
含
む
知
事
全
般
の
職
掌
と
心
構
え
を
説
示
す
る
『
知
事
清

規
』
は
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
道
元
禅
師
四
七
歳
時
点
で
の
著
作
と

な
る
。
丁
度
「
大
仏
寺
」
が
「
永
平
寺
」
に
改
称
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ

で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
『
知
事
清
規
』
か
ら
人
工
・
火
客
の
記
載
を

拾
っ
て
い
こ
う
。

..

ま
ず
「
知
事
」
項
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

監
院
教
淨
人
人
工
市
買
、
先
當
向
他
子
細
説
、
然
後
乃
使
矣

（
小
坂
機
融
・
鈴
木
格
禅
『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
六
、
一
九
八
九
年
、
春
秋

社
、
一
四
六
頁
、
以
下
『
全
集
』）

..

こ
こ
で
は
、
人
工
は
浄
人
と
と
も
に
、
監
院
の
命
に
よ
っ
て
市
に
買

い
物
に
出
る
役
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
文
の
直
前
に
『
三
千

威
儀
経
』
を
引
用
し
、
買
い
物
に
向
か
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て
彼
ら
に
訓

示
す
べ
き
内
容
を
明
示
し
て
い
る
。
な
お
浄
人
は
諸
雑
役
を
行
う
在
家

者
と
さ
れ
て
い
る
。（
小
坂
機
融
他
『
原
文
対
照
現
代
語
訳.

道
元
禅
師
全
集
』

巻
一
五
、
二
〇
一
三
年
、
春
秋
社
、
三
二
〇
頁
、
以
下
『
現
代
語
訳
全
集
』）

..

次
に
「
典
座
」
項
で
の
記
載
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

①
縱
差
行
者
人
工
等
照
顧

.

（『
全
集
』
巻
六
、
一
五
八
頁
）

②
蒸
飯
作
羹
。
或
使
行
者
。
或
使
人
工
教
他
燃
火

.

（『
全
集
』
巻
六
、
一
六
二
頁
）

　

①
の
記
載
か
ら
は
、
典
座
寮
に
お
け
る
常
住
物
を
行
者
・
人
工
に
見

守
ら
せ
る
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
典
座
が
責
任
を
も
っ
て
管
理
す
べ

き
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
②
で
は
、
ご
飯
や
羹
等
を
煮
炊
き
す

る
際
の
火
の
番
を
行
者
・
人
工
に
任
せ
る
旨
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も

監
院
項
と
同
様
に
、
火
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点
を
『
三
千
威
儀

経
』
で
以
て
示
し
て
い
る
。

..
次
に
「
直
歳
」
項
を
確
認
し
て
い
く
。

巡
護
山
門
、
防
警
賊
盜
、
差
遣
人
工
、
輪
撥
莊
客
、
並
宜
公
心
勤
力
、
知
時

別
宜
。（
中
略
）
直
歳
與
諸
知
事
、
齊
在
庫
院
。
然
而
常
應
在
直
歳
司
、
而
照

顧
于
人
工
等
之
所
作
成
否
。
直
歳
司
雖
立
寺
門
之
内
。
當
東
廓
之
外
而
置
之



『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り
（
澤
城
）

九
四

.

（『
全
集
』
巻
六
、
一
六
四
頁
）

..
直
歳
の
職
掌
と
し
て
、
人
工
の
差
配
や
小
作
人
の
「
輪
撥
（
順
次
手

配
）」（『
現
代
語
訳
全
集
』
巻
一
五
、
一
八
八
頁
）
が
あ
る
。
当
該
箇
所
は

『
禅
規
』「
直
歳
」
の
引
用
部
と
な
る
が
、
後
段
は
道
元
禅
師
独
自
の
内

容
と
な
る
。
そ
こ
で
は
人
工
等
の
仕
事
が
完
遂
で
き
る
か
ど
う
か
「
照

顧
（
照
ら
し
合
わ
せ
て
よ
く
調
べ
る
こ
と
。
十
分
に
気
を
つ
け
る
こ
と
）」
す
べ

き
旨
が
、
直
歳
の
役
目
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く

「
直
歳
」
項
を
見
て
み
よ
う
。

諸
寺
置
漏
刻
於
直
歳
司
、
人
工
兩
人
知
之
。
直
歳
巡
護
山
門
、
彌
謹
彌
節
、

不
可
懈
怠
。
修
換
什
物
、
乃
嚴
乃
飾
。
爲
百
姓
、
爲
火
客
、
以
公
爲
心
、
以

私
莫
心

.

（『
全
集
』
巻
六
、
一
六
六
頁
）

..

上
記
引
用
箇
所
で
は
漏
刻
（
水
時
計
）
を
二
人
の
人
工
が
管
理
す
る
規

定
が
あ
る
。
さ
ら
に
直
歳
の
心
が
け
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
百

姓
の
た
め
、
火
客
の
た
め
、
公
を
以
て
心
と
な
し
、
私
を
以
て
心
と
す

る
こ
と
な
か
れ
」
と
の
記
述
が
存
在
す
る
。
当
該
箇
所
の
「
百
姓
」

は
、
日
本
中
世
の
用
法
と
し
て
、
農
民
の
こ
と
を
意
味
す
る
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
も
指
摘
さ
れ
る
（『
現
代
語
訳
全
集
』
巻
一

五
、
三
三
二
頁
）。
ま
た
「
火
客
」
は
「
火
頭
」
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る

（『
現
代
語
訳
全
集
』
巻
一
五
、
一
八
九
頁
）。「
百
姓
」「
火
客
」
が
具
体
的
な

職
名
な
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
直
歳
に

使
役
さ
れ
る
農
務
者
や
火
の
番
を
す
る
人
間
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て

彼
ら
に
対
す
直
歳
の
眼
差
し
は
、
私
欲
に
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
明

正
大
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

道
元
禅
師
著
述
の
清
規
類
か
ら
禅
師
の
叢
林
内
労
働
者
観
を
み
て
き

た
が
、
そ
も
そ
も
『
典
座
教
訓
』『
知
事
清
規
』
は
知
事
へ
の
訓
示
や

職
掌
を
主
た
る
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
監
督
者
視
点
か
ら
の
彼

ら
が
描
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
既
に
石
井
清
純
氏
が
、
人
工
・
行
者
は
叢

林
機
構
内
部
に
お
い
て
僧
侶
の
補
佐
役
と
し
て
知
事
の
管
理
下
お
か
れ

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
石
井
清
純
「
永
平
寺
撰
述
文
献
に
見
る

道
元
禅
師
の
僧
団
運
営
」、『
道
元
禅
師
七
五
〇
回
大
遠
忌
記
念　

道
元
禅
師
研
究
論

集
』
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
二
年
、
四
二
一
頁
）、
彼
ら
叢
林
内
労
働
者
は

肉
体
労
働
を
担
う
人
間
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
と
い
う
の
が
、
道
元

禅
師
の
眼
差
し
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

４
、
瑩
山
禅
師
の
人
工
・
火
客
の
位
置
づ
け

..

最
後
に
瑩
山
禅
師
の
叢
林
内
労
働
者
観
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず

『
洞
谷
記
』
所
収
の
記
載
に
注
目
し
て
い
こ
う
。

①.

同
四
月
八
日
、
開
堂
法
儀
次
序
（
中
略
）
尼
衆
沙
彌
童
行
〈
各
各
九
拜
〉。

人
工
〈
再
拜
〉

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
五
二
～
五
四
頁
）

②.
新
住
持
入
院
（
中
略
）
知
事
、
頭
首
、
大
衆
、
侍
者
、
小
師
、
尼
衆
、
沙

彌
、　　

童
行
、
行
者
、
人
工
、
各
各
禮
賀



『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り
（
澤
城
）

九
五

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
七
一
・
七
四
頁
）

③.
陞
座
罷
礼
賀
次
資
（
中
略
）
七
、
沙
彌
童
行　

八
、
行
者
〈
各
各
九
拜
〉　

九
、
人
工
〈
再
拜
唱
應
〉

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
七
四
～
七
五
頁
）

..

ま
ず
新
住
持
が
初
め
て
法
堂
を
開
く
に
あ
た
っ
て
の
行
事
規
定

（
①
）
で
は
、
説
法
後
の
人
事
行
礼
に
お
い
て
、
沙
弥
・
童
行
に
続
き

人
工
が
「
再
拝
（
二
拝
）」
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
新
命

住
持
の
入
寺
の
規
定
（
②
）
に
は
、
住
持
説
法
後
の
人
事
行
礼
に
お
い

て
、
沙
弥
・
童
行
・
行
者
等
と
並
ん
で
人
工
が
「
礼
賀
」
す
る
こ
と
が

記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
陞
座
罷
に
お
け
る
礼
賀
規
定
（
③
）
に
お
い
て

も
、
九
番
目
に
人
工
が
「
再
拝
」
す
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
唱
衣
等
の
記
載
を
確
認
し
て
い
く
。

①.

住
持
遺
物
商
量
等
事
（
中
略
）
或
人
工
已
上
均
等
排
分
。
擔
龕
人
工
。〈
僧

分
一
倍
〉、
舍
維
人
工
〈
擔
骨
一
等
〉、
若
亡
僧
遺
衣
等
排
分
、
擔
龕
一

等
、
直
廳
〈
悉
隨
分
排
分
〉、
沙
彌
童
行
行
者
〈
僧
三
分
一
〉、
人
工
火
客

〈
行
者
三
分
一
〉

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
八
四
～
八
五
頁
）

②
齋
僧
錢
商
量
事
（
中
略
）
沙
彌
童
行
什
員
〈
各
行
僧
三
分
一
〉、
人
工
・
什

員
〈
行
者
三
分
一
行
之
〉

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
八
六
～
八
七
頁
）

　

僧
侶
遷
化
後
の
遺
品
分
配
に
関
す
る
規
定
（
①
）
を
中
略
部
分
か
ら

も
必
要
事
項
を
補
い
つ
つ
見
る
と
、
住
持
遺
品
が
存
す
る
場
合
、
三
分

の
一
は
大
衆
以
下
に
分
配
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
西
堂
、
都

寺
・
首
座
、
平
僧
遷
化
時
の
分
配
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
住
持
や

そ
の
他
の
僧
の
遺
品
（
唱
衣
）
を
、
人
工
・
火
客
に
も
分
配
す
べ
き
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
。
葬
儀
の
際
、
龕
を
担
ぐ
人
工
、
火
葬
（
舍
維
＝
闍
維

と
さ
れ
る
（
東
隆
眞
監
修
『
現
代
語
訳
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』、
春
秋
社
、
二
〇
二

一
年
、
二
八
九
頁
、
以
下
『
現
代
語
訳
洞
谷
記
』）
に
携
わ
る
人
工
等
の
臨
時

配
役
に
対
し
て
も
、
遺
品
の
分
配
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
斎
時
に
施
主
よ
り
財
施
が
あ
る
場
合
（
②
）
に
お
い
て
も
、
人

工
に
分
配
す
る
規
定
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
洞
谷
記
』
で
は
、
各
種
の
住
持
説
法
罷
に
お
け
る
人

事
行
礼
や
亡
僧
時
の
唱
衣
の
際
に
、
序
列
は
最
も
低
い
と
は
い
え
人

工
・
火
客
が
衆
僧
と
と
も
に
当
該
行
事
に
参
列
し
、
ま
た
僧
侶
の
遺
品

の
一
部
を
享
受
す
る
権
利
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
校
規
』『
備
規
』
に
お
い
て
も
住
持
が
遷
化
し
た
際
の
火
佃
の
喪
服

規
定
が
存
在
す
る
が
、『
洞
谷
記
』
で
は
人
事
行
礼
・
唱
衣
な
ど
、
人

工
・
火
客
が
参
加
す
べ
き
行
事
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
叢
林
内
労
働
者
が
山
内
行
事
に
末
席
と
は
い
え
参
列
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、『
洞
谷
記
』
所
収
の
そ
れ
ら
の
行
事
は
、
新
住
持
開

堂
・
入
院
や
亡
僧
な
ど
の
特
別
臨
時
行
事
が
主
で
あ
り
、
当
該
行
事
に

山
内
の
出
家
者
・
在
家
者
の
別
な
く
一
堂
に
会
す
る
必
然
性
が
存
す
る

と
い
え
よ
う
。

　

一
方
『
瑩
規
』
に
目
を
移
す
と
、
そ
の
よ
う
な
臨
時
の
場
合
だ
け
で
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な
く
、
人
工
・
火
客
が
年
中
行
事
に
主
体
的
に
参
加
す
べ
き
規
定
が
存

在
す
る
。
そ
れ
が
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
歳
末
に
修
さ
れ
る
一
連
の
施

餓
鬼
で
あ
る
。
除
夜
施
餓
鬼
「
疏
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　

※
再
掲
『
瑩
規
』「
除
夜
施
餓
鬼
」

今
月
晦
日
、
迎
年
窮
歳
尽
之
除
夜
、
将
救
所
縁
群
生
之
亡
魂
。
兼
日
、
令
勧

化
合
山
緇
白
、
而
諷
誦
諸
経
神
呪

　

疏
で
は
、
大
晦
日
に
修
さ
れ
た
施
餓
鬼
の
功
徳
を
群
生
に
巡
ら
す
こ

と
が
宣
さ
れ
る
が
、
そ
の
功
徳
に
は
十
二
月
十
日
以
後
に
修
さ
れ
た
看

経
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
看
経
を
行
う
主
体
は
「
合
山
緇

白
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
山
内
に
居
住
す
る
「
僧
侶
」
と
「
在
家
者
」

と
が
諷
経
の
主
体
者
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
道
元

禅
師
が
記
し
た
『
知
事
清
規
』
で
は
、
典
座
寮
内
の
雑
務
（
火
の
管
理
）

を
行
者
・
人
工
の
両
人
が
務
め
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で

「
択
米
択
菜
等
時
、
行
者
諷
經
回
向
竈
公
」（『
全
集
』
巻
六
、
一
六
〇
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
典
座
寮
内
で
の
「
竈
公
諷
経
」
に
関
わ
れ
る
の
は
、

在
家
者
で
あ
る
「
人
工
」
で
な
く
、
沙
弥
戒
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

「
行
者
」、
つ
ま
り
準
出
家
者
の
み
と
さ
れ
る
。
典
座
寮
内
に
お
け
る
日

常
の
行
事
と
、
歳
末
の
年
中
行
事
の
違
い
が
あ
り
、
同
基
準
で
の
比
較

と
は
な
ら
な
い
が
、
叢
林
内
労
働
者
対
す
る
態
度
に
お
い
て
両
禅
師
間

に
は
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

で
は
僧
俗
を
あ
げ
て
の
看
経
の
目
的
を
歳
末
看
経
「
牓
」
で
再
確
認

し
て
み
よ
う
。

　

※
再
掲
『
瑩
規
』「
歳
末
看
経
牓
」

是
以
、
歳
末
、
故
転
数
日
、
寺
中
、
専
勧
看
経
、
回
向　

寺
領
田
畠
耕
死
蠢

動
含
霊
、
乃
至
且
（
旦
カ
）
越
所
領
所
生
牛
馬
六
畜
、
及
山
林
受
生
禽
獣
虫

類
、
水
陸
一
切
前
亡
後
滅
。
上
自
三
宝
手
足
供
給
之
人
工
火
客
、
下
至
畜

生
、
残
害
横
死
之
下
賤
愚
朦
、
皆
所
助
僧
宝
大
悲
之
威
神
力
、
悉
得
感
小
因

能
大
之
勝
妙
果
〈
矣
〉

　

諷
経
功
徳
の
主
た
る
回
向
対
象
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
寺

領
内
で
耕
作
の
際
に
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
虫
類
や
、
檀
越
所
領
の
耕
作

馬
な
ど
の
動
物
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
「
上
は
三
宝
手
足
供
給

の
人
工
・
火
客
」
と
回
向
対
象
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
当
該
年
に
死
去
し
た
人
工
・
火
客
の
追
善
供
養
を
併
修
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
『
瑩
規
』
で
は
、
人
工
・
火
客
以
外
に
、
叢
林

に
居
す
る
在
家
者
と
思
し
き
職
名
（
例
え
ば
「
奴
子
」「
奴
婢
」
等
）
は
存

在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
職
で
も
っ
て
、
叢
林
に
居
住
す
る
在
家

者
全
体
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
叢
林
内
労
働
者
（
白
）
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
亡
き
同
僚
（
人

工
・
火
客
）
の
為
に
追
善
供
養
を
営
な
む
と
い
う
構
図
と
な
る
。
単
な

る
労
働
力
と
し
て
雇
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
、
と
清
規
史
的
に
は
把
握
さ
れ

る
人
工
・
火
客
に
対
し
て
、『
瑩
規
』
で
は
、
彼
ら
に
対
す
る
追
善
供

養
を
年
中
行
事
と
し
て
設
け
、
さ
ら
に
彼
ら
に
読
経
を
勧
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
亡
き
同
僚
に
対
す
る
追
慕
の
念
を
喚
起
さ
せ
て
い
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る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
瑩
山
禅
師
の
彼
ら
に
対
す
る
眼

差
し
は
「
三
宝
手
足
」
で
あ
っ
た
。
伽
藍
等
の
諸
整
備
業
務
や
煮
炊
き

の
番
等
は
、
単
に
僧
侶
の
代
行
と
し
て
の
「
雑
務
」
な
ど
で
は
な
く
、

そ
の
行
為
は
「
三
宝
供
養
」、
つ
ま
り
功
徳
が
生
じ
る
行
為
で
あ
る
と

明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
歳
末
看
経
・
除
夜
施
餓
鬼
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
瑩
山
禅
師

の
労
働
者
に
対
す
る
態
度
は
、
先
の
『
洞
谷
記
』「
洞
谷
十
境
」
に
も

認
め
ら
れ
る
。

洞
谷
十
境　

加
小
序
（
中
略
）
僧
行
火
客
、
俱
修
梵
行
、
心
根
塵
縁
、
同
作

佛
事
。
運
水
般
柴
、
無
非
神
通
妙
用
、
摘
菜
探
果
、
盡
是
轉
妙
法
輪
。

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
一
九
頁
）

..

こ
こ
で
は
、
永
光
寺
境
内
地
や
周
囲
の
自
然
環
境
な
ど
の
十
所
に
関

す
る
風
雅
を
読
み
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
「
僧
侶
（
僧

行
）
と
山
内
労
働
者
（
火
客
）
と
が
、
と
も
に
仏
道
を
修
し
て
い
る
」

と
記
し
て
い
る
。
な
お
「
洞
谷
十
境
」
で
は
、
瑩
山
禅
師
が
終
焉
の
地

と
し
て
永
光
寺
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
洞
谷
山
に
お
け
る
行
住
坐
臥
に

思
い
を
巡
ら
し
た
言
葉
の
中
に
「
僧
行
火
客
、
俱
修
梵
行
」
が
登
場
す

る
わ
け
で
あ
り
、
晩
年
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
、
僧
俗
観
が
表
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
具
現
化
さ
れ
た
の
が
、
同
寺
で
の
行
事
規
定

『
瑩
規
』
所
収
の
歳
末
看
経
・
除
夜
施
餓
鬼
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
年
末
行
事
や
臨
時
行
事
へ
参
加
す
る
機
会
が
あ
る
と
は
い

え
、
僧
俗
の
区
別
は
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
。
で
は
、「
俱
修
梵
行
」

の
行
き
着
く
先
は
何
か
。
そ
の
答
え
の
一
つ
と
い
え
る
の
が
、
同
じ
く

『
洞
谷
記
』
所
収
の
「
発
心
作
僧
事
」
の
以
下
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

若
年
來
人
工
中
、
淨
發
心
而
望
作
僧
者
、
先
令
著
行
者
衣
、
而
淨
行
持
戒
。

或
補
給
頭
參
頭
承
侍
鎮
橋
等
。
經
兩
三
年
、
又
許
直
裰
小
中
衣
、
或
補
鐘
頭

炭
頭
等
。
又
經
一
兩
年
、
而
授
衣
入
衆
。

.

（『
諸
本
対
校.

洞
谷
記
』
九
二
頁
）

　

こ
こ
で
は
複
数
年
人
工
を
務
め
た
者
の
中
で
清
ら
か
な
発
菩
提
心
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、
行
者
と
な
っ
て
戒
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
給
頭
や

鐘
頭
等
を
務
め
た
後
に
法
衣
等
を
受
け
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
人
工
と
い
う
叢
林
内
労
働
者
が
、
受
戒
し
て
雲
水
と
な
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

松
尾
剛
次
氏
は
こ
の
「
発
心
作
僧
事
」
を
取
り
上
げ
、
瑩
山
禅
師
の

入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
は
、
出
家
希
望
者
の
修
行
歴
に
よ
っ
て
国
家
的
授

戒
制
（
南
都
北
嶺
系
戒
壇
）
が
組
み
込
ま
れ
た
独
自
の
入
門
制
度
と
、
そ

れ
と
は
無
関
係
の
制
度
と
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
松
尾
剛
次
『
新
版
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
―
入
門
儀
礼
と
祖
師
神
話
―
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
年
、
二
二
九
頁
）。
ま
た
竹
内
弘
道
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
当
該
規
定
で
は
実
に
多
様
な
経
歴
や
身
分
の
人
を
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
竹
内
弘
道
「
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』
―
草
創
期
の

曹
洞
宗
叢
林
の
姿
を
今
に
伝
え
る
宝
庫
―
」、『
現
代
語
訳
洞
谷
記
』
一
四
頁
）。
こ

の
よ
う
に
、
初
期
教
団
が
勢
力
を
拡
大
す
る
上
に
お
い
て
、
僧
俗
問
わ
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八

ず
多
種
多
様
な
人
材
を
取
り
込
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
人
工
も
ま
た
そ

の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
鑑
み
る
と
先
の
「
俱
修
梵
行
」
と
い
う
思
想
は
、
単
に
叢

林
内
の
僧
俗
間
に
お
け
る
平
等
意
識
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
叢

林
内
に
お
け
る
僧
侶
生
産
を
措
定
し
た
発
想
と
も
い
え
よ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
歳
末
と
い
う
期
間
、
読
経
を
修
さ
せ
功
徳
を
積
む
と
い
う
業
に
携

わ
ら
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
三
宝
手
足
」
を
、

将
来
的
に
「
三
宝
（
僧
宝
）」
そ
の
も
の
に
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
素
地
が

『
瑩
規
』
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
、
ま
と
め

　

本
稿
で
は
『
瑩
規
』「
除
夜
施
餓
鬼
」
疏
に
記
さ
れ
る
人
工
・
火
客

に
着
目
し
、
叢
林
内
労
働
者
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
て
き
た
。

　

ま
ず
火
客
に
関
し
て
は
灯
史
・
語
録
の
記
載
か
ら
、
唐
・
北
宋
以
前

の
中
国
の
叢
林
に
お
い
て
は
「
火
頭
」
の
役
職
が
存
在
し
、
そ
れ
を
務

め
る
の
は
出
家
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
現
存
す
る
最
古

の
清
規
『
禅
規
』
に
は
、
火
客
・
火
頭
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ

れ
ら
火
に
ま
つ
わ
る
役
職
は
細
分
化
さ
れ
「
炭
頭
」「
炉
頭
」「
灯
頭
」

と
な
り
、
い
ず
れ
の
職
位
も
僧
侶
が
務
め
て
い
た
。
一
方
、
時
代
が

下
っ
た
『
校
規
』
に
お
い
て
は
「
火
客
」
の
存
在
が
清
規
史
上
初
め
て

明
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
在
家
者
と
推
定
さ
れ

た
。
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
著
さ
れ
た
『
備
規
』
で
は
「
火
佃
」
と
い
う

役
職
が
登
場
し
、
こ
の
「
佃
」
は
寺
院
と
雇
用
契
約
を
結
ん
で
い
る
こ

と
が
同
清
規
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
両
清
規
の
記
載
か
ら
火

頭
等
僧
侶
が
担
っ
て
い
た
配
役
は
、
火
客
・
火
佃
と
い
う
専
門
職
と
し

て
在
家
者
が
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
住
持

の
葬
儀
に
は
参
列
し
て
い
た
と
把
握
さ
れ
る
が
、『
備
規
』「
直
歳
」
の

職
掌
で
「
牧
養
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
管
理
さ
れ
る
対
象

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

..

ま
た
人
工
に
関
し
て
は
、『
禅
規
』
に
お
い
て
直
歳
・
磨
頭
・
荘
主

の
職
掌
に
お
い
て
言
及
が
認
め
ら
れ
、
所
謂
の
人
夫
（
在
家
者
）
と
し

て
「
行
者
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
と
共
同
し
な
が
ら
、
肉
体
労
働
や
雑
務

を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
瑩
規
』
成
立
以
前
の
中
国
叢
林
で
の
火
客
・
人
工
の
位
置
付
け
は

上
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
道
元
禅
師
の
清
規
関
連
著
作
で
は
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
。

　

ま
ず
『
典
座
教
訓
』
か
ら
は
寮
内
に
お
け
る
雑
務
を
担
う
の
は
、
火

客
・
行
者
・
奴
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
道
元
禅
師
の
晩
年
に

差
し
掛
か
っ
た
時
期
に
記
さ
れ
た
『
知
事
清
規
』
で
は
、
監
院
・
典

座
・
直
歳
の
職
掌
に
お
い
て
人
工
（
明
確
な
職
位
と
し
て
か
は
不
明
だ
が
、

火
客
の
記
載
も
あ
る
）
の
言
及
が
認
め
ら
れ
る
。
当
該
文
献
後
半
部
は
、

『
禅
規
』
巻
三
の
引
用
に
基
づ
い
て
論
述
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
著
述

内
容
は
当
然
『
禅
規
』
と
共
通
す
る
わ
け
だ
が
、
禅
師
独
自
の
説
示
箇

所
に
注
目
す
る
と
人
工
は
使
役
さ
れ
る
対
象
と
し
て
示
さ
れ
る
。
む
し



『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り
（
澤
城
）

九
九

ろ
、
知
事
の
心
構
え
と
し
て
、
責
任
を
も
っ
て
彼
ら
の
労
務
を
管
理

し
、
そ
の
労
務
規
範
を
彼
ら
に
明
示
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
管
理
・
指
導
と
と
も
に
知
事
の
彼
ら
に
対
す
る
姿
勢
と
し

て
、
私
欲
で
は
な
く
公
明
正
大
な
態
度
で
臨
む
べ
き
旨
も
併
せ
て
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
典
座
寮
内
で
は
、
人
工
・
行
者
は
同
じ
労
務
に

従
事
す
る
が
、
竈
公
諷
経
を
司
る
の
は
行
者
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い

て
僧
・
俗
の
線
引
き
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
瑩
山
禅
師
の
叢
林
内
労
働
者
へ
の
眼
差
し
を
、
中
国
禅
宗
・

道
元
禅
師
の
清
規
類
に
お
け
る
捉
え
方
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

『
瑩
規
』『
洞
谷
記
』
を
紐
解
く
と
、
ま
ず
新
住
持
に
関
わ
る
人
事
行
礼

へ
の
参
加
や
亡
僧
遺
品
分
配
が
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
、『
校
規
』『
備

規
』
と
比
較
す
る
と
、
叢
林
内
労
働
者
の
山
門
行
事
へ
関
わ
る
度
合
い

が
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
が
、
本
研
究

で
主
た
る
検
討
対
象
と
し
た
歳
末
看
経
・
除
夜
施
餓
鬼
で
あ
ろ
う
。
こ

の
行
事
は
数
日
以
上
に
わ
た
る
読
経
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
在
家
者

も
ま
た
主
体
的
に
取
り
組
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
僧
侶
の

修
行
に
準
ず
る
行
事
規
定
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、（『
知
事

清
規
』
と
『
瑩
規
』
を
同
一
線
上
で
語
る
の
は
聊
か
無
理
が
あ
る
が
）
道
元
禅
師

の
規
定
す
る
竈
公
諷
経
（
行
者
の
み
が
務
め
る
）
と
大
き
く
異
な
る
点
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
俗
を
含
め
た
行
事
の
根
幹
に
は
僧
俗
が
「
俱
修
梵

行
」
と
の
思
想
が
据
え
ら
れ
て
い
た
予
想
さ
れ
る
。
叢
林
内
労
働
を
単

な
る
雑
務
で
な
く
、
三
宝
供
養
へ
と
昇
華
さ
せ
た
そ
の
視
線
の
先
に

は
、
彼
ら
を
正
式
な
僧
侶
へ
、
と
の
風
景
を
描
い
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
瑩
山
禅
師
の
叢
林
観
の
特
徴
の
一
つ
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
歳
末
看
経
・
除
夜
施
餓
鬼
に
記
さ
れ
る
人
工
・
火
客
を
中
心

に
、『
瑩
規
』
に
お
け
る
僧
俗
観
を
検
討
し
て
き
た
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
積
極
的
な
側
面
を
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
現
代
的
観
点
か
ら
改

め
て
当
該
行
事
を
検
討
す
る
と
、
注
意
す
べ
き
内
容
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
歳
末
行
事
は
寺
領
・
檀
越
領
で

死
ん
だ
「
動
物
供
養
」
が
主
た
る
目
的
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
亡
き
人

工
・
火
客
は
、
そ
こ
に
付
随
あ
る
い
は
含
有
さ
れ
る
形
で
回
向
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
動
物
と
人
間
と
が
同
列
に
供
養
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
例
え
ば
愛
玩
動
物
と
人
間
と
を
共
同
に
埋

葬
す
る
事
例
が
出
て
く
る
な
ど
（
鵜
飼
秀
徳
『
ペ
ッ
ト
と
葬
式
』
朝
日
新

書
、
二
〇
一
八
年
、
五
七
頁
）
肯
定
的
意
見
も
存
す
る
が
、
葬
儀
・
埋
葬

で
人
と
動
物
を
同
等
に
取
り
扱
う
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
感
を
持
つ
人
の

割
合
も
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
現
代
的
傾
向
を
引
き
合
い
に
出
さ
ず
と
も
、
そ
も
そ
も

『
瑩
規
』
に
は
亡
僧
行
事
は
も
と
よ
り
、「
亡
者
回
向
」「
在
家
等
人
回

向
」
が
存
在
し
、
在
家
者
に
対
す
る
追
善
供
養
（
あ
る
い
は
葬
送
儀
礼
）

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
相
対
的
に
み
れ
ば
同
じ
在
家
者
と
は
い
え
、

「
亡
者
回
向
」
等
の
対
象
に
比
し
て
人
工
・
火
客
が
下
位
に
位
置
づ
け



『
瑩
山
清
規
』
に
み
ら
れ
る
僧
俗
の
か
か
わ
り
（
澤
城
）

一
〇
〇

ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
除
夜
施
餓
鬼
が
動
物
転
生
譚

を
並
べ
立
て
「
転
凡
入
聖
」
を
願
う
の
に
対
し
、
亡
者
回
向
等
で
は
亡

き
人
を
「
覚
霊
」
と
尊
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
じ
在
家
人
へ
の

追
善
供
養
に
明
確
な
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

管
見
の
限
り
『
瑩
規
』
以
前
の
清
規
に
お
い
て
、
叢
林
内
労
働
者
に

特
化
し
た
追
善
供
養
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
点
に

お
い
て
、
当
該
行
事
は
（
併
修
で
あ
っ
て
も
）
先
進
的
な
儀
礼
と
い
え
る

が
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
点
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し

て
お
く
。

　



一
〇
一

一
、
は
じ
め
に

　
『
瑩
山
清
規
』
に
は
寺
院
に
お
け
る
各
種
儀
礼
の
実
施
時
期
や
内
容

と
と
も
に
、
儀
礼
中
に
用
い
ら
れ
る
願
文
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。

願
文
と
は
、
仏
に
祈
願
す
る
際
の
趣
意
や
施
主
の
誓
願
な
ど
を
記
す
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
発
願
文
」
や
「
回
向
文
」
と
と
も
に

「
疏
」
も
該
当
す
る（

１
）。

儀
礼
中
に
用
い
ら
れ
る
疏
を
検
討
す
る
こ
と

は
、
当
時
の
儀
礼
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
誓
願
が
な
さ
れ
て
い
た
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏

は
、
宗
門
に
お
け
る
儀
礼
執
行
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
『
昭
和
修
訂
曹

洞
宗
行
持
軌
範
』（
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
五
日
第
一
版
・
平
成
二
十
七
年
四
月

一
日
第
三
版
発
行
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
。
以
下
、『
行
持
軌
範
』）
に
お
い
て
も
多

数
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
現
在
に
与
え
る
影
響
も
大
き
い
た
め
、

こ
れ
ら
の
疏
を
検
討
す
る
こ
と
は
現
在
の
儀
礼
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

も
意
義
深
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
瑩
山
清
規
』
所

収
の
願
文
に
つ
い
て
、
特
に
疏
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
成
立
や
位
置

づ
け
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
禅
宗
清
規
に
お
け
る
疏

　

禅
宗
に
お
け
る
疏
に
つ
い
て
は
語
録
や
詩
文
集
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
た
と
え
ば
『
禅
苑
清
規
』（
一
一
〇
三
）「
赴
粥
飯
」
に
は
以

下
の
よ
う
に
あ
る
。

今
晨
修
設
有
疏
、
恭
対
雲
堂
代
伸
宣
表
。
伏
惟
慈
証
。
宣
疏
罷
云
、
上
来
文

疏
已
具
披
宣
。
聖
眼
無
私
、
諒
垂
昭
鑑
。
仰
憑
尊
衆
念
。（
鏡
島
元
隆
・
佐
藤

達
玄
・
小
坂
機
融
著
『
訳
註
禅
苑
清
規
』
四
六
頁
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九

七
二
）

　

上
記
に
「
今
晨
修
設
、
疏
あ
り
、
恭
し
く
雲
堂
に
対
し
て
代
っ
て
宣

表
を
伸
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
禅
宗
儀
礼
に
お
い
て
疏
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
疏
の
内
容
を
掲
載
す
る
も

の
と
し
て
『
禅
林
備
用
清
規
』（
一
三
一
一
。
以
下
、『
備
用
清
規
』）
が
あ

る
。
同
清
規
に
は
「
聖
節
陞
座
諷
経
」（
続
蔵
一
一
二
冊
三
一
左
上
。
以

下
、
丁
数
の
み
表
記
）、「
如
来
降
誕
」（
三
二
左
上
）、「
涅
槃
成
道
」（
三
二

左
下
）、「
達
磨
祖
師
忌
」（
三
三
右
上
）、「
百
丈
祖
師
忌
」（
三
三
左
上
）、

「
楞
厳
会
」（
巻
三･
三
九
右
上
）
の
各
儀
礼
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
疏
の

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て

小
早
川
　
浩
　
大



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
二

本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
成
立
す
る
『
幻
住
庵
清

規
』（
一
三
一
七
）
や
『
勅
修
百
丈
清
規
』（
一
三
三
六
）
に
も
疏
の
本
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

三
、『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
『
瑩
山
清
規
』
に
所
収
さ
れ
る
疏
に
つ
い
て
み
る
と
以
下
の

と
お
り
と
な
る
。「
①
三
朝
佳
節
疏
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
五
号
一
〇
五

～
一
〇
六
頁
。
以
下
、
頁
数
の
み
表
記
）、「
②
涅
槃
会
疏
」（
一
一
一
頁
）、

「
③
降
誕
会
疏
」（
一
二
五
頁
）、「
④
土
地
堂
念
誦
」（
一
三
七
頁
）、「
⑤
楞

嚴
会
出
班
疏
」（
一
四
七
頁
）、「
⑥
四
月
土
地
堂
念
誦
疏
」（
三
六
号
一
六

四
頁
。
以
下
、
頁
数
の
み
表
記
）、「
⑦
施
餓
鬼
供
疏
」（
一
六
九
～
一
七
〇

頁
）、「
⑧
楞
嚴
会
満
散
疏
」（
一
七
三
頁
）、「
⑨
永
平
忌
疏
」（
一
七
七
～
一

七
八
頁
）、「
⑩
大
乗
忌
疏
」（
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）、「
⑪
達
磨
忌
疏
」（
一

八
一
～
一
八
二
頁
）、「
⑫
十
一
月
土
地
堂
念
誦
疏
」（
一
八
四
頁
）、「
⑬
成

道
会
疏
」（
一
八
六
頁
）、「
⑭
除
夜
疏
」（
一
八
九
頁
）、「
⑮
竜
天
疏
」（
一

九
一
頁
）、「
⑯
歳
節
衆
寮
諷
経
土
地
堂
念
誦
疏
」（
一
九
四
頁
）、「
⑰
大
般

若
結
願
疏
」（
三
四
号
二
〇
二
頁
）
に
よ
る
一
七
種
類
を
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
か
ら
⑯
ま
で
の
一
六
種
類
に
つ
い
て
は
『
瑩
山

清
規
』
の
「
年
中
行
事
」
の
な
か
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
⑰
の
み
は

「
回
向
」
の
な
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
に
つ
い
て
、
宗
学
研
究
部
門
の
共
同
研
究
に
お
い
て
実
施
し
た

七
種
類
の
諸
本
対
校
の
結
果
に
よ
り
各
疏
の
本
文
の
異
同
箇
所
を
確
認

す
る
と
ほ
ぼ
異
同
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た（

２
）。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
最

古
の
写
本
で
あ
る
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
一
三
七
六
）
の
本
文
を
確

認
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
各
疏
の
実
施
時
期
に
着
目
す
る
と
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
元
亨
四
年
の
年
号
を
記
す
も
の
が
九
種
類
あ
り
、
そ
れ
ら
は

①
「
正
月
三
日
」、
②
「
二
月
十
五
日
」、
③
「
四
月
八
日
」、
⑤
「
四

月
十
五
日
」、
⑧
「
七
月
十
五
日
」、
⑨
「
八
月
二
十
八
日
」、
⑪
「
十

月
五
日
」、
⑬
「
十
二
月
八
日
」、
⑮
「
正
月
一
日
」
と
い
う
各
日
付
を

記
載
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
年
号
は
特
定
し
て
い
な
い
が
日
付
が
記
さ
れ
る
も
の
が
④

「
四
月
十
四
日
」、
⑥
「
七
月
十
四
日
」、
⑦
「
七
月
十
四
日
」、
⑩
「
什

年
九
月
十
四
日
」
の
四
種
類
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
年
号
を
記
さ
な
い
が
実
施
時
期
を
窺
い
知
れ
る
も
の
が
⑫

「
十
一
月
中
」、
⑭
「
除
夜
」、
⑯
「
歳
節
衆
寮
諷
経
」
の
三
種
類
で
あ

り
、
そ
の
他
と
し
て
⑰
「
大
般
若
結
願
疏
」
が
あ
る
。

四
、
疏
の
構
成
に
つ
い
て

　

疏
の
構
成
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
対
句
表
現
に
着
目
し
、
各
句
の

平
仄
を
確
認
し
た（

３
）。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
以
下
の
④
及
び
⑥
土
地
堂
念
誦

疏
に
つ
い
て
平
仄
が
整
っ
た
対
句
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

④
土
地
堂
念
誦
疏

竊
以
、



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
三

薫
風
扇
野●

、

炎
帝
司
方○

。

当
法
王
禁
足
之
辰○

、

是
釈
子
護
生
之
日●

。

躬
裒
大
衆●

、

恭
詣
霊
祠○

。

誦
持
万
徳
之
洪
名○

、

回
向
合
堂
之
真
宰●

。

　

⑥
土
地
堂
念
誦
疏

切
以
、

金
風
扇
野●

、

白
帝
司
方○

。

当
覚
皇
解
制
之
時○

、

是
法
歳
周
円
之
日●

。

九
旬
無
難●

、

一
衆
咸
安○

。

誦
持
万
徳
洪
名○

、

回
向
合
堂
真
宰●

　

し
か
し
、
④
及
び
⑥
以
外
の
疏
を
み
る
と
、
基
本
的
に
対
句
を
と
る

が
、
部
分
的
に
平
仄
が
不
完
全
な
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
以
下
に
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏

の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

五
、
疏
の
成
立
に
つ
い
て

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
禅
宗
清
規
に
お
い
て
疏
の
本
文
を
掲
載
す
る

も
の
に
『
備
用
清
規
』
が
あ
っ
た
。
こ
の
『
備
用
清
規
』
は
『
瑩
山
清

規
』
の
成
立
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、『
瑩
山
清
規
』
の
成
立
に
あ

た
っ
て
そ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）。

そ
こ
で
両
清
規
の
疏
を
比
較

す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
楞
厳
会
満
散
疏
」
に
同
内
容
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
も
疏
の
作
成
に
あ
た
っ
て
『
備
用
清

規
』
を
参
照
し
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
が
、
冒
頭
の
偈
文
の
み
の
一
致

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
本
文
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
瑩

山
清
規
』
の
疏
は
独
自
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、『
備
用
清
規
』「
楞
厳
会
疏
」
の
な
か
に
は
、
以
下
の
よ
う
に

「
白
仏
偈
」、「
普
回
向
」、「
右
語
」
と
い
う
語
が
み
ら
れ
る
。

白
仏
偈　

妙
湛
総
持
不
動
尊
、
首
楞
厳
王
世
希
有
。
銷
我
億
劫
顛
倒
想
、
不

歴
僧
祇
獲
法
身
。
仰
冀
洪
慈
俯
垂
昭
鑑
某
州
某
寺
住
持
某
。
今
月
十
五
日
、

伏
値
本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚
結
制
之
辰
、
預
於
十
三
日
、
恭
就
大
仏
宝
殿
、

啓
建
楞
厳
勝
会
、
営
備
香
華
灯
燭
、
以
伸
供
養
。
比
丘
衆
、
諷
誦
大
仏
頂
万

行
首
楞
厳
神
咒
、
称
揚
聖
号
。
所
集
功
徳
、
献
神
位
了
。
右
伏
以
云
、

普
回
向　

偈
上
来
現
前
比
丘
衆
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
呪
。
回
向
護
法
衆
龍
天
、

土
地
伽
藍
諸
聖
造
。
三
途
八
難
俱
離
苦
、
四
恩
三
有
尽
霑
恩
。
国
界
安
寧
兵



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
四

革
銷
、
風
調
雨
順
民
康
楽
。
一
衆
重
修
希
勝
進
、
十
地
頓
超
無
難
事
。
山
門

鎮
静
絶
非
虞
、
檀
信
帰
依
増
福
慧
。
十
方
三
世
一
切
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶

薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

右
語　

右
伏
目
、
湧
宝
光
於
無
見
頂
相
、
有
化
仏
之
宣
揚
。
建
勝
幢
於
室
羅

筏
城
、
銷
摩
登
之
幻
妄
。
永
厳
秘
典
、
誓
畢
弘
持
。
属
長
期
之
安
居
、
爰
開

端
於
此
日
。
同
声
敷
暢
、
林
木
池
沼
皆
演
法
音
。
一
利
普
資
、
蠢
動
含
霊
俱

蒙
饒
益
。
恭
願
聖
天
子
永
厳
睿
筭
、
過
大
椿
一
万
六
千
。
給
孤
氏
允
輔
昌

朝
、
慶
奕
棄
光
明
盛
大
。
海
衆
了
単
伝
之
旨
、
祇
園
集
永
固
之
祥
。
但
某

甲
、
下
情
無
任
激
切
屏
営
之
至
。
謹
疏
。

.

（
三
八
左
下
～
三
九
右
上
。
太
字
及
び
傍
線
部
は
筆
者
）

　

上
記
の
う
ち
、「
疏
」
に
該
当
す
る
箇
所
は
「
右
語
」
以
下
と
な

る
。
し
か
し
、『
瑩
山
清
規
』
で
は
当
該
区
分
が
用
い
ら
れ
て
お
ら

ず
、「
展
疏
云
」
や
「
疏
云
」
と
い
う
語
か
ら
「
謹
疏
」
ま
で
が
ひ
と

つ
の
流
れ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
前
述
の
「
白
仏
偈
」
と
「
右

語
」
に
該
当
す
る
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
白
仏
偈
」
に
は

傍
線
部
の
よ
う
に
「
所
集
功
徳
、
献
神
位
了
」（
三
八
左
下
）
と
あ
る

が
、『
瑩
山
清
規
』
で
は
よ
り
具
体
的
に
神
祇
名
が
列
挙
さ
れ
て
い

る（
５
）。

こ
の
こ
と
か
ら
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
が
願
文
と
し
て
の
性
格

を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
瑩
山
清

規
』
に
お
い
て
「
展
疏
云
」
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、『
備
用

清
規
』
の
「
右
語
」
に
該
当
す
る
の
は
「
右
伏
以
」、「
竊
以
」、「
右
潜

以
」、「
切
以
」、「
右
蜜
以
」、「
右
蜜
惟
」
に
続
く
箇
所
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
例
と
し
て
『
備
用
清
規
』
巻
三
「
楞
厳
会
」
の
「
右
語
」

を
み
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

湧
宝
光
於
無
見
頂
相●

、
有
化
仏
之
宣
揚○

。

建
勝
幢
於
室
羅
筏
城○

、
銷
摩
登
之
幻
妄●

。

永
厳
秘
典●

、
誓
畢
弘
持○

。

属
長
期
之
安
居○

、
爰
開
端
於
此
日●

。

同
声
敷
暢●

、
林
木
池
沼
皆
演
法
音○

。

一
利
普
資○

、
蠢
動
含
霊
俱
蒙
饒
益●

。

恭
願
、

聖
天
子
永
厳
睿
筭●

、
過
大
椿
一
万
六
千○

。

給
孤
氏
允
輔
昌
朝○

、
慶
奕
棄
光
明
盛
大●

。

海
衆
了
単
伝
之
旨●

、
祇
園
集
永
固
之
祥○

。

但
某
甲
、
下
情
無
任
激
切
屏
営
之
至
。
謹
疏
。

　

こ
の
よ
う
に
平
仄
を
整
え
た
対
句
（「
隔
対
」・「
単
対
」）
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、『
備
用
清
規
』
よ
り
後
に
成
立

す
る
『
幻
住
庵
清
規
』（
一
三
一
七
）
に
掲
載
さ
れ
る
「
仏
生
日
疏
」（
続

蔵
一
一
一
冊
四
九
〇
左
上
）
は
四
月
八
日
の
「
本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚
示

現
受
生
之
辰
」
の
際
に
つ
と
め
ら
れ
る
仏
降
誕
会
の
疏
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
平
仄
が
整
っ
た
対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

右
伏
以
、



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
五

春
満
毗
藍
園
優
鉢
曇
花○

、
自
天
垂
降●

、

香
繞
無
優
樹
妙
菩
提
果●

、
当
処
示
生○

。　

白
玉
毫
万
象
仰
瞻○

、

黃
金
軀
九
龍
灌
沐●

。

某
等
仰
承
慈
廕
適
会
誕
辰
。

諷
秘
密
之
真
詮
敢
忘
遺
教●

、

献
蘋
蘩
之
薄
供
輙
罄
微
誠○

。　

本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚
、
伏
願
智
慧
海
宏
深
蕩
、
慈
波
於
無
窮
無
極
。

功
徳
山
高
聳
垂
道
樹
而
益
茂●

、

葢
栄
同
十
方
諸
仏
大
転
法
輪○

。

与
法
界
衆
生
俱
成
。
正
覚
但
某
等
下
情
無
任
瞻
望
、
玉
毫
激
切
屏
営
之
至
。

謹
疏
。

　

ま
た
、
参
考
ま
で
に
『
瑩
山
清
規
』
に
先
行
す
る
無
学
祖
元
（
一
二

二
六
～
一
二
八
六
）
の
語
録
を
み
る
と
、
同
様
に
平
仄
を
整
え
た
対
句
が

用
い
ら
れ
て
い
る（

５
）。

　

さ
ら
に
、『
瑩
山
清
規
』
よ
り
後
に
成
立
す
る
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八

～
一
三
四
七
）
撰
『
禅
儀
外
文
集
』（
一
三
四
二
序
）
の
「
疏
」
に
お
い
て

も
平
仄
が
整
っ
た
対
句
を
用
い
て
い
る
も
の
が
撰
述
さ
れ
て
い
る（

６
）。

以

上
の
よ
う
に
禅
宗
儀
礼
に
お
け
る
疏
に
は
平
仄
を
整
え
た
対
句
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
に
眼
を
向
け
る
と
、
先
に
み
た

よ
う
に
平
仄
が
整
っ
た
対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
「
④
土
地
堂
念

誦
疏
」
及
び
「
⑥
土
地
堂
念
誦
疏
」
の
二
種
類
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は

具
体
的
な
年
号
を
記
さ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
『
禅
苑
清
規
』

「
結
夏
」（
八
六
頁
）
及
び
「
解
夏
」（
九
一
頁
）
を
出
典
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
独
自
に
作
成
し
た
疏
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

　
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
の
う
ち
、
具
体
的
な
年
号
を
記
載
す
る
も

の
と
し
て
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
が
あ
る
。
元
亨
四
年
は
瑩
山
禅
師
が

能
登
国
酒
井
保
に
お
い
て
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
開
創
し
た
洞
谷
山

永
光
寺
の
伽
藍
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
時
期
と
な
る
。

　

永
光
寺
に
お
け
る
動
静
に
つ
い
て
は
『
洞
谷
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
元
亨
四
年
の
年
号
を
持
つ
疏
と
『
洞
谷

記
』
の
記
載
内
容
と
は
重
複
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
禅
林
寺
本
『
瑩

山
清
規
』
と
『
洞
谷
記
』
と
は
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

も
の
で
あ
る（

７
）。

特
に
元
亨
四
年
四
月
八
日
に
行
わ
れ
た
開
堂
法
儀
次
序

に
お
け
る
「
拈
本
願
疏（

８
）」

に
つ
い
て
は
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
「
③
降

誕
会
疏
」
が
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
『
瑩
山

清
規
』
所
収
の
疏
と
『
洞
谷
記
』
と
に
関
連
性
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
元
亨
四
年
の
年
号
を
記
す
疏
に
注
目
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ

も
平
仄
が
完
全
に
は
整
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
「
③
降
誕
会
疏
」
を
あ
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な

る
。

右
伏
以
、

曇
花
瑞
現●

、
徧
界
香
気
曼
引●

。



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
六

爀
日
質
麗●

、
満
天
光
輝
普
照●

。

三
祇
劫
満
之
最
後
身○

、

四
八
荘
厳
之
大
妙
相●

。

是
凡
是
聖　

悉
帰
仰●

、

天
上
天
下
唯
我
独
尊○

。

三
百
余
会
法
雨
潤
遠
浴●

、

二
千
余
年
徳
風
響
久
扇○

。

仰
願
、

毫
光
益
来
際●

、
而
福
業
利
塵
沙○

。

伏
請
、

心
華
開
満
地●

、
而
荘
厳
敷
法
界●

矣
。
謹
疏
。

　

さ
き
に
『
幻
住
庵
清
規
』「
仏
生
日
疏
」
に
お
い
て
は
平
仄
が
整
っ

た
対
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
冒
頭
の
「
曇
花
瑞

現●

、
徧
界
香
気
曼
引●

。
爀
日
質
麗●

、
満
天
光
輝
普
照●

」
を
取
り
上
げ
て
み
て
も

平
仄
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
⑧
楞
厳
会
満
散
疏
」
を
み
る
と
以
下
の

と
お
り
と
な
る
。

右
蜜
以
、

涌
宝
光
於
無
見
頂
相●

、
有
化
仏
之
宣
揚○

。

建
勝
幢
於
室
羅
筏
城○

、
銷
摩
登
之
幻
妄●

。

昨
属
長
期
之
安
居○

、
啓
此
勝
会●

。

今
当
覚
皇
之
解
制●

、
各
円
法
歳●

。

知
乗
此
神
咒
力●

、
而
三
惑
頓
消○

。

忽
開
此
明
咒
心○

、
而
十
地
速
登○

。

情
与
無
情○

、
同
音
説
法●

。

能
与
所
境●

、
互
換
主
伴●

。

常
恒
為
仏
事●

、

不
退
施
法
益●

。

外
重
睿
筭
無
窮
之
山
徳●

、
而
加
風
雨
調
適
之
恵
祐
於
天
下●

。

内
転
法
輪
不
退
之
性
海●

、
而
普
日
月
照
耀
之
智
光
於
群
生○

。
謹
疏
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
備
用
清
規
』「
楞
厳
会
」
と
一
致
す
る
冒
頭
の

句
に
つ
い
て
は
平
仄
が
整
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
昨
属
長
期
之
安

居○

、
啓
此
勝
会●

。
今
当
覚
皇
之
解
制●

、
各
円
法
歳●

」
で
は
平
仄
が
整
っ
て
い
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
る（

９
）。

こ
の
よ
う
に
元
亨
四
年
の
年
号
を
記
す
疏
に

お
い
て
平
仄
が
整
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

入
元
僧
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

元
亨
四
年
前
後
の
時
期
に
あ
っ
て
、
瑩
山
禅
師
と
関
わ
っ
た
入
元
僧

に
孤
峰
覚
明
（
一
二
七
一
～
一
三
六
一
）
が
い
る
。
孤
峰
に
関
す
る
記
述

は
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
「
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
六
月
二
三
日
」

条
（
三
三
頁
）
に
み
え
る
ほ
か
、
流
布
本
『
洞
谷
記
』
の
「
正
中
元
年

（
一
三
二
四
）
一
月
一
一
日
」
条
（
五
〇
頁
）
に
参
問
し
た
記
録
が
み
え

る
。
こ
の
時
期
に
孤
峰
が
参
学
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
亨
四
年
の
疏

の
作
成
時
期
に
は
瑩
山
禅
師
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
先
に
み
た
よ
う
に
元
亨
四
年
の
疏
の
平
仄
が
整
っ
て
い
な



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
七

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
疏
の
作
成
に
あ
た
っ
て
孤
峰
が
平
仄
に
関
す
る
影

響
を
与
え
た
訳
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
時
期
的
に
み
て
『
備

用
清
規
』
が
参
照
で
き
る
環
境
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
の
入
元
僧
と
し
て
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
「
正
中
二
年

（
一
三
二
五
）
五
月
二
〇
日
」
条
（
六
七
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
大
智
（
一
二

九
〇
～
一
三
六
六
）
が
来
山
し
て
い
る）

（1
（

。
大
智
は
『
大
智
偈
頌
』
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
詩
文
に
長
じ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
偈
頌
を
作
成
す
る
に

あ
た
っ
て
は
的
確
に
押
韻
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

つ
ま
り
漢
字
の
音
韻
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
き
に
み
た
疏
は
平
仄
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
う
も

の
の
、
た
と
え
ば
「
昨
属
長
期
之
安
居○

、
啓
此
勝
会●

。
今
当
覚
皇
之
解
制●

、
各

円
法
歳●

」
の
「
歳
」
や
、「
知
乗
此
神
咒
力●

、
而
三
惑
頓
消○

。
忽
開
此
明
咒
心○

、

而
十
地
速
登○

」
の
「
登
」
の
よ
う
に
部
分
的
に
文
字
を
変
更
す
れ
ば
平
仄

が
整
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
音
韻
に
精
通
す
る
者
に

と
っ
て
は
違
和
感
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
あ

れ
ば
微
調
整
の
範
囲
で
対
応
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
修
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

を
踏
ま
え
る
と
、
大
智
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
正
中
二
年

の
大
智
参
学
以
前
、
つ
ま
り
は
元
亨
四
年
に
疏
が
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
、
疏
に
焦
点

を
あ
て
て
そ
の
位
置
づ
け
と
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

　

疏
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
疏
の
内
容
と
と
も
に
神
祇
名
を
列
挙

す
る
こ
と
か
ら
願
文
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
疏
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
今
回
確
認
し
た
元
亨
四
年
の
年
号

を
持
つ
疏
は
平
仄
が
完
全
に
整
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
正
中
二
年

（
一
三
二
五
）
に
大
智
が
参
学
す
る
以
前
、
つ
ま
り
元
亨
四
年
に
成
立
し

た
も
の
と
な
る
。

　

瑩
山
禅
師
に
先
立
つ
時
期
に
活
動
し
た
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
一
二

七
八
）
に
は
「
大
覚
禅
師
遺
誡
」
が
伝
わ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
一
、
参

禅
学
道
は
、
四
六
文
章
に
非
ず
、
宜
し
く
活
祖
意
に
参
ず
べ
し
、
死
話

頭
を
念
ず
る
こ
と
莫
か
れ
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
、
一
一
二
頁
上
）

と
あ
り
、
四
六
文
を
学
ぶ
こ
と
が
仏
道
修
行
者
の
本
分
で
は
な
い
と
す

る
も
の
の
、
実
際
に
は
四
六
文
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る）

（1
（

。
こ
の
点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
疏
に
お
い
て
平
仄
を
整
え

る
こ
と
が
第
一
義
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
示
さ
れ
た
禅
僧
と

し
て
の
境
涯
や
見
識
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
に
つ
い
て
は

平
仄
を
完
全
に
整
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
後
世
の
手
に
よ
る
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
い
え



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
八

る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
亨
四
年
以
降
に
成
立
す
る
『
禅
儀
外

文
集
』
に
お
い
て
は
、
平
仄
を
整
え
た
対
句
で
構
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
四
六
文
で
書
か
れ
た
疏
を
選
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は

絶
海
中
津
（
一
三
三
四
～
一
四
〇
五
）
が
伝
え
た
『
蒲
室
疏
法
』
に
よ
っ

て
、
よ
り
顕
著
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、

『
瑩
山
清
規
』
に
所
収
さ
れ
る
元
亨
四
年
の
疏
に
後
世
の
手
が
加
わ
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
『
洞
谷
記
』
に
遡
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
点
は
、
疏
の
撰
述
が
瑩
山
禅
師
自
身
に
よ
る
も
の
か
に
つ

い
て
は
今
後
も
更
な
る
検
討
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

さ
き
に
、『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
疏
は
諸
本
間
の
異
同
が
ほ
ぼ
み
ら

れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、「
⑪
達
磨
忌
疏
」
を
除
き
、
現

行
版
『
行
持
軌
範
』
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま

り
、
現
在
用
い
て
い
る
疏
は
『
洞
谷
記
』
の
世
界
を
共
有
で
き
る
貴
重

な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
儀
礼
に
お
い
て
用

い
る
場
合
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
と
い
え
よ
う
。

〔
註
〕

（
１
）
侯
冲
「
咒
愿
及
其
异
名
」（『
雲
南
社
会
科
学
』
二
〇
一
一
年
第
六
期
）

一
三
五
頁
～
一
三
八
頁
。

（
２
）
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
と
他
の
六
種
の
諸
本
と
の
異
同
箇
所
は
以
下

の
通
り
。「
③
降
誕
会
疏
」
瑞
現
→
現
端
・
悉
帰
仰
→
悉
皆
帰
仰
、「
⑤

楞
厳
会
出
班
疏
」
誦
日
咒
→
誦
咒
、「
⑦
施
餓
鬼
供
疏
」
尺
尊
→
釈

尊
、「
⑧.

楞
厳
会
満
散
疏
」
種
知
→
「
知
」「
始
」（
本
稿
で
は
文
字
数

の
関
係
上
「
知
」
を
用
い
た
。）・
開
此
明
→
開
明
此
、「
⑨
永
平
忌
疏
」

教
行
→
経
教
、「
⑪
達
磨
忌
疏
」
遐
邇
→
遐
陬
・
初
→
剏
・
期
→
吝
・

憶
→
想
、「
⑫
土
地
堂
念
誦
疏
」
詣
→
請
、「
⑬
成
道
会
疏
」
知
→
智
、

「
⑭
除
夜
疏
」
慈
→
悲
・

→
昏
昏
・
為
今
→
今
為
、「
⑮
竜
天
疏
」

諍
→
争
、「
⑯
歳
節
衆
寮
諷
経
土
地
堂
念
誦
疏
」
詣
→
請
、「
⑰
大
般
若

結
願
疏
」
八
万
塵
労
之
→
八
万
四
千
之
塵
労
消
。

（
３
）
当
日
の
発
表
資
料
に
お
い
て
各
疏
の
平
仄
を
一
覧
表
で
示
し
た
が
、
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
関
係
箇
所
の
み
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
竹
内
弘
道
「『
瑩
山
清
規
』
と
『
洞
谷
記
』」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
二

号
、
一
九
九
〇
）
に
そ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
西
尾
賢
隆
『
中
世
禅
宗
の
墨
跡
と
日
中
交
流
』
一
二
頁
～
一
三
頁
（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
）
参
照
。
発
表
時
は
蘭
渓
道
隆
を
指
摘
し
た

が
、
よ
り
適
切
な
資
料
と
し
て
無
学
祖
元
を
取
り
上
げ
る
。

（
６
）『
禅
儀
外
文
集
』（
四
条
寺
町
刊
、
一
六
二
六
、
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
所
収
）
の
「
疏
」
項
（
一
丁
オ
～
七
六
丁
ウ
）。

（
７
）
小
坂
機
融
「
清
規
変
遷
の
底
流
（
一
）」（『
宗
学
研
究
』
六
、
一
九
六

三
）
及
び
「
同
（
二
）」（『
宗
学
研
究
』
七
、
一
九
六
四
））
に
指
摘
さ

れ
、
松
田
文
雄
「
洞
谷
記
に
つ
い
て
（
一
）」（『
宗
学
研
究
』
八
、
一
九

六
五
）、
山
端
昭
道
「
瑩
山
禅
師
の
禅
風
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』

一
〇
、
一
九
六
七
）
で
論
究
さ
れ
る
。
尾
﨑
正
善
も
禅
林
寺
本
『
瑩
山



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
〇
九

清
規
』
の
解
題
（『
禅
宗
清
規
集
』
七
八
一
頁
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一

四
）
に
お
い
て
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
秋
津
秀
彰
「『
瑩
山

清
規
』
諸
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
三
年
九
月
二
日
開
催

日
本
印
度
学
仏
教
学
会
発
表
）
で
は
、「
年
中
行
事
」
か
ら
「
臨
時
行

事
」
を
抜
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
関
係
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
）
東
隆
眞
監
修
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』（
春
秋
社
、
二
〇
一

五
）
五
六
頁
。
以
下
、『
洞
谷
記
』
の
頁
表
記
に
同
書
を
用
い
る
。

（
９
）
上
記
以
外
の
疏
の
う
ち
で
平
仄
が
整
っ
て
い
な
い
箇
所
の
う
ち
の
一
部

を
と
り
あ
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。「
①.

三
朝
佳
節
疏
」
皇
徳

有
普●

、
海
嶽
被
不
残
恵●

、「
②.

涅
槃
会
疏
」
無
為
実
相
之
徳
用●

、
被
于

来
際●

、「
⑤.

楞
厳
会
出
班
疏
」
湧
宝
光
於
無
見
頂
相●

、
覆
舌
相
於
大
千

沙
界●

、「
⑦.

施
餓
鬼
供
疏
」
業
山
幽
邃●

、
日
月
光
不
能
照●

、「
⑨.

永
平

忌
疏
」
洞
水
逆
流○

、
巨
海
波
涛
為
雷○

、「
⑩.

大
乗
忌
疏
」
偃
渓
遠
讖●

、

興
起
宗
風
不
古●

、「
⑪.

達
磨
忌
疏
」
章
疏
之
科
節
星
繁○

、
名
相
之
教
網

雲
敷○

、「
⑫.

土
地
堂
念
誦
疏
」
以
表
佳
節
之
誠
志●

、
以
見
人
物
之
多

幸●

、「
⑬.

成
道
会
疏
」
蓋
衆
生
有
具
如
来
知※

慧
徳
相●

、
若
大
覚
無
示
衆

生
迷
悟
方
便●

、「
⑭.

除
夜
疏
」
蠢
蠢
含
類●

、
非
大
慈※

無
漾
済●

、「
⑮.

竜

天
疏
」
護
法
侍
衞●

、
堅
応
如
来
付
嘱●

、「
⑯.

歳
節
衆
寮
諷
経
土
地
堂
念

誦
疏
」
十
方
施
主●

、
増
福
増
慧●

、「
⑰.

大
般
若
結
願
疏
」
惣
持
明
咒●

、

能
除
一
切
災
難●

。

（
10
）
孤
峰
及
び
大
智
の
動
静
に
つ
い
て
は
榎
本
渉
『
南
宋
・
元
代
日
中
渡
航

僧
伝
記
集
成
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
）
一
〇
八
頁
～
一
一
一
頁
参

照
。

（
11
）
山
口
晴
通
「
大
智
禪
師
偈
頌
研
究
の
一
考
察
」（『
印
度
學
佛
教
學
研

究
』
一
七
（
一
）、
三
二
八
頁
～
三
三
一
頁
、
一
九
六
八
）
参
照
。

（
12
）
前
掲
西
尾
文
献
に
「
遺
誡
の
四
条
目
に
、
参
禅
や
学
道
は
、
四
六
文
を

学
ぶ
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
。
蘭
渓
は
、
修
行
者
の
あ
る
べ
き
規
矩
の

一
つ
を
示
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
禅
の
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

と
、
四
六
文
も
ま
っ
た
く
用
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」（
二

五
五
頁
～
二
五
六
頁
）
と
あ
る
。

（
13
）
茂
木
無
文
『
仏
祖
諷
経
の
仕
方
』（
代
々
木
書
院
、
一
九
三
五
）
五
〇

頁
で
は
、
三
仏
忌
、
達
祖
忌
、
高
祖
忌
の
五
編
に
つ
い
て
は
瑩
山
禅
師

親
撰
と
す
る
。

（
14
）『
瑩
山
清
規
』
と
現
行
版
『
行
持
軌
範
』
と
共
通
す
る
疏
に
お
い
て
、

異
同
箇
所
を
あ
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。「
②
涅
槃
会
疏
」
異

同
ナ
シ
（『
行
持
軌
範
』
一
二
〇
頁
、
以
下
、
頁
数
の
み
）、「
③
降
誕

会
疏
」
悉
帰
仰
→
悉
皆
帰
仰
（
一
三
三
頁
）、「
④
土
地
堂
念
誦
疏
」
恭

→
粛
（
一
五
〇
頁
）、「
⑤
楞
厳
会
出
班
疏
」
誦
日
咒
→
誦
咒
（
一
四
六

頁
）、「
⑥
土
地
堂
念
誦
疏
」
時
→
辰
・
回
向
→
欽
報
（
一
九
一
頁
）、

「
⑦
施
餓
鬼
供
疏
」
施
餓
鬼
供
疏
→
盂
蘭
盆
施
食
会
疏
・
業
→
惑
・
不

得
→
不
能
・
尺
尊
→
如
来
・
覚
皇
→
諸
仏
（
一
八
三
頁
）・
業
定
→
含

生
・
罪
悪
→
無
明
・
業
苦
→
迷
苦
・
今
夜
→
斯
辰
・
無
尽
→
無
量
（
一

八
四
頁
）、「
⑧
楞
厳
会
満
散
疏
」
右
蜜
→
右
伏
（
一
八
九
頁
）・
覚
皇
→

覚
王
・
各
円
→
各
々
・
開
此
明
→
開
明
此
・
当
恒
→
常
恒
・
叡
筭
→
叡



『
瑩
山
清
規
』
所
収
の
願
文
に
つ
い
て
（
小
早
川
）

一
一
〇

算
（
一
九
〇
頁
）、「
⑬
成
道
会
疏
」
右
密
→
右
伏
（
二
一
五
頁
）・
一
茎

→
一
金
・
永
耀
→
永
輝
（
二
一
六
頁
）、「
⑰
大
般
若
結
願
疏
」
久
持
金

剛
不
壊
之
壽
命
→
久
持
金
剛
不
壊
之
壽
命
増
長
福
慧
・
八
万
塵
労
之
一

切
苦
→
淤
泥
難
抜
之
根
塵
消
滅
苦
惑
（
九
五
頁
）。



一
一
一

は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化
は
、
奈
良
時
代
の
後
期
に
は
輸
入
さ
れ
て

い
た
が
、
平
安
時
代
の
末
期
に
は
廃
れ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
栄
西

（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）
が
宋
朝
式
の
喫
茶
文
化
、
い
わ
ゆ
る
抹
茶
法
を

輸
入
し
、
そ
の
後
に
再
び
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
禅
僧
に
よ
っ
て

輸
入
さ
れ
た
茶
は
、
当
初
は
禅
寺
を
中
心
に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
さ
ら
に
諸
宗
や
諸
地
域
を
含
め
、
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

茶
と
言
え
ば
臨
済
宗
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

鎌
倉
時
代
で
言
え
ば
、
曹
洞
宗
も
臨
済
宗
も
関
係
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

禅
寺
で
同
じ
よ
う
に
茶
が
飲
ま
れ
た
。
事
実
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
の
記

録
と
し
て
、
茶
に
関
連
す
る
記
事
が
も
っ
と
も
多
い
の
が
道
元
（
一
二

〇
〇
～
一
二
五
三
）
で
あ
り
、
次
い
で
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）

が
多
い
。

　

曹
洞
宗
、
臨
済
宗
と
も
に
こ
の
時
代
の
寺
院
文
書
類
の
伝
存
数
が
多

く
な
い
た
め
、
寺
院
の
文
書
に
は
茶
に
関
連
す
る
記
事
は
多
く
な
い
。

し
か
し
、
禅
僧
た
ち
の
説
法
録
に
は
多
く
の
茶
に
関
連
す
る
も
の
が
含

ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
文
化
や
茶

の
栽
培
の
実
態
な
ど
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

鎌
倉
時
代
の
禅
僧
た
ち
の
説
法
録
を
中
心
と
し
て
記
録
を
紐
解
い
た

上
で
、
道
元
の
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
道
元
は
禅
寺

に
お
け
る
宋
朝
の
儀
礼
で
あ
る
喫
茶
文
化
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
き
た
。

（
１
）

喫
茶
文
化
、
そ
れ
は
道
元
に
と
っ
て
修
行
の
一

つ
で
あ
り
、「
家
常
茶
飯
」「
尋
常
茶
飯
」
と
し
て
茶
を
飲
ん
で
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
道
元
の
喫
茶
文
化
の
受
容
状
況
を
踏
ま
え
て
、
瑩
山
の

喫
茶
文
化
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
論

じ
る
前
に
、
当
時
の
茶
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、『
鎌

倉
時
代
禅
僧
喫
茶
史
料
集
成
』（

２
）に

よ
る
成
果
を
踏
ま
え
て
簡
単
に
解
説

し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
時
代
の
茶
は
宋
朝
式
の
喫
茶
儀
礼
で
あ
り
、
禅
寺
で
は

鎌
倉
前
期
に
輸
入
さ
れ
、
鎌
倉
後
期
に
も
こ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

宋
朝
式
の
喫
茶
儀
礼
は
、
天
目
式
の
茶
托
と
茶
碗
を
用
い
、
茶
葉
を
粉

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

瑩
山
紹
瑾
と
喫
茶
文
化

舘
　
　
　
隆
　
志



瑩
山
紹
瑾
と
喫
茶
文
化
（
舘
）

一
一
二

末
状
（
茶
末
・
末
茶
）
に
し
た
も
の
を
茶
碗
に
入
れ
、
こ
れ
に
湯
を
注
い

だ
の
ち
に
撹
拌
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
鎌
倉
時
代
の
禅
寺
の
茶
の
色
は
緑
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
茶
は
基

本
的
に
禅
寺
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
茶
種
を
入
手
し
、
茶
園
に

植
え
、
花
が
咲
い
て
実
を
付
け
た
ら
、
茶
種
に
し
て
収
穫
し
、
こ
れ
を

再
び
植
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
禅
僧
の
語
録
か
ら
初
め

て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
僧
侶
自
身
に

よ
る
栽
培
は
、
本
来
仏
教
で
は
戒
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
耕
作
に
当
た

る
が
、
禅
寺
で
は
修
行
の
一
つ
と
し
て
耕
作
を
肯
定
し
て
受
容
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
。

　

茶
を
摘
む
の
も
禅
僧
自
身
で
あ
り
、
一
山
総
出
の
作
務
で
あ
る
普
請

を
し
て
摘
茶
し
た
。
こ
の
「
摘
茶
」「
種
茶
」
に
際
し
て
、
禅
僧
が
上

堂
し
て
説
法
し
、
偈
頌
を
残
す
こ
と
が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
た
ち

の
記
録
に
は
「
摘
茶
」「
種
茶
」
の
上
堂
説
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
文
化
は
、
茶
を
飲
む
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
栽
培
し
、
そ
れ
を
摘
む
こ
と
も
含
め
て
修
行
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
伝
記
史
料
に
よ
れ
ば
瑩
山
は
東
福
寺
の
白
雲
慧
暁
（
仏

照
禅
師
、
一
二
二
三
～
一
二
九
八
）
に
参
学
し
て
い
る
が
、『
仏
照
禅
師
語

録
』「
東
福
寺
語
録
」
の
「
普
請
種
茶
」
か
ら
は
、
当
時
の
東
福
寺
に

は
茶
園
が
あ
り
、
一
山
総
出
の
作
務
で
茶
樹
の
種
を
植
え
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
東
福
寺
で
修
行
し
た
寂
室
元
光
（
一
二
九
〇
～
一
三
六
七
）

は
、
東
福
寺
の
茶
園
で
茶
を
摘
ん
で
い
た
際
に
そ
の
茶
摘
み
の
姿
を
認

め
ら
れ
て
い
る
が
（『
円
応
禅
師
紀
年
録
』
嘉
元
三
年
条
）、
茶
に
関
わ
る
こ

と
は
当
時
の
禅
寺
で
は
修
行
の
一
部
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。
瑩
山

も
こ
の
よ
う
な
修
行
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
平
常
心
是
道
」
と
し
て
日
常
生
活
を
重
視
し
た
禅
寺
で

は
、
茶
は
問
答
に
登
場
し
、
そ
れ
が
後
に
公
案
に
な
っ
た
。

（
３
）『

正
法
眼

蔵
抄
』「
阿
羅
漢
」
に
「
仏
法
ノ
事
ヲ
云
時
、
粥
飯
茶
等
ヲ
ツ
カ
フ
、

此
門
ノ
定
レ
ル
習
也
」［16-3

］
と
あ
る
よ
う
に
、
説
法
で
茶
が
用
い
ら

れ
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
禅
宗
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
茶
は
鎌

倉
時
代
の
禅
寺
で
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

が
曹
洞
宗
に
残
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。

『
瑩
山
清
規
』
に
お
け
る
喫
茶
文
化

　

瑩
山
の
喫
茶
文
化
を
考
え
る
上
で
、
最
も
重
要
な
の
は
『
瑩
山
清

規
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
く
の
喫
茶
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る
茶
礼
が
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、『
瑩
山
清
規
』
地
「
日
中
行
事
」
に
は
、「
凡
粥
罷
斎

罷
、
寮
中
衆
帰
寮
問
訊
喫
茶
」［25-19

］
と
あ
り
、
辰
時
（
午
前
七
時
頃

か
ら
午
前
九
時
頃
）
の
粥
罷
と
、
午
時
（
午
前
十
一
時
頃
か
ら
午
後
一
時
頃
）

の
斎
罷
に
喫
茶
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

道
元
の
場
合
は
粥
罷
［2-2･54

］
と
晡
時
坐
禅
後
の
喫
茶
［2-3

］

が
、
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
一
二
七
八
）
の
場
合
は
粥
罷
と
斎
罷
の
喫

茶
が
［3-9
］、
秋
澗
道
泉
（
一
二
六
三
～
一
三
二
三
）
の
場
合
は
辰
（
午
前
七



瑩
山
紹
瑾
と
喫
茶
文
化
（
舘
）

一
一
三

時
頃
か
ら
午
前
九
時
頃
）
の
食
後
と
巳
（
午
前
九
時
頃
か
ら
午
前
十
一
時
頃
）
の

喫
茶
が
［24-18

］、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
毎
日
茶
を
飲
む
と

い
う
行
為
が
、『
瑩
山
清
規
』
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
状
況
的
に
は
鎌

倉
時
代
の
他
の
禅
僧
の
状
況
と
も
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、
特
別
な
行
事
に
際
し
て
の
喫
茶
儀
礼
が
多
く
収
録
さ
れ
て

い
る
。『
瑩
山
清
規
』
に
は
、
正
月
［25-1･6･10

］、
涅
槃
会
の
献
茶

［25-3

］、
新
到
［25-4

］、
仏
誕
会
の
献
茶
［25-5

］、
結
夏
［25-

6･10･11

］、
解
夏
［25-6･10

］、
冬
至
［25-6･10

］、
献
茶
［25-7･8

］、
祖

師
忌
の
献
茶
［25-15~17

］、
先
師
忌
の
献
茶
［25-18

］、
葬
送
儀
礼
の

献
茶
［25-20~22

］
な
ど
、
数
々
の
儀
礼
で
茶
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
茶
と
は
別

に
、「
尋
常
」「
家
常
」
に
茶
が
飲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
新
到
に
茶
を
供
養
す
る
の
は
［25-4

］、
道
元
が
特
に
重

視
し
て
い
た
儀
礼
で
あ
り
［2-29

］、
こ
れ
が
瑩
山
に
も
継
承
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、『
瑩
山
清
規
』
天
「
年
中
行
事
」［25-13

］
に
は
、

芙
蓉
置
通
衆
随
意
喫
茶
。
永
平
依
此
儀
把
針
処
、
寮
主
毎
日
煎
湯
、
通
衆
随

意
喫
湯
。
当
山
又
随
此
式
。
但
毎
日
衆
寮
喫
湯
次
、
一
日
読
亀
鏡
文
。

と
あ
り
、「
把
針
処
」
に
僧
侶
が
飲
む
た
め
の
湯
か
茶
を
置
く
と
い
う

儀
礼
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
永
平
依
此
儀
把
針
処
、
寮
主
毎
日
煎
湯
、

通
衆
随
意
喫
湯
」
と
の
記
述
か
ら
は
、
道
元
の
事
例
に
倣
っ
て
瑩
山
の

寺
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

　

宋
代
に
成
立
し
た
『
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
』「
浴
室
48
」（

４
）は

参
考
に
な

り
、
浴
室
前
の
机
の
上
に
、
浄
瓶
、
茶
焙
、
茶
盞
、
茶
托
が
描
か
れ
て

い
る
。『
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
』「
裁
縫
45
」
に
は
、「
把
針
処
」
に
運
ば

れ
る
湯
か
茶
の
図
が
描
か
れ
る
た
め
、「
把
針
処
」
の
喫
茶
・
喫
湯
は

南
宋
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

　

道
元
や
瑩
山
の
代
の
曹
洞
宗
寺
院
で
は
、「
把
針
処
」
に
は
『
大
徳

寺
五
百
羅
漢
図
』「
浴
室
48
」
の
ご
と
き
、
湯
か
茶
が
飲
め
る
一
式
が
お

か
れ
、
修
行
僧
は
適
宜
飲
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
道
元
が
輸
入
し
た
南
宋
儀
礼
は
、
そ
の
多
く
が
瑩
山
の
代
に
も

継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

記
事
と
し
て
多
い
の
は
、
献
茶
の
儀
礼
で
あ
り
、
三
仏
忌
、
仏
・
菩

薩
、
祖
師
、
先
師
に
対
す
る
献
茶
、
葬
送
儀
礼
な
ど
に
お
け
る
献
茶
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
に
際
し
て
は
、
必
ず
回
向
が
読

ま
れ
る
が
、
あ
る
い
は
儀
礼
の
作
法
の
記
録
と
し
て
、
あ
る
い
は
回
向

の
一
文
に
茶
の
記
事
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
儀
礼
の
中
の
献
茶
の

実
体
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
伝
光
録
』
の
道
元
伝

　
『
伝
光
録
』
は
、
瑩
山
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
灯
史
で
あ
り
、
そ
こ

に
記
さ
れ
た
茶
の
記
事
は
、
基
本
的
に
は
僧
伝
史
料
や
古
則
公
案
に
記

さ
れ
た
茶
の
記
事
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
僧
侶
の
伝
記
や
古
則
公
案
を

通
し
て
、
茶
に
つ
い
て
多
く
の
理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
分
か
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一
四

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
伝
光
録
』
の
道
元
伝
に
お
け
る
、
茶
に

関
連
す
る
記
事
は
、
当
時
の
茶
に
関
す
る
古
則
公
案
に
つ
い
て
理
解
す

る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
『
伝
光
録
』（
乾
坤
院
本
）
永
平
道
元
章
［25-27

］
に
は
、
道
元
が
入
宋

し
、
諸
師
参
学
し
て
い
た
時
、
径
山
住
持
の
浙
翁
如
琰
（
一
一
五
一
～
一

二
二
五
）
に
参
じ
た
際
の
記
事
が
、

七
歳
ヲ
ヘ
テ
、
廿
四
歳
ノ
春
、
貞
応
二
年
二
月
廿
二
日
ニ
、
建
仁
寺
ノ
祖
塔

ヲ
拝
辞
シ
テ
宋
朝
ニ
趣
キ
、
天
童
掛
錫
ス
。
大
宋
嘉
定
十
六
季
〈
癸
未
〉
季マ

マ

ナ
リ
。
在
宋
間
、
諸
師
ヲ
訪
シ
中
ニ
、
始
径
山
琰
和
尚
見
。
琰
問
云
、
イ
ツ

レ
ノ
時
カ
此
間
ニ
来
レ
ル
。
師
答
云
、
四
月
間
。
琰
云
、
群
ニ
随
如
是
来
レ

リ
。
師
云
、
既
是
群
ニ
随
恁
麼
来
ス
如
何
。
又
是
ナ
ラ
ン
。
琰
掌
一
掌
シ
テ

云
、
這
多
口
阿
師
。
師
云
、
多
口
阿
師
ナ
キ
ニ
非
。
作
麼
生
又
是
ナ
ラ
ン
。

琰
云
、
且
坐
喫
茶
ヨ
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、『
三
大
尊
行
状
記
』『
三
祖
行
業
記
』
な
ど
の

こ
れ
よ
り
古
い
道
元
の
伝
記
史
料
に
は
掲
載
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の

の
、
道
元
の
在
宋
時
の
状
況
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

道
元
が
径
山
に
赴
い
た
際
に
如
琰
と
入
山
時
の
問
答
を
し
て
い
る

が
、
恐
ら
く
方
丈
に
入
室
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
如
琰
の
「
イ
ツ
レ

ノ
時
カ
此
間
ニ
来
レ
ル
」
に
対
し
て
、「
四
月
間
」
と
応
え
、
如
琰
が

「
群
ニ
随
如
是
来
レ
リ
」
と
問
答
す
る
と
、
道
元
は
「
既
是
群
ニ
随
恁

麼
来
ス
如
何
。
又
是
ナ
ラ
ン
」
と
応
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
如
琰
が
道

元
を
ひ
っ
ぱ
た
き
、「
這
多
口
阿
師
」
と
。
道
元
は
ひ
る
ま
ず
「
多
口

阿
師
ナ
キ
ニ
非
。
作
麼
生
又
是
ナ
ラ
ン
」
と
応
答
す
る
。
最
後
に
、
如

琰
は
「
且
坐
喫
茶
ヨ
」
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
る
で
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公
案
の
よ
う
な
何
気
な
い
出
だ
し
の

応
答
で
あ
る
が
、
道
元
は
問
答
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
機

敏
に
応
答
し
、「
且
坐
喫
茶
（
ま
あ
坐
っ
て
お
茶
で
も
召
し
上
が
れ
）」
と
如

琰
に
言
わ
し
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
道
元
は
方
丈
で
の
喫

茶
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
喫
茶
去
」
で
あ
れ
ば
、
茶
を

飲
ん
で
出
直
し
て
来
い
ほ
ど
の
意
味
を
含
む
が
、「
且
坐
喫
茶
」
で
あ

れ
ば
、
認
め
ら
れ
入
室
し
て
の
喫
茶
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
話
が
史
実
で
あ
る
か
は
、
確
か
め
よ
う
も
な
い
が
、
伝
記
の
構

成
か
ら
は
、
如
琰
か
ら
「
且
坐
喫
茶
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
認
め
ら

れ
た
道
元
が
、
そ
れ
に
満
足
せ
ず
に
さ
ら
に
師
を
求
め
て
い
く
姿
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
且
坐
喫
茶
」
と
い
う
言
葉
は
、
瑩
山
が

撰
述
し
た
道
元
伝
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
洞
谷
記
』
に
お
け
る
永
光
寺
の
茶
樹

　

瑩
山
の
『
洞
谷
記
』
に
は
、
瑩
山
門
下
に
お
け
る
茶
の
扱
い
を
知
る

上
で
興
味
深
い
記
事
が
二
点
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、『
洞
谷
記
』（
大
乗
寺
古
写
本
）
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
六
月
廿

三
日
条
［25-29

］
に
は
、

同
六
月
廿
三
日
、
五
老
峰
〈
戌
亥
〉
隅
、
霊
水
湧
出
。
覚
明
禅
人
曰
、
此
山

誠
霊
地
也
、
茶
是
霊
木
也
、
自
然
生
水
、
又
高
原
水
、
必
霊
水
也
。
凡
此
地
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一
一
五

有
五
霊
。
一
予
求
塔
頭
所
、
始
見
此
平
坦
地
、
是
最
初
霊
也
。
次
見
茶
樹
自

然
生
、
第
二
霊
也
。
次
霊
水
自
然
湧
出
、
第
三
霊
也
。
次
安
自
筆
五
部
大
乗

経
、
第
四
霊
也
。
次
安
五
老
遺
書
、
第
五
霊
也
。

と
あ
る
。
永
光
寺
に
霊
水
が
湧
出
し
、
こ
れ
に
因
ん
で
、
永
光
寺
に
滞

在
し
て
い
た
臨
済
宗
法
灯
派
の
孤
峰
覚
明
（
一
二
七
一
～
一
三
六
一
）
が

述
べ
た
言
葉
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
覚
明
は
、
茶
が
霊
木
で
あ
り
、
自

然
生
水
や
高
原
水
も
霊
水
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
こ
の
洞
谷
山

に
五
霊
が
あ
る
と
い
う
。

　

一
つ
目
は
覚
明
が
塔
頭
を
建
て
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
平

地
が
す
ぐ
に
見
つ
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
目
は
茶
樹
が
自
然
に
生
え
て
い

る
こ
と
、
三
つ
め
は
霊
水
が
自
然
に
湧
出
し
て
い
る
こ
と
、
四
つ
め
は

瑩
山
自
筆
の
五
部
大
乗
経
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
五
つ
め
は
五
老

の
遺
書
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
茶
樹
が
自
然
に
生
え
て
い
る
こ
と
を
第
二
霊
と
し
て
挙

げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
禅
寺
が
、
茶
を
植
樹
し
て
栽
培
す
る
こ

と
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
茶
は
基
本
的

に
禅
僧
が
そ
の
地
で
植
樹
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
永
光
寺
で
は
「
霊

木
」
で
あ
る
「
茶
樹
」
が
自
然
に
生
え
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
覚
明
が

五
霊
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

鎌
倉
時
代
の
禅
寺
で
は
茶
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
僧
侶
が
普

請
し
て
植
樹
し
て
栽
培
し
、
さ
ら
に
種
か
ら
植
樹
を
繰
り
返
し
て
い
た

こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
禅
語
録
の
読
解
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
多

く
は
宋
地
か
ら
輸
入
し
た
茶
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

永
光
寺
で
は
古
代
に
植
え
ら
れ
た
茶
樹
が
そ
の
ま
ま
自
生
し
て
お
り
、

こ
れ
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
禅
寺
を
建
て
る
よ
う
な
場
所
に

茶
樹
が
自
生
し
て
い
る
例
が
少
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に

覚
明
は
「
第
二
霊
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
時

の
曹
洞
宗
に
お
け
る
茶
の
栽
培
の
状
況
を
知
り
得
る
貴
重
な
記
事
と
言

え
る
。

　

ち
な
み
に
、
永
光
寺
は
石
川
県
羽
咋
市
に
あ
る
が
、
加
賀
の
地
は
江

戸
時
代
に
は
茶
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
永
光
寺
に
限

ら
ず
、
鎌
倉
時
代
の
禅
寺
の
周
辺
地
で
、
江
戸
時
代
以
降
に
茶
の
産
地

と
し
て
知
ら
れ
る
場
所
が
い
く
つ
も
あ
り
、
禅
寺
で
の
茶
の
栽
培
が
、

周
辺
に
波
及
し
て
い
っ
た
可
能
性
は
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
点
は
、『
洞
谷
記
』（
大
乗
寺
古
写
本
）「
元
応
二
年
〈
庚
申
〉、

除
夜
小
参
」［25-29

］
で
あ
る
。
こ
の
小
参
で
は
、
瑩
山
は
「
当
山
因

由
」
を
話
し
始
め
る
。
そ
の
詳
細
は
省
く
が
、
瑩
山
は
「
第
八
伐ば

闍じ
ゃ

羅ら

弗ぶ

多た

羅ら

尊
者
」
が
夢
中
に
入
り
、
そ
の
説
示
を
受
け
て
こ
の
地
に
茅
屋

（
草
庵
）
を
建
て
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
中
で
、

仍
結
茅
屋
、
接
待
方
来
、
茶
湯
点
松
葉
、
器
物
用
栢
葉
。
始
受
施
供
、
以
合

子
為
枡
、々
未
治
定
、
人
施
函
丈
、
接
得
雲
水
。
遠
慕
洞
山
、
近
重
感
夢
、
合

号
洞
谷
山
永
光
妙
荘
厳
院
。［25-28

］

と
、
瑩
山
は
草
創
間
も
な
い
永
光
寺
で
修
行
僧
を
接
待
す
る
の
に
、
茶

湯
に
は
松
葉
を
も
っ
て
い
れ
、
器
物
に
は
柏
槇
の
葉
を
用
い
た
こ
と
を
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一
六

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
茶
湯
を
入
れ
る
際
に
「
松
葉
」

で
代
用
す
る
場
合
が
あ
り
、
器
物
と
し
て
柏
槇
の
葉
を
用
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
器
物
と
し
て
の
柏
槇
の
葉
は
、
茶
筅
の
代
わ
り
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
松
葉
の
利
用
は
、
茶
葉
が
な
く
て
も
、
形
だ
け
で

も
茶
を
い
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
た
め
重
要

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
れ
て
い
た
の
は
「
茶
」
の
よ
う
な
、
緑
色
の

飲
み
物
で
あ
る
が
、
代
用
し
て
ま
で
似
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
儀

礼
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
修
行
僧
の
接
待
に
茶
を

い
れ
る
と
い
う
儀
式
が
、
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

お
そ
ら
く
は
、
永
光
寺
で
自
生
し
て
い
た
「
茶
樹
」
は
数
が
少
な

く
、
来
客
用
の
茶
が
調
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
あ
え
て
説
法
で
述
べ
た
こ
と
は
、
後
に
は
植
樹
し
て
茶
樹
を
増
や

し
、
茶
葉
に
よ
る
接
待
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

瑩
山
伝
に
お
け
る
茶

　

瑩
山
と
茶
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
、
瑩
山
と
徹
通
義
介
（
一
二
一
九
～

一
三
〇
九
）
と
の
問
答
で
、
義
介
に
「
逢
茶
喫
茶
、
逢
飯
喫
飯
」
と
答

え
て
印
可
を
受
け
た
話
が
最
も
著
名
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
話
は
中
世
の
瑩
山
伝
に
は
登
場
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

伝
記
史
料
は
、
大
部
の
伝
記
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
略
伝
が
後
世

に
作
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
後
世
に
な
っ
て
作
成
さ

れ
た
方
が
内
容
が
増
加
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
瑩
山
の
伝
記
の
う
ち
、

瑩
山
と
義
介
の
開
悟
の
際
の
問
答
に
つ
い
て
、
内
容
の
少
な
い
も
の
か

ら
順
に
提
示
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
［25-43

］。

　

①
『
仏
祖
正
伝
記
』（
一
三
九
九
年
）

　
　

.

大
乗
一
日
、
問
師
云
、
近
日
公
見
処
如
何
。
師
云
、
平
常
心
是

道
。
乗
云
、
如
何
知
平
常
心
。
師
云
、
不
属
知
不
知
。
大
乗
黙

識
、
許
付
授
云
、
汝
有
超
師
之
気
概
。
宜
興
永
平
宗
旨
。

　

②
『
洞
谷
五
祖
行
実
』（
成
立
年
時
不
詳
）

（
５
）

　
　

.

价
公
曰
、
公
近
日
見
処
如
何
。
平
常
心
是
道
、
作
摩
生
理
会
去
。

師
云
、
不
識
。
云
、
道
不
属
知
、
不
属
不
知
。
師
云
、
昨
夜
崑
崙

暗
中
走
。
价
公
黙
許
便
云
、
爾
有
超
師
機
、
宜
興
永
平
宗
旨
。

　

③
『
永
平
伝
法
記
』（
一
六
四
六
年
）

　
　

.

或
時
、
聞
挙
趙
州
平
常
心
是
道
話
、
豁
然
大
悟
。
通
和
尚
云
、
你

什
麼
生
会
。
師
云
、
黒
漆
崑
崙
夜
裏
走
。
通
云
、
更
道
更
道
。
師

云
、
逢
茶
喫
茶
、
逢
飯
喫
飯
。
通
微
笑
云
、
汝
向
後
興
洞
上
宗
風

矣
。

　

す
な
わ
ち
、
①
で
は
「
平
常
心
是
道
」
と
「
不
属
知
不
知
」
が
回
答

で
あ
っ
た
が
、
②
で
は
「
平
常
心
是
道
」
は
義
介
か
ら
の
問
い
か
け
に

組
み
込
ま
れ
た
上
で
、「
不
識
」「
道
不
属
知
、
不
属
不
知
」「
昨
夜
崑

崙
暗
中
走
」
が
回
答
と
な
り
、
③
「
平
常
心
是
道
」
は
提
示
さ
れ
た
公

案
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
上
で
、「
昨
夜
崑
崙
暗
中
走
」「
逢
茶
喫
茶
、

逢
飯
喫
飯
」
が
回
答
と
な
っ
て
い
る
。
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一
七

　

瑩
山
伝
の
永
光
寺
系
統
と
総
持
寺
系
統
で
伝
わ
る
伝
記
史
料
が
あ

り
、
そ
の
成
立
は
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）「

平
常
心

是
道
」
が
共
通
し
て
い
る
の
で
、「
不
属
知
不
知
」
を
継
承
す
る
②
が

成
立
し
た
上
で
「
昨
夜
崑
崙
暗
中
走
」
が
追
加
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
り
、
②
の
「
昨
夜
崑
崙
暗
中
走
」
を
継
承
し
た
上
で
、
③
で

「
逢
茶
喫
茶
、
逢
飯
喫
飯
」
が
追
加
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、「
逢
茶
喫
茶
、
逢
飯
喫
飯
」
は
後
世
成
立
の
伝
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
悟
道
話
の
変
遷
は
、
伝
記
の
成
立
を
考
え
る
上
で

も
重
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
記
が
成
立
し
た
当
時
、「
逢
茶
喫
茶
、
逢

飯
喫
飯
」
と
答
え
た
姿
こ
そ
、
瑩
山
の
伝
に
相
応
し
い
と
考
え
た
僧
侶

が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
曹
洞
宗
僧
侶
が

「
茶
」
を
日
常
の
修
行
生
活
の
一
部
と
し
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
伝

わ
る
の
で
あ
る
。

『
十
種
疑
滞
』『
十
種
勅
問
奏
対
集
』
に
お
け
る
茶

　
『
十
種
疑
滞
』
あ
る
い
は
『
十
種
勅
問
奏
対
集
』
は
、
後
醍
醐
天
皇

か
ら
の
十
種
の
勅
問
と
瑩
山
紹
瑾
に
よ
る
回
答
で
あ
る
。
た
だ
し
、
諸

本
に
よ
っ
て
十
種
の
内
容
に
異
同
が
あ
り
、
瑩
山
紹
瑾
の
真
撰
か
ど
う

か
と
い
う
点
は
疑
問
が
持
た
れ
る
こ
と
が
多
い（

７
）。

し
か
し
な
が
ら
、
後

世
の
成
立
で
あ
っ
て
も
、
勅
問
や
回
答
に
茶
に
関
す
る
話
が
含
ま
れ
る

こ
と
が
、
茶
の
受
容
状
況
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
十
種
疑
滞
』［25-44

］
の
第
八
問
は
、

第
八
ノ
尊
問
ニ
、
教
内
者
、
悉
ク
以
二
功
徳
一
為
レ
行
。
人
皆
為
二
父
母
一
、
供
二

霊
供
一
、
献
二
レ
ト
モ
茶
湯
一
、
不
レ
消
不
レ
費
、
朕
亦
有
二
疑
滞
一
。

山
答
云
、
隔
レ
壁
、
梅
香
親
二
自
己
一
。
匂
雖
レ
通
二
満
座
一
、
華
蘂
少
シ
モ
不
レ

損
。
雖
レ
聞
レ
香
、
鼻
孔
亦
無
レ
跡
。
心
志
通
ス
ル
処
如
レ
此
。
若
費
ハ
化
札
相

而
可
レ
属
二
有
為
生
滅
供
養
一
。
真
ノ
面
白
ハ
無
相
也
、
雖
レ
受
二
ト
供
養
一
、

不
レ
跡
不
レ
費
、
只
雨
露
ノ
如
二
草
木
ヲ
畜
一
。
今
上
、
若
シ
是
レ
ニ
テ
而
無
二

御
納
得
一
者
、
譬
バ
以
レ
文
雖
レ
知
二
其
用
処
一
ヲ
、
文
字
モ
紙
モ
如
レ
不
レ
損

也
、
只
タ
一
念
観
心
之
処
、
供
養
ナ
リ
ト
云
々
。

と
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
の
質
問
と
し
て
「
人
皆
為
二
父
母
一
、
供
二

霊
供
一
、
献
二
レ
ト
モ
茶
湯
一
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の

人
々
が
茶
湯
を
献
じ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
鎌
倉

時
代
に
実
際
に
献
茶
湯
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
本
史
料
の
成
立

状
況
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
視
点
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
十
種
勅
問
奏
対
集
』［25-46

］
に
は
、

勅
問
五
曰
、
人
皆
為
先
考
先
妣
、
雖
備
霊
供
献
茶
湯
、
少
許
無
消
。
不
知
受

供
否
。.

山
曰
、
如
蜂
採
花
、
但
取
其
味
不
損
色
香
。
何
消
之
有
哉
。
又
倶
舎
世
間
品

曰
、
中
有
以
香
為
食
。
由
食
香
故
名
健
達
縛
。
若
少
福
者
、
唯
食
悪
香
。
若

多
福
者
、
妙
香
為
食
云
云
。

と
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
の
同
じ
よ
う
な
質
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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一
八

回
答
の
方
向
性
は
似
て
い
る
が
、
細
か
い
相
違
が
多
く
史
料
的
評
価
を

考
え
る
上
で
は
看
過
で
き
な
い
。

　

一
方
で
、『
十
種
疑
滞
』『
十
種
勅
問
奏
対
集
』
が
成
立
し
た
時
点
で

は
、
少
な
く
と
も
亡
き
父
母
の
為
に
霊
供
や
茶
湯
を
供
養
す
る
こ
と
が

一
般
的
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
時
の
時
代
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
史
料
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
必

要
が
生
じ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
は
、
主
に
瑩
山
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
た

ち
の
記
録
か
ら
読
み
解
い
た
喫
茶
文
化
を
踏
ま
え
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
曹
洞
宗
の
禅
林
に
お
け
る
喫
茶
文
化
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
禅
と
茶
と
言
っ
た
場
合
、
臨
済

宗
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
一
般
的
な
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
道
元
と
同
様
に
、
瑩
山
も
禅
林
に
お
け
る
喫
茶
文

化
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
、
瑩
山
の
著
述
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
こ
の
よ
う
な
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
、
曹
洞

宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
受
容
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
曹
洞
宗
・
禅
宗
・
瑩
山
清
規
・
洞
谷
記
・
伝
光
録

註
（
1
）
舘
隆
志
「
道
元
と
喫
茶
文
化
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
会
論
集
』
五
二
、

二
〇
二
一
年
。

（
2
）
史
料
の
引
用
は
、
舘
隆
志
『
鎌
倉
時
代
禅
僧
喫
茶
史
料
集
成
』（
勉
誠

出
版
、
二
〇
二
三
年
）
に
よ
り
、
引
用
に
際
し
て
同
書
の
文
書
番
号
を

用
い
た
。

（
3
）
舘
隆
志
「
禅
宗
に
お
け
る
茶
の
受
容
と
継
承
―
禅
と
茶
を
考
え
る
―
」

『
国
際
禅
研
究
』
八
、
二
〇
二
二
年
。

（
4
）『
大
徳
寺
五
百
羅
漢
図
』（『
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』、
思
文
閣
出

版
、
二
〇
一
四
年
。

（
5
）
横
山
龍
顯
「『
洞
谷
五
祖
行
実
』
成
立
年
代
考
―
瑩
山
禅
師
伝
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
二
十
、

二
〇
一
九
年
）
で
は
、『
永
平
伝
法
記
』
の
成
立
を
『
洞
谷
五
祖
行

実
』
成
立
後
と
推
定
。

（
6
）
横
山
龍
顯
「
瑩
山
禅
師
伝
の
再
検
討
（
一
）
―
伝
記
資
料
の
成
立
過
程

と
そ
の
問
題
点
―
」『
禅
研
究
所
紀
要
』
四
十
九
、
二
〇
二
一
年
。

（
７
）『
十
種
疑
滞
』『
十
種
勅
問
奏
対
集
』
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
真
撰
と
す
る
論
考
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
こ
れ
を
偽
撰
と
判
断
し

て
い
る
。
竹
内
弘
道
「
十
種
勅
問
を
め
ぐ
っ
て
」（『
宗
学
研
究
』
三
十

七
、
一
九
九
五
年
）
で
研
究
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。



一
一
九

は
じ
め
に

　
『
瑩
山
清
規
』
は
中
世
に
お
い
て
瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
四
六
―
一
三
二

五
）
が
永
光
寺
で
編
纂
し
た
「
行
持
次
第
」
が
い
わ
ば
祖
本
と
な
り（

１
）、

様
々
な
系
統
の
写
本
が
中
近
世
曹
洞
宗
に
流
布
し
、
中
世
・
近
世
曹
洞

宗
寺
院
の
行
持
の
在
り
方
に
極
め
て
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。
近
年
の
『
瑩
山
清
規
』
研
究
に
お
い
て
は
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
お
よ
び
同
所
員
各
氏
に
よ
る
研
究
の
進
展
も
目
覚
ま
し
い
も
の

が
あ
る
と
い
え
よ
う（

２
）。

　

さ
て
、
筆
者
は
中
近
世
曹
洞
宗
の
伝
法
や
、
切
紙
に
み
ら
れ
る
行
法

な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
特
に
、
慈
廣
寺
（
愛
知
県
新
城

市
）
の
所
蔵
文
書
に
つ
い
て
は
長
年
に
わ
た
り
、
駒
澤
大
学
近
世
史
研

究
会
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
そ
の
末
席
に
加
え
て
い

た
だ
い
た
。
慈
廣
寺
所
蔵
文
書
約
一
万
点
の
悉
皆
調
査
に
よ
る
保
存
・

調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
、
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

同
本
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
他
の
諸
本
に
は
無
い
よ
う

な
祖
本
に
遡
り
う
る
古
形
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
本
論
で
は
慈
廣
寺
本
の
紹
介
と
、
慈
廣
寺
本
を
通
じ
て
み
え
て

く
る
、
諸
本
の
源
流
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
『
瑩
山
清
規
』
祖
本
の
編
纂

年
や
編
纂
目
的
な
ど
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

一　
「
僧
堂
記
」
と
『
道
元
和
尚
広
録
』・『
正
法
眼
蔵
』

　

ま
ず
本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
他
の
諸
本
に
記
さ
な
い
「
僧
堂
記
」

の
内
容
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。

　
「
僧
堂
記
」
は
道
元
禅
師
撰
と
さ
れ
な
が
ら
内
容
不
明
で
あ
っ
た
典

籍
で
あ
る
が（

３
）、『

瑩
山
清
規
』
に
は
粥
時
に
お
い
て
「
僧
堂
記
」
を
毎

朝
読
誦
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
慈
廣
寺
本
に
み
ら
れ
る
「
僧
堂

記
」
の
文
言
は
、「
僧
堂
記
云
、
自
非
仏
祖
之
行
履
不
履
、
自
非
仏
祖

之
法
服
不
服
也
。
謂
行
履
者
、
名
利
早
抛
来
、
吾
我
永
捨
去
、
不
近
国

王
大
臣
、
不
貪
檀
那
施
主
、
軽
生
而
隠
居
山
谷
、
重
法
而
不
離
叢
林
。

尺
璧
〈
不
宝
〉、
寸
陰
是
惜
、
不
顧
万
事
、
純
一
弁
道
。
此
乃
仏
祖
之

嫡
孫
、
人
天
之
導
師
也
。」
と
い
う
（
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』）。
こ
れ
は

『
道
元
和
尚
広
録
』
巻
八
の
「
除
夜
小
参
」
に
お
い
て
、「
所
謂
家
訓

慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て

―
『
瑩
山
清
規
』
編
纂
事
情
に
関
連
し
て

―

廣
　
瀬
　
良
　
文

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
〇

者
、
自
非
仏
祖
之
行
履
不
履
、（
中
略
）
人
天
之
導
師
也
。」
と
あ
る
の

が
出
典
で
あ
る（

４
）。

　

こ
の
「
家
訓
」
は
お
そ
ら
く
『
三
大
尊
行
状
記
』
の
中
で
如
浄
か
ら

道
元
が
授
か
っ
た
最
期
の
「
遺
嘱
」
の
内
容
と
極
め
て
密
接
に
関
連

し
、
如
浄
禅
師
か
ら
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師
と
継
承
さ
れ
、
重
ん
じ
ら

れ
た
家
訓
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（

５
）。

　

さ
て
、
こ
の
「
僧
堂
記
」
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
他
の
事
例
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た（

６
）。「

僧
堂
記
」
と
は
題
さ
れ
て
い
な
い
も
の

の
、「
身
心
学
道
」
巻
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
同
巻
の
懐
奘
に
よ
る
「
仁

治
癸
卯
仲
春
初
二
日　

懐
奘
」
の
奥
書
の
後
に
、
同
文
が
「
永
平
初
祖

小
参
云
」
あ
る
い
は
諸
本
に
よ
り
「
永
平
和
尚
小
参
云
」
と
書
き
出
さ

れ
、「
自
非
仏
祖
之
行
履
（
中
略
）
導
師
也
」
と
の
文
が
引
用
さ
れ
る
。

『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
巻
の
う
ち
、
乾
坤
院
本
と
正
法
寺
本
・
お

よ
び
近
世
の
卍
山
本
・
永
沢
寺
本
に
は
無
い
も
の
の
、
耕
雲
寺
本
・
徳

雲
寺
本
・
円
応
寺
本
・
瑠
璃
光
寺
本
・
洞
雲
寺
本
に
は
同
文
が
存
在
し

て
お
り
、
少
な
く
と
も
梵
清
は
み
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
中
世
に
は
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
僧
堂
記
」
に
説
か
れ
る
叢
林
に
お
け
る
学
道
の
在
り
方
が
、「
身
学

道
」「
心
学
道
」
を
説
く
「
身
心
学
道
」
巻
の
内
容
と
関
連
性
が
高
い

と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
如
浄
下
で
の
道
元
の
伝
法
の
逸
話
で

あ
る
「
身
心
脱
落
」
話
と
関
連
す
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
か
、
ま
た
同

巻
に
は
「
金
襴
衣
」
の
受
持
に
触
れ
る
箇
所
も
あ
り
、
法
服
に
関
す
る

「
僧
堂
記
」
の
内
容
と
関
連
す
る
と
認
識
さ
れ
た
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ

同
文
が
中
世
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二　
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て

　

本
書
は
筆
跡
と
内
容
か
ら
中
世
後
期
の
写
本
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

前
半
が
欠
如
し
て
お
り
、
題
名
が
欠
落
し
て
い
る
が
、
文
中
に
丁
数
が

記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
何
丁
分
が
欠
落
し
て
い
る
か
判
明
す
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
十
丁
半
が
前
欠
で
あ
り
、
十
一
丁
裏
か
ら
が
現
存
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
と
し
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
の
異
本
で
あ

る
。
一
方
で
後
半
部
に
は
他
本
に
は
収
録
さ
れ
な
い
回
向
文
や
吉
凶
判

断
の
た
め
の
記
事
を
多
数
含
ん
で
い
る
。
筆
写
者
は
不
明
で
あ
る
。
た

だ
し
「
主
能
察
」
と
あ
る
た
め
、
能
察
な
る
僧
が
所
持
し
て
い
た
時
期

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
施
餓
鬼
」「
結
縁
諷
経
」
に
「
公
方

無
回
向
」
と
あ
り
（
十
五
丁
）、「
公
方
」
と
は
足
利
将
軍
の
こ
と
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
室
町
戦
国
期
の
成
立
で
あ
ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
。
前
半
は
年
分
行
持
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
月
か
ら
三
月

の
冒
頭
部
は
欠
落
し
て
お
り
、
四
月
十
五
日
の
結
夏
か
ら
年
末
の
土
地

堂
念
誦
ま
で
を
記
す
。
後
半
の
回
向
文
を
中
心
に
し
た
箇
所
に
つ
い
て

は
、
食
事
の
際
に
唱
え
ら
れ
た
読
誦
経
典
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
「
僧

堂
記
」
の
引
用
に
引
き
続
き
、
様
々
な
修
行
生
活
で
使
わ
れ
る
偈
文
が

な
ら
び
、
行
持
・
供
養
の
回
向
文
、
葬
儀
の
際
の
念
誦
文
、
供
養
や
葬



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
一

儀
の
際
の
作
法
・
秘
訣
と
い
っ
た
順
序
に
並
ぶ
。

　

ま
た
前
半
部
の
年
中
行
持
に
つ
い
て
も
中
心
は
読
誦
さ
れ
る
文
言
や

作
成
・
掲
出
す
べ
き
書
や
可
漏
な
ど
の
書
式
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
維

那
や
書
記
が
必
要
な
情
報
に
偏
っ
た
性
格
を
持
つ
『
瑩
山
清
規
』
で
も

あ
る
。

　

な
お
、
当
初
よ
り
『
瑩
山
清
規
』
に
は
維
那
等
が
参
考
に
す
べ
き
諸

回
向
部
分
の
「
別
紙
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（

７
）、

慈
廣
寺

本
が
単
な
る
後
か
ら
の
抜
き
書
き
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
の
形
態
を
伝

え
る
可
能
性
も
存
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三　
慈
廣
寺
本
に
お
け
る
大
施
餓
鬼
文

　

慈
廣
寺
本
に
お
い
て
は
、
七
月
の
項
に
お
い
て
、
二
箇
所
、
大
施
餓

鬼
文
を
記
す
。

①
一
箇
所
目
は
、
読
経
中
の
手
印
と
真
言
を
記
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
大
施
餓
鬼
文
を
抜
粋
し
つ
つ
同
時
に
行
う
べ
き
導
師
の
印
・
進
退

を
記
し
て
い
る
。「
南
無
十
方
仏
・
南
無
十
方
法
・
南
無
十
方
僧
・
南

無
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
・
南
無
大
慈
大
悲
観
世
音
菩
薩　

次
供
物
加
持　

左
手
拳
印　

右
手
施
印
」
と
あ
る
。「
南
無
大
慈
大
悲
観
世
音
菩
薩
」

と
あ
る
の
は
ま
さ
に
瑩
山
禅
師
在
世
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
、
大
施
餓

鬼
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

禅
林
寺
本
で
は
「
正
本
」
に
「
二
字
」
は
無
い
と
し
な
が
ら
、「
南

無
大
慈
大
悲
救
苦
観
世
音
菩
薩
」
と
し
て
お
り
、
改
変
が
み
ら
れ
る
こ

と
は
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る（

８
）。

　

慈
廣
寺
本
は
禅
林
寺
本
で
改
変
さ
れ
る
以
前
の
禅
林
寺
本
に
い
う
と

こ
ろ
の
「
正
本
」、
つ
ま
り
祖
本
に
よ
る
大
施
餓
鬼
文
お
よ
び
進
退
を

記
す
と
思
わ
れ
る（

９
）。

こ
こ
に
祖
本
を
継
承
す
る
慈
廣
寺
本
の
内
容
を
記

せ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
南
無
十
方
佛　

・
南
無
十
方
法　

・
南
無
十
方
僧　

・
南
無
本
師
釋
迦
牟

尼
佛　

・
南
無
大
慈
大
悲
観
世
音
菩
薩

次＼

供
物
加
持　

左＼

手
拳
印　

右＼

手
施
印

・
神
咒
加
持
浄
食
飲
食
・
普
施
河
沙
衆
鬼
神
・
咸
皆
飽

滿
捨
慳
心
・
悉
脱
幽
冥
生
善
道
・
帰
依
三
宝
発
菩
提

究
竟
得
成
無
上
覚
・
功
徳
無
辺
尽
未
来
・
一
切
衆
生

同
法
食　

次＼

洒
水
真
言
作
水
印　

大＼

拇
指
掘
之
四
指
並

立
向
外
加
持
七
遍
・
南
無
薩
縛
怛
地
蘖
多
縛
盧
枳
帝
唵
三

・
摩
羅
〃
〃
〃
吽
七
遍　

次＼

開
口
真
言　

弾＼

指
三
下
加
持

・
南
無
蘇

盧口
婆
耶
〃
〃
〃
〃
蘇

盧口
娑
婆
訶　

三
遍

次＼

施
与
飽
満
真
言
五
指
皆
立
外
向
加
持
・
南
無
三
曼

陀
没
多
喃

半口
三
遍　

次＼

五
仏
召
請
証
明
加
持
合
掌
印

・
南
無
多
宝
如
来
・
南
無
妙
色
身
如
来
・
南
無
甘
露
王

如
来
・
南
無
広
博
身
如
来
・
南
無
離
怖
畏
如
来

・
汝
等
鬼
神
衆
・
我
今
施
汝
供
・
此
食
遍
十
方

一
切
鬼
神
供
・
願
以
此
功
徳
此
・
普
及
於
一
切
・
我
等

与
衆
生
・
皆
共
成
佛
道.

（
慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』）



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
二

　

つ
ま
り
、
大
施
餓
鬼
文
を
踏
ま
え
た
行
持
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
と
っ
て
も
慈
廣
寺
本
の
内
容
が
祖
本
の
内
容
を

色
濃
く
伝
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
慈
廣
寺
本
か
ら
は
、
陀
羅

尼
や
印
を
駆
使
し
な
が
ら
大
施
餓
鬼
を
進
め
た
で
あ
ろ
う
瑩
山
禅
師
在

世
時
の
行
持
の
在
り
方
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
ま
た
、
大
施
餓
鬼
文
に

お
け
る
導
師
進
退
が
明
確
に
な
る
こ
と
は
、
今
日
の
行
持
の
在
り
方
を

考
え
る
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

②
二
箇
所
目
は
、「
次
大
施
餓
鬼
云
、
若
人
欲
了
知
・
三
世
一
切
仏
・

応
観
法
界
性
・
一
切
唯
心
造.
三
遍
・
南
無
十
方
仏
・
南
無
十
方
法
・

南
無
十
方
僧
・
南
無
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
・
南
無
大
慈
大
悲
救
苦
観
世
音

菩
薩
・
南
無
啓
教
阿
難
尊
者.

三
遍
」
と
は
じ
め
て
お
り
、
実
態
は
瑩

山
禅
師
在
世
時
よ
り
少
し
時
代
を
く
だ
っ
た
開
甘
露
文
に
つ
い
て
中
途

の
省
略
を
せ
ず
、
読
誦
す
べ
き
文
言
全
文
を
記
す
。

　

二
度
、
大
施
餓
鬼
の
文
言
が
記
さ
れ
る
理
由
は
、
①
は
大
施
餓
鬼
中

の
導
師
の
印
や
進
退
を
記
す
も
の
と
し
て
、
②
は
読
誦
す
る
た
め
の
経

文
と
し
て
記
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

禅
林
寺
本
に
も
大
施
餓
鬼
文
で
は
な
く
、
開
甘
露
文
を
記
す
が
、
そ

の
理
由
と
し
て
は
先
行
研
究
に
も
指
摘
さ
れ
る
通
り）

（1
（

、
開
甘
露
文
が
一

般
的
に
な
っ
た
と
い
う
背
景
も
あ
っ
て
、
開
甘
露
文
の
全
文
を
読
誦
の

際
に
参
考
に
す
る
た
め
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
『
正

法
清
規
』
に
も
共
通
す
る
。

四　
慈
廣
寺
本
に
お
け
る
大
乘
寺
義
介
禅
師
へ
の
敬
称

　

さ
て
本
書
の
性
格
ひ
い
て
は
『
瑩
山
清
規
』
全
体
の
成
立
に
関
わ
る

記
述
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

　

慈
廣
寺
本
に
お
い
て
は
、
義
介
禅
師
の
年
忌
供
養
の
箇
所
に
つ
い

て
、「
先
師
本
寺
開
山
价
公
徹
通
大
和
尚
」
の
表
現
が
あ
る
。
こ
こ
は

禅
林
寺
本
で
は
「
先
師
本
州
大
乘
開
山
价
公
徹
通
大
和
尚
」
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
二
箇
所
は
書
写
間
違
い
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
祖
本
の
ま
ま

記
す
慈
廣
寺
本
と
、
改
変
後
の
記
述
を
記
す
禅
林
寺
本
の
違
い
と
思
わ

れ
る
。

　
「
本
寺
」
と
は
当
初
、
大
乘
寺
住
持
時
代
の
瑩
山
禅
師
に
と
っ
て

は
、
諸
末
寺
に
対
す
る
「
本
寺
」
と
い
う
表
現
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
本
末
の
本
で
は
な
く
、
当
寺
と
し
て
の
意
味
合
い
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
確
定
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
恐
ら

く
は
大
乘
寺
時
代
の
瑩
山
禅
師
の
立
場
に
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
。
こ
う
し
た
大
乘
寺
の
記
録
を
う
か
が
わ
せ
る
箇
所
は
、
慈

廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
の
「
僧
堂
開
回
向
」
に
「
僧
堂
開
回
向　

大
乘

寺
賀
州　

仰
冀
三
宝　

咸
賜
證
明　

本
寺
択
以
今
月
吉
日
開
堂
」
と
あ

る
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
慈
廣
寺
本
の
表
現
・
内
容
は
瑩
山
禅
師
在

世
当
時
の
祖
本
に
遡
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
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い
て
（
廣
瀬
）

一
二
三

五　
瑩
山
禅
師
に
遡
る
仏
殿
・
僧
堂
・
開
殿
・
立
柱
の
回
向

　
『
瑩
山
清
規
』
の
流
れ
を
汲
む
『
正
法
清
規
』
で
は
、
開
堂
・
仏
殿

立
柱
・
僧
堂
立
柱
に
つ
い
て
、
す
べ
て
正
法
寺
（
岩
手
県
）
の
回
向
文

と
し
て
通
用
さ
せ
る
た
め
に
、
正
法
寺
の
地
名
・
寺
名
に
置
き
換
え
ら

れ
て
お
り
、
一
見
し
て
瑩
山
禅
師
在
世
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
に
は
見
え

な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
慈
廣
寺
本
で
は
置
き
換
え
ら
れ
る
前
の
永
光
寺
・
大

乘
寺
・
願
成
寺
の
寺
名
が
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
。
慈
廣
寺
本
と

『
正
法
清
規
』
は
共
通
の
系
統
に
あ
り
、
元
の
地
名
を
継
承
し
た
も
の

が
慈
廣
寺
本
、
在
地
に
合
わ
せ
て
置
換
し
た
も
の
が
正
法
寺
本
で
あ
る

と
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
願
成
寺
に
関
し
て
は
、
瑩
山

禅
師
示
寂
以
降
の
追
記
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
慈
廣
寺
本
が
祖
本
に
ほ

ど
近
い
内
容
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

〇
仏
殿
開
時
回
向　

永
光
寺
能
州

上
来
看
転
経
呪　

所
集
功
徳
回
向　
（
中
略
）

　

○
僧
堂
開
回
向　

大
乘
寺
賀
州

　
　
　
　

仰
冀
三
宝　

咸
賜
證
明

本
寺
択
以
今
月
吉
日
開
堂　
（
中
略
）

　

○
立
柱
回
向　

願
成
寺　

賀
州

　
　
　
　

仰
以
三
宝　

感
垂
證
明
（
後
略
）

永
光
寺
の
仏
殿
開
創
は
元
亨
二
年
八
月
十
六
日
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は

永
光
寺
教
団
内
に
過
去
に
行
わ
れ
た
行
持
の
際
の
回
向
文
な
ど
が
集
積

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
瑩
山
清
規
』
の
編
纂
時
に
参
考
に
さ
れ

た
も
の
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
過
去
の
行
持
の
記
録
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
こ
の
中
に
、
瑩
山
禅
師
最
晩
年
で
あ
る
正
中

二
年
五
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
總
持
寺
の
開
堂
回
向
を
記
さ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
偶
然
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
正
中
二
年
五
月
の
總
持
寺
僧
堂
開
堂
の
回
向
を
記
さ
な
い
こ
と
は

諸
状
況
と
も
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
瑩
山
清
規
』
の
祖
本
の
成

立
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
持
や
回
向
文
な
ど
を
合
わ
せ
な
が
ら
永
光
寺
に

て
元
亨
四
年
（
同
年
十
二
月
に
正
中
に
改
元
。
正
中
元
年
）
以
前
、
瑩
山
禅

師
の
生
前
中
に
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た

推
測
を
補
強
す
る
の
が
慈
廣
寺
本
に
記
載
さ
れ
る
「
山
僧
〈「
洞
谷
和

尚
之
御
語
也
〉」
の
箇
所
で
あ
る
。
次
に
み
て
み
よ
う
。

六　
「
山
僧
〈「
洞
谷
和
尚
之
御
語
也 

〉」
に
つ
い
て

　

慈
廣
寺
本
に
お
い
て
、「
山
僧
〈「
洞
谷
和
尚
之
御
語
也
〉」
と
記
さ

れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。

　

十
二
月
七
日
・
九
日
の
項
目
に
、「
山
僧
〈「
洞
谷
和
尚
之
御
語
也
〉

住
裏
一
衆
長
坐
。
発
心
以
来
四
十
余
年
未
於
此
両
夜
打
眠
故
、
住
裏
二

十
六
年
多
率
一
衆
、
堂
裏
打
坐
。
蓋
如
恒
規
、
十
日
以
後
開
坐
禅
出
」

と
あ
る
。「
山
僧
」
が
臘
八
と
断
臂
の
両
夜
に
は
眠
ら
ず
に
坐
禅
に
打



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
四

ち
込
ん
だ
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。「
洞
谷
和
尚
」（
瑩
山
禅
師
）
の
語
で

あ
る
、
と
す
る
後
の
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。
こ
う
し
た
注
記
か
ら
、

門
下
が
瑩
山
禅
師
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
清
規
を
扱
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
記
述
か
ら
は
「
山
僧
」
す
な
わ
ち
瑩
山
禅
師
の
発
心
か
ら
四
十

余
年
と
す
る
が
、『
洞
谷
記
』
に
よ
れ
ば
瑩
山
禅
師
は
十
八
歳
の
時
に

発
心
し
て
お
り
、
五
十
八
歳
以
上
の
時
点
で
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

さ
ら
に
瑩
山
禅
師
が
「
住
裏
」
す
な
わ
ち
住
職
し
て
か
ら
「
二
十
六

年
」
と
述
べ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
写
本
『
洞
谷
記
』
に

よ
る
と
二
十
八
歳
で
城
満
寺
住
職
、
三
十
五
歳
で
大
乘
寺
住
持
と
な
っ

て
お
り
、
大
乘
寺
住
持
を
起
点
と
し
て
瑩
山
禅
師
が
計
算
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
恐
ら
く
は
多
衆
を
率
い
て
住
持
し
た
大
乘
寺
住

持
か
ら
二
十
六
年
と
考
え
れ
ば
、
瑩
山
禅
師
六
十
一
歳
時
の
注
記
で
あ

る
と
確
定
で
き
る
。

　

年
数
か
ら
し
て
も
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）
の
記
述
と
な
り
、
矛
盾

無
く
編
纂
年
代
や
瑩
山
禅
師
の
年
齢
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
翌
年
に
は
總
持
寺
の
開
堂
と
峨
山
禅
師
へ
の
譲
渡
、
永
光
寺
の

法
堂
開
堂
が
あ
り
、
瑩
山
禅
師
が
示
寂
す
る
。
城
満
寺
住
持
の
時
代
を

瑩
山
禅
師
が
数
に
入
れ
て
い
な
い
点
も
気
に
か
か
る
が
、
お
そ
ら
く
は

「
多
率
一
衆
」
と
い
う
状
況
が
城
満
寺
に
お
い
て
は
未
だ
な
か
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
瑩
山
禅
師
自
身
の
認
識
を
う
か
が
わ
せ
る
点

で
も
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。　

　

こ
の
夜
坐
に
つ
い
て
の
箇
所
以
外
に
も
、
慈
廣
寺
本
を
含
め
た
諸
本

に
お
い
て
『
瑩
山
清
規
』
本
文
に
「
元
亨
四
年
」
の
年
号
を
記
す
箇
所

が
散
見
さ
れ
、
一
方
で
は
正
中
二
年
の
も
の
は
な
く
、
編
纂
さ
れ
た
行

持
は
お
よ
そ
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

編
纂
時
期
も
そ
の
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
、
慈
廣
寺
本
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
、『
瑩
山
清
規
』
は

や
は
り
（
編
纂
に
お
い
て
は
瑩
山
禅
師
一
人
の
み
の
力
だ
け
で
は
な
く
門
下
の
協

力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
親
撰
で
あ
り
、
そ
の
編

纂
は
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
年
号
が
記
さ
れ
て

い
な
い
だ
け
で
正
中
二
年
に
ま
た
が
っ
た
可
能
性
も
無
く
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
正
中
二
年
の
總
持
寺
開
堂
の
時
期
に
は
既
に
成
立
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

瑩
山
禅
師
本
人
の
夜
坐
の
注
記
等
か
ら
『
瑩
山
清
規
』
の
祖
本
の
成

立
は
元
亨
四
年
（
十
二
月
に
正
中
元
年
に
改
元
、
一
三
二
四
）
と
み
ら
れ

る
。
ま
た
建
築
関
係
の
回
向
文
に
、
瑩
山
禅
師
生
前
の
永
光
寺
仏
殿
の

も
の
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
最
晩
年
に
あ
た
る
元
亨
二
年
の
諸
堂
の
も

の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
總
持
寺

開
堂
や
永
光
寺
法
堂
開
堂
に
関
す
る
回
向
文
は
存
在
し
な
い
こ
と
か

ら
、
や
は
り
元
亨
二
年
以
前
の
成
立
で
あ
り
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
五

の
成
立
と
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
大
乘
寺
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
過
去
の
記
録
を

集
め
つ
つ
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）
の
記
事
を
中
心
に
し
て
『
瑩
山
清

規
』
の
祖
本
が
撰
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
瑩
山
清
規
』
祖
本
の

完
成
を
み
た
と
思
わ
れ
る
正
中
元
年
（
元
亨
四
年
）
十
二
月
以
降
の
状
況

を
み
て
み
よ
う
。
す
ぐ
に
年
が
変
わ
っ
て
正
中
二
年
は
、
瑩
山
禅
師
の

示
寂
す
る
正
中
二
年
で
あ
る
。
五
月
に
は
總
持
寺
の
開
堂
が
行
わ
れ

る
。
僧
堂
を
開
堂
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
永
光
寺
か
ら
峨
山
禅
師
を
は

じ
め
と
す
る
多
数
の
僧
侶
が
、
永
光
寺
教
団
か
ら
分
か
れ
、
總
持
寺
に

常
住
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
永
光
寺
僧
団
に
と
っ
て
大
き

な
変
化
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も

備
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
諸
堂
の
整
備
に
と
も
な
っ
て
、
永
光
寺
・
大
乘
寺
・
願
成
寺

な
ど
で
行
わ
れ
た
様
々
な
建
築
関
係
の
回
向
が
集
め
ら
れ
た
の
も
そ
の

た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
）
十

二
月
の
記
事
は
記
す
も
の
の
、
正
中
二
年
の
永
光
寺
お
よ
び
そ
の
周
辺

の
建
築
関
係
や
開
堂
関
係
の
行
持
や
回
向
が
『
瑩
山
清
規
』
に
収
録
さ

れ
な
い
理
由
は
、
永
光
寺
・
總
持
寺
に
お
い
て
開
堂
関
係
の
行
持
が
行

わ
れ
た
正
中
二
年
に
は
『
瑩
山
清
規
』
が
既
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
と

も
い
え
よ
う
。
正
中
二
年
に
控
え
た
永
光
寺
・
總
持
寺
の
新
体
制
で
の

運
営
の
た
め
に
『
瑩
山
清
規
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
峨
山
禅
師
に
と
っ
て
も
瑩
山
禅
師
生
前
の
行
法
を
伝
え
る

『
瑩
山
清
規
』
は
そ
の
行
持
の
継
承
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
峨
山
禅
師
自
身
も
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
に
『
瑩
山
清

規
』
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
總
持
寺
の
運
営
に
あ

た
っ
て
も
『
瑩
山
清
規
』
を
参
考
に
し
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
な
が
ら
總

持
寺
の
行
持
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
諸
寺
院
に
よ
っ
て
地
名
・
寺
名

な
ど
を
変
え
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
『
瑩
山
清
規
』
の
い
わ

ば
可
変
自
由
な
原
型
と
し
て
の
在
り
方
は
、
そ
の
成
立
後
の
早
い
段
階

か
ら
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
『
瑩
山
清
規
』
諸

本
の
差
異
を
大
き
な
も
の
と
し
た
と
思
わ
れ）

（1
（

、
そ
の
示
寂
後
も
諸
本
が

多
く
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
瑩
山
禅
師
在
世
時
に
行
わ
れ
た
行
持
が
、

い
わ
ば
原
型
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
時
代
や
地
域
に
合
わ
せ
て
多

種
多
様
に
編
輯
さ
れ
、
広
く
書
写
さ
れ
相
承
さ
れ
て
い
く
。
慈
廣
寺
本

に
お
い
て
も
、
吉
凶
日
や
方
角
の
判
断
な
ど
葬
儀
を
執
行
す
る
上
で
必

要
な
知
識
が
回
向
文
な
ど
を
列
挙
す
る
後
半
部
に
増
補
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
需
要
へ
の
対
応
と
い
う
点
で
必
要

な
増
補
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
別
稿
に
て
論
じ

た
い
。【

注
】

（
１
）
秋
津
秀
彰
「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
七
一.（
一
）、
二
〇
二
三
年
）

（
２
）
佐
藤
秀
孝
氏
の
も
と
、「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究.

共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師



慈
廣
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
（
廣
瀬
）

一
二
六

の
総
合
的
研
究
」」
が
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
成
果
は
『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
三
号
二
〇
二

〇
年
か
ら
三
六
号
二
〇
二
三
年
に
わ
た
る
ま
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
、
宗
学
研
究
部
門
の
秋
津
氏
・
澤
城
邦
生
氏
ら
に
よ
っ
て
各
論
文

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
成
果
と
し
て
参
照
さ
れ
た

い
。

（
３
）「
望
作
僧
者
（
中
略
）
又
、
経
一
両
年
、
而
授
衣
入
衆
。
守
永
平
選
僧
堂

記
。
発
心
為
先
、
故
情
勿
重
」（『
洞
谷
記
』）
と
あ
る
。『
洞
谷
記
』
の

引
用
に
つ
い
て
は
、
河
合
泰
弘
「『
洞
谷
記
』
二
種
対
照
（
一
）
～

（
三
）」（『
禅
研
究
所
紀
要
』
二
六
号
～
二
八
号
、
一
九
九
八
年
～
二
〇

〇
〇
年
）。
お
よ
び
、
河
合
泰
弘
「『
洞
谷
記
』
二
種
対
照
二
（
一
）・
二

（
二
）」（『
禅
研
究
所
紀
要
』
三
〇
号
・
三
一
号
、
二
〇
〇
二
年
・
二
〇

〇
三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
鏡
島
元
隆
校
註
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
一
九
八
八

年
、
一
二
二
頁

（
５
）
上
記
は
拙
稿
「
道
元
禅
師
撰
と
さ
れ
る
「
僧
堂
記
」
と
瑩
山
禅
師
」

（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
二
三
号
、
二
〇
二
二

年
）、「
道
元
禅
師
撰
と
さ
れ
る
『
僧
堂
記
』
の
読
誦
に
つ
い
て
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
七
一.（
二
）、
二
〇
二
三
年
）
を
参
考
の
こ
と
。

（
６
）「
僧
堂
記
」
と
同
文
の
書
写
が
『
正
法
眼
蔵
』
写
本
中
に
見
出
さ
れ
る
可

能
性
に
つ
い
て
秋
津
秀
彰
氏
に
教
示
を
得
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
７
）
秋
津
氏
前
掲
論
文
。

（
８
）
秋
津
氏
前
掲
論
文
。

（
９
）
翻
刻
校
正
作
業
に
協
力
い
た
だ
い
た
清
原
泰
裕
氏
に
も
教
示
を
い
た
だ

い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
10
）
尾
崎
正
善
「
施
餓
鬼
会
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
―
宗
門
施
餓
鬼
会
の

変
遷
過
程
―
」（『
宗
学
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
九
四
年
）、
お

よ
び
秋
津
氏
前
掲
論
文
に
も
言
及
が
あ
る
。

（
11
）『
本
山
開
闢
已
来
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
瑩
山
禅
師
示
寂
五
年
後
の
元
徳

二
年
（
一
三
三
〇
）
に
、
峨
山
禅
師
が
『
瑩
山
清
規
』
を
書
写
し
た
こ

と
が
田
島
柏
堂
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
秋
津
氏
前
掲
論
文
に

も
指
摘
さ
れ
る
。

（
12
）
雛
形
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
禅
林
寺
本
に
既
に
う
か
が
え
る
。
禅

林
寺
本
は
瑩
山
禅
師
門
下
に
よ
り
護
持
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
浄
住
寺
に

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
普
済
善
救
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

題
に
も
寺
名
な
ど
を
意
図
的
に
欠
し
て
お
り
、
後
で
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院

に
合
わ
せ
て
挿
入
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が

え
る
。



一
二
七

一
、
は
じ
め
に

　

小
稿
は
、
瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
の
講
義
録
で
あ

る
『
伝
光
録
』
に
お
け
る
提
唱
と
出
典
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　

既
刊
の
訳
注
研
究
に
お
い
て
は
、
各
章
の
本
則
（
主
題
と
な
る
祖
師
が

開
悟
し
た
機
縁
）
や
明
ら
か
な
引
用
が
行
わ
れ
て
い
る
部
分（

１
）に

つ
い
て

は
、
出
典
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
実
は

そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、
瑩
山
禅
師
は
先
人
の
言
葉
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を

明
示
す
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
自
ら
の
言
葉
の
よ
う
に
し
て
、『
伝

光
録
』
の
講
義
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま

で
瑩
山
禅
師
自
身
の
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
箇
所
に
は
、
典
拠
に

基
づ
く
箇
所
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。『
伝
光
録
』
の
読
解
を
進
め

る
た
め
に
は
、
瑩
山
禅
師
が
い
か
な
る
典
拠
に
依
拠
し
て
論
を
展
開
し

て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

稿
者
は
、
過
日
の
仏
教
思
想
学
会
第
三
九
回
学
術
大
会
に
お
い
て
、

『
伝
光
録
』
と
道
元
禅
師
の
著
作
の
関
係
性
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
途

上
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
の
著
作
か
ら
の
引
用
を
は
る
か
に
上
回
る
規

模
で
『
宏
智
録
』
か
ら
の
引
用
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た（
２
）。

小
稿
に
お
い
て
は
、『
伝
光
録
』
に
お
け
る
『
宏
智
録
』
か
ら
の

引
用
箇
所
に
焦
点
を
絞
り
、
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

す
で
に
石
井
修
道
氏
に
よ
っ
て
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
に
は
宏
智
正
覚

（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）
の
黙
照
禅
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て
お
り（

３
）、

龍
谷
孝
道
氏
は
『
洞
谷
記
』
の
永
光
寺
開
堂
説
法
に
お
け
る

『
宏
智
録
』
の
依
用
箇
所
を
実
証
し
た（

４
）。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
見
通
し
は
、『
伝
光
録
』
の
出
典
を
考
察
す
る
こ
と
で
、

よ
り
明
瞭
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。『
伝
光
録
』
の
出
典
探
索
に

あ
た
っ
て
は
、SA

T

やCBET
A

の
ほ
か
、N-gram

処
理（

５
）な

ど
を
活

用
し
、
引
用
箇
所
の
特
定
を
行
っ
た
。

二
、『
伝
光
録
』
に
お
け
る
『
宏
智
録
』
の
依
用

　
『
伝
光
録
』
の
各
章
は
提
唱
の
主
題
と
な
る
祖
師
の
開
悟
の
機
縁
と

そ
の
行
状
が
示
さ
れ
た
後
、
瑩
山
禅
師
に
よ
る
提
唱
と
偈
頌
が
配
置
さ

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

『
伝
光
録
』
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
提
唱
と
そ
の
出
典

横
　
山
　
龍
　
顯



『
伝
光
録
』
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
提
唱
と
そ
の
出
典
（
横
山
）

一
二
八

れ
る
。
開
悟
の
機
縁
や
行
状
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
灯
史
が
用
い
ら

れ
る
。『
宏
智
録
』
が
依
用
さ
れ
る
の
は
、
提
唱
お
よ
び
偈
頌
の
部
分

で
あ
る
。
ま
ず
は
、『
宏
智
録
』
の
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
か
を
知
る
た
め
に
、『
伝
光
録
』
に
お
け
る
『
宏
智
録
』
の
引
用

事
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
偈
頌
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

一
枝
秀
出
老
梅
樹　

荊
棘
与
時
築
著
来
（
釈
迦
牟
尼
仏
章（

６
））

霜
暁
鐘
如
随
扣
響　

斯
中
元
不
要
空
盞
（
婆
須
密
多
章
、
遍
・
二
六
丁
表
）

潭
底
蟾
光
空
裏
明　

連
天
水
勢
徹
昭
清　

再
三
撈
摝
縦
知
有　

寛
廓
旁
分
虚
白
成
（
般
若
多
羅
章
、
正
・
一
四
丁
表
）

孤
舟
不
棹
月
明
進　

回
眼
古
岸
蘋
末
揺
（
雲
巌
曇
晟
章
、
正
・
四
八
丁
裏
）

虚
空
従
来
不
容
針　

廓
落
無
依
有
孰
論

莫
謂
一
毫
穿
衆
穴　

赤
洒
洒
地
絶
瘢
痕
（
懐
奘
章
、
正
・
一
〇
八
丁
裏
）

　

棒
線
部
は
、
瑩
山
禅
師
が
参
照
可
能
な
文
献
で
は
『
宏
智
録
』
の
み

に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
宏
智
の
語
を
参
考
に
し
な
が
ら
偈
頌
を
作

成
し
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
。
続
い
て
、
提
唱
中
に
用
い

ら
れ
て
い
る
例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。『
伝
光
録
』「
伏
駄
密
多
章
」
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

終
根
塵
境
界
な
く
、
心
法
の
所
見
な
し
。
故
に
人
人
悉
道
也
。
事
事
総
て
心

な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
…
…
莫
言
語
黙
渉
離
微　

豈
有
根
塵
染
自
性
（
遍
、
三

二
丁
表
～
裏
）

　

こ
こ
で
は
、
六
根
と
六
塵
、
も
し
く
は
心
と
法
の
よ
う
な
、
主
客
能

所
の
対
立
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

言
え
る
の
は
、
す
べ
て
の
現
象
は
、「
心
」
す
な
わ
ち
唯
心
（
一
心
）
の

現
成
で
あ
る
か
ら
だ
と
瑩
山
禅
師
は
述
べ
、
引
用
末
尾
の
偈
頌
に
お
い

て
も
、
こ
の
点
が
再
説
さ
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
文
と
同
じ
論
理
は
、

宏
智
の
説
法
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
宏
智
録
』
巻
四
「
明
州

天
童
山
覚
和
尚
小
参
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

物
物
頭
頭
、
心
心
法
法
、
根
根
塵
塵
、
在
在
処
処
、
無
繊
毫
外
来
底
。
便
能

縦
縦
横
横
、
蕭
蕭
洒
洒
、
唯
心
自
性
。
了
無
一
物
。
理
事
縦
横
帯
也（

７
）。

　

こ
の
文
は
、
宏
智
が
浮
山
九
帯
の
「
理
事
縦
横
帯
」
に
つ
い
て
解
説

す
る
箇
所
で
あ
る
が
、
瑩
山
禅
師
が
用
い
て
い
た
「
根
塵
」「
心
法
」

「
自
性
」（
棒
線
部
）
の
各
語
が
確
認
で
き
、
瑩
山
禅
師
が
「
心
な
ら
ざ

る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
て
い
た
部
分
は
、「
唯
心
」（
波
線
部
）
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
棒
線
部
や
波
線
部
の
語
を
一
連
の
文
脈
で
用
い
る
の
は

『
宏
智
録
』
の
み
で
あ
る
た
め
、
瑩
山
禅
師
は
宏
智
の
思
想
を
、
忠
実

に
祖
述
す
る
よ
う
な
形
で
依
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

あ
る
い
は
、
瑩
山
禅
師
が
記
憶
し
て
い
た
『
宏
智
録
』
の
言
葉
を
用

い
た
よ
う
な
例
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
伝
光
録
』「
洞
山
良
价

章
」
を
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

故
宏
智
云
、
情
量
分
別
を
は
な
れ
て
智
あ
り（

８
）、

四
大
五
蘊
に
非
し
て
身
あ
り

と
云
（
正
・
五
二
丁
裏
～
五
三
丁
表
）。

　

こ
こ
は
、「
宏
智
云
」
と
あ
る
た
め
、
宏
智
の
語
を
用
い
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
従
来
は
典
拠
不
明
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
次
に
示
す
『
宏
智
録
』
巻
一
「
江
州
廬
山
円
通
崇
勝
禅
院
語
録
」



『
伝
光
録
』
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
提
唱
と
そ
の
出
典
（
横
山
）

一
二
九

が
出
典
で
あ
る
。

上
堂
云
、
生
生
死
死
、
輪
廻
之
跡
無
窮
。
寂
寂
惺
惺
、
真
照
之
機
不
昧
。
雲

倚
山
而
是
父
、
箇
中
功
就
於
功
。
月
在
水
而
為
家
、
直
下
住
無
所
住
。
離
見

聞
覚
知
有
智
、
非
分
別
心
。
離
地
水
火
風
有
身
、
非
和
合
相
。
所
以
道
、
四

大
性
自
復
、
如
子
得
其
母
。
諸
禅
徳
作
麼
生
。
行
履
得
恁
麼
相
応
去
。
還
会

麼
。
霜
天
月
落
夜
将
半
、
誰
共
澄
潭
照
影
寒
（
三
六
頁
）。

『
宏
智
録
』
と
『
伝
光
録
』
の
傍
線
部
を
比
較
す
る
と
、「
情
量
分
別
」

が
「
見
聞
覚
知
」
と
な
り
、「
四
大
五
蘊
」
が
「
地
水
火
風
」
と
な
る

な
ど
、
表
現
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
趣
旨
の
内
容
を
述
べ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
表
現
に
若
干
の
違
い
が
生
じ
た
の

は
、
記
憶
の
中
に
あ
っ
た
『
宏
智
録
』
の
一
節
を
用
い
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
瑩
山
禅
師
が
『
宏
智
録
』
に
知
悉

し
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
事
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

三
、
道
元
禅
を
宏
智
禅
に
よ
っ
て
解
釈
す
る

　

瑩
山
禅
師
が
『
宏
智
録
』
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は

疑
い
な
い
が
、『
伝
光
録
』
に
説
か
れ
る
瑩
山
禅
師
の
思
想
の
な
か
で

も
、
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
道
元
禅
師
の
言
葉
を
解
釈
す
る
た
め
に

宏
智
の
言
葉
を
用
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
別
稿

で
詳
述
し
て
い
る
の
で（

９
）、

事
例
を
紹
介
す
る
に
留
め
て
お
く
こ
と
と
し

た
い
。『
伝
光
録
』「
般
若
多
羅
章
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る）

（1
（

。

［
乾
坤
］
故
云
、
嗣①

法
三
歳
を
超
越
し
て
証
契
古
今
に
連
綿
た
り
。
如
是
故
、

金②

針
玉
泉
、
密
密
と
し
て
串
通
す
。
子
細
見
来
何②

か
こ
れ
か
れ
、
何
是
こ

れ
。
繊③

機
も
顕
ず
、
機③

鋒
各
と
し
。
爰
至
得④

坐
せ
ざ
る
な
し
。
必
旁④

分
し

来
故
に
（
正
・
一
三
丁
裏
）。

［
仙
英
］
ゆ
へ
に
い
ふ
、
嗣①

法
は
三
際
を
超
越
し
、
証
契
は
古
今
に
連
綿
た

り
。
か
く
の
如
く
な
る
ゆ
へ
に
、
金②

針
玉
線
密
密
と
し
て
串
通
す
。
子
細

に
見
来
れ
ば
、
い②

づ
れ
か
こ
れ
か
れ
、
い
づ
れ
か
こ
れ
わ
れ
。
繊③

機
も
あ

ら
は
れ
ず
、
機③

鋒
も
あ
ら
は
す
こ
と
な
し
。
こ
こ
に
い
た
り
て
得④

坐
せ
ざ

る
な
し
。
か
な
ら
ず
か④

た
は
ら
に
わ
か
ち
来
る
ゆ
へ
に
（
乾
・
七
四
丁

表
）。

　

こ
こ
で
は
、
般
若
多
羅
の
嗣
法
を
解
説
す
る
た
め
に
、
ま
ず
棒
線
部

①
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
の
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
教
授
文）

（（
（

』
が
引
用
さ

れ
る
。
棒
線
①
に
続
く
箇
所
が
、
瑩
山
禅
師
に
よ
る
解
説
と
な
る
が
、

傍
線
②
～
④
は
、
す
べ
て
『
宏
智
録
』
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の

事
例
は
、
道
元
禅
師
の
嗣
法
観
は
、
宏
智
の
言
葉
・
思
想
を
用
い
る
こ

と
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
瑩
山
禅
師
が
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
は
、
道
元
禅
と
宏
智

禅
に
少
な
か
ら
ぬ
共
通
点
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
会
下
に
お
い
て
は
、『
宏
智
録
』
を
積
極
的

に
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
聴
衆
に
と
っ
て
慣
れ

親
し
ん
だ
『
宏
智
録
』
の
言
葉
や
思
想
を
用
い
て
解
説
を
施
す
こ
と

で
、
道
元
禅
師
の
思
想
解
釈
の
一
助
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
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一
三
〇

四
、『
伝
光
録
』
以
外
の
文
献
に
用
い
ら
れ
る
『
宏
智
録
』

　

瑩
山
禅
師
が
『
宏
智
録
』
を
用
い
る
の
は
、『
伝
光
録
』
の
み
で
は

な
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
『
洞
谷
記
』「
永
光
寺
開
堂
法
語
」
の
ほ

か
、
開
悟
の
機
縁
や
頂
相
の
賛
文
な
ど
を
見
て
も
、
宏
智
へ
の
強
い
意

識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

太
源
派
の
相
伝
資
料
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』（
一
三
六
六
～
一
三
九
九

の
間
に
成
立
）
に
記
さ
れ
る
瑩
山
禅
師
の
悟
則
は
、「
勅
諡
宏
智
禅
師
行

業
記
」（『
宏
智
録
』
巻
四
所
収
）
と
ほ
ぼ
同
一
の
機
縁
と
な
っ
て
い
る
。

『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』

第
五
十
四
世
洞
谷
開
闢
瑾
和
尚
、
因
見
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
云
、
忽

然
開
悟
云
、
有
一
老
人
、
変
作
万
物
。
時
价
和
尚
聞
曰
、
若
与
广
省
悟
、

宗
家
大
事
在
之）

（1
（

。

宋
版
『
宏
智
録
』
巻
四
「
勅
諡
宏
智
禅
師
行
業
記
」

日
、
聞
僧
誦
蓮
経
、
至
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
、
瞥
然
有
省
（
三
一
七

頁
）。

　

右
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、
両
者
と
も
『
法
華
経
』「
法
師
功
徳
品
」

の
一
節
を
見
聞
き
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
開
悟
に
至
っ
て
い

る
。
ま
た
、
瑩
山
禅
師
は
そ
の
時
の
悟
境
を
、「
一
の
老
人
有
り
て
、

万
物
を
変
作
す
」（
二
重
棒
線
部
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宏
智
が

し
ば
し
ば
用
い
る
「
現
象
世
界
は
、
差
別
相
対
を
超
越
し
た
真
理
の
現

成
で
あ
る
」
と
い
う
思
想）

（1
（

と
も
よ
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
總
持
寺
所
蔵
「
瑩
山
紹
瑾
像
」（
重
要
文
化
財
）
に
付
さ
れ

て
い
る
、
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
九
月
八
日
に
撰
述
さ
れ
た
瑩
山
禅
師

の
自
賛
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

誰①

識
庵
中
不
死
人　

未
揺
掌
握
鎮
烟
塵　

凜
凜
威
烈
無
等
匹　

三
尺
竹
篦
奪
剣
輪　

器②

宇
廓
落　

絶③

学
天
真　

眉④

毛
争
到
不
疑
地　

端⑤

的
眼
睛
又
不
親）

（1
（

　

賛
文
の
う
ち
、
傍
線
②
は
同
じ
表
現
が
宏
智
の
自
賛
に
確
認
で
き

（『
宏
智
録
』
三
六
〇
頁
）、
傍
線
③
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
宏
智
の
自
賛
に

「
全
真
絶
学
」（
同
三
六
三
頁
）
と
い
う
類
似
し
た
表
現
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
伝
光
録
』
以
外
に
お
い
て
も
、『
宏
智
録
』
の
影
響

を
色
濃
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
宏
智
の
思
想
が
瑩
山
禅
師
に
与
え
た

影
響
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、「
曹
洞
宗
」
の
後
継
者
と
し
て
の
強
い
意
識

　

瑩
山
禅
師
が
積
極
的
に
『
宏
智
録
』
や
宏
智
の
思
想
を
受
容
し
た
も

う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
瑩
山
禅
師
が
「
曹
洞
宗
」
の
後
継
者
と
し
て

の
強
い
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
『
伝
光
録
』
で
解
説
が
施
さ
れ
る
仏
祖
が
日
本
曹
洞
宗
に
直
結
す
る

仏
祖
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
い

て
禅
宗
の
主
流
を
占
め
て
い
た
臨
済
宗
と
の
差
異
を
明
確
に
し
、
道
元

禅
師
に
始
ま
る
門
派
が
曹
洞
宗
の
流
れ
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
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三
一

る
こ
と
が
、『
伝
光
録
』
の
講
義
を
行
っ
た
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
祖
師
た
ち
の
悟
り
を
解
説
す
る
た
め
に
、
宋
代
曹
洞
宗

を
代
表
す
る
宏
智
の
思
想
を
頻
繁
に
用
い
る
こ
と
で
、
会
下
の
人
々

は
、
講
義
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
祖
師
た
ち
と
宏
智
の
思
想
の
同
一
性
を

確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
先
に
見
た
「
瑩
山
紹
瑾
像
」
の
賛
文
か
ら
も
、
曹
洞
宗
へ
の

強
い
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
傍
線
②
と
③
は
『
宏
智
録
』

を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
残
る
傍
線
①
・
④
・
⑤
も
曹
洞
系

禅
者
の
語
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
①
は
石
頭
希
遷
「
草
庵
歌
」

（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
三
〇
所
収
）
の
語
で
あ
り
、
傍
線
④
と
⑤
は
曹
山
本
寂

が
行
っ
た
問
答
（『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
七
所
収
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
の
自
賛
は
、
曹
洞
系
の
禅
僧
の
語
の
み
に
依

拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
ほ
か
に
も
、
洞
谷
山
永
光
寺
の

山
号
と
寺
号
が
洞
山
良
价
と
大
陽
警
玄
へ
の
思
慕
か
ら
命
名
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
自
ら
が
「
曹
洞

宗
」
の
後
継
者
た
る
こ
と
を
宣
揚
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。

六
、
瑩
山
禅
師
が
『
宏
智
録
』
を
受
容
し
た
き
っ
か
け

　

瑩
山
禅
師
の
み
な
ら
ず
、
道
元
禅
師
も
『
宏
智
録
』
を
頻
繁
に
用
い

る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」
巻
な

ど
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
本
来
性
に
徹
す
る
宏
智
の
黙
照

禅
を
超
克
す
べ
く
、『
宏
智
録
』
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る）

（1
（

。
そ
の
い
っ

ぽ
う
で
、
瑩
山
禅
師
の
場
合
は
道
元
禅
師
と
異
な
り
、『
宏
智
録
』
の

思
想
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
傾
向
が
強
い
。

　

こ
の
よ
う
な
瑩
山
禅
師
の
姿
勢
は
、
ど
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
資
料
に
乏
し
い
た
め
推
論
と
な
っ
て
し

ま
う
が
、
瑩
山
禅
師
が
嗣
法
す
る
ま
で
に
参
じ
た
懐
奘
・
義
介
・
義

演
・
寂
円
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
義
介
は
入
宋
中
に
宏
智
の
墨
蹟
（
宏
智
真
帖
）
を
入
手

し
、
日
本
へ
持
ち
帰
っ
て
い
る
た
め）

（1
（

、
義
介
も
宏
智
を
重
要
な
祖
師
と

し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ

ら
が
接
化
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は

な
い
。

　

や
は
り
注
目
す
べ
き
は
、
瑩
山
禅
師
と
同
時
代
に
活
動
し
た
義
雲

（
嗣
寂
円
）
の
『
義
雲
録
』
に
、
少
な
く
と
も
四
〇
箇
所
以
上
に
わ
た
っ

て
『
宏
智
録
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う）

11
（

。
石
川
力
山
氏
は

「
義
雲
が
宏
智
の
禅
に
傾
倒
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
寂
円
の
影
響
に

よ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い）

1（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
瑩
山
禅
師
も
ま

た
、
寂
円
を
「
本
師）

11
（

」
と
呼
ん
で
私
淑
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
中

国
出
身
の
寂
円
に
参
じ
る
な
か
で
、
瑩
山
禅
師
が
宏
智
禅
に
傾
倒
し
て

い
っ
た
可
能
性
は
充
分
に
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。

七
、
ま
と
め
に
か
え
て
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一
三
二

　

い
ま
だ
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、『
伝
光

録
』
に
は
、
驚
く
ほ
ど
多
く
の
『
宏
智
録
』
を
典
拠
と
す
る
言
葉
に
あ

ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、『
宏
智
録
』
か
ら

の
引
用
が
行
わ
れ
る
場
合
、
瑩
山
禅
師
は
「
宏
智
云
く
」
や
「
古
人
云

く
」
と
い
う
前
置
き
を
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
あ
た
か
も
自
ら
の
言
葉
の
よ

う
に
用
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
引
用
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

『
宏
智
録
』
の
特
定
の
箇
所
か
ら
長
文
を
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、『
宏

智
録
』
の
様
々
な
箇
所
か
ら
言
葉
を
部
分
的
に
抜
粋
し
て
は
、
そ
れ
ら

を
巧
み
に
つ
な
い
で
い
き
、
自
説
を
構
築
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ

う
し
た
『
伝
光
録
』
の
一
面
を
見
る
と
、
瑩
山
禅
師
は
『
宏
智
録
』
の

言
葉
を
自
ら
の
ほ
し
い
ま
ま
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
『
宏
智

録
』
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、『
宏
智
録
』
の
専
門
家
と
称

し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
の
『
宏
智

録
』
依
用
は
、
道
元
禅
師
が
『
法
華
経
』
の
経
文
を
自
在
に
用
い
な
が

ら
『
正
法
眼
蔵
』
の
説
示
を
展
開
し
た
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
。

　

そ
し
て
、『
伝
光
録
』
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
道
元

禅
師
の
言
葉
を
解
釈
す
る
場
合
に
も
、『
宏
智
録
』
の
語
に
よ
っ
て
、

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

瑩
山
禅
師
が
、「
道
元
禅
は
宏
智
禅
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

両
者
の
思
想
的
な
親
和
性
を
示
す
こ
と
で
、
瑩
山
禅
師
は
「
道
元
禅

師

≒

宏
智
」
と
い
う
図
式
を
構
築
し
、
禅
宗
史
の
「
流
れ
の
外
に
あ
っ

て
、
孤
立）

11
（

」
し
て
い
た
道
元
禅
師
を
、「
曹
洞
宗
」
の
大
き
な
流
れ
に

組
み
込
む
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
に
見

る
『
伝
光
録
』「
釈
迦
牟
尼
仏
章
」
の
偈
頌
を
見
る
な
ら
ば
、
瑩
山
禅

師
は
道
元
禅
師
の
み
な
ら
ず
、
如
浄
を
も
宏
智
の
黙
照
禅
の
系
譜
に
統

合
し
得
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
枝
秀
出
老
梅
樹　

荊
棘
与
時
築
著
来
（
遍
・
一
七
丁
裏
）

　

傍
線
部
の
「
一
枝
秀
出
」
は
『
宏
智
録
』
の
み
に
用
例
が
見
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、「
老
梅
樹
」
は
『
如
浄
録
』『
正
法
眼
蔵
』『
永
平
広

録
』
の
語
で
あ
る
。
短
い
一
句
の
中
に
宏
智
・
如
浄
・
道
元
禅
師
の
言

葉
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、『
伝
光
録
』
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
三
者
の

共
通
性
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。

　
『
伝
光
録
』
は
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
祖
」
巻
に
提
示
さ
れ
た
仏
祖
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
仏
法
相
続
の
史
的
過
程
を
明
か
す
こ
と
が
、
そ
の
主

題
で
あ
っ
た
。
仏
祖
の
機
縁
に
つ
い
て
、
当
時
の
「
曹
洞
宗
」
を
代
表

す
る
宏
智
の
語
を
用
い
な
が
ら
解
説
を
施
す
こ
と
で
、『
伝
光
録
』
に

登
場
す
る
祖
師
は
「
曹
洞
宗
」
の
祖
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
き
わ

め
て
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
道
元
禅
師
に

と
っ
て
の
仏
教
が
宗
派
性
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
仏
道
」
で
あ
る
こ
と
を

ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
曹
洞
宗
」
と
い
う
宗
派
は
『
伝
光
録
』
に
至
っ

て
産
声
を
あ
げ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
、
若
干
の
見
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一
三
三

通
し
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
池
田
魯
參
氏
は
、
瑩
山
禅
師
が
道
元
禅

師
の
遺
し
た
著
述
を
徹
底
的
に
学
ん
だ
う
え
で
、
道
元
禅
師
の
「
発

心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
」（
行
持
道
環
）
か
ら
漏
れ
た
「
説
法
」
の
意

義
が
呼
び
戻
し
た
と
こ
ろ
に
、
瑩
山
禅
師
に
お
け
る
宗
旨
の
新
た
な
展

開
を
読
み
取
っ
て
い
る
が）

11
（

、
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

こ
の
視
点
と
あ
わ
せ
て
、
宏
智
の
思
想
と
道
元
禅
師
の
思
想
を
、
瑩

山
禅
師
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
は
、
よ
り
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

【
注
】

（
１
）
た
と
え
ば
、「
古
人
云
く
」
や
「
故
に
云
く
」
な
ど
の
文
章
に
続
く
箇
所

な
ど
。

（
２
）
既
刊
の
訳
注
本
な
ど
で
は
、『
伝
光
録
』
に
お
け
る
『
宏
智
録
』
の
引
用

は
三
箇
所
（
五
祖
弘
忍
章
に
一
箇
所
・
洞
山
良
价
章
に
二
箇
所
）
の
み

と
さ
れ
て
い
た
。

（
３
）
石
井
修
道
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
一
年
）

四
六
八
頁
。

（
４
）
龍
谷
孝
道
「
瑩
山
紹
瑾
と
『
宏
智
録
』
―
永
光
寺
開
堂
法
語
を
ふ
ま
え

て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
一
―
二
、
二
〇
一
三
年
）。

（
５
）N

-gram

処
理
に
際
し
て
は
、
師
茂
樹
氏
作
成
のngsm

.pl

を
利
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
石
井
公
成
「N

-gram

を
用
い
た
文
献
比

較
―
師
茂
樹
氏
作ngsm

.pl

を
用
い
た
発
見
の
技
法
―
」（『
漢
字
文
献

情
報
処
理
研
究
』
一
九
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
６
）
乾
坤
院
本
『
伝
光
録
』
遍
巻
（
曹
洞
宗
宗
宝
影
印
刊
行
会
編
、
教
行

社
、
一
九
九
四
年
）
一
七
丁
裏
、
偈
頌
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
漢

文
の
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
。
以
下
、
乾
坤
院
本
『
伝
光
録
』
か
ら
の

引
用
は
本
書
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
巻
と
丁
数
の
み
を
記
す
。
ま
た
、

引
用
に
際
し
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
、
旧
字
体
を
通
行
自
体

に
改
め
、
適
宜
、
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
た
。
引
用
文
へ
の
棒
線
な
ど

も
、
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
７
）
桜
井
秀
雄
監
修
・
石
井
修
道
編
輯
『
禅
籍
善
本
古
注
集
成.

宏
智
録
』
上

巻
（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
四
年
）
二
六
二
頁
。
以
下
、『
宏
智
録
』

か
ら
の
引
用
は
本
書
に
よ
り
、
引
用
文
末
尾
に
頁
数
の
み
を
記
す
。

（
８
）
原
文
で
は
「
あ
（
ア
）」
は
「
な
（
ナ
）」
に
作
る
が
、
仙
英
本
（
乾

巻
・
一
〇
七
丁
表
）
に
よ
り
、「
あ
」
に
改
め
た
。

（
９
）
拙
稿
「
瑩
山
紹
瑾
講
述
『
伝
光
録
』
に
お
け
る
道
元
思
想
の
解
釈
方
法

―
『
宏
智
録
』
か
ら
の
引
用
に
注
目
し
て
―
」（『
仏
教
学
』
六
五
、
二

〇
二
四
年
）
参
照
。

（
10
）
以
下
に
引
用
す
る
箇
所
は
、
乾
坤
院
本
の
誤
字
が
き
わ
め
て
多
い
た

め
、
仙
英
本
と
列
挙
し
て
示
す
。

（
11
）『
道
元
禅
師
全
集
』
第
六
巻
（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）
二
一
二
頁
。

（
12
）
傍
線
②
の
出
典
は
『
宏
智
録
』
巻
五
「
禅
人
并
化
主
写
真
求
賛
」（
三
三

八
頁
）、
傍
線
③
の
出
典
は
同
巻
一
「
泗
州
大
聖
普
照
禅
寺
上
堂
語



『
伝
光
録
』
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
提
唱
と
そ
の
出
典
（
横
山
）

一
三
四

録
」（
二
五
頁
）、
傍
線
④
の
出
典
は
同
巻
一
「
江
州
廬
山
円
通
崇
勝
禅

院
語
録
」（
三
三
頁
）。

（
13
）
龍
谷
氏
注
（
4
）
論
文
、
三
七
頁
。

（
14
）
拙
稿
「
翻
刻.

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』」（『
駒
澤
大
学
大

学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
五
一
、
二
〇
一
八
年
）
七
〇
頁
。

（
15
）
た
と
え
ば
、『
宏
智
録
』
巻
三
「
明
州
天
童
山
覚
和
尚
語
録
」
の
「
唯
心

に
し
て
万
法
を
成
じ
、
仏
を
化
し
千
華
を
現
ず
」（
一
六
二
頁
、
原
漢

文
）
と
い
う
語
が
、
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

（
16
）『
瑩
山
禅
師
御
遺
墨
集
』（
大
本
山
總
持
寺
、
一
九
七
四
年
）
第
一
折
。

（
17
）「
瑩
山
禅
師
像
」
の
賛
文
に
関
す
る
詳
細
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
新
釈
瑩
山
禅
師
伝
（
33
）」（『
跳
龍
』
七
六
―
四
、
二
〇
二
四
年
）
を

参
照
。

（
18
）
石
井
修
道
「
宋
版
『
宏
智
録
』
六
冊
に
つ
い
て
」（
注
（
7
）
書
所
収
）

五
四
八
頁
。

（
19
）
流
布
本
『
洞
谷
記
』
所
収
「
洞
谷
伝
灯
院
五
老
悟
則
行
業
略
記
」（『
諸

本
対
校.

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
八
ｂ
）。

（
20
）『
義
雲
録
』
に
お
け
る
『
宏
智
録
』
の
引
用
数
は
、
調
査
の
途
上
に
あ

る
た
め
概
数
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
れ
を
は
る
か
に
越
え
る
引
用
が
行

わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
石
川
力
山
「『
義
雲
録
』
に
お
け
る
『
宏
智

録
』
引
用
の
意
義
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
三
五
、
一
九

七
七
年
）
で
は
二
八
箇
所
の
引
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
石
川
氏
注
（
20
）
論
文
、
二
八
五
頁
。

（
22
）
注
（
19
）
書
、
四
ｂ
。

（
23
）
瑩
山
禅
師
が
寂
円
か
ら
『
宏
智
録
』
に
関
す
る
示
唆
を
受
け
た
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
秋
津
秀
彰
氏
に
ご
教
示

い
た
だ
い
た
。

（
24
）
石
井
氏
注
（
3
）
書
、
二
二
五
頁
。

（
25
）
池
田
魯
參
「『
伝
光
録
』
の
読
み
方
―
釈
迦
牟
尼
仏
章
か
ら
―
」（『
宗

学
研
究
』
五
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
七
九
頁
、
同
「
伝
光
録
―
さ
ら
な
る

宗
旨
の
展
開
（
二
）
―
」（『
曹
洞
宗
報
』
八
九
三
、
二
〇
一
〇
年
）
二

六
頁
。

.

（
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP23K

12017

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
）



一
三
五

一　
問
題
の
所
在

　

日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
は
、
そ

の
著
作
中
に
、
様
々
な
経
典
や
論
書
、
禅
籍
を
使
用
し
て
い
る
。
経
典

類
の
中
で
最
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
法
華
経
』
と
断
言
で
き
、

夙
に
そ
の
尊
重
の
態
度
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
十
仏
名
に
、

「
大
乗
妙
法
蓮
華
経
」
を
挿
入
し
た
こ
と（

１
）や

、「
帰
依
三
宝
」
巻
に
お
け

る
寿
量
品
の
語
に
よ
る
三
宝
尊
重
の
証
文
と
し
て
の
使
用（

２
）が

指
摘
さ
れ

る
。
そ
の
濫
觴
は
、
六
祖
慧
能
（
六
三
八
～
七
一
三
）
の
経
典
尊
重
態
度（

３
）

や
、
叡
山
参
学
の
行
状
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
。
頓
悟
を
重
ん
じ
る
禅
宗

に
お
い
て
、
伝
統
的
に
、
釈
尊
成
道
直
後
に
説
か
れ
た
『
華
厳
経
』
が

高
く
評
価
さ
れ
て
い
た（

４
）中

で
、
こ
の
『
法
華
経
』
を
重
用
す
る
引
用
態

度
は
、
そ
れ
自
体
が
道
元
思
想
の
特
徴
と
い
え
る
。
但
し
、
道
元
が

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
明
確
に
引
用
文
と
し
て
『
法
華
経
』
を
使

用
し
た
時
期
は
、
限
定
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る（
５
）。

一
方
、
明
確
な
引
用
文
に
限
定
し
な
け
れ
ば
、
一
般
的
に
『
正
法

眼
蔵
』
の
序
文
と
し
て
扱
わ
れ
る
『
辧
道
話
』
に
「
退
亦
佳
矣（

６
）」

の
語

が
出
る（

７
）こ

と
か
ら
、『
法
華
経
』
の
語
自
体
は
、
道
元
著
作
の
当
初
か

ら
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
道
元
の
『
法
華
経
』
観
を
端
的
に
表
し
た
も
の
に
、『
道

元
禅
師
和
歌
集
』
に
「
法
華
経
」
と
題
さ
れ
た
五
首
が
あ
る
。

夜
も
す
が
ら
終
日
に
な
す
法
の
道
、
皆
此
経
の
声
と
心
と

谿
に
響
き
峯
に
鳴
猿
妙
妙
に
、
只
此
経
を
説
く
と
こ
そ
聞
け

此
経
の
心
を
得
る
は
世
の
中
に
、
売
買
声
も
法
を
説
く
か
は

峯
の
色
谷
の
響
も
皆
な
が
ら
、
吾
が
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
と

誰
れ
と
て
も
日
影
の
駒
は
嫌
は
ぬ
を
、
法
の
道
得
る
人
ぞ
少
な
き

.

（
道
全
七
・
一
五
二
頁
～
一
五
四
頁
）

　

こ
の
和
歌
か
ら
は
、『
法
華
経
』
の
中
で
も
、
特
に
「
方
便
品
」
で

説
か
れ
る
諸
法
実
相
が
声
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
正
法
眼

蔵
』
に
も
「
諸
法
実
相
」
巻
が
撰
述
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
『
法
華
経
』

引
用
は
「
方
便
品
」
の
句
が
主
で
あ
る
。
同
様
の
記
述
は
諸
巻
に
み

え
、「
山
水
経
」
巻
に
は
、
同
じ
く
「
方
便
品
」
の
語
で
あ
る
「
是
法

住
法
位（

８
）」

の
使
用
が
み
え
る
。
加
え
て
、
釈
尊
の
同
時
成
道
の
語（

９
）を

重

視
す
る
道
元
の
思
想
と
も
一
致
す
る
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

道
元
の
『
法
華
経
』
の
引
用
に
関
す
る
一
考
察

米
　
野
　
大
　
雄



道
元
の
『
法
華
経
』
の
引
用
に
関
す
る
一
考
察
（
米
野
）

一
三
六

　

こ
れ
ら
の
和
歌
や
『
正
法
眼
蔵
』
で
の
扱
い
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ

う
に
、
道
元
の
著
作
に
引
用
さ
れ
る
『
法
華
経
』
は
迹
門
の
中
心
で
あ

る
「
方
便
品
」
か
ら
の
引
用
が
最
も
多
く
、
迹
門
よ
り
本
門
を
重
視
し

た
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
一
方
で
、
道
元
の
叡
山

下
山
の
機
縁
と
な
っ
た
「
本
来
本
法
性
、
天
然
自
性
身
」
の
大
疑
団
を

解
消
す
る
に
当
た
っ
て
、
本
門
の
中
心
で
あ
る
「
如
来
寿
量
品
」
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
、「
寿
量
品
」
の
教
説
を
宗
旨
の
原
点

に
す
え
て
い
る
と
の
研
究
も
存
在
す
る）

（（
（

。
但
し
、
こ
れ
ら
の
二
説
は
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
経
文
が
引
用
さ
れ
る
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と

で
、「
方
便
品
」
と
「
寿
量
品
」
の
引
用
に
対
し
て
、
道
元
は
共
通
し

て
発
心
に
よ
る
利
他
を
読
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
稿
で
は
、
声
聞
の
悟
境
と
さ
れ
る
阿
羅
漢
と
、「
寿
量
品
」

で
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
仏
に
着
目
し
、
道
元
の
『
法
華
経
』
引
用
の

態
度
に
つ
い
て
、
利
他
を
強
調
す
る
姿
勢
が
看
取
で
き
、
発
心
に
よ
っ

て
本
門
と
迹
門
と
を
結
合
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

二　
阿
羅
漢
の
扱
い
に
つ
い
て

　
「
阿
羅
漢
」
巻
が
阿
羅
漢
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
二

乗
作
仏）

（1
（

を
意
図
し
て
い
る
巻
で
あ
る
こ
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

が
、
そ

の
内
容
は
、
同
時
成
道
を
前
提
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
道
元
の
利
他

の
意
識
に
つ
い
て
は
、
利
他
の
坐
禅
が
『
宝
慶
記
』
に
み
ら
れ
る
如
浄

（
一
一
六
二
～
一
二
二
七
）
の
語）

（1
（

に
表
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

道
元
の
阿
羅
漢
の
扱
い
に
つ
い
て
、
阿
羅
漢）

（1
（

を
二
乗）

（1
（

と
み
て
よ
い
か

が
、
ま
ず
問
題
と
な
る
。
声
聞
・
縁
覚
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
こ
の

二
乗
に
対
し
て
、
道
元
は
明
確
に
低
い
位
置
と
み
な
し
て
い
て
、
声
聞

は
小
乗
と
同
等
に
登
場
す
る
例
が
多
く
、
縁
覚
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
お

い
て
は
、
声
聞
と
並
ん
で
使
用
さ
れ
る）

（1
（

。
ま
た
、
縁
覚
の
悟
境
で
あ
る

辟
支
仏
は
、
阿
羅
漢
と
同
等
に
使
用
さ
れ
る
場
合
と
、
声
聞
と
同
じ
く

低
い
位
置
に
置
か
れ
る）

（1
（

場
合
が
あ
る
。
道
元
の
小
乗
と
大
乗
の
意
識
が

明
確
に
「
四
禅
比
丘
」
巻
よ
り
見
て
取
れ
る
。

況
や
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
も
、
み
な
つ
ひ
に
菩
薩
と
な
る
、
一
人
と
し
て
も
小

乗
に
し
て
を
は
る
も
の
な
し
。.

（
道
全
二
・
四
三
八
頁
）

　

こ
の
記
述
に
お
け
る
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
の
扱
い
は
、
両
者
を
小
乗
で

あ
る
と
扱
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
小
乗
で
は
な
い
大
乗
の
菩
薩
と
み

な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
乗
を
低
く
扱
い
、
小
乗
で
あ
る
こ
と
を
前

提
に
、
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
を
小
乗
の
代
表
と
し
て
出
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
道
元
は
、
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
を
大
乗
の
仏
道
に
及
ば
ず
、
最
終
的

に
は
大
乗
に
至
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
仏
経
」
巻
で

は
、
阿
羅
漢
は
等
覚
や
妙
覚
よ
り
も
低
い
位
置
で
あ
る
こ
と
が
、
当
然

の
前
提
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
但
し
、
単
に
阿
羅
漢
を
低
い
地
と
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
記
述
も
存
在
し
、「
阿
羅
漢
」
巻
の
他
に
、「
梅
華
」
巻
に

次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

見
仏
、
と
い
ふ
は
作
仏
な
り
、
作
仏
、
と
い
ふ
は
策
起
眉
毛
な
り
。
尊
者
、

も
し
た
だ
阿
羅
漢
果
を
証
す
と
も
、
真
阿
羅
漢
に
あ
ら
ず
ば
、
見
仏
す
べ
か
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ら
ず
。.

（
道
全
二
・
七
六
頁
）

　

右
記
で
は
、
見
仏
を
作
仏
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
単
に
阿
羅
漢
果

を
証
し
て
も
、
真
阿
羅
漢
で
な
け
れ
ば
、
見
仏
で
き
な
い
と
す
る
。
そ

し
て
、
見
仏
で
な
け
れ
ば
、
作
仏
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

真
阿
羅
漢
と
阿
羅
漢
を
分
け
、
真
阿
羅
漢
の
要
件
と
し
て
、
見
仏
と
作

仏
を
求
め
て
い
る
。

　

以
上
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
道
元
は
阿
羅
漢
を
通
常
で
は
、

二
乗
の
代
表
と
し
て
扱
い
、
妙
覚
・
等
覚
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
し
て

処
理
す
る
。
そ
こ
で
は
、
罪
業
の
因
縁
と
な
る
儒
教
や
道
教
と
仏
教
を

比
較
す
る
行
為
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
も
ま
し
な
も
の
と

し
て
著
述
さ
れ
る
。
但
し
、
真
阿
羅
漢
と
い
う
も
の
も
設
定
さ
れ
、
そ

こ
で
は
作
仏
と
見
仏
が
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
阿
羅
漢
」
巻
も
、
先
に
み
た
阿
羅
漢
の
中
で
、
特
に
、「
梅
華
」
巻

に
み
え
る
よ
う
な
、
作
仏
を
条
件
と
し
た
真
阿
羅
漢
に
つ
い
て
説
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、『
法
華
経
』

が
証
文
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。「
阿
羅
漢
」
巻
の
冒
頭
で
は
「
序
品
」

を
引
用
し
、
大
阿
羅
漢
と
し
て
そ
の
悟
境
を
解
説
し
て
い
る
。「
阿
羅

漢
」
巻
で
の
『
法
華
経
』
引
用
を
見
て
い
く
と
、
そ
こ
で
の
『
法
華

経
』
引
用
は
迹
門
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
序
品
」
の
引
用
で

は
、
大
阿
羅
漢
の
境
地
を
禅
語
に
引
き
付
け
て
説
明
す
る）

1（
（

。
ま
た
、
大

阿
羅
漢
を
真
阿
羅
漢
と
す
る
。
こ
の
真
阿
羅
漢
の
表
現
も
、「
阿
羅
漢
」

巻
で
道
元
が
引
用
す
る
よ
う
に
、『
法
華
経
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

古
云
、
我
等
今
日
、
真
阿
羅
漢
。
以
二
仏
道
声
一
、
令
二
一
切
聞
一
。

い
ま
令
一
切
聞
と
い
ふ
宗
旨
は
、
令
一
切
諸
法
仏
声
な
り
。
あ
に
た
だ
諸
仏

及
弟
子
の
み
を
挙
拈
せ
ん
や
。
有
識
有
知
、
有
皮
有
肉
、
有
骨
有
髄
の
や
か

ら
、
み
な
き
か
し
む
る
を
、
令
一
切
と
い
ふ
。
有
識
有
知
と
い
ふ
は
、
国
土

草
木
・
牆
壁
瓦
礫
な
り
。
揺
落
盛
衰
、
生
死
去
来
、
み
な
聞
著
な
り
。
以
仏

道
声
、
令
一
切
聞
の
由
来
は
、
渾
界
を
耳
根
と
参
学
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。

（
道
全
一
・
四
〇
四
頁
）

　

最
初
に
挙
げ
た
「
信
解
品
」
の
仏
道
の
声
を
一
切
に
聞
か
せ
る
と
い

う
部
分
を
、
一
切
諸
法
を
仏
声
と
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
切
諸
法

で
は
、
諸
仏
や
仏
弟
子
だ
け
で
は
な
く
、
無
情
や
、
揺
落
盛
衰
、
生
死

去
来
と
い
っ
た
時
間
を
伴
う
状
態
ま
で
も
、
す
べ
て
聞
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
渾
界
を
耳
根
だ
け
で
は
な
い
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
声
の
特

別
性
を
消
し
去
る
と
と
も
に
、
そ
の
参
学
に
お
け
る
限
定
も
取
り
払
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、『
道
元
禅
師
和
歌
集
』
の
第
四
首
で
述
べ
ら
れ
て

い
た
、
渓
声
山
色
の
山
色
に
も
参
学
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
推
察
で
き
る
。

　

引
用
さ
れ
た
『
法
華
経
』
の
原
文
で
あ
る
「
我
等
今
者
、
真
是
声

聞
。
以
二
仏
道
声
一
、
令
二
一
切
聞
一
。
我
等
今
者
、
真
阿
羅
漢
。
於
二
諸

世
間
天
人
・
魔
・
梵
一
、
普
二
於
其
中
一
応
レ
受
二
供
養
一
。）

11
（

」
の
真
の
声
聞

の
説
明
を
、
道
元
は
真
の
阿
羅
漢
の
説
明
に
あ
て
、
供
養
を
受
け
る
べ

き
も
の
と
し
て
の
阿
羅
漢
に
つ
い
て
は
説
い
て
い
な
い
。
阿
羅
漢
の
内

容
が
声
聞
の
も
の
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
点
と
「
令
」
を
「
仏
道
声
」

の
上
に
配
置
す
る
読
み
替
え
は
、
道
元
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、『
道
元
禅
師
和
歌
集
』
と
同
様
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
信
解
品
」
の
解
釈
に
も
諸
法
実
相
観
を
組
み
込
ん
で
い
る

と
い
え
る
。「
方
便
品
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
次
の
「
阿
羅
漢
」
巻
の
記
述
で
は
、
但
教
化
菩
薩
事
の
内
容

を
引
用
文）

11
（

と
同
じ
「
方
便
品
」
か
ら
、「
我
及
十
方
仏
、
乃
能
知
是

事
。）

11
（

」
と
「
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
諸
法
実
相）

11
（

」、
加
え
て
、
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
の
語
に
求
め
、『
法
華
経
』
原
文
の
「
不
」
や
「
非
」
と

い
っ
た
否
定
語
が
取
り
除
か
れ
る）

11
（

。

　

ま
た
、
次
に
『
摩
訶
止
観
』
巻
三
下
の
言
葉
を
承
け
て
、
阿
羅
漢
が

仏
地
で
あ
る
証
文
と
し
、
い
わ
ゆ
る
承
当
罣
礙
の
理
論
で
、
阿
羅
漢
と

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
絶
対
的
な
評
価
を
付
与
す
る）

11
（

。
引
用
元
の
原

文
は
、『
大
智
度
論
』
を
引
き
、
三
蔵
教
の
五
味
を
譬
え
た
部
分
で
あ

る）
11
（

が
、
道
元
は
「
声
聞
経
中
」
の
語
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
仏
地
を
阿
羅

漢
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
道
元
は
声
聞
経
の
肯
定
を

行
っ
て
い
る
が
、
声
聞
自
体
に
肯
定
的
な
わ
け
で
は
な
く
、
声
聞
経
で

説
か
れ
る
よ
う
に
、
大
阿
羅
漢
・
真
阿
羅
漢
が
仏
地
で
あ
る
と
古
徳
も

述
べ
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
、
自
説
の
補
強
に
活
用
す
る
。

　

再
び
「
方
便
品
」
の
語
を
引
用
し
、
先
に
見
た
「
梅
華
」
巻
の
よ
う

に
、
作
仏
を
強
調
す
る）

11
（

。

い
は
ゆ
る
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
能
信
す
る
を
、
阿
羅
漢
と
証
す
。…
…
実

得
阿
羅
漢
は
、
是
最
後
身
、
究
竟
涅
槃
に
あ
ら
ず
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

を
志
求
す
る
が
ゆ
え
に
。
志
求
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
弄
眼
睛
な
り
。
壁

面
打
坐
な
り
、
面
壁
開
眼
な
り
。
遍
界
な
り
と
い
へ
ど
も
、
神
出
鬼
没
な

り
。
亘
時
な
り
と
い
へ
ど
も
、
互
換
投
機
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
な
る
を
、

志
求
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
い
ふ
。.

（
道
全
一
・
四
〇
五
頁
～
四
〇
六
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
信
じ
ら
れ
る
も
の
を
阿
羅
漢

と
し
て
い
る
。
実
に
阿
羅
漢
を
得
る
こ
と
は
、
阿
羅
漢
を
証
す
こ
と
自

体
が
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
能
信
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
最
後

身
、
つ
ま
り
最
終
的
な
境
地
で
は
な
い
。
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
普

遍
で
は
あ
る
が
、
神
出
鬼
没
で
瞬
間
的
な
師
資
の
心
境
の
一
致
の
開
眼

を
、
志
求
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
志
求
阿
羅
漢

で
あ
る
と
す
る
。
打
坐
に
よ
る
開
眼
を
理
由
と
し
て
先
の
方
便
品
の
拈

提
で
示
し
た
通
り
、
阿
羅
漢
と
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
が
志
求
と
い
う

形
で
結
び
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
が
最
後
身
で
は

な
く
、
そ
れ
を
求
め
な
が
ら
の
営
為
を
説
く
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
、
す
な
わ
ち
、『
摩
訶
止
観
』
に
よ
っ
て
仏
地
で
あ
る
と
定
義
し

た
、
阿
羅
漢
の
絶
待
化
を
避
け
、
普
遍
的
な
時
空
の
中
の
一
種
で
あ
る

が
故
に
、
志
求
と
い
う
語
で
作
仏
を
表
現
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、「
阿
羅
漢
」
巻
で
は
、『
法
華
経
』
の
文
を

同
時
成
道
に
よ
る
諸
法
実
相
観
に
よ
っ
て
解
説
し
、
阿
羅
漢
を
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
や
仏
地
と
同
等
に
評
価
し
つ
つ
、「
梅
華
」
巻
の
通

り
、
更
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
る
作
仏
の
必
要
性
を
説
い
て

い
る
。

　

真
阿
羅
漢
の
論
拠
に
関
し
て
は
、『
法
華
経
』
の
中
で
も
特
に
、「
方
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便
品
」
の
「
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
」
に
依
拠
し
、
同
時
成

道
に
よ
っ
て
間
接
的
に
説
明
さ
れ
、
声
聞
に
関
す
る
元
来
、
三
蔵
教
に

対
す
る
説
示
で
あ
っ
て
も
、
真
阿
羅
漢
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

　

本
来
、
二
乗
で
あ
る
声
聞
の
境
地
で
あ
る
阿
羅
漢
を
真
阿
羅
漢
と
す

る
こ
と
は
、
二
乗
作
仏
を
説
い
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か

し
、「
四
禅
比
丘
」
巻
に
あ
る
よ
う
に
、
真
阿
羅
漢
と
は
い
え
な
い
阿

羅
漢
も
最
終
的
に
二
乗
で
は
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
真
阿
羅
漢
と
な
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
と
、「
阿
羅
漢
」
巻
の
最
後
の
偈
頌
で
凡

聖
の
区
別
の
両
者
に
阿
羅
漢
が
共
通
し
て
い
る）

11
（

こ
と
か
ら
、「
阿
羅

漢
」
巻
で
説
か
れ
る
真
阿
羅
漢
も
最
初
は
二
乗
で
あ
っ
た
と
も
考
え
得

る
。「
阿
羅
漢
」
巻
は
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
利
他
と
い
う
面
で
の

二
乗
作
仏
を
説
い
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
二
乗
の
至
る
境
地

と
し
て
の
作
仏
に
つ
い
て
扱
っ
た
巻
で
あ
る
。

三　
久
遠
実
成
の
仏
に
つ
い
て

　
「
阿
羅
漢
」
巻
で
説
か
れ
る
真
阿
羅
漢
は
、
諸
法
実
相
観
を
根
拠
に

展
開
し
、
作
仏
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
諸
法
実
相
観
は
二

乗
作
仏
や
利
他
と
も
深
く
か
か
わ
り
、
道
元
の
成
道
論
の
根
底
を
な
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
で
も
「
出
家
」
巻
の
最
後
に
示
さ
れ
る
拈

提
で
は
、「
寿
量
品
」
の
久
遠
実
成
を
明
か
す
文
を
引
用
す
る
も
の
の
、

諸
法
実
相
観
を
組
み
込
み
な
が
ら
二
乗
作
仏
を
示
唆
し
、
久
遠
実
成
の

意
味
を
改
変
し
て
い
る
。「
出
家
」
巻
の
記
述
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

釈
迦
牟
尼
仏
言
、
諸
善
男
子
、
如
来
見
下
諸
衆
生
楽
二
於
小
法
一
、
徳
薄
垢
重

者
上
、
為
二
是
人
一
説
三
我
小
出
家
、
得
二
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
一
。
然
我
実
成

仏
已
来
、
久
遠
若
レ
斯
。
但
以
二
方
便
一
教
二
化
衆
生
一
、
令
レ
入
二
仏
道
一
、
作
二

如
レ
是
説
一

。）
1（
（

し
か
あ
れ
ば
、
久
遠
実
成
は
、
我
小
出
家
な
り
。
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

は
、
我
小
出
家
な
り
。
我
小
出
家
を
挙
拈
す
る
に
、
徳
薄
垢
重
の
楽
小
法
す

る
衆
生
、
な
ら
び
に
我
小
出
家
す
る
な
り
。
我
小
出
家
の
説
法
を
見
聞
参
学

す
る
と
こ
ろ
に
、
見
仏
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
な
り
。
楽
小
法
の
衆
生
を
救

度
す
る
と
き
、
為
是
人
説
、
我
小
出
家
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
な
り
。

.

（
道
全
二
・
二
六
三
頁
～
二
六
四
頁
）

　

右
記
で
は
、
久
遠
実
成
と
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
我
小
出
家
と

し
て
い
る
。
こ
の
我
小
出
家
は
、
本
来
、
方
便
と
し
て
、
伽
耶
近
成
の

釈
尊
に
つ
い
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
久
遠
実
成
を
説
く
前
振
り
で

あ
る
。
こ
の
我
小
出
家
を
と
り
あ
げ
て
示
す
こ
と
で
、
我
小
出
家
を
説

い
た
対
象
の
、
徳
薄
垢
重
の
小
法
を
願
う
衆
生
も
、
同
時
に
我
小
出
家

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
我
小
出
家
の
説
法
を
見
聞
参
学
す
る

こ
と
が
、
仏
の
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
小
法
を
願
う
衆
生
を
救
う
と
き
に
、「
為
是
人
説
、
我
小
出

家
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
で
あ
り
、「
然
我
実
成
仏
已
来
」
以

降
を
説
明
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
の
『
法
華
経
』
よ
り
前
の

説
示
、
つ
ま
り
我
小
出
家
に
よ
る
二
乗
作
仏
が
、
単
に
方
便
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
退
け
て
い
る
。
加
え
て
、
久
遠
実
成
に
つ
い
て
は
説
明
に
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出
る
が
、
最
初
の
「
如
来
」
に
つ
い
て
も
説
明
に
は
出
て
こ
な
い
。

「
寿
量
品
」
の
久
遠
実
成
を
説
く
記
述
を
引
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
説
明
は
、
本
来
方
便
で
あ
る
「
我
小
出
家
」
に
焦
点
を
当

て
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
以
方
便
」
に
触
れ
ず
に
、
本
来
、
小
法
を

願
う
衆
生
を
救
う
伽
耶
近
成
の
仏
で
は
な
く
、
久
遠
実
成
の
仏
と
し

て
、
楽
小
法
の
衆
生
を
済
度
す
る
と
き
に
、
我
小
出
家
す
る
の
で
あ
る

が
、
為
是
人
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
、「
方
便
門
」
の
二
乗
作
仏
も
無

視
せ
ず
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
伽
耶
近
成
の
釈
尊
も
久
遠
実

成
の
仏
も
、
上
下
は
な
く
、
迹
門
・
本
門
の
差
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
小
法
を
願
う
衆
生
を
救
う
理
論
は
、
我
小
出
家
を
と
り
あ
げ

て
示
す
こ
と
で
、
楽
小
法
の
衆
生
が
我
小
出
家
す
る
と
あ
り
、
自
分
が

成
道
す
れ
ば
大
地
有
情
が
成
道
す
る
と
い
う
、
同
時
成
道
と
同
様
の
理

論
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
楽
小
法
の
衆
生

は
小
乗
と
み
な
せ
る
。

　

そ
し
て
、「
阿
羅
漢
」
巻
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
久

遠
実
成
の
仏
も
最
後
身
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
行
仏
威
儀
」
巻

で
も
、
本
行
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
菩
薩
道
を
行
じ
た
仏
の
寿
命
が
過

去
よ
り
連
綿
と
続
く
も
の
で
も
、
過
去
に
布
遍
す
る
も
の
で
も
な
い
と

し
て
、
久
遠
実
成
の
過
去
世
か
ら
続
く
一
仏
と
し
て
の
寿
命
を
否
定
し

て
い
る）

11
（

こ
と
か
ら
も
伺
い
得
る
。
ま
た
、「
発
菩
提
心
」
巻
で
も
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
初
発
菩
提
心
と
格
量
せ
ば
、
劫
火
・
蛍
火
の
ご
と

く
な
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
自
未
得
度
先
度
他
の
こ
こ
ろ
お
こ
せ
ば
、
二
無

別
な
り
。
毎
自
作
是
念
、
以
何
令
衆
生
、
得
入
無
上
道
、
速
成
就
仏
身

）
11
（

。
こ

れ
す
な
は
ち
如
来
の
寿
量
な
り
。
ほ
と
け
は
、
発
心
・
修
行
・
証
果
・
み
な

か
く
の
ご
と
し
。.

（
道
全
二
・
三
三
四
頁
～
）

　

右
記
の
他
に
、「
発
菩
提
心
」
巻
で
は
、「
こ
の
刹
那
生
滅
、
流
転
捷

疾
に
あ
り
な
が
ら
、
も
し
自
未
得
度
先
度
他
の
一
念
を
お
こ
す
ご
と
き

は
、
久
遠
の
寿
量
、
た
ち
ま
ち
に
現
在
前
す
る
な
り）

11
（

。」
と
あ
り
、
自

未
得
度
先
度
他
の
心
を
発
す
こ
と
が
、
久
遠
の
寿
量
、
す
な
わ
ち
「
寿

量
品
」
で
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
仏
の
寿
命
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま

た
、「
発
無
上
心
」
巻
の
記
述）

11
（

と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
如
来
の
寿
量

は
、
多
発
の
発
心
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

行
持
道
環
が
連
綿
と
続
く
さ
ま
を
久
遠
実
成
の
仏
と
み
な
し
て
い
る
と

推
察
す
る
こ
と
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
右
記
に
引
用
し

た
「
発
菩
提
心
」
巻
の
内
容
は
、「
発
無
上
心
」
巻
に
お
い
て
よ
り
詳

細
な
解
説
が
な
さ
れ
る）

11
（

こ
と
か
ら
、
諸
法
実
相
観
に
基
づ
く
同
時
成
道

が
そ
の
根
底
に
存
す
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、「
寿
量
品
」
に
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
仏
に
つ
い
て
み
て
き

た
。
道
元
は
、
小
乗
に
対
す
る
利
他
の
意
味
を
強
く
意
識
し
て
、
こ
の

久
遠
実
成
の
仏
を
捉
え
て
い
る
。
道
元
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
久
遠
の

過
去
に
成
仏
し
て
い
た
一
仏
と
い
う
発
想
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い

る
。
特
に
、
寿
命
に
つ
い
て
は
、
過
去
か
ら
延
々
と
続
く
も
の
で
は
な

く
、
自
未
得
度
先
度
他
の
心
を
発
す
こ
と
を
仏
の
寿
量
と
し
、
更
に
、
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そ
の
発
心
の
多
発
な
様
を
仏
の
寿
量
と
み
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

四　
結
語

　

道
元
は
二
乗
に
つ
い
て
否
定
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
当
然
、
阿
羅
漢

や
辟
支
仏
に
関
し
て
は
、
最
終
的
に
は
大
乗
の
菩
薩
と
な
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
ま
た
、
大
乗
の
菩
薩
と
な
る
真
阿
羅
漢
に
つ
い
て
「
阿
羅

漢
」
巻
で
は
、
真
阿
羅
漢
を
成
立
さ
せ
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
、「
方

便
品
」
に
基
づ
く
諸
法
実
相
観
が
存
在
す
る
。

　
「
寿
量
品
」
に
出
る
久
遠
実
成
の
仏
に
対
し
て
、
過
去
か
ら
永
遠
と

続
く
本
仏
と
し
て
の
性
格
を
除
去
し
、
具
体
的
な
行
動
と
し
て
は
出
家

を
寿
量
と
し
、
出
家
の
目
的
の
一
つ
に
、
自
未
得
度
先
度
他
の
発
心
を

発
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
推
察
で
き
る
。
そ
の
論
理
の
展
開
に
は
、

「
阿
羅
漢
」
巻
で
の
説
明
と
同
様
に
、
諸
法
実
相
観
が
寄
与
し
て
い
る
。

　

道
元
の
『
法
華
経
』
理
解
は
、
諸
法
実
相
を
基
調
と
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、「
寿
量
品
」
に
利
他
の
意
を
強

く
読
み
込
ん
で
い
る
。
道
元
は
、
発
心
と
い
う
点
で
、「
方
便
門
」
と

「
寿
量
品
」
を
同
じ
地
表
で
扱
い
、
細
か
に
み
る
と
、
本
門
を
前
段
階

と
し
て
、
迹
門
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
門
を
発
心
に
組
み
込

む
こ
と
で
、
本
門
と
迹
門
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。

註
（
１
）「
安
居
」
巻
（
道
全
二
・
二
二
六
頁
～
二
二
七
頁
）
で
の
土
地
堂
念
誦
に

際
し
て
唱
え
る
十
仏
名
に
は
、「
大
乗
妙
法
蓮
華
経
」
の
語
は
出
な
い

が
、『
赴
粥
飯
法
』（
道
全
六
・
五
四
頁
～
五
六
頁
）
の
十
仏
名
に
、「
大

乗
妙
法
蓮
華
経
」
が
挿
入
さ
れ
る
。

（
２
）
道
全
二
・
三
七
四
頁
～
三
七
五
頁
。

（
３
）
石
井
清
純
「
道
元
禅
師
の
『
法
華
経
』
の
依
用
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
宗
学
研
究
』
三
九
、
一
九
九
七
年
）。

（
４
）
西
村
恵
信
「
禅
僧
の
『
法
華
経
』
観
（
法
華
仏
教
文
化
史
論
叢
、
平
楽

寺
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
５
）
何
燕
生
「
道
元
に
お
け
る
三
教
一
致
説
批
判
」（『
道
元
と
中
国
禅
思

想
』
第
七
章
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
６
）
方
便
品
（
大
正
九
・
七
頁
上
）。

（
７
）
道
全
二
・
四
六
六
頁
。

（
８
）
大
正
九
・
九
頁
中
。

（
９
）『
建
中
靖
国
続
灯
録
』
巻
三
、
廬
山
開
先
善
暹
章
（
続
蔵
二
乙-

九
・
三

六
丁
右
下
～
左
上
）。

（
10
）
鏡
島
元
隆
『
道
元
禅
師
の
引
用
経
典
・
語
録
の
研
究
』（
木
耳
社
、
一

九
六
五
年
）。

（
11
）
池
田
魯
参
『
道
元
学
の
揺
籃
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
〇
年
）。

（
12
）『
法
華
経
』
の
二
乗
作
仏
に
関
し
て
は
、
勝
呂
信
静
氏
は
、
仏
陀
と
同

じ
智
慧
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
お
な
じ
境
地
・
位
に
達
す
る
た
め

に
は
歴
劫
修
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（「
法
華
経
に
お
け

る
声
聞
成
仏
」
田
賀
龍
彦
編
『
法
華
経
の
受
容
と
展
開
』
法
華
経
研
究
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一
四
二

Ｘ
Ｉ
Ｉ
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
13
）
清
野
宏
道
「「
阿
羅
漢
」
巻
に
お
け
る
『
法
華
経
』
引
用
の
意
図
」（『
曹

洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
四
一
、
二
〇
一
一
年
）

（
14
）
道
全
七
・
三
八
頁
。

（
15
）
菅
原
諭
貴
「
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
共
生
」
の
世
界
」（『
日
本
仏
教
学

会
年
報
』
六
四
、
一
九
九
九
年
）。

（
16
）
道
元
が
阿
羅
漢
を
使
用
す
る
意
図
に
つ
い
て
、
石
井
清
純
「
道
元
禅
師

の
仏
・
菩
薩
・
祖
の
定
義
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
三
四
、
一
九
九

二
年
）
に
詳
し
い
。

（
17
）
道
元
が
一
乗
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
『
法
華
経
』
方
便
品
の
引
用
を

除
い
て
は
「
一
乗
・
三
乗
法
」
と
い
う
形
で
し
か
『
正
法
眼
蔵
』
に
は

表
れ
な
い
。
三
乗
に
関
し
て
は
、「
三
乗
五
乗
」
や
「
三
乗
十
二
分

経
」
の
形
で
現
れ
る
が
、「
仏
教
」
巻
（
道
全
一
・
三
八
五
頁
～
三
八

六
頁
）
で
は
、
三
乗
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
道
元
の
見
解
が
明
確
に
説
か

れ
て
い
る.

。
ま
た
、
二
乗
に
関
し
て
は
、
凡
夫
と
セ
ッ
ト
で
低
く
扱
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
18
）「
諸
悪
莫
作
」
巻
（
道
全
一
・
三
四
七
頁
）
で
は
、
菩
薩
に
反
す
る
も

の
と
位
置
づ
け
、「
山
水
経
」
巻
（
道
全
一
・
三
二
三
頁
）
で
は
、
小

乗
と
声
聞
を
同
列
視
し
、
外
道
ま
で
導
出
し
、「
心
不
可
得
」
巻
（
道

全
一
・
八
二
頁
）
で
は
、
経
師
・
論
師
と
同
列
視
す
る
も
の
と
し
て
、

声
聞
・
縁
覚
を
並
べ
て
著
し
て
い
る
。

（
19
）「
発
菩
提
心
」
巻
（
道
全
二
・
三
三
三
頁
）
で
、
声
聞
と
同
等
に
不
足

し
た
境
地
と
み
な
さ
れ
る
。

（
20
）
道
全
二
・
二
二
頁
。

（
21
）
道
全
一
・
四
〇
三
頁
～
四
〇
四
頁
。

（
22
）
大
正
九
・
一
八
頁
下
。
原
文
の
「
今
者
」
が
「
今
日
」
と
な
っ
て
い
る

の
は
、『
法
華
玄
義
』
巻
五
上
（
大
正
三
三
・
七
三
二
頁
中
下
）
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
（
木
村
清
孝
『『
正
法
眼
蔵
』
全
巻
解
読
』
佼
成
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
23
）
大
正
九
・
五
頁
下
。

（
24
）
大
正
九
・
七
頁
中
下
。

（
25
）
大
正
九
・
五
頁
下
。

（
26
）
道
全
一
・
四
〇
四
頁
～
四
〇
五
頁
。

（
27
）
道
全
一
・
四
〇
五
頁
。

（
28
）
大
正
四
六
・
三
三
頁
下
。

（
29
）
方
便
品
（
大
正
九
・
七
頁
下
）。

（
30
）
道
全
一
・
四
〇
八
頁
。

（
31
）
寿
量
品
（
大
正
九
・
四
二
頁
下
）。

（
32
）
道
全
一
・
六
〇
頁
。

（
33
）
寿
量
品
（
大
正
九
・
四
四
頁
上
）。

（
34
）
道
全
二
・
三
三
八
頁
。

（
35
）
道
全
二
・
一
六
四
頁
。

（
36
）
拙
稿
「『
正
法
眼
蔵
』「
発
無
上
心
」
巻
に
お
け
る
草
木
心
に
つ
い
て
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
七
一
－
一
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。



一
四
三

【
は
じ
め
に
】

　

本
研
究
の
目
的
は
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
が
、
仏
教
儀

礼
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
か
を
論
究
す
る
こ
と
に
あ

る
。

　

儀
礼
と
は
一
般
的
に
、「
一
定
の
法
に
則
り
行
わ
れ
る
儀
式
」
を
意

味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
具
体
的
な
行
動
規
範
が
存
在
し
、
定

型
化
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

周
知
の
通
り
、
道
元
禅
師
は
『
典
座
教
訓
』・『
弁
道
法
』・『
赴
粥
飯

法
』・『
衆
寮
箴
規
』・『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』・『
知
事
清
規
』（「
永
平
清

規
」）
や
、「
洗
面
」
巻
や
「
洗
浄
」
巻
、『
重
雲
堂
式
』
や
「
示
庫
院

文
」
等
、
出
家
修
行
者
の
具
体
的
な
行
動
規
範
を
、
そ
の
思
想
的
裏
付

け
と
と
も
に
制
定
し
て
い
る
。
ま
た
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
や

『
出
家
略
作
法
』
の
よ
う
に
伝
戒
の
儀
式
作
法
に
つ
い
て
述
べ
る
も

の
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
や
「
坐
禅
儀
」、「
坐
禅
箴
」
な
ど
道
元
禅
の
根

幹
を
な
す
坐
禅
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

道
元
禅
師
は
、
日
常
生
活
全
般
に
わ
た
り
、
仏
道
と
い
う
も
の
は
「
こ

の
よ
う
に
行
う
も
の
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
明
文
化
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
は
、「
祈
祷
」
や

「
葬
儀
」
並
び
に
「
追
善
供
養
」
と
い
っ
た
、
現
代
仏
教
に
お
い
て
根

幹
を
な
す
法
要
に
つ
い
て
の
言
及
が
、
ほ
ぼ
無
い
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
仏
道
修
行
と
し

て
重
要
視
し
な
か
っ
た
、
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
の
ち
に
『
瑩

山
清
規
』
に
よ
っ
て
成
文
化
さ
れ
る
多
く
の
「
行
事（

１
）」

な
ど
か
ら
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
が
道
元
禅
師
と
全
く
無
関
係
に
成
立
し
た
と
も
考
え
難

い（
２
）。

　

と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
葬
儀
」
並
び
に
「
追

善
供
養
」
を
中
心
に
論
を
呈
し
た
い
。

【『
永
平
広
録
』
に
お
け
る
忌
辰
に
ま
つ
わ
る
上
堂
な
ら
び
に
偈
頌
に
つ
い
て
】

　

ま
ず
は
『
永
平
広
録
』
に
お
け
る
忌
辰
に
ま
つ
わ
る
上
堂
な
ら
び
に

偈
頌
を
確
認
し
た
い
。
※
以
下
、『
永
平
広
録
』
の
引
用
は
原
文
対
照
現
代
語

訳
『
道
元
禅
師
全
集
』（
以
下
『
対
照
全
集
』）
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
を
用
い
た
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）

 

永
　
井
　
賢
　
隆



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
四

『
永
平
広
録
』

巻
数
・
上
堂

年
月
日
（
陽
暦
）

為
亡
僧
慧
顗
上
堂

巻
一
、
一
一
〇
上
堂

仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
一
一
月

為
亡
僧
僧
海
首
座
上
堂

為
僧
海
首
座
又
上
堂

巻
一
、
一
一
一
上
堂

巻
一
、
一
一
二
上
堂

仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
一
一
月

仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
一
一
月

恵
信
比
丘
尼
為
先
考
請
上
堂

巻
二
、
一
六
一
上
堂

寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
五
月
九
日
～
六
月
二
六
日

天
童
和
尚
忌
上
堂

天
童
和
尚
忌
上
堂

天
童
和
尚
忌
上
堂

天
童
和
尚
忌
辰
上
堂

天
童
忌
斎
上
堂

天
童
和
尚
忌
上
堂

天
童
忌
上
堂

巻
二
、
一
八
四
上
堂

巻
三
、
二
四
九
上
堂

巻
四
、
二
七
四
上
堂

巻
四
、
二
七
六
上
堂

巻
四
、
三
四
二
上
堂

巻
五
、
三
八
四
上
堂

巻
七
、
五
一
五
上
堂

寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
九
月
五
日

寛
元
五
（
一
二
四
七
）
年
八
月
二
六
日

宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
八
月
一
四
日

宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
八
月
一
四
日

宝
治
三
（
一
二
四
九
）
年
九
月
二
日

建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
八
月
二
三
日

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
八
月
三
〇
日

懐
鑑
首
座
為
先
師
覚
晏
道
人
請
上
堂

巻
三
、
一
八
五
上
堂

寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
九
月
五
日
～
一
〇
月
三
日

為
育
父
源
亜
相
上
堂

源
亜
相
忌
上
堂

巻
五
、
三
六
三
上
堂

巻
七
、
五
二
四
上
堂

建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
三
月
二
六
日
以
前
か

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
一
〇
月
一
三
日



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
五

比
丘
尼
懐
義
為
先
妣
請
上
堂

巻
五
、
三
九
一
上
堂

建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
一
〇
月
五
日
以
降
か

先
妣
忌
辰
上
堂

先
妣
忌
辰
上
堂

巻
五
、
四
〇
九
上
堂

巻
七
、
四
七
八
上
堂

建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
一
月
一
七
～
一
九
日

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
二
月
五
～
七
日

仏
樹
和
尚
忌
上
堂

仏
樹
先
師
忌
辰
陸
堂

巻
六
、
四
三
五
上
堂

巻
七
、
五
〇
四
上
堂

建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
六
月
二
四
日

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
七
月
一
二
日

明
庵
千
光
禅
師
前
権
僧
正
法
印
大
和
尚
位
忌
辰
上
堂

千
光
禅
師
前
権
僧
正
法
印
大
和
尚
位
忌
辰
上
堂

巻
六
、
四
四
一
上
堂

巻
七
、
五
一
二
上
堂

建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
七
月
三
一
日

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
八
月
一
八
日

準
書
状
為
懐
鑑
上
人
忌
辰
請
上
堂

巻
七
、
五
〇
七
上
堂

建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
三
月
の
彼
岸
前
か

看
然
子
終
焉
語

巻
十
、
二
六
・
二
七
偈
頌

訪
全
禅
人
亡

巻
十
、
三
二
偈
頌

　

右
は
、『
永
平
広
録
』
に
お
け
る
忌
辰
に
ま
つ
わ
る
上
堂
・
偈
頌

を
、
そ
の
初
出
年
順
に
人
物
ご
と
に
列
挙
（
二
五
例
）
し
た
も
の
で
あ

る（
３
）。

ち
な
み
に
、
語
録
の
性
質
上
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
記
録
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
興
聖
寺
時
代
の
慧
顗
（
伝
不
詳
・
？
～
一
二
四
二
か
）・
僧
海
（
？

～
一
二
四
二
）
に
つ
い
て
の
上
堂
は
、「
亡
僧
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
上
堂
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
「
為
亡
僧
僧
海

首
座
上
堂
」
で
は
、「
昨
に
一
払
を
拈
じ
て
魂
魄
を
打
つ
」
と
あ
り
、

道
元
禅
師
が
前
日
に
導
師
と
し
て
払
子
を
振
る
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
を
除
き
『
永
平
広
録
』
で
は
、「
下
火
法
語
」
や
「
小
仏



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
六

事
」
な
ど
が
立
項
し
収
録
さ
れ
て
い
な
い（

４
）。

管
見
し
た
か
ぎ
り
、
他
の

上
堂
や
偈
頌
に
お
い
て
も
「
下
火
」
や
「
秉
炬
」
に
ま
つ
わ
る
も
の
は

見
受
け
ら
れ
な
い（

５
）。

約
二
〇
年
に
渡
る
住
持
期
間
を
踏
ま
え
れ
ば
、

行
っ
た
が
全
く
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
き
た
い
。

　

と
も
あ
れ
、
興
聖
寺
時
代
に
慧
顗
の
亡
僧
上
堂
を
皮
切
り
に
、
忌
辰

に
ま
つ
わ
る
上
堂
が
記
録
さ
れ
る
が
、
同
月
に
首
座
で
あ
っ
た
僧
海
に

対
す
る
亡
僧
上
堂
が
行
わ
れ
た
後
に
は
、「
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
九

月
五
日
」
に
、
正
師
で
あ
る
如
浄
禅
師
（
一
一
六
二
～
一
一
二
八
、
以
下
、

如
浄
）
に
対
す
る
忌
辰
上
堂
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
自
発
的
に
は
行
わ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
で
要
請
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
の
は
、「
恵
信
比
丘
尼
為
先

考
請
上
堂
」（
一
六
一
）
や
「
懐
鑑
首
座
為
先
師
覚
晏
道
人
請
上
堂
」（
一

八
五
）、「
比
丘
尼
懐
義
為
先
妣
請
上
堂
」（
三
九
一
）、「
準
書
状
為
懐
鑑

上
人
忌
辰
請
上
堂
」（
五
〇
七
）
の
四
件
の
上
堂
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ

ら
上
堂
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
要
請
さ
れ
、
収
録
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
当
時
の
日
本
社
会
で
は
既
に
追
善

供
養
、
す
な
わ
ち
仏
事
儀
礼
に
よ
る
死
後
の
救
済
が
仏
教
者
に
よ
っ
て

積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（

６
）、

そ
う
い
っ
た
時

代
の
潮
流
を
考
慮
す
れ
ば
、
僧
で
あ
る
覚
晏
や
懐
鑑
に
対
し
て
は
さ
て

お
き
、
先
考
（
父
）
や
先
妣
（
母
）
に
対
し
て
の
上
堂
は
、
追
善
の
要
請

で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

【
父
母
の
追
善
供
養
に
つ
い
て
】

　

父
母
の
追
善
供
養
に
関
し
て
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
三
に
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

夜
話
の
次
、
奘
公
、
問
て
云
く
、
父
母
の
報
恩
等
の
事
、
可
作
耶
。
示
云
、

孝
順
は
尤
も
所
用
也
。
但
し
其
の
孝
順
に
在
家
出
家
之
別
。
在
家
は
孝
経
等

の
説
を
守
り
て
、
生
を
つ
か
ふ
、
死
に
つ
か
ふ
る
こ
と
、
世
人
皆
知
り
。
出

家
は
棄
恩
入
無
為
、
無
為
の
家
の
作
法
は
、
恩
を
一
人
に
不
限
、
一
切
衆
生

斉
く
父
母
の
恩
の
如
く
深
し
と
思
て
、
所
作
善
根
を
、
法
界
に
め
ぐ
ら
す
。

別
し
て
今
生
一
世
の
父
母
に
不
限
。
是
則
、
不
背
無
為
道
也
。
日
日
の
行

道
、
時
時
の
参
学
、
只
仏
道
に
随
順
し
て
も
て
ゆ
か
ば
、
其
れ
を
真
実
の
孝

道
と
す
る
也
。
忌
日
の
追
善
、
中
陰
の
作
善
な
ん
ど
、
皆
在
家
に
所
用
也
。

衲
子
は
、
父
母
の
恩
の
深
き
こ
と
を
ば
、
如
実
可
知
。
余
の
一
切
、
又
、
同

じ
く
重
し
て
可
知
。
別
し
て
一
日
を
し
め
て
、
殊
に
善
を
修
し
、
別
し
て
一

人
を
わ
き
て
、
回
向
す
る
は
非
仏
意
歟
。
戒
経
の
父
母
兄
弟
死
亡
の
日
、
の

文
は
、
且
く
令
蒙
在
家
歟
。
大
宋
叢
林
の
衆
僧
、
師
匠
の
忌
日
に
は
、
其
儀

式
あ
れ
ど
も
、
父
母
の
忌
日
に
は
、
是
を
修
し
た
り
と
も
見
へ
ざ
る
也
。

.

（『
対
照
全
集
』
一
六
、
一
九
四
頁
。
傍
線
部
筆
者
）

　

こ
の
よ
う
に
、
父
母
兄
弟
な
ど
に
対
す
る
忌
日
の
追
善
な
ど
は
在
家

信
者
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
孝
」
と
し
て
理
解
を
示
す

も
の
の
、
出
家
者
と
し
て
は
そ
の
善
根
を
父
母
に
限
ら
ず
、
あ
ま
ね
く

一
切
に
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
特
別
に
一
人
を
定
め
て
供
養
す
る
の
は



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
七

仏
意
で
は
な
い
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
戒
経
の
文
と
は
、『
梵
網
経
』「
四
十
八
軽
戒
」
中
の
、

若
父
母
兄
弟
死
亡
之
日
、
応
請
法
師
講
菩
薩
戒
経
。
福
資
亡
者
、
得
見
諸
仏

生
人
天
上
。（「
第
二
〇
軽
戒
」『
大
正
』
二
六
、
一
〇
〇
六
頁
中
）

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
父
母
兄
弟
が
死
亡
し
た
と
き
は
法
師
を
請
し
て
菩

薩
戒
経
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
行
じ
れ
ば
諸
仏
に
ま

み
え
天
上
に
生
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
後
す

る
が
「
忌
日
の
追
善
、
中
陰
の
作
善
」
も
同
じ
く
「
第
三
九
軽
戒
」
で

次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

若
疾
病
国
難
賊
難
、
父
母
兄
弟
和
上
阿
闍
梨
亡
滅
之
日
、
及
三
七
日
乃
至
七

七
日
、
亦
応
読
誦
講
説
大
乗
経
律
。
斎
会
求
福
行
来
治
生
。

....

（『
大
正
』
二
四
、
一
〇
〇
八
頁
中
）

　

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
「
四
十
八
軽
戒
」
の
示
す
追
善
供
養
に
対
し
、
道

元
禅
師
は
「
在
家
の
た
め
に
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
僧
侶
の
た
め
で
は

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」、
と
す
る
が
、『
梵
網
経
』
の
中
国
・
日
本

に
お
け
る
受
容
と
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
か
な
り
特
殊
な
発
想
で
は
な
か

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
当
時
の
中
国
・
日
本
に
お
い
て
「
梵
網
戒
」

（
十
重
四
十
八
軽
戒
）
を
受
戒
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
十
六
条
戒
を
標

榜
し
た
道
元
禅
師
以
外
の
僧
侶
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
「
梵
網
戒
」
に

依
拠
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
『
随
聞
記
』
で
の
こ

の
懐
弉
（
一
一
九
八
～
一
二
八
〇
）
の
疑
問
は
、
仏
教
全
体
か
ら
の
、
当

時
の
常
識
的
な
立
場
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

特
に
こ
の
二
つ
の
軽
戒
に
説
か
れ
る
追
善
供
養
こ
そ
が
、
日
本
に
お

け
る
『
梵
網
経
』
重
視
の
大
き
な
要
因
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。（『
梵
網
経
』
仏
典
講
座
十
四
、
一
九

七
一
年
、
厚
徳
社
）

　

ち
な
み
に
、
筆
者
は
「
十
六
条
戒
」
成
立
に
関
し
て
、「
四
十
八
軽

戒
」
を
受
容
し
な
か
っ
た
の
は
、「
そ
こ
に
内
在
す
る
儒
教
（
孝
思
想
）

に
対
し
疑
問
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
推

察
し
た
が
（「
十
六
条
戒
成
立
に
つ
い
て
の
一
試
論
」『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀

要
』
四
六
、
二
〇
一
六
年
）、
こ
の
一
段
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
根

深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

明
確
な
否
定
を
述
べ
る
一
方
で
『
正
法
眼
蔵
』「
看
経
」
巻
（
一
二
四

一
年
示
衆
）
に
は
、

現
在
仏
祖
の
会
に
、
看
経
の
儀
則
そ
れ
多
般
あ
り
。
い
は
ゆ
る
、
施
主
入
山

請
大
衆
看
経
、
或
は
常
転
僧
看
経
、
或
は
僧
衆
自
発
心
看
経
等
な
り
。
こ
の

ほ
か
、
大
衆
為
亡
僧
看
経
あ
り
。
施
主
入
山
請
僧
看
経
は
、
当
日
の
粥
時
よ

り
、
堂
司
あ
ら
か
じ
め
看
経
牌
を
僧
堂
前
、
お
よ
び
諸
寮
に
か
く
。
粥
罷
に

拝
席
を
聖
僧
前
に
し
く
。（
以
下
略
）.

（『
全
集
』
一
、
三
三
八
頁
）

と
、
看
経
の
儀
則
に
四
種
あ
る
こ
と
を
示
し
、
中
で
も
施
主
に
請
わ
れ

て
行
う
看
経
の
作
法
な
ど
が
詳
述
さ
れ
て
お
り（

７
）、

在
家
信
者
の
拝
請
に

よ
る
看
経
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら

す
れ
ば
、
在
家
者
か
ら
の
宗
教
的
期
待
（
追
善
要
請
）
に
僧
侶
が
答
え
る

こ
と
は
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
八

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
晩
年
に
お
け
る
自
身
の
父
母
に
対
し
て

の
上
堂
で
あ
る
。
次
に
示
す
の
は
実
父
と
目
さ
れ
る
久
我
通
具
（
？
～

一
二
二
七
）
の
た
め
の
上
堂
で
あ
る
。

源
亜
相
忌
上
堂
。
云
。
報
父
母
恩
、
乃
世
尊
之
勝
躅
也
。
知
恩
報
恩
底
句
、

作
麼
生
道
。
棄
恩
早
入
無
為
郷
。
霜
露
盍
消
。
慧
日
光
。
九
族
生
天
猶
可

慶
、
二
親
報
地
豈
荒
唐
。
挙
。
薬
山
坐
次
、
有
僧
問
、
兀
兀
地
思
量
什
麼
。

山
云
、
思
量
箇
不
思
量
底
。
僧
云
、
不
思
量
底
如
何
思
量
。
山
云
、
非
思

量
。
今
日
殊
以
這
箇
功
徳
荘
厳
報
地
。
良
久
云
、
思
量
兀
兀
李
将
張
。
欲
畢

談
玄
又
道
黄
。
誰
識
蒲
団
・
禅
板
上
。
鑊
湯
炉
炭
自
清
涼
。

.

（『
対
照
全
集
』
十
二
、
六
二
頁
、
傍
線
部
筆
者
）

　

こ
こ
で
は
恩
を
知
り
恩
に
報
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
恩
を
棄

て
出
家
し
、
坐
禅
弁
道
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
出
家
の
功
徳
は

父
母
の
み
な
ら
ず
親
類
こ
と
ご
と
く
に
ま
で
廻
向
し
、
天
に
生
じ
さ
せ

る
と
い
う
。
こ
れ
が
先
に
見
た
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
文
脈
と
な
ん

ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
出
家
し
行
さ
れ
る
坐
禅
弁
道

こ
そ
が
最
大
の
報
恩
で
あ
り
、
そ
の
功
徳
は
父
母
に
限
ら
ず
一
切
に
差

し
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
特
定
の
余
行
（
追
善
法
要
）
を
差
し
挟
む
余

地
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
、
す
れ
ば
問
題
は
、
報
恩
で
は
な
く
、
僧
侶
自
身
が
自
発
的
に
特

定
の
人
物
（
父
母
等
の
在
家
者
）
へ
、
読
経
等
に
よ
る
「
人
、
天
上
に
生

ず
る
」
や
「
斎
会
に
福
を
求
め
る
」
と
い
っ
た
、
死
者
の
救
済
（
追
福

作
善
）
と
現
世
利
益
を
求
め
る
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

出
家
者
に
お
け
る
追
善
供
養
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
出
家
し
弁

道
精
進
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
常
に
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
え
て
上
堂
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
と
し
て
、

「
こ
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
大
衆
に
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
出
家
者
に
お
け
る
自
身
の
父
母
の
供
養
と
い
う
の

は
、「
今
」
行
っ
て
い
る
坐
禅
弁
道
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
四
十
八
軽

戒
」
に
説
か
れ
る
中
陰
供
養
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
を
、
追
善
供
養

が
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
大
衆
に
対
し
、
明
確
に
提
示
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
ま
と
め
に
か
え
て
】

　

こ
れ
は
哀
悼
追
慕
の
念
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
知
恩
と
あ
る

よ
う
に
両
親
や
法
友
、
師
に
対
し
そ
の
恩
を
自
覚
し
、
そ
れ
に
報
い
る

た
め
に
仏
道
修
行
に
邁
進
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
力
点
は
そ
れ
を

行
う
僧
侶
に
あ
り
、
弁
道
精
進
の
た
め
の
上
堂
と
捉
え
て
も
良
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
の
曹
洞
宗
の
展
開
と
し
て
の
先
祖
供
養
や
祈
祷
重
視
の
性
格

は
、
む
し
ろ
元
々
の
日
本
仏
教
的
性
格
と
い
っ
て
も
よ
く
、
道
元
禅
か

ら
日
本
仏
教
へ
の
転
換
と
も
見
な
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
研
究
を
通
し
て
、
十
六
条
戒
成
立
に
関
し
て
は
「
四
十
八
軽
戒
」

を
再
度
点
検
す
る
こ
と
に
よ
る
再
考
を
考
え
て
い
る
。
同
時
に
智
顗
の

『
菩
薩
戒
義
疏
』
や
詮
慧
・
経
豪
の
『
梵
網
経
略
抄
』
な
ど
を
含
め
た



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
四
九

考
察
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

　

ま
た
、
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が

『
永
平
寺
住
侶
制
規
』
で
は
在
家
の
忌
辰
法
要
に
対
す
る
規
制
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
史
料
の
妥
当
性
（
真
筆
か
ど
う
か
）
は
と
も
か
く
、
永
平

寺
の
名
を
以
て
そ
の
よ
う
に
戒
め
る
必
要
が
、
現
実
的
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
含
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）
諸
本
に
も
よ
る
が
内
題
と
し
て
『
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
』
と

あ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
「
行
事
」
と
し
た
。

（
２
）
東
隆
真
「
道
元
と
儀
礼
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
三
、

一
九
七
七
年
）
で
は
、「『
瑩
山
清
規
』
は
『
永
平
清
規
』
を
う
け
つ
ぎ

な
が
ら
も
、
儀
礼
の
形
式
を
表
面
に
示
し
た
」
と
解
釈
さ
れ
る
。

（
３
）
伊
藤
秀
憲
「『
永
平
広
録
』
に
お
け
る
上
堂
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
究
』

五
五
、
一
九
七
九
年
）、「『
永
平
広
録
』
説
示
年
代
考
」（『
駒
沢
大
学

仏
教
学
部
論
集
』
一
一
、
一
九
八
〇
年
）
参
照

（
４
）
仏
教
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
に
火
葬
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
明
治
期
に
い
た
る
ま
で
は
土
葬
の
方
が
一

般
的
で
あ
っ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
荼
毘
に
ふ
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
り
、
そ
も
そ
も
「
下
火
法
語
」
が
存
在
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ

る
。

（
５
）
ち
な
み
に
『
如
浄
語
録
』
中
に
は
九
件
の
「
下
火
」
が
収
録
さ
れ
る
。

ま
た
『
宏
智
語
録
』
で
は
一
〇
件
の
「
下
火
」
が
収
録
さ
れ
、『
虚
堂
語

録
』
で
は
四
件
の
「
秉
炬
」
が
収
録
さ
れ
る
。
如
浄
の
仏
事
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
如
浄
禅
師
と
儀
礼
」（『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』
三
六

所
収
、
二
〇
二
三
年
）

（
６
）
池
上
良
正
「
日
本
に
お
け
る
死
者
供
養
の
展
開
・
略
年
表
（
7
～
16.

世

紀
）」（『
駒
澤
大
学
総
合
教
育
研
究
部
紀
要
』
一
〇
、
二
〇
一
六
年
）

で
は
、
日
本
で
は
古
く
は
六
〇
六
年
（
推
古
一
四
）
よ
り
盆
供
養
が
修

さ
れ
、
十
二
世
紀
前
半
に
は
、
唱
導
の
展
開
が
お
こ
り
、.

安
居
院
の
澄

憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）
な
ど
唱
導
説
法
の
名
手
が
活
躍
し
亡
親

追
善
供
養
法
会
の
唱
導
で
は
、
美
し
い
節
回
し
で
詠
ず
る
唱
導
師
た
ち

に
よ
る
亡
親
へ
の
追
善
回
向
が
説
か
れ
、
施
主
の
孝
が
讃
え
ら
れ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
曹
洞
宗
並
び
に
日
本
に
お
け
る
葬
祭
に
つ
い

て
は
『
葬
祭
』（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
二
〇
〇
三
年
）
に

詳
し
い
。
た
だ
、
道
元
禅
師
に
ま
つ
わ
る
論
稿
に
関
し
て
は
、
再
考
が

必
要
で
は
無
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
７
）
そ
の
最
後
に
薬
山
高
沙
弥
の
問
答
を
挙
げ
て
「
仏
祖
の
屋
裏
に
承
当
あ

り
、
不
承
当
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
看
経
・
請
益
は
家
常
の
調
度
な
り
」

（
三
四
二
頁
）
と
あ
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。



道
元
禅
師
と
儀
礼
（
一
）（
永
井
）

一
五
〇



一
五
一

一
、
は
じ
め
に

　

道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
と
中
古
天
台
本
覚
法
門
（
以
下
、

本
覚
思
想
）
と
の
関
係
性
は
、
か
ね
て
よ
り
考
察
さ
れ
て
き
た
重
要
課

題
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
道
元
禅
師
の
立
場
や
思
想
的
特
徴
、
あ
る
い
は

仏
教
思
想
史
的
な
位
置
を
解
明
す
る
上
で
の
要
目
で
あ
る
こ
と
は
、
つ

と
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
領
域
に
関
す
る
研

究
は
、
曹
洞
宗
の
内
外
を
問
わ
ず
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
て
き
た（

１
）。

し
か
し
、
提
示
さ
れ
た
研
究
成
果
の
全
て
が
純
粋
な
学
術

的
志
向
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ

か
疑
問
が
残
る
。

　

現
在
に
到
る
道
元
禅
師
と
本
覚
思
想
研
究
の
成
果
を
網
羅
的
に
確
認

す
る
と
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
禅
師
研

究
を
主
体
と
す
る
曹
洞
宗
関
係
は
、
概
ね
「
道
元
禅
師
と
本
覚
思
想
は

無
関
係
（
否
定
・
批
判
）」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
対
し
て
、
鎌
倉
仏
教

研
究
や
思
想
研
究
を
基
礎
と
す
る
曹
洞
宗
外
の
研
究
者
は
、
そ
の
大
半

が
「
道
元
禅
師
の
思
想
は
本
覚
思
想
の
系
譜
に
属
す
る
」
と
見
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
一
つ
の
思
想
研
究
に
対
す
る

見
解
が
、
研・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

究
者
の
立
場
に
よ
っ
て
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
も
は
や
、
分
断
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

二
分
化
の
原
因
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
背
景
が
明
ら
か

と
な
っ
て
き
た
。
一
つ
は
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
出
家
修
学
の
経
緯
で

あ
る
。
本
覚
思
想
最
盛
期
の
叡
山
に
あ
っ
て
疑
団
（
本
来
本
法
性
天
然
自

性
身
）
を
抱
え
、
こ
れ
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
下
山
に
到
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
叡
山
離
反
が
、
主
に
信
仰
的
因
子
と
な
っ

て
、
本
覚
思
想
と
の
無
関
係
生
が
強
調
さ
れ
た
と
い
え
る
。
二
つ
は
、

本
覚
思
想
が
曹
洞
宗
に
お
け
る
人
権
問
題
の
教
学
的
論
拠
と
し
て
設
定

さ
れ
た
こ
と
。
か
つ
て
曹
洞
宗
内
で
は
、
本
覚
思
想
と
道
元
禅
師
と
の

無
関
係
性
を
論
証
・
定
説
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
解
消
に
向

け
た
導
線
が
敷
か
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
前
者
に
比
し
て
い
う
な
ら
ば
、

こ
れ
は
教
団
行
政
的
因
子
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
二
分
化
の
原

因
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
、
中
で
も
こ
の
二
つ
の
面
が
多
分
に
影
響

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

現
状
に
到
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
道
元
禅
師
と
本
覚
思
想
と
の

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

道
元
禅
師
の
本
覚
観

清
　
野
　
宏
　
道



道
元
禅
師
の
本
覚
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（
清
野
）

一
五
二

比
較
考
察
に
つ
い
て
は
、
定
量
的
な
観
点
と
分
析
に
よ
っ
て
改
め
て
研

究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
重
要
な
点
は
、
本
覚
思
想
自
体
の

研
究
成
果
に
基
づ
き
、
道
元
禅
師
と
の
思
想
比
較
を
行
う
こ
と
と
考
え

る
。
そ
れ
に
は
、
花
野
充
道
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
覚
思
想

自
体
の
明
確
化
が
課
題
と
な
る（

２
）。

ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
道
元
禅
師
に

お
け
る
本
覚
の
概
念
を
鮮
明
化
さ
せ
、
思
想
把
握
の
内
実
を
解
明
す
る

必
要
が
な
る
。
本
考
察
は
、
当
該
研
究
の
一
環
と
し
て
道
元
禅
師
に
お

け
る
「
本
覚
」
の
認
識
や
解
釈
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
詳
細
を
探
る
た

め
の
試
論
で
あ
る
。

二
、
著
述
に
お
け
る
「
本
覚
」
の
語
義

　

道
元
禅
師
に
お
け
る
本
覚
の
概
念
を
解
明
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
「
本
覚
」
の
語
を
い
か
に
咀
嚼
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
探
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
著
述
を
全
て
調
べ
る
と
、
管
見
の
限
り
、
同
語
は

『
永
平
広
録
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
ず
、『
正
法
眼
蔵
』
に
限
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
該
当
の
巻
を
年
次
順
に
並
べ
る
と
、「
仏
性
」「
行
仏

威
儀
」「
海
印
三
昧
」「
空
華
」「
大
修
行
」
の
五
巻
と
な
り
、
記
述
は

一
四
箇
所
と
な
る（

３
）。

な
お
、「
大
修
行
」
巻
は
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年

三
月
の
示
衆
で
あ
る
か
ら
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
本
覚
」
の
使
用

は
、
吉
峰
寺
住
山
の
最
末
期
ま
で
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
こ

れ
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
語
句
に
対
す
る
意
識
も
大
仏
寺
住
山
以
降
、

希
薄
化
し
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る（

４
）。

　

さ
て
、
各
巻
の
記
述
に
基
づ
い
て
「
本
覚
」
に
対
す
る
道
元
禅
師
の

認
識
や
理
解
を
捉
え
る
。
こ
こ
で
は
、
上
述
の
諸
巻
に
お
け
る
該
当
箇

所
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
て
考
察
を
進
め
た
い
。
た
だ
し
、
各
箇
所
に

お
け
る
「
本
覚
」
の
意
味
内
容
は
一
律
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
便
宜

的
に
三
種
に
区
分
し
て
把
握
す
る（

５
）。

〈
一
〉
而
今
の
修
証
に
関
わ
る
「
本
覚
」

　

道
元
禅
の
基
礎
が
、「
修
証
一
等
」「
証
上
の
修
」
等
と
い
わ
れ
る
修

証
不
二
の
実
践
論
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
こ
の
修
証
論
の
内

実
に
関
す
る
説
示
に
お
い
て
、「
本
覚
」
の
語
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ

る
。

　

一
は
、
諸
仏
と
は
円
満
に
修
証
を
実
践
す
る
行
仏
で
あ
る
こ
と
を
説

く
一
段
で
あ
る

①
諸
仏
か
な
ら
ず
威
儀
を
行
足
す
、
こ
れ
行
仏
な
り
。
行
仏
そ
れ
報
仏
に
あ
ら

ず
、
化
仏
に
あ
ら
ず
。
自
性
身
仏
に
あ
ら
ず
、
他
性
身
仏
に
あ
ら
ず
。
始

覚
・
本
覚
に
あ
ら
ず
、
性
覚
・
無
覚
に
あ
ら
ず
。
如
是
等
仏
、
た
え
て
行
仏

に
斉
肩
す
る
こ
と
を
う
べ
か
ら
ず
。
し
る
べ
し
、
諸
仏
の
仏
道
に
あ
る
、
覚

を
ま
た
ざ
る
な
り
。
仏
向
上
の
道
に
行
履
を
通
達
せ
る
こ
と
、
唯
行
仏
の
み

な
り
。

「
行
仏
威
儀
」
巻
（『
道
元
禅
師
全
集
』〈
以
下
『
全
集
』〉
一
、
五
九
頁
、
傍

線
筆
者
〈
以
下
同
〉）

　

こ
こ
で
は
、「
行
仏
」
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仏
身
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一
五
三

論
的
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
行
仏
は
始
覚
・
本
覚
等
の

諸
覚
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
覚
」
を
期
待
し
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
る
。

　

二
は
、
諸
仏
の
境
地
と
凡
夫
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
区
分
し
た
上

で
、
諸
仏
（
行
仏
）
に
お
け
る
「
本
覚
」
を
認
め
る
一
段
で
あ
る
。

②
行
仏
は
本
覚
を
愛
せ
ず
、
始
覚
を
愛
せ
ず
、
無
覚
に
あ
ら
ず
、
有
覚
に
あ
ら

ず
と
い
ふ
、
す
な
は
ち
こ
の
道
理
な
り
。
い
ま
凡
夫
の
活
計
す
る
有
念
無

念
・
有
覚
無
覚
・
始
覚
本
覚
等
、
ひ
と
へ
に
凡
夫
の
活
計
な
り
、
仏
仏
相
承

せ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
凡
夫
の
有
念
と
諸
仏
の
有
念
と
、
は
る
か
に
こ
と

な
り
、
比
擬
す
る
こ
と
な
か
れ
。
凡
夫
の
本
覚
と
活
計
す
る
と
、
諸
仏
の
本

覚
と
証
せ
る
と
、
天
地
懸
隔
な
り
、
比
論
の
所
及
に
あ
ら
ず
。
十
聖
三
賢
の

活
計
、
な
ほ
諸
仏
の
道
に
お
よ
ば
ず
。

.

「
行
仏
威
儀
」
巻
（『
全
集
』
一
、
六
六
頁
）

　

す
な
わ
ち
、
凡
夫
位
に
お
け
る
本
覚
等
の
諸
覚
は
認
め
ら
れ
な
い

が
、
仏
位
（
諸
仏
）
の
本
覚
は
「
証
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
実
証
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

三
は
、「
海
印
三
昧
」
巻
に
お
け
る
冒
頭
部
の
記
述
で
あ
る
。
該
当

箇
所
は
、「
但
だ
衆
法
を
以
て
此
の
身
を
合
成
す
…
…
」（『
全
集
』
一
、

一
一
九
、
原
漢
文
）
と
い
う
引
用
文
の
後
、
得
道
証
入
は
必
ず
し
も
多
聞

広
学
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
中
の
一
段
で
あ
る
。

③
い
は
ん
や
い
ま
の
道
は
、
本
覚
を
前
途
に
も
と
む
る
に
あ
ら
ず
、
始
覚
を
証

中
に
拈
来
す
る
に
あ
ら
ず
。
お
ほ
よ
そ
、
本
覚
等
を
現
成
せ
し
む
る
は
仏
祖

の
功
徳
な
り
と
い
へ
ど
も
、
始
覚
・
本
覚
等
の
諸
覚
を
仏
祖
と
せ
る
に
は
あ

ら
ざ
る
な
り
。

.

「
海
印
三
昧
」
巻
（『
全
集
』
一
、
一
二
〇
頁
）

　

こ
こ
で
は
特
に
、
本
覚
等
は
仏
祖
の
功
徳
に
よ
っ
て
現
成
さ
れ
る
と

説
か
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
覚
の
実
現
は
正
法
の

側
を
基
準
と
す
る
云
為
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
側
に
力

点
を
置
く
強
為
の
方
向
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
二
〉
智
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
本
覚
」

　

次
は
、「
本
覚
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
覚
が
、「
智
」
と
し
て
把
握
さ

れ
る
記
述
で
あ
る
。

④
払
子
・
拄
杖
等
を
も
て
相
観
す
る
な
り
。
さ
ら
に
有
漏
智
・
無
漏
智
、
本

覚
・
始
覚
、
無
覚
・
正
覚
等
の
智
を
も
ち
い
る
に
は
観
ぜ
ら
れ
ざ
る
な
り
。

.

「
仏
性
」
巻
（『
全
集
』
一
、
一
七
頁
）

　

こ
れ
は
、「
仏
性
」
巻
に
お
い
て
仏
性
の
説
・
行
・
証
等
を
時
節
因

縁
と
規
定
し
、
そ
の
時
節
因
縁
は
、
時
節
因
縁
を
も
っ
て
観
ず
べ
き
こ

と
を
説
く
箇
所
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
本
覚
」
が
諸
覚
の
一
つ
と

し
て
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
「
智
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。「
覚
」
と
「
智
」
の
同
一
性
は
古
来
の
所
説
で
あ
る
が
、
こ
の
仏

教
的
通
念
と
も
い
え
る
伝
統
理
解
が
「
本
覚
」
の
語
義
を
捉
え
る
上

で
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
考
え
る
。
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一
五
四

〈
三
〉「
本
覚
」
の
肯
定
的
・
積
極
的
な
受
用

　

本
区
分
は
思
想
的
な
内
容
と
い
う
よ
り
も
、
語
句
の
使
用
法
と
し
て

積
極
的
な
方
向
と
理
解
さ
れ
る
記
述
で
あ
る
。

　

一
は
、「
空
華
」
巻
に
お
い
て
、「
空
」「
空
華
」
を
字
義
通
り
の
（
世

間
的
な
）
意
味
に
捉
え
る
見
解
を
退
け
、
そ
の
本
義
を
説
く
箇
所
の
記

述
で
あ
る
。

⑤
能
造
・
所
造
の
四
大
、
あ
は
せ
て
器
世
間
の
諸
法
、
な
ら
び
に
本
覚
・
本
性

等
を
空
華
と
い
ふ
と
は
、
こ
と
に
し
ら
ざ
る
な
り
。…
…
眼
翳
に
よ
り
て
空
華

あ
り
と
の
み
覚
了
し
て
、
空
華
に
よ
り
て
眼
翳
あ
ら
し
む
る
道
理
を
覚
了
せ

ざ
る
な
り
。
し
る
べ
し
、
仏
道
の
翳
人
と
い
ふ
は
、
本
覚
人
な
り
、
妙
覚
人

な
り
、
諸
仏
人
な
り
、
三
界
人
な
り
、
仏
向
上
人
な
り
。
お
ろ
か
に
翳
を
妄

法
な
り
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
真
法
あ
り
と
学
す
る
こ
と
な
か
れ
。

.

「
空
華
」
巻
（『
全
集
』
一
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
）

　

四
大
・
諸
法
と
併
せ
て
本
覚
・
本
性
を
「
空
華
」
と
す
る
前
文
だ
け

で
は
見
え
て
こ
な
い
が
、
後
文
で
仏
道
に
お
け
る
慧
眼
の
覚
者
を
し
て

「
本
覚
人
」
等
と
示
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
の
「
本

覚
」
は
「
無
上
の
さ
と
り
」「
本
来
本
具
の
妙
法
」
等
の
表
象
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
は
、「
大
修
行
」
巻
の
説
示
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
野
狐
話
の

理
解
に
つ
い
て
、「
野
狐
身
を
脱
せ
ば
本
覚
の
性
海
・
本
性
に
帰
す
」

と
い
う
の
は
、
外
道
の
「
本
我
に
帰
す
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
こ
の
見
解
を
退
け
る
箇
所
の
記
述
で
あ
る
。

⑥
も
し
、
野
狐
は
本
性
に
あ
ら
ず
、
野
狐
に
本
覚
な
し
、
と
い
ふ
は
、
仏
法
に

あ
ら
ず
。
大
悟
す
れ
ば
野
狐
身
は
、
は
な
れ
ぬ
、
す
て
つ
る
、
と
い
は
ば
、

野
狐
の
大
悟
に
あ
ら
ず
、
閑
野
狐
な
る
べ
し
。

.

「
大
修
行
」
巻
（『
全
集
』
二
、
一
八
八
頁
）

　

こ
こ
で
は
「
本
覚
」
と
併
せ
て
「
本
性
」
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
に
お
い
て
も
野
狐
に
お
け
る
本
性
・
本
覚
の
具
有
が
仏
法
の
道
理

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
概
述
し
た
本
段
の
説
示

内
容
を
念
頭
に
置
く
と
、
こ
こ
で
い
う
本
性
・
本
覚
が
、
自
己
内
在
的

な
本
源
の
真
理
と
か
、
根
源
的
な
帰
処
と
い
っ
た
類
い
の
も
の
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
先
の
⑤
と
同
じ
よ
う
な
、

「
本
来
本
具
の
妙
法
（
正
法
）」
等
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
。

三
、
記
述
内
容
の
考
査

　

従
来
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
道
元
禅
師
の
い
う
「
本
覚
」
の
主

立
っ
た
語
義
解
釈
は
、「
も
と
も
と
さ
と
っ
て
い
る
」「
も
と
か
ら
仏
で

あ
る
」
等
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
自
己
の
さ
と
り
」
を
基

準
に
理
解
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述

の
と
お
り
『
正
法
眼
蔵
』
の
記
述
を
細
か
く
見
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う

な
方
向
の
み
で
は
済
ま
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
各
内
容
に
基
づ
く
と
、

次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
よ
う
。

　

①
②
③
の
記
事
か
ら
す
る
と
、「
本
覚
」
は
「
始
覚
」
等
と
併
せ
て
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「
而
今
の
修
証
」「
仏
の
あ
り
よ
う
」
に
関
わ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
特

に
②
の
記
事
を
見
る
と
、
諸
仏
の
領
域
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い

る
状
況
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
③
の
記
事
で
は
、「
本

覚
」
の
現
成
が
仏
祖
の
力
用
（
功
徳
）
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、「
本
覚
」
に
よ
っ
て
仏
祖
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏
祖
に
よ
っ

て
「
本
覚
」
が
表
顕
す
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。

　

④
の
記
事
か
ら
は
、「
本
覚
」「
始
覚
」
等
は
「
智
」
の
諸
相
で
あ

り
、「
覚
」
は
「
智
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
道
元
禅
師
の
「
本
覚
」
に
対
す
る
認
識
を
捉
え
る
上
で
、
特

に
注
目
す
べ
き
内
容
と
考
え
る
。

　

⑤
⑥
の
記
事
は
、「
本
覚
」
の
積
極
的
な
受
用
で
あ
る
。
⑤
の
記
事

で
は
、「
妙
覚
」「
諸
仏
」「
仏
向
上
」
な
ど
と
斉
肩
す
る
語
と
し
て
、

ま
た
⑥
の
記
事
で
は
「
本
覚
」
が
仏
法
と
し
て
、
好
意
的
に
認
め
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
⑥
の
記
事
で
本
覚
が
「
な
し
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る

の
は
、
逆
説
的
に
「
あ
り
」
を
想
起
さ
せ
る
極
め
て
重
要
な
表
現
と
い

え
る
。

　

こ
れ
ら
の
内
容
を
勘
案
す
る
と
、
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
本
覚
」
の

語
は
、「
諸
仏
・
仏
祖
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
凡
夫
等
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
唯
仏
（
祖
）
与
仏
（
祖
）
の
境
界
に
お
い
て
発
揮

さ
れ
る
、
本
来
的
に
は
た
ら
く
仏
智
」
と
見
る
の
が
適
切
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、『
弁
道
話
』
冒
頭
の
、「
こ
の
法
は

人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
へ
ど
も
」（『
全
集
』
二
、
四

六
〇
頁
）
と
い
う
説
示
に
連
絡
す
る
よ
う
な
、「
本
具
の
仏
智
、
正
法
・

妙
法
」
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
小
結

　

か
ね
て
よ
り
、
道
元
禅
師
と
本
覚
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
本
来
成
仏
」「
自
覚
自
知
の
成
仏
」「
修
行
不
要
」
と
い
っ
た
思
想
理

論
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
本
覚
思
想
の
基
軸
と
見
な
さ

れ
て
き
た
。
道
元
思
想
と
対
照
さ
れ
た
の
は
、
主
に
こ
う
し
た
自
己
の

修
行
と
証
悟
を
主
題
と
す
る
内
容
と
い
っ
て
よ
い
。

　

知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
正
法
眼
蔵
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
述
に
は
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
一
貫
し
た
批
判
・
否
定
の
説
示
が
展
開
し
て
い
る
。

例
え
ば
、『
弁
道
話
』
に
お
け
る
「
先
尼
外
道
批
判
」
な
ど
が
好
例
で

あ
ろ
う
。
各
内
容
は
略
す
る
が
、
当
該
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
道
元
禅
師

は
本
覚
思
想
と
断
絶
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
覚
思
想
を
構
成
す
る
要
素
は
こ
れ
ら
の
み
で
は
な
い
。

「
本
覚
」「
始
覚
」
と
仏
身
の
関
係
や
理
・
智
・
用
の
論
理
、
現
実
の
修

行
と
成
仏
（
即
身
成
仏
）
等
、
多
様
な
教
理
を
含
め
て
吟
味
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、「
本
来
成
仏
等
の
三
つ
の
要

素
は
本
覚
思
想
」
で
あ
る
が
、「
本
覚
思
想
は
本
来
成
仏
等
の
三
つ
の

要
素
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
適
切
な
本
覚
思
想
の
枠
組
み
を
設
定
し
た
上
で
、
取
り
扱

う
本
覚
思
想
自
体
の
特
性
や
思
想
構
造
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
か
ら
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再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
覚
思

想
に
お
け
る
「
本
覚
」
の
意
味
内
容
と
、
道
元
禅
師
の
い
う
そ
れ
と
が

一
致
し
な
い
状
況
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

両
者
の
思
想
的
な
重
心
や
意
識
的
な
傾
向
に
ど
れ
ほ
ど
の
逕
庭
が
あ
る

か
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

向
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
記

（
１
）
本
覚
思
想
研
究
に
お
い
て
初
め
て
道
元
禅
師
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
の

は
、
島
地
大
等
「
日
本
古
天
台
研
究
の
必
要
を
論
ず
」（『
思
想
』
六

〇
、
一
九
二
六
）
な
ど
の
論
考
と
い
え
る
。

（
２
）
花
野
充
道
「
本
覚
思
想
と
本
迹
思
想
」（『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』

九
、
二
〇
〇
三
）
以
降
、
一
貫
し
た
主
張
。

（
３
）
こ
の
他
、
草
案
本
「
大
悟
」
巻
（
興
聖
寺
示
衆
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、

七
十
五
巻
本
所
収
の
再
治
に
当
た
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の

度
は
含
め
な
か
っ
た
。

（
４
）
寛
元
二
年
の
九
月
に
法
堂
竣
工
、
一
一
月
に
僧
堂
の
上
棟
が
行
わ
れ
て

い
る
。

（
５
）
田
村
芳
朗
「
本
覚
思
想
に
対
す
る
批
判
論
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

二
一
―
二
、
一
九
七
三
）
で
は
こ
れ
ら
の
諸
巻
の
記
述
を
上
げ
て
、
全

て
道
元
禅
師
の
本
覚
思
想
批
判
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

.

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
道
元
、
本
覚
、
正
法
眼
蔵



一
五
七

一
、
緒
言

　

本
稿
は
、
江
戸
期
曹
洞
宗
の
僧
侶
甘
露
英
泉
（
生
没
年
不
詳
、
以
下
英

泉
）
に
お
け
る
十
六
条
戒
に
対
す
る
思
想
的
位
置
づ
け
の
再
考
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

　

英
泉
は
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
『
尸
羅
敲
髄
章
』
を
上
梓
し
自
ら

の
戒
律
観
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
所
見
は
膾
炙
し
て
い
な
い
部
分
が
多

い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
諸
宗
の
戒
律
に
つ
い
て
纏
め
ら
れ
た
『
尸

羅
敲
髄
章
』
の
精
査
に
は
、
少
な
か
ら
ず
意
義
が
あ
る
。

　

英
泉
の
生
き
た
江
戸
期
、
中
国
禅
僧
の
渡
来
等
に
よ
り
日
本
禅
宗
に

様
々
な
禅
風
が
流
入
し
た
が
、
こ
と
戒
律
に
関
し
て
は
、
隠
元
隆
琦

（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）
の
来
朝
を
契
機
と
し
所
謂
三
壇
戒
に
依
る
授
戒

会
が
齎
さ
れ
た
。
そ
の
影
響
に
よ
り
一
部
の
宗
侶
間
に
お
い
て
戒
律
観

が
乱
れ
、
受
戒
の
制
が
混
乱
し
た
史
実
は
、
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一

七
六
九
）
の
『
洞
上
得
度
或
問
』
に
明
ら
か
で
あ
る（

１
）。

こ
れ
に
つ
い
て

英
泉
は
『
尸
羅
敲
髄
章
』
に
て
、
三
壇
戒
会
に
参
じ
る
同
門
宗
侶
を
批

判
し
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
説
く
十
六
条
戒
こ
そ
が

曹
洞
宗
に
お
け
る
戒
律
で
あ
る
と
し
推
進
し
て
い
る（

２
）。

　

更
に
英
泉
は
、
曹
洞
宗
及
び
臨
済
宗
と
い
う
禅
門
に
お
け
る
戒
律
、

す
な
わ
ち
禅
戒
の
実
態
を
十
六
条
戒
と
断
定
し
た
上
で
、
受
戒
儀
式
を

用
い
た
栄
西
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）
に
十
六
条
戒
の
起
源
を
求
め
て

い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
主
張
の
整
合
性
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
、
管
見

を
呈
し
た
い
。
た
だ
、
十
六
条
戒
の
起
源
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
直

接
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
難
儀
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今

回
は
あ
く
ま
で
も
、
英
泉
の
主
張
に
お
け
る
部
分
に
つ
い
て
、
検
証
す

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

二
、
英
泉
の
禅
戒
観

　

さ
て
、
禅
戒
と
い
う
語
は
複
雑
で
あ
り
そ
の
定
義
の
統
一
は
困
難
で

あ
る
が
、「
禅
宗
に
お
い
て
依
用
さ
れ
る
戒
律
」
と
い
う
意
味
の
解
釈

が
普
遍
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
英
泉
と
同
時
期
の
学
僧
卍
山

道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
は
、『
対
客
閑
話
』
に
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

甘
露
英
泉
に
お
け
る
十
六
条
戒
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て務

　
臺
　
宗
　
孝
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五
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趙
宋
以
来
、
禅
門
の
受
持
す
る
は
、
洞
済
一
轍
の
禅
戒
式
を
成
す
。
所
謂

達
磨
大
師
の
一
乗
戒
な
り
。
宋
末
、
栄
西
和
尚
入
宋
し
、
黄
龍
派
下
虚
庵
敞

に
受
法
し
、
並
び
に
其
の
禅
戒
式
を
伝
う
。
其
の
事
護
国
論
、
元
亨
釈
書
等

の
載
せ
ら
る
に
分
明
な
り

（
３
）。

こ
れ
を
見
る
と
卍
山
は
、
お
よ
そ
道
元
禅
師
帰
朝
以
降
よ
り
、
曹
洞

宗
・
臨
済
宗
に
「
洞
済
一
轍
」
の
戒
律
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
卍
山
は
先
の
記
述
に
続
け
て
、

　

西
の
次
で
我
が
道
元
和
尚
入
宋
し
、
天
童
堂
上
長
翁
浄
に
受
法
し
、
又
其

の
禅
戒
式
を
伝
う
。
西
の
伝
う
所
と
一
般
な
り

（
４
）。

と
述
べ
て
お
り
、
卍
山
に
よ
る
、
栄
西
の
戒
と
道
元
禅
師
の
受
け
た
戒

と
が
「
一
般
」、
す
な
わ
ち
同
一
と
す
る
認
識
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま

た
、「
達
磨
大
師
所
伝
一
乗
戒
」
を
提
示
し
、
禅
戒
の
起
源
を
達
磨
大

師
の
一
乗
戒
に
遡
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
卍
山
の
示
す
禅
戒
の

「
洞
済
一
轍
」、
及
び
道
元
禅
師
と
栄
西
に
お
け
る
戒
の
「
一
般
」
は
、

達
磨
を
起
源
と
し
、
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
に
同
じ
く
相
承
さ
れ
る
戒
脈
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
卍
山
に
お
け
る
血
脈
と
伝
戒
と
の
一
致

思
想
の
反
映
と
も
言
え
よ
う
。
卍
山
撰
と
さ
れ
る
『
東
海
一
滴
集
』

（
一
七
〇
四
）
で
は
血
脈
を
伝
戒
の
証
明
と
見
做
す
な
ど（

５
）、

達
磨
を
初
祖

と
位
置
づ
け
伝
承
さ
れ
て
き
た
禅
は
、
そ
の
教
え
と
共
に
、
当
然
戒
律

も
付
随
し
伝
承
さ
れ
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
思
想
展
開

は
後
に
万
仞
道
坦
（
一
六
九
八
～
一
七
七
五
）
に
よ
り
、
嗣
法
と
伝
戒
の

一
致
が
説
か
れ
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
卍
山
は
既
述
の
通
り
、
栄
西
の
受
戒
が
『
興
禅
護
国
論
』
及

び
『
元
亨
釈
書
』
に
明
ら
か
と
述
べ
て
い
る
。
両
書
に
示
さ
れ
る
虚
庵

懐
敞
（
生
没
年
不
詳
）
か
ら
栄
西
へ
の
受
戒
の
実
態
と
し
て
は
、『
四
分

律
』
に
お
け
る
小
乗
戒
及
び
『
梵
網
経
』
に
お
け
る
菩
薩
戒
に
よ
る
大

小
戒
兼
受
で
あ
る（

６
）。『

興
禅
護
国
論
』
が
栄
西
の
真
撰
で
あ
る
以
上
、

栄
西
は
大
小
戒
兼
受
に
て
戒
を
相
承
し
て
い
る
と
見
做
す
よ
り
他
に
な

い
。
一
方
で
、『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
等
に
示
さ
れ
る
道
元
禅
師

が
如
浄
禅
師
（
一
一
六
二
～
一
二
二
七
）
よ
り
授
か
っ
た
戒
儀
に
は
十
六

条
戒
が
示
さ
れ
る（

７
）。

そ
の
た
め
、
両
師
間
に
お
け
る
戒
の
実
態
は
同
一

視
で
き
な
い
。
以
上
よ
り
、
卍
山
の
示
す
「
洞
済
一
轍
」
は
、
禅
宗
に

お
け
る
戒
脈
の
系
譜
に
依
拠
す
る
も
の
と
判
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

一
方
で
、
英
泉
は
『
尸
羅
敲
髄
章
』
に
て
、
禅
戒
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　

禅
門
戒
の
開
戒
立
製
を
尋
ぬ
る
に
、
未
だ
彼
の
宋
の
孝
宗
紹
煕
の
前
、
之

を
開
製
す
る
こ
と
詳
ら
か
に
せ
ざ
る
と
雖
も
、
而
る
に
親
し
く
紹
煕
以
来
、
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洞
済
の
二
派
一
轍
の
禅
戒
の
受
持
を
知
る
。
建
仁
栄
西
先
ず
虚
庵
の
敞
に
稟

け
、
後
に
永
平
道
元
、
天
童
浄
に
稟
く
る
。
前
後
一
般
な
り
。
今
に
至
り
て

五
百
有
余
年
な
り
。
故
に
濫
觴
は
邇
き
に
非
ず

（
８
）。

英
泉
は
、
卍
山
同
様
に
、
禅
戒
の
伝
承
が
道
元
禅
師
帰
朝
以
後
よ
り

「
洞
済
一
轍
」
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
更
に
、
栄
西
が
虚
庵
懐

敞
よ
り
受
け
た
戒
と
、
道
元
禅
師
が
如
浄
禅
師
よ
り
受
け
た
戒
と
が

「
一
般
」、
す
な
わ
ち
同
一
で
あ
る
と
す
る
。

　

一
見
、
英
泉
・
卍
山
両
師
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
し
か
し
、
英
泉
は
卍
山
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
反
駁
し
て

い
る
。

　

磨
祖
西
来
し
、
六
伝
し
曹
渓
に
至
る
。
其
の
間
、
祖
々
以
心
伝
心
し
、
隻

字
片
画
の
伝
附
を
表
す
こ
と
無
し
。
故
に
全
く
禅
戒
を
講
ず
る
こ
と
無
し
。

〈
卍
山
、
禅
門
戒
を
以
て
達
磨
所
伝
の
一
乗
戒
と
為
す
。
是
の
似
く
は
大
非
な

り（
９
）。〉

英
泉
は
、
禅
宗
に
お
け
る
、
達
磨
よ
り
受
け
継
が
れ
る
禅
の
精
神
の
相

承
は
当
然
に
認
め
る
が
、
そ
の
間
の
相
承
の
実
態
と
は
以
心
伝
心
で
あ

り
、
受
戒
儀
式
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
禅
戒
の
起
源
は

達
磨
に
求
め
ら
れ
な
い
と
し
て
卍
山
に
反
駁
し
て
い
る
。
英
泉
は
、
戒

を
講
ず
る
こ
と
、
受
戒
を
行
ず
る
儀
規
の
必
要
性
を
主
張
す
る
た
め
、

禅
門
戒
の
受
戒
及
び
相
承
に
お
け
る
「
開
戒
立
製
」
を
重
視
し
、
そ
の

濫
觴
を
栄
西
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
英
泉
の
指
す
立
製
の
濫
觴
に
つ
い
て
は
、『
元
亨
釈
書
』「
栄

西
伝
」
を
典
拠
と
し
た
『
尸
羅
敲
髄
章
』
に
お
け
る
以
下
の
記
述
が
相

当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

西
本
邦
に
帰
朝
し
、
建
久
二
年
始
め
て
禅
規
を
行
じ
、
三
年
始
め
て
菩
薩

大
戒
布
薩
を
行
ず

）
（1
（

。

こ
こ
で
英
泉
は
、
栄
西
の
帰
朝
後
の
動
静
を
示
し
、
菩
薩
大
戒
の
布
薩

な
る
儀
法
を
行
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

更
に
、
英
泉
の
以
下
の
主
張
に
注
目
し
た
い
。

　

予
、
永
平
蔵
・
大
乗
室
中
戒
儀
を
親
閲
す
。
更
に
建
長
大
覚
禅
師
の
真

蹟
、
禅
門
伝
戒
儀
式
及
び
観
音
懺
摩
法
を
見
る
に
、
永
平
・
大
乗
・
建
長
三

処
の
戒
儀
は
、
一
般
に
し
て
異
な
る
こ
と
無
し
。〈
卍
師
、
未
だ
蘭
渓
の
真
本

を
閲
せ
ず
。〉

　

然
る
に
禅
門
戒
を
明
か
せ
ば
、
亦
た
威
音
王
戒
と
名
づ
け
、
亦
た
菩
薩
大

戒
儀
、
亦
た
禅
門
十
六
条
戒
と
名
づ
く

）
（（
（

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
英
泉
は
、
自
ら
永
平
寺
・
大
乗
寺
室
中
の
戒
儀
、
及

び
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
～
一
二
七
八
）
に
よ
る
『
禅
門
伝
戒
儀
式
』、
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一
六
〇

『
観
音
懴
摩
法
』
な
る
書
を
閲
覧
し
た
際
、
各
書
の
記
述
の
一
致
を
確

認
し
、
永
平
寺
・
大
乗
寺
・
建
長
寺
の
三
箇
寺
で
行
じ
ら
れ
て
い
た
戒

儀
が
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
英
泉

の
示
す
「
洞
済
一
轍
」、
そ
し
て
道
元
禅
師
及
び
栄
西
の
受
戒
を
「
一

般
」
と
し
た
語
は
、
十
六
条
戒
と
い
う
具
体
的
な
戒
が
双
方
に
同
じ
く

相
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
英
泉
・
卍
山
両
師
間
の
認

識
は
符
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
英
泉
は
、
卍
山
が
蘭
渓
の
『
禅
門
伝
戒
儀
式
』
を
確
認
し

て
い
な
い
と
し
、
そ
の
説
得
力
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
禅
門
伝
戒
儀
式
』
な
る
書
は
、
そ
の
題
目
よ
り
何
ら
か
の
戒
儀
が
示

さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
で
き
る
が
、
未
だ
発
見
さ
れ
て
お

ら
ず
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
の
英
泉
の
主
張
は

現
時
点
で
は
一
個
人
の
見
解
の
範
疇
を
出
ず
、
本
稿
で
は
英
泉
の
主
張

を
紹
介
す
る
の
み
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
講
戒
に
つ
い
て

　

洞
門
の
泰
斗
た
る
卍
山
の
主
張
を
批
判
す
る
英
泉
は
、
曹
洞
宗
・
臨

済
宗
に
お
け
る
同
一
の
戒
儀
の
存
在
を
指
摘
し
、
十
六
条
戒
が
禅
宗
に

お
け
る
戒
律
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
十
六
条
戒
の
戒
相
と
し

て
の
起
源
を
、
受
戒
儀
式
の
実
施
を
経
た
栄
西
に
求
め
る
と
主
張
す

る
。
で
は
、
こ
の
主
張
は
い
か
に
検
討
し
そ
の
正
当
性
を
見
出
せ
ば
よ

い
だ
ろ
う
か
。

　
『
出
家
略
作
法
』
を
踏
ま
え
て
論
考
し
て
み
た
い
。『
出
家
略
作
法
』

は
道
元
禅
師
に
よ
る
出
家
得
度
の
儀
規
作
法
が
説
か
れ
る
著
述
で
あ

り
、
内
包
し
て
十
六
条
戒
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
英
泉
は
『
出
家
略
作

法
』
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
道
元
禅
師
と
栄
西
の
十
六
条

戒
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
を
検
討
す
る
と
い
う
点
、
お
よ
び
「
講
戒
」

が
示
さ
れ
る
点
よ
り
、『
出
家
略
作
法
』
を
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

渡
部
賢
宗
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
構
成
の
様
相
よ
り
『
出
家
略
作
法
』

の
撰
述
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
『
梵
網
経
菩
薩
戒
作
法
』

（
以
下
『
梵
網
戒
作
法
』）
が
栄
西
撰
と
断
じ
得
る）

（1
（

。

　
『
梵
網
戒
作
法
』
は
、『
諸
回
向
清
規
』
所
載
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
～

一
三
四
六
）
の
『
禅
戒
軌
』
の
末
尾
に
「
栄
西
述
」
と
し
て
揖
録
さ
れ

る
節
で
あ
り
、「
受
戒
作
法
」
と
し
て
三
帰
戒
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁

戒
の
十
六
項
が
説
か
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
の
『
梵
網
戒
作
法
』
に
よ
る
十
六
項
目
の
戒
の
認
識

が
、
栄
西
―
明
全
（
一
一
八
四
～
一
二
二
五
）―
道
元
禅
師
と
い
う
系
譜
に

て
相
承
さ
れ
、
こ
れ
が
『
出
家
略
作
法
』
の
著
述
に
影
響
を
与
え
た
と

前
提
す
れ
ば
、
英
泉
に
よ
る
、
十
六
条
戒
が
「
洞
済
一
轍
」
の
禅
戒
で

あ
る
と
す
る
理
路
に
適
い
う
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
禅
宗
編
年
史
』
に
よ
れ
ば
『
興
禅
護
国
論
』
が
建
久
九
年

（
一
一
九
八
）、『
梵
網
戒
作
法
』
が
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
撰
述
で
あ

る）
（1
（

。『
興
禅
護
国
論
』
は
受
戒
儀
規
を
説
く
も
の
で
は
な
い
た
め
聊
か

そ
の
趣
旨
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
両
書
間
に
お
け
る
思
想
展
開
を
仮
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一
六
一

定
し
た
栄
西
自
身
に
よ
る
小
乗
戒
棄
捨
や
、
あ
る
い
は
栄
西
に
仮
託
し

た
後
人
に
よ
る
『
興
禅
護
国
論
』
偽
撰
説）

（1
（

等
に
よ
り
、
十
六
条
戒
の
み

を
示
す
『
梵
網
戒
作
法
』
の
栄
西
親
撰
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
、『
出
家
略
作
法
』
が
「
講
戒
」
に
留
意
さ
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
も
注
視
し
た
い
。
道
元
禅
師
は
『
出
家
略
作
法
』
を
「
講
戒
の

流
」
と
し
て
撰
述
し
、「
講
戒
」
と
「
受
戒
」
と
は
、
そ
の
儀
礼
が
区

別
さ
れ
る
も
の
と
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　
「
講
戒
」
な
る
儀
礼
の
定
義
は
定
か
で
は
な
い
。
葛
西
好
雄
氏
は
、

そ
の
詳
細
を
不
明
と
し
な
が
ら
も
仮
説
を
立
て
て
お
り
、
そ
の
要
点
を

約
め
れ
ば
、「
戒
の
内
容
を
会
衆
に
聴
か
せ
持
斎
す
る
た
め
の
も
の
」

で
あ
り
「
戒
行
持
斎
生
活
の
た
め
の
作
法
」
と
概
説
し
て
い
る）

（1
（

。
確
か

に
『
出
家
略
作
法
』
の
趣
意
に
よ
れ
ば
、
儀
規
作
法
を
示
す
節
が
「
受

戒
」
儀
礼
に
相
当
し
、
戒
律
の
意
義
を
説
く
部
分
が
「
講
戒
」
儀
礼
に

相
当
し
合
糅
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
戒
律
そ
の
も
の
の
敷

衍
を
企
図
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、『
出
家
略
作
法
』『
梵
網
戒
作
法
』
両
書
に
は
同
じ
く
十
六

条
戒
が
示
さ
れ
て
お
り
、
道
元
禅
師
及
び
栄
西
の
時
代
当
時
よ
り
、
戒

の
伝
承
に
加
え
、
受
戒
儀
規
及
び
戒
自
体
を
講
ず
る
「
講
戒
」
の
重
要

性
が
検
討
さ
れ
て
い
た
と
前
提
す
る
な
ら
ば
、
禅
戒
の
伝
承
に
お
け
る

受
戒
儀
規
の
必
要
を
根
拠
と
す
る
英
泉
の
見
解
を
首
肯
し
得
る
の
で
あ

る
。

　

但
し
、
上
記
の
方
法
論
に
お
い
て
は
、『
梵
網
戒
作
法
』
に
は
説
か

れ
な
い
五
戒
・
沙
弥
十
戒
が
、『
出
家
略
作
法
』
に
説
か
れ
る）

（1
（

と
い
う

点
は
等
閑
視
で
き
な
い
。
こ
れ
は
却
っ
て
受
戒
儀
規
に
お
け
る
、
道
元

禅
師
の
思
想
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
追
及
し

な
い
。
ま
た
、
受
戒
と
い
う
秘
匿
性
を
多
分
に
孕
む
室
中
行
事
の
枠
組

み
を
外
れ
兼
ね
な
い
こ
の
推
論
は
、
普
遍
的
な
三
壇
戒
会
に
よ
る
授
戒

会
を
批
判
す
る
英
泉
の
主
張
と
一
貫
性
が
図
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ

る
。
受
戒
と
は
師
資
相
承
で
あ
り
、
元
来
は
容
易
な
外
聞
を
受
容
す
る

も
の
で
は
な
い
。

四
、
結
論

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
『
尸
羅
敲
髄
章
』
に
お
け
る
英
泉
に
よ
る
十
六
条

戒
の
位
置
づ
け
を
論
考
し
て
き
た
。
提
示
す
べ
き
英
泉
の
主
張
や
検
討

す
べ
き
論
点
は
依
然
残
さ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
ま
で
の
要
点
を
こ
こ

に
約
め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
英
泉
は
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の
双
方
に
共
通
す
る
戒
を
禅
戒
と
位
置

づ
け
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
十
六
条
戒
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

・
英
泉
は
、
達
磨
よ
り
連
綿
と
継
承
さ
れ
る
「
禅
」
と
は
、
そ
の
精
神

そ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
英
泉
・
卍
山
両
師
の
示

す
「
洞
済
一
轍
」
は
そ
の
意
義
が
異
な
る
。

・
英
泉
は
、
永
平
寺
及
び
大
乗
寺
の
戒
儀
と
、
蘭
溪
撰
と
い
う
建
長
寺

の
戒
儀
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
禅
戒
の
実
態
と
し
て
の
「
洞
済
一
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一
六
二

轍
」
を
主
張
す
る
が
、
現
時
点
で
は
英
泉
一
個
人
の
主
張
の
範
疇
を
出

ず
、
そ
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。

・
英
泉
は
、
以
心
伝
心
と
い
う
形
跡
の
無
い
も
の
で
は
な
く
、
受
戒
儀

式
の
存
在
を
以
て
成
立
と
見
做
す
禅
戒
の
伝
承
に
つ
い
て
、
栄
西
を
そ

の
濫
觴
と
み
て
い
る
。

・
道
元
禅
師
の
『
出
家
略
作
法
』、
及
び
栄
西
撰
と
さ
れ
る
『
梵
網
経

菩
薩
戒
作
法
』
に
よ
り
、
英
泉
の
主
張
す
る
「
洞
済
一
轍
」
及
び
「
戒

を
講
ず
る
」
必
要
性
を
解
釈
で
き
る
が
、
そ
の
正
当
性
に
は
一
考
の
余

地
が
あ
る
。

と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

禅
戒
の
起
源
を
達
磨
の
一
乗
戒
に
遡
及
す
る
卍
山
の
見
解
を
否
定

し
、
受
戒
儀
規
の
形
跡
を
重
要
視
す
る
英
泉
の
主
張
は
、
学
術
的
見
地

よ
り
考
証
し
た
事
実
主
義
た
る
見
解
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
宗

義
に
反
す
る
思
想
と
捉
え
ら
れ
兼
ね
ず
、
英
泉
の
主
張
は
こ
う
し
た
論

調
の
た
め
に
膾
炙
し
な
か
っ
た
も
の
と
筆
者
は
推
論
す
る
。　
　

　

し
か
し
、
換
言
す
れ
ば
、
達
磨
に
基
づ
く
戒
儀
の
形
跡
を
確
認
で
き

れ
ば
、
英
泉
の
主
張
は
更
に
説
得
力
を
増
す
も
の
と
も
い
え
る
。
達
磨

の
周
辺
に
係
る
戒
本
を
踏
ま
え
た
検
証
に
よ
り
、
学
術
的
な
受
戒
儀
規

の
更
な
る
遡
及
が
可
能
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
禅
宗

と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
論
考
が
不
可
欠
で
あ
り
、
十
分
に
検
討
す
る

意
義
が
あ
る
。

　

ま
た
、
英
泉
は
、
栄
西
が
建
久
三
年
に
菩
薩
大
戒
布
薩
を
行
じ
た
時

点
に
禅
戒
儀
式
の
濫
觴
を
見
出
す
が
、
栄
西
の
帰
朝
後
間
も
な
い
時
節

と
い
う
点
と
、
そ
の
お
よ
そ
六
年
後
に
虚
庵
懐
敞
よ
り
授
か
っ
た
戒
を

説
示
す
る
『
興
禅
護
国
論
』
を
撰
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
菩
薩

大
戒
布
薩
の
時
点
に
、
十
六
条
戒
の
み
に
よ
る
受
戒
を
行
じ
て
い
た
史

実
は
想
像
し
難
い
も
の
が
あ
る
。『
梵
網
戒
作
法
』
に
お
け
る
、
栄
西

に
よ
る
十
六
条
戒
の
推
進
は
認
め
ら
れ
る
が
、
戒
の
実
態
と
し
て
十
六

条
戒
が
禅
宗
に
敷
衍
し
て
い
た
史
実
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
視
点
よ
り

ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
更
な
る
精
査
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

英
泉
の
主
張
は
『
尸
羅
敲
髄
章
』
に
依
る
よ
り
他
に
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
禅
宗
の
戒
律
の
実
態
に
疑
問
を
呈
す
る
そ
の
思
想
に

は
、
多
分
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
。

註
一
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
一
九
七
頁
下

二
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
八
五
頁
上

三
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
五
頁
下

四
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
六
頁
上

五
、
駒
澤
大
学
所
蔵
『
東
海
一
滴
集
』
四
四
丁
表
～
裏

六
、
大
正
八
〇
・
一
〇
頁
中
・『
訓
読
元
亨
釈
書
』
上
・
三
〇
頁

七
、『
道
全
』
六
・
一
八
八
頁

八
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
七
六
頁
上

九
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
七
五
頁
上



甘
露
英
泉
に
お
け
る
十
六
条
戒
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
（
務
臺
）

一
六
三

一
〇
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
七
七
頁
下

一
一
、『
曹
全
』「
禅
戒
」
七
八
頁
下

一
二
、
渡
部
賢
宗
「
梵
網
経
菩
薩
戒
作
法
の
栄
西
真
撰
の
根
拠
に
つ
い
て
」

（『
宗
学
研
究
』
一
八
、
一
九
七
六
）

一
三
、
大
正
八
一
・
六
七
九
中

一
四
、
白
石
虎
月
『
禅
宗
編
年
史
』
東
方
界
、
一
九
七
六

一
五
、
渡
部
賢
宗
「『
梵
網
経
菩
薩
戒
作
法
』
の
成
立
と
そ
の
意
義
に
つ
い

て
」（『
北
海
道
駒
澤
大
学
研
究
紀
要
』
十
一
、
一
九
七
六
）

一
六
、『
道
全
』
六
・
二
〇
八

一
七
、
葛
西
好
雄
「『
受
禅
戒
作
法
』
の
資
料
位
置
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教

学
研
究
紀
要
』
二
、
二
〇
〇
四
）

一
八
、
青
本
『
道
全
』
六
・
一
九
六
頁



甘
露
英
泉
に
お
け
る
十
六
条
戒
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
（
務
臺
）

一
六
四



一
六
五

は
じ
め
に

　

永
平
寺
文
書
に
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
校
割
帳
が
あ

る（
１
）。

本
稿
で
は
校
割
帳
に
み
え
る
「
御
開
山
御
真
影
板
木
」（「
御
開
山

真
影
版
木
」
と
も
記
載
。
以
下
「
真
影
板
木
」
と
略
記
）
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い（

２
）。

　

こ
れ
ら
校
割
帳
に
よ
れ
ば
、「
真
影
板
木
」
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八

四
）
九
月
二
十
日
付
諸
寮
交
割
簿
ま
で
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在

の
所
在
は
不
明
で
あ
り
、
確
認
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
「
真
影
板
木
」
で
板
行
さ
れ
た
道
元
禅
師
の
肖
像
版
画
は
、
永

平
寺
に
上
山
し
た
人
々
に
不
腆
と
し
て
頒
布
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
各
地
の
曹
洞
宗
寺
院
に
伝
存
し
て
い
る（

３
）。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
「
真
影
板
木
」
に
描
か
れ
た
道
元
禅
師
像
が
、
ど

の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
面
山
瑞
方
『
傘
松
日
記
』・
永
平

寺
所
蔵
寂
円
派
頂
相
の
検
討
を
通
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

１
、
道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　

道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
大
久
保
道
舟
氏（

４
）、

河
村
孝
道
氏（

５
）、

川
口
高
風
氏（

６
）、

廣
瀬
良
弘
氏（

７
）、

伊
藤
良
久
氏（

８
）の

も
の
が

あ
る
。
ま
ず
、
大
久
保
氏
は
次
に
示
す
道
元
禅
師
の
肖
像
版
画
五
本
を

掲
出
し
て
考
察
を
し
て
い
る
。

①
平ひ

ら

塚つ
か

運う
ん

一い
ち

所
蔵
本..

＊
故
人
（【
画
像
１
】）

（
９
）

②
ボ
ス
ト
ン
博
物
館
（
光
明
義
一
郎
旧
蔵
）
所
蔵
本

）
（1
（

③
禿と

く

氏し

祐ゆ
う

祥し
ょ
う所

蔵
本..

＊
故
人

④
橋は

し

田だ

邦く
に

彦ひ
こ

所
蔵
本..

＊
故
人
（【
画
像
２
】）

⑤
勝か

つ

平ひ
ら

得と
く

之し

所
蔵
本..

＊
故
人

　

こ
れ
ら
大
久
保
氏
が
紹
介
し
た
所
蔵
本
に
つ
い
て
の
所
在
確
認
は
現

在
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
改
め
て
大
久
保
氏
が
示
し
た
こ

と
に
つ
い
て
以
下
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
、
大
久
保
氏
は
現
存
版
画
で
最
も
古
い
室
町
中

期
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
紙
本
に
摺
写
さ
れ
た
も
の
で
本

紙
法
量
は
縦
二
尺
八
寸
三
分
（
筆
者
注60.6

㎝
＋24

㎝
＋0.9

㎝
＝85.8

㎝
）、
横
九
寸
七
分
（
筆
者
注27.0

㎝
＋2.1

㎝
＝23.1

㎝
）
で
あ
る
と
す

る
。
係
賛
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て

長
谷
川
　
幸
　
一



道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

一
六
六

【画像１】平塚運一氏所蔵本【画像２】橋田邦彦氏所蔵本【画像３】道元禅師頂相

【画像４】伝建撕頂相【画像５】宗縁頂相＊
【
画
像
１
・
２
】
は
大
久
保
道
舟
「
肖
像
版
画
に
つ
い
て
」
よ
り

転
載
し
た
。

＊
【
画
像
３
～
５
】
は
い
ず
れ
も
永
平
寺
所
蔵
。



道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

一
六
七

認
是
為
真
真
為
甚
是

挙
是
為
非
為
甚
待
真

恁
广
見
得
掛
空
何　

是
身
牆
壁
未
全
心　

　
　
　

道
元
自
題
（
花
押
）

　

印
判
は
、
丸
形
朱
印
（
印
文
「
吉
祥
山
永
平
寺
・
・
・
」）
が
本
文
二
・
三

行
目
二
文
字
目
か
ら
四
文
字
に
か
け
て
捺
さ
れ
、
印
判
法
量
直
径
二
寸

四
分
強
（
筆
者
注6.0

㎝
＋1.2

㎝
＝7.2
㎝
）
と
す
る
。
ま
た
道
元
自
題
の

下
部
に
は
版
刻
花
押
が
あ
り
、
表
装
は
制
作
当
初
の
原
形
そ
の
ま
ま
を

伝
え
て
い
る
と
い
う
。
大
久
保
氏
は
「
面
貌
姿
態
の
調
和
と
、
道
具
装

束
の
整
備
と
、
添
彩
の
古
雅
な
る
こ
と
は
、
一
見
肉
筆
の
絵
画
と
ま
ぎ

ろ
う
ほ
ど
の
精
巧
さ
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
像
の
右
方
に
拄
杖
の
立
て

か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
そ
の
他
の
様
式
は
、
殆
ど
普
済
寺
蔵
の
画

像
に
似
て
お
り
、
そ
の
制
作
年
代
も
恐
ら
く
こ
の
画
像
と
あ
ま
り
隔
た

ら
な
い
頃
の
よ
う
に
思
う
」
と
評
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
②
に
つ
い
て
「
作
品
と
し
て
は
最
も
優
秀
な
も
の
で
、
形

式
は
平
塚
氏
の
と
同
様
幅
本
の
体
裁
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
「
幅
本
の
形
式
に
仕
立
て
ら
れ
、
全
体
の
構
図
は
だ

い
た
い
に
お
い
て
平
塚
氏
所
蔵
の
も
の
に
相
似
し
て
い
る
」。
法
量
は

縦
一
尺
六
寸
五
厘
（
筆
者
注30.3

㎝
＋18

㎝
＋1.5

㎜
＝
約48.5

㎝
）、
横
四

寸
八
分
（
筆
者
注12

㎝
＋2.4

㎝
＝14.4

㎝
）
と
い
う
。
③
は
「
平
塚
氏
所

蔵
の
添
彩
の
古
雅
な
る
に
反
し
、
こ
れ
は
直
綴
を
初
め
椅
子
を
覆
う
法

被
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
に
極
彩
色
が
施
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
袈
裟
が

無
環
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無
環
の
様
式
は
前
の
永
平
寺

所
蔵
の
画
像
に
拠
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
無

環
が
正
当
な
様
式
で
、
左
様
に
す
る
こ
と
が
祖
道
に
忠
実
で
あ
る
と
考

え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
禿
氏
教
授
の
意

見
に
従
え
ば
、
宝
暦
・
明
和
の
頃
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
先

の
衣
体
論
よ
り
も
少
し
早
い
よ
う
で
あ
る
。
若
し
想
像
を
許
さ
れ
る
な

ら
ば
、
宝
暦
十
二
年
は
禅
師
の
滅
後
五
百
年
に
相
当
す
る
か
ら
、
そ
の

報
恩
に
版
刻
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
と
す
る
。

　

④
に
つ
い
て
「
面
貌
姿
態
が
平
塚
氏
の
も
の
に
よ
く
相
似
し
て
い
る

の
で
、
一
見
そ
の
覆
刻
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
精
細
に
点
検
す

れ
ば
、
単
な
る
覆
刻
で
は
な
く
、
多
少
修
訂
を
加
え
て
開
版
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
容
貌
風
格
の
豪
壮
な
こ
と
や
、
法
被
紋
様
の
相
違

し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
特
に
目
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
著
し
い
点

は
係
賛
が
以
上
の
三
本
（
筆
者
注
①
②
③
の
画
像
）
と
異
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
ご
と
く
三
本
は
す
べ
て
永
平
寺
所
蔵
の
画
像

と
同
一
賛
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
門
鶴
本
広
録
所
載
の
賛
を
用
い
て
い

る
。
即
ち
第
三
と
第
四
の
句
が
「
挙
是
為
甚
待
真
矣
」
と
な
っ
て
い

る
。
何
故
に
改
め
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
点
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
だ

い
た
い
門
鶴
本
広
録
は
、
永
平
寺
の
所
伝
本
と
し
て
権
威
あ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
永
平
寺
に
お
い
て
は
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
れ
ば
こ

の
版
画
を
製
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
所
伝
本
を
主
体
に
し
て
置
き



道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

一
六
八

換
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
当
時
の
住
持
の
一
つ
の
見

識
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
原
画
の
製
作
は
、
だ
い
た
い
江
戸
の
末
期
と
推
定
せ
ら
れ
、
彩

色
だ
け
が
明
治
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
塚
氏
の
と
同

様
、
賛
の
中
央
に
「
吉
祥
山
永
平
寺
云
々
」
の
丸
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
永
平
寺
か
ら
頒
布
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
」
と
す
る
。
な
お
、
法
量
は
縦
二
尺
八
寸
八
分
（
筆
者
注60.6

㎝
＋24

㎝
＋2.4

㎝
＝87.0

㎝
）、
横
一
尺
八
分
（
筆
者
注30.3

㎝
＋2.4

㎝
＝32.7

㎝
）

と
い
う
。
こ
の
他
、
彩
色
さ
れ
な
い
素
本
と
し
て
守
屋
茂
所
蔵
本
が
あ

る
と
い
う
。

　

⑤
に
つ
い
て
「
肖
像
の
態
様
―
面
貌
の
特
徴
、
袈
裟
の
無
環
、
払
子

の
持
ち
方
、
法
被
の
構
成
―
は
禿
氏
氏
所
蔵
の
も
の
に
相
似
し
て
い
る

が
、
係
賛
は
宝
慶
寺
の
「
月
見
の
画
像
」
の
賛
を
用
い
て
い
る
。
だ
か

ら
内
容
は
両
様
の
も
の
を
つ
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は

宝
慶
寺
蔵
の
画
像
が
、
現
存
の
も
の
の
中
一
番
古
い
と
い
う
史
的
価
値

を
知
っ
た
上
で
の
作
品
と
推
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
製
作
は
以
上
の
も
の

よ
り
も
新
し
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
係
賛
の
文
字
が
、
宝
慶

寺
本
の
字
体
を
巧
妙
に
写
し
と
っ
て
い
る
こ
と
、
賛
語
の
脱
字
を
補
っ

て
原
本
の
姿
そ
の
ま
ま
写
し
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
他
「
希
元
」
の

名
の
直
上
に
印
章
を
加
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
ま
か
い
点
に
わ
た
っ

て
宝
慶
寺
本
を
忠
実
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
像
の
特
徴
で
あ

り
、
ま
た
彫
刻
者
の
苦
心
を
要
し
た
点
で
あ
っ
た
と
思
う
。
禅
師
の
肖

像
版
画
中
、
も
っ
と
も
異
彩
を
放
つ
も
の
と
し
て
貴
重
す
べ
き
で
あ

る
」
と
す
る
。

　

以
上
紹
介
し
た
大
久
保
氏
の
研
究
は
肖
像
版
画
を
取
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
久
保
氏
が
検
討
し
た

肖
像
版
画
の
所
在
は
現
在
不
明
で
あ
り
、
追
跡
調
査
の
必
要
が
あ
る
。

　

続
い
て
、
河
村
孝
道
氏
は
、
大
久
保
氏
の
成
果
を
継
承
し
、
お
お
よ

そ
道
元
禅
師
の
画
像
は
、「
宝
慶
寺
月
見
像
系
」（
月
見
ノ
御
影
軸
系
）
と

「
永
平
寺
倚
座
像
系
」（
倚
座
ノ
御
影
軸
系
）
に
分
け
ら
れ
る
と
し
た
。
た

だ
、
肖
像
版
画
の
考
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
、
考
察
を

深
め
た
の
が
、
川
口
高
風
氏
で
あ
る
。
川
口
氏
は
大
久
保
氏
の
成
果
を

踏
ま
え
、
肖
像
版
画
を
収
集
し
、
肖
像
版
画
の
法
量
を
計
測
し
、
基
礎

情
報
を
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
宗
典
史
料
の
画
像
も
網
羅
的
に
収
集

し
、
肖
像
が
右
向
き
か
ら
左
向
き
か
、
環
の
有
無
な
ど
の
特
徴
を
検
討

し
て
い
る
。
続
い
て
、
廣
瀬
良
弘
氏
は
面
山
瑞
方
の
『
傘
松
日
記
』
や

『
建
康
普
説
』
を
用
い
、
永
平
寺
で
出
版
さ
れ
た
木
版
に
よ
る
肖
像
版

画
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
廣
瀬
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
、
具

体
的
に
肖
像
版
画
の
あ
り
よ
う
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
伊
藤
良
久
氏
は
大
久
保
氏
が
紹
介
し
た
秋
田
市
萬
雄
寺
に
伝
存
す

る
道
元
禅
師
肖
像
版
画
原
版
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
、
画
像
は

宝
慶
寺
所
蔵
道
元
禅
師
頂
相
を
画
像
が
面
山
瑞
方
を
模
写
し
て
描
い
た

こ
と
や
、
版
木
の
伝
存
方
法
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
肖
像
版
画
に
つ
い
て
の
研
究
は
着
実
に
積
み
重
ね
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ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
道
元
禅
師
肖
像
版
画
が
ど
の
よ
う
に
永
平
寺

で
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
具
体
的
に
は
面
山
瑞
方
『
傘
松
日
記
』、

永
平
寺
に
伝
世
さ
れ
た
中
世
に
お
け
る
永
平
寺
住
持
の
画
像
（
い
わ
ゆ

る
寂
円
派
頂
相
）
の
検
討
を
通
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

２
、
面
山
瑞
方
が
拝
覧
し
た
道
元
禅
師
頂
相

　

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
秋
、
面
山
瑞
方
は
永
平
寺
四
十
世
太
虚
喝

玄
に
招
待
さ
れ
、
永
平
寺
孤
雲
閣
に
二
十
日
間
滞
在
し
た
。
そ
の
際
の

記
録
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
傘
松
日
記
』
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
面
山
は
九
月
十
三
日
、
永
平
寺
に
到
着
し
、
喝
玄
に

相
見
し
て
い
る
。
在
山
中
、
喝
玄
は
面
山
に
永
平
寺
の
宝
物
を
拝
覧
さ

せ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
が
、
二
十
四
日
で
あ
る
。
こ
の
日
、
面
山

は
方
丈
に
呼
ば
れ
、
ま
ず
結
城
秀
康
生
母
長
松
院
寄
進
「
道
元
禅
師
袈

裟
裹
」（『
文
書
編
』
一
巻
№
一
一
六
）、
義
演
墨
書
「
道
元
禅
師
坐
具
」

（（『
文
書
編
』
一
巻
№
三
六
）
を
拝
覧
す
る
。
続
い
て
、
道
元
禅
師
の
頂
相

二
軸
を
拝
覧
す
る
。
該
当
す
る
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

次
有
一
筐
、
乃
吾
祖
之
真
也
、
被
椅
之
像
而
嶙
峋
拄
杖
、
右
把
白
払
、
左
手

按
牀
角
、
即
今
印
板
出
底
像
者
、
即
写
之
而
上
副
別
讃
者
也
、
旧
損
蠹
蝕
如

不
堪
再
装
者
、
又
有
一
筐
、
是
又
吾
祖
之
像
、
従
古
地
蔵
院
所
秘
之
軸
而
今

在
方
丈
、
載
認
是
為
真
之
賛
而
書
道
元
自
題
、
有
朱
印
、
然
偽
筆
非
真
筆

也
、
此
像
之
様
、
払
柄
横
握
左
手
収
尾
、
非
今
印
板
之
像
也
、
禅
師
云
、
上

件
三
種
、
則
一
年
一
回
主
人
出
之
、
非
他
人
之
所
覧
、
大
乗
・
宝
慶
主
人
不

能
拝
観
者
也
、
今
日
奘
祖
忌
景
、
以
公
者
有
功
于
高
祖
而
出
視
也
、

　

読
み
下
せ
ば
、「
次
に
一
筐
有
り
。
す
な
わ
ち
吾
が
祖
の
真
也
。
被

椅
の
像
に
し
て
嶙
峋
の
拄
杖
、
右
に
白
払
を
把
り
、
左
手
に
牀
角
を
按

ず
。
す
な
わ
ち
今
印
板
し
出
す
底
の
像
者
、
即
ち
こ
れ
を
写
し
て
、
上

に
別
讃
を
副
え
る
者
也
。
旧
損
蠹
蝕
、
再
装
に
堪
え
ざ
る
者
の
如
し
、

ま
た
一
筐
有
り
。
是
ま
た
吾
が
祖
の
像
、
古
よ
り
地
蔵
院
に
秘
す
る
所

の
軸
に
し
て
今
方
丈
に
在
り
。
是
を
認
じ
て
真
と
な
す
の
賛
を
載
せ

て
、
道
元
自
題
す
と
書
す
。
朱
印
有
り
。
然
る
に
偽
筆
に
し
て
真
筆
に

非
ざ
る
也
。
此
の
像
の
様
、
払
柄
を
横
に
握
り
、
左
手
に
尾
を
収
め

る
。
今
印
板
の
像
也
。
禅
師
云
わ
く
、
上
件
三
種
、
則
ち
一
年
一
回
主

人
こ
れ
を
出
す
。
他
人
の
覧
る
所
に
非
ず
。
大
乗
・
宝
慶
主
人
拝
観
能

わ
ざ
る
者
也
。
今
日
奘
祖
忌
景
、
公
は
高
祖
に
功
有
る
を
以
っ
て
出
し

て
視
せ
し
む
也
」
と
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
平
寺
方
丈
に
は
、
道
元
禅
師
頂
相
が
二
軸
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
頂
相
は
、
椅
子
に
坐
し
、
拄
杖
が
描

か
れ
、
右
手
に
払
子
を
持
ち
、
左
は
椅
子
の
腰
掛
に
置
か
れ
て
い
る
姿

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
板
行
が
さ
れ
て
い
た
モ
デ
ル
と
な
っ

た
も
の
で
、
板
行
の
も
の
は
人
物
上
に
別
の
賛
文
を
副
え
て
い
る
と
す

る
。
た
だ
、
本
頂
相
の
状
態
は
虫
損
に
よ
り
悪
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
り
、
再
表
装
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

続
い
て
、
二
つ
目
の
頂
相
は
、
永
平
寺
の
塔
頭
地
蔵
院
で
秘
蔵
し
て
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い
た
が
、
永
平
寺
方
丈
に
安
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
「
認
是
為
…
」
の
賛
を
付
し
、
道
元
自
題
と
あ
り
、
朱
印
も
あ

る
が
、
道
元
禅
師
の
真
筆
と
は
い
え
な
い
と
面
山
は
断
じ
て
い
る
。
こ

の
像
は
払
子
を
横
に
握
り
、
左
手
で
払
子
の
尾
を
握
っ
て
い
る
も
の

で
、
こ
れ
は
板
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
面
山
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
頂
相
は
義
演
墨
書
「
道
元
禅
師
坐
具
」
と
と
も
に
、
一
年
に
一

回
、
永
平
寺
住
持
が
出
す
の
で
、
大
乗
寺
・
宝
慶
寺
の
住
持
た
り
と
い

え
ど
も
拝
覧
が
叶
わ
な
い
も
の
だ
と
喝
玄
は
言
い
、
本
日
二
十
四
日
は

懐
奘
禅
師
の
忌
日
に
あ
た
り
、
面
山
の
こ
れ
ま
で
の
道
元
禅
師
に
対
し

て
の
功
績
に
報
い
て
拝
覧
さ
せ
る
も
の
だ
と
も
言
い
添
え
て
い
る
。

　

現
在
、
永
平
寺
に
は
道
元
禅
師
頂
相
（【
画
像
３
】、『
文
書
編
』
一
巻
№

二
四
、
以
下
「
地
蔵
院
旧
蔵
本
」
と
す
る
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
傘
松
日

記
』
で
い
う
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
地
蔵
院
に
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
頂
相

に
該
当
す
る
。
現
在
、
永
平
寺
の
道
元
禅
師
頂
相
と
い
え
ば
、
こ
れ
を

示
す
の
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
板
行
さ
れ
ず
、
拝
覧
も
永

平
寺
住
持
の
み
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
時
代
、
特
に
喝
玄

住
持
期
以
前
に
は
そ
の
存
在
を
知
る
も
の
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
も
の

と
い
え
る
。

　

一
方
、
も
う
一
つ
の
道
元
禅
師
頂
相
（「
地
蔵
院
旧
蔵
本
」
と
区
別
す
る

た
め
、
便
宜
以
下
「
永
平
寺
本
」
と
す
る
）
は
今
現
在
板
行
し
て
い
る
肖
像

版
画
の
原
本
と
面
山
は
断
定
し
て
い
る
。
板
行
し
た
も
の
は
別
に
賛
を

副
え
た
と
あ
る
の
で
、
面
山
が
拝
覧
し
た
「
永
平
寺
本
」
に
は
賛
が
な

か
っ
た
も
の
と
み
な
せ
る
。
一
方
、
面
山
は
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二

九
）
か
ら
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
ま
で
若
狭
国
の
建
康
山
空
印
寺
に
住

職
し
て
お
り
、
そ
の
空
印
寺
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
の
頂
相
を
掛
け
て

「
永
祖
忌
」
を
営
ん
で
い
る
。
そ
の
際
、
面
山
は
こ
の
頂
相
は
永
平
寺

が
出
版
し
て
い
る
肖
像
版
画
で
あ
る
旨
、『
建
康
普
説
』
で
言
及
し
て

い
る
（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
四
巻
語
録
二
、
五
一
一
頁
。
こ
の
点
は
廣
瀬
論
文
も
参

照
）。
そ
し
て
付
さ
れ
た
賛
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
真
筆
で
あ
っ
た
が
、

蠹
魚
に
蝕
ま
れ
て
両
字
を
失
っ
た
と
述
べ
、
出
版
す
る
も
の
は
読
め
る

文
字
の
み
を
写
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。

　

た
だ
、『
傘
松
日
記
』
で
は
「
永
平
寺
本
」
を
み
て
、「
即
ち
こ
れ
を

写
し
て
、
上
に
別
讃
を
副
え
る
者
也
」
と
し
て
い
る
の
で
、『
建
康
普

説
』
と
『
傘
松
日
記
』
で
は
頂
相
の
賛
の
理
解
に
つ
い
て
見
解
が
異
な

る
。
そ
の
た
め
、『
建
康
普
説
』
の
説
は
、
頂
相
原
本
を
拝
覧
す
る
以

前
の
所
見
と
み
な
せ
、
正
し
く
は
『
傘
松
日
記
』
の
記
載
が
「
永
平
寺

本
」
の
在
り
様
を
確
か
に
捉
え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

残
念
な
が
ら
「
永
平
寺
本
」
は
現
在
確
認
が
で
き
な
い
。
面
山
拝
覧

時
に
す
で
に
修
補
が
で
き
な
い
ほ
ど
傷
み
が
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

り
、
永
平
寺
の
校
割
帳
に
も
そ
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め

文
化
年
間
頃
に
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
そ
の

像
容
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
氏
が
示
し
た
①
・
④
・
⑤
（【
画
像
１
・

２
】）
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
「
永
平
寺
本
」
に
つ
い
て
は
原
本
が
伝
存
し
な
か
っ
た
関
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係
か
ら
か
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
河
村
孝
道
氏

は
、
道
元
禅
師
の
画
像
は
、「
宝
慶
寺
月
見
像
系
」（
月
見
ノ
御
影
軸
系
）

と
「
永
平
寺
倚
座
像
系
」（
倚
座
ノ
御
影
軸
系
）
に
分
類
で
き
る
と
し
た

が
、「
永
平
寺
倚
座
像
系
」
は
「
地
蔵
院
旧
蔵
本
」
と
「
永
平
寺
本
」
の

二
分
類
と
し
て
捉
え
る
ほ
う
が
実
態
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
永
平
寺
本
」
の
像
容
は
伝
永
平
寺
十
四
世
建
撕
頂
相
（【
画
像
４
】、

『
文
書
編
』
一
巻
№
六
〇
）
や
永
平
寺
十
六
世
宗
縁
頂
相
（【
画
像
５
】、『
文
書

編
』
一
巻
№
七
二
）
と
い
っ
た
、
中
世
の
寂
円
派
頂
相
の
特
徴
に
合
致
す

る）
（1
（

。
そ
の
た
め
「
永
平
寺
本
」
の
製
作
は
、
寂
円
派
頂
相
の
成
立
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
久
保
氏
に
よ
れ
ば
、
平

塚
運
一
本
（【
画
像
１
】）
は
室
町
中
期
頃
の
も
の
と
し
て
い
る
の
で
、
こ

の
段
階
で
永
平
寺
本
を
模
刻
し
た
も
の
が
開
板
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
大
久
保
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
永
平
寺
本
」
が
制
作
さ
れ

た
想
定
時
期
と
し
て
道
元
禅
師
の
遠
忌
も
目
安
と
な
る
。
そ
の
時
期
は

平
塚
運
一
本
を
精
査
に
検
討
し
た
上
で
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
時
点
で

の
候
補
と
し
て
、
九
世
宋
吾
代
の
応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）
高
祖
百
五
十

回
忌
、
十
二
世
了
鑑
代
の
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
高
祖
二
百
回
忌
、
十

五
世
光
周
代
の
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
高
祖
二
百
五
十
回
忌
、
十
七
世

以
貫
代
の
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
高
祖
三
百
回
忌
頃
が
、「
永
平

寺
本
」
の
製
作
や
開
板
の
時
期
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

従
来
、「
永
平
寺
本
」
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
本
稿
に
よ
っ
て
、
永
平
寺
に
お
い
て
道
元
禅
師
の
頂
相
と
し
て
重

ん
じ
ら
れ
て
い
た
「
永
平
寺
本
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
に
板
行
さ
れ
て
い
た
道
元
禅
師
肖
像

版
画
に
つ
い
て
『
傘
松
日
記
』
や
寂
円
派
頂
相
か
ら
考
察
を
し
て
き

た
。
永
平
寺
所
蔵
の
道
元
禅
師
頂
相
は
「
地
蔵
院
旧
蔵
本
」
が
著
名
で

あ
る
が
、
中
世
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
は
「
永
平
寺
本
」
こ
そ
が
道

元
禅
師
の
像
容
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

課
題
と
し
て
は
、
大
久
保
氏
が
収
集
し
た
「
永
平
寺
本
」
系
の
肖
像

版
画
の
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
室
町
に
製
作
さ
れ
た
と
さ
れ

る
平
塚
運
一
所
蔵
本
や
ボ
ス
ト
ン
博
物
館
所
蔵
本
が
現
存
す
る
の
か
含

め
、
追
跡
調
査
の
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
大
久
保
氏
以
後
、
川
口
高
風
氏
が
肖
像
版
画
の
収
集
を
行
っ
て

い
る
が
、
川
口
氏
の
成
果
を
含
め
、
こ
れ
か
ら
多
く
の
事
例
を
収
集
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
永
平
寺
本
」
系
の
肖
像
版
画
の
変
遷

や
、
ど
の
よ
う
に
各
地
に
伝
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
な
ど
の
問
題

を
追
究
し
て
い
き
た
い
。

註
（
１
）『
永
平
寺
史
料
全
書
』
文
書
編
三
巻
（
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
一
八
年
。

以
下
同
書
は
『
文
書
編
』
と
略
記
）
に
収
録
。

（
２
）『
文
書
編
』
三
巻
に
は
次
の
よ
う
に
関
連
史
料
が
あ
る
。
文
化
十
一
年



道
元
禅
師
肖
像
版
画
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

一
七
二

（
一
八
一
四
）
八
月
十
五
日
付
校
割
帳
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料

一
、
三
〇
九
頁
下
段
）
に
は
、「
庫
司
寮
之
部
」
に
「
一
、
御
開
山
御

真
影
板
木.

一
枚.

壱
」
と
登
録
さ
れ
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
九
月

十
六
日
付
校
割
帳
副
寺
寮
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料
三
、
三
三
七

頁
上
段
）、
文
政
八
年
付
校
割
帳
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料
八
、
四

〇
七
頁
下
段
）
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

二
月
日
付
校
割
帳
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料
一
〇
、
四
七
八
頁
下

段
）
で
は
、「
真
影
板
木
」
は
「
知
庫
寮
」
所
属
と
な
り
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
と
推
定
さ
れ
る
校
割
帳
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料
一

二
、
五
七
一
頁
上
段
）
に
は
福
井
滝
波
屋
庄
吉
の
も
と
に
預
け
置
く
と

い
う
記
載
が
あ
り
、「
真
影
板
木
」
は
永
平
寺
を
離
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
九
月
二
十
日
付
諸
寮
交

割
簿
（『
文
書
編
』
三
巻
参
考
史
料
一
五
、
六
七
九
頁
下
段
）
で
は

「
知
庫
寮
之
部
」
に
登
録
さ
れ
、「
一
、
御
開
山
真
影
版
木　

三
枚
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
永
平
寺
に
「
真
影
板
木
」
が
戻
さ
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

（
３
）
岩
手
県
北
上
市
正
洞
寺
、
愛
知
県
名
古
屋
市
法
持
寺
、
北
海
道
函
館
市

高
龍
寺
（『
高
龍
寺
史
』〈
国
華
山
高
龍
寺
、
二
〇
〇
三
年
〉
七
五
頁
、

所
蔵
番
号
一
八
三
）
な
ど
を
確
認
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿

を
用
意
し
て
い
る
。

（
４
）
大
久
保
道
舟
「
肖
像
版
画
に
つ
い
て
」（『
修
訂
増
補
道
元
禅
師
伝
の
研

究
』
一
二
章
四
節
六
項
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
）。
以
下
、
大
久

保
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
５
）
河
村
孝
道
「
道
元
禅
師
筆
蹟　

第
三
類
」（『
道
元
禅
師
真
蹟
関
係
資
料

集
』
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
別
巻
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇

年
）。
以
下
、
河
村
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
６
）
川
口
高
風
「
道
元
禅
師
の
版
画
像
を
め
ぐ
っ
て
」（『
傘
松
』
七
〇
八

号
、
二
〇
〇
二
年
）。
以
下
、
川
口
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
７
）
廣
瀬
良
弘
「
永
平
寺
蔵
道
元
禅
師
頂
相
に
つ
い
て
」（『
傘
松
』
九
〇
四

号
、
二
〇
一
九
年
）。
以
下
、
廣
瀬
氏
の
見
解
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
８
）
伊
藤
良
久
「
道
元
禅
師
頂
相
の
展
開
―
面
山
瑞
方
著
賛
「
月
見
の
像
」

を
中
心
に
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
第
二
十
一
回
学
術
大
会

紀
要
』、
二
〇
二
〇
年
）、
伊
藤
良
久
「
道
元
禅
師
頂
相
に
つ
い
て
の
一

考
察
―
面
山
瑞
方
ゆ
か
り
の
木
版
「
月
見
の
像
」
―
」（『
仏
教
経
済
研

究
』
四
九
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
９
）【
画
像
１
・
２
】
は
前
掲
注
４
大
久
保
論
文
よ
り
転
載
。

（
10
）
大
久
保
氏
は
ボ
ス
ト
ン
博
物
館
所
蔵
と
し
て
い
た
が
該
当
館
確
認
で
き

ず
。
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
間
違
い
だ
ろ
う
か
。

（
11
）
東
京
・
松
月
院
所
蔵
（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
九
巻
四
五
五
頁
）。
訳
注
と

し
て
、
熊
谷
忠
興
「
訳
注
・
傘
松
日
記
」（
四
一
二
～
四
二
〇
号
、
一

九
七
八
年
）
が
あ
る
。

（
12
）
永
平
寺
所
蔵
の
寂
円
派
頂
相
に
つ
い
て
は
、
菅
原
昭
英
「
以
一
和
尚
頂

相
」（『
文
書
編
』
一
巻
№
五
〇
解
説
）
で
寂
円
派
頂
相
の
構
図
が
分
類

さ
れ
、
重
要
な
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。



一
七
三

問
題
の
所
在

　

一
般
的
に
禅
と
い
え
ば
、
菩
提
達
摩
（
五
―
六
世
紀
頃
）
を
起
点
と
す

る
い
わ
ゆ
る
「
禅
宗
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
仏
教
に
お
け

る
禅
は
、
こ
の
禅
宗
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
先
行
研
究
に
よ
れ

ば
、
南
北
朝
時
代
の
北
朝
末
期
（
六
世
紀
）、
東
魏
と
そ
の
後
継
者
で
あ

る
北
斉
、
お
よ
び
、
西
魏
と
そ
の
後
継
者
で
あ
る
北
周
に
お
い
て
、
習

禅
へ
の
関
心
が
仏
教
界
を
席
巻
し
て
い
た
こ
と
、
菩
提
達
摩
系
禅
師
以

前
は
、
地
論
宗
系
禅
師
が
習
禅
の
先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
る（

１
）。

　

禅
宗
に
限
ら
ず
、
広
義
の
意
で
禅
の
実
践
法
を
表
す
場
合
、「
禅

法
」「
観
法
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
特
段
の
区
別
な
く

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
長
ら
く
「
禅
観
」
な
る
語
も
使
用
さ

れ
て
き
た（

２
）。

禅
観
と
は
「
坐
禅
し
て
真
理
を
観
念
す
る
こ
と（

３
）」「

坐
禅

観
法
の
略（

４
）」

な
ど
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
文
献
に
基
づ
い
た
考
察

は
未
だ
充
分
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
従
来
の
研
究
に
基
づ
い
て
智
顗
（
五
三
八
―
五
九

七
）
の
実
践
修
道
論
を
二
種
に
区
分
し
、
前
期
時
代
を
「
禅
観
」、
後

期
時
代
を
「
止
観
」
と
し
て
捉
え
、
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
種
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
止
観
」

は
『
摩
訶
止
観
』
を
中
心
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、「
禅
観
」
は
『
釈

禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
の
語
義
は
些
か
曖
昧

の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た（

５
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
智
顗
以
前
の
各
種
経
論
を
中
心
と
し
て
「
禅

観
」
を
調
査
し
、
そ
の
語
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
嚆
矢
と
し
た

い
。

「
禅
観
」
の
初
出

　

ま
ず
、
漢
訳
経
論
に
見
ら
れ
る
「
禅
観
」
と
し
て
、
最
も
早
い
時
期

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が
『
分
別
功
徳
論（

６
）』『

大
荘
厳
論
経
』『
菩
薩

瓔
珞
経
』
に
お
け
る
文
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
後
秦
代
ま
で
に
訳
出
さ
れ

た
経
論
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
分
別
功
徳
論
』
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て

大
　
松
　
久
　
規



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
七
四

王
遣
使
至
石
室
城
。
於
彼
城
中
行
諸
禅
観
。
或
在
塚
間
。
或
在
樹
下
。
時
在

塚
間
観
死
屍
。
夜
見
有
餓
鬼
打
一
死
屍
。…
…
時
修
伽
妬
路
自
念
。
我
従
死
得

活
。
由
是
因
縁
当
得
解
脱
。
於
是
観
身
念
死
。
思
惟
分
別
解
了
無
常
苦
空
非

身
。
即
得
羅
漢
。
以
是
言
之
。
念
死
者
亦
至
涅
槃
。

�

『
大
正
蔵
』
二
五
巻
、
四
〇
頁
、
中
―
下
段

　

阿
育
王
の
弟
が
死
を
念
じ
て
涅
槃
に
至
る
話
に
お
い
て
、「
禅
観
」

の
語
が
認
め
ら
れ
る
。
諸
の
禅
観
を
行
ず
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
具
体
的
に
は
塚
間
に
お
い
て
死
屍
を
観
ず
る
場
面
で
あ
る
。
さ
ら

に
、「
観
身
念
死
」
と
あ
る
よ
う
に
、
死
屍
と
な
る
前
の
身
そ
の
も
の

が
観
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　

同
様
に
、『
大
荘
厳
論
経
』
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

復
次
不
得
禅
定
。
於
命
終
時
。
不
得
決
定
。…
…
我
昔
来
愚
浅　

貪
著
五
欲
楽

　

不
能
観
内
身　

繋
念
於
善
処
…
…
先
不
善
観
察
而
作
死
想
。
臨
終
驚
怖
方

習
禅
観
。
以
不
破
五
欲
故
。
莫
知
所
至
悔
恨
驚
怖
。
即
説
偈
言　

智
者
応
繋

念　

除
破
五
欲
想　

精
勤
執
心
者　

終
時
無
悔
恨
…
…
不
善
観
者
不
摂
五
根
。

�

『
大
正
蔵
』
四
巻
、
三
〇
二
頁
、
上
―
下
段

　

禅
定
を
得
ら
れ
ず
に
命
終
に
臨
ん
で
驚
怖
し
、
禅
観
を
修
習
す
る
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
死
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
点
、
内
身
を
観
ず

る
必
要
が
あ
る
点
な
ど
は
『
分
別
功
徳
論
』
と
共
通
し
て
い
る
部
分
で

あ
る
が
、『
大
荘
厳
論
経
』
に
お
け
る
禅
観
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
五

欲
を
破
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
『
大
荘
厳
論
経
』
は
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
―
四
一
三
）
に
よ
っ
て
訳
出
さ

れ
た
が
、
同
じ
く
鳩
摩
羅
什
訳
『
衆
経
撰
雑
譬

』
に
は
次
の
如
く
記

さ
れ
て
い
る
。

道
人
行
還
不
見
師
子
。
坐
禅
観
之
。
知
為
猟
師
所
殺
。
即
以
神
力
奪
皮
来

還
。
作
褥
坐
上
。
口
為
呪
願
。
復
禅
観
之
。
知
当
往
生
国
中
長
者
家
作
双
生

子
。
…
…
亦
恒
自
坐
故
皮
上
。
日
日
入
禅
自
観
。

�

『
大
正
蔵
』
四
巻
、
五
三
八
頁
、
中
段

　

と
あ
る
道
人
が
連
れ
て
い
た
師
子
を
猟
師
に
殺
さ
れ
る
喩
え
話
で
あ

る
。
師
子
が
猟
師
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
道
人
が
、
坐
禅

を
し
て
そ
の
事
情
を
把
握
す
る
場
面
、
二
箇
所
に
お
い
て
「
禅
観
」
の

字
句
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
部
分
で
は
禅
と
観
と
が
対
応
関
係
に

あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
後
に
「
入
禅
自
観
」
と
あ
る
よ
う

に
、
基
本
的
に
両
者
が
区
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
お
け
る
観

は
神
通
力
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
践
修
行
法
と
し
て
観
察
の

対
象
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

同
じ
く
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い

る
。



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
七
五

念
身
四
威
儀
等
者
。
先
欲
破
身
賊
。
得
一
心
人
所
為
之
事
。
皆
能
成
辦
。
以

是
故
。
先
尋
繹
其
身
所
為
所
行
来
去
。
臥
覚
坐
禅
観
身
所
作
。
常
一
心
安
詳

不
錯
不
乱
。
作
如
是
観
察
以
不
浄
三
昧
易
得
。

�

『
大
正
蔵
』
二
五
巻
、
四
〇
四
頁
、
中
段

　
「
坐
禅
観
身
」
な
る
字
句
の
羅
列
が
見
ら
れ
、
厳
密
に
は
「
禅
観
」

の
語
と
は
判
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
身
を
観
ず

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
『
大
荘
厳
論
経
』
の
記
述
に
通
じ
て
い

る
。
ま
た
、
文
中
に
「
不
浄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
観

察
は
不
浄
観
で
あ
る
。
翻
っ
て
『
大
荘
厳
論
経
』
を
見
る
と
、
内
身
を

観
じ
て
五
欲
を
破
す
こ
と
は
不
浄
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
各
書
で
は
、「
禅
観
」
の
語
が
頻
繁

に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
熟
語
と
し
て
は
明
確
に
認
め
ら
れ
、

不
浄
観
と
の
関
連
が
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、『
菩
薩
瓔
珞
経
』
に
も
「
禅
観
」
の
語
は
見
ら
れ
る
が
、
直

接
的
に
身
を
観
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

時
大
迦
葉
復
白
仏
言
。
若
復
善
男
子
善
女
人
。
進
学
修
習
禅
観
法
門
。
於
諸

通
慧
無
所
染
著
。
志
求
道
者
各
令
歓
喜
。
復
能
誘
導
将
示
道
逕
。
随
前
人
心

果
其
所
願
。
求
大
乗
者
畢
志
成
就
。
不
使
堕
落
中
間
罣
礙
。
若
復
欲
得
辟
支

仏
者
。
亦
復
将
護
令
得
無
為
。
斯
亦
名
曰
第
一
有
行
。

�

『
大
正
蔵
』
一
六
巻
、
七
七
頁
、
中
段

　
「
禅
観
法
門
」
の
修
習
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

「
法
門
」
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、「
禅
観
」
を
修
習
す
れ
ば
、
慧
や

無
為
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
前
出
の
各
経
論
と
は

異
な
り
、
具
体
的
に
観
察
の
対
象
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
禅
観
」
を
修
習
し
た
後
の
証
果
に
類
す
る
事
項
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　

次
い
で
、
劉
宋
代
の
訳
出
と
さ
れ
る
『
過
去
現
在
因
果
経
』
に
は
次

の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

爾
時
太
子
。
恒
与
其
妃
。
行
住
坐
臥
。
未
曽
不
倶
。
初
自
無
有
。
世
俗
之

意
。
於
静
夜
中
。
但
修
禅
観
。�

『
大
正
蔵
』
三
巻
、
六
二
九
頁
、
中
―
下
段

　

釈
尊
が
太
子
の
頃
、
耶
輸
陀
羅
と
共
に
過
ご
し
な
が
ら
も
、
夜
に
は

禅
観
を
修
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
禅
観
の
具
体

的
内
容
ま
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
北
涼
代
訳
出
と
記
録
と
さ
れ
る
『
金
剛
三
昧
経
』
に
も

「
禅
観
」
の
語
は
見
ら
れ
る（

７
）が

、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
同
経
の
成
立

が
六
五
〇
年
か
ら
六
六
五
年
頃
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る（
８
）。「

禅
観
」
の
語
が
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
唐
代

（
後
述
）
の
偽
経
で
あ
る
た
め
、
上
記
の
各
経
論
と
並
べ
て
考
察
す
る
の

は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
上
記
の
各
経
論
以
前
、
西
晋
代
に
訳
出
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
七
六

る
『
持
人
菩
薩
経
』
に
は
、「
無
顛
倒
禅
観
定
意
門（

９
）」

と
あ
る
が
、
明

ら
か
に
「
禅
観
」
と
の
熟
語
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

総
じ
て
見
れ
ば
、「
禅
観
」
な
る
語
は
後
秦
代
の
漢
訳
経
論
か
ら

徐
々
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

初
期
の
う
ち
は
、
禅
と
観
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
熟
語
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、
今
日
の
研
究
に
お
い
て
は
「
禅
観
経
典
」
と
総
称
さ
れ
る
一

連
の
文
献
が
存
す
る）

（1
（

。
主
と
し
て
『
大
正
蔵
』
一
五
巻
に
収
め
ら
れ
て

お
り
、
具
に
は
禅
経
と
観
経
と
に
わ
け
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
考
察
の

対
象
と
す
る
「
禅
観
」
と
は
由
来
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。
現
に
、
同
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
仏
説
大
安
般
守
意
経
』

や
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』『
禅
法
要
解
』
な
ど
に
「
禅
観
」
と

の
熟
語
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
禅
観
」
の
展
開

　
「
禅
観
」
な
る
熟
語
が
多
く
使
わ
れ
始
め
る
の
は
、
恐
ら
く
は
唐
代

頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
文
献
に
お
け
る
用
例
は
頗
る
多
い
が
、
隋

代
以
前
の
著
作
で
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

例
え
ば
、
史
伝
類
で
比
較
し
て
み
る
と
、
梁
代
の
『
高
僧
伝
』
に
は

「
積
年
禅
観
而
不
能
自
了）

（（
（

」
と
あ
り
、
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
伝
に
お
け
る
「
禅
観
」
は
こ
の
箇
所
に
し

か
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
唐
代
の
『
続
高
僧
伝
』
で
は
六
箇
所
、

宋
代
の
『
宋
高
僧
伝
』
に
至
っ
て
は
二
四
箇
所
に
お
い
て
「
禅
観
」
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
ほ
か
、
梁
代
の
史
伝
類
と
し
て
は
『
比

丘
尼
伝
』
に
五
箇
所
、『
釈
迦
譜
』
に
一
箇
所
、
史
伝
類
で
は
な
い
も

の
の
『
釈
迦
譜
』
と
同
様
、
僧
祐
（
四
四
五
―
五
一
八
）
に
よ
る
『
出
三

蔵
記
集
』
に
三
箇
所
と
見
ら
れ
る）

（1
（

が
、
一
〇
〇
を
優
に
超
え
る
ほ
ど
あ

る
唐
代
、
そ
れ
を
さ
ら
に
上
回
る
宋
代
に
比
べ
る
と
、
や
は
り
梁
代
の

用
例
は
極
め
て
少
な
い
。

　

梁
代
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
文
献
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
ず
は
慧
思
（
五
一
五
―
五
七
七
）
の
著
作
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

今
日
の
研
究
に
お
い
て
、
慧
思
は
禅
観
の
実
修
者
で
あ
る
と
評
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
著
作
中
、「
禅
観
」
の
熟
語

は
『
随
自
意
三
昧
』『
諸
法
無
諍
三
昧
法
門
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
、
一
箇
所
ず
つ
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る）

（1
（

。

　
『
随
自
意
三
昧
』
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

如
人
思
惟
観
行
之
時
。
傍
辺
人
喚
意
識
不
照
声
。
耳
則
不
能
聞
。
声
云
何

得
。
如
昔
二
年
少
比
丘
常
修
禅
観
。
有
一
老
比
丘
是
二
年
少
比
丘
初
出
家
時

師
。
喚
二
弟
子
在
一
房
中
坐
床
上
噉
飲
食
。
復
有
比
丘
床
前
坐

噉
飲
。
住

牀
上
一
比
丘
思
惟
観
察
地
上
比
丘
。
是
時
有
師
隔
一
人
坐
。
喚
観
行
比
丘
。

大
喚
五
声
。
耳
都
不
聞
其
師
喚
声
。
是
故
得
知
意
識
不
照
。
耳
不
聞
声
。
云

何
而
言
耳
独
能
聞
声
。�

『
新
纂
続
蔵
』
五
五
巻
、
五
〇
二
頁
、
中
段



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
七
七

　

坐
禅
し
て
思
惟
観
行
し
て
い
る
比
丘
に
呼
び
か
け
て
も
反
応
す
る
こ

と
が
な
い
と
の
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
禅
観
と
は
坐
禅
し
て
思
惟

観
行
、
思
惟
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
、
先
行
す
る

各
経
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
観
察
の
対
象
と
な
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て

具
体
的
記
述
は
な
い
。

　
『
諸
法
無
諍
三
昧
法
門
』
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

禅
定
智
慧
能
覚
了
。
余
散
心
智
不
能
解
非
。
但
凡
夫
如
夢
幻
。
月
影
現
水
種

種
事
。
復
次
諸
仏
菩
薩
聖
皆
爾
。
従
初
発
心
至
仏
果
。
持
戒
禅
定
種
種
事
甚

深
定
心
不
変
易
。
智
慧
神
通
幻
化
異
。
法
身
不
動
。
如
空
月
普
現
色
身
作
仏

事
。
雖
無
去
来
無
生
滅
。
亦
如
月
影
現
衆
水
。
何
以
故
。
如
経
論
中
説
。
欲

学
一
切
智
定
。
必
修
諸
善
心
。
若
在
定
能
知
世
間
生
滅
法
相
。
亦
知
出
世
三

乗
聖
道
。
制
心
禅
智
。
無
事
不
辦
。
欲
求
仏
道
持
浄
戒
。
専
修
禅
観
。
得
神

通
能
降
天
魔
破
外
道
。
能
度
衆
生
断
煩
悩
。

�

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
六
二
八
頁
、
中
段

　

戒
・
定
・
慧
の
三
学
に
神
通
が
加
え
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ

の
文
脈
中
の
禅
観
は
、
禅
定
と
智
慧
の
意
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ

る
。
こ
う
し
た
用
例
は
、
先
行
す
る
各
経
論
に
は
認
め
ら
れ
な
い
た

め
、
慧
思
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

唐
代
以
降
の
各
書
に
比
べ
れ
ば
、
慧
思
の
著
作
中
に
「
禅
観
」
の
語

は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
一
部
で
新
た
な
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
慧
思
に
学
ん
だ
隋
代
の
智
顗
の
著
作
に
も
、
用
例
は
多
く

な
い
が
、「
禅
観
」
に
独
自
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

学
禅
観
者
亦
如
是
。
唯
知
一
法
或
止
或
観
。
擬
破
少
悪
寂
心
行
道
。
得
少
禅

定
摂
少
眷
属
。
便
以
為
足
如
匹
夫
闘
耳
。
欲
作
大
禅
師
破
大
煩
悩
。
顕
無
量

善
法
。
益
無
量
縁
。
当
学
十
法
止
観
洞
達
意
趣
。
於
六
縁
六
受
行
用
相
応
。

煩
悩
卒
起
。
即
便
有
観
。
観
過
惑
表
。
勇
健
難
事
。
解
髻
得
珠
。
若
解
而
不

用
用
而
不
当
。
而
反
師
惑
心
道
安
克
乎
。

�

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
〇
一
頁
、
中
―
下
段

　

禅
観
と
止
観
と
を
対
応
さ
せ
て
、
禅
観
を
学
ぶ
も
の
は
止
と
観
と
の

ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
偏
っ
て
行
じ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
大
禅
師
に

な
ら
ん
と
す
る
者
は
十
法
の
止
観
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な

ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
智
顗
は
晩
年
、
止
観
を
中
心
に
実
践
修
道
論

を
大
成
さ
せ
る
が
、
前
期
時
代
に
は
禅
観
に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
禅
観
は
止
観
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

禅
観
だ
け
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
進
ん
で
止
観
を
修
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
。
な
お
、
実
践
修
道
論
と
し
て
の
智
顗
の
禅
観
は
『
釈
禅
波

羅
蜜
次
第
法
門
』
に
説
か
れ
る
が
、
熟
語
と
し
て
の
「
禅
観
」
は
同
書



中
国
仏
教
に
お
け
る
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禅
観
」
に
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い
て
（
大
松
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一
七
八

に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

総
じ
て
見
れ
ば
、「
禅
観
」
の
熟
語
は
陳
や
隋
の
時
代
に
新
た
な
解

釈
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
代
以
降
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
陳
や
隋
の
時
代
に
お
け
る

「
禅
観
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
考
究
す
る
必
要
が
あ

る
。

結
論

　

本
稿
を
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一�

、「
禅
観
」
な
る
語
の
最
も
早
い
時
期
の
用
例
は
、
後
秦
代
ま
で
に

訳
出
さ
れ
た
経
論
中
に
認
め
ら
れ
る
。
複
数
の
経
論
中
に
、
死
屍
や

内
身
を
観
察
の
対
象
と
し
、
五
欲
を
破
す
こ
と
を
目
指
す
な
ど
の

「
禅
観
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
禅
観
」
に
よ
っ
て
慧
や
無
為

に
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
説
く
文
献
も
存
す
る
。

二�

、
同
時
期
の
「
禅
観
」
は
、
禅
と
観
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は

確
か
だ
が
、
熟
語
と
し
て
の
用
例
は
少
な
い
。

三�

、「
禅
観
」
な
る
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
唐

代
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

四�

、
そ
れ
以
前
の
陳
や
隋
の
時
代
に
は
、
慧
思
や
智
顗
に
よ
っ
て
「
禅

観
」
の
語
に
新
た
な
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
同
時
期
の
用
例
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

上
記
を
踏
ま
え
て
、
智
顗
の
実
践
修
道
論
に
関
す
る
研
究
で
用
い
ら

れ
る
「
禅
観
」
の
語
を
如
何
に
定
義
す
べ
き
か
、
別
稿
に
て
論
じ
る
予

定
で
あ
る）

（1
（

。
註

（
1
）
大
竹
晋
「
初
期
天
台
宗
文
献
に
お
け
る
北
朝
禅
師
」（『
駒
澤
大
学
禅
研

究
所
年
報
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
）。

（
2
）
佐
々
木
憲
徳
『
漢
魏
六
朝
禅
観
発
展
史
論
』（
ピ
タ
カ
、
一
九
七
八
年

七
月
）
な
ど
。
横
超
慧
日
『
中
国
仏
教
の
研
究
』（
一
九
〇
―
二
一
八

頁
、
法
蔵
館
、
一
九
五
八
年
一
月
）
で
は
、
初
期
中
国
仏
教
者
の
禅
観

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
織
田
得
能
『
仏
教
大
辞
典
』（
一
〇
五
七
頁
、
大
蔵
出
版
、
一
九
五
四

年
一
〇
月
）。

（
4
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
八
五
四
頁
、
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年

五
月
）。

（
5
）
詳
細
は
別
稿
に
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
6
）
森
祖
道
「O

n�the�Fēn-bié-gōng-dé-lùn�

（
分
別
功
徳
論
）」（『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』
第
一
九
巻
第
一
号
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
）
で
は
、

同
論
を
後
漢
代
（
二
五
―
二
二
〇
）
の
訳
と
す
る
説
に
つ
い
て
検
証
の



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
七
九

余
地
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）『
大
正
蔵
』
九
巻
、
三
七
一
頁
、
中
段
。

（
8
）
水
野
弘
元
「
菩
提
達
摩
の
二
入
四
行
説
と
金
剛
三
昧
経
」（『
駒
澤
大
学

研
究
紀
要
』
第
一
三
号
、
一
九
五
五
年
三
月
）。

（
9
）『
大
正
蔵
』
一
四
巻
、
六
三
六
頁
、
上
段
。

（
10
）
山
部
能
宜
「
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
禅
観
の
実
践
に
つ
い
て
」（『
駒
澤

大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
参
照
。

（
11
）『
大
正
蔵
』
五
〇
巻
、
三
三
九
頁
、
下
段
。

（
12
）
紙
幅
の
都
合
上
、
列
挙
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
な
お
、『
続
高
僧

伝
』『
宋
高
僧
伝
』
に
は
、「
禅
観
」
と
の
熟
語
に
な
っ
て
い
な
い
字
句

の
羅
列
が
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
ず
つ
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
除
い
て

い
る
。

（
13
）
前
註
12
参
照
。

（
14
）
両
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
佐
藤
哲
英
『
続
天
台
大
師
の
研
究
（
二
六
〇

―
二
六
八
頁
、
百
華
苑
、
一
九
八
一
年
一
一
月
）
で
は
、『
随
自
意
三

昧
』
が
慧
思
三
四
歳
か
ら
三
九
歳
、『
諸
法
無
諍
三
昧
法
門
』
が
四
〇

歳
か
ら
四
三
歳
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）
釆
睪
晃
「
慧
思
の
禅
定
思
想
の
背
景
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四

六
巻
第
一
号
、
一
九
九
七
年
一
二
月
）
で
は
、
慧
思
が
神
通
力
に
強
い

関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
こ
の
ほ
か
の
課
題
と
し
て
、
漢
訳
経
論
に
お
け
る
「
禅
観
」
の
原
語
に

つ
い
て
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
旨
、
学
術
大
会
発
表
後
に
石
井
清
純

先
生
よ
り
ご
指
摘
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
の
初
出
と
展
開
に

限
っ
て
論
じ
た
が
、
そ
の
淵
源
を
探
る
に
は
原
語
に
関
す
る
考
察
が
不

可
欠
で
あ
る
。
智
顗
の
実
践
修
道
論
だ
け
で
な
く
、「
禅
観
」
を
軸
と

し
て
広
く
仏
教
学
を
捉
え
る
場
合
に
必
須
の
考
察
で
あ
る
た
め
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。



中
国
仏
教
に
お
け
る
「
禅
観
」
に
つ
い
て
（
大
松
）

一
八
〇



一
八
一

一　
は
じ
め
に

　

本
研
究
は
、
曹
洞
宗
の
僧
堂
教
育
の
歴
史
的
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
僧
堂
教
育
の
研
究
に
お
い
て
、
制
度
に
関
す
る

研
究
に
比
べ
、
そ
の
実
態
を
取
り
扱
う
研
究
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
資
料

が
限
定
さ
れ
る
た
め
必
ず
し
も
十
分
な
学
問
的
研
究
の
構
築
が
な
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
特
に
近
世
以
降
に
焦
点
を

あ
て
僧
堂
教
育
の
歴
史
的
な
あ
り
方
を
探
り
検
証
す
る
が
、
始
め
に
近

現
代
の
僧
堂
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
し
、
次
に
、
僧
堂
教
育
に
関
す
る

歴
史
的
諸
問
題
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
、
僧
堂
教
育
の
歴
史
的
基
本
姿

勢
を
考
察
し
た
い
。

二　
近
現
代
の
僧
堂
の
実
際
を
伝
え
る
資
料

　

始
め
に
比
較
的
近
年
の
映
像
資
料
を
紹
介
し
よ
う
。

『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集.

大
禅
問
答
・
法
戦
～
若
き
雲
水
た
ち
の
永
平
寺
～
』（
昭
和
六

〇
（
一
九
八
五
）
年
六
月
二
三
日.

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
で
放
送
）

　

本
放
送
は
昭
和
の
時
代
に
行
わ
れ
た
永
平
寺
に
お
け
る
修
行
の
様
子

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
映
像
に
よ
る
記
録
で
あ
る
点
で
貴
重
な
意
義

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
大
正
期
の
僧
堂
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
次
の
文
献
が

注
目
さ
れ
る
。

壺
中
庵
主
『
禅
僧
の
修
行
ぶ
り
』（
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
九
月
一
六
日
、

東
京
、
光
融
館
、
二
一
五
頁（

１
）。

　

本
書
は
著
者
の
壺
中
庵
主
が
体
験
し
見
聞
き
し
た
掛
搭
か
ら
送
行
ま

で
の
描
写
で
あ
り
、
大
正
期
の
僧
堂
の
実
際
が
詳
し
く
記
録
さ
れ
た
貴

重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、「
附
録
」
と
し

て
「
僧
堂
掛
搭
の
栞
」
が
付
さ
れ
、
掛
搭
の
支
度
ま
で
仔
細
に
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
著
者
自
身
の
僧
堂
安
居
の
懐
古
や
思
い
入
れ
が
よ
く
表
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
る
僧
堂
の
実
際
に
関
し
て
、
今
日
で
は
、

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
個
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
個
の

重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本

論
で
は
特
に
僧
堂
教
育
に
関
わ
る
個
所
の
中
、
何
ら
か
の
テ
キ
ス
ト
が

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

僧
堂
教
育
の
歴
史
的
研
究
に
関
す
る
覚
書

新
　
井
　
一
　
光



僧
堂
教
育
の
歴
史
的
研
究
に
関
す
る
覚
書
（
新
井
）

一
八
二

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
記
述
を
引
用
し
よ
う
。

　

な
お
、
以
下
の
引
用
文
中
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
個
所
は
著
者
自
身
に
よ
る

節
の
番
号
と
表
題
を
示
す
。

〔
１
〕
九　
特
殊
の
作
務
「
山
門
の
作
務
が
雲
水
に
取
っ
て
如
何
に
大
切
な
修
行

の
一
分
で
あ
る
か
ゞ
知
れ
る
の
で
あ
る
。
否
或
意
味
か
ら
申
せ
ば
作
務
は
是

れ
と
り
も
直
さ
ず
坐
禅
工
夫
で
あ
る
。」（
七
四
頁
）

〔
２
〕
十　
本
講
と
輪
講
「
そ
ん
な
都
合
で
、
作
務
の
忙
し
い
時
に
は
到
底
看
読

等
の
暇
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
祖
山
僧
堂
と
て
も
看
読
科
が
設
け
て
あ
り
、

初
級
乃
至
何
級
な
ど
の
学
級
ま
で
も
制
定
さ
れ
て
あ
る
か
ら
に
は
、
い
つ
か

看
読
の
折
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
正
に
あ
る
。
夏
の
眼
蔵
会
中
及
び

冬
籠
り
の
間
が
即
ち
そ
の
時
機
で
あ
る
。」（
八
五
―
八
六
頁
）

〔
３
〕「
本
講
の
外
に
輪
講
が
あ
る
。
こ
れ
は
雲
水
中
の
教
育
係
が
大
衆
の
為
め
に

宗
乗
を
講
ず
る
の
で
、
教
場
は
衆
寮
（
当
時
は
仮
に
宿
坊
で
や
つ
た
や
う
に

覚
え
る
）
を
用
ひ
、
講
本
は
『
学
道
用
心
集
』
か
『
大
清
規
』
中
の
適
当
な

る
一
篇
で
あ
る
。」（
八
六
頁
）

〔
４
〕「
何
し
ろ
当
時
の
雲
水
と
云
ふ
奴
が
多
く
は
教
育
の
程
度
甚
だ
貧
弱
で
あ
る

の
だ
か
ら
、『
学
道
用
心
集
』
や
『
衆
寮
箴
規
』
の
如
き
比
較
的
容
易
な
書
物

で
も
、
素
読
さ
へ
出
来
る
者
が
無
い
。」（
八
七
頁
）

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
僧
堂（

２
）に

お
け
る
学
習
の
中
心
は
坐
禅
な
い
し

作
務
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
眼
蔵
会
、
及
び
「
輪
講
」
に
お
け
る

『
学
道
用
心
集
』
や
、『
大
清
規
』、
即
ち
『
永
平
清
規
』、
あ
る
い
は
そ

の
中
の
『
衆
寮
箴
規
』
が
講
読
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

し
か
る
に
、
著
者
は
「
僧
堂
教
育
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

〔
５
〕
二
十
五　
行
脚
と
転
錫
「
現
今
は
僧
侶
の
教
育
も
学
林
が
本
位
に
な
っ

て
、
僧
堂
教
育
は
止
む
な
き
事
情
の
者
に
限
っ
て
之
を
受
け
る
と
云
ふ
有
様

だ
か
ら
、
宗
門
在
来
の
習
慣
も
次
第
に
変
化
し
て
遂
に
如
上
の
有
様
と
成
っ

て
居
る
の
だ
が
、
昔
に
在
つ
て
は
雲
水
修
行
が
軈
て
宗
門
教
育
の
全
体
で
、

全
国
に
た
つ
た
一
つ
の
吉
祥
寺
学
寮
を
除
い
て
は
、
他
に
そ
の
機
関
は
無

か
っ
た
の
だ
。」（
一
九
六
頁
）

　

吉
祥
寺
学
寮
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）、
江
戸
駿
河
台
吉
祥
寺
境

内
に
設
立
さ
れ
た
「
吉
祥
寺
会
下
学
寮
」
の
こ
と
で
、「
栴
檀
林
」
と

称
さ
れ
た
宗
門
の
学
府
で
あ
る
が
、
そ
の
明
治
維
新
期
の
教
育
に
関
し

て
、「
い
わ
ば
、
儒
学
万
能
と
な
り
、
宗
学
の
研
究
な
ど
は
、
当
時
初

学
僧
の
間
で
は
、
か
な
り
遠
の
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。」（『
駒
沢
大
学

八
十
年
史
』
五
二
頁
）
と
指
摘
さ
れ
、
初
学
者
に
お
い
て
宗
学
の
学
習
が

疎
か
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
で
は
明
治
四
、
五
、
六
年
頃
の
檀



僧
堂
教
育
の
歴
史
的
研
究
に
関
す
る
覚
書
（
新
井
）

一
八
三

林
の
様
子
と
し
て
飯
坂
円
収
が
伝
え
る
赤
沢
亮
義
の
談
話
が
次
の
よ
う

に
掲
載
さ
れ
る
。

〔
６
〕「
何
分
毎
日
毎
日
托
鉢
に
出
で
て
疲
労
も
す
る
し
、
時
間
も
な
い
も
の
だ
か

ら
、
一
日
一
回
の
講
筵
凡
そ
二
時
間
位
を
聴
け
ば
、
其
れ
で
沢
山
な
位
で
、

二
回
も
講
筵
を
聴
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
講
釈
の

進
み
方
も
頗
る
遅
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
内
典
と
い
え
ば
法
華
と
か
維
摩

と
か
楞
厳
と
か
い
う
如
き
種
類
で
、
正
法
眼
蔵
な
ど
は
講
ず
る
人
も
な
け
れ

ば
聴
く
も
の
だ
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。」（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
五
三
―
五

四
頁
）

　

こ
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
典
籍
と
し
て
、
法
華
経
、
維
摩
経
、

楞
厳
経
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
当

時
、
檀
林
の
講
筵
に
お
い
て
は
曹
洞
宗
の
根
本
典
籍
で
あ
る
『
正
法
眼

蔵
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
当

時
の
仏
教
の
典
籍
の
学
習
に
関
す
る
内
実
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
当
時
の
栴
檀
林
学
寮
の
学
問
教
科
の
内
容
は
、
学
寮
回
顧
調

書
、
和
融
誌
、
同
寺
日
誌
等
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
。

〔
７
〕（
一
）
宗
乗
に
は
、
学
道
用
心
集
、
永
平
大
清
規
、
二
師
録
、
大
智
偈
頌
、

坐
禅
儀
、
碧
岩
（
巌
）
録
、（
断
壁
）
な
ど
で
あ
り
、
正
法
眼
蔵
、
永
平
広

録
、
拈
評
三
百
則
、
従
容
録
、
同
聞
解
同
鈔
、
宏
智
頌
古
、
義
雲
録
、
無
孔

笛
、
捃
捨
集
に
至
る
研
究
を
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
（
二
）
余
乗
で
は
維
摩
経
、
円
覚
経
、
大
乗
起
信
論
、
諦
観
録
、
楞
厳
経
、
法

華
科
注
、
同
玄
義
、
梵
網
詁
釈
記
、
天
台
四
教
義
、
西
谷
名
目
、
仏
祖
三
経

な
ど
で
あ
る
。（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
一
四
―
一
五
頁
）

　

こ
こ
で
「（
一
）
宗
乗
」
の
傍
線
部
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、『
正
法
眼

蔵
』
や
『
永
平
広
録
』
と
い
う
根
本
典
籍
を
始
め
と
す
る
諸
文
献
は
、

実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
の
壺
中
庵

主
が
伝
え
る
僧
堂
に
お
い
て
も
、
檀
林
の
よ
う
な
教
育
の
場
所
に
お
い

て
も
、
こ
れ
ら
の
主
要
な
文
献
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

近
代
に
至
る
曹
洞
宗
の
教
育
課
程
の
実
際
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
注
目

に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
仏
教
典
籍
の
学
習
の
実
態
で
あ
っ
た
と

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る（

３
）。

　

近
代
の
曹
洞
宗
の
僧
侶
教
育
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で

の
い
わ
ば
「
私
立
の
教
育
道
場
」（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
五
九
頁
）
で

あ
っ
た
本
山
ま
た
は
地
方
寺
院
の
ほ
か
に
、
僧
侶
教
育
機
関
と
し
て
学

校
が
新
設
さ
れ
る
に
至
る
。
即
ち
、
明
治
八
年
、
曹
洞
宗
は
宗
門
の
碩

徳
協
議
会
を
開
催
し
て
曹
洞
一
宗
の
僧
侶
教
育
機
関
と
し
て
学
校
建
設

を
決
定
し
、
同
年
六
月
一
五
日
、
東
京
府
芝
愛
宕
町
青
松
寺
の
獅
子
窟

の
寮
舎
を
仮
校
舎
に
あ
て
「
曹
洞
宗
専
門
学
本
校
」
と
も
称
さ
れ
る
宗

立
学
校
の
開
校
式
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
五
九
―
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一
八
四

六
五
頁
参
照
）。

　

生
徒
の
服
装
や
威
儀
は
だ
い
た
い
古
来
か
ら
の
僧
堂
生
活
を
規
準
と

し
て
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
六
五
―
六
六

頁
）。
曹
洞
宗
専
門
学
本
校
は
三
学
年
九
級
制
で
あ
る
が
、
各
学
年
に

配
当
さ
れ
た
教
科
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
組
ま
れ
た
授
業
科
目

に
関
し
て
、
教
授
綱
目
と
実
際
授
業
と
の
間
に
隔
り
が
あ
り
過
ぎ
る
た

め
、
明
治
九
年
五
月
に
改
正
さ
れ
た
（『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
七
三
―
七
四

頁
）。
た
だ
し
、
率
直
に
言
っ
て
、
な
お
多
数
の
教
科
で
あ
る
こ
と
に

驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

三　
僧
堂
教
育
に
関
す
る
歴
史
的
問
題

　

僧
堂
教
育
に
関
す
る
歴
史
的
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
警
策
」

に
関
し
て
の
み
取
り
上
げ
よ
う
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
面
山
瑞
方
は
、
そ
の
『
建
康
普
説
』

（
一
七
六
五
（
明
和
二
年
）
刊
〔
空
印
寺
時
代
（
一
七
二
九
―
一
七
四
一
）
の
提

唱
〕）
に
お
い
て
、
警
策
の
使
用
に
関
す
る
批
判
的
見
解
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
当
時
、
明
ら
か
に
本
来
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
用
い
ら
れ
方
に

対
す
る
面
山
の
真
摯
な
訴
え
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
一
部
の

み
鏡
島
元
隆
博
士
の
現
代
語
訳
と
と
も
に
引
用
し
よ
う
。

〔
８
〕
そ
の
睡
魔
避
け
難
き
を
以
て
の
故
に
、
乃
ち
警
策
の
設
有
り
。
是
れ
禅
杖

の
遺
意
と
雖
も
、
そ
の
制
度
如
法
に
非
ず
。

　
〔
鏡
島
訳
〕
坐
禅
に
は
睡
魔
が
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
警
策

を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
禅
杖
の
元
来
の
意
味
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
や
り
方
は
如
法
で
は
な
い
。（
鏡
島
［
一
九
七
八
］
二
四

七
―
二
四
八
頁
）

　

警
策
に
関
し
て
は
、
尾
崎
［
一
九
九
六
］、
及
び
、
同
［
二
〇
〇
三

ａ
］
は
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
問
題
点
を
扱
う
重
要
な
論
文
で
あ
り
、

必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
論
考
で
あ
ろ
う
。
禅
杖
に
関
し
て
は
、
尾
崎

［
一
九
九
六
］
二
〇
五
―
二
〇
六
頁
参
照
。
さ
ら
に
禅
宗
教
団
に
お
け

る
罰
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
［
二
〇
〇
三
ｂ
］
を
参
照
。

四　
僧
堂
教
育
の
歴
史
的
基
本
姿
勢

　

面
山
の
『
建
康
普
説
』
に
お
い
て
知
ら
れ
る
通
り
、
歴
史
的
に
み

て
、
僧
堂
に
お
け
る
雲
衲
の
振
る
舞
い
に
問
題
が
認
め
ら
れ
る
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
僧
堂
に
お
い
て
責
任
あ
る
立
場

に
あ
る
も
の
が
、
極
め
て
勝
れ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
今
、
こ
こ
に

永
光
寺
（
羽
咋
市
）
と
大
乗
寺
（
金
沢
市
）
に
伝
わ
る
典
籍
の
記
述
を
引

用
し
よ
う
。

　

ま
ず
一
つ
は
永
光
寺
の
『
日
鑑
』
の
記
述
で
あ
る
。「
解
題
」
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

〔
９
〕〈
典
籍
〉
１
３
１
『
日
鑑
』
一
巻
一
冊　

宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
石
叟
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八
五

徹
周
写
：

　
　

当
寺
四
九
二
世
石
叟
徹
周
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
先
住
の
魯
道
愚
謙
が
壬
午

（
宝
暦
一
二
年
〈
一
七
六
二
〉）
に
撰
述
し
た
清
規
で
侍
者
寮
亀
鑑
と
す
る
。

年
分
主
要
行
事
を
記
述
す
る
が
、
正
月
は
元
旦
と
三
〇
日
の
み
、
二
・
三
月

を
欠
き
、
四
月
か
ら
日
付
毎
に
記
述
し
、
次
に
諸
雑
記
と
し
て
侍
者
寮
用
心

記
・
知
随
寮
指
南
・
直
日
巡
香
指
南
を
付
す
る
。（『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目

録
解
題
集
７
北
信
越
管
区
編
』.
六
一
二
頁
下
）

　

こ
の
中
、「
知
随
寮
指
南
」
に
お
い
て
雲
衲
と
僧
堂
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
〔
改
行
位
置
を
〝
」〟
に
よ
っ
て
示
す
〕。

〔
10
〕
雲
衲
ノ
来
参
応
対
叮
嚀
ナ
ル
ベ
シ
是
レ
最
モ
要
ナ
リ
」
叢
林
ア
ル
ヲ
以
テ

雲
衲
ノ
境
タ
リ
雲
衲
ア
ル
ヲ
以
テ
」
叢
林
興ヲ

コ
ナ

ハ
ル
尚
ヲ
柱
ト
梁
ト
ノ
如
シ
冝

ク
能
ク
護
」
愛
セ
ス
ン
バ
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ

　

即
ち
、
雲
衲
を
接
受
す
る
に
叮
嚀
で
あ
る
こ
と
と
も
に
、「
叢
林
」

即
ち
僧
堂
と
雲
衲
の
あ
り
方
を
柱
と
梁
に
喩
え
た
上
で
、
雲
衲
を
護
愛

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
大
乗
寺
に
伝
わ
る
『
知
随
内
之
要
心
記
』
に
お
い
て
同

様
の
趣
旨
の
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
解
題
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
11
〕
大
乗
寺
〈
典
籍
〉
１
０
『
知
随
内
之
要
心
記
』
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

写　

弥
山
筆

　
　

大
乗
寺
知
随
寮
の
要
心
指
南
記
。
知
随
と
は
住
持
に
随
侍
す
る
の
意
味
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
専
ら
解
間
に
来
謁
す
る
客
僧
や
掛
搭
僧
な
ど
へ
の
引

客
・
接
待
・
世
話
の
要
心
を
実
に
詳
細
懇
切
に
指
南
し
た
も
の
。
文
中
、
遠

方
よ
り
の
客
僧
に
は
開
枕
を
待
た
ず
に
早
く
就
寝
さ
せ
る
べ
き
と
か
、
若
い

初
心
者
に
は
初
発
心
の
志
を
落
と
さ
せ
ぬ
よ
う
慈
愛
を
も
っ
て
相
対
す
べ
き

で
あ
る
な
ど
の
暖
か
い
心
遣
い
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
価
す
る
。

も
と
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
俊
龍
が
「
知
随
寮
内
口
訣
」
と
し
て
書
改

め
た
の
が
虫
損
し
た
の
で
、
慶
応
元
年
夏
安
居
の
際
に
当
役
〔
首
座
〕
の
弥

山
が
再
び
改
め
て
書
写
し
た
書
。（『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
７
北

信
越
管
区
編
』
四
六
五
―
四
六
六
頁
）

　

そ
の
当
該
個
所
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

〔
12
〕
初
心
ノ
人
迷
惑
セ
サ
ル
羊
ニ
慈
愛
ス
ル
ナ
リ
（
三
オ
四
―
五
行
）

〔
13
〕
初
テ
ノ
若
キ
人
ワ
初
発
□

〔
心
ヵ
〕之

志
ヲ
落
ザ
ル
羊
ニ
慈
愛
シ
云
聞
ス
ベ
シ

（
六
オ
六
行
）

　

こ
こ
に
は
、
初
学
者
の
初
発
心
の
志
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
が
鮮
明
に
説
か
れ
て
い

る
。
と
か
く
修
行
へ
の
士
気
を
の
み
尊
ぶ
傾
向
が
あ
る
僧
堂
に
お
い

て
、
永
光
寺
〔
10
〕
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
温
か
み
を
感
じ
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る
接
し
方
が
鮮
明
に
説
か
れ
て
い
た
こ
と
に
私
は
深
い
感
銘
を
受
け
る

と
と
も
に
、
安
心
を
覚
え
る
。
曹
洞
宗
の
歴
史
あ
る
寺
院
で
あ
る
永
光

寺
と
大
乗
寺
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は

大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

我
々
は
、
初
学
者
の
初
発
心
の
志
を
大
切
に
し
、
真
に
慈
愛
す
る
こ

と
を
実
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
引
用
し
た
永
光
寺

〔
10
〕、
並
び
に
大
乗
寺
〔
12
〕〔
13
〕
の
記
述
は
、
僧
堂
に
お
け
る
教

育
の
基
本
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
し
て
一
字
一
句
深
く
心
に
留
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
金
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

謝
辞　

本
研
究
に
際
し
て
、
所
蔵
資
料
の
使
用
を
許
諾
さ
れ
た
永
光
寺

様
並
び
に
大
乗
寺
様
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
参
考
資
料
に

関
し
て
、
伊
藤
良
久
氏
（
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
会
）
に
多
大
な
る
ご
便

宜
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

〈
一
次
資
料
〉

『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集.

大
禅
問
答
・
法
戦
～
若
き
雲
水
た
ち
の
永
平
寺
～
』
一
九
八
五

（
昭
和
六
〇
）
年
六
月
二
三
日.

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
で
放
送
）

壺
中
庵
主
『
禅
僧
の
修
行
ぶ
り
』
東
京
、
光
融
館
、
一
九
一
九
年
（
大
正

八
）
九
月
一
六
日

『
宗
報
』
第
七
八
号
、
曹
洞
宗
宗
務
局
文
書
課
、
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
）

本
庄
栄
治
郎
校
訂
、奈
良
本
辰
也
補
訂『
世
事
見
聞
録
』岩
波
文
庫
、一
九
九
四

〈
二
次
資
料
〉

尾
崎
正
善
「
警
策
考
」『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
二
七
、
一
九
九
六

尾
崎
正
善
「
叢
林
に
お
け
る
罰
則
に
つ
い
て
―
罰
礼
・
罰
油
・
罰
策
考
―
」

『
鶴
見
大
学
紀
要
』
四
〇
、
二
〇
〇
三
ａ

尾
崎
正
善
「
僧
堂
修
行
に
お
け
る
規
則
と
罰
則
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五

二
―
一
、
二
〇
〇
三
ｂ

尾
崎
正
善
「
瑞
世
考
」『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二

三
回
）
二
〇
二
二

尾
崎
正
善
「
瑞
世
考
（
二
）
―
總
持
寺
蔵
『
住
山
記
』
と
近
世
僧
伝
資
料
―
」

『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
四
回
）
二
〇
二
三

大
谷
哲
夫
「
近
世
日
本
仏
教
の
中
の
曹
洞
禅
―
宗
統
復
古
と
そ
の
形
式
化
に

つ
い
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
〇
―
二
、
一
九
八
二

鏡
島
元
隆
『
日
本
の
禅
語
録
１
８
卍
山
・
面
山
』
講
談
社
、
一
九
七
八

駒
沢
大
学
八
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
駒
沢
大
学
八

十
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
二

神
保
如
天
、安
藤
文
英『
禅
学
辞
典
』正
法
眼
蔵
註
解
全
書
刊
行
会
、一
九
五
八

曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
会
編
『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
７
北
信

越
管
区
編
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
六

田
中
洋
平
『
近
世
地
方
寺
院
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一

〔
引
用
文
中
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
（
新
井
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。〕



僧
堂
教
育
の
歴
史
的
研
究
に
関
す
る
覚
書
（
新
井
）

一
八
七

註
（
１
）
本
書
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
全
文
を
閲
覧
で

き
る
（https://dl.ndl.go.jp/pid/963115/1/1

）。
本
書
を
ご
教
示

下
さ
っ
た
古
山
健
一
博
士
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
２
）
僧
堂
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
聖
僧
堂
の
略
称
で
あ
り
禅
門
に
お
け
る

修
行
道
場
を
意
味
す
る
が
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
興
聖
寺
開
単
以
来
長

き
に
わ
た
り
、
本
山
ま
た
は
地
方
寺
院
が
自
由
意
志
を
も
っ
て
設
立
し

た
も
の
で
い
わ
ば
私
立
の
教
育
道
場
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（『
駒
沢
大

学
八
十
年
史
』
五
九
頁
参
照
）。

　
　
　

な
お
、
認
可
僧
堂
と
は
、「
本
山
以
外
の
常
恒
会
格
の
寺
院
に
し
て

一
定
の
法
に
随
っ
て
之
を
設
く
る
を
得
」
と
定
義
さ
れ
る
（『
禅
学
辞

典
』、
一
一
一
八
頁
）。

（
３
）
栴
檀
林
学
寮
の
「
漢
籍
」「
作
詩
・
作
文
」
の
教
科
の
内
容
に
関
し
て

は
、『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
一
五
頁
参
照
。

　
　
　

『
宗
報
』
第
七
八
号
（
明
治
三
三
年
三
月
一
五
日
、
四
頁
）
に
、｢
論

説　

僧
堂
と
学
林
」
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
三
二
年
の
曹
洞

宗
大
学
林
に
お
け
る
学
校
争
議
を
受
け
て
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、『
駒
沢
大
学
八
十
年
史
』
一
七
九
―
一
九
七

頁
に
詳
し
い
。
本
「
論
説
」
の
複
写
を
ご
恵
与
く
だ
さ
っ
た
工
藤
英
勝

氏
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　

な
お
、
僧
堂
教
育
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
寺
院
活
動
も
し

く
は
僧
侶
養
成
の
実
態
が
伝
え
ら
れ
る
点
で
次
の
よ
う
な
記
述
は
参
照

に
価
す
る
。
正
司
考
祺
（
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
―
安
政
四
年
（
一

八
五
七
））
の
『
天
明
録
』〔
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
頃
〕（
辻
［
一
九

六
一
］「
第
十
章
第
十
六
節　

排
仏
論
」）
で
は
、「
僧
侶
の
閲
読
す
る

経
文
」
と
し
て
、「
然
ル
ニ
今
時
ハ
、
宗
旨
毎
ニ
飯
ノ
種
ト
云
テ
、
剃

髪
ノ
日
ヨ
リ
、
直
ニ
当
用
ノ
経
ノ
ミ
ヲ
習
ヘ
リ
、
禅
宗
ハ
心
経
・
金
剛

経
・
大
悲
咒
・
楞
厳
経
・
法
華
・
唐
音
・
施
餓
鬼
等
迄
ナ
リ
」（
二
三

五
頁
）、「
句
草
紙
或
ハ
雪
竇
カ
碧
巌
・
大
智
カ
偈
頌
ナ
ト
読
ム
モ
ア

リ
、
其
上
ニ
少
々
仏
書
ヲ
読
ル
者
ハ
、
当
時
ノ
知
識
ト
称
ス
」（
二
三

五
―
二
三
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
禅
宗
」
が
曹
洞
宗

の
み
を
示
す
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、「
当
用
ノ
経
」
の
み
を
習
う

と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
こ
に
は
『
正
法
眼
蔵
』
を
中

心
と
す
る
宗
学
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
習

う
」
と
い
う
時
、
そ
の
内
容
が
何
で
あ
っ
た
か
は
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
武
陽
隠
士
『
世
事
見
聞
録
』〔
文
化
一
三
年
（
一
八
一

六
）〕「
三
の
巻　

寺
社
人
の
事
」「
ま
た
留
守
居
の
僧
ど
も
は
住
持
の

留
守
を
幸
ひ
に
他
所
よ
り
来
る
施
物
を
盗
み
、
賽
銭
を
奪
ひ
、
酒
を
呑

み
、
肴
を
食
ひ
、
ま
た
は
博
奕
を
な
し
、
ま
た
は
留
守
を
明
け
て
遊
所

へ
出
て
売
女
に
狂
ひ
、
師
弟
主
従
と
も
不
法
不
行
状
な
り
。」（『
世
事

見
聞
録
』
一
四
〇
頁
。『
世
事
見
聞
録
』
は
辻
［
一
九
六
一
］
一
七
二

―
一
八
六
頁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
）。
さ
ら
に
、
帆
足
萬
里
（
安
永
七

年
（
一
七
七
八
）
―
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
））
の
『
東
潜
夫
論
』
に
お



僧
堂
教
育
の
歴
史
的
研
究
に
関
す
る
覚
書
（
新
井
）

一
八
八

け
る
「
田
舎
ノ
仏
寺
ハ
、
檀
那
纔
ニ
三
四
十
戸
、
甚
シ
キ
ハ
十
余
戸
ナ

リ
、
名
ハ
僧
ト
イ
ヘ
ド
、
実
ハ
農
戸
ト
同
ジ
、
但
田
作
シ
テ
生
業
ト
ス

ナ
リ
」（
辻
［
一
九
六
一
］
二
〇
六
―
二
〇
八
頁
）
と
い
う
記
述
も
当
時

の
寺
院
の
実
際
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

こ
れ
ら
の
記
述
は
「
排
仏
論
」
に
立
脚
す
る
か
ら
、
仏
教
寺
院
に
対

す
る
批
判
的
意
識
は
高
い
が
、
し
か
し
正
に
そ
れ
故
に
、
そ
の
当
時
の

仏
教
寺
院
や
僧
侶
の
実
態
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

し
か
る
に
、
寺
院
制
度
と
そ
の
実
態
に
関
連
し
て
、
田
中
洋
平
博
士

は
、
僧
侶
養
成
お
け
る
「
僧
階
」
と
修
行
年
数
と
の
関
係
に
注
目
し
、

「
外
形
的
な
修
行
年
数
に
関
す
る
規
定
」
と
実
態
を
考
察
し
て
い
る
。

即
ち
、
田
中
博
士
は
、
上
野
国
雙
林
寺
史
料
の
「
時
代
証
文
」
に
基
づ

い
て
、
江
湖
会
首
座
の
法
臘
年
数
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

よ
う
な
「
時
代
証
文
」
の
記
載
内
容
の
信
憑
性
を
問
い
、
曹
洞
宗
廣
正

寺
（
武
蔵
国
）
の
史
料
に
依
拠
し
て
、
僧
侶
階
級
に
関
す
る
規
定
と
実

際
の
運
用
の
間
に
乖
離
が
み
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
田
中

洋
平
［
二
〇
一
九
］
一
五
四
―
一
六
二
頁
）。『
法
度
』
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
「
上
座
」「
長
老
」「
和
尚
」「
法
幢
師
」
と
い
う
四
つ
の
僧
階

は
、
ま
ず
出
家
得
度
し
「
上
座
」
と
な
り
江
湖
会
に
参
加
し
、
法
臘
二

〇
年
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
江
湖
頭
を
務
め
て
「
長
老
」
と
な

り
、
さ
ら
に
五
年
の
修
行
を
積
み
「
和
尚
」
の
僧
階
を
得
て
、「
三
法

幢
地
」
以
外
の
住
持
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、「
三
法
幢

地
」
の
住
持
た
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
五
年
の
修
行
が
必
要
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
田
中
博
士
の
考
察
に
よ
る
と
、
廣
正
寺
史
料
に
記
載
さ

れ
る
六
名
の
中
、
五
名
の
寺
僧
の
経
歴
に
お
い
て
、
法
臘
二
〇
年
を
経

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
随
意
会
首
座
」、
つ
ま
り
江
湖
頭
を
務

め
た
事
例
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
田
中
博
士

は
「
こ
の
時
代
の
僧
侶
階
級
に
関
す
る
規
定
が
厳
密
に
適
用
さ
れ
て
お

ら
ず
、
弾
力
的
な
運
用
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
検
証
は
、
直
接
的
に
僧
堂
教
育
そ
の
も
の
の
実

態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
僧
侶
養
成
の
制
度
が
形
骸
化
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
養
成
、
も
し
く
は
教
育
の
実
態

が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
僧

堂
に
お
け
る
教
育
な
い
し
修
行
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
面
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
瑞
世
を
め
ぐ
る
制
度
と
実
態
の
問
題
に
つ
い
て
、
尾
崎
正
善

［
二
〇
二
二
］、
及
び
同
［
二
〇
二
三
］
は
重
要
な
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
で
に
大
谷
哲
夫
［
一
九
八
二
］
七
五

〇
頁
、
註
一
三
）
に
お
い
て
「『
世
事
見
聞
録
』（
前
掲
書
〔
＝
辻
［
一

九
六
一
］
＝
新
井
註
〕
第
十
巻
一
七
二
頁
）
で
は
、
諸
宗
に
共
通
す
る

堕
落
腐
敗
の
現
状
を
暴
露
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
所
謂
の
諸

法
度
が
空
文
化
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
就
中
、
洞
門
に
お
い
て

は
、
本
山
へ
献
金
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
行
期
間
が
短
縮
で
き
る
こ

と
、
ま
た
、
大
本
山
永
平
寺
に
お
い
て
も
修
行
よ
り
金
銭
が
重
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



一
八
九

総
説　
衛
藤
即
応
の
信
仰
と
学
知

　

衛え

藤と
う

即そ
く

応お
う

（
一
八
八
八
～
一
九
五
八
）
の
信
仰
と
そ
れ
に
裏
づ
け
ら
れ

た
学
知
の
特
徴
と
は
、
組・

織・

的・

で
あ
り
体・

系・

的・

で
あ
り
構・

造・

的・

で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

衛
藤
が
仏
教
者
と
し
て
生
涯
を
通
し
て
格
闘
し
た
相
手
は
、
仏
教
宗

派
の
相
互
排
他
性
を
特
質
と
す
る
閉
鎖
的
な
教ド

グ

マ

条
主
義
と
、
当
時
の
人

文
学
を
席
巻
し
た
過
剰
な
歴
史
主
義
や
科
学
主
義
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

理
性
至
上
の
独
善
性
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
宗
派
内
部
で
自ト

ー
ト
ロ
ジ
ー

己
循
環

し
、
観
念
的
に
自
足
し
て
現
実
と
の
接
点
を
必
要
と
し
な
い
宗
学
や
、

近
代
諸
科
学
の
即
物
的
世
俗
主
義
と
の
根ア

本ポ

難リ

題ア

に
衛
藤
は
対た

い

峙じ

す

る
。

　

さ
ら
に
、
衛
藤
の
志
向
す
る
信
仰
と
学
知
は
、
単
に
宗
教
界
・
学
術

界
の
聖
域
に
立
て
こ
も
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
と
社
会
と
の
厳

し
い
交
渉
を
通
じ
て
、
宗
教
・
仏
教
に
対
す
る
批
判
と
検
証
に
つ
ね
に

開
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
信
仰
自
体
を
現
実
界
で
鍛
え
上
げ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。
俗
情
と
結
託
し
阿あ

諛ゆ

追つ
い

従し
ょ
うす

る
こ
と
で
は
な
い
。

　

構・

造・

的・

と
は
、
禅
・
仏
教
周
辺
の
文
化
学
、
宗
教
学
や
哲
学
、
倫
理

学
お
よ
び
歴
史
学
な
ど
の
人
文
学
の
み
な
ら
ず
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
神
学

〈
危
機
神
学
・
組
織
神
学
を
含
む
〉
な
ど
の
広
汎
な
問
題
意
識
と
方
法
論
を

も
総
動
員
し
て
、
仏
教
の
信
仰
と
学
知
を
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
西
欧
の
諸
科
学
や
宗
教
論
を
単
純
に
移
入
し
て
宗
門
の
現
実
に
あ

て
は
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
教
独
自
の
方
法
論
を
模
索
し
た
。
体・

系・

的・

と
は
、
仏
教
の
信
仰
と
学
知
と
を
、
恣
意
的
感
覚
的
で
は
な
く
、
系

統
的
に
論
理
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
組・

織・

的・

と
は
、
仏

教
の
信
仰
と
学
知
を
、
あ
る
特
定
の
宗
派
や
地
域
・
社
会
や
時
代
に
限

定
せ
ず
、
仏
教
の
総
体
を
人
間
の
文
化
現
象
と
し
て
学
的
に
検
証
し
、

再
構
成
す
る
と
い
う
営
み
で
あ
る
。

緒
言

　

こ
こ
に
一
篇
の
講
述
本
が
存
在
す
る
。
衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊

論
」
と
題
す
る
講
演
記
録
で
あ
る
。
比
較
的
短
篇
で
あ
り
な
が
ら
、
混

乱
し
曖
昧
だ
っ
た
当
時
の
宗
門
の
本
尊
論
に
終
止
符
を
打
ち
、
正
統
で

実
践
的
な
曹
洞
宗
と
し
て
の
本
尊
観
を
確
立
し
た
感
の
あ
る
こ
の
宗
教

衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
系
譜

―
講
述
録
公
刊
版
と
各
種
異
本

―

工
　
藤
　
英
　
勝

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
系
譜
（
工
藤
）

一
九
〇

文
書
は
、
ま
っ
と
う
に
評
価
を
受
け
る
こ
と
も
批
判
す
ら
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
、
長
ら
く
忘
却
の
か
な
た
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
―
あ
た
か
も

そ
ん
な
文
書
な
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
―

　

衛
藤
の
「
宗
門
の
本
尊
論
」
原
文
は
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に

講
習
録
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
単
純
な
誤
植
だ
け
で
は
な
く
、

意
味
の
通
じ
な
い
箇
所
も
あ
り
、
正
確
な
読
解
に
難
渋
す
る
こ
と
も
一

再
で
は
な
い
。
さ
い
わ
い
に
、
当
該
本
尊
論
に
は
い
く
つ
か
の
異
本
・

別
本
や
関
連
文
書
も
存
在
す
る
の
で
、
厳
密
な
対
校
作
業
に
よ
っ
て
、

よ
り
理
想
的
な
校
訂
本
を
調
製
す
る
。
そ
の
上
で
こ
の
稿
本
の
精
密
か

つ
立
体
的
な
読
解
を
行
い
た
い
。
精
密
な
読
解
と
は
、
稿
本
の
行
論
文

脈
に
即
し
た
論
旨
の
解
読
と
解
明
で
あ
り
、
立
体
的
な
読
解
と
は
、
発

表
当
時
の
歴
史
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
、
当
該
本
尊
論
を
近
代
仏
教

思
想
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
、
純
然
た
る
学
術
論
文
と
い
う
体

裁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
裁
な
信
仰
告
白
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
当

時
と
し
て
は
、
彼
の
提
唱
に
な
る
組
織
仏
教
学
の
洞
察
と
、
最
新
の
宗

教
学
的
研
究
の
学
知
の
粋
を
つ
ぎ
込
ん
で
講
述
し
た
信
仰
論
で
あ
る

が
、
そ
の
基
盤
と
枠
組
の
前
提
と
な
る
の
は
、
衛
藤
が
本
文
で
は
一
切

触
れ
て
い
な
い
、
既・

知・

の
あ
る
い
は
未・

見・

の
仏
書
で
あ
る
。
故
に
衛
藤

「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
、
多
重
層
的
に
同
時
に
進

行
す
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
（
複
数
声
部
旋
律
）
を
構
成
し
て
い
る
。

衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
関
係
時
期
区
分
・
系
譜

　
「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
成
立
お
よ
び
確
定
に
係
る
過
程
は
、
概
ね
初

中
後
各
三
、
計
九
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
本
論
の
系
統
的
な
生

成
・
発
展
・
確
立
の
系
譜
が
見
て
と
れ
る
。

　

〇　

第
一
期　
着
想
・
構
想
・
導
入
期　
宗
学
・
仏
教
学
各
種
論
文

①　

講
演
「
仏
教
の
宗
教
学
的
研
究
に
就
て
」　

→　
着
想

日
本
仏
教
学
協
会
第
二
回
大
会
（
大
正
大
学
講
堂
）
昭
和
四
（
一
九
二
九
）

年
一
一
月
二
三
日　
『
日
本
仏
教
学
協
会
年
報
』
第
二
年　

昭
和
五

（
一
九
三
〇
）
年
一
一
月
一
五
日
発
行　

二
九
～
四
二
頁

②　

論
文
「
仏
教
の
発
達
と
宗
派
」　

→　

構
想

『
駒
澤
大
学
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
卷
之
二　

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

一
二
月
八
日
発
行　

一
～
二
三
頁

③　

論
文
「
歴
史
と
宗
義
」　

→　

導
入

『
駒
澤
大
学
仏
教
学
会
年
報
』
第
六
卷
之
二　

昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）

年
三
月
二
八
日
発
行　

一
～
一
〇
頁

　

〇　

第
二
期　
「
本
尊
論
」
本
体
発
表
期　
（
執
筆
・
講
述
・
修
正
）

①　

草
案
版
「
宗
門
の
本
尊
論
草
案
」（
原
題
）　

→　

原
案
執
筆

遺
稿
覆
刻　
『
道
元
禅
師
の
宗
教
と
現
代
』　

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
三
〇

日
発
行　

春
秋
社　

五
七
～
九
九
頁

②　

昭
和
十
二
年　

講
述
版
「
宗
門
の
本
尊
論
」　

→　

講
演
講
述

（
曹
洞
宗
布
教
講
習
所
講
演
）「
宗
門
の
本
尊
論
」　

昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）



衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
系
譜
（
工
藤
）

一
九
一

年
六
月
講
述　
『
曹
洞
教
会
修
証
義　

年
中
行
事
諸
法
要　

説
教
実
演

集
』　

昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
一
二
月
一
日
発
行　

曹
洞
宗
布
教
師

連
盟　

一
二
～
二
一
頁

③　

昭
和
十
八
年
春　

寮
講
本
版
（
修
正
版
）「
宗
門
の
本
尊
論
」

.

→
講
述
録
修
正

私
家
版
講
本　

道
憲
寮
孔
版
謄
写
印
刷
原
版
「
宗
門
の
本
尊
論
」　

覆

刻　

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
一
〇
月
一
二
日
頒
布
（
中
西
道ど

う

瞻せ
ん

氏
印
施
）

　

〇　

第
三
期　
「
本
尊
観
」
証
明
・
確
定
期　
弁
道
話
異
本
よ
り
証
明

①　
「
正
法
眼
蔵
義ぎ

解げ　

弁
道
話
」
第
二
十
五
講　

本
文
義
解
（
十
九
）

「
正
法
寺
本
」（
第
五
問
答
）　
『
道
元
』
第
十
四
卷
第
一
・
二
号　

昭
和

二
七
（
一
九
五
二
）
年
一
月
・
二
月
発
行　

無
礙
光
林　

二
九
頁
～
・
二

六
頁
～

②　

論
文
「
道
元
禅
師
の
本
尊
観
」　
『
道
元
』
第
十
四
卷
第
四
・
五
号

　

同
年
四
月
二
九
日
発
行　

無
礙
光
林　

二
～
八
頁

③　

論
文
「
四　

教
主
論
の
批
判
」　

没
後
再
録
〈
①
②
〉
刊
行　
『
正

法
眼
蔵
序
説　

弁
道
話
義
解
』　

昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
五
月
三
〇

日
発
行　

岩
波
書
店　

一
八
九
～
一
九
六
頁
〈
義
解
解
説
文
〉　

三
三
一

頁
〈
正
法
寺
蔵
本
覆
刻
〉

　

ま
ず
第
一
期
の
着
想
・
構
想
・
導
入
期
で
あ
る
が
、
仏
身
論
や
本
尊

論
を
主
題
と
し
た
論
攷
で
は
な
い
が
、
す
で
に
昭
和
初
期
の
段
階
で
衛

藤
は
、
本
尊
論
展
開
の
着
想
を
得
て
い
る
。
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、

日
本
仏
教
学
協
会
大
会
に
お
け
る
記
念
碑
的
講
演
「
仏
教
の
宗
教
学
的

研
究
に
就
て
」　

の
な
か
で
、
宗
学
（
宗
乗
）
と
仏
教
学
（
余
乗
）
と
を

対
比
し
て
問
題
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
①
日
本
仏
教
宗
派
の
宗
学
（
宗

乗
）
の
閉
鎖
性
と
表
裏
を
な
す
排
他
性
の
問
題
、
②
近
代
人
文
学
の
移

入
と
勃
興
に
よ
っ
て
、
歴
史
主
義
や
科
学
主
義
な
ど
が
席
巻
す
る
こ
と

の
混
乱
と
激
変
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
宗
教
・
仏
教
の
聖
域
で
あ
っ
た
神

話
や
そ
の
権
威
に
対
し
て
、
近
代
諸
科
学
は
一
様
に
疑
義
を
呈
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
、
宗
教
研
究
や
仏
教
研
究
は
当
初
の
意
図

に
反
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
宗
派
仏
教
の
も
つ
信
仰
体
系
を
破

壊
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
価
値
す
ら
否
定
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
の

で
あ
る
。
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
衛
藤
は
こ
の
論
攷
の
結
論
と
し
て
次

の
よ
う
に
陳
べ
て
い
る
。「
宗
派
を
宗
派
と
し
て
研
究
せ
ず
し
て
仏
教

と
し
、
仏
教
を
仏
教
と
し
て
其
範
囲
に
止
め
ず
し
て
文
化
現
象
の
一
と

し
て
の
宗
教
と
し
て
研
究
し
、
文
化
の
圏
外
に
一
城
廓
を
築
い
て
立

籠
っ
た
仏
教
を
文
化
の
流
に
合
流
せ
し
め
、
宗
教
自
体
と
し
て
研
究
せ

ん
と
す
る
意
味
に
於
て
仏
教
の
宗
教
学
的
研
究
を
唱
導
し
た
い
と
思

ふ
」（
三
八
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
宗
派
の
宗
乗
・
宗
学
の
伝

統
か
ら
、
母
体
と
な
る
根
本
仏
教
す
な
わ
ち
仏
陀
・
釈
尊
の
仏
教
の
源

泉
に
遡
行
す
る
方
法
を
提
唱
す
る
。
仏
身
論
も
し
く
は
本
尊
論
か
ら
す

れ
ば
、
各
宗
派
の
宗
乗
・
宗
学
に
お
け
る
仏
陀
観
や
本
尊
観
か
ら
出
発

し
て
、
本
源
の
釈
尊
の
仏
教
に
帰
着
せ
し
め
る
と
い
う
方
向
性
は
す
で

に
こ
こ
で
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
格
的
な
宗
門
の
本

尊
論
を
展
開
す
る
に
は
、
い
ま
だ
概
念
装
置
が
十
全
で
は
な
い
。
こ
の



衛
藤
即
応
「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
系
譜
（
工
藤
）

一
九
二

着
想
か
ら
、
精
密
な
論
理
設
計
す
な
わ
ち
構
想
段
階
へ
と
進
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
発
表
の
「
仏
教
の
発
達
と
宗
派
」
は
、
仏
誕

生
二
千
五
百
年
記
念
奉
讃
事
業
を
間
近
に
迎
え
た
時
期
、「
釈
尊
に
帰

れ
」
と
い
う
要
求
や
掛
声
を
意
識
し
て
、
後
の
本
尊
論
の
布
石
を
打

つ
。
す
な
わ
ち
、
先
の
講
演
の
宗
学
（
宗
乗
）・
教
学
（
余
乗
）
と
い
う
対

比
に
加
え
て
、
信
仰
の
仏
教
・
理
解
の
仏
教
、
実
践
・
理
解
、
安
心
・

理
性
、
宗
祖
（
祖
師
）・
釈
尊
お
よ
び
本
尊
観
・
面
授
嗣
法
と
い
う
概
念

装
置
を
設
定
し
、
後
の
「
宗
門
の
本
尊
論
」
立
案
の
た
め
の
細
部
の
構

想
を
積
み
あ
げ
る
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
「
歴
史
と
宗
義
」
で
は
、
上
述

の
概
念
装
置
を
表
題
に
あ
る
歴
史
・
宗
義
の
問
題
に
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

し
て
、
宗

義
信
仰
は
、
歴
史
形
態
と
し
て
表
現
さ
れ
る
趣
旨
を
述
べ
る
。
こ
の
論

中
、
教
主
論
や
仏
陀
観
に
触
れ
、
信
仰
対
象
（
所よ

り
ど
こ
ろ

依
処
）
と
し
て
の
理

想
仏
は
、
歴
史
的
形
態
と
し
て
表
象
さ
れ
た
教
主
釈
尊
に
も
と
づ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
宗
門
の
本
尊
論
」

立
案
の
導
入
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
第
一
期
の
具
体
的
な
試
行
過
程
の
み
な
ら
ず
、
第
二
期
以
降

も
共
通
し
て
、
意
識
内
部
で
は
次
の
よ
う
な
方
法
論
を
適
用
す
る
。
す

な
わ
ち
、
仏
教
教
理
の
個
別
の
情
報
を
、
学
的
知
識
と
し
て
精
選
抽
出

し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
信
仰
の
篩ふ

る
いに

か
け
て
、
主
体
化
し
体
系
化
し
組

織
化
す
る
。
静
的
な
客
観
を
動
的
な
主
観
と
し
て
活
性
化
す
る
。
こ
こ

に
後
に
衛
藤
が
提
唱
す
る
組
織
仏
教
学
ま
た
は
仏
教
の
宗
教
学
的
研
究

の
術ア

ル
テが

余
す
こ
と
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
期
「
本
尊
論
」
本
体
発
表
期
の
三
本
の
う
ち
、
後
二
本
〈
②

③
〉
は
、
同
一
稿
本
で
あ
る
。
②
は
昭
和
一
二
年
講
述
録
公
刊
版
で
、

③
は
昭
和
一
八
年
修
正
版
で
あ
る
。
講
述
録
の
誤
植
・
誤
記
が
訂
正
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
憲
寮
生
が
作
成
し
た
も
の
で
、
衛
藤
寮
長
に
よ

る
添
削
が
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
最
初
の
稿
本
①
は
、
原
題
を

「
宗
門
の
本
尊
論
草
案
」
と
し
、
執
筆
時
期
は
不
明
だ
が
、
そ
の
文
量

と
構
成
や
内
容
か
ら
、
講
述
録
執
筆
以
前
の
比
較
的
自
由
な
論
理
素
描

で
あ
る
。
②
講
述
録
公
刊
版
の
校
訂
に
は
、
③
修
正
版
が
有
効
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
解
決
で
き
な
い
箇
所
は
、
異
本
①
草
案
版
と
の
対
照
と

解
読
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
有
機
的
な
校
異
対
照
に
よ
っ
て
、
よ

り
理
想
的
な
校
訂
本
を
調
製
す
る
。
講
述
録
公
刊
版
は
、
校
訂
本
と
し

て
精
密
に
再
生
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
当
該
の
時
代
と
社
会
の
状
況

と
文
脈
に
お
い
て
、
仏
身
論
と
本
尊
観
が
立
体
的
に
解
析
さ
れ
る
。

　

昭
和
一
八
年
戦
中
期
に
一
応
の
完
成
を
み
た
「
宗
門
の
本
尊
論・

」

は
、
宗
門
の
本
尊
観・

と
し
て
は
相
当
に
高
い
蓋が

い

然ぜ
ん

性
を
有
し
て
い
る
と

は
い
え
、
道
元
禅
師
に
よ
る
証
拠
の
明
文
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
そ
の

真
実
性
に
つ
い
て
は
、
相
反
す
る
文
書
の
発
見
に
よ
っ
て
そ
の
結
論
が

逆
転
す
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
と
く
に
道
元
禅
師
の
よ
う
な
仏
者

は
、
予
想
だ
に
し
な
い
転
釈
や
逆
説
を
こ
の
仏
身
論
や
本
尊
観
で
行
う

こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。
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第
三
期
「
本
尊
観
」
証
明
・
確
定
期
は
、
或
る
弁
道
話
写
本
か
ら
本

尊
観
を
実
証
し
そ
れ
を
確
定
す
る
段
階
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
奇
遇
が
一

致
し
た
こ
と
に
よ
る
僥

ぎ
ょ
う

倖こ
う

で
あ
る
。
衛
藤
自
身
が
②
『
道
元
禅
師
の
本

尊
観
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
懐
古
す
る
。「
一
般
教
学
や
宗
学
の
諸

方
面
か
ら
参
究
し
て
、
三
身
未
分
の
史
上
の
釈
尊
と
い
う
帰
結
に
達
し

た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
み
れ
ば
実
に
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
何
も
苦
し
む
程
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
之
を
証
す
べ

き
典
拠
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
教
学
上
の
仏
身
観
の
発
達
ま
で

論
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
図
ら
ず
も
正
法
寺
伝
来
の
弁

道
話
を
拝
覧
す
る
こ
と
を
得
て
‥
〈
中
略
〉
‥
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
証
明

せ
ら
れ
た
感
が
あ
っ
て
、
無
上
の
法
悦
に
随
喜
し
た
次
第
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
第
二
の
奇
遇
と
は
、
偶
々
、
道
友
の
秋
田
市
妙
覚
寺
真ま

崎さ
き

大だ
い

雄ゆ
う

師
が
、
古
刹
・
岩
手
県
正
法
寺
の
住
持
職
に
就
い
た
こ
と
に
よ

り
、
正
法
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
『
正
法
眼
蔵
雜ざ

つ

文ぶ
ん

』
と
題
す
る
古
写

本
の
な
か
に
、
流
布
本
と
は
別
系
統
の
弁
道
話
写
本
を
拝
覧
す
る
に

至
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
異
本
の
弁
道
話
の
な
か
に
、
流
布
本

で
は
全
体
削
除
さ
れ
た
教
主
論
に
係
る
一
段
〈
正
法
寺
本
で
は
第
五
問

答
〉
が
存
在
し
、
そ
の
趣
旨
は
ま
さ
し
く
衛
藤
が
戦
前
講
述
し
た
「
宗

門
の
本
尊
論
」
を
直
接
裏
づ
け
る
い
わ
ば
物・

証・

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
生
前
、
戦
後
復
刊
の
『
道
元
』
誌
に
連
載
さ
れ
た
①
「
正
法
眼
蔵

義
解　

弁
道
話
」
は
、
没
後
、
③
『
正
法
眼
蔵
序
説　

弁
道
話
義
解
』

（
岩
波
書
店
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

組
織
仏
教
学　
仏
陀
論

　
「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
、
衛
藤
即
応
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
宗
学
、
組

織
仏
教
学
の
基
調
と
精
髄
で
あ
る
。
衛
藤
は
、
独
自
の
「
仏
教
の
宗
教

学
的
研
究
」
方
法
に
も
と
づ
き
、
仏
教
の
人
間
の
宗
教
と
し
て
の
本
義

を
解
明
す
る
た
め
、
五
つ
の
体
系
組
織
を
設
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
仏

教
の
研
究
態
度
を
表
明
す
る
①
序
論
、
次
い
で
本
論
と
し
て
は
②
仏
陀

論
③
衆
生
論
④
菩
薩
論
を
立
て
、
さ
ら
に
附
論
と
し
て
は
⑤
教
理
史
を

加
え
て
全
体
五
部
か
ら
な
る
。

　

就
中
、「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
、
如
上
の
組
織
仏
教
学
本
論
の
②
仏

陀
論
の
部
門
に
相
当
し
、
仏
教
の
宗
教
客
体
の
本
質
論
・
所
依
処
を
追

究
す
る
。表

題
に
つ
い
て　
本
尊
論
と
本
尊
観
の
区
別

　

表
題
「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
、
曹
洞
宗
・
宗
乗
・
宗
学
・
信
仰
上
の

根
本
の
所よ

り
ど
こ
ろ

依
処
と
な
る
仏
陀
に
つ
い
て
の
論
究
を
い
う
。「
宗
門
」
は

多
義
あ
り
、
教
家
（
教
学
仏
教
）
に
対
し
て
の
禅
家
の
宗
旨
を
指
す
が
、

一
般
に
は
宗
派
の
意
味
に
も
用
い
、
日
本
の
仏
教
各
宗
派
が
自
身
の
宗

派
を
指
し
て
こ
う
呼
ぶ
。「
本
尊
」
と
は
、
根
本・

の
主
尊・

の
謂
で
あ
る

が
、
道
元
禅
師
の
著
述
で
は
使
用
例
は
な
く
、
最
狭
義
の
「
本
尊
」

論
・「
本
尊
」
観
は
成
り
立
た
な
い
が
、
信
の
所
依
処
と
な
る
究
極
の

仏
陀
・
釈
尊
の
あ
り
方
と
い
う
広
義
で
用
い
る
。
な
お
、「
本
尊
論・

」
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と
「
本
尊
観・

」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
山
内
舜
雄
の
次
の
指
摘
が
参
考

に
な
る
。

　

ま
ず
、
本
尊
論
と
本
尊
観
と
を
区
別
し
て
論
じ
た
方
が
、
宗
門
の
現
況
で

は
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
門
の
本
尊
観
と
い
う
も
の

は
、
そ
の
不
動
の
信
仰
対
象
を
示
す
も
の
と
し
て
、
古
来
確
立
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
容
易
に
改
変
を
許
さ
ざ
る
絶
対
性
が
、
そ
こ

に
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
宗
門
の
〉
本
尊
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
点
に
お
け
る
、
こ
の
絶
対
的
な
本
尊
観
に
対
す
る
解
釈
な
り
敷
衍
な
り

と
規
定
す
れ
ば
、
そ
こ
に
相
対
的
な
一
面
を
有
し
て
、
あ
る
程
度
の
議
論
の

幅
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

.

「
本
尊
論
提
起
の
今
日
的
意
義
」『
教
化
研
修
』
第
一
一
号　

一
九
六
八
年

「
宗
門
の
本
尊
論
」
構
成
・
梗
概

　
「
宗
門
の
本
尊
論
」
は
、『
曹
洞
教
会
修
証
義　

年
中
行
事
諸
法
要　

説
教
実
演
集
』　

曹
洞
宗
布
教
師
連
盟
出
版　

四
六
判
（
一
二
七
×
一
八

八
）
三
〇
四
頁
中
、
一
二
～
二
一
頁
（
一
〇
頁
分
）
所
載
の
文
字
数
五
四

〇
一
字
〈
図
表
除
く
・
表
題
含
む
〉
の
講
演
録
で
あ
る
。

　

そ
の
構
成
は
、
段
落
ご
と
に
示
す
と

　
【
１
】
序
論　
従
前
の
本
尊
論
評
価

　
【
２
】
本
論　
仏
教
の
特
徴　

教
祖
と
本
尊

　
【
３
】
発
題　
釈
尊
在
世
時
の
教
祖
と
本
尊

　
【
４
】
釈
尊
在
世
期　

教
祖
と
本
尊
の
一
如
・
一
体

　
【
５
】.

釈
尊
滅
後
の
仏
陀
観　

仏
身
論
の
胚
胎　

教
祖
と
本
尊
の
分

解
＝
二
身
説　

　
【
６
】
二
身
説
の
起
源
・
萌
芽　

部
派
仏
教

　
【
７
】
二
身
説
か
ら
法
報
応
の
三
身
説

　
【
８
】
報
身
本
尊
か
ら
法
身
本
尊　

唯
識
仏
教
の
三
身
説

　
【
９
】
一
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
身
論
の
展
開

　
【
10
】
三
身
解
釈
の
変
化　

三
身
一
体　

本
地
垂
迹

　
【
11
】
仏
教
教
学
上
の
仏
身
観　

歴
史
上
の
教
主
釈
尊
の
扱
い

　
【
12
】
宗
門
の
本
尊
論　

教
学
上
の
仏
身
観
か
ら
演
繹
で
き
な
い

　
【
13
】.

宗
門
の
本
尊
観　

教
主
と
本
尊
と
が
一
体
で
あ
る
歴
史
上
の

釈
尊　

二
身
・
三
身
・
四
身
未
分
の
仏
陀

　
【
14
】
結
論　
教
学
上
の
仏
身
論
を
根
拠
と
し
な
い
行
仏
＝
本
尊　

　
　

面
授
嗣
法
論
と
の
連
携

と
な
っ
て
お
り
、
全
体
を
通
し
て
の
梗
概
・
要
旨
は
次
の
通
り
。
釈
尊

在
世
当
時
の
教
祖
＝
本
尊
論
か
ら
、
仏
滅
後
の
生
身
・
法
身
の
二
身
説

を
経
て
、
法
身
・
報
身
・
応
身
お
よ
び
自
性
身
・
受
用
身
・
変
化
身
の

三
（
四
）
身
説
の
発
展
深
化
の
過
程
を
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
曹

洞
宗
＝
宗
門
の
本
尊
が
二
身
・
三
身
未
分
の
仏
陀
す
な
わ
ち
歴
史
上
の

教
主
釈
尊
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

「
宗
門
の
本
尊
論
」
読
解
の
た
め
の
問
題
群

　

筆
者
は
、
底
本
「
昭
和
十
二
年　

講
述
版
『
宗
門
の
本
尊
論
』」
に
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も
と
づ
き
、
各
種
の
異
本
や
参
考
文
献
な
ど
を
対
校
し
て
、
校
訂
版

「
宗
門
の
本
尊
論
」
を
調
製
す
る
。
底
本
に
あ
る
誤
記
・
誤
植
を
能
う

限
り
訂
正
・
補
正
し
て
、
全
体
と
し
て
意
味
の
通
る
文
書
に
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
校
訂
本
に
よ
っ
て
、
衛
藤
に
よ
る
本
尊
論
お
よ
び
宗
門

の
本
尊
観
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
一
見
、
文
意
鮮
明
、
論

理
明
快
の
行
論
は
、
そ
の
文
脈
に
随
っ
て
そ
の
内
実
に
入
っ
て
み
る

と
、
実
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
近
代
仏
教
思
想
史
と
し
て
の

解
明
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

そ
の
複
雑
さ
を
、
本
稿
で
簡
略
に
摘
要
す
る
こ
と
は
無
理
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
衛
藤
の
筆
致
に
沿
い
つ
つ
、
一
つ
ひ
と
つ
の
問
題
を
解
明

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
衛
藤
「
宗
門
の
本
尊
論
」
に
あ
る
主
要
な
問
題
群
を
挙

げ
て
、
そ
の
実
際
の
解
明
は
別
稿
（『
宗
学
研
究
紀
要
』）
に
譲
り
た
い
。

　

第
一　

 

戦
前
期
の
曹
洞
宗
宗
憲
（
宗
制
）
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
本
尊

規
定

　

衛
藤
が
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
講
述
し
た
当
時
の
曹
洞
宗
教
団

に
お
け
る
本
尊
規
定
の
有
無
と
そ
の
条
文
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

衛
藤
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
、
宗
学
と
仏
教
教
学
の
根
幹
で
あ
る
本
尊
論

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
解
明
す
る
。

　

第
二　
衛
藤
即
応
新
出
著
述
目
録

　

衛
藤
が
「
宗
門
の
本
尊
論
」
を
講
ず
る
ま
で
の
前
提
や
準
備
に
つ
い

て
は
す
で
に
触
れ
て
い
る
が
、
未
発
見
の
関
連
文
献
に
つ
い
て
の
調
査

も
必
要
で
あ
る
。

　

第
三　

 

衛
藤
「
宗
門
の
本
尊
論
」
講
述
前
後
の
宗
門
の
本
尊
論
お
よ

び
本
尊
観
の
有
無
と
そ
の
傾
向

　

衛
藤
が
「
宗
門
の
本
尊
論
」
を
講
述
す
る
以
前
の
、
宗
門
の
本
尊
論

や
本
尊
観
の
傾
向
や
問
題
点
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
な

ぜ
こ
の
時
期
に
本
尊
論
が
主
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
か
が
よ
り
鮮
明
と

な
る
。

　

第
四　
衛
藤
即
応
と
忽
滑
谷
快
天
と
の
関
係

　

前
項
と
も
関
連
す
る
が
、
第
八
代
駒
澤
大
学
学
長
・
忽ぬ

滑か
り

谷や

快か
い

天て
ん

は
、
新
制
駒
澤
大
学
昇
格
時
の
担
当
学
長
と
し
て
、
十
数
年
の
在
職
で

内
外
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
が
、
宗
門
の
本
尊
論
・
本
尊
観

に
つ
い
て
も
、
指
導
的
な
地
位
に
あ
っ
た
。
衛
藤
が
こ
の
「
宗
門
の
本

尊
論
」
を
発
表
す
る
数
年
前
（
昭
和
九
年
）
に
学
長
辞
任
し
ま
も
な
く
逝

去
し
た
が
、
そ
の
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
忽
滑
谷
の
本
尊
論
に
対
し

て
、
あ
え
て
異
議
申
し
立
て
す
る
の
が
、
衛
藤
立
論
の
動
機
で
あ
る
。

　

衛
藤
と
忽
滑
谷
と
の
学
風
の
違
い
や
そ
の
立
脚
点
を
解
明
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

第
五　
昭
和
正
信
論
争
と
の
関
係

　

当
時
、
駒
澤
大
学
学
長
職
に
あ
っ
た
忽
滑
谷
快
天
が
、
一
九
二
八

（
昭
和
三
）
年
八
月
『
星
華
』
創
刊
号
に
発
表
し
た
論
文
「
正
信
」
が
、

師
家
・
原
田
祖
岳
（
忽
滑
谷
と
は
曹
洞
宗
大
学
の
同
僚
）
に
よ
っ
て
非
難
・

論
駁
さ
れ
た
（「
須
く
獅
虫
を
駆
除
す
べ
し
」『
公
正
』
第
三
九
号　

昭
和
三
年
九
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月
）。
忽
滑
谷
対
原
田
の
論
争
は
、
そ
の
後
過
熱
し
、
大
学
の
み
な
ら

ず
宗
門
内
外
も
巻
き
込
ん
だ
一
大
異
安
心
論
争
と
な
っ
て
い
た
。
実
は

こ
の
論
争
の
核
心
と
し
て
は
、
忽
滑
谷
が
従
来
か
ら
主
張
し
て
い
た

「
宇
宙
の
大
霊
」「
宇
宙
的
心
霊
」「
宇
宙
的
生
命
」
お
よ
び
「
全
一
な

る
宇
宙
的
如
来
」
な
ど
の
仏
身
論
や
本
尊
観
が
存
在
す
る
。
衛
藤
は
め

ず
ら
し
く
こ
の
論
争
に
は
一
貫
し
て
没
交
渉
を
貫
い
て
い
る
が
、
こ
の

問
題
を
ま
っ
た
く
等
閑
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
衛
藤
は
「
本
尊

論
」
冒
頭
で
忽
滑
谷
流
の
本
尊
観
を
批
判
的
に
採
り
上
げ
て
、
こ
の
問

題
意
識
に
よ
っ
て
自
身
の
本
尊
論
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。

　

第
六　
仏
教
教
学
史
に
お
け
る
仏
身
論
の
取
り
あ
げ
方

　

衛
藤
は
、「
宗
門
の
本
尊
論
」
に
導
く
た
め
の
前
提
と
し
て
、
仏
教

教
学
に
お
け
る
仏
陀
論
・
仏
身
論
の
教
理
史
を
踏
ま
え
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
教
祖
＝
本
尊
一
体
期
か
ら
、
二
身
説
・
三
〈
四
〉
身
説
を
経

て
、
三
身
一
体
説
に
言
及
す
る
が
、
こ
の
論
理
素
描
が
妥
当
で
あ
る
の

か
を
、
そ
の
出
典
や
論
拠
を
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　

第
七　

 

道
元
禅
師
著
述
中
に
お
け
る
本
尊
論
・
仏
身
論
関
係
語
彙
の

検
討

　

衛
藤
は
道
元
禅
師
の
本
尊
論
を
解
明
す
る
に
お
い
て
、
主
著
『
正
法

眼
蔵
』
や
『
永
平
広
録
』
を
引
証
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
や
解
釈
が
適

切
か
ど
う
か
も
原
典
に
よ
っ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
八　
衛
藤
「
信
の
仏
教
」
論
と
の
関
係

　

衛
藤
は
自
身
の
参
学
・
学
修
姿
勢
の
あ
り
方
と
し
て
、
終
生
「
理
解・

の
仏
教
か
ら
信・

の
仏
教
」
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
の
本
尊
論
に
お
い
て

も
、
学
解
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
信
仰
の
内
実
と
所
依
処
と
し
て

の
本
尊
論
を
展
開
し
て
い
る
。
衛
藤
に
一
貫
す
る
「
信
の
仏
教
」
観
に

お
い
て
、
こ
の
本
尊
論
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
。

　

第
九　

 

衛
藤
「
宗
門
の
本
尊
論
」
立
案
の
基
盤
と
前
提
と
な
っ
た
仏

教
教
学
の
特
定

　

衛
藤
の
結
論
と
し
て
は
、「
宗
門
の
本
尊
論
・
本
尊
観
」
と
は
、「
あ

る
特
定
の
経
典
に
支
え
ら
れ
な
い
本
尊
で
あ
り
、
教
学
の
帰
結
と
し
て

の
本
尊
で
は
な
い
」（
趣
意
）
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
学
に
依
ら

な
い
と
は
い
え
、
教
学
無
視
・
軽
視
・
逸
脱
・
背
反
・
矛
盾
す
る
本
尊

論
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
。
し
か
ら
ば
、
教
学
の
帰
結
で

は
な
い
が
、
前
提
と
基
盤
と
な
る
仏
教
教
学
は
い
か
に
あ
る
の
か
が
課

題
と
な
っ
て
く
る
。

　

第
十　
衛
藤
「
宗
門
の
本
尊
論
」
後
の
受
容
史

　

前
項
と
も
深
く
関
係
す
る
が
、「
宗
門
の
本
尊
論
」
発
表
後
、
曹
洞

宗
門
で
、
衛
藤
の
提
唱
が
継
承
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
が
解
明
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
天
台
教
学
に
立
っ
た
山
内
舜
雄
と
、
法
相

唯
識
教
学
の
太
田
久
紀
と
い
う
相
異
な
る
立
場
の
継
承
者
の
成
果
と
そ

の
問
題
意
識
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

.

〈
紙
幅
都
合
で
注
記
省
略
〉



一
九
七

凡
例

『
曹
洞
宗
全
書
』
＝
『
曹
全
』

『
続
曹
洞
宗
全
書
』
＝
『
続
曹
全
』

『
面
山
禅
師
和
尚
選
集
』
＝
『
選
集
』

一
、
問
題

　

本
論
文
は
、
面
山
瑞
方
禅
師
（
一
六
八
三
―
一
七
六
九
、
以
下
、
面
山
）

が
黙
照
禅
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察

を
行
う
も
の
で
あ
る
。
黙
照
禅
と
は
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
―
一
一
五

七
）
の
禅
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
、「
黙
照
銘
」
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
黙
照
禅
は
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
に
よ
っ
て
「
黙
照

邪
禅
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
宏
智
の
禅
で

は
な
く
、
そ
の
法
兄
で
あ
り
直
接
道
元
禅
師
と
も
系
譜
的
に
連
な
る
真

歇
清
了
（
一
〇
八
九
―
一
一
五
一
、
以
下
、
真
歇
）
を
指
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ（

１
）、

ま
た
近
年
で
は
真
歇
の
周
辺
の
人
々
を
指
す
の
で
は
な
い

か
と
い
う
指
摘
や（

２
）、

大
慧
に
は
当
時
の
中
国
曹
洞
宗
の
禅
全
般
を
批
判

す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
さ
れ
て
い
る（

３
）。

　

道
元
禅
師
の
禅
と
黙
照
禅
は
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え

ば
、
酒
井
得
元
（
一
九
六
〇
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

永
平
高
祖
は
当
時
流
行
の
禅
風
で
あ
っ
た
看
話
禅
を
極
度
に
排
さ
れ
、
諸
山

の
杜
撰
の
衲
子
と
き
め
付
け
、
そ
の
首
唱
者
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
ー
一
一

六
三
）
を
、
そ
れ
程
ま
で
に
呵
罵
し
な
く
て
も
と
思
わ
れ
る
程
に
、
筆
鋒
鋭

く
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
黙

照
と
看
話
の
対
立
は
、
深
く
人
間
性
そ
の
ま
ま
の
、
生
理
的
と
さ
え
言
え
る

よ
う
な
も
の
か
ら
発
端
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

４
）。

　

同
じ
よ
う
に
鏡
島
元
隆
（
一
九
九
二
）
も
「
一
般
に
、
道
元
禅
は
宏
智

の
黙
照
禅
の
継
承
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

５
）」

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

道
元
禅
師
の
禅
と
黙
照
禅
を
同
一
の
も
の
と
捉
え
る
傾
向
に
つ
い
て
示

唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
榑
林
皓
堂
（
一
九
六
二
）
が
指
摘
す

る
よ
う
に
道
元
禅
師
は
黙
照
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い（

６
）。

石
井

修
道
（
一
九
八
七
）
は
修
証
観
を
分
類
し
、
宏
智
と
大
慧
の
禅
を
そ
れ
ぞ

れ
本
覚
と
始
覚
に
配
し
、
道
元
禅
師
も
本
覚
に
配
し
な
が
ら
も
宏
智
・

大
慧
の
両
者
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

７
）。

　

宋
代
禅
宗
史
の
観
点
か
ら
黙
照
と
道
元
禅
師
と
の
関
連
に
つ
い
て
論

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

面
山
瑞
方
の
「
黙
照
」
観
に
関
す
る
一
考
察

 

久
　
松
　
彰
　
彦



面
山
瑞
方
の
「
黙
照
」
観
に
関
す
る
一
考
察
（
久
松
）

一
九
八

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
日
本
に
お
い
て
両
者
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い（

８
）。

こ
こ
で
は

近
世
に
活
躍
し
た
宗
学
者
で
あ
る
面
山
を
例
に
、
考
察
を
進
め
る
。

二
、
面
山
と
黙
照
に
関
す
る
著
述

　

面
山
に
は
「
黙
照
」
に
直
接
関
わ
る
著
述
が
複
数
存
在
す
る
。「
黙

照
普
説
」
を
収
録
す
る
『
建
康
面
山
和
尚
普
説
』（
一
七
六
五
年
開
板
、
以

下
、『
建
康
普
説
』）、『
黙
照
銘
聞
解
』（
一
七
六
九
年
開
板
）
と
、『
黙
照
銘

拈
古
』（
一
七
六
九
年
開
板
？
）
の
三
つ
で
あ
る
。

　
『
建
康
普
説
』
は
面
山
が
空
印
寺
に
住
持
し
て
い
る
際
に
行
っ
た
普

説
の
原
稿
が
見
つ
か
り
、
弟
子
の
請
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る（

９
）。

全
十
三
章
か
ら
な
り
、
そ
の
一
つ
に
「
黙
照
普

説
」
が
収
録
さ
れ
、
他
の
普
説
中
に
も
「
黙
照
」
の
語
が
散
見
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
「
黙
照
普
説
」
以
外
の
該
当
箇
所
も
今
回
の
考
察
対
象

と
す
る
。

　
『
黙
照
銘
聞
解
』
は
『
永
福
開
山
面
山
和
尚
年
譜
』（
以
下
、『
年
譜
』）

に
よ
る
と
明
和
六
（
一
七
六
八
）
年
五
月
二
八
日
、
面
山
八
七
歳
の
時
に

開
板
さ
れ
た）

（1
（

。
京
都
の
寿
昌
庵
で
の
序
が
付
さ
れ
て
お
り
、
面
山
が
講

述
し
た
も
の
を
弟
子
の
慧
観
（
生
没
年
不
明
）
が
筆
記
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
講
述
し
た
も
の
を
弟
子
が
筆
記
す
る
形
の
も
の
は
「
聞
解
」

の
題
が
付
さ
れ
て
お
り
、
面
山
晩
年
の
聞
解
の
多
く
が
慧
観
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
黙
照
銘
拈
古
』
は
侍
者
良
釣
（
？
―
一
七
七
三
）
編
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、『
年
譜
』
に
は
、『
黙
照
銘
聞
解
』
に
続
い
て
「
同
拈
古

成
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
当
時
単
独
の
著
述
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
か

は
不
明
で
あ
る）

（（
（

。『
面
山
広
録
』（
以
下
、『
広
録
』）
巻
一
〇
に
収
録
さ
れ

て
い
る
他
、
明
治
以
降
に
貝
葉
書
院
に
よ
っ
て
独
立
し
た
も
の
が
「
洛

陽
東
山
永
興
寺
蔵
版
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

三
、
面
山
の
「
黙
照
」
へ
の
態
度
と
そ
の
背
景

　

本
論
文
に
お
け
る
「
黙
照
」
の
考
察
の
中
心
と
す
る
の
は
『
黙
照
銘

拈
古
』
に
お
け
る
序
文
で
あ
る
。

　

序
曰
。
謹
按
真
歇
祖
、
拈
古
信
心
銘
、
而
以
撃
砕
杲
大
慧
之
詆
訾
黙
照
。

爾
来
幾
乎
七
百
年
。
党
彼
者
不
会
坐
禅
。
不
只
不
坐
禅
耳
。
囲
碁
蹴
鞠
。
甚

之
者
至.

飲
酒
食
肉
。
以
為
之
悟
。
欺
無
知
男
女
。
嗚
呼
不
痛
哉
。
吾
永
祖
、

専
以
黙
照
而
垂
統
、
既
過
半
千
年
。
并
吞
七
十
州
三
八
之
禅
也
、
可
知
焉
。

余
信
受
奉
三
行
於
此
銘
也
、
尚
矣
。
更
不
測
涯
分
。
窃
拈
之
以
示
徒
。.

攀
例

於
真
歇
祖
也
。
冀
者
酬
祖
恩
山
海
之
塵
滴
者
也）

（1
（

。　
（
謹
ん
で
真
歇
祖
を
按
ず

る
に
、
信
心
銘
を
拈
古
し
、
以
て
杲
大
慧
の
黙
照
を
詆て

い

訾し

す
る
を
撃
砕
す
。

爾
来
幾い

く

乎ば
く
か

七
百
年
。
彼
に
党お

も
ね

る
者
は
坐
禅
を
会
せ
ず
。
只
坐
禅
せ
ざ
る
の

み
に
あ
ら
ず
。
囲
碁
し
蹴
鞠
す
。
甚
し
き
の
者
は
飲
酒
食
肉
に
至
る
。
以
て

こ
れ
を
悟
と
為
す
。
無
知
の
男
女
を
欺
く
。
嗚
呼
痛
ま
ざ
ら
ん
や
。
吾
が
永

祖
は
、
専
ら
黙
照
を
以
て
統
を
垂
れ
既
に
半
千
年
を
過
ぎ
た
り
。
七
十
州
三

八
の
禅
を
并
吞
す
る
こ
と
、
焉
を
知
る
べ
し
。
余
此
の
銘
を
信
受
奉
行
す
る



面
山
瑞
方
の
「
黙
照
」
観
に
関
す
る
一
考
察
（
久
松
）

一
九
九

こ
と
、
尚
し
。
更
に
涯
分
を
測
ら
ず
。
窃
か
に
こ
れ
を
拈
じ
て
以
て
徒
に
示

す
。）

　

こ
こ
で
は
大
慧
や
大
慧
に
追
随
す
る
僧
侶
を
批
判
し
、
真
歇
を
讃
歎

す
る
。
そ
し
て
「
道
元
禅
師
が
黙
照
に
よ
っ
て
禅
を
統
一
し
た
」
と
い

う
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
「
黙
照
」
を
用
い

て
は
い
な
い
。『
正
法
眼
蔵
渉
典
録
』（
一
七
六
九
年
ま
で
に
刊
行
）
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
『
正
法
眼
蔵
』
に
対
す
る
学
究
を
深
め
て
い
た
面
山

は
、
道
元
禅
師
の
「
黙
照
」
の
用
語
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
は
把
握
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
道
元
禅
師
と
黙
照
を
直
接
結
び
付

け
る
記
述
『
黙
照
銘
拈
古
』
に
の
み
見
ら
れ
る
。

　

次
に
『
建
康
普
説
』
を
見
る
と
、
黙
照
は
「
諸
仏
の
知
見
、
自
己
の

光
明
」
で
あ
り
、
諸
々
の
三
昧
と
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。夫

黙
照
者
諸
仏
知
見
自
己
光
明
。
在
華
厳
則
謂
之
海
印
三
昧
。
或
謂
之
毘
盧

舎
那
蔵
三
昧
。
在
法
華
則
謂
之
無
量
義
処
三
昧
。
在
般
若
則
謂
之
三
昧
王
三

昧
。
必
放
大
光
明
施
作
仏
事
。
大
般
若
所
謂
。
値
此
光
者
無
不
決
定
成
無
上

正
道
菩
提
。
円
覚
謂
之
入
神
通
大
光
明
蔵
。
馬
鳴
祖
師
曰
。
大
智
慧
光
明
義）

（1
（

。

　

ま
た
、『
建
康
普
説
』
の
別
箇
所
で
は
釈
尊
、
摩
訶
迦
葉
か
ら
僧
璨

な
ど
の
祖
師
の
三
昧
が
列
挙
さ
れ
る
中
、
宏
智
に
あ
た
る
も
の
が
黙
照

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

世
尊
三
昧
。
迦
葉
三
昧
。
少
林
凝
住
壁
観
。
二
祖
了
了
常
知
。
三
祖
虚
明
自

照
。
乃
至
青
原
聖
諦
不
為
。
石
頭
先
仏
伝
受
。
薬
山
非
思
量
。
雲
巌
無
為
為

坐
。
洞
山
宝
鏡
三
昧
。
以
至
真
歇
常
光
現
前）

（1
（

。

こ
こ
で
は
「
黙
照
」
は
諸
々
の
三
昧
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
宏
智
の
禅
を
指
す
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　

面
山
の
黙
照
理
解
は
完
全
に
は
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
師
で
あ
る

損
翁
宗
益
（
一
六
四
九
―
一
七
〇
五
、
以
下
、
損
翁
）
の
影
響
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
損
翁
と
の
や
り
と
り
は
『
見
聞
宝
永
記
』（
一
七
〇
八
年
撰
）

と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の
記
述
と
関
連
の
あ
る
箇
所
を
以
下
に

示
す
。師

示
曰
、
昔
宏
智
禅
師
主
張
仏
祖
正
伝
之
打
坐
、
作
黙
照
銘
。
大
慧
杲
禅
師

毀
謗
之
云
、
黙
照
邪
禅
。
然
所
自
倡
之
禅
、
則
提
撕
公
案
也
。
嗚
呼
、
仏
祖

正
伝
三
昧
也
邪
歟
、
後
人
私
案
之
禅
也
正
歟
。
真
歇
和
尚
為
信
心
銘
拈
古
、

専
弾
杲
老
者
、
因
之
也
。
永
平
祖
師
法
兄
無
外
遠
和
尚
跋
拈
古
略
露
其
意
。

永
平
祖
師
亦
弾
大
慧
之
詞
最
多
。
永
覚
禅
師
等
雖
洞
上
而
専
担
荷
大
慧
、
支

那
之
禅
所
以
失
却
正
伝
要
機
也
。
支
那
且
置
。
今
日
酌
永
平
流
者
、
無
択
法

眼
。
正
歟
邪
歟
、
混
合
莫
分
。
可
恨
哉）

（1
（

。（
師
示
し
て
曰
く
、
昔
て
宏
智
禅

師
、
仏
祖
正
伝
の
打
坐
を
主
張
し
て
、
黙
照
の
銘
を
作
る
。
大
慧
の
杲
禅
師

之
れ
を
毀
謗
し
て
、
黙
照
の
邪
禅
と
云
う
。
然
し
て
自
ら
倡
う
る
と
こ
ろ
の

禅
は
、
す
な
は
ち
公
案
を
提
撕
す
る
な
り
。
鳴
呼
、
仏
祖
正
伝
の
三
昧
や
邪

か
、
後
人
私
案
の
禅
や
正
か
。
真
歇
和
尚
、
信
心
銘
拈
古
を
為
り
て
、
専
ら

杲
老
を
弾
ず
る
も
の
は
、
之
れ
に
因
り
て
な
り
。
永
平
祖
師
の
法
兄
、
無
外

遠
和
尚
、
拈
古
に
跋
し
て
、
略
ぼ
其
の
意
を
露
わ
す
。
永
平
祖
師
も
亦
た
、

大
慧
を
弾
ず
る
の
詞
、
最
も
多
し
。
禅
師
等
、
洞
上
と
雖
も
専
ら
大
慧
を
担
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荷
す
。
支
那
の
禅
の
正
伝
の
要
機
を
失
却
す
る
所
以
な
り
。
支
那
は
且
ら
く

置
く
。
今
日
永
平
の
流
を
酌
む
者
、
択
法
の
眼
無
し
。
正
か
邪
か
。
混
合
し

て
分
つ
こ
と
莫
し
。
恨
む
べ
き
か
な
。）

　

こ
こ
か
ら
は
損
翁
が
宏
智
の
禅
を
「
仏
祖
正
伝
の
打
坐
」
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に）

（1
（

、
大
慧
の
禅
は
「
公
案
を
提

撕
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
面
山
は
損
翁

の
こ
と
を
強
く
慕
っ
て
お
り
、
こ
の
態
度
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

大
慧
に
対
す
る
批
判
は
前
述
の
『
黙
照
銘
拈
古
』『
建
康
普
説
』
に

は
以
下
の
一
文
が
見
ら
れ
る
。

永
平
祖
〈
～
中
略
～
〉
又
曰
、
近
代
宋
朝
杜
撰
長
老
等
未
知
此
等
道
理
。
蓋

是
仏
法
衰
微
也
。
杜
撰
指
誰
乎
。
有
箇
杲
大
慧）

（1
（

。（
永
平
祖
〈
～
中
略
～
〉
又

曰
く
、
近
代
宋
朝
杜
撰
の
長
老
等
は
未
だ
此
等
の
道
理
を
知
ら
ず
。
蓋
し
是

れ
仏
法
の
衰
微
な
り
。
杜
撰
と
は
誰
を
指
す
か
。
箇
の
杲
大
慧
有
り
。）

　

太
字
で
記
し
た
部
分
は
『
永
平
広
録
』
巻
七
（
五
一
六
）
が
引
用
さ

れ
る
一
文
で
あ
る
が）

（1
（

、
杜
撰
が
大
慧
で
あ
る
と
す
る
の
は
面
山
に
よ
る

挿
入
で
あ
る）

11
（

。
ま
た
、『
黙
照
銘
聞
解
』
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に

示
さ
れ
る
。

こ
の
黙
照
と
い
う
こ
と
を
済
下
の
杲
大
慧
が
夢
に
も
し
ら
ぬ
ゆ
え
に
、
宏
智

古
仏
と
同
時
に
出
て
、
ひ
た
も
の
嫉
て
黙
照
邪
禅
と
日
々
口
癖
に
の
の
し
る

な
り
。（
～
中
略
～
）
日
本
の
洞
下
に
も
、
杲
大
慧
流
の
漢
多
し
、
そ
れ
ら
は

仏
仏
の
要
機
、
祖
祖
の
機
要
は
、
夢
助
な
り
、
あ
わ
れ
む
べ
し）

1（
（

。

　

大
慧
が
「
黙
照
邪
禅
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
繰
り

返
し
行
わ
れ
、
日
本
に
も
大
慧
の
影
響
が
出
て
い
る
こ
と
を
批
判
的
に

述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
で
は
黙
照
は
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」

と
等
し
い
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
次
に
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

四
、「
黙
照
」
と
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
の
関
連

　
『
建
康
普
説
』「
黙
照
普
説
」
の
冒
頭
で
は
「
黙
照
銘
」
の
冒
頭
部
分

を
引
用
し
、
こ
れ
が
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
で
あ
る
と
す
る
。

黙
照
之
道
離
微
之
根
。
徹
見
離
微
金
梭
玉
機
。
正
偏
宛
転
明
暗
因
依
。
依
無

能
所
底
時
回
互
。
飲
善
見
薬
檛
塗
毒
鼓
。
可
謂
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要）

11
（

。

　

こ
れ
と
同
様
な
態
度
は
『
黙
照
銘
拈
古
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

坐
禅
箴
に
云
く
、
仏
仏
要
機
、
祖
祖
機
要
、
不
触
事
而
知
、
不
対
縁
而
照
、

こ
の
初
の
八
字
は
、
仏
祖
を
挙
し
て
、
黙
照
の
証
拠
と
せ
ら
る
、
不
触
事
而

知
は
、
黙
な
り
、
不
対
縁
而
照
は
照
な
り）

11
（

.

こ
こ
で
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
は
「
黙
照
の
証
拠
」
で
あ
り
、「
不

触
事
而
知
不
対
縁
而
照
」
に
つ
い
て
は
「
不
触
事
而
知
」
が
黙
で
あ

り
、「
不
対
縁
而
照
」
は
照
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
黙
照
と
こ
の

語
が
等
し
い
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

周
知
の
通
り
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
は
道
元
禅
師
・
宏
智
の
両
師

に
よ
る
「
坐
禅
箴
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
句
で
あ
り
、
黙
照
が
こ
れ
と

等
し
い
も
の
で
あ
る
と
面
山
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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面
山
の
代
表
的
な
坐
禅
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
他
に
『
普
勧
坐
禅

儀
聞
解
』、『
坐
禅
箴
聞
解
』、『
自
受
用
三
昧
』、『
正
法
眼
蔵
聞
解
』

「
弁
道
話
聞
解
」「
三
昧
王
三
昧
聞
解
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

著
作
に
「
黙
照
」
の
語
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、「
仏
仏
要
機
祖
祖

機
要
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
坐
禅
に
つ
い
て
説
い
た
仮
名
法

語
で
あ
る
『
自
受
用
三
昧
』（
一
七
三
八
年
刊
行
）
に
は
以
下
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。

仏
之
知
見
は
、
す
な
は
ち
円
明
常
寂
照
な
る
、
涅
槃
妙
心
な
り
、
ゆ
へ
に
禅

と
云
の
名
は
、
仮
に
付
た
る
と
し
る
べ
き
な
り
。
た
だ
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心

な
り
、
仏
之
知
見
な
り
、
阿
多
羅
三
藐
三
菩
提
な
り
、
神
通
大
光
明
蔵
な

り
、
無
量
義
処
三
昧
な
り
、
宝
鏡
三
昧
な
り
、
等
持
王
三
摩
提
な
り
、
三
昧

王
三
昧
な
り
、
毘
盧
舎
那
蔵
三
昧
な
り
、
仏
仏
要
機
、.
祖
祖
機
要
な
り
、
身

心
脱
落
、
脱
落
身
心
な
り
と
、
諦
信
す
べ
し
。
こ
れ
み
な
仏
祖
の
指
示
に
あ

ら
は
れ
た
る
、
今
の
坐
禅
の
名
な
り）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
三
昧
を
列
挙
す
る
よ
う
な
記
述
は
前
に
掲
げ
た
『
建
康
普

説
』
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
黙
照
」
で
は
な

く
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
は
、
面
山
が
道
元
禅
師
・
宏
智
の
両
「
坐

禅
箴
」
に
つ
い
て
講
述
し
た
『
坐
禅
箴
聞
解
』
に
お
い
て
も
当
然
な
が

ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。
宏
智
の
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
は
「
的
く
正

伝
の
三
昧
の
無
上
最
上
の
法
な
る
こ
と
を
証
拠
す
る
詞
な
り）

（2
（

」
と
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
道
元
禅
師
の
「
坐
禅
箴
」
に
お
け
る
「
仏
仏
要
機
、
祖

祖
機
要
」
は
「
こ
の
八
字
前
箴
と
同
じ）

11
（

」
と
す
る
。
少
な
く
と
も
道
元

禅
師
と
宏
智
の
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
に
つ
い
て
は
解
釈
を
変
え
て

い
な
い
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

や
や
牽
強
付
会
で
あ
ろ
う
が
、「
道
元
禅
師
の
禅
が
黙
照
で
あ
る
」

と
い
う
面
山
の
主
張
は
「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
を
介
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
、
ま
と
め
と
考
察
、
今
後
の
課
題

　

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
面
山
が
い
か
に
黙
照
を
捉
え
て
い
た
か
に

つ
い
て
見
て
き
た
。
最
初
に
道
元
禅
師
の
禅
を
黙
照
と
結
び
付
け
る
用

例
を
提
示
し
た
上
で
、
黙
照
の
用
例
を
確
認
し
、
抽
象
度
の
高
い
「
自

己
の
光
明
」
や
「
仏
祖
正
伝
の
打
坐
」
で
あ
る
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る

一
方
で
、
仏
祖
の
禅
を
列
挙
す
る
中
の
一
つ
の
個
別
的
な
あ
り
方
と
し

て
、
宏
智
の
禅
を
黙
照
と
見
た
記
述
も
認
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、「
黙
照
＝
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
と
捉
え
る
記
述
も
あ
る
。

『
黙
照
銘
拈
古
』
の
序
文
に
お
け
る
道
元
禅
師
と
黙
照
を
強
く
結
び
付

け
る
記
述
は
不
可
解
で
あ
っ
た
。
た
だ
、「
仏
仏
要
機
祖
祖
機
要
」
は

道
元
禅
師
も
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
介
し
て
黙
照
が
面
山

に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
一
応
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

　

た
だ
、「
黙
照
」
に
関
し
て
面
山
の
扱
い
が
著
作
間
、
著
作
内
に
お

い
て
も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
な
お
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
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ら
に
、「
黙
照
」
の
語
の
解
釈
に
は
黙
照
に
否
定
的
で
あ
っ
た
大
慧
へ

の
批
判
が
あ
る
が
、
近
世
に
お
け
る
黙
照
批
判
に
関
し
て
は
現
状
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、
今
回
の
考
察
の
直
接
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、『
黙

照
銘
聞
解
』
に
は
黙
と
照
を
「
定
」
と
「
慧
」
に
そ
れ
ぞ
れ
配
し
て
考

え
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
面
山
独
特
の
捉
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
報
告
の
機
会
を
持
た
せ
て
頂
き
た
い
。

註
（
１
）
柳
田
聖
山
（
一
九
七
五
）.｢
看
話
と
黙
照｣

『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
六
、.

一
―
二
〇
頁

　
　

石
井
修
道
（
一
九
七
四
）.｢

大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
六
）
―
真
歇

清
了
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て｣

『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
三
（
一
）

三
三
六
―
三
三
九
頁

　
　

石
井
修
道
（
一
九
七
六
）.｢

大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
八
）.

―
真
歇

清
了
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
（
承
前
）｣

『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
五

（
一
）、
二
五
七
―
二
六
一
頁

（
２
）
梁
特
治
「
真
歇
清
了
は
黙
照
邪
師
で
あ
っ
た
の
か
」『
印
度
學
佛
教
學
研

究
』
六
九
（
二
）、.

七
五
三
―
七
五
七
頁

（
３
）M

orten.Schlütter

（
二
〇
〇
〇
）"Before the em

pty eon" versus 

"A
 dog has no Buddha-nature": K

ung-an use in the T
s'ao-

tung tradition and T
a-hui's K

ung-an introspection 

Ch'anT
he koan.:.T

exts.and.contexts.in.Zen.Buddhism
.

(O
xford.U

niversity.Press)

一
六
八
―
二
〇
〇
頁

（
４
）
酒
井
得
元
（
一
九
六
〇
）「
禅
に
お
け
る
偏
向
」『
宗
学
研
究
』
二
、
五

八
頁

（
５
）
鏡
島
元
隆
（
一
九
九
二
）「
石
井
修
道
著
『
道
元
禅
師
の
成
立
史
的
研

究
』
を
読
む
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
三
、
一
八
三
頁

（
６
）
榑
林
皓
堂
（
一
九
六
二
）「
道
元
禅
の
本
流
思
想　

曹
洞
禅
の
日
本
的
展

開
」『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
二
一
、
一
四
頁

（
７
）
石
井
修
道
（
一
九
八
七
）『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』（
大
東
出
版
）
二
八

二
―
二
八
三
頁

（
８
）
舘
隆
志
（
二
〇
二
二
）「
公
開
講
演.

道
元
の
只
管
打
坐
を
考
え
る
」『
駒

沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』（
五
五
、
一
―
二
七
頁
）
は
中

世
に
お
け
る
黙
照
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
９
）
小
早
川
浩
大
（
二
〇
〇
九
）「
面
山
瑞
方
『
建
康
普
説
』
に
関
す
る
一
考

察　

第
十
三
「
曹
山
三
堕
普
説
」
の
説
示
に
つ
い
て
」『
宗
学
研
究
紀

要
』
二
二
、
七
三
頁

（
10
）『
広
録
』
巻
二
六
（『
曹
全
』「
語
録
三
」）
八
三
三
頁

（
11
）『
曹
全
』「
語
録
三
」
八
三
三
頁

（
12
）
駒
澤
大
学
所
収
本
の
『
黙
照
銘
拈
古
』（
資
料
番
号
：001702935

）
は

題
箋
に
は
「
黙
照
銘
拈
古
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
題
に
は
「
黙
照

銘
拈
古
」
の
前
に
「
面
山
和
尚
広
録
巻
十
」
と
付
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）『
広
録
』
巻
一
〇
（
永
福
庵
所
蔵
）
一
頁
表



面
山
瑞
方
の
「
黙
照
」
観
に
関
す
る
一
考
察
（
久
松
）

二
〇
三

（
14
）『
続
曹
全
』「
語
録
二
」
五
〇
五
頁

（
15
）『
建
康
普
説
』（
明
和
二
年
刊
、
柳
枝
軒
）
二
二
頁
裏

（
16
）『
続
曹
全
』「
法
語
」
四
一
四
頁
。
な
お
、
同
四
一
二
頁
に
お
い
て
は
提

撕
公
案
が
大
慧
に
始
ま
る
こ
と
が
「
私
案
」
で
あ
る
こ
と
が
批
判
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
岩
永
正
晴(

二
〇
〇
五)

「
面
山
瑞
方
に
お
け
る
坐
禅

観
の
一
側
面
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
一
一
一
―
一
六
一
頁
）

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）『
建
康
普
説
』（
明
和
二
年
刊
、
柳
枝
軒
）
三
三
頁
表/

『
続
曹
全
』「
語

録
二
」
五
一
五
頁

（
19
）『
永
平
広
録
』
原
文
は
「
近
代
宋
朝
諸
山
杜
撰
長
老
等
、
未
知
此
等
之

道
理
。
蓋
是
仏
法
之
衰
微
也
」
と
な
り
、
若
干
の
語
句
の
異
同
が
見
ら

れ
る
。

（
20
）
も
っ
と
も
、
道
元
禅
師
に
よ
っ
て
大
慧
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
上
掲
の
酒
井
（
一
九
六
〇
）
な
ど
に
よ
っ

て
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）『
曹
全
』「
注
解
四
」
一
二
頁

（
22
）『
建
康
普
説
』（
上
掲
）
三
二
頁
表/

『
続
曹
全
』「
語
録
二
」
五
一
五
表

（
23
）『
曹
全
』「
注
解
四
」
四
〇
七
頁

（
24
）『
選
集
』
二
六
七
頁

（
25
）『
曹
全
』「
注
解
三
」
三
八
頁

（
26
）『
曹
全
』「
注
解
三
」
四
三
頁



面
山
瑞
方
の
「
黙
照
」
観
に
関
す
る
一
考
察
（
久
松
）

二
〇
四



二
〇
五

一
、
は
じ
め
に

　

現
代
社
会
に
お
い
て
、
犬
や
猫
に
代
表
さ
れ
る
様
々
な
動
物
は
、
人

間
が
単
に
飼
育
す
る
ペ
ッ
ト
と
い
う
存
在
で
は
な
く
な
り
、
家
族
の
大

切
な
一
員
と
な
っ
て
い
る
。
人
生
の
伴
侶
と
も
い
え
る
ペ
ッ
ト
た
ち
と

の
別
れ
に
及
び
、
そ
の
別
離
の
辛
さ
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ッ
ト
ロ
ス
」
と
言
う
現
象
も
社
会
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　

近
年
、
家
族
同
然
に
生
活
し
た
ペ
ッ
ト
と
の
別
れ
や
そ
の
後
の
供
養

に
関
す
る
ニ
ー
ズ
が
急
速
に
拡
大
し
て
き
た
。
宗
派
を
問
わ
ず
寺
院
に

お
い
て
は
檀
信
徒
の
要
請
な
ど
に
よ
り
ペ
ッ
ト
の
供
養
塔
が
建
立
さ
れ

て
い
る
。
加
え
て
民
間
業
者
に
よ
る
ペ
ッ
ト
墓
事
業
も
盛
ん
に
行
わ

れ
、
動
物
供
養
が
ペ
ッ
ト
を
飼
う
者
に
と
っ
て
身
近
に
な
っ
て
き
た
。

他
方
、
ペ
ッ
ト
の
火
葬
や
埋
葬
に
当
た
っ
て
、
杜
撰
な
管
理
に
よ
り

様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
表
面
化
し
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
。

　

ま
た
、
宗
教
法
人
経
営
に
よ
る
ペ
ッ
ト
の
葬
儀
や
供
養
塔
は
、
非
課

税
の
宗
教
活
動
に
当
る
の
か
、
そ
れ
と
も
課
税
対
象
と
な
る
収
益
事
業

に
当
る
か
が
司
法
に
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
平
成
二
十
（
二
〇
〇

八
）
年
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
収
益
事
業
に
当
た
る
と
の
司
法
判
断

が
下
っ
た
一
方
で
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
真
逆
の
判
決
が

下
さ
れ
る
な
ど
、
ペ
ッ
ト
の
供
養
に
お
け
る
法
的
な
位
置
づ
け
は
一
定

し
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
仏
教
に
お
け
る
動
物
は
、
六
道
の
一
つ
、
畜
生
道
に
存

在
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
畜
生
道
と
は
、
人
の
生
前
の
悪
業

に
よ
り
、
死
後
に
生
ま
れ
変
わ
る
動
物
の
世
界
を
い
う
。
こ
の
動
物
た

ち
の
世
界
で
は
弱
肉
強
食
を
常
と
し
、
お
互
い
に
殺
し
合
い
、
安
住
を

得
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
人
に
よ
り
食
用
や
課
役
の
為
、
蓄
養
さ

れ
る
生
き
物
で
も
あ
る
か
ら
、「
畜
生
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
仏

教
で
は
、
こ
れ
ら
苦
し
み
多
い
野
獣
に
身
を
や
つ
す
の
は
、
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
、
我
々
人
間
が
前
世
に
積
ん
だ
悪
業
の
結
果
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
仏
教
各
派
の
宗
門
内
部
に
お
い
て
は
ペ
ッ
ト
供

養
に
つ
い
て
、
そ
の
ニ
ー
ズ
の
高
さ
や
重
要
性
は
承
知
し
な
が
ら
も
、

様
々
に
在
り
方
が
議
論
さ
れ
て
い
る
途
上
と
い
え
よ
う
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

日
本
臨
済
禅
に
み
る
動
物
供
養
の
歴
史
と
そ
の
意
義

瀧
　
瀬
　
尚
　
純



日
本
臨
済
禅
に
み
る
動
物
供
養
の
歴
史
と
そ
の
意
義
（
瀧
瀬
）

二
〇
六

　

日
本
に
お
い
て
は
、
動
物
供
養
の
歴
史
は
長
く
古
い
。
縄
文
時
代
遺

跡
で
は
、
し
ば
し
ば
犬
が
埋
葬
さ
れ
た
形
で
出
土
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
も
古
い
ペ
ッ
ト
の
埋
葬
に
か
か
る
文
献
的
記

録
は
、
奈
良
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
『
播
磨
国
風
土
記
』

（
七
一
三
～
七
一
五
年
頃
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

伊
夜
丘
者
、
品
太
天
皇
獦
犬
、
名
麻
奈
志
漏
。
与
猪
走
上
此
岡
。
天
皇
、
見

之
云
、「
射
乎
」。
故
曰
伊
夜
丘
。
此
犬
、
与
猪
相
闘
死
。
即
作
墓
葬
。
故
、

此
丘
西
有
犬
墓
。（
植
垣
節
也
『
新
編
日
本
文
学
全
集
５
風
土
記
』

pp.104~106　

小
学
館　

一
九
九
七
）

す
な
わ
ち
、
応
神
天
皇
が
播
磨
に
狩
り
に
出
か
け
た
際
、
マ
ナ
シ
ロ
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
た
猟
犬
が
猪
と
闘
っ
て
死
ん
だ
の
で
、
そ
の
忠
犬
ぶ

り
を
悼
み
、
応
神
帝
が
近
く
の
位
夜
と
い
う
名
の
丘
陵
に
埋
葬
し
た
と

い
う
。
こ
の
位
夜
丘
は
所
在
不
明
で
あ
る
が
、
マ
ナ
シ
ロ
は
犬
次
神
社

（
兵
庫
県
西
脇
市
）
の
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
出
土

資
料
や
文
献
記
録
に
よ
り
、
古
代
よ
り
人
間
と
ペ
ッ
ト
に
当
る
犬
が
親

密
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
死
に
際
し
て
大
切
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
ラ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
病
院
に
お
い
て
医
学
の
進
歩
の
た
め
動

物
実
験
に
身
を
捧
げ
る
と
い
う
、
人
間
の
都
合
に
よ
っ
て
そ
の
命
を
断

た
れ
た
動
物
た
ち
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
多
く
の
大
学
病
院
や
企
業
に

お
い
て
、
供
養
祭
や
法
要
を
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
物
の
為

の
慰
霊
行
為
は
、
海
外
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人

間
と
そ
の
他
動
物
の
生
命
を
等
価
値
と
し
て
み
る
や
宗
教
観
、
仏
教
的

に
言
え
ば
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
思
想
が
日
本
独
自
に
深
く
根
付

い
た
供
養
の
形
態
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
日
本
臨
済
宗
門
の
禅
僧
た
ち
は
で
は
ど
の
よ
う
に
身
近

な
動
物
た
ち
に
接
し
、
そ
の
死
に
際
し
て
は
い
か
に
供
養
し
た
か
を
見

た
上
で
、
現
代
の
ペ
ッ
ト
供
養
に
お
け
る
宗
門
的
意
義
を
考
え
た
い
。

二
、
中
国
禅
僧
と
動
物

　

ま
ず
、
中
国
禅
僧
と
動
物
の
か
か
わ
り
は
、
語
録
な
ど
で
数
多
く
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
無
門
関
』
の
「
趙
州
狗
子
」
や

「
南
泉
斬
猫
」
の
如
き
公
案
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
動
物
た

ち
は
、
当
然
、
禅
僧
の
目
に
つ
く
形
で
禅
林
内
部
に
出
入
り
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
十
牛
図
』
な
ど
は
ま
さ
し
く
「
牛
」
と
い
う
動
物

を
主
題
と
し
て
い
る
し
、『
碧
巌
録
』
第
五
十
三
則
は
百
丈
慧
海
と
馬

祖
道
一
の
野
鴨
子
に
ま
つ
わ
る
話
頭
と
な
っ
て
い
る
。
中
国
禅
僧
の
中

に
は
、
動
物
を
飼
育
し
て
い
た
祖
師
も
い
た
。『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
八

「
南
嶽
西
園
蘭
若
曇
蔵
禅
師
」
条
に
は
、
不
思
議
な
力
を
持
つ
犬
が
、

飼
い
主
で
あ
る
蘭
若
曇
蔵
に
大
蛇
や
盗
賊
の
災
難
を
未
然
に
知
ら
せ
る

霊
験
譚
が
次
の
よ
う
に
載
せ
ら
れ
る
。

師
養
一
霊
犬
。
嘗
夜
経
行
次
、
其
犬
銜
師
衣
。
師
即
帰
房
。
又
於
門
側
伏
守

而
吠
頻
。
奮
身
作
猛
噬
之
勢
。
詰
旦
東
厨
有
一
大
蟒
長
数
丈
、
張
口
呀
氣
毒

焔
熾
然
。
侍
者
請
避
之
。
師
曰
、
死
可
逃
乎
。
彼
以
毒
来
、
我
以
慈
受
。
毒



日
本
臨
済
禅
に
み
る
動
物
供
養
の
歴
史
と
そ
の
意
義
（
瀧
瀬
）

二
〇
七

無
実
性
、
激
発
則
彊
。
慈
苟
無
縁
、
冤
親
一
揆
。
言
訖
其
蟒
按
首
徐
行
倏
然

不
見
。
復
一
夕
有
群
盜
。
犬
亦
銜
師
衣
。
師
語
盜
曰
、
茅
舍
有
可
意
物
、
一

任
取
去
。
終
無
所
悋
。
盜
感
其
言
、
皆
稽
首
而
散
。（T

51

‐261b

）

　

ま
た
、『
無
門
関
』
第
二
則
「
百
丈
野
狐
」
で
は
、
百
丈
懐
海
の
説

法
を
聞
き
開
悟
し
た
老
父
が
、
自
ら
の
や
つ
し
て
い
た
狐
の
身
を
「
亡

僧
の
事
例
」
を
以
て
葬
っ
て
欲
し
い
と
ね
が
っ
た
と
こ
ろ
、
百
丈
は
そ

の
願
い
を
聞
き
火
葬
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
禅
僧
た
ち
も
動

物
を
飼
育
し
、
そ
の
死
を
葬
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
例
も
、
一
般
的

な
動
物
を
愛
玩
す
る
、
或
い
は
ペ
ッ
ト
の
死
を
弔
い
慰
霊
す
る
と
い
う

よ
り
は
、
神
異
・
霊
験
譚
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
日
本
臨
済
禅
僧
と
動
物

　

日
本
の
臨
済
禅
僧（

１
）た

ち
は
身
近
に
い
た
動
物
た
ち
を
大
変
可
愛
が
っ

た
。
例
え
ば
、
白
隠
慧
鶴
は
手
元
の
猫
を
可
愛
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
、

そ
の
様
子
を
語
録
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
荊
叢
毒
蘂
』
巻
一

「
冬
夜
小
参
」
で
は
、
松
蔭
寺
で
の
修
行
の
様
子
に
つ
い
て
い
う
中

で
、
自
分
の
愛
猫
を
守
ろ
う
と
す
る
「
佐
ソ
」
と
い
う
弟
子
の
様
子
を

佐
設
陷
井
待
猫
賊
窺
我
小
華
奴
。（
芳
澤
勝
弘
訳
注
『
荊
叢
毒
蘂
乾
』

pp.100~101　

禅
文
化
研
究
所　

二
〇
一
五
）

と
い
い
、
愛
玩
の
三
毛
猫（

２
）に

加
え
て
、
野
良
猫
が
松
蔭
寺
に
は
出
入
り

し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

加
え
て
、
白
隠
に
は
、
自
身
が
「
猫
の
巻
物
」
と
箱
書
き
し
た
墨
蹟
が

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墨
蹟
は
巻
子
の
形
態
を
取
り
、
享
保
九
（
一
七

二
四
）
年
、
白
隠
が
四
十
歳
の
と
き
に
植
松
者
彌
に
宛
て
て
書
き
与
え

た
一
幅
で
あ
る
が
、
諸
書
の
人
生
訓
を
書
き
込
ん
だ
そ
の
巻
尾
に
は
、

六
個
の
猫
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
白
隠
が
本
作
を
揮
毫
し
た
後

に
、
猫
が
そ
の
墨
蹟
を
横
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
猫
に
ま
つ
わ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
と
、
禅
師
の
松
蔭
寺
に
お
け
る
大
衆
接
化
は
、

貧
窮
に
近
い
枯
淡
の
中
で
、
厳
密
を
極
め
た
こ
と
が
夙
に
知
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
猫
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
と
、
そ
れ
と
は
違
っ

た
日
常
底
の
一
面
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
祖
師
た
ち
は
、
自
ら
が
大
切
に
し
た
動
物
た
ち
の
死
を
大
い

に
悲
し
み
、
人
間
同
様
、
丁
重
に
葬
儀
に
比
す
る
仏
事
を
行
い
弔
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
一
休
宗
純
は
、
愛
玩
し
て
い
た
雀
が
死
ん
だ
際
に
は

「
尊
林
」
と
道
号
を
与
え
哀
悼
の
偈
頌
を
詠
ん
で
い
る
。
現
存
す
る
こ

の
道
号
頌
の
墨
蹟
に
は
そ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

余
飼
雀
児
愛
甚
。
一
日
忽
然
自
斃
。
哀
慟
倍
恒
。
是
以
瘞
葬
祭
奠
如
人
。
初

呼
之
曰
雀
侍
者
、
後
以
雀
代
釈
。
又
字
曰
尊
林
。
因
以
一
偈
証
焉
云
。（
五
島

美
術
館
編
『
一
休
と
ん
ち
小
僧
の
正
体
』p.151　

五
島
美
術
館　

二
〇
一

五
）

あ
え
て
墨
蹟
と
し
て
遺
し
た
と
こ
ろ
に
一
休
の
愛
雀
に
対
す
る
強
い
哀

悼
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
一
休
は
尊
林
の
死
後
、

新
た
な
雀
を
飼
い
始
め
た
。
そ
の
雀
に
は
以
前
飼
っ
て
い
た
「
釈
」
に

応
対
す
る
形
で
「
迦
侍
者
」
と
名
付
け
、
尊
林
に
も
増
し
て
可
愛
が
っ



日
本
臨
済
禅
に
み
る
動
物
供
養
の
歴
史
と
そ
の
意
義
（
瀧
瀬
）

二
〇
八

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
三
年
後
、
や
は
り
永
訣
を
迎
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
雀
に
も
「
葉
室
」
と
道
号
を
与
え
懇
ろ
に
供
養
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
追
悼
の
道
号
頌
も
墨
蹟
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。

前
年
、
養
雀
子
、
亡
何
而
斃
。
慕
哀
瘞
祭
、
其
儀
如
人
。
今
秋
又
飼
一
児
。

亦
棄
我
而
去
。
傷
亡
送
終
倍
旧
。（
中
略
）
遂
作
一
偈
以
慰
愁
情
云
。（
同
）

　

一
休
と
同
様
に
大
徳
寺
に
入
寺
し
た
妙
心
寺
派
の
東
陽
英
朝
は
、
一

休
と
同
様
、
愛
育
し
た
犬（

３
）と

の
別
れ
に
際
し
て
は
、
法
諱
を
与
え
、
亡

僧
の
如
く
に
葬
送
し
弔
い
の
偈
頌
を
手
向
け
た
。
更
に
、
東
陽
が
最
晩

年
に
住
持
し
た
少
林
寺
で
の
法
語
に
は
、
飼
馬
が
死
ん
だ
こ
と
に
因
ん

だ
示
衆
「
所
畜
馬
斃
、
示
衆
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

師
曰
、
山
僧
頃
者
養
一
龍
馬
。
忽
然
夜
半
不
待
鞭
影
、
眨
眼
十
万
八
千
里

去
。
諸
禅
徳
尽
是
眉
蔵
宝
剣
、
袖
懸
金
鎚
。
莫
有
作
死
馬
医
底
麼
。（『
少
林

無
孔
笛
』
巻
二　

T
81-367b

）

示
衆
は
祖
師
忌
や
語
録
の
開
講
な
ど
に
際
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
馬
の
よ
う
な
動
物
の
死
が
契
機
で
示
衆
を
執
り
行
わ
れ

る
と
い
う
の
は
例
を
見
な
い
。
東
陽
の
飼
馬
に
対
す
る
愛
情
と
別
れ
際

の
惜
別
の
気
持
ち
の
大
き
さ
を
汲
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
禅
僧
に
よ
る
動
物
供
養
は
、
自
ら
が
飼
育
し
た
ペ
ッ
ト
な
ど

に
限
ら
ず
、
檀
信
徒
な
ど
の
求
め
に
応
じ
て
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い

た
。
東
陽
と
同
じ
く
妙
心
寺
に
属
す
る
愚
堂
東
寔
は
、
慶
安
元
（
一
六

四
八
）
年
、
七
十
二
歳
の
大
仙
寺
に
在
住
時
代
、
祟
り
を
取
り
除
く
と

い
っ
た
、
単
な
る
慰
霊
と
は
違
っ
た
事
情
で
は
あ
る
も
の
の
、
人
間
の

場
合
と
同
様
、
そ
の
死
を
弔
う
た
め
、
馬
の
為
に
偈
頌
を
唱
え
て
い

る
。
愚
堂
の
語
録
に
は

①
東
濃
巌
村
辺
邑
久
保
原
有
一
老
父
養
一
馬
。
一
夕
、
脱
羈
絆　

徘
徊
戸

外
。
以
為
盜
賊
而
暗
中
取
弓
射
之
斃
。
其
霊
数
為
祟
、
死
者
日
日
多
矣
。
就

予
求
救
。
仍
賦
伽
陀
以
救
之
。（
能
仁
晃
道
『
訓
注　

大
圓
寶
鑑
國
師
語
録
並

年
譜
』（
以
下
、
能
仁
『
語
録
』
と
略
す
）p.301　

禅
文
化
研
究
所　

二
〇
一

〇
）

と
、
飼
馬
が
盗
賊
と
勘
違
い
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
祟
り
が

村
を
襲
い
、
そ
の
呪
い
を
除
く
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
加
え
て
、『
愚
堂
語
録
』
に
は
、
②
猫
を
殺
し
た
が
故
、
懊

悩
す
る
者
を
救
う
た
め
に
詠
ん
だ
猫
を
追
悼
す
る
偈
頌
（
能
仁
『
語
録
』

pp.301~302

）
や
、
③
村
人
が
井
戸
を
穿
っ
た
際
、
誤
っ
て
掘
り
起
こ

さ
れ
凍
死
し
て
し
ま
っ
た
無
数
の
小
蛇
を
弔
う
偈
頌
（
能
仁
『
語
録
』

pp.307~308

）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
①
と
③
は
自
筆
の
墨
蹟（

４
）

が
残
さ
れ
て
お
り
、
慰
霊
や
除
霊
の
効
果
保
持
が
願
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
愚
堂
の
行
っ
た
動
物
供
養
は
、
追
悼
・
慰
霊
と
い

う
位
置
づ
け
を
超
え
、
除
霊
な
ど
を
通
し
た
大
衆
教
化
を
担
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

更
に
、
犬
や
猫
と
言
っ
た
ペ
ッ
ト
の
範
疇
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
な
生

き
物
に
対
し
て
も
供
養
が
行
わ
れ
た
例
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ

は
、
康
応
二
（
一
三
九
〇
）
年
、
峻
翁
令
山
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
廣
園

寺
（
東
京
都
八
王
子
市
）
の
虫
を
供
養
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
石
塔
で



日
本
臨
済
禅
に
み
る
動
物
供
養
の
歴
史
と
そ
の
意
義
（
瀧
瀬
）

二
〇
九

あ
る
。
こ
の
供
養
塔
は
日
本
に
数
あ
る
虫
供
養
塔
の
中
で
も
最
古
の
も

の
と
さ
れ
る
が
、
虫
塚
に
関
す
る
伝
承
は
詳
ら
か
で
は
な
い
上
、
峻
翁

の
行
状
で
あ
る
『
峻
翁
令
山
和
尚
行
録
』
に
も
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
時
代
は
下
る
も
の
の
、
文
政
三
（
一
八

二
〇
）
年
脱
稿
『
武
蔵
名
勝
図
会
』
巻
八
「
多
磨
郡
之
部.

巻
八.

由
井

領
横
山
庄
之
下
」
条
に
は
、
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
た
経
緯
が
次
の
如
く

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

虫
塚　

こ
こ
は
開
山
の
と
き
相
州
に
て
田
畑
の
穂
茎
出
る
を
、
虫
多
く
附
き

て
成
熟
す
る
こ
と
を
得
ず
、
民
庶
こ
れ
を
患
う
。
依
っ
て
開
山
に
願
い
祈
念

し
給
い
け
れ
ば
、
そ
の
虫
悉
く
死
す
ゆ
え
、
こ
れ
を
集
め
て
塚
と
な
せ
り
。

（
植
田
孟
縉
・
片
山
迪
夫
『
武
蔵
名
勝
図
会
』p.389　

慶
友
社　

一
九
九
三
）

四
、
小
結

　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
多
く
の
臨
済
僧
た
ち
が
動
物

を
可
愛
が
り
、
そ
の
別
れ
に
望
ん
で
、
人
間
に
対
す
る
仏
事
と
同
様

に
、
偈
頌
を
手
向
け
る
な
ど
し
て
葬
送
を
行
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
愚

堂
東
寔
や
峻
翁
令
山
の
よ
う
に
檀
信
徒
な
ど
の
要
請
か
ら
、
自
ら
が
飼

育
し
た
動
物
以
外
の
供
養
に
も
携
わ
っ
た
者
も
い
た
。
彼
ら
の
行
っ
た

追
悼
は
、
単
な
る
動
物
た
ち
の
為
の
慰
霊
や
鎮
魂
に
留
ま
ら
ず
、
除
霊

を
通
し
た
大
衆
教
化
の
一
面
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
祖
師
た
ち
の
ペ
ッ
ト
や
動
物
供
養
へ
の
真
摯
な
態
度
か

ら
は
、
安
藤
氏
論
文
で
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
の
輪
廻

感
を
大
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
弔
う
対
象
と
し
て
の
動
物
を
単
純
に
仏

教
的
価
値
観
に
当
て
は
め
て
、
前
世
の
悪
業
に
よ
り
畜
生
道
に
堕
ち
た

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
様
子
は
窺
え
な
い
。
日
本
に
お
い
て

は
、
古
来
よ
り
動
物
の
埋
葬
や
葬
送
が
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ

た
。
日
本
臨
済
禅
僧
た
ち
が
行
っ
て
き
た
ペ
ッ
ト
や
動
物
供
養
は
、
そ

れ
ら
を
素
地
と
し
、
仏
教
の
最
も
基
本
的
な
教
義
の
一
つ
、
即
ち
一
切

衆
生
悉
有
仏
性
の
思
想
が
敷
衍
さ
れ
執
り
行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

現
代
の
我
々
が
指
標
と
す
べ
き
は
、
祖
師
た
ち
が
動
物
た
ち
を
人
と

同
じ
よ
う
に
、
強
い
哀
悼
の
気
持
ち
を
持
っ
て
仏
事
を
行
う
敬
虔
な
姿

勢
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
昨
今
の
ペ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
環

境
を
鑑
み
る
に
、
ペ
ッ
ト
供
養
の
ニ
ー
ズ
は
今
後
、
増
え
て
い
く
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
臨
済
祖
師
に
よ
る
供
養
の
諸
相
な

ど
を
丁
寧
に
説
明
し
つ
つ
、
懇
ろ
に
法
要
を
行
う
こ
と
こ
そ
、
ペ
ッ
ト

を
失
っ
て
強
い
悲
し
み
の
最
中
に
い
る
家
族
を
慰
め
う
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
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物
福
祉
と
供
養
の
倫
理
」（『
関
西
実
験
動
物
研
究
会
会

報
』38　

pp.6~22　

二
〇
一
六
）

鵜
飼
秀
徳
『
ペ
ッ
ト
と
葬
式　

日
本
人
の
供
養
心
を
さ
ぐ
る
』（
朝
日
新
聞
出

版.

二
〇
一
八
）

【
注
】

（
１
）
曹
洞
宗
僧
に
よ
る
動
物
供
養
の
歴
史
は
古
く
、
瑩
山
紹
瑾
の
『
瑩
山
清

規
』
に
は
、
歳
末
に
遍
く
動
物
の
供
養
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
詳
細
は
、
澤
城
邦
生
「『
瑩
山
清
規
』「
歳
末
看
経
牓
」・.

「
除
夜
施
餓
鬼
疏
」
に
関
す
る
一
考
察
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
三
十
六.

　

pp.23~37　

二
〇
二
三
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
禅
文
化
研
究
所
資
料
室
蔵
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
文
庫
本
の
書
き
込
み
に
、「
寵
愛

ノ
三
毛
猫
」
と
あ
る
。

（
３
）
安
藤
嘉
則
「
日
本
禅
宗
に
お
け
る
衆
生
の
成
仏
と
供
養
の
問
題
」（『
日

本
仏
教
学
会
年
報
』86　

pp.223

～242　

二
〇
二
一
）
で
は
、
東
陽

の
語
録
『
少
林
無
孔
笛
』
に
載
せ
ら
れ
る
梨
花
と
名
付
け
ら
れ
た
犬
の

葬
送
の
様
子
や
、
猫
の
供
養
に
関
す
る
偈
頌
も
紹
介
し
て
い
る
。
な

お
、
本
論
文
は
動
物
供
養
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
証
と
論
述
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
禅
文
化
研
究
所
編
集
部
『
大
圓
寶
鑑
國
師
墨
跡
集
』pp.88~89

・215

（
愚
堂
禅
師
三
五
〇
年
遠
諱
事
務
局　

二
〇
一
〇
）
参
照
。



二
一
一

一
．
問
題
・
目
的

　

本
研
究
で
は
東
日
本
大
震
災
（
以
下
、
大
震
災
と
略
す
）
に
お
け
る
支

援
課
題
に
特
化
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
支
援
活
動
の
中
で
課
題
と
し

て
見
え
て
き
た
こ
と
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
く
。
二
〇
一
一
年
三
月

一
一
日
、
東
日
本
を
未
曽
有
の
大
震
災
と
大
津
波
が
襲
っ
た
。
そ
の

後
、
福
島
第
一
原
発
に
よ
る
放
射
能
の
被
害
も
重
な
り
、
多
く
の
被
災

者
が
全
国
各
地
へ
生
活
の
場
を
移
し
た
。
震
災
発
生
当
時
か
ら
一
二
年

が
経
過
し
、
一
三
回
忌
を
終
え
た
が
未
だ
多
く
の
か
た
が
見
つ
か
っ
て

い
な
い
現
状
も
あ
る
。
日
本
国
内
は
災
害
が
多
く
発
生
し
、
そ
の
た
び

に
被
災
者
は
移
転
な
ど
を
迫
ら
れ
、
新
た
な
居
住
地
区
へ
と
移
転
し
て

い
く
。

　

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
過
去
に
「
布
教
・
教
化
実
践
モ
デ

ル
開
発
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
二
〇
一
二
～
二
〇
二
〇
）
が
あ
っ
た
。
こ

の
中
に
「
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
置
か
れ
、
大
震
災
に
お
け
る

支
援
活
動
を
行
な
い
、
現
在
、
未
来
創
生
研
究
部
門
内
で
災
害
関
連
を

引
き
継
ぎ
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、
被
災
さ

れ
た
方
が
た
と
出
会
い
、
様
ざ
ま
な
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

多
い
。
会
話
の
内
容
は
当
事
者
が
お
か
れ
た
悲
嘆
や
苦
悩
も
含
ま
れ
て

い
る
。

　

同
セ
ン
タ
ー
内
に
は
、
か
つ
て
「
曹
洞
宗
こ
こ
ろ
の
問
題
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」（
二
〇
〇
七
～
二
〇
二
〇
）
が
置
か
れ
、
宗
侶
養
成
を
目
的
と

し
た
成
果
の
一
つ
に
、
人
び
と
の
苦
悩
や
生
き
づ
ら
さ
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
に
宗
教
者
が
受
け
と
め
る
の
か
を
課
題
と
し
て
き
た
。
様
ざ
ま

な
対
象
者
を
想
定
し
た
内
容
の
冊
子
刊
行
を
し
、
手
法
等
を
宗
内
に
還

元
す
る
な
ど
取
り
組
ん
だ
。

　

先
述
の
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
「
傾
聴
」
に
つ
い
て
早
く
か
ら

取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
、
模
擬
研
修
（
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
）
な
ど
が
、
実
際

の
大
震
災
の
現
場
で
役
立
っ
た
。
こ
の
時
の
支
援
内
容
に
つ
い
て
は

『
曹
洞
宗
報（

１
）

』.

、
セ
ン
タ
ー
情
報
誌
『
ｋ
ｕ
ｕ
：
』（
ク
ウ（

２
）

）.

に
て
、

「
ビ
ー
ズ
・
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
（
腕
輪
念
珠
）
の
作
製
」
や
実
際
に
香
原
料

を
混
ぜ
て
作
製
す
る
「
匂
い
袋
つ
く
り
」、
紙
芝
居
の
上
演
な
ど
を
通

じ
て
、
人
び
と
の
こ
こ
ろ
に
向
き
合
う
傾
聴
活
動
の
取
り
組
み
を
述
べ

て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
支
援
課
題

―
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
持
続
的
支
援
活
動
の
展
開

―

久
保
田
　
永
　
俊

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月



東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
支
援
課
題
（
久
保
田
）

二
一
二

　

こ
う
し
た
支
援
活
動
の
経
緯
を
ふ
ま
え
、
寺
院
に
お
け
る
実
際
の
教

化
活
動
に
お
い
て
、
筆
者
自
身
が
話
す
よ
り
「
聴
く
」
こ
と
に
重
き
を

お
く
場
面
が
増
え
た
。
そ
の
体
験
を
も
と
と
し
て
、
本
稿
で
は
支
援
課

題
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

　

支
援
活
動
を
継
続
し
て
い
る
中
で
二
〇
一
九
年
頃
か
ら
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
（
以
下
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
と
表
記
）
の
問
題
が
発
生
し
た
。
最

初
の
緊
急
事
態
宣
言
（
以
下
、
宣
言
）
が
、
こ
れ
ま
で
三
回
発
令
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
か
ら
五
月
二
五
日
ま
で
、
二
回
目
の
宣

言
が
二
〇
二
一
年
一
月
七
日
か
ら
三
月
二
一
日
、
三
回
目
の
宣
言
が
同

年
四
月
二
三
日
か
ら
九
月
二
八
日
ま
で
の
期
間
施
行
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
地
域
で
は
、
二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
、

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
が
一
部
指
定
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
宣
言
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
な
ど
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ

Ｄ-

19
感
染
予
防
の
た
め
に
、
人
々
の
日
常
生
活
と
意
識
が
大
き
く

変
容
し
た
。
訪
問
地
域
に
も
よ
る
が
、
現
地
を
見
て
い
て
も
流
行
前
の

生
活
状
態
に
日
常
が
戻
っ
て
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
不

要
不
急
の
外
出
を
避
け
る
こ
と
を
継
続
し
て
い
る
か
た
、
会
食
を
控
え

る
か
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
々
の
日
常
生
活
に

お
い
て
、
大
き
く
行
動
の
転
換
が
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
ま

た
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
消
毒
の
行
為
は
、
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
行

う
こ
と
が
マ
ナ
ー
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

新
た
な
習
慣
が
定
着
し
た
中
で
、
様
ざ
ま
な
生
き
辛
さ
を
抱
え
て
い

る
人
び
と
が
、
よ
り
行
動
し
に
く
い
状
況
に
も
な
っ
て
い
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
多
く
の
人
々
が
生
き
辛
さ
を
抱
え
る
な
か
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
在
り
よ
う
が
変
化
し
、
人
が
多
く
参
加
さ
れ
る
場
に
集
ま
る
こ
と
へ

の
抵
抗
感
が
増
し
た
と
も
い
え
る
。

　

昨
今
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
が
二
〇
二
三
年
五
月
八
日
か
ら
「
5
類

感
染
症（

３
）」

に
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
各
自
治
体
や
社
会
福
祉
協
議
会
、

訪
問
先
の
感
染
症
対
策
が
引
き
続
き
あ
る
た
め
、
活
動
が
縮
小
傾
向
に

な
り
、
現
在
も
そ
の
状
況
が
続
い
て
い
る
。
自
室
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち

に
な
る
こ
と
に
よ
る
心
身
の
健
康
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
被
災
各

地
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
対
面
に
よ
る
「
サ
ロ
ン
」
活
動
を
少
し
ず
つ

で
は
あ
る
が
元
の
状
態
に
戻
す
動
き
は
出
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
残

念
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
集
ま
る
機
会
に
お
け
る
煩
雑
な
作
業
が
自
治

体
の
負
担
と
な
り
、
活
動
が
休
会
し
て
し
ま
っ
た
自
治
体
も
存
在
す

る
。

二
．
資
金
難

　

復
興
支
援
に
志
を
持
っ
て
携
わ
ろ
う
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多
く

い
る
中
で
、
発
災
か
ら
二
年
余
り
経
過
す
る
と
団
体
の
撤
収
が
相
次

ぎ
、
助
成
金
を
打
ち
切
る
自
治
体
も
多
く
、
団
体
職
員
の
雇
用
や
活
動

資
金
が
維
持
の
難
し
さ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
で
つ
く
る
東

日
本
大
震
災
支
援
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｊ
Ｃ
Ｎ
）
が
確
認
し
た
震
災

関
連
の
支
援
団
体
二
八
八
四
の
う
ち
、
二
〇
一
三
年
一
月
時
点
で
活
動



東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
支
援
課
題
（
久
保
田
）

二
一
三

を
続
け
て
い
た
の
は
半
分
以
下
の
一
一
四
九
だ
っ
た
と
い
う（

４
）。

何
と
か

し
た
い
と
い
う
思
い
だ
け
で
外
部
か
ら
被
災
地
に
入
っ
た
団
体
は
、
復

興
支
援
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
、
活
動
費
の
維
持
が
難
し
く
な
る
。
こ

う
し
た
背
景
が
世
間
で
は
あ
り
つ
つ
、
宗
門
で
は
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

や
婦
人
会
な
ど
、
多
く
の
宗
門
関
係
者
が
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、

活
動
の
維
持
継
続
と
い
う
観
点
か
ら
、
発
災
後
早
い
段
階
か
ら
団
体
同

士
が
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
活
か
し
た
協
働
シ
ェ
ア
で
あ
た

る
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
前
の
頃
で
あ
る

が
、
あ
る
県
を
訪
問
す
る
際
に
、
別
の
宗
教
団
体
が
支
援
し
て
い
る
地

区
が
あ
っ
た
が
、
連
携
し
に
く
い
状
況
も
過
去
に
経
験
を
し
た
。
宗
教

団
体
同
士
が
、
ど
の
よ
う
な
連
携
が
で
き
て
、
お
互
い
の
共
通
要
素
あ

る
い
は
相
互
補
完
し
あ
え
る
関
係
性
を
醸
成
し
、
日
常
か
ら
連
携
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

三
．
需
給
と
ミ
ス
マ
ッ
チ

　

発
災
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
続
々
と
駆
け
付
け
、
二
〇
一
三
年
一
二

月
末
現
在
、
三
県
で
計
一
三
三
万
四
四
〇
〇
人
が
活
動
し
た
。
ピ
ー
ク

時
は
一
ケ
月
当
た
り
三
県
で
計
一
八
万
人
を
超
え
た
と
い
う（

５
）。

こ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
立
地
と
知
名
度
に
よ
っ
て
、
訪
れ
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
偏
り
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
。
被
害
の
大
き
さ
に
比
例
し

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来
る
と
い
う
よ
り
、
交
通
の
便
や
知
名
度
、
被
災

後
の
情
報
量
に
よ
り
左
右
さ
れ
が
ち
に
な
っ
た
。
有
名
観
光
ス
ポ
ッ
ト

お
よ
び
そ
の
周
辺
の
場
合
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多
く
来
訪
さ
れ
る
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
欲
し
い
被
災
者
側
の
ニ
ー
ズ
が
完
了
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
断
り
続
け
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を

ふ
ま
え
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
窓
口
の
集
約
化
や
広
報
を

行
う
な
ど
し
て
、
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
と
支
援
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
振
り

分
け
ら
れ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
必
須
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

自
治
体
の
危
機
管
理
部
門
が
被
災
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
行
政
の
サ

ポ
ー
ト
を
担
え
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
存
在
お
よ
び
、
そ
の
養
成

が
、
こ
の
先
、
非
常
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
．
支
援
者
の
負
担

　

大
規
模
災
害
に
お
い
て
支
援
者
は
、
現
場
の
惨
状
を
繰
り
返
し
体
験

す
る
（
自
分
が
目
の
当
た
り
に
す
る
、
被
災
者
の
話
を
傾
聴
す
る
）、
自
分
の
生

命
に
関
わ
る
場
合
な
ど
、
精
神
的
な
負
担
が
大
き
い
。
こ
の
こ
と
を
藤

倉
、
宮
崎
は
医
療
従
事
者
の
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害
ま
た
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ.

の
知
識
を
も
と
に
、
被
災
し
た
患
者
の
変
化
を
見
逃
さ
ず
、
辛
さ
を
共

有
し
適
時
専
門
機
関
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
医
療
者

は
自
ら
の
辛
い
状
況
を
顧
み
ず
過
重
労
働
に
陥
り
が
ち
に
な
る（

６
）こ

と
を

述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
医
療
従
事
者
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
支
援
者
の
多
く
も
同

様
で
あ
り
、
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し

て
、
土
屋
は
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
」
と
は
、
ま
さ
に
「
さ
さ
え
る
」
側
に
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四

立
つ
人
に
対
す
る
「
さ
さ
え
」
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、「
さ
さ
え
続

け
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
お

り
、
援
助
職
（
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ワ
ー
カ
ー
、
聖
職
者
な
ど
）
の
バ
ー
ン
ア
ウ

ト
を
防
ぐ
、
援
助
職
を
援
助
す
る
体
制
づ
く
り
の
必
要
性
を
あ
げ
て
い

る（
７
）。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
今
後
の
災
害
支
援
の
あ
り
か
た
を
蓄
積
す
す

め
る
た
め
に
、
曹
洞
宗
東
日
本
大
震
災
災
害
対
策
本
部
復
興
支
援
室
分

室
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
三
日
か
ら
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
に
て
閉
所
。
以
下
、

分
室
と
す
る（

８
））

を
取
り
あ
げ
た
い
。
分
室
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
入

り
た
い
宗
侶
お
よ
び
各
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
、
社
協
と
す
る
）
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
な
う
な
ど
、
現
場
の
調
整
役
を

担
っ
て
い
た
。
支
援
活
動
し
た
際
に
は
必
ず
「
活
動
レ
ポ
ー
ト
」
を
提

出
し
、
詳
細
な
情
報
を
集
約
し
て
い
た
。
こ
れ
は
単
に
情
報
収
集
の
位

置
づ
け
で
は
な
く
、
支
援
者
が
傾
聴
し
た
際
に
大
な
り
小
な
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
被
災
者
の
内
情
に
関
す
る
話
が
多
々
含
ま
れ
る
た
め
、
書
き
出

す
こ
と
に
よ
り
、
各
自
の
心
の
落
ち
着
き
と
整
理
作
業
お
よ
び
支
援
者

の
安
心
安
全
に
帰
宅
を
う
な
が
し
て
い
た
意
図
も
あ
る
だ
け
で
な
く
、

先
述
の
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
対
策
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆

者
は
捉
え
て
い
る
。
こ
の
書
き
出
す
作
業
を
通
じ
て
、
分
室
側
が
被
災

者
の
状
況
の
把
握
だ
け
で
な
く
、
支
援
者
の
心
の
葛
藤
な
ど
を
含
め
て

受
け
と
め
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
作
業
を
嫌
が
る
支
援

者
も
目
の
当
た
り
に
し
た
が
、
被
災
者
に
向
き
合
う
こ
と
だ
け
で
な

く
、
支
援
者
が
自
ら
の
心
の
動
き
を
捉
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
書
き

出
す
こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
る
。
現
場
で
様
ざ
ま
に
得

ら
れ
た
情
報
は
、
社
協
と
共
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
蓄
積
に
よ
り
、

活
動
の
引
継
ぎ
に
も
活
用
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
情

報
を
も
と
に
活
動
が
更
新
、
継
続
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
残
念
な

こ
と
に
、
分
室
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
膨
大
な
資
料

が
破
棄
さ
れ
る
話
を
聴
き
、
こ
れ
ま
で
の
資
料
が
散
逸
し
て
し
ま
う
恐

れ
か
ら
、
未
来
創
生
研
究
部
門
に
て
一
部
で
は
あ
る
が
資
料
保
管
を
し

て
い
る
。

　

熊
坂
、
足
立（

９
）.

（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
と
、
被
災
地
以
外
の
地
域
か
ら
同

じ
専
門
職
が
支
援
に
入
る
こ
と
は
被
災
地
の
専
門
職
を
元
気
に
し
た

し
、
今
行
う
べ
き
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
な
ど
の
効
果
が
見
ら

れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
被
災
者
支
援
に
も
ち
ろ
ん
効
果
を

上
げ
た
が
、
被
災
地
の
専
門
職
も
大
い
に
支
え
た
の
で
あ
る
。
被
災
者

の
要
望
や
苦
情
は
、
分
野
ご
と
に
は
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
同
時
に
一
気

に
押
し
寄
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
職
の
専
門
領
域
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
こ
に
専
門
職
が
入
る
場
合
に
は
、
連
携
に

特
段
の
配
慮
を
し
て
臨
む
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
専

門
職
が
無
力
感
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
連
携
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

　

同
様
の
こ
と
を
保
健
師
や
栄
養
士
ら
が
各
地
の
仮
設
住
宅
や
借
り
上

げ
住
宅
を
訪
問
し
、
避
難
者
の
相
談
に
応
じ
て
い
た
。

　

二
〇
一
四
年
六
月
七
日
付
『
福
島
民
報
』
に
よ
る
と
、「
自
殺
の
恐
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二
一
五

れ
の
あ
る
人
を
見
つ
け
出
す
に
は
時
間
を
か
け
て
人
間
関
係
を
つ
く
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
マ
ン
パ
ワ
ー
が
少
な
す
ぎ
る
」
と
あ

る
。
そ
の
記
事
の
中
に
あ
っ
た
構
成
メ
ン
バ
ー
は
保
健
師
、
看
護
師
、

社
会
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
育
士
な
ど
多
職

種
で
構
成
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
委
託
事
業
の
一
環
で
契
約
が
一
年

ご
と
に
更
新
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

避
難
生
活
は
長
期
に
な
り
、
そ
の
ぶ
ん
の
心
労
か
ら
精
神
的
な
疾
患

を
発
症
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
支
援
の
知
識
や
技
能
が
あ
る
か
た

を
集
約
し
、
平
常
時
か
ら
予
備
組
織
と
し
て
の
あ
り
方
が
必
要
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

二
〇
二
二
年
十
一
月
、
い
わ
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代

表
事
務
局
に
て
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
に
、
震
災
の
活

動
の
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
、
災
害
発
災
前
か
ら
日
常
的
に
連
携
し
て

お
か
な
け
れ
ば
、
発
災
時
に
連
携
し
よ
う
と
し
て
も
連
絡
や
会
合
が
行

え
な
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
人
が
中
心
に
な
っ
て
動
き
、
ど
の
よ
う

な
人
た
ち
が
活
動
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
見
え
な
い
と
、
調
整
し
に

く
い
だ
け
で
な
く
、
受
け
入
れ
先
の
状
況
も
把
握
し
に
く
い
た
め
連
携

し
づ
ら
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
些
細
な
こ
と
で
も
情
報
共
有
が
で
き

る
よ
う
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
災
害
関
連
の
会
合
に
参
加
す
る
必
要

が
あ
る
と
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
大
規
模
災

害
に
備
え
た
連
携
を
検
討
し
た
い
。

　

先
述
の
支
援
活
動
に
お
け
る
レ
ポ
ー
ト
に
関
し
て
、
阿
部
は
学
生
一

六
〇
名
が
避
難
所
で
活
動
し
た
際
の
レ
ポ
ー
ト
項
目
と
し
て
、
以
下
の

も
の
を
分
類
し
た）

（1
（

。【
避
難
所
生
活
へ
の
気
づ
き
】、【
被
災
者
の
気
持

ち
の
変
化
へ
の
気
づ
き
】、【
子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
気
づ
き
】、【
自

分
へ
の
気
づ
き
】、【
被
災
地
の
様
子
に
関
す
る
気
づ
き
】
の
五
つ
に
カ

テ
ゴ
リ
ー
化
し
振
り
返
り
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
蓄
積
は
災
害
支
援

が
あ
る
程
度
進
む
と
風
化
し
、
他
の
災
害
が
発
災
し
た
際
に
は
、
蓄
積

さ
れ
た
も
の
が
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
集
約
す
る
こ
と
も
今
後
の
災
害
支
援
事
業
の
一
つ

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
方
が
た
が
意
識
を
も
っ
て

関
わ
っ
た
こ
と
を
「
風
化
」
に
よ
っ
て
、
埋
も
れ
て
い
く
こ
と
は
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
．
相
談
員
に
つ
い
て

　

相
談
員
制
度
は
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機
に
始
ま

り
、
兵
庫
県
内
で
は
仮
設
な
ど
で
の
孤
独
死
が
二
〇
年
間
で
、
一
千
人

を
超
え
、
現
在
も
相
談
員
が
奔
走
す
る
と
あ
っ
た）

（（
（

。
岩
手
県
社
会
福
祉

協
議
が
ま
と
め
た
『
あ
の
日
か
ら）

（1
（

』.

に
よ
る
と
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で

多
く
の
孤
立
死
が
発
生
し
た
教
訓
か
ら
、
生
活
援
助
員
と
し
て
配
置
さ

れ
た
以
降
、
新
潟
県
中
越
、
中
越
沖
地
震
災
害
な
ど
大
規
模
災
害
の
発

生
時
に
生
活
支
援
相
談
員
と
し
て
配
置
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
っ
た
。

生
活
支
援
相
談
員
の
前
職
を
見
る
と
、
ヘ
ル
パ
ー
等
有
資
格
者
が
多
い

中
で
、
漁
業
関
係
、
主
婦
、
会
社
員
な
ど
様
々
な
職
歴
を
有
し
て
い
る
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二
一
六

と
あ
っ
た
。
前
掲
の
資
料
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
八
月
採
用
時
の
相

談
員
の
職
歴
等
を
み
る
と
相
談
業
務
経
験
な
し
が
全
体
の
約
三
割
程
度

を
占
め
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
生
活
支
援
相
談
員
の
業
務
に
対
す
る
価

値
観
も
多
様
な
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

　

今
後
起
こ
り
得
る
大
災
害
に
対
す
る
備
え
と
し
て
、
宗
門
に
お
け
る

傾
聴
の
学
び
を
一
歩
進
め
る
に
は
、
こ
う
し
た
宗
門
内
に
相
談
員
の
制

度
的
な
位
置
づ
け
や
意
識
の
共
有
、
情
報
を
蓄
積
し
散
逸
さ
せ
な
い
こ

と
を
今
後
検
討
し
て
い
く
べ
き
段
階
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
特
に
被

災
さ
れ
た
当
該
県
の
宗
侶
が
動
く
に
は
、
各
被
災
状
況
に
よ
る
が
、
関

わ
れ
な
い
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
支
援
事
業
の
取
り
組
み
を

糸
口
に
し
、
行
政
と
の
関
わ
り
を
も
つ
な
か
で
、
今
ま
で
の
宗
侶
の
学

び
を
制
度
化
し
つ
つ
、
多
く
の
団
体
と
の
連
携
の
可
能
性
を
模
索
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

六
．
コ
ロ
ナ
禍
の
支
援
に
つ
い
て

　

生
き
づ
ら
さ
に
類
す
る
問
題
と
と
も
に
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
、
受

け
入
れ
る
居
場
所
の
問
題
、
そ
れ
を
行
な
え
る
人
員
の
問
題
が
発
生
す

る
。
筆
者
は
、
居
場
所
は
一
つ
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
存
在
を
持
ち
、

そ
れ
ら
と
関
わ
る
こ
と
で
、
生
き
づ
ら
さ
の
解
消
の
一
因
と
自
己
肯
定

感
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
、
捉
え
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
拙
稿
「
祈
り
の
集
い
―
自
死
者
供
養
の
会
―　

居
場

所
と
し
て
の
機
能）

（1
（

」
に
お
い
て
、
居
場
所
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
が
５
類
へ
移
行
さ
れ
、
対
面
で
接
す
る
行
事
が

戻
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
静
か
に
消
え
て
い
っ
た
活
動
地
域
が
あ
る
。
県

名
や
地
域
名
を
出
す
こ
と
は
避
け
る
が
、
東
京
か
ら
来
ら
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
受
け
入
れ
を
お
断
り
し
た
い
、
と
返
答
が
き
た
。
ま
だ
多
く
の

方
が
た
が
感
染
症
に
対
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
感
染

症
対
策
が
い
つ
し
か
、
人
付
き
合
い
そ
の
も
の
を
疎
遠
に
す
る
、
縮
小

化
す
る
た
め
の
一
つ
の
口
実
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
再
生
に
お
い
て
、
ど
の
か
た
も
安
心
し
て
参
加

で
き
る
「
場
」
作
り
を
実
際
の
活
動
と
合
わ
せ
、
継
続
課
題
と
し
た

い
。

　

ま
た
、
大
災
害
が
起
こ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
想
定
の
も

と
、
今
一
度
、
傾
聴
の
手
法
や
支
援
の
あ
り
か
た
や
情
報
の
蓄
積
方
法

と
共
有
の
仕
方
、
想
定
外
の
こ
と
を
想
定
す
る
防
災
の
備
え
を
検
討
し

て
い
く
段
階
だ
と
考
え
る
。
東
日
本
大
震
災
及
び
東
京
電
力
福
島
第
一

原
発
事
故
か
ら
約
一
三
年
が
経
過
し
、
風
化
傾
向
に
あ
る
現
状
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
見
直
す
機
会
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

現
在
、
各
地
域
の
変
化
し
て
い
く
フ
ェ
ー
ズ
の
中
で
、
被
災
地
で
は

ど
の
よ
う
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
の
か
。
課
題
解
決
の
た
め
、
安
心
・

安
全
な
地
域
を
未
来
へ
紡
ぐ
た
め
に
、
今
後
ど
の
よ
う
な
取
組
や
支
援

が
必
要
な
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
や
担
当
者
と
連
携
を
と
り
な
が

ら
、
ひ
き
続
き
の
課
題
と
し
た
い
。
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二
〇
一
一
年
一
〇
月
六
‐
七
頁
）、
Ｖ
Ｏ
Ｌ
０
５
（
二
〇
一
六
年
一
六

‐
一
七
頁
）

（
３
）
厚
生
労
働
省
二
〇
二
三
年
九
月
七
日
閲
覧https://w

w
w

.m
hlw

.

go.jp/stf/corona5rui.htm
l

（
４
）
河
北
新
報　

二
〇
一
三
年
三
月
一
四
日

（
５
）
河
北
新
報　

二
〇
一
四
年
三
月
六
日

（
６
）
藤
倉
恵
美
、
宮
崎
真
理
子
「
被
災
者
・
支
援
者
へ
の
精
神
的
ケ
ア
～
透

析
治
療
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
対
応
」『
日
本
急
性
血
液
浄
化
学
会
雑

誌
』
一
三
（
一
）：
三
五
―
四
一
、
二
〇
二
二

（
７
）
土
屋
貴
志
「
そ
れ
で
も
事
実
は
知
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
」『「
さ
さ
え
あ

い
」
の
人
間
学
』
法
蔵
館
一
九
九
四
年
一
〇
五
‐
一
〇
六
頁

（
８
）
曹
洞
宗
宗
務
庁
『
曹
洞
宗
報
』
五
月
号
第
一
〇
五
二
号
二
〇
二
三
年
三

九
頁

（
９
）
熊
坂.

聡
、
足
立
智
昭
「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
弱
者
と
支
援
者

の
心
理
的
・
社
会
的
状
況
に
つ
い
て
～
支
援
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を

通
し
て
～
」
宮
城
学
院
女
子
大
学
発
達
科
学
研
究
、
二
〇
一
五
年
一
九

‐
三
一
頁

（
10
）
阿
部
利
江
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
福
祉
や
防
災
を
学
ぶ

―
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
避
難
所
で
の
支
援
活
動
よ
り
―
」『
東
北

福
祉
大
学
研
究
紀
要
』
四
五
、
一
七
九
‐
二
〇
一
、
二
〇
二
一

（
11
）
河
北
新
報　

二
〇
一
五
年
三
月
二
日

（
12
）
社
会
福
祉
法
人
岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
『
あ
の
日
か
ら
』
二
〇
一
三

年
九
月
三
六
頁

（
13
）
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
（
第
二
四
回
）
一
四
五
～

一
五
〇
頁



東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
支
援
課
題
（
久
保
田
）

二
一
八



二
一
九

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
企
業
が
社
員
の
人
材
育
成
を
目
的
に
開
催
す
る
「
社
員
研

修
」
の
場
に
お
い
て
、
禅
の
思
想
と
実
践
を
主
軸
と
し
た
研
修
の
企
画

や
実
施
が
も
た
ら
す
効
果
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
昨
年
度
論
文

「
禅
社
員
研
修
の
実
際
と
課
題
、
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
」
の
続
編
で

あ
る
。
昨
年
は
企
画
・
立
案
時
の
工
夫
や
着
目
点
、
実
施
に
向
け
て
の

コ
ン
セ
プ
ト
作
り
や
実
際
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
に
つ
い
て
報
告
し
た

が
、
今
回
は
実
施
後
回
収
さ
れ
た
参
加
者
の
レ
ポ
ー
ト
を
基
に
、
理
解

の
範
囲
や
効
果
が
期
待
し
た
レ
ベ
ル
で
あ
る
の
か
を
検
証
す
る
。
な

お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
と
策
定
意
図
に
つ
い
て
は
「
禅
社
員
研
修
の

実
際
と
課
題
、
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
」（
本
紀
要
第
二
十
四
回
）
を
ご
覧

頂
き
た
い
。

　

レ
ポ
ー
ト
は
原
則
参
加
者
全
員
が
提
出
し
、
ま
た
当
日
講
習
を
欠
席

し
た
人
に
つ
い
て
は
後
日
収
録
動
画
を
見
て
頂
き
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し

て
頂
く
こ
と
と
し
た
。
提
出
者
は
三
十
一
名
で
あ
る
。

　

内
容
は
「
研
修
内
容
の
要
約
」
と
「
業
務
に
取
り
入
れ
た
い
点
、
今

後
に
向
け
て
提
案
し
た
い
点
」
と
し
た
の
で
、
満
足
度
な
ど
研
修
自
体

の
評
価
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
記
名
式
で
人
事
部
や
上
長
の

回
覧
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
一
般
的
な
満
足
度
ア
ン
ケ
ー
ト
等

と
は
性
質
が
異
な
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
批
判
的
な
内
容
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
自
体
へ
の
参
加
者
自
身
の
評
価
と
い
う
よ

り
は
「
今
後
同
様
の
社
員
研
修
を
開
催
し
た
と
き
に
得
ら
れ
る
可
能
性

の
あ
る
参
加
者
の
変
化
や
感
想
」
の
意
味
合
い
で
こ
こ
で
は
扱
う
。

　

ま
た
本
稿
の
目
的
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
受
講
者
自
身
に
ど
の
様
な
気

づ
き
や
学
び
が
あ
っ
た
の
か
を
、
生
の
声
で
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
意
義
と
価
値
は
、
受
講
者
の
受
け
止
め
に
よ
っ
て

の
み
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
構
成
の
大
半

は
受
講
者
の
感
想
で
あ
る
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
者
と
し
て
、
受
講

者
の
言
葉
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
、
筆
者
自
身
の
論
評
は
最

小
限
に
し
た
。
ま
た
参
加
者
の
声
は
、
誤
字
脱
字
の
み
改
め
た
。

　

以
下
、
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
抽
出
し
紹
介
す
る
。

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

禅
社
員
研
修
の
意
義
と
価
値

宇
　
野
　
全
　
智



禅
社
員
研
修
の
意
義
と
価
値
（
宇
野
）

二
二
〇

〇
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
に
つ
い
て

　

若
手
社
員
向
け
研
修
（
全
五
回
）
の
第
一
回
目
は
、
ア
イ
ス
ブ
レ
イ

ク
「
四
つ
の
窓（

１
）」

か
ら
始
め
て
い
っ
た
。「
四
つ
の
窓
」
ア
イ
ス
ブ
レ

イ
ク
に
関
す
る
感
想
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た

じ
っ
と
し
た
ま
ま
で
は
緊
張
し
て
し
ま
う
が
、
自
分
の
こ
と
、
相
手
の

こ
と
を
話
す
だ
け
で
一
気
に
距
離
が
縮
ま
り
、
緊
張
が
ほ
ど
け
た
。
／

肩
書
だ
け
に
捕
ら
わ
れ
ず
に
自
分
の
軸
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と

思
っ
た
。
／
本
題
に
入
る
前
に
、
雑
談
を
し
て
お
互
い
に
お
互
い
の
状

況
や
気
持
ち
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
の
お
互
い
の
行
動

や
態
度
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
り
フ
ォ
ロ
ー
で
き
た
り
す
る
こ

と
を
学
び
ま
し
た
。
普
段
の
仕
事
の
中
で
も
お
互
い
に
最
近
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
話
が
出
来
る
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
な
関
係
性
で
あ
り
た
い
。
／

部
署
を
越
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
相
手
の
状
況
の
把
握

と
自
分
の
状
況
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
感
じ
た
。

周
り
に
興
味
を
持
っ
た
り
目
を
向
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
き
た
い
。

　

今
回
の
「
四
つ
の
窓
」
で
は
①
呼
ば
れ
た
い
名
前
②
今
の
気
持
ち
③

最
近
あ
っ
た
ち
ょ
っ
と
嬉
し
か
っ
た
こ
と
④
私
は
〇
〇
な
〇
〇
に
な
り

た
い
」
を
テ
ー
マ
に
行
っ
た
。
研
修
中
は
お
互
い
を
①
で
書
い
た
「
呼

ば
れ
た
い
名
前
」
で
呼
び
合
う
ル
ー
ル
に
し
て
い
る
の
で
、
普
段
は
役

職
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
の
多
い
上
司
と
部
下
も
、
対
等
に
呼
ば
れ
た
い

名
前
で
呼
び
合
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
性
を
生

む
場
づ
く
り
と
し
て
も
役
に
立
っ
て
い
る
と
再
確
認
し
た
。
ま
た
「
今

の
気
持
ち
」
を
素
直
に
言
葉
に
で
き
る
機
会
は
、
特
に
職
場
に
お
い
て

は
少
な
い
。
体
調
や
心
の
状
態
、
不
安
や
焦
り
を
含
め
て
気
持
ち
を
そ

の
ま
ま
話
し
て
い
い
場
所
を
意
図
的
に
作
る
こ
と
の
大
切
さ
と
方
法
を

知
っ
て
頂
い
た
こ
と
は
、
日
常
の
業
務
に
も
持
ち
帰
り
や
す
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
と
確
認
で
き
た
。
ま
た
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
自
分

で
話
し
た
い
人
を
選
ん
で
話
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
普
段
話
し
て
み

た
い
け
ど
部
署
が
違
う
か
ら
話
せ
な
い
、
と
言
っ
た
人
に
も
気
軽
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
る
。
他
部
署
間
の
相
互

交
流
に
も
役
立
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
「
四
つ
の
窓
」
の
簡
略
版
と
し
て
第
３
回
目
～
５
回
目
に
は

「
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
／
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト（

２
）」

を
実
施
し
た
。
参
加
者
の
感

想
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
今
」
の
素
直
な
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
機
会
は
少
な
い
が
、
緊
張
し

て
い
る
と
き
は
そ
れ
を
言
葉
で
伝
え
る
だ
け
で
和
ら
ぐ
こ
と
も
あ
る

し
、
相
手
の
気
持
ち
を
知
る
と
会
話
し
や
す
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と

思
っ
た
。
／
業
務
の
始
ま
り
や
会
議
の
始
ま
り
に
も
活
用
で
き
る
と
感

じ
た
。
／
自
分
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
一
言
二
言
添
え
て
会
話
を
し
て

い
く
こ
と
を
意
識
し
て
い
き
た
い
。

　
「
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
／
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
は
、「
四
つ
の
窓
」
の
四
項

目
の
う
ち
「
今
の
気
持
ち
」
に
特
化
し
て
テ
ー
ブ
ル
ご
と
（
三
～
四
人
）

で
一
人
一
言
ず
つ
話
し
て
い
く
形
で
進
め
る
が
（
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
は
開
始



禅
社
員
研
修
の
意
義
と
価
値
（
宇
野
）

二
二
一

時
／
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
は
終
了
時
）
こ
れ
の
あ
る
な
し
で
、
研
修
の
質
は
大

き
く
変
化
す
る
。
意
外
に
相
手
の
気
持
ち
や
、
そ
の
背
景
が
分
か
っ
て

い
な
い
と
い
う
事
に
気
づ
く
こ
と
、
自
分
の
気
持
ち
も
言
葉
に
し
な
け

れ
ば
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
頂
け
た
よ
う
に
思
う
。

〇
五
観
の
偈
に
つ
い
て

　

今
回
の
研
修
全
五
回
を
通
し
た
全
体
の
テ
ー
マ
は
「
人
間
力
を
深
め

る
」
で
あ
っ
た
が
、
第
一
回
で
は
そ
の
中
か
ら
特
に
「
自
己
を
調
え
る

力
を
養
う
」
と
し
て
「
五
観
の
偈
」
に
つ
い
て
の
座
学
を
行
い
、
観
と

は
た
だ
目
で
見
え
る
も
の
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
も
の
ご
と
の
道

理
を
深
く
見
定
め
て
い
く
観
か
た
な
の
だ
と
説
明
し
、
西
表
島
の
サ
ト

ウ
キ
ビ
畑
か
ら
加
工
工
場
の
様
子
を
ス
ラ
イ
ド
で
み
た
後
、
西
表
島
産

の
黒
糖
を
食
べ
て
み
る
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
。

感
想
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
観
る
」
こ
と
は
「
ど
う
し
て
こ
れ
が
や
り
た
い
の
だ
ろ
う
」
と
お
客

様
に
よ
り
深
く
関
わ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
／
新
郎
新
婦
が
巡
り
合
え
た

環
境
な
ど
必
ず
多
く
の
背
景
が
あ
り
、
な
ぜ
結
婚
式
を
す
る
の
か
理
由

も
数
多
く
あ
る
と
思
う
。
／
日
々
考
え
す
ぎ
て
い
て
、
複
雑
に
な
り
過

ぎ
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
の
た
め
に
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
大
切
に
す

べ
き
こ
と
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
づ
き

に
繋
が
っ
た
時
間
だ
っ
た
。
／
黒
糖
の
背
景
を
考
え
な
が
ら
少
し
舐
め

た
だ
け
で
も
美
味
し
さ
は
断
然
違
っ
て
い
て
驚
い
た
。
／
お
腹
が
空
い

た
か
ら
適
当
に
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
ベ
ス
ト
な
時
間
に
「
適
当
な
」

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
摂
る
こ
と
が
身
体
と
心
を
作
る
の
だ
と
感
じ

た
。
／
「
食
事
は
薬
」
薬
は
摂
り
過
ぎ
な
い
こ
と
も
大
事
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
必
ず
決
ま
っ
た
回
数
を
取
る
こ
と
も
大
事
な
は
ず
。
毎
回
き
ち

ん
と
休
憩
時
間
を
取
り
、
心
を
調
え
た
う
え
で
業
務
が
出
来
る
よ
う
見

直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

感
想
か
ら
は
、
五
観
の
偈
の
「
彼
の
来
処
を
量
る
」
と
自
分
の
仕
事

を
繋
げ
て
理
解
し
て
く
れ
た
人
、
ま
た
「
己
が
徳
行
の
全
欠
を
忖
っ
て

供
に
応
ず
」
に
関
連
し
身
に
沁
み
た
と
書
い
て
く
れ
た
人
、
ま
た
「
食

は
良
薬
」
の
語
に
反
応
し
て
く
れ
た
人
が
多
か
っ
た
。
ブ
ラ
イ
ダ
ル
、

葬
祭
共
に
時
間
が
不
規
則
な
職
場
で
あ
り
、
仕
事
の
基
本
は
食
生
活
か

ら
と
い
う
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
た
印
象
を
持
っ
た
。

　

ま
た
続
け
て
、「
禅
は
特
別
な
修
行
方
法
だ
け
で
は
な
く
、
食
事
や

洗
面
、
掃
除
な
ど
日
常
生
活
を
、
心
と
身
体
を
調
え
る
修
行
と
考
え
る

の
だ
」
と
の
説
明
に
関
連
し
て
、
以
下
の
感
想
が
あ
っ
た
。

心
と
身
体
を
調
え
る
事
は
生
活
を
調
え
る
こ
と
に
繋
が
る
。
生
活
を
調

え
る
事
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
充
実
と
な
り
仕
事
の
充
実
に
繋
が
る
。
そ

の
ル
ー
プ
を
作
る
た
め
に
自
分
の
時
間
を
見
直
す
時
間
を
取
り
た
い
。

／
忙
し
い
日
々
に
追
わ
れ
、
毎
日
の
た
い
せ
つ
な
習
慣
が
疎
か
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
生
活
に
必
要
な
事
一
つ
一
つ
に
意
味
が
あ

り
、
夫
婦
の
ス
タ
ー
ト
を
支
え
る
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
伝
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
感
じ
た
。
／
丁
寧
な
生
活
を
送
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
で
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き
た
。
／
私
に
と
っ
て
日
常
の
一
部
で
見
慣
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
お

客
様
に
と
っ
て
は
一
生
に
何
回
も
な
い
非
日
常
な
の
だ
と
い
う
事
を
感

じ
た
（
葬
儀
に
飾
る
生
花
）。

　

冠
婚
葬
祭
事
業
に
携
わ
る
方
は
、
働
き
方
が
不
規
則
で
長
時
間
に
わ

た
る
こ
と
が
多
い
中
で
接
客
を
行
っ
て
い
る
現
状
が
分
か
る
。
そ
の
よ

う
な
生
活
の
中
で
、
ま
ず
は
自
分
自
身
の
生
活
を
調
え
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
が
伝
わ
っ
た
と
感
じ
る
。

○「
い
す
坐
禅
体
験
」
に
つ
い
て

　

各
講
習
会
の
最
後
に
、「
い
す
坐
禅
」
を
取
り
入
れ
た
。
体
ほ
ぐ
し

か
ら
始
め
て
調
身
／
調
息
／
調
心
を
確
認
し
、
実
際
に
坐
っ
て
い
る
時

間
（
止
静
～
放
禅
鐘
ま
で
）
は
四
分
程
度
と
し
た
。
感
想
は
以
下
の
通
り
。

大
学
で
坐
禅
の
講
義
が
あ
り
経
験
し
て
い
た
が
、
本
当
に
リ
ラ
ッ
ク
ス

で
き
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
大
学
の
講
義
で
は
長
時
間
だ
っ
た
た
め

ず
っ
と
考
え
事
を
し
て
い
た
が
、
浮
か
ん
だ
考
え
は
受
け
流
し
、
自
分

を
白
紙
に
す
る
こ
と
が
「
調
う
」
な
の
だ
と
知
っ
た
。
／
生
活
に
追
わ

れ
て
い
る
と
、
常
に
先
の
こ
と
や
過
去
の
こ
と
を
考
え
て
不
安
に
な
る

こ
と
が
多
い
の
で
、
短
い
時
間
で
も
、
今
こ
の
瞬
間
自
分
が
生
き
て
い

る
こ
と
を
感
じ
る
時
間
を
持
と
う
と
思
っ
た
。
／
自
分
が
い
っ
ぱ
い

い
っ
ぱ
い
で
心
が
ス
カ
ス
カ
に
な
り
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
ん
な
時
こ

そ
時
間
を
取
り
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
充
実
し
た
心
を
作
っ
て
い
き

た
い
。
／
四
分
と
い
う
時
間
だ
っ
た
が
、
余
計
な
力
が
抜
け
て
心
地
が

良
く
、
心
が
調
う
と
い
う
こ
と
を
実
感
で
き
驚
い
た
。
／
意
識
は
あ
る

が
身
体
は
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
だ
っ
た
。
／
見
た
目
美

し
い
、
き
ち
ん
と
し
た
姿
勢
は
力
ん
で
い
る
姿
勢
だ
と
い
う
言
葉
に
、

何
度
も
う
な
ず
い
て
し
ま
っ
た
。
／
一
呼
吸
お
い
て
か
ら
新
し
い
こ
と

を
始
め
た
い
。
／
坐
禅
の
体
験
を
初
め
て
行
い
ま
し
た
が
、
頭
の
中
を

無
の
状
態
に
す
る
こ
と
が
難
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　

普
段
仕
事
で
は
全
力
疾
走
を
し
て
い
る
彼
ら
が
、
一
度
立
ち
止
ま
る

経
験
と
し
て
坐
禅
が
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
感
じ

た
。
ま
た
四
分
と
い
う
時
間
設
定
も
、
一
般
的
に
行
わ
れ
る
坐
禅
の
十

分
の
一
の
時
間
で
あ
る
が
、
当
日
の
反
応
や
レ
ポ
ー
ト
内
容
も
踏
ま
え

る
と
、
初
心
者
向
け
に
は
適
正
だ
っ
た
と
感
じ
た
。

○『
典
座
教
訓
』
に
つ
い
て

　

研
修
で
は
「
生
き
る
意
味
を
見
出
す
力
を
養
う
」
を
テ
ー
マ
に
『
典

座
教
訓
』
を
題
材
に
座
学
を
行
い
、
そ
の
後
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ

形
式
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
。
感
想
は
以
下
の
通
り
。

他
者
に
喜
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
自
分
の
幸
せ
に
な
る
と
い
う
の
は
、

サ
ー
ビ
ス
業
で
働
い
て
い
る
身
と
し
て
と
て
も
納
得
し
た
。
今
ま
で
は

そ
れ
を
引
け
目
に
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
肯
定
さ
れ
た
よ

う
な
気
が
し
て
す
っ
き
り
し
た
。
／
失
敗
を
経
験
と
し
て
自
分
の
中
に

落
と
し
込
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
宝
の
山
に
入
っ
て
手
ぶ
ら
で
帰

ら
な
い
様
に
し
て
い
き
た
い
。
／
「
成
功
も
失
敗
も
一
つ
の
風
景
と
し
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て
捉
え
る
」
と
い
う
話
を
そ
れ
ぞ
れ
で
一
喜
一
憂
す
る
の
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
も
同
じ
枠
組
み
の
中
で
捉
え
る
と
い
う
話
だ
と
解
釈
し
た
。
／

施
行
の
中
で
失
敗
や
挫
折
を
経
験
し
て
も
、
自
己
の
成
長
の
糧
と
し
て

前
向
き
に
捉
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
／
「
文
字
（
言
葉
／
学
び
）
と
い
う

も
の
が
何
か
分
か
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
た
道
元
禅
師
の
話
が
印
象

に
残
っ
た
。
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
の
は
案
外
簡
単
だ
が
、
自
分
の

成
長
の
た
め
に
何
か
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
が
一
体
何
な
の
か
探
し

て
い
く
こ
と
が
「
仕
事
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
。
／
嫌
々
仕
事
し
て
も

結
局
何
も
得
ら
れ
る
も
の
が
な
い
（
宝
の
山
に
入
っ
て
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て
く

る
よ
う
な
も
の
）
と
い
う
の
は
本
当
に
そ
の
通
り
だ
な
と
思
っ
た
。／「
誰

か
の
た
め
に
働
く
」
こ
と
が
一
番
自
分
を
成
長
さ
せ
る
と
い
う
の
は
本

当
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。「
誰
か
」
は
お
客
様
だ
け
で
は
な
く
て
、

ス
タ
ッ
フ
同
士
で
も
い
え
る
。
／「
食
材
に
差
別
を
付
け
な
い
」「
食
べ

る
人
に
差
別
を
付
け
な
い
」
と
い
う
の
は
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
思
っ

た
。
／
入
社
し
た
こ
ろ
に
描
い
て
い
た
な
り
た
い
自
分
「
故
人
様
の
最

後
の
お
見
送
り
に
ふ
さ
わ
し
い
、
お
客
様
が
頼
ん
で
良
か
っ
た
と
思
え

る
も
の
を
作
る
」
気
持
ち
を
思
い
出
し
た
。
／
誰
か
の
力
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
実
感
で
き
る
に
は
や
は
り
実
感
で
き
る
ま
で
の
心
の
余
裕
が

必
要
と
思
っ
た
。
自
分
で
自
分
を
追
い
込
み
す
ぎ
な
い
よ
う
に
過
ご
し

て
い
き
た
い
。
／
繁
忙
期
、
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
、
仕

事
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
沢
山
の
も
の
を
失
い
、
マ
イ
ナ
ス
に
捉
え

て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
、
多
く
の
時
間
を
無
駄
に
し
て
い
た
と
感
じ

た
。
そ
ん
な
時
こ
そ
、
通
常
よ
り
宝
の
山
の
よ
う
な
成
長
に
繋
が
る
気

づ
き
が
転
が
っ
て
い
る
。
失
敗
も
成
功
も
す
べ
て
が
学
び
で
あ
る
。

　

社
員
研
修
に
お
い
て
は
、
業
種
に
関
わ
ら
ず
『
典
座
教
訓
』
に
つ
い

て
の
講
義
が
、
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
典

座
教
訓
』
が
「
食
」
に
と
ど
ま
ら
ず
「
働
く
こ
と
」
の
意
味
を
ダ
イ
レ

ク
ト
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
す
る
道
元
禅
師
自
身
の
気
づ

き
が
率
直
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
り
、
感
想
の
内
容
も
自
己
に

照
ら
し
て
主
体
的
に
受
け
止
め
た
内
容
が
目
立
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
仕

事
を
こ
な
す
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
仕
事
を
通
じ
て
自
分

の
人
間
性
が
深
ま
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
自
覚
が
な
け
れ
ば

宝
の
山
に
入
っ
て
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
と
い
う
『
典
座

教
訓
』
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
素
直
に
届
い
た
印
象
を
受
け
た
。

○「
誰
し
も
が
抱
え
る
四
苦
八
苦
」
に
照
ら
し
て
、 

　

気
持
ち
に
寄
り
添
う
。
に
つ
い
て

　

研
修
で
は
「
他
者
を
慈
し
む
力
を
養
う
」
を
テ
ー
マ
に
、『
修
証

義
』
の
同
事
を
テ
ー
マ
に
座
学
を
行
い
、「
人
生
の
四
苦
八
苦
」
は
誰

し
も
に
平
等
に
訪
れ
る
こ
と
、
そ
の
平
等
点
に
立
っ
て
相
手
を
思
う
大

切
さ
を
話
し
た
。
感
想
は
以
下
の
通
り
。

同
事
の
大
切
さ
を
感
じ
る
。
実
際
に
遺
族
の
気
持
ち
は
全
て
分
か
ら
な

く
て
も
、
そ
の
気
持
ち
を
考
え
、
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
で
信
頼
関
係

を
築
け
て
い
け
る
よ
う
に
感
じ
る
。
／
被
災
し
た
友
人
と
話
す
と
き
に
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私
は
共
感
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
今
回
の
話
を
聴
い
て
、

私
が
勝
手
に
拒
否
し
て
い
た
だ
け
で
、
そ
の
人
が
何
を
伝
え
た
か
っ
た

の
か
気
持
ち
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
っ
た
と
感
じ
た
。
／
禅
の
教
え
で

は
人
は
み
な
生
老
病
死
の
苦
し
み
と
い
う
負
の
平
等
を
抱
え
て
い
る
、

と
い
う
視
点
が
興
味
深
か
っ
た
。
人
は
必
ず
死
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
決

ま
っ
て
お
り
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
い
か
遅
い
か
の
違
い
し
か
な
い

と
い
う
の
は
、
葬
儀
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
と
よ
く
感
じ
る
。
故
人

様
は
一
〇
〇
歳
を
超
え
る
よ
う
な
ご
長
寿
の
方
、
私
と
同
じ
く
ら
い
の

方
、
病
気
で
亡
く
な
る
方
、
事
故
で
亡
く
な
る
方
な
ど
様
々
。
そ
れ
は

見
知
ら
ぬ
誰
か
の
遠
い
死
で
は
な
く
、
い
つ
か
必
ず
起
こ
り
得
る
近
い

未
来
で
あ
り
、
そ
し
て
必
ず
誰
か
の
助
け
が
必
要
と
な
る
瞬
間
な
の
だ

と
思
う
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
我
々
の
よ
う
な
仕
事
が
あ
る
。
今
一

度
、
そ
の
こ
と
を
心
に
刻
ん
で
業
務
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
と
感
じ
た
。

／
仏
教
や
禅
が
考
え
る
優
し
さ
の
形
と
は
同
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
手

と
自
分
の
気
持
ち
を
重
ね
る
こ
と
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　

葬
祭
部
門
の
社
員
に
と
っ
て
、
別
れ
や
死
に
向
き
合
う
遺
族
と
の
接

点
は
日
常
的
に
多
く
あ
る
わ
け
だ
が
、
悲
し
み
へ
の
共
感
の
仕
方
に
戸

惑
い
悩
ん
で
い
た
社
員
も
少
な
く
な
い
。
人
生
の
四
苦
八
苦
は
、
誰
に

で
も
平
等
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
自
身
も
例
外
で
は
な
い
と
理

解
出
来
た
時
、
自
分
自
身
の
立
ち
位
置
と
遺
族
と
の
接
し
方
に
気
づ
け

た
方
が
多
か
っ
た
印
象
を
受
け
た
。

○「
事
柄
を
聞
く
」
か
ら
「
気
持
ち
を
聴
く
」
へ
。
に
つ
い
て

　
「
事
柄
を
聞
く
→
気
持
ち
を
聴
く
」
を
体
験
的
に
学
ぶ
た
め
に
「
最

近
あ
っ
た
、
ち
ょ
っ
と
イ
ラ
っ
と
し
た
こ
と
」
を
二
人
一
組
で
向
か
い

合
い
、
交
互
に
話
す
側
と
傾
聴
す
る
側
を
体
験
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
っ
た
。
感
想
は
以
下
の
通
り
。

愛
す
る
者
の
死
に
直
面
し
た
ば
か
り
の
ご
遺
族
様
に
と
っ
て
は
故
人
様

の
「
事
柄
」
を
聞
か
れ
る
よ
り
も
故
人
様
へ
の
「
気
持
ち
」
を
聴
い
て

ほ
し
い
の
だ
と
今
回
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
を
完

全
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
て
も
、
ご
遺
族
様
に
寄
り
添
い
、
故
人

様
亡
き
後
の
人
生
を
後
押
し
出
来
る
よ
う
な
葬
儀
担
当
者
に
な
れ
る
よ

う
精
進
し
て
い
き
た
い
。
／
お
客
様
の
質
問
は
た
だ
答
え
を
求
め
て
い

る
の
か
、
そ
の
背
景
に
あ
る
気
持
ち
を
伝
え
た
い
の
か
、
そ
こ
に
気
づ

い
て
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
る
力
を
身
に
着
け
た
い
。
／
葬
祭
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
と
し
て
葬
儀
の
打
合
せ
だ
け
で
な
く
、
遺
族
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

も
同
時
に
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
相
手
の
伝
え
た
い

こ
と
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
き
た
い
。
／
人
の
気
持
ち
は

人
に
し
か
解
ら
な
い
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
が
時
と
し
て
残
酷

に
も
な
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
言
葉
一
つ
一
つ
の
伝
え
方
や
聞

き
方
を
十
分
に
考
え
て
い
き
た
い
。
／
声
を
か
け
る
際
も
傾
聴
の
意
識

を
持
ち
、
事
柄
を
聞
く
の
で
は
な
く
気
持
ち
を
聴
く
こ
と
を
意
識
し
て

い
き
た
い
。
／
ど
う
し
た
ら
お
客
様
が
喜
ぶ
の
か
日
々
学
ぶ
毎
日
だ
っ
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た
が
、
そ
の
ヒ
ン
ト
は
常
日
頃
接
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
の
出
ど

こ
ろ
だ
っ
た
り
話
し
方
だ
っ
た
り
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
か
と
思
う

と
、
も
う
少
し
早
く
気
が
つ
き
た
か
っ
た
。
／
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け

で
は
優
し
さ
で
は
な
く
、
話
を
聞
い
た
う
え
で
相
手
に
ど
う
レ
ス
ポ
ン

ス
す
べ
き
な
の
か
、
何
と
言
わ
れ
た
ら
自
分
だ
っ
た
ら
嬉
し
い
か
を
考

え
て
い
き
た
い
。
／
気
持
ち
を
聴
く
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
お
客
様
と
の

距
離
も
近
く
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
し
、
よ
い
ア
イ
デ
ア
に
繋
が
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
／
お
客
様
の
ち
ょ
っ
と
し
た
一
言
の
裏
に
は

何
か
し
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
と
、
こ
れ
か
ら

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
お
客
様
と
の
何
気
な
い
会
話
に
ア
ン
テ
ナ
を

張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
／
お
客
様
が
な
ぜ
そ
う
し
た
い
と
思
っ

た
の
か
を
し
っ
か
り
深
掘
り
し
て
い
く
こ
と
で
、
当
初
の
要
望
は
叶
わ

ず
と
も
、
お
互
い
が
納
得
出
来
る
代
替
案
を
提
案
で
き
る
場
合
も
あ
る

と
思
う
。
／
事
柄
だ
け
を
踏
ま
え
る
と
同
じ
内
容
に
思
え
る
話
で
も
、

そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
当
人
の
気
持
ち
や
願
い
は
全
く
違
う
こ
と

が
あ
る
。
気
持
ち
を
聴
く
こ
と
で
よ
り
深
く
そ
の
人
に
寄
り
添
う
事
が

出
来
る
と
思
う
。
／
お
客
様
に
対
し
て
の
要
望
や
意
見
は
も
ち
ろ
ん
、

一
緒
に
働
い
て
い
る
仲
間
た
ち
と
も
い
い
関
係
性
を
築
い
て
い
く
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
人
と
人
の
繋
が
り
は
生
活
の
質

を
上
げ
る
と
思
っ
た
の
で
意
識
し
て
い
き
た
い
。
／
今
回
特
に
印
象
に

残
っ
た
言
葉
は
「
人
の
話
を
聴
く
と
き
は
、
事
柄
を
聞
く
の
で
は
な

く
、
気
持
ち
を
聴
く
」。
私
た
ち
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
お
客

様
の
話
を
聴
く
タ
イ
ミ
ン
グ
が
多
々
あ
る
。
お
客
様
の
一
つ
一
つ
の
言

葉
に
は
ど
ん
な
真
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
出
す
た
め
に
必
要
な

こ
と
が
、
今
の
私
が
し
っ
か
り
出
来
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
新
し
く

入
っ
た
後
輩
た
ち
に
も
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ

た
。
／
自
分
が
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
て
も
満
足
し
な
い
の
は
気
持
ち
を

聴
い
て
も
ら
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
た
だ

事
柄
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
あ
る
気
持
ち
を
聴
く
と
い
う
こ

と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
、
ま
ず
は
自
分
か
ら
気
持
ち
を
聴
く
、
を

心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
「
事
柄
を
聞
く
→
気
持
ち
を
聴
く
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、

曹
洞
宗
と
の
共
催
で
自
死
念
慮
者
支
援
者
講
座
を
何
度
か
開
催
し
て
い

る
「
京
都
自
死
・
自
殺
相
談
セ
ン
タ
ー
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
応
用
し
た

も
の
だ
が
、「
五
観
の
偈
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
同
様
に
、
表
層
的

に
見
え
る
も
の
に
縛
ら
れ
ず
物
事
の
本
質
を
見
据
え
て
い
く
と
い
う
意

味
に
お
い
て
は
仏
教
や
禅
が
目
指
す
も
の
と
非
常
に
近
い
も
の
と
感
じ

る
。
冠
婚
葬
祭
の
場
で
は
色
花
の
種
類
や
特
定
の
食
材
な
ど
、
こ
だ
わ

り
を
持
つ
顧
客
も
少
な
く
な
く
、
季
節
が
合
わ
な
い
な
ど
の
理
由
で
ど

う
し
て
も
応
え
ら
れ
な
い
状
況
も
あ
り
心
を
痛
め
る
職
員
も
い
る
が
、

「
気
持
ち
」
に
眼
を
向
け
る
こ
と
で
解
決
が
可
能
だ
と
い
う
事
に
気
づ

い
て
頂
け
た
こ
と
は
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
面
か
ら
も
有
効
で

あ
っ
た
と
感
じ
る
。



禅
社
員
研
修
の
意
義
と
価
値
（
宇
野
）

二
二
六

ま
と
め
と
考
察

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
今
回
の
報
告
で
は
参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か

ら
得
ら
れ
た
感
想
に
紙
幅
を
割
い
た
。
参
加
者
の
反
応
の
中
に
こ
そ
禅

社
員
研
修
の
意
義
と
価
値
が
如
実
に
表
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
参
加
者
の
生
の
声
か
ら
は
、
昨
年
報
告
し
た
具
体
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
作
成
と
実
施
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
何
気
な
い
日
常
生
活
の
価
値
へ
の
気
づ
き
と
再
定

義
、
そ
し
て
価
値
化
へ
の
再
転
換
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
を
修
行
に
し
て
い
く
と
い
う
禅
の
思
想
は
、
今
回
研
修
の

テ
ー
マ
「
人
間
力
を
深
め
る
」
に
集
約
さ
れ
る
が
、
食
事
の
場
や
仕
事

の
場
、
ま
た
自
己
と
の
向
き
合
い
や
他
者
と
の
関
わ
り
を
自
己
の
修
行

と
受
け
止
め
、「
自
己
を
調
え
る
力
」
や
「
生
き
る
意
味
を
見
出
す

力
」「
他
者
を
慈
し
む
力
」「
自
我
に
縛
ら
れ
ず
、
多
様
性
を
認
め
る

力
」「
自
己
を
高
め
る
力
」
に
変
え
て
い
く
と
い
う
今
回
の
テ
ー
マ
設

定
は
、
禅
が
目
標
に
す
る
人
間
像
に
非
常
に
近
い
。

　

ま
た
こ
う
し
た
テ
ー
マ
は
え
て
し
て
総
花
的
な
理
想
論
と
上
滑
り
す

る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が
、「
五
観
の
偈
」
を
始
め
と
す
る
『
典
座
教

訓
』『
赴
粥
飯
法
』
の
教
え
や
、「
四
苦
八
苦
」「
同
悲
同
苦
」「
慈
悲
」

「
同
事
」「
慈
悲
」
と
い
う
、
仏
教
や
禅
が
大
切
に
す
る
確
か
な
価
値
観

の
上
で
語
ら
れ
、
更
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
で
、
参

加
者
自
身
の
日
常
に
地
に
足
が
着
い
た
形
で
理
解
が
深
ま
っ
た
も
の
と

感
じ
る
。

　

価
値
観
が
多
様
化
し
、
様
ざ
ま
な
方
法
論
が
あ
ふ
れ
る
社
会
の
中
に

あ
っ
て
、
坐
禅
そ
の
も
の
の
実
践
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
座
学
や
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
禅
の
座
学
と
実
践
か
ら
得
ら
れ
る

気
づ
き
を
共
有
で
き
る
こ
と
が
、
こ
の
禅
社
員
研
修
の
大
き
な
意
義
と

価
値
で
あ
る
と
再
確
認
で
き
た
。

　

ま
た
そ
の
根
底
に
坐
禅
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
も
、
研
修
の
大
き
な

要
と
な
っ
て
い
る
。
研
修
で
は
毎
回
必
ず
い
す
坐
禅
を
実
施
し
た
が
、

日
常
の
生
活
空
間
か
ら
離
れ
、
日
常
の
人
間
関
係
か
ら
離
れ
て
、
一
人

の
人
間
と
し
て
た
だ
そ
こ
に
居
る
自
分
を
感
じ
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
で

初
め
て
得
ら
れ
る
感
覚
に
気
づ
き
、
そ
の
上
で
知
的
理
解
や
体
験
的
気

付
き
を
得
、
参
加
者
同
士
で
共
有
す
る
研
修
の
場
は
ま
さ
に
僧
伽
で
あ

り
、
社
員
研
修
の
場
そ
の
も
の
が
、
企
業
ぐ
る
み
の
信
仰
実
践
者
を
生

み
育
て
て
い
く
大
き
な
布
教
教
化
の
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
可
能
性
を
感
じ

た
。

【
註
】

（
１
）
詳
細
は
拙
稿
「
禅
社
員
研
修
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
の
所
在
」（
本
紀
要
第
十

七
回
）
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
詳
細
は
拙
稿
「
禅
社
員
研
修
の
実
際
と
課
題
、
今
後
の
展
望
に
つ
い

て
」（
本
紀
要
第
二
十
四
回
）
参
照
の
こ
と
。



二
二
七

宗
門
の
方
針
と
し
て
の
「
家
庭
教
化
」

　

本
稿
で
は
、
宗
門
に
と
っ
て
「
家
庭
教
化
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
の
、
宗
門
の

「
家
庭
教
化
」
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
昭
和
四
十
一

年
度
「
管
長
猊
下
お
言
葉
」
か
ら
。

　
「
本
年
は
、
特
に
正
し
い
信
仰
の
対
象
と
あ
お
ぐ
、
三
尊
仏
奉
祀
の

普
及
を
は
か
り
、
檀
信
徒
の
家
庭
に
お
け
る
、
宗
教
情
操
の
涵
養
を
目

標
と
し
て
、
教
化
の
徹
底
を
期
し
た
い
と
、
念
願
し
て
お
り
ま
す（

１
）」

　

翌
四
十
二
年
も
〈
告
諭
〉
に
「
此
の
故
に
、
今
般
わ
が
宗
門
に
於
い

て
、
檀
家
信
徒
の
全
家
庭
に
、
信
仰
の
依
存
と
し
て
、
三
尊
仏
の
奉
祀

を
勧
め
る
所
以
の
も
の
は
、
正
に
こ
こ
に
あ
り
ま
す
」
と
あ
り
、
以
降

毎
年
の
よ
う
に
〈
告
諭
〉
で
、「
曹
洞
宗
三
尊
仏
を
奉
祀
し
て
家
庭
仏

法
を
確
立
し
（
四
十
四
年
）」「
全
檀
信
徒
が
三
尊
仏
を
奉
祀
し
て
、
家

庭
仏
法
を
確
立
（
四
十
五
年
）」「
全
檀
信
徒
が
曹
洞
宗
の
本
尊
を
お
祀

り
し
子
弟
養
育
の
道
場
と
し
て
、
家
庭
仏
法
の
確
立
を
め
ざ
し
（
四
十

六
年
）」
と
、「
家
庭
仏
法
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
日
本
は
高
度

経
済
成
長
期
で
、
地
方
か
ら
た
く
さ
ん
の
労
働
者
が
首
都
圏
に
流
れ
込

ん
だ
時
期
で
あ
る
。
国
土
交
通
白
書
二
〇
二
〇
年
に
よ
れ
ば
、
流
入
の

ピ
ー
ク
は
昭
和
三
十
七
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
で
あ
り（

２
）、

や
が
て

こ
の
人
口
は
そ
の
ま
ま
首
都
圏
に
定
着
し
て
、
世
帯
を
持
っ
て
暮
ら
し

始
め
た
。
築
地
本
願
寺
で
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
東
京
首
都
圏
都
市
開

教
対
策
本
部
を
設
置
し
、
教
団
と
し
て
積
極
的
な
布
教
支
援
を
始
め
て

い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
曹
洞
宗
で
も
、
新
た
な
教
化
の
対
象
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
都
市
部
に
移
り
住
ん
だ
人
た
ち
に
着
目
し
た
こ
と
が

想
像
で
き
よ
う
。

　

家
に
ま
だ
、
仏
壇
も
先
祖
の
位
牌
も
な
い
。
当
時
新
し
く
出
始
め
た

家
族
の
形
態
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
の
み
で
形
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

〈
核
家
族
〉
に
も
、
三
尊
仏
奉
祀
を
勧
め
、
加
え
て
そ
れ
を
礼
拝
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
先
祖
祭
祀
の
生
活
習
慣
と
、
正
し
い
宗
旨
を
浸
透
さ

せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
五
十
一
年
に
な
る
と
寺
庭
婦
人
通
信
教
育
が
開
始
さ
れ
た
が
、

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要　
（
第
二
十
五
回
）　

二
〇
二
四
年
六
月

曹
洞
宗
の
「
家
庭
教
化
」
に
つ
い
て

瀬
　
野
　
美
　
佐



曹
洞
宗
の
「
家
庭
教
化
」
に
つ
い
て
（
瀬
野
）

二
二
八

こ
れ
は
当
時
、
全
国
各
地
の
寺
院
に
結
成
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
寺
院
婦

人
会
に
お
い
て
は
、
住
職
の
配
偶
者
、
住
職
夫
人
が
指
導
を
す
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
田
辺
内
局
の
意
を
受
け
て
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
田
辺
哲
崖
宗
務
総
長
は
、
そ
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

寺
族
保
護
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
て
居
り
ま
し
た
寺
族
規
程
の
中

か
ら
寺
庭
婦
人
を
抜
き
出
し
て
、
寺
庭
婦
人
の
宗
門
的
位
置
づ
け
を

明
ら
か
に
し
、
准
教
師
と
な
る
寺
庭
婦
人
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た

め
、
研
修
会
、
通
信
教
育
を
課
し
宗
門
婦
人
能
化
者
育
成
へ
の
本
格

的
第
一
歩
を
踏
み
出
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。
宗
門
と
し
て
は
、
斯
う

し
た
歩
み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
お
い
て
寺
庭
婦

人
を
中
心
に
之
を
教
化
力
拡
充
の
給
源
た
ら
し
め
、
宗
門
教
化
路
線

に
従
来
と
は
異
な
っ
た
婦
人
部
隊
進
軍
と
も
い
う
べ
き
、
新
分
野
を

企
図
い
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す（

３
）。

「
出
家
主
義
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　

と
こ
ろ
が
そ
の
三
年
後
の
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
、
プ
リ
ン
ス

ト
ン
差
別
発
言
事
件
が
起
き
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
行
わ
れ
た
世
界
宗
教
者
平
和
会
議

で
、
当
時
の
全
日
本
仏
教
会
の
理
事
長
で
も
あ
っ
た
曹
洞
宗
の
宗
務
総

長
が
、「
日
本
に
は
部
落
差
別
な
ど
な
い
」
と
差
別
発
言
を
し
て
、
糾

弾
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

　

当
時
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
か
ら
人
権
問
題
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
て
い

た
駒
澤
大
学
の
教
員
に
、
後
に
な
っ
て
私
が
聞
い
た
話
に
よ
れ
ば
、

「
宗
門
で
は
当
初
、
差
別
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
、
と
言
お
う
と
し
て

い
た
」
と
い
う
。
あ
の
発
言
は
、
出
家
と
し
て
の
〈
出
世
間
〉
の
発
言

な
の
で
あ
っ
て
、
社
会
で
い
う
と
こ
ろ
の
差
別
で
は
な
い
、
と
い
う
論

法
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
法
は
却
っ
て
〝
差
別
か
く
し
〟
で
あ
る
と

糾
弾
さ
れ
、
結
局
宗
門
は
、「
部
落
解
放
同
盟
の
抗
議
に
対
す
る
曹
洞

宗
の
回
答
書
」
の
中
で
、
反
省
と
懺
悔
を
言
明
し
た
。

こ
れ
も
曹
洞
宗
及
び
本
宗
を
構
成
す
る
個
々
の
宗
侶
が
、
こ
れ
ま
で

社
会
上
に
対
す
る
認
識
を
十
分
に
持
ち
得
ず
、
仏
祖
の
精
神
に
違
え

た
姿
で
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
私
達
は
改
め
て
反
省
を
す
る
と

と
も
に
、
仏
祖
に
対
し
て
懺
悔
い
た
す
も
の
で
あ
り
ま
す（

４
）

　

そ
れ
な
ら
、「
回
答
書
」
に
あ
る
よ
う
な
「
仏
祖
の
精
神
に
違
え
た

姿
」
で
は
な
い
宗
侶
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
く
ま
で
も
私
の
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
宗
門
に
は
、

か
え
っ
て
「
出
家
主
義
」
を
強
く
標
榜
し
は
じ
め
た
趣
が
あ
る
。
第
二

期
（
平
成
３
・
４
年
度
）
現
代
教
学
研
究
会
研
究
報
告
か
ら
も
、
昭
和
の

終
わ
り
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
当
時
の
雰
囲
気
を
、
逆
説
的
に
う
か
が
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二
二
九

い
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

従
来
の
曹
洞
宗
教
団
は
〈
出
家
主
義
〉
の
立
場
を
維
持
し
よ
う
と
し

て
き
た
た
め
に
今
日
に
お
い
て
様
々
な
問
題
を
惹
起
し
て
き
て
い
る

の
で
あ
り
、
曹
洞
宗
教
団
に
お
い
て
も
〈
出
家
主
義
〉
を
見
直
す
べ

き
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

５
）。

　

そ
し
て
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
差
別
発
言
事
件
以
降
の
「
出
家
主
義
」
へ
の
こ
だ

わ
り
が
、
昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
の
寺
族
の
定
義
の
変
更
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
い
ま
読
む
と
い
さ
さ
か

結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
回
の
学
術
大
会
紀

要
に
も
書
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
宗
門
の
危
機
に
際
し
て
声
高
に
叫
ば
れ
た
の
が
、〈
曹
洞
宗
の

僧
侶
は
本
来
出
家
で
あ
る
〉
と
か
、〈
高
祖
太
祖
に
立
ち
帰
れ
〉
と

か
い
う
、
復
古
主
義
と
い
う
か
、
い
う
な
ら
ば
〈
出
家
至
上
主
義
〉

だ
っ
た
。
曹
洞
宗
の
僧
侶
が
本
当
に
出
家
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『
宗
制
』
の
寺
族
の
定
義
に
、〈
配
偶
者
〉
と
か
〈
近
親
者
〉
と
か
書

い
て
あ
る
の
で
は
整
合
性
が
取
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
昭
和
五
十
九

（
一
九
八
四
）
年
、
宗
門
は
寺
族
の
定
義
を
そ
れ
ま
で
の
〈
住
職
の
配

偶
者
又
は
近
親
者
〉
か
ら
、〈
寺
院
に
在
住
す
る
僧
侶
以
外
の
者
を

寺
族
と
い
う
〉
に
変
更
し
た
の
で
あ
る（

６
）。

寺
族
の
定
義
を
変
更

　

昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
、
宗
門
は
『
宗

制
』
中
の
寺
族
の
定
義
を
そ
れ
ま
で
の
〈
寺
族
規
程
〉
第
一
条
「
住
職

の
配
偶
者
又
は
近
親
者
で
、
現
に
寺
院
に
在
住
す
る
者
を
寺
族
と
い

う
」
か
ら
、「
寺
院
に
在
住
す
る
僧
侶
以
外
の
者
」
に
変
更
し
た
。

　

変
更
の
理
由
に
つ
い
て
、
と
き
の
宗
務
総
長
は
、
第
五
十
六
回
通
常

宗
議
会
の
宗
務
総
長
演
説
に
お
い
て
、

平
素
寺
院
運
営
の
補
佐
、
後
継
者
育
成
、
さ
ら
に
檀
信
徒
の
教
化
に

従
事
せ
ら
れ
て
い
る
寺
族
の
た
め
に
、
寺
族
規
程
の
一
部
を
改
正

し
、
寺
族
得
度
の
枠
を
広
げ
、
そ
の
浄
行
に
報
い
よ
う
と
考
え
ま
し

て
、
改
正
案
を
上
程
い
た
し
て
お
り
ま
す（

７
）。

　

と
、
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
む
し
ろ
、
前
述
の
よ
う
な
「
出
家
主

義
」
の
立
場
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
配
偶
者
と
か
近
親
者
と
か

い
っ
た
、
僧
侶
の
結
婚
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
文
言
を
削
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
こ
の
時
点
で
、
公
の
定
義
と
し
て
は
、
寺
族
は
住
職
の
配

偶
者
家
族
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
定
義
は
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

に
寺
族
を
初
め
て
〈
寺
族
規
程
〉
の
上
位
規
定
で
あ
る
〈
宗
憲
〉
に
定
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二
三
〇

義
づ
け
る
際
に
も
援
用
さ
れ
、〈
宗
憲
〉
第
八
章
に
お
け
る
寺
族
の
定

義
は
、「
本
宗
の
宗
旨
を
信
奉
し
、
寺
院
に
在
住
す
る
僧
侶
以
外
の
者

を
寺
族
と
い
う
」
と
、
定
め
ら
れ
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
寺
族
が
住
職
の
配
偶
者
で
も
家
族
で
も
な
く
な
っ

た
、
こ
の
平
成
七
年
か
ら
、
管
長
告
諭
や
布
教
方
針
か
ら
も
、「
家
庭

教
化
」
と
い
う
言
葉
が
、
き
れ
い
に
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

昭
和
五
十
一
年
の
、
寺
族
を
教
化
要
員
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
、
と

い
う
発
想
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
寺
族
が
お
寺
に
常
住
す
る
住
職
の
家

族
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
総
長
が
「
婦
人
部
隊
進
軍
と
も
い
う
べ

き
、
新
分
野
」
と
、
高
ら
か
に
謳
い
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
も
、
寺

族
が
ゆ
る
ぎ
な
く
自
分
た
ち
の
配
偶
者
で
あ
り
、
妻
だ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
関
係
性
を
自
ら
崩
し
て
し
ま
っ
た
。

　
「
家
庭
教
化
」
と
い
う
言
葉
が
、
平
成
七
年
の
時
点
で
管
長
告
諭
や

布
教
方
針
か
ら
き
れ
い
に
な
く
な
っ
て
い
っ
た
理
由
に
は
む
ろ
ん
、
時

代
の
風
潮
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
寺
院
に
お
け
る
寺
族
と
の
関

係
性
の
変
化
も
、
そ
の
背
景
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
私
は
推

察
す
る
。「

寺
族
の
任
務
」
を
め
ぐ
っ
て

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
寺
族
の
定
義
で
は
あ
ま
り
に
も

実
情
に
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
ず
っ
と
あ
っ
て
、
二
〇
年
後
に

再
び
〈
宗
憲
〉
に
お
け
る
寺
族
の
定
義
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
〈
寺
族
規
程
〉
中
に
あ
る
寺
族
の
任

務
に
つ
い
て
、
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

　

宗
門
の
寺
族
で
、
日
本
宗
教
学
会
常
務
理
事
の
川
橋
範
子
氏
は
、
そ

の
著
書
『
妻
帯
仏
教
の
民
族
誌
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

現
行
の
条
文
に
は
「
寺
族
は
、
住
職
を
補
佐
し
、
寺
門
の
興
隆
、

住
職
の
後
継
者
の
育
成
及
び
檀
信
徒
の
教
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
あ
る
が
、
答
申
で
は
「
寺
院
に
お
け
る
寺
族
の
貢
献
を
軽

ん
じ
る
か
の
よ
う
な
『
住
職
を
補
佐
し
』
と
い
う
文
言
を
「
住
職
と

と
も
に
」
に
変
更
す
る
案
を
提
示
し
た
（
中
略
）
条
文
の
前
半
部
は

「
寺
族
は
本
宗
の
宗
旨
を
信
奉
し
、
住
職
に
協
力
し
、
と
も
に
～
」

と
最
終
的
に
決
め
ら
れ
た
。「
と
も
に
」
の
前
に
「
協
力
し
」
を
入

れ
た
背
景
に
は
、「
補
佐
」
を
削
除
す
る
と
寺
族
が
「
代
表
役
員
で

あ
る
住
職
と
同
等
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
」
と
の
懸
念
を
も
つ
議

員
の
委
員
が
い
た
た
め
に
、「
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
狙
い
」
が
あ
っ
た

と
報
道
さ
れ
て
い
る
（『
中
外
日
報
』
二
〇
一
二
年
二
月
二
八
日
）。
つ
ま

り
、
住
職
と
寺
族
と
は
あ
く
ま
で
も
序
列
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の

寺
院
運
営
活
動
の
両
輪
で
あ
る
べ
き
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
こ
の
規
程
変
更
に
つ
い
て
、
私
が
信
頼
す
る
あ
る
地
方
役
職
者

の
僧
侶
は
、「
住
職
と
協
力
し
」
で
は
な
く
、「
住
職
に
協
力
し
」
と

あ
る
と
こ
ろ
に
歴
然
と
し
た
主
従
関
係
を
感
じ
る
、
と
指
摘
し
て
い
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た
が
同
感
で
あ
る（

８
）。

　

こ
こ
で
「
答
申
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
、
寺

族
問
題
の
専
門
部
会
か
ら
、
教
学
審
議
会
へ
と
提
出
さ
れ
た
「
答
申
」

の
こ
と
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の
段
階
で
宗
門
は
も
う
、
寺
族
の
任

務
と
い
う
か
そ
の
立
場
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
良
い
の
か
わ
か
ら

な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
僧
侶
で
あ
る
夫
を
「
補
佐
」
す
る
と
い
う
の
で

は
、
旧
態
依
然
と
し
た
〈
性
別
役
割
分
業
〉
を
ま
る
ま
る
肯
定
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。
か
と
い
っ
て
「
住
職
〝
と
〟

協
力
し
」
で
は
、
寺
族
の
立
場
が
自
分
た
ち
僧
侶
と
同
等
に
「
な
り
す

ぎ
る
」

　

と
な
れ
ば
、
寺
族
の
任
務
や
立
場
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
れ
ば
、
時

代
的
に
も
教
義
に
お
い
て
も
正
解
と
な
り
え
る
の
か
。
そ
れ
は
も
う
、

誰
に
も
答
え
の
出
せ
な
い
問
い
に
な
っ
て
い
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
問
い

　

現
代
社
会
に
お
け
る
新
し
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
対
す
る
戸
惑
い
は
、

令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
に
或
る
宗
門
僧
侶
が
、
地
元
の
宗
務
所
機
関
紙

に
「
夫
婦
別
姓
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
よ
せ
た
、
次
の
よ
う
な
文
章
に

も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

夫
婦
別
姓
と
い
う
問
題
は
単
な
る
便
益
や
利
害
損
失
で
考
え
る
べ
き

問
題
で
な
く
、
夫
婦
間
の
相
互
の
感
情
や
子
供
自
身
の
心
の
あ
り
方

に
影
響
し
夫
婦
親
子
の
家
族
関
係
に
翳
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

家
族
が
一
つ
の
姓
の
も
と
に
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
何
が
保
た
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
崩
す
こ
と
に
よ
っ
て
何
が

崩
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
別
姓
は
同
姓
で
あ
る
と
い
う
連
帯
意
識
の
家
族
夫
婦
像
と

は
異
な
る
個
別
的
、
対
立
的
な
他
者
意
識
を
も
ち
、
本
来
あ
る
べ
き

は
ず
の
家
族
像
を
崩
壊
さ
せ
、
他
人
意
識
を
も
つ
夫
婦
像
を
正
当
化

し
法
制
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る（

９
）。

　

こ
の
「
他
者
意
識
を
も
ち
」「
他
人
意
識
を
も
つ
夫
婦
像
」
と
い
う

表
現
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
夫
婦
は
そ
も
そ
も
「
他
人
」

で
、「
他
者
」
な
の
で
あ
る
。
関
係
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
結
婚
し
、

共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、
伝
統
的
な
家
父
長
制
の
意
識
に
お
い
て
夫
婦
関
係
と
は
、

妻
を
夫
の
「
所
有
物
」
と
位
置
づ
け
る
よ
う
な
関
係
な
の
で
あ
る）

（1
（

。

「
お
ま
え
は
、
お
れ
の
一
部
」
で
は
あ
っ
て
も
、「
お
れ
は
、
お
ま
え
の

一
部
」
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
。
こ
こ
に
、
先
ほ
ど
川
橋
氏
の
指
摘

に
あ
っ
た
よ
う
な
、「
歴
然
と
し
た
主
従
関
係
」、
一
方
的
な
力
関
係
が

露
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
均
衡
は
、
日
本
の
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
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二
三
二

ひ
ず
み
を
生
み
だ
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
子
化
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
非
婚
化
や
世
帯
構
成
の
変
化
に
も
そ
の
結
果
は
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
令
和
２
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
今
や
「
夫
婦
と
子
ど

も
か
ら
成
る
世
帯
」、
い
わ
ゆ
る
標
準
世
帯
は
人
口
全
体
の
25
％
で
あ

り
、
も
っ
と
も
多
い
の
は
男
女
ど
ち
ら
か
の
一
人
暮
ら
し
、
単
独
世
帯

で
38
％
を
占
め
て
い
る）

（（
（

。

　

正
し
い
信
仰
の
も
と
、
家
族
が
一
体
感
を
持
っ
て
暮
ら
す
な
ど
と
い

う
モ
デ
ル
は
、
も
は
や
成
立
し
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
親
の
信

仰
を
強
制
す
る
こ
と
が
子
ど
も
に
と
っ
て
は
虐
待
と
な
る
、
宗
教
２
世

の
問
題
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

家
庭
信
条

　

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
曹
洞
宗
」「
家
庭
信
条
」
と
検
索
を

か
け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
画
面
が
出
て
く
る
。

曹
洞
宗
／
家
庭
信
条　

五
つ
の
願
い

一
、
無
常
に
耐
え
て
強
く
生
き
よ
う　

二
度
と
な
い
今
日
の
生
命

一
、
人
に
求
め
ず
自
分
を
変
え
よ
う　

す
べ
て
我
が
身
の
一
歩
か
ら

一
、
敬
う
気
持
を
大
切
に
し
よ
う　

人
は
み
な
仏
の
子

一
、
苦
楽
を
分
か
ち
共
に
歩
も
う　

菩
薩
の
願
を
わ
が
心
に

一
、
自
ら
を
信
じ
今
を
つ
と
め
よ
う　

み
法
こ
そ
わ
れ
ら
の
依
る
べ

　
「
曹
洞
宗
家
庭
信
条
」
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
の
「
布
教
方
針
」
で

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
起
草
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
の
こ

と
で
あ
る
ら
し
い
。
昭
和
五
十
九
年
二
月
の
第
五
十
六
回
通
常
宗
議
会

に
お
い
て
、
当
時
の
教
化
部
長
が
質
問
へ
の
答
弁
で
、「
昭
和
五
十
七

年
十
二
月
に
〈
五
つ
の
願
い
〉
を
全
寺
院
に
配
布
を
い
た
し
ま
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
別
に
「
家
庭
」
と
銘
打
た
な
く
て
も
、

一
般
の
檀
信
徒
向
け
に
教
え
の
根
幹
が
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
宗
門
の
「
家
庭
教
化
」
へ
の
取
り
組
み
は
、
檀
信
徒
家

庭
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
宗
旨
を
信
仰
し
て
い
く
の
か
。
つ
ま
り
「
家

庭
仏
法
」
な
る
も
の
を
確
立
し
、
具
体
化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
僧
侶
自
ら
が
「
出
家
主
義
」
を
建
前
と
し
て
い
た
た
め
に
、
自
分

の
家
族
、
寺
院
内
の
家
庭
に
、
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
に
も
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
う
。

　

寺
族
を
寺
院
に
住
ん
で
い
る
信
者
だ
と
い
い
、
実
子
を
弟
子
だ
と
称

す
る
こ
と
で
、
寺
院
や
僧
侶
に
と
っ
て
「
家
庭
」
は
、
い
わ
ば
見
え
な

い
大
陸
と
し
て
存
在
し
続
け
て
き
た
。

　

現
代
で
は
、
宗
門
が
婚
活
を
斡
旋
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
き
て

い
る
が
、
そ
こ
で
新
た
に
見
え
て
く
る
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
僧

侶
と
家
庭
、
家
族
と
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
か
。

今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。
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発
行

編
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発
行
人
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セ
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タ
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所
長

.

志　

部　
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一

発
行
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〒
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五
－
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五
四
四

　

東
京
都
港
区
芝
二
－
五
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.

曹
洞
宗
宗
務
庁
内

　

曹
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セ
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一
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一

　

印
刷
所.

三
協
美
術
印
刷
株
式
会
社

　
〔
付
記
〕　

本
号
に
収
載
さ
れ
た
論
文
に
お
け
る
引
用
原
典
、
ま
た
は
翻
刻
文

献
の
中
に
は
、
差
別
事
象
に
か
か
わ
る
可
能
性
が
あ
る
記
述
が
散
見

さ
れ
ま
す
。
本
誌
が
純
粋
に
学
術
研
究
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
ま
た
人
権
問
題
の
理
解
の
た
め
の
資
料
と
も
な
り
う
る

点
を
考
慮
し
て
差
別
意
識
の
温
存
、
あ
る
い
は
助
長
に
つ
な
が
ら
な

い
よ
う
、
執
筆
者
に
は
細
心
の
留
意
を
要
請
し
、
こ
れ
を
収
載
し
ま

し
た
。

　

宗
門
は
差
別
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
差
別
事
象

に
肯
定
的
な
文
言
を
是
認
す
る
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
読

者
の
み
な
さ
ま
に
は
、
以
上
の
こ
と
を
お
含
み
お
き
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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　また、今回の調査はあくまで宗門関係高校の３年生を対象としたものであり、今
後は一般参禅者や、坐禅初学者を対象とした同様の調査が必要となってくる。　
　冒頭でも触れたが、坐禅教化においては布教レベルの研究成果が多く蓄積されて
いる。それだけに教化レベルの研究への取り組みが待たれる。どんなに優れた方法
で坐禅を広め、参禅者を集めたとしても、それを深めていく方策がなければ依然と
して、参禅者は知識理解を欠いたままであり、事実「坐禅体験」で停滞してしま
う。説示を用いることで行解相応し、参禅者を坐禅体験から坐禅修行へと引き上げ
ていくことができる。充実した布教レベルの蓄積に教化レベルの取り組みが相乗効
果を産み、坐禅教化の全体的な底上げが期待できるのである。そういった意味でも
坐禅教化において説示は重要な要素の一つであると言えよう。
　最後に、説示は基本的な坐禅弁道の方向性を示すものであり、参禅者の実践の補
助であることを忘れてはならない。教化においての説示は重要な要素の一つである
が、その理解のもとに実践して体解してくことが最重要であり、参禅者には実践を
欠くことのないようにという点を必ず伝えていく必要がある。

注

（１）赤間泰然「参禅者が求める坐禅会とは何か―アンケート調査を通して見た意見」（『曹洞
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（２）佐田陸道「坐禅体験を共有する場の必要性について」（『曹洞宗総合研究センター学術大

会紀要第（18回）』pp.235-240, 2017）
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（ 141 ）

坐禅教化における説示の検討（吉田）

二
四
〇

6．アンケート結果の考察

　「坐禅への知識理解を深めることができたか？」の設問では全体の51%が「知識
理解を深めることができた」と回答した。「まあまあ理解できた」の回答を合わせ
ると理解度は90%を超えるが、これは2年間の宗教教育の知識土台があってのこ
とと考えられる為、まあまあ理解できたの回答は取り上げて言及しないこととす
る。結果的に約半数の生徒の理解を深めることができたと評価できよう。
　「以前よりも坐禅に興味を持てたか？」の設問については全体の72%が「興味を
持つことができた」と回答した。その中でも実施方法Cが約 90%と突出して高い
数値となった。この結果から、まず説示によって知識理解を促し、それを踏まえた
上で坐禅を実践するという順序が対象の興味関心を引き出す方法として最も効果的
であることが明らかとなった。理解（理論）と実践があい応ずる「行解相応」（10）とい
う達磨大師の言葉を彷彿とさせるものであり、今後の坐禅教化に活かせるヒントと
なるであろう。
　自由記述の感想においては、肯定的な感想5件の下線部を見るに、いずれも坐
禅についての意義が不明瞭であったり、知識理解を欠いていたことが窺える。一方
で、続く文章では説示によって、その埋め合わせができたことを示唆する文言が並
んでおり、説示が参禅者に与える効果を示す貴重な感想例である。課題が残った感
想例では、説示内容の理解はできたとしながらも、実践するとなると難しいという
感想や、その後の文章において説示内容では用いていない「スッキリするような気
持ち」や「何も考えずにやりたい」などという言葉の通り、明らかに理解に繋がっ
たとは言えない感想も見受けられた。坐禅に対してそういった固定的なイメージを
既に持っており、説示によってイメージの上書きができなかったと考えられる。

7．まとめと今後の課題

　以上、今回の実施調査では、坐禅説示を行うことによって対象の知識理解を深
め、かつ坐禅への興味を持たせる上で一定の効果を検証することができた。自由記
述の感想もそのほとんどが講義や、坐禅について前向きな回答であった。
　しかし、課題も多く残った。自由記述欄の感想において「理解できた」と前置き
しながらも続く文章では説示内容とかけ離れた明らかな誤回答があったように、今
回のアンケートで得られた知識理解についての回答は、全て生徒の恣意的な理解に
よる自己評価であり、客観的な指標によるものではないことに十分留意しなければ
ならない。それは知識理解の回答の信憑性に大きく関わるものであり、今後の調査
の上での課題である。
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　全体的な傾向として、自由記述欄では坐禅の知識理解を深めたに分類される感想
が最も多く（74件）、次いで坐禅する意欲が高まったに分類される感想（40件）、講
義（内容・資料）がわかりやすかったに分類される感想（33件）の順に多かった。感
想をいくつか抜粋し、紹介する。

5-4．肯定的な感想例
・ 坐禅をする意味などが曖昧だったのですが今回でより深く坐禅について知ることが

できたのでよかったです。ありがとうございました。【A組（方法A）】

・ 今まで非思量の坐禅がいまいちピンと来ていなかったですが、今日の説明を聞

いて納得しました。これから考え浮かんできたとしても相手にしないで坐禅に取り組みた

いと思います。【L組（方法C）】

・ 普段の坐禅の授業で何のためにやるのかを曖昧なまま座っていたので、今回

習ったことを意識して次回からの坐禅を取り組んでいこうと思う。【A組（方法A）】

・ 坐禅をどのように思ってやるべきなのかあまり理解できていなかったので、

今回の授業で何も考えないわけではなく、何か考えたとしても気にしない、相手にしない

ようにすると言うことを知って、これからそのようにやっていけたらいいなと思いまし

た。【M組（方法A）】

・ 今まで坐禅をやっていても無意味なことだったと思っていましたが今回授業

を受けて意識が変わった。【M組（方法A）】

5-5．課題が残った感想例
・ これからの坐禅実習の時は心をなるべく落ち着かせて何も考えずにやりたいと思

います。【M組（方法A）】

・ 坐禅についての講義は、とても理解もできたし、自分の中でも納得出来ました！ですが、

実際自分がやるとなると理屈だったりがわかっていても少し辛いなと感じてし

まうなと思いました。【F組（方法B）】

・ 少し内容が難しいと感じました。自分のこれからの生き方に取り込めるものもあ

り、勉強になりましたが、全てを理解することはできなかったです。【F組（方法B）】

・ 普段坐禅するとき何か考えながらしていたけどお話を聞いて何も考えず坐禅が終わっ
た後にスッキリするような気持ちになるように次はためしてみたい。【F組（方法

B）】

・ 坐禅中は座ることが大事であることがわかった。なにかになろうとか目的を持つこ
とをしないということがわかったが、それを坐禅中に考えてはならないとい
うのが難しいと思った。【L組（方法C）】
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5-2．「講義を受けて以前よりも坐禅に興味を持つことができたか？」についての回答
　図4はこの設問の回答結果についての全体合計をグラフにしたものである。平
均では「興味を持つことができた」が約72%（111件）、「わからない」が25%（38

件）、「興味は持てなかった」が3%（5件）であった。
　図5はA, B, Cの実施方法別に回答をまとめた
グラフである。Cの実施方法（説示→坐禅）の場
合、興味を持つことができたの回答が約90%と
なり、A,Bの実施方法のクラスよりも大きく数を
上回った。

5-3．自由記述から見る生徒の反応と評価の傾向
　自由記述欄に寄せられた感想144件のうち、回答を分類したところ、図6のグ
ラフのような傾向となった。（※回答の分類は類義語ごとに分類し、重複したものを含める。

その他の回答内訳は、内容 ,理解が難しかったに分類される回答3件。講義とは関係ない誤った理

解と思われる感想3件を含む）

【図4】

【図5】

【図6】
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5．アンケート結果の報告

　講義実施後のアンケートは10項目の選択式と自由記述欄を設けたが、今回は計
4クラス 178名中、選択式154件の回答と、自由記述144件の感想が得られた。本
稿では「坐禅について理解を深めることができたか」、「講義を受けて以前よりも坐
禅に興味を持つことができたか」の2項目の回答結果と、自由記述欄からどのよ
うな傾向の感想が見られたかを報告していく。

5-1．「坐禅について理解を深めることができたか？」についての回答
　図２は上記設問についてのアンケートの全体合計をグラフにしたものである。平
均して約51%（79件）の生徒が「理解を深めることができた」と回答し、約41%（63

件）の生徒が「まあまあ理解できた」との回答を示した。「どちらとも言えない」
は約6%（10件）である。「理解できなかった」、「全く理解できなかった」と答えた
生徒はCの場合のみ回答があり、全体でともに1%（1件）ずつであった。
　図３はA, B, Cの実施方法別に回答をまとめたグラフである。この設問において
は大きな変動は見られず、一方で、坐禅と説示を組み合わせたB, Cの場合がAの

場合に比べて、理解を深めることができたと回
答した割合が僅かに増え、それに乗じてまあま
あ理解できたの回答が減少した。

【図2】

【図3】
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講義を実施し、アンケート調査を行った。今回の調査では駒澤大学高校3学年計 4
クラスに協力を依頼し、2022年 5月 16日、6月 6日の 2日間「坐禅実習」の授業
時間にて実施した。

4-1．調査対象と実施方法
　調査対象である3年生生徒は、週一回の坐禅実習授業や、毎年の摂心会に取り
組んでおり、坐禅に慣れているほか、宗教科の授業によって仏教教義についてもあ
る程度の基礎知識を持っている。一般参禅者に比べて、どの生徒も等しく参禅経験
を持っている為、よりまとまった意見が期待できると考えた。また、説示に加えて
どのような実施方法が理解度や興味関心を高めるかについて確認するため、以下
A, B, Cの 3通りの講義を行った。
A. 説示のみ（40分）　  B. 坐禅（20分）後説示（20分）　 C. 説示（20分）後坐禅（20分）

（※Aは説示のみでの2クラスにて実施。Bは坐禅後に説示1クラスにて実施。Cは説示後に坐禅

1クラスにて実施。授業時間は50分であるが、移動や諸連絡、アンケート記入の時間を除いて、

実際の所要時間は40分程度である。）

4-2．展開とその内容
　「目的意識を持たずにただ坐る」や「坐った姿そのものが仏」という言葉を紹介
し、なぜそのような坐禅を組むのか。日常生活でおこる判断「思量分別」から起こ
る執着の過程を「苦しみのメカニズム」とし、「非思量」をキーワードに講義を展
開した。主な説示の展開と流れの概要は以下の通りである。（※今回は実施結果のアン

ケート報告を中心とするため、説示内容の詳細や、具体的なアプローチの手法などについては省略

する。）

①　 仏観の是正「仏としてのあり方」を自分自身のあり方として捉え（９）、その仏としての姿

は煩悩（苦しみや迷い）から解き放たれた姿とし、次に苦の原理に明らかにする（四苦

八苦）

②　 これらの苦は日常生活の思量分別（目的、考え、想いへの判断）によって、思うがまま

にならない現実結果に執着することから生じる。

③　 坐禅中「ただ坐る」の場合、日常生活で沸き起こる「思量分別」を取り上げる必要がな

いとし、その心が①での仏観（煩悩から解き放たれた存在、姿）に他ならない。「坐った

姿そのものが仏」

④　 もし「思量分別」を坐禅に持ち込んだ場合、苦しみのメカニズムの延長戦をしてしまう

ことになると説得し、坐禅は「非思量」であることを強調。「目的を持たずにただ坐る」
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課題についての考察を
行った（３）。文脈上、坐
禅教化という言葉は坐禅
に関する布教教化の略儀
として使われていること
が分かるが、それを踏ま
えると坐禅教化には大きく分けて2つの方向性があると考えられる。坐禅を広め
ていこうという方向性のいわゆる「布教レベル」の研究と、坐禅についての理解を
深めていこうという方向性の「教化レベル」の研究である。
　図１のように近年では他領域を用いた新たな坐禅指導の考察や、坐禅と何かを組
み合わせることで坐禅を流布しようとするねらいが多く見受けられる。つまり布教
レベルに分類できる研究は充実しているが、肝心の教化レベルにおいては取り組み
がほとんどなされていない。本稿は坐禅理解を深めてもらうねらいとした説示につ
いて検討、考察を行うものであり、実践的教化レベルの取り組みに位置する。
　「説示」（説似）とは『禅学大辞典』に「誰かに対して説きおよぼすこと」とある
ように（４）、言葉や文字によって仏教や禅の教えを説明する際に用いられることが
多い。本稿においては参禅者などを対象に宗門の坐禅の意義や、その特質について
解説することを「説示」として扱う。説示に用いる比喩表現、言い回しについては
基本的に坐禅の教義・教説から外れないものを選定し、純粋な坐禅理解を促すため
に坐禅に対する他領域の研究成果等は持ち出さないこととする。

3．坐禅説示の内容について

　研究にあたり、参禅者に向けた坐禅説示の一試論をまとめ、講義資料を作成し
た。
　参禅者の疑問として浮かび上がった「坐禅中の心の持ち方」に関連する説明につ
いて、道元禅師は『普勧坐禅儀』（５）、『正法眼蔵』「坐禅箴」（６）及び「坐禅儀」（７）と
いった主要な著述において薬山非思量話を引用していることから、「非思量」を取
り上げる。非思量の理解については諸説あるが、原田弘道の教説を参考にし
た（８）。原田は道元禅と公案禅における非思量の差異について明らかにし、その上
で道元禅師の非思量の様相について緻密な検討と解説を行っていることから、坐禅
説示において最も適切なものであると判断した。

4．説示を用いた坐禅教化活動の実施

　作成した講義資料をもとに、実際に複数のターゲットに対して説示（＋坐禅）の

【図1】
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

1．研究の動機

　曹洞宗総合研究センター教化研修部門での活動も含め、今まで参加した坐禅会で
は「曹洞宗の坐禅はただ坐る坐禅です。考えが浮かんでもそれを追いかけないよう
に坐ります」という説明、あるいは三調（調身、調息、調心）の説明で済ませてしま
うことがほとんどであった。多くの場合坐禅の形を作ることに比重が置かれ、坐禅
の中身についての詳細な説明は省かれる。坐禅の坐り方や呼吸の仕方などについて
のいわゆる坐禅指導はできていたとしても、果たしてこれで本当に坐禅の教化、伝
道ができているのだろうかと問題意識を抱くこととなった。 
　この自身の問題に繋がる坐禅研究として、赤間泰然、佐田陸道らによる参禅者を
対象としたアンケート調査がある。赤間の調査によれば「坐禅会に何か希望するこ
とはあるか？」という設問中「坐禅や仏教の講義が聞きたい」が最多数であった

（95件 /220件）（１）。同様に佐田の調査では「坐禅する上での疑問」項目における
回答において「坐禅中の心の持ち方」が最多数であった（85件 /195件）（２）。これ
らの回答結果が示す背景には、参禅者が基本的な坐禅への知識理解を欠いたまま、
もしくは理解が曖昧なままの状態で坐禅に取り組んでいるといった原因があると推
察される。いずれにしても両者の調査によって、参禅者の多くは坐禅指導のみでな
く、坐禅についての詳細な説明や、坐禅についての知識理解を求めていることが明
らかにされたと言えよう。 
　現代人の行動理由には自身にメリットがあるかどうかや納得感がつきものであ
る。「坐禅中の心の持ち方」といった疑問に止まらず、なぜ「只管打坐」（ただ坐る坐

禅）をするのか等についての体系的な説明が、今後ますます重要になってくると考
えられる。 
　以上の関心から、本稿では坐禅についての説示が参禅者のニーズに応えるだけで
なく、基本的な知識理解を促し、坐禅への興味関心を高める効果が期待できるもの
と考え、坐禅の布教教化におけるその説示について検討していくこととする。

2．坐禅教化における説示の立ち位置

　久松彰彦は近年の坐禅に関係する研究を坐禅教化とし、研究動向の分類と今後の

坐禅教化における説示の検討
　

吉　田　敞　英
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永嶋さゆり・白石学（2013）「地域イベントの告知手段に関する考察」（『日本デザイン学会研

究発表大会概要集』60, pp.30-31）
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４、今後の課題

　本稿でのここまでの検討を踏まえ、今後は師寮寺でマルシェを活用した布教教化
を実践したいと考える。数年前までは寺院でやっている Instagramを見ていて
も、寺院境内地でマルシェを開催して告知している寺院は少数であった。しかし、
最近になると多くの寺院でマルシェを開催している様子が伺える。それだけ全国的
に広がりを見せている寺マルシェには、寺院と地域の活性化を両立させるための要
素が含まれているはずであり、それを師寮寺で実現させて定期イベントにすること
ができれば、それは宗門の縮図であり、宗門全体に有益な研究になると考えてい
る。より多くの寺院で実現可能にするためにも、現地調査や実践報告から寺マル
シェの再現可能性について考察し、開催に際して最低限必要な要素を抽出すること
が今後の課題といえよう。現在はマルシェを開催、告知するための基盤を整えてい
る状況であり、本研究は寺院とマルシェの繋がりと有益性を示すものとなれば良い
と考えている。筆者が最も注力しているのは、InstagramをはじめとしたSNS告知
ツールの充実である。師寮寺で開催するとしても、島根県松江市八雲町は人口も減
少していく一方の過疎地域であり、単にこれまで通りの地域・檀信徒に向けた告知
では集客も市内まで届くか疑問である。しかし、現代はSNSでの発信を見て行動
に移す人が多い傾向にあり、そのためにもSNSの力を伸ばすことは必要な基盤と
なる。それらを踏まえた上で、今後の調査から実践までを進めていきたい。

註

大谷栄一（2012）「総論　宗教は地域社会をつくることができるのか？」（大谷栄一・藤本頼

生（編著）『叢書　宗教とソーシャル・キャピタル2 地域社会を作る宗教』明石書店）
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県藤里町における社会的包摂の取り組みに関する研究調査報告』pp.61-69）
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二
四
九



（ 131 ）

地域とともに歩む寺院を考える（吉長）

ちょっとした日常をニュースとして更新している。それに加えて、告知の影響力を
持つと考えられるのは住職のFacebookと師寮寺のFacebookページ、Instagram
という手段である。最も発信力が強いのは Instagramであり、フォロワー数はこ
れらの中では最多の1400人程度。これらを用いて告知をどのように充実させてい
くのかを、今後参究していく必要がある。さらに、先述のSNS映えとの親和性も
告知と切り離せない要素となるのも当然であろう。
　また、場の提供型のマルシェはきっかけが「たまたま」だとしてもリピート率が
高い。一方で、交流型は目的を持って訪れている人が多いものの、リピート率は場
の提供型よりも低く、開催頻度も考慮してリピーターの獲得が課題と考えられる。
しかし、まずは1回目のマルシェを開催することが重要なことである。また次回
も来たいと思ってもらえるような構成を考えるのは当然だが、このリピーターの獲
得という課題は長期的に見ていきたいものだと考えている。
　以上から、寺マルシェを開催するにあたって事前の告知が大きく影響することが
考えられる。そこで、有効な告知手段を考察したい。永嶋さゆり・白石学（2013）

によれば、2013年に東京都小金井市で行われたイベントの来場者を対象とした調査
結果が報告されている。結果によると、イベントの情報を得た手段として最も多
かった回答が「インターネット（Facebook・旧Twitter）」、それに続いて「口頭伝
達」「印刷媒体経由」となっている。これは2013年の調査結果であり、SNSの普及
が進んだ現代においては、インターネットの割合がより高くなると予想できる。筆
者は寺マルシェを開催するにあたって、主にFacebook、Instagram、イベントフラ
イヤー、ポスターを告知手段として考えていた。それ以外のツールも、どれも曹洞
宗総合研究センターでの伝道実習を通して行ってきた告知を軸にしているものだ
が、そこに口頭伝達という形を加えることができる。永嶋・白石（2013）は長い実
施期間のあるイベントでの口頭伝達の有用性を示していたが、マルシェの特性を踏
まえれば口頭伝達も告知手段として計算しておきたい。マルシェの特性というの
は、地元の農家や飲食店、工芸品店など幅広く1つの空間に出店してもらえるこ
とである。また、出店の依頼をしてから実施日までの期間を踏まえれば、実施期間
の長いイベントと同程度の口頭伝達の効果を得ることができるのではないか。そし
て、ほとんどの出店者が地元にあることで、すでに出店者同士の横の繋がりがある
程度強いと思われる。そういった既存の繋がりがあれば、出店者に限らずその関係
者まで告知が広がっていき、その出店者を普段から利用する客層にも口頭伝達で広
まっていくことが期待される。したがって、横の繋がりを存分に活かすために、店
舗を持つ出店者の場合はフライヤーを店頭に置いてもらい、口頭伝達だけでなくフ
ライヤーなどの媒体を加えてより大きな影響力を持たせたい。
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対して良い影響がある。出店者の選別やコンセプト、企画の自由さに関しては、出
店者の選別や地域のコンセプト、詳細な企画などにおいて独自性を出すことが可能
であり、より周辺地域に向けた活動が行いやすいと言えるだろう。
　豊島尚子・武田重昭・加我宏之・増田昇（2015）は「仮設方直売システム定期開
催型マルシェ」という語句で表現し、その社会的意義を2つ明らかにしている。
それが「交流性」と「新たな農産物販売の場の提供」である。
　交流性とは、都市農村交流をコンセプトに挙げてイベントを開催するなど、都市
住民と出店者や農村地域との交流を目的としているものを指す。場の提供というの
は、会場確保や設営にかかる経費、運営のノウハウが無いなどの問題から従来見ら
れなかった都市部での農産物直売を、収益性よりも社会的意義を重んじて場を提供
するというものである。豊島・武田・加我・増田（2015）では 4つのマルシェが調
査対象として取り上げられており、その内の2つは場の提供型で、残りの2つが
交流型である。交流型の2つは寺社境内で行われているもので、場の提供型より
も大きな規模で構成されており、野菜の選び方や保存法といった知識を獲得する農
産物関連のワークショップやヨガ体験、パフォーマンスの見学などのイベントや広
報が積極的に実施されている。
　この研究結果から、筆者は寺マルシェは「交流型」のマルシェが親和性が高いと
考える。筆者は寺院としても坐禅体験等のブースを出すことで、ある種の独自性を
持たせられると考えている。そこでこれまで坐禅に関心のなかった人とも交流でき
るし、多くの人に仏教に触れてもらえる機会として有効だと思う。こういったもの
は交流型の特徴と一致する。また、寺マルシェを現在開催している寺院の中でも、
マルシェの中で布教教化につながる活動やワークショップを寺院として行なってい
るものは見かけられず、筆者の最大の研究目的はここにある。寺院として出店した
時、布教教化と地域活性化に変化が見られるのかを研究していきたい。
　豊島・武田・加我・増田（2015）は場の提供型と交流型、それぞれのマルシェを
調査する中で「利用のきっかけとリピート率」を調べている。結果によると、場の
提供型に比べて交流型は「たまたま通りかかった」と回答した割合が低いのだとい
う。場の提供型のマルシェの多くは駅から近い場所で行われており、通りかかった
際に訪れる人が多いのも納得である。反対に「マルシェのHPやFacebookをみ
て」と回答した割合は交流型の方が大きい。寺社境内においてマルシェを開催する
際に通りがかりの人の集客はあまり望めず、告知でWebサイトやFacebook、
Instagramなどのメディアを用いていくことが必須となる。そこで筆者であれ
ば、師寮寺のWebサイトの充実やFacebook・InstagramなどのSNSを活用して
いきたいと考える。現状としては、師寮寺のWebサイトでは寺院のお知らせや
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・結合型…… 組織の内部における人と人との同質的な結びつきで、内部で信頼や協
力、結束を生むもの

・橋渡し型…… 異なる組織間における異質な人や組織を超えた間の関係
本研究で取り上げるマルシェという形態は、寺院と地域住民、地域のお店や農家な
ど、様々な集団や人たちの間の関係性を作る空間であり、SCのタイプの1つであ
る「橋渡し方」の実践例としてマルシェは位置付けられるのではないかと考えた。

３、寺マルシェによる活性化

　そもそもマルシェと聞くと、中にはフリーマーケットと混同してしまう人もいる
のではないか。マルシェは基本的に食品を扱うことが多い文化である。その一方で
フリーマーケットとは、中古品などの販売がメインとなる場を指す。
　寺マルシェというイベント性があるものが、地域社会と寺院の活性化の両立に有
用なのだろうか。高山啓子（2017）は観光まちづくりに活用されている祭りやイベ
ントの中でも、芸術祭と呼ばれるアートイベントに着目している。その研究におい
て「まち」とは町・街・集落・地域といった幅広いものが含まれているとする。そ
れを踏まえて、「まちづくり」とは地域振興、地域活性化を目指すものであると言
う。環境、景観、歴史、産業、観光、防災、福祉の整備などがあてはまるとしてい
る。高山は、文化芸術イベントによる地域活性化の意味を2点述べており、1つが

「文化芸術イベントを開催することによって外部からの観光客を集めるという、イ
ベント開催による観光振興」（高山（2017）p.4）。2つ目が「地域住民が観光関連事業
の部分に関わるだけでなく、イベント自体に参加することによって地域が活性化さ
れる」（高山（2017）p.4）であるとする。また、高山は印象的な「SNS映え」も、観
光行動に対して親和性が高い可能性があると言及している。
　寺院境内地で行われるイベントといえば、これまでは仏教的行事が中心だったと
言える。それらのために寺院に参拝するということは「信仰的な意味」を持つこと
になるという印象も強いのではないだろうか。しかし、寺マルシェなどの地域活性
化を目指すイベント等は「観光客に見せるためのアトラクション」という意味合い
がより強くなっている。
　それでは、寺マルシェの持つ独自性を見ていこう。加納亮介・真野洋介（2012）

は寺院境内地で行うことの独自性に、「開催の許可が得やすい」「出店の容易さ」
「出店者の選別やコンセプト、企画の自由さ」を挙げている。開催の許可に関して
は、寺院境内地は公園などの公共の場に比べて許可を得やすく、個人主催で企画を
開催できるという点で独自性と言える。また、出店が容易であることで多様な作り
手の交流を生み出し、作り手の制作活動へ刺激を与える場となり、作り手の活動に
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教の衰退をもたらしたことも指摘される制度である。形式化が進むと、それに伴っ
て社会的な活動が減っていくことにも繋がる。2つ目の要因としては明治初期の

「廃仏毀釈」が挙げられている。明治新政府の宗教政策である神仏分離令をきっか
けとした廃仏毀釈によって、多くの寺院が廃寺に追い込まれた。また、「肉食妻帯
蓄髪等可為勝手事」が出されると、僧侶の弱体化も図られることとなった。そし
て、3つ目の要因は「戦後の農地改革」である。昭和20年に「農地改革ニ関スル覚
書」をはじめ、自作農特別措置法などによって実施された。これによって農地を含
む「寺領」と呼ばれる不動産を持っていた寺院は大きな影響を受けることになる。
経営難に陥った寺院は、結果として「葬祭」などに特化した寺院経営を迫られるこ
ととなった（小池（2015））。
　次に、マルシェを活用した寺院と地域の活性化が、今後求められる寺院の役割と
無関係でないことを示したい。ここでは、先述の2012年に行われた檀信徒意識調
査の回答を参考にする。曹洞宗宗務庁（2014b）によると、今後求められる寺院の
役割としての上位の回答は、「仏教の教えの布教」、「心が癒される場所」、「地域社
会をつなぐ場所」、「社会活動の発信地」となっている。これらは寺院の現状と比較
すると「公益性」が高い内容と言える。ここでいう公益性とは、小池が言う「積極
的に不特定多数の者の利益を実現すること」（小池（2015）p.65）であろう。筆者は上
に挙げたような、寺院が今後求められる役割を「より地域社会に開かれた布教教
化・寺院経営」と大きく方向づけたいと考える。回答はどれも地域社会に開かれな
がらも、その空間にさらに癒しや寺院らしさを求めるものである。これらの特徴を
活かすことができる布教教化の場として寺マルシェは適した手段ではないだろう
か。本研究では、こうした公益性を持つ寺院としての役割を果たすあり方の代表例
として、寺マルシェを取り上げる。
　マルシェが地域に開かれた寺院経営と関係があることを示すのに、ソーシャル・
キャピタル（Social Capital）（以下SC）という概念を用いたいと思う。SCとは、「物的
資本（Physical Capital）」や「人的資本（Human Capital）」などと並ぶものとして、近
年世界的に注目を集めつつある概念である。大谷栄一（2012）によると、SC概念の
普及に大きく貢献したアメリカの政治学者ロバート・パットナム（Robert Putnam）

を参照しながら、その定義を「人々の協調行動を活発にすることによって社会の効
率性を改善できる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」（大谷

（2012）pp.30-31）または「社会的ネットワーク、およびそこから生じる互酬性と信頼
の規範」（大谷（2012）pp.30-31）であるとしている。
　また、大谷（2012）によると、SCは「信頼」・「規範」・「ネットワーク」という3
つの要件に加え、後述のような基本的な「2つのタイプ」が存在するという。
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１、はじめに

　曹洞宗に限らず、宗教離れが叫ばれ出して久しい現代において、寺院に足を運ぶ
人の数は年齢が下がるにつれて減少傾向にある。過疎地域においては地域全体の人
口も減っており、その地域にあるお店を訪れる客数も少なくなるという悪循環に陥
る可能性もある。そのような時代・地域において、寺院の在り方を見直し、地域と
寺院の関係性を再構築する必要があるのではないか。本研究では、地域と寺院の活
性化を両立させる1つとして、寺院境内地で行われる通称「寺マルシェ」に着目す
る。寺院境内に様々な出店者を募り、人々に足を運んでもらうのがよく見られる形
だ。そこで、マルシェなどのイベントを通した寺院と地域の活性化について考えて
みたい。寺院を訪れる人が少しでも増えることを目指し、現状の課題の解決策とし
て寺マルシェを取り上げ、その中で現在と今後の寺院の役割などを比較して、より
地域に結びついた寺院経営について考察する。

２、寺院の役割とイベントの効果

　寺院のあり方は、時代を経るごとに少しずつ変化してきている。本研究でマル
シェというイベント性があるものをテーマに取り上げる上で、マルシェを寺院境内
地内で行うことが寺院の果たすべき役割から大きく外れていないかを明らかにする
必要がある。現代において寺院が果たしている役割を小池孝範（2015）は、大きく
3つ挙げている。1つ目が「葬儀の執行」、2つ目が「年回法要（法事）の執行」、3つ
目が「仏教的行事の継承」である。これらは2012年に行われた、曹洞宗の檀信徒
を対象とした檀信徒意識調査の結果に基づくものである。この回答結果から、筆者
は現代の寺院の役割を「法要の執行」と大きく位置付ける。葬儀や年回法要、そし
て仏教的行事を僧侶は法要と呼ぶことも多く、そういった法要全般を行うことが現
在の寺院が果たしていると考えられる役割なのだ。
　それでは、寺院の役割が法要中心になった背景には何があるのだろうか。小池

（2015）は 3つに分けて要因を分析している。1つ目の要因が江戸時代の「寺請制
度」である。この制度は檀家制度の基礎となったものであり、寺院経営の安定をも
たらしたものである。しかし、その一方では形式化や僧侶の在り方の変化による仏

地域とともに歩む寺院を考える
―寺マルシェに注目して―

吉　長　洸　大
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「第135回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報令和3年 1月号』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和3年 1月 1日発行

『曹洞宗報5月号別冊付録　第136回曹洞宗通常宗議会会議録』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和3年 5月 1日発行

『曹洞宗報3月号別冊付録　第137回曹洞宗通常宗議会会議録』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和4年 3月 1日発行

『曹洞宗報5月号別冊付録　第138回曹洞宗通常宗議会会議録』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和4年 5月 1日発行

『曹洞宗報10月号別冊付録　第139回曹洞宗通常宗議会会議録』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和4年 10月 1日発行

『曹洞宗報5月号別冊付録　第140回曹洞宗特別宗議会　第141回曹洞宗通常宗議会会

議録』

鬼生田俊英・服部秀世編集発行　曹洞宗宗務庁　令和5年 5月 1日発行

（２）小数点第2位以下切り捨て。以下、平均値は全て同じ。

（３）『曹洞宗宗制』「第三編　曹洞宗災害援護規定」より。

（４）『曹洞宗宗制』「第三編　曹洞宗災害復興対策資金貸付規定」第18条より。



（ 125 ）

東日本大震災における取り組み（渡辺）

二
五
六

「第118回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成25年 10月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成25年 10月 1日発行

「第119回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成26年 5月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成26年 5月 1日発行

「第120回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成26年 10月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成26年 10月 1日発行

「第121回曹洞宗特別宗議会会議録」『曹洞宗報平成27年 1月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成26年 1月 1日発行

「第122回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成27年 5月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成27年 5月 1日発行

「第123回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成27年 10月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成27年 10月 1日発行

「第124回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成28年 5月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成28年 5月 1日発行

「第125回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成28年 10月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成28年 10月 1日発行

「第126回曹洞宗臨時宗議会会議録」『曹洞宗報平成29年 1月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成29年 1月 1日発行

「第127回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成29年 5月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成29年 5月 1日発行

「第128回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成29年 10月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成29年 10月 1日発行

「第129回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成30年 5月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成30年 5月 1日発行

「第130回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成30年 10月号』

釜田隆文編集発行　曹洞宗宗務庁　平成30年 10月 1日発行

「第131回曹洞宗特別宗議会会議録」『曹洞宗報平成31年 1月号』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　平成31年 1月 1日発行

「第132回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報令和元年5月号』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和元年5月 1日発行

「第133回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報令和元年10月号』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和元年10月 1日発行

「第134回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報令和2年 5月号』

鬼生田俊英編集発行　曹洞宗宗務庁　令和2年 5月 1日発行
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諸問題が、宗議会、ひいては宗門内で解決すべき問題として強く意識され、議論さ
れていたことを示している。3年が過ぎた後は出現数が激減しているが、復興支援
分室の立ち上げなどもあって、解決すべき問題の方向性が定まったことにより、他
の災害への対策に注力したのではないかと考える。
　また、平成23年度～令和4年度までの予算案及び決算をもとに、宗門の東日本
大震災への意識を見た。結果、宗務総長演説における意識の推移と同じように、年
を経るごとに東日本大震災への注力は弱まっていった。しかし震災直後の予算案と
決算をみると、熊本地震等と比べはるかに大規模であり、当時宗門は相当な危機感
をもって震災援助、復興に臨んだことがわかる。

６．今後の課題

　「東日本大震災」の語句の出現数の調査をまとめたが、あくまで語句の出現数で
あって、東日本大震災に関連する議題の総数と同値ではないことに留意したい。東
日本大震災の対応に端を発する議題でも、次の議会では該当語句が登場しないケー
スもある。
　よって、該当語句が出現した発言ごとに、どのような文脈での登場だったのかを
より考察を深めていく必要がある。該当語句が登場した発言の考察を深めること
で、より宗門の東日本大震災への意識の解像度を高めることができるのではないか
と考える。今後の調査課題としたい。
　予算・決算の調査も含め、今回は宗門の東日本大震災の「意識」の調査に終始し
たため、実際の施策の内容や評価に関しては今後の課題としたい。

註

（１）調査した文献は以下の通り。

「第113回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成23年 10月号』　

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成23年 10月 1日発行

「第114回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成24年 5月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成24年 5月 1日発行

「第115回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成24年 8月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成24年８月1日発行

「第116回曹洞宗臨時宗議会会議録」『曹洞宗報平成25年 1月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成25年 1月 1日発行

「第117回曹洞宗通常宗議会会議録」『曹洞宗報平成25年 5月号』

佐々木孝一編集発行　曹洞宗宗務庁　平成25年 5月 1日発行

二
五
七
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推移していることから、予算額と決算額の乖離が大きくなり減額されていったと考
えられる。
　「災害見舞」は被災寺院に宗門が交付できる見舞金のための支出のことであ
る（３）。これも災害ごとに発生するので、東日本大震災が理由ではない支出が含ま
れる。予算額は平成23年度が￥1,260,120,000- をつけた後に減衰し、平成26年度
以降は￥4,500,000- 程度で推移している。決算額は平成23年度が￥870,883,989- と
最高額で、平成28年度までに￥899,294- まで減衰する。平成29年は￥2,069,936-
となっているが、これは平成28年に熊本地震が起こったことに由来すると考えら
れる。以降は￥1,297,506- ～￥4,759,161- と年によってばらつきが大きい。
　「貸付金」は災害により被災した寺院へ救援復興を目的としている。これもまた
災害ごとに発生するので東日本大震災由来以外の支出が含まれる。「災害見舞金」
と異なり、貸付申請を行った寺院は宗門へ返済する義務があることが定められてい
る（４）。予算額は平成24年度が￥800,000,000- と最高額で、以降減額し平成27年度
以降￥160,000,000- となっている。決算額も同じく平成24年度が￥160,000,000- と
最高額で、支出なしの年もはさみつつ￥50,000,000- 程度まで下がっている。震災
直後の平成23年度より翌年の平成24年度の方が額が大きいのは、各寺院の被害
額の概算が出るまでに時間を要したからだと考えられる。
　歳出合計は、予算額は平成23年度が最高額の￥2,225,421,000- をつけ、以降は
￥780,000,000 ～ 440,000,000- 程度で推移している。決算額も平成23年度が最高額
の￥1,447,177,028- で、以降は￥700,000,000 ～ 470,000,000- 程度で推移している。
平成28年の熊本地震以降、予算額・決算額ともに緩やかな増額傾向にある。
　以上の推移をみると、改めて東日本大震災による被害の大きさと、それに対応し
ようとする宗門の姿が見えてくる。熊本地震があった平成28年度以降と比較して
も「東日本大震災復興支援費」以外の各支出項目の金額の差は歴然である。一方
で、時間がたつにつれ各支出項目の金額が減っていることも事実である。特に支出
目的が東日本大震災に限定されている「東日本大震災復興支援費」は予算額・決算
額ともに減額が顕著である。

５．考察

　前述のとおり、「宗議会会議録」において「東日本大震災」の語句は、第113回
から第 120回までに 309例が出現しており、全体の出現数の約71％にのぼる。第
120回の会期は平成26年 6月頃であり、東日本大震災から3年が経過している。
このことから、東日本大震災における支援や制度上の諸整備における議論は、発災
から3年間のうちに集中していたといえる。それはつまり東日本大震災における
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染症流行そのものへの対応の議論が優先されたためか、有意な出現数の増加はな
かった。

３．「曹洞宗災害対策特別会計」にみる東日本大震災に対する宗門の意識

　『曹洞宗報』「宗議会会議録」第113回から第 142回までに掲載された「曹洞宗災
害対策特別会計予算案」並びに「曹洞宗災害対策特別会計決算」より、各項目の予
算と決算を表2にまとめた。

二
五
九

　なお、予算額は補正予算案による増額を反映している。また、対照させた項目の
ほかに事務費や保険料などがあり、歳出合計はそれらを含めた金額である。

「災害対策費」のうち「救援活動費」の予算額は平成23年度が最高額
￥200,000,000- で、以降は￥10,000,000～8,000,000- で推移している。発災後のボラ
ンティア活動費など、災害直後に必要な費用の予算であり、決算額に対して余裕を
持たせて設定している。これは災害ごとに支出が発生するため、東日本大震災が理
由ではない支出も含まれる。
　「災害対策費」のうち「東日本大震災復興支援費」は平成24年度より新設。予算
額は平成25年度に￥45,000,000- をつけたが、これは震災後発足していた全国曹洞
宗青年会の「東日本大震災現地対策本部」を発展改組し、「東日本大震災復興支援
室」を設立するためと説明されている。以降は減額で推移し、令和4年度では
￥10,700,000- に落ち着いている。決算額も平成25年度の￥31,622,759- 以降減額で

表２　曹洞宗災害対策特別会計の推移
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査した項目における出現数の合計である。
　出現した「東日本大震災」の語句の総合計は435例あった。項目ごとの総計を
みると、通常・臨時宗議会では、「宗務総長演説」に129例、「総括質問」に168
例、「一般質問」に134例出現した。特別宗議会の「宗務総長挨拶 (退任 )」では 4
例、「宗務総長挨拶 (就任 )」では 0例だった。
　表1から、第113回から第 120回までは、第121回以降に比べて該当語句の出
現頻度が高いことがわかる。第113回から第 120回までの該当語句の出現数の合
計は309例であり、全体の約71％にのぼる。各回の総数を見ると、第113回が 54
例、第 114回が 61例と第 2位と第 1位であり、平均値は約38.6 例（２）となった。

「宗務総長演説」でも同じく第113回、第 114回がそれぞれ第2位、第 1位の出現
数でそれぞれ20例を超え、平均値は13例であった。「総括質問」「一般質問」での
出現数も多く、特に「一般質問」では第114回が 26例と同項目内で第1位であ
る。臨時宗議会であった第116回を除いて、徐々に減少していくものの、出現数
は高く推移している。東日本大震災への諸対応に追われ、震災対応のための議論が
盛んにおこなわれた時期であり、当時の宗議会内の関心も極めて高かったといえ
る。
　第121回特別宗議会において、佐々木孝一内局から釜田隆文内局に移行した後
は、出現数が有意に減少している。第121回から第 130回までの「各回の総数」
を見ると、出現数は最大15例、平均で約9.6例である。「宗務総長演説」では最大
で5例、平均で2例の出現数があり、東日本大震災復興支援分室の設立や、それ
による継続的な支援活動を「宗務総長演説」で報告するためと考えられる。「総括
質問」「一般質問」においては、出現数は最大でともに9例、平均はそれぞれ約4.5
例、3.1 例である。
　この出現数の有意な減少は、第122回の時点で東日本大震災の三回忌を経てお
り、災害の初期対応時期を過ぎていることが理由としてあげられる。特に2016年
に発生した熊本地震など、新たな災害が発生すると、そちらへの対応が議論される
こととなり、緊急性の度合いから東日本大震災についての言及が減っていったと考
えられる。
　第131回に釜田内局から鬼生田俊英内局に移行した後は、釜田内局期間に比べ
て「宗務総長演説」「総括質問」「一般質問」での出現数はさらに有意に減少してい
る。「宗務総長演説」で5例出現した第136回は、直後に東日本大震災十周年を控
えていたため、出現数が増えたと考えられる。東日本大震災13回忌を迎える第
140回前後は、新型コロナウィルス感染症流行によって、宗議会の形式が変更され
た（演説や質問、答弁時間の短縮や、出席者を削減しての文書での遠隔質問など）ことや、感
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総長挨拶（退任）」「宗務総長挨拶（就任）」の各項目における「東日本大震災」の語
句の出現数を調査した。項目の選定理由として、社会状況や宗門の現状に対する内
局と宗議会の意識が、宗務総長の演説や就任・退任のあいさつ、議員による質問と
その答弁に現れると考えたためである。
　調査の結果を表1に示す。
　なお、「総括質問」の出現数は、有道会と總和会担当部分の質問と答弁に出現し
た例の合計の値である。「一般質問」の出現数は、該当回の宗議会での一般質問で
行われた質問・答弁の中で出現した例の合計の値である。「各回の総数」は今回調

表１　「東日本大震災」の語句の出現数
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

１．研究の目的

　宗門の機関紙『曹洞宗報』には、曹洞宗宗議会の議事録である「曹洞宗宗議会会
議録」が掲載されている。曹洞宗宗議会では、東日本大震災の発災以後、被災した
宗門寺院や檀信徒への支援が議論され、採択された支援が被災地にて行われてき
た。「曹洞宗宗議会会議録」の議論の内容を調査することで、宗門が東日本大震災
に関してどれだけの関心と問題意識を持ち、これまでにどのような支援を被災地へ
行ってきたかが把握できると考えた。
　よって、東日本大震災以後の『曹洞宗報』に掲載された「曹洞宗宗議会会議録」
から、東日本大震災における被災地支援の問題意識を調査した。
　まず「曹洞宗宗議会会議録」における東日本大震災の語句の出現数を調査した。
宗議会において「東日本大震災」の語句が出現するということは、その際に東日本
大震災への対応や、関連事項について議論されたことを示す。宗議会の各回の項目
ごとに出現数を調査することで、回を経るごとに東日本大震災への宗門の意識がど
のように変化したかを見ることができる。
　次に宗議会会議録の予算案及び決算項目について調査した。予算案には、その年
度に宗門が抱える諸問題について具体的にいくらの予算をもって取り組むかという
問題意識が、また決算報告には宗門がその問題に具体的にいくら金額を使ったのか
が示されるためである。
　予算項目における東日本大震災についての宗門の認識をはかりうる項目として、
各年度の「曹洞宗災害対策特別会計」における予算案及び決算があげられる。「曹
洞宗災害対策特別会計」は各種災害に被災した寺院や檀信徒への救援活動や復興支
援のための予算であり、これを詳しく精査することで、東日本大震災の復興問題に
対して宗門がどの程度の問題ととらえ、実際に宗費をいくら当てたのかがわかる。
　調査の対象は、東日本大震災発災以降の第113回から第 142回までの宗議会会
議録とした（１）。

２．「曹洞宗宗議会会議録」における「東日本大震災」の語句の出現数の調査

　「曹洞宗宗議会会議録」における「宗務総長演説」「総括質問」「一般質問」「宗務

東日本大震災における取り組み
―『曹洞宗報』を基軸として―

渡　辺　秀　憲
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とは不適切ではないということが、調査を通して明らかになった。
　⑷　仏道実践としての「四摂法」の提示
　参加者からの意見として、直接的に四摂法の実践に関しての感想は見られなかっ
たが、発願式参加を受けて「日々実行出来ないことが多いが、日々努力して思い出
して実行していきたいと思った。」「色々と勉強になりました。実行できるか分かり
ませんが今日のお話を大切にしたいと思います。」「「仏様のように生きる」と聞い
た時は難しさを感じました。しかし、日頃の身近な人への、ちょっとした心持ちを
意識することで少しずつでも出来そうな気もしてきました。」など、前向きな意見
を頂戴することが出来た。一方で、筆者としては「発願式パンフレット」の中に四
摂法について唱和する部分を追加した結果、唱和する部分が多くなってしまい、参
加者の身体的な負担が多くなってしまった印象を受けた。
　参加者に四摂法の実践を促すことは、簡単なことではなく生き方としての仏教の
提示が今後の課題となった。

４、まとめに変えて

　今回の調査を通して、改めて発願式の教化手法としての有用性を見ることができ
た。一方で参加者の意識調査から見えた課題や改善点も多くあり、引き続き実践と
調査、そして報告が重要であることを再認識した。
　最後に、ご多忙の中、発願式の開催と調査にご協力いただきました、田中寺様並
びに、田中寺檀信徒の皆様、関係者の皆様に深く御礼を申し上げます。
　また、昨年度調査にご協力いただいた神照寺様におきましても、「発願式パンフ
レット」の作成に際して、多くのご助力を賜りましたこと、深く御礼申し上げます。

註

（１）「発願式」…平成27年度現職研修「「ともに願う」関係づくりを目指して〜『修証義』に

よる授戒「発願式」の提案〜」の中で、宗侶向けに提唱された儀礼。（『現職研修』36号

p.9）

（２）国里愛彦「再現可能な心理学研究入門」（『専修人間科学論集』・10・心理学篇・2020）

（３）曹洞宗宗務庁『現職研修』36号 p.23

（４）関水博道「発願式アンケート結果への一考察」（『曹洞宗総合研究センター学術大会紀

要』（第19回）p.23
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　⑨発願式に対しての意見や要望など（一部抜粋）

　 ・参加させていただき、感謝しています。全員の声が一糸乱れず、心地よく感じ
ました。コンサートホールで演奏会を聴いているような気分にもなり、有意義な
時間をいただきました。ありがとうございました。

　・自分と向き合えるとてもいい時間になりました。ありがとうございました。

３−２、発願式と意識調査を終えて

　田中寺での発願式と、参加者を対象とした意識調査の調査結果を報告していく。
　⑴　再現可能性の検討
　田中寺での発願式は滞りなく進み、一定の条件を満たせば発願式は開催すること
が出来ることが分かった。また、発願式に対する満足度も5割以上の方に満足し
ていただけた。一方で筆者自身の反省点や、意識調査から見えてくる参加者の戸惑
い、否定的な意見が散見された。
　⑵　否定的、もしくは中立的な意見の抽出による改善点の考察。
　発願式に対して、一定の割合で肯定的な意見を頂戴している一方で否定的な意見
も頂戴した。感想の中には「日々の生活を振り返るきっかけになった」や「勉強に
なった」などの肯定的な意見も見られた。一方で、「もっとわかりやすい言葉を
使ってほしい」や「難しかった」「一つ一つのことをもっとゆっくり説いてほしい」
などの意見もあった。教化活動として行なっている以上は、仏教用語や教えに関わ
るような言葉、もしくは荘厳さを演出させるために、難しい言葉を用いざるを得な
い場合があるため、どこまで平易な言葉を用いるかは、検討の余地があるが、発願
式や『修証義』の教義を丁寧に解説する場を設けることが必要であると感じた。
　⑶　葬儀や法事の際に発願式を行うことの賛否についての考察。
　発願式を葬儀や法事の場で行うことに関しては「賛成」が3割、「反対」「どちら
とも言えない」が4割以上であった。「どちらとも言えない」という回答は不透明
ではあるが、自由記述式の意見を見ると、否定的な意見が目立った。「賛成する」
と答えた人たちの意見としては、発願式を一つの学びの機会や、普段の自分を振り
返る機会として行なってほしいという旨の意見があった。否定的な意見としては、

「法事や葬儀の際には宗教や宗派が違う親族も多く参列する可能性があるので、教
えを強制することになりかねない。」「葬儀の際には故人とゆっくりと向き合いた
い。」という意見があった。実際に葬儀の場においては、時間的な制限や、参列者
の信仰の問題が付随するため、発願式を開催するには課題が多いことが明らかに
なった。一方で、法事の場では開催してほしいという意見もあったので、こちらも
時間的な制限や参列者への十分な配慮が必要であるが、発願式を法事の際に行うこ
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　⑤発願式の満足度
　大変満足　15人（16%）

　満足　　　36人（37%）

　普通　　　29人（30%）

　不満　　　 4人（4%）

　無回答　　12名（13%）

　⑥発願式に初めて参加しての感想（一部抜粋）

　 ・お経は読んでも分からないことが多い。今回の発願式はわかりやすい言葉で示
されている。一方で、中には難しい言葉が使われているので、徹底的に平易な言
葉を使うように努めてほしい。

　 ・人として当たり前のことを忘れてしまっていたことに気づかされました。日々
何も考えずに過ごしていましたが、お寺に来て足元を見ることができました。

　・なかなか難しかったです。
　 ・懺悔や愛語など、反省することがたくさんありました。一つのことをもっと

ゆっくり説いてほしいです。
　⑦発願式を法事や葬儀で行うことの賛否
　賛　　　成　33人（34%）

　反　　　対　 5人（5%）

　どちらとも　35人（37%）

　無　回　答　23人（24％）

　【賛成の意見】（一部抜粋）

　・時間が許すのであればいいと思う。
　 ・法事などで、日頃のちょっとした意識の持ち方で出来ることを教えていただき

たいと思う。
　【反対の意見】（一部抜粋）

　 ・信者にとって、教えが強制的になってしまう危険性があるので反対。法事や葬
儀の時には法話を希望する。

　・全員が仏教徒とは限らない。
　・葬式では故人と向き合いたい、多くの人が集まるので反対。
　【どちらとも言えない】（一部抜粋）

　 ・どちらかと言えば反対。法事や葬儀ではなかなか顔を合わせない親族と話をす
るので、別の機会がいいと思います。

　・葬儀には色々な年代の方が参列するので難しいと思う。
　・葬儀の際には、気持ちのゆとりが無いと思う。
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⑧お寺に期待していること、求めているものは何ですか？
⑨その他、発願式に対して意見や要望など（自由記述）

（⑧お寺に期待していること、求めているものは何ですか？は発願式と直接に関係がないので、今紀要での報
告は省略する。）

３−１、アンケート結果報告

二
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　①性別
　男性　35人　女性　61人

　②年代内訳
　20代　 1人
　30代　 1人
　50代　12人
　60代　18人
　70代　30人
　80代　29人
　90代　 5人

　③発願式で印象的だった場面（複数回答可）
　発心のお唱え　19%
　懺悔のお唱え　19%
　誦戒のお唱え　9%
　発願のお唱え　26%
　発願式の法話　19%
　全体　　　　　 8%
　④発願式参加をきっかけに何か変化はありましたか。（一部抜粋）

　 ・「仏様のように生きる」と聞いた時は難しさを感じました。しかし、日頃の身
近な人への、よりちょっとした心持ちを意識することで少しずつでも出来そうな
気もしました。出来たり出来なかったり、その辺の難しさはまた感じると思いま
すが、少しずつやっていきたいと思います。

　 ・改めて自分の生活、友人の関わりを大切にしていきたい。若い人たちにも発願
式を広めてもらいたい。

　 ・発願式をやったら何になるのか、いまいちよくわからなかった。唱和やお経の
声（音）は好きです。気分が良くなる気がします。

　 ・毎朝晩に行っている仏前でのお勤めを継続していこうと思いました。発願のお
唱えも入れてみようと思います。
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いただいた。その後筆者が「仏様として生きる道しるべ」と題した法話を行った。
法話に引き続き、発願式を開催した。発願式の差定は、昨年度に事例調査を行った
神照寺で、参加者を対象として配布されていた資料を参考として、自作の「発願式
パンフレット」を作成しそれに基づいて進めていった。
以下、「発願式パンフレット」の概要。
一、発心…内なる菩提心を起こすことを目的として、『修証義』「総序」の一節（「生

を明らめ、死を明らむるは仏家一大事の因縁なり」）を唱和する。
二、懺悔…自身の日頃の行いの反省として、『懺悔文』を唱和する。また、『懺悔
文』の意味を現代語訳で導師が解説する。
三、誦戒…戒を唱えることで、日々の生活の目標となる生き方を提示する。また、
十六条戒とその現代語訳をそれぞれ唱和した。
四、発願…仏教徒の誓願として、自己の幸せだけでなく他者の幸福を祈ることの重
要性を提示する。その中で『修証義』第四章「発願利生」中の一節（「菩提心を起こす

というは〜発願し営むなり」）を唱和する。また、仏教徒の行いの規範として、「四摂
法」（布施・愛語・利行・同事）の簡単な説明を行なった。さらに導師が、発願式の中
で示してきた「善き人としての生き方」は「み仏の生き方をなぞること」であり、
み仏を慕い、先祖を敬うことが「報恩感謝」の生き方となることを示した。「お釈
迦さまのような生き方をしたい」と発願することによって、改めて仏教に帰依する
ことの大切さを説いた。最後に発願式の目的と、その中で立てた誓いを実践するこ
とと、導師を勤めた秦慧洲師の思いなどを述べて、発願式を終了した。

３、参加者を対象とした意識調査

　発願式終了後に、参加者を対象とした意識調査を行なった。調査手法は選択式と
自由記述式を合わせたアンケート調査であり、有効票数は96票であった。アン
ケートの設問内容は以下の通りである。
①性別（男性・女性　選択式）

②年代（20代・30代・40代・50代・60代・70代・80代・90歳以上　選択式）

③発願式で印象に残っている場面（発心のお唱え・懺悔のお唱え・誦戒のお唱え・発願のお
唱え・その他（自由記述）　選択式）
④発願式参加をきっかけに何か変化はあったか？（自由記述式）

⑤発願式の満足度（大変満足・満足・普通・不満・大変不満　選択式）

⑥発願式に初めて参加しての感想（自由記述式）

⑦発願式を普段の法事や葬儀の際に行うことは賛成か、反対か（賛成・反対・どちらとも
言えない　選択式・理由を自由記述）
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発願式初参加者を対象として、昨年度と同様の意識調査を行い、発願式に対しての
否定的、もしくは中立的な意見を抽出し、そこから見えてくる改善点の考察を行い
たい。
　⑶　葬儀や法事の際に発願式を行うことの賛否についての考察
　発願式はその特性上、特に時間や人員を最小限にして行うことを目指して作られ
た儀礼である（３）。その一方で平成27年度に提案された際には死者儀礼（通夜・葬

儀・年回供養など）、桓規法要（施食会・開山忌など）、教化活動（坐禅会・梅花講など）、入
檀式など様々な場面が想定されている（４）。昨年度の調査では、発願式参加のきっ
かけが、「彼岸会法要だったため」という回答が6割以上だった。この結果を通し
て恒規法要の際に発願式を行うことには、一定以上の理解があることが伺えた。
　今年度の調査では、参加者への意識調査で「発願式を普段の法事や葬儀の際に行
うことは賛成か、反対か」の設問を設けた。発願式をどのような場面で行うことが
好ましいのかを調査し、今後の実践の指標としたい。
　⑷　仏道実践としての「四摂法」の提示
　昨年度の調査において、神照寺で行われている発願式の中で四摂法についての言
及が少なかった印象を受けた。発願式で起こした菩提心や誓願を実際に生活に活か
す為には、具体的な実践の指標を示すことが重要であり、菩薩としての生活とは具
体的にはどのようなものなのかを、発願式の中で伝える必要があると感じた。よっ
て今研究では、発願式開催の前に「仏様のように生きる道しるべ」と題して、四摂
法（布施・愛語・利行・同事）についての法話を行った。また、発願式の差定の中に四
摂法についての項目を追加し、参加者への理解を促す形で開催をした。四摂法の提
示によって、参加者への意識にどのような影響を及ぼすのかを考察したい。

２、田中寺「発願式」実施報告

　以下、田中寺における発願式開催の概要をまとめていく。
開催日時：2023年 7月 10日（月曜日）
開催場所：田中寺本堂
導　　師：秦慧洲師
13時：発願式の概要説明（導師）

13時 10分：発願式に関しての法話「仏様として生きる道しるべ」（筆者）

13時 30分：発願式（導師）

13時 50分：挨拶（筆者）

14時 00分：田中寺　施食会打ち出し

　発願式開催に先立ち、導師を勤める秦慧洲師に発願式に関しての概要を説明して
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

１、はじめに

　昨年度は「発願式」（１）の事例調査と参加者への意識調査を目的として、熊本県福
寿山「神照寺」にご協力をいただき、発願式に関しての聞き取り調査と、参加者へ
のアンケート調査を行った。その結果、発願式には教化手法としての一定の有用性
があることが、参加者に対する意識調査から見えてきた。一方で発願式は新しく提
案された儀礼ということもあり、検討課題や改善の余地が見られた。
　よって今年度は、東京都龍谷山「田中寺」にご協力をいただき、発願式を開催し
ていただいた。田中寺では、毎年7月 10日に施食会の法要を執り行っており、今
年度は施食会の打ち出し前の時間を借りて、田中寺副住職　秦慧洲師を導師とし
て、参集した檀信徒を対象とした発願式を開催していただいた。

１−１、研究の検討課題

　今回の研究調査では、昨年度の調査を通して見えてきた４つの検討課題について
の調査と結果を報告していく。
　⑴　「再現可能性」の考察
　国里（2020）によると「再現可能性」とは主に心理学の分野で用いられる概念で
あり、一般的にある現象が成立する条件を整えることができれば、その現象が繰り
返し生じることを指す（２）。つまり、一定の再現可能性を担保することによって、
発願式の実践とそれに伴う参加者の反応などに同様の結果を得ることが出来る。
よって今回の研究では「再現可能性の考察」の観点から、発願式を行ったことのな
い地域で発願式を開催する事は可能なのか、また実際にそのような場所で発願式を
行うことによってどのような結果をもたらすのかを、参加者の意識調査と合わせて
報告していく。
　⑵　否定的、もしくは中立的な意見の抽出による改善点の考察
　昨年度の意識調査では、発願式参加者の8割以上が発願式に対して「満足した」
との回答を得ることが出来た。一方で発願式の改善点や要望などの意見を伺うこと
は出来なかった。その原因として推察されるのは、昨年度の調査対象者の6割以
上が発願式に複数回参加していたことが原因だと考えられる。よって本研究では、

「発願式」に関する一考察
―再現可能性の考察と意識調査をもとに―

原　山　佑　成
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註

（１） 柱本惇「仏教者の社会活動と教義　－仏教社会福祉学の議論からの一考察－」印度学佛

教学研究71巻第 2号、2023。（190-194頁）

（２） 長崎陽子「現代における仏教思想の機能 : 社会活動における仏教思想の役割を通して」

佛教文化研究所紀要 44巻、2005。（325-336頁）

（３） 公益財団法人 介護労働安定センター「令和４年度介護労働実態調査  介護労働者の就業

実態と就業意識調査結果報告書」（令和5年 12月 14日最終閲覧）   

https://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2023r01_chousa_cw_kekka.pdf

（４） 鈴木常元・廣瀬弘文・望月大仙「坐禅の心理生理的効果 : 坐禅初心者による検討」駒澤

大学心理学論集23巻、2021。（23-27頁）

（５） 末筆で大変恐縮であるが、マインドフルネスに関する曹洞宗総合研究センター学術大会

紀要に掲載される諸先行研究から、大いに研鑽させていただきました。

検索
ワード 研究者 発表

年 タイトル 雑誌名など 対象 瞑想、呼吸
法、坐禅

金田翔太郎、森本浩
志 2019

非定型うつ傾向者の対人
場面における不安低減方
略の検討―瞑想法と再評
価法の効果の比較―

日本認知・行動療法学
会大会プログラム ･ 抄
録集 45（0）,  185-186, 
2019-08-30

大学生・
社会人

マインドフ
ルネス瞑想

小野遥加、金井嘉
宏、松永美希 2018

社交不安傾向者に対する
注意訓練とマインドフル
ネス瞑想および慈悲の瞑
想の効果比較研究

日本認知・行動療法学
会大会プログラム ･ 抄
録集 44（0）, 208-209

大学生 瞑想
（慈悲）
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検索
ワード 研究者 発表

年 タイトル 雑誌名など 対象 瞑想、呼吸
法、坐禅

岡崎美琴、菅野千
晶、小松﨑美帆、石
田知也、寒川美奈

2022
呼吸法指導が女性の黄体
期における精神的ストレ
スへ与える効果

スポーツ理学療法学 2
（Supplement）, OS-01-
06-OS-01-06, 2022

成人女性 呼吸法

藤後栄一、山本祐
輔、村松歩、水野

（松本）由子
2021

看護学生を対象とした課
題遂行時の脳波に及ぼす
マインドフルネスの影
響：ランダム化比較試験

護理工学会誌 9（0）, 
47-59, 2021 看護学生 呼吸法

原田留美、乗松貞子 2018

マインドフルネス瞑想の
呼吸法が初めての臨地実
習中の看護学生のストレ
スに及ぼす影響

日本看護研究学会雑誌
41（3）,  3_537-3_537, 
2018-07-26

看護学生 呼吸法

藤原忠雄 2018 学校におけるストレスマ
ネジメント教育

小児看護 =TheJapane
sejournalofchildnursin
g,monthly41（7）, 842-
848, 2018-07

小中学生 呼吸法

花田利郎 2018

健康教育プログラムで用
いられるリラクセーショ
ン技法に関する基礎的研
究―初学者の記述の分析
―

西南学院大学人間科学
論 集 13（2）, 139-151, 
2018-02

大学生 呼吸法

柳奈津子、小板橋喜
久代 2018

外来患者におけるリラク
セーション法の初回体験
時の反応と継続受診への
影響

北関東医学 68（1）, 49-
57, 2018

外来患者
男女比
1：8

呼吸法

村上真、橋本佐由
理、水上勝義 2018

就労者に対する体操法・
呼吸法・瞑想法による
ヨーガ療法介入の効果検
討

日本体育学会大会予稿
集 69（0） 就労者 呼吸法・瞑

想

禅＋スト
レス

鈴木常元、廣瀨弘
文、望月大仙 2021 坐禅の心理生理的効果 :

坐禅初心者による検討
駒澤大学心理学論集
23, 23-27 大学生 座禅

瞑想＋ス
トレス

久木原博子、西尾美
登里、田村美子、馬
場保子、有田久美、
上村千鶴、掛田遥

2022

高齢者施設介護職員を対
象としたヨーガとマイン
ドフルネス瞑想のストレ
ス低減効果の検討

日本看護福祉学会誌 /
日本看護福祉学会誌編
集 委 員 会 編 27（2）, 
151-157, 2022-03

介護職員
マインドフ
ルネス、ヨ
ガ

井上美沙、瀧川莉、
有光興記 2021

課題変更によって生じた
ストレス反応への短時間
のマインドフルネス瞑想
の実験的効果

日本心理学会大会発表
論文集 85（0）, PD-040-
PD-040, 2021

大学生 瞑想

飯田忠行、阿曽沼美
南子、伊藤康宏、江
副智子

2020

保健医療福祉職のストレ
スおよび睡眠行動 : 看護
師の心理的ストレスおよ
び睡眠の質に及ぼすマイ
ンドフルネス瞑想の影響

精 神 科 =Psychiatry/
精神科編集委員会編
36（4）, 296-301, 2020-
04

社会人 マインドフ
ルネス瞑想

谷口弘一 2018
集団マインドフルネス瞑
想訓練のストレス低減効
果

パーソナリティ研究
227（2）号168–170. 2018 大学生 瞑想

瞑想＋不
安

石川遥至、伊藤汰
一、酒井七恵、阿部
哲理、今城希望、牟
田季純、越川房子

2023

簡易的な集中瞑想・洞察
瞑想がオンライン面接に
おける社交不安に及ぼす
影響の予備的研究

マインドフルネス研究
8（1）1-15

大学生・
大学院生

瞑想（集中
瞑想、洞察
瞑想）

清水健司、清水寿代 2019 マインドフルネス瞑想が
社交不安に及ぼす影響

日本心理学会大会発表
論文集 83（0）, 3D-025-
3D-025, 2019-09-11

大学生 瞑想
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（2021）による研究に、気分調査に関して興味深い結果が提示されている。鈴木ら
によると、MBCTの対象領域と共通する気分の変化について、「抑うつや不安と関
わるネガティブな気分だけでなく、活気や友好などのポジティブな気分も低下した
といえる」という結果が導き出されている。このように、ネガティブな気分につい
ての低下は、他の瞑想におけるものと共通する点が指摘できる。一方で、ポジティ
ブな気分の低下については、「活気の低下」が、そもそも何を意味するのかについ
て、今後も考察を要する結果であると考える。活気の低下が、禅に特有の効果と考
えられる可能性もある。また、村上真・橋本佐由理・水上勝義（2018）による、
ヨーガ療法における事後の「活気の増加」といった対照的な効果が報告されている
ものも存在する。治療的側面ではなく、体験における変化として、広くストレスに
関連する事柄について、今後の考察についての方向を示唆するものと考えられる。

４．今後の研究に向けた課題と展望

　そこで、今後の検討課題としては、「禅における呼吸実践と、MBSRに含まれて
いる、集中瞑想・洞察瞑想、慈悲の瞑想について、その体験が、ストレス状態を含
む気分の変化についての効果検討をすること」と設定する。その方法としては、質
問紙ならびに面接により、ストレスに関連する心的な変容に注目することが必要で
あると考える。今後の展望として、実証的な研究を進めていく一方で、仏教の中に
ある禅としての意義を尊重しつつ取り組む必要があると考える（５）。
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検索
ワード 研究者 発表

年 タイトル 雑誌名など 対象 瞑想、呼吸
法、坐禅

呼吸法＋
ストレス

佐藤初美、大﨑美奈
子 2023

教務委員会主催特別講座
「リラクセーション法」
の活動報告

長岡崇徳大学研究紀要
（3）12-17, 2023-03-31 大学生 呼吸法

岩橋知子 2023
大学生を対象としたスト
レスマネジメント教育の
実践─呼吸法─

福岡教育大学紀要 . 第
六分冊, 教育実践研究
編 7233-39, 2023-03-10

大学生 呼吸法

伊藤美奈子、森下
文、山本南、栗本美
百合

2022

不登校の保護者への心理
教育的支援による親子関
係改善の取り組み : オン
ライン調査と参加型親の
会の効果測定

奈良女子大学心理臨床
研究 95-16, 2022-03-31

不登校児
家族 瞑想

正保正惠、弘田陽
介、山内加奈子、山
口正寛

2022

子育て世代包括支援セン
ターとの連携による妊婦
に安心を伝える予防教育
の試み

福山市立大学教育学部
紀要 1049-58, 2022 妊婦 呼吸法

中谷こずえ、廣渡洋
史 2022

向老期にある女性被収容
者に対する健康維持増進
ケアモデルの有効性

人 間 福 祉 学 会 誌 21
（2）, 117-127, 2022 被収容者 呼吸法

表 2　Cinii にて検索をした、事例を伴う先行研究（2018-2023）
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抱えるストレスを原因として、よりよい職場を求めて他の事業所や他職種へと転職
をする様子がうかがわれる。また、食事の介助や、利用者への移譲介助など、業務
に細心の注意を必要とし、高ストレスな状態が強いられること、トラブルが発生し
た時には、他の利用者や家族と本人との間の板挟みになること、感情的な対立を回
避するため、一歩引いた冷静な対処が求められることなど、ストレス因とどのよう
に関わっていくのかが大きな課題となっている。職務についてはやりがいを実感す
る一方で、利用者の命や生活に関与するため、高ストレスな状態で業務に取り組む
ことが求められ、それを原因として人間関係が悪化することも考えられる。以上の
ことから、介護職種において、ストレスへの対処が重視されていると考えられる。
　また、先行研究の傾向から、「ストレス」かつ「瞑想法」の検索結果の数が多い
ことについては、マインドフルネスに関するものが含まれていることに注目した
い。これは、マインドフルネスストレス低減法（MBSR） を用いた事例報告が含ま
れていることによる。
　検索結果を分類すると、17件のうち、対象者で分類をすると、大学生が7件を占
めている。これは、コロナ禍にあって、学生の高ストレスが懸念されたことから、
ストレスマネジメントとして呼吸法を含めたリラクセーションの実践がすすめられ
たことが理由に挙げられる。その他の対象には、成人女性を対象とするもの、介護
者や保健医療福祉職従事者、被収容者、リラクセーション外来を訪れる外来患者な
ど、対象者も多様である。研究の傾向を確認すると、ストレス低減を意図するもの
が多くみられるため、研究がその効果を表すものが中心となっていると考えられる。
　ストレスの中でも、特に「不安」や「抑うつ」への治療的介入法として展開する

「マインドフルネス認知療法（MBCT）」に某づく研究についての検索をすると、
2018年から 2023年の間で、「不安」かつ「瞑想」で25件抽出された。そこから、
症例報告や論文が4件確認された。内容について確認すると、社交不安への介入
における、集中瞑想・洞察瞑想の順序と効果の組み合わせの検証を試みるなど、実
証的な研究が進められている。一方、MBSRにおいては、より広範囲に「ストレ
ス」の低減に取り組むものであるため、対象者の「不安」や「抑うつ」に制限され
ず、より広い対象者に向けた展開が可能である。その点を反映してか、実施内容や
機序についての研究よりも、どのような対象者に展開することができるのかについ
ての研究が、関心の中心となっていると考えられる。MBSRの実施内容には、集中
瞑想・洞察瞑想、慈悲の瞑想の実践が含まれているのであるが、近年の研究から
は、MBSRに関しては、瞑想法を区別しそれぞれの瞑想によりストレスに対してど
のような効果が得られているのかについての検証を見つけることができなかった。
　また、坐禅の心理生理的効果については、鈴木常元・廣瀬弘文・望月大仙
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３．呼吸法に関連する先行研究（ストレスとの関連）

　調身・調息・調心の坐禅の実践は、修行の体験から得られた実感としては、心の
安定に効果を発揮することに疑念がないのであるが、その効果を客観的に伝え、共
有するためには、別の視点からの研究を援用することも有効であると考えられる。
そこで、本研究では、禅的呼吸や仏教的瞑想が、利用者にとって道具的な役割を果
たすことができるのかを主題として、その足掛かりとなる先行研究についてのまと
めを行うこととする。
　呼吸法に関する実証的な研究については、CiNii にて、「ストレス」かつ「坐禅」

（10件）、「ストレス」かつ「瞑想」（45件）、「ストレス」かつ「呼吸法」（29件）で検
索を行い、2018年から 2023年までに発表された症例報告や論文に絞って検索内容
を精査したところ、先に挙げた3種の検索語から、17件の結果を抽出した。結果に
ついては、表2においてまとめるものとする。
　ここで、「ストレス」を検索語に含めた理由は、介護職に就業する職員の多く
が、職業上ストレスと隣り合わせになっていることが理由である。（公財）介護労働
安定センター「令和４年度介護労働実態調査」（n=19,890）によると、前職が介護職
者であり、かつ、現在も介護職者であるものを対象としたアンケートにおける離職
理由は、多い順に、「職場の人間関係に問題があったため」が27.5％で最も多く、
次いで「法人や施設・事業所の理念や運営の在り方に不満があったため」の
22.8％、「他に良い仕事・職場があったため」が19.0％、「収入が少なかったため」
の18.6％、「自分の将来の見込みが立たなかったため」の15.0％の順となってい
る。一方で、同調査による仕事の満足度（D.I. 調査）に関する調査においては、高い
項目順に「①仕事の内容･やりがい」が44.2 ポイント、「⑧職場の人間関係、コ
ミュニケ－ション」が35.3 ポイント、「⑨雇用の安定性」が26.3 ポイント、「⑦職
場の環境」が22.6 ポイントとなっている。一方、低い項目は「③賃金」がマイナ
ス17.4 ポイント、「⑪教育訓練･能力開発のあり方」がマイナス6.8ポイント、「⑥
人事評価・処遇のあり方」がマイナス4.7ポイントとなっている（３）。
　これは、介護職が、職務内容として、対人援助職であり、利用者からの直接的な
応答など、感情的な報酬が得られる職業であること、介護職種として、社会制度上
にも広く認知されており、初任者研修、実務者研修、介護福祉士など段階的な資格
制度を有し、目標を立てやすく職業そのものにやりがいを実感している方が多いこ
とが理由ではないかと考えられる。
　そのような職種にあって、離職の第１の理由として、職場の人間関係が挙げられ
ているということから、業務そのものにやりがいを感じている職員が、対職員間で
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むものとに大別している点は、共通している。

表 1　仏教社会福祉における 2 研究者による分類
研究者 分類 キーワード

長崎（2005） 主体的動因として
の仏教思想

社会福祉法人、NGO、NPO、社会的効用を第一義と
する活動

解決方法としての
仏教思想

問題解決のためのプロセスとしての四諦、タイ国に
おける開発僧の活動、自身の心の開発も課題とする

柱本（2023） 福祉思想としての
仏教教義 仏教即福祉

主体的契機として
の仏教教義 慈悲、利他行、福田、縁起、布施

技術論としての仏
教教義 スピリチュアル・ケア

　表1について、それぞれの項目について詳述する。長崎（2005）における主体的
動因としての仏教思想、柱本（2023）における主体的契機としての仏教教義につい
ては、災害支援ボランティア活動など、個々の支援者を募り、一定の目的を持って
組織的に活動するもの、また、社会福祉法人や特定非営利活動法人（NPO法人）な
どの法人格をもち、地域福祉実現のため、公益的活動を継続して実施する団体とし
て活動するものなどが事業主体となる例が挙げられている。それぞれ、事業主体に
よって目的を達成するための期間や組織性に異なる点がある一方で、その活動にお
ける内発的動機に仏教がある点、宗教活動を主たる目的としないという点では活動
に共通点があると考えられる。一方、長崎（2005）における解決方法としての仏教
思想、柱本（2023）における技術論としての仏教教義については、宗教者として、
仏教的教義を問題解決のために援用するものと分類をしている。この代表的な取り
組みとしては、海外における事例となるが、開発僧として四諦を問題解決の枠組み
として活用し、社会システムの抱える苦を解決するために活動をするエンゲージド
ブディズムの活動や、仏教者としてケア対象者に向けた対人援助活動として行う霊
的なケアがここに該当する。これらの活動は、個の救済、対象者の福祉を実現する
ため、自らが進んで手段として関与するということを特徴としており、道具的、技
術的であるという分類がされている。
　この先行研究の分類によると、禅的呼吸や瞑想を施設職員とともに実践し、スト
レスへの対処法を習得することは、対象者の福祉を実践するための道具的な関わり
であると考えられるため、後者の活動に該当すると考えられる。
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　（第25回）　2024年６月

１． 要旨

　高齢社会にある本邦の寺院においては、地方において積極的な護寺の担い手とし
て期待される若年層の檀信徒が減少する等の問題が顕在化しつつある。一方、求人
倍率からも明らかになっているように、介護分野における、要介護支援者の増加と
介護の担い手不足による需給バランスの不均衡が問題となっている。地方における
若年者の不足、高齢人口の増加は、介護現場職員への負担増加を齋し、今後、一層
深刻な問題となることが予想される。
　本研究では、寺院が取り組む社会活動についての先行研究を精査し、寺院が高齢
化の進む地域社会の一員として、どのように地域と協同し、高齢社会に一層顕在化
する社会課題に取り組むことができるかについて、考察、検討を行うものとする。
加えて、坐禅、特に呼吸法に関する実証的先行研究を精査し、寺院が、地域におい
て、坐禅や呼吸法の実践により、高齢者やその支え手の健康増進を支援する地域資
源の一助たるべく、その展望についての検討を行うものとする。

２．寺院の取り組む社会活動についての先行研究

　課題の検討にあたりCiNii を用いて先行研究の検索を行った。検索条件は、2023
年 10月 28日現在、「仏教」かつ「社会活動」を検索語として、2000-2023年発表の
原著論文を追加の条件として、58件の検索結果があった。そこから、本邦の仏教者
が実践する社会活動を総括するものを2件確認した。以下、それぞれの総括する
内容を記載する。長崎（2005）は、社会活動において、仏教思想がどのように関与
をするのかという点から、「１、主体的動因としての仏教思想、２、解決方法とし
ての仏教思想」の2種類に分類をしている（1）。また、柱本（2023）は、社会活動に
おける仏教教義の位置付けを明確にし、仏教者の（社会的）活動意義についてまと
めている。その分類は、「１、福祉思想としての仏教教義、２、主体的契機として
の仏教教義、３、技術論としての仏教教義」の3種類としている（２）。
　ここで、両者の分類についての対比を表1に示す。両者は、その分類をする名
称が異なるものの仏教における社会活動を、1、仏教を内発的動機として社会福祉
を実現するもの、2、社会課題そのものに仏教的教義を活用し、課題解決に取り組

地域高齢者施設で禅的呼吸法を実践するために
―展望研究―

酒　井　晃　洋
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女子学生の生命倫理観について（岡本）
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註

（１） 1967年、南アフリカのバーナードによる世界初の心臓移植が行われ、翌年、日本初の心

臓移植が行われた。その後日本国内では脳死･臓器移植に対し大きな不信感が高まり、

日本の移植医療が停滞した。日本臓器移植ネットワークHP　https://www.jotnw.

or.jp/「移植医療の歴史」

（２） 2010年「改正臓器移植法」が施行され、15歳未満の人でも、脳死下の臓器提供が可能と

なった。厚生労働省HP　https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/01/01.html　「臓器

移植法の改正内容」

（３） 岩間淳子・松原静郎「生命倫理問題に対する大学生の意見―教育学科と看護学科の学生

を比較して―」（桐蔭論叢第34号 2016年 p59-p69）

（４） 岩間淳子・松原静郎「生命倫理問題に対する大学生の意見―臓器移植・脳死、終末期医

療などに関する調査―」（桐蔭論叢第45号 2021年 p49-p56）

（５） 北野　大「淑徳大学千葉キャンパス学生の生命倫理観」（淑徳大学研究論集第2号

2017）

（６） 岩間淳子他「観察・実験を通した生命倫理教育の実践的研究―看護学科における「動物

の発生（魚）」を例に―」（理科教育学研究VoL52 No3 2012年 p23-p31）

（７） 上原真理子「生命観の変化〈2004年～ 2009年の 5コース学生調査から〉」（帝京短期大

学紀要（16）2010年 p85-p98）

（８） 谷川友美「保育を学ぶ学生の倫理教育に関する研究―道徳的推論および道徳的発達段階

の調査より―」（別府大学短期大学部紀要30 2011年 p35-p46）

（９） 田中丹史「脳死という死の基準と日本の生命倫理：その歴史的考察」（東京医科歯科大

学教養部研究紀要第47号 2017年 p33～ p47）

（10） 註（６）と同様
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いる。それに対して、「あまりそう思わな
い」と答えた学生は205人（51.6％）、「そう
思わない」と答えた学生は82人（20.7％）、
合計すると7割以上、287人（72.3％）の学生
が十分な情報が得られていないと答えてい
る。そして、「臓器移植に関してどのような
情報がほしいか」について、（【図13】）「臓器
移植の安全性等、移植医療の情報」76人

（19.1％）、「移植患者の選ばれ方等の臓器移植の流れ」48人（12.1％）、「臓器移植の実
施状況」42人（10.6％）等、移植医療に関する具体的な情報である実施状況、安全
性、臓器移植の流れ等の情報を知りたいと思っている学生が合計すると4割強 166
人（41.8％）である。また、「臓器移植の体験についての情報を知りたい」が26人

（6.5％）であり、未知なる臓器移植の体験者の声を聴きたいとするものである。そ
の他、「意思の表示方法」、「政府等の支援」、「相談窓口の情報」、「臓器移植に要す
る費用」、「移植ができる施設等の情報」を求めているという結果であった。

５．まとめ

　上述のように、今回の調査で「脳死」･「臓器移植」に多くの学生が肯定的である
ことがわかった。現代医療の発達に伴い、また、情報化社会の中で、瞬時に多くの
情報が入手できる環境の中で、生命倫理観も自ずと変化していく。そのような状況
の中で、「脳死」･「臓器移植」に関する情報は、常に公開されており、積極的な意
思さえあれば獲得できる状況である。その多くの情報の中から正しい情報を取捨選
択し、最終的に自らの意思で決定していく必要がある。今回の調査から、学生は、
高い生命尊重の意識、そして他者への貢献の姿勢、高い生命倫理観を備えており、
学生の多くは自らの臓器提供にも積極的な意思を持っているということがわかった。
　今回の調査は、本学に在籍する女子学生の生命倫理観について「脳死」･「臓器移
植」を観点とした調査であり、多くの学生にとっては、直接自らが直面する問題で
はなく、非現実的な内容の調査であったと思うが、多くの学生に「脳死」･「臓器移
植」を通して自らの生命倫理観について関心を持たせるきっかけにはなったと考え
られる。学校教育、そして仏教教育の現場においても適切に指導することによっ
て、学生一人ひとりの生命倫理観の確立を促すように指導していく必要がある。
　今後、釈尊の説くすべての生き物の生命の尊厳を第一に考える生命倫理観を確立
する必要があると考える。そして本学に在籍する女子学生のみならず、広く一般の
次世代を担う若者の生命倫理観を調査、研究していく予定である。　

【図13】
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④「15歳未満の者の臓器提供について」
　「15歳未満の者の臓器提供について」、

（【図10】）約 6割、235人（59.2％）の学生が、
「本人の意思を尊重すべきである」としてい
る。また、「他の者（家族を含む）が代わって
判断すれば良い」とするのが59人（14.9％）

である。そして、「15歳未満の者は、適当な
判断をできないが、他の者（家族を含む）が代
わって判断することは適当でない」とする
のが68人（17.1％）である。15歳未満の者に
おいても個人の意思、尊厳を重視すべきで
あるとの意見である。
　そして「15歳未満の者の臓器移植につい
て」、（【図11】）家族のうち15歳未満の者の
臓器提供の意思についてどう思うかについ
て、「本人の意思を尊重し、提供を認める」
とするのが102人（25.7％）、「たぶん尊重
し、提供を認めるとする」のが124人

（31.2％）と、合計すると約6割、226名（56.9％）の学生が、臓器提供を認めるとし
ている。その反面、「たぶん尊重せず提供を認めない」とするのは31人（7.8％）、

「尊重せず提供を認めない」とするのが16人（4.0％）で、合計すると約1割、47人
（11.8％）の学生は、15歳未満の者の臓器提供を認めないとするものである。即ち、
15歳未満の者は、適当な判断ができず、臓器提供をすることは適当でないとする
意見である。そして家族内においても、その時になってみないとわからないとする
意見が約3割、124人（31.2％）であり、家族間においては、さらに複雑な感情が支
配していると考えられる。

⑤「臓器移植に関する情報について」
　最後に、「臓器移植に関する情報につい
て」、（【図12】）「十分な情報が得られている
か」について、「そう思う」と答えた学生は
10人（2.5％）で、「どちらかというとそう思
う」と答えた学生は60人（15.1％）、合計す
ると約2割弱、70人（17.6％）の学生が答えて
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【図10】

【図11】

【図12】
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210人（52.9％）の学生が提供したいと考えている。その反面（オ）「提供したくな
い」39人（9.8％）で約 1割の学生が、提供したくないと答えている。脳死下におけ
る臓器の提供よりも、心臓死下における臓器の提供をしたいという数値が下回って
いる。そして脳死下における臓器の提供をしたくないという数値よりも、心臓死下
における臓器の提供を提供したくないという数値が上回っている。今回の調査で
は、心臓死下における腎臓や眼球の臓器提供であり、眼球の摘出、提供について、
やはり抵抗感があったのではないかと考えられる。
　次に、「家族について」、（【図８】） 「脳死
下で自分の家族が臓器提供の意思を表示
していた場合」は、（ア）「尊重し、提供を
認める」129人（32.5％）、（イ）「たぶん尊重
し、提供を認める」122人（30.7％）で、6
割強、251人（63.2％）の学生が、臓器の提
供を認めている。その反面、「たぶん尊重
せず、提供を認めない」30人（7.6％）、「尊
重せず、提供を認めない」７人（1.8％）、合計 1割、37人（9.4％）の学生が臓器提供
を認めないとしている。また、3割、109人（27.5％）が、「その時になってみないと
わからない」と答えている。それは様々な条件により、判断が異なるとても難しい
状況である所以である。そして「心臓死下で、自分の家族が、臓器提供の意思を表
示している場合」は、　（【図９】） （ア）「尊
重し、提供を認める」144人（36.3％）、

（イ）「たぶん尊重し、提供を認める」128
人（32.2％）で、7割弱、272人（68.5％）の
学生が、臓器の提供を認めているもので
ある。その反面、（ウ）「たぶん尊重せず、
提供を認めない」19人（4.8％）、（エ）「尊
重せず、提供を認めない」9人（2.3％）と、 
合計 1割弱、28人（7.1％）の学生が臓器提供を認めないとしている。また、2割強、
97人（24.4％）の学生が、その時になってみないとわからないと答えている。それ
は脳死下の臓器提供と同様に、判断が難しい状況であるが、新たな死の判定基準で
ある脳死下の臓器提供よりも、従来の心臓死下の臓器提供の方が受け入れやすいと
考えることができる。即ち、脳死に対する認識が深まっていない所以であると考え
られる。今後、脳死に対する認識が深まるにつれて、脳死下における臓器の提供の
数値が上回ることが予測される。
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【図8】

【図9】
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②「臓器移植意思表示カード・シール、医療保険の被保険者証について」
　「臓器移植意思表示カード等について」、

（【図５】）その認知度は高く、8割以上、325
人（81.9％）の学生が、その存在を認知し
ていた。しかし、その所有率は低く約2
割強、86人（21.7％）で、約 8割弱、309人

（77.8％）の学生が所持していない現状であ
る。その臓器移植意思表示カード等の所
有者の中で、「脳死下での臓器移植提供の
意思を記入している」9人（2.3％）で、「心臓死下では」3人（0.8％）と、「脳死下と
心臓死下の臓器提供の意思の記入」は12人（3.0％）である。現状において、「臓器
移植意思表示をしている」は合計24人（6.1％）である。その記入していない理由
としては、「自分の意思が決まらない」24人（6.0％）であった。それはとても難しい
判断ゆえに、臓器移植意思表示カード等へ自分の意思を表明していないというもの
である。また、臓器移植意思表示カード等を持っていない理由の中で、「臓器移植
に抵抗感があるから」25人（6.3％）というのが多数意見であった。

③「臓器移植に対する意識について」
　「臓器移植に対する意識について」、（【図
６】）「脳死下における心臓と肝臓等の臓器
提供について」、（ア）「提供したい」127人

（32.0％）、（イ）「どちらかといえば提供し
たい」105人（26.4％）と約 6割、232人

（58.4％）の学生が提供したいと考えてい
る。その反面1割弱 28人（7.1％）の学生
が提供したくないと答えている。今回の
調査で約6割、232人（58.4％）の学生が、
脳死下において自らの臓器の提供を考え
ており、多くの学生が積極的な提供の意
志を示している。
　次に、「心臓死下における腎臓や眼球の
提供について」、（【図７】）（ア）「提供した
い」116人（29.2％）、（イ）「どちらかといえ
ば提供したい」94人（23.7％）と 5割強、
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【図5】

【図6】

【図7】
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臓器提供を認めるべき」 208人（52.4％）、（イ）「本人の書面による意思表示がない
場合でも、他者の証言など何らかの手段により脳死での臓器提供の意思を確認でき
る場合には、脳死での臓器提供を認めるべき」141人（35.5％）、（ウ）「脳死での臓器
提供について拒否の意思表示があった場合でも、家族の承諾があれば脳死での臓器
提供を認めてよい」23人　（5.8％）であり、これら脳死下での臓器提供について賛
成の意見は合計9割以上、372人 93.7％であり、脳死下での臓器提供は、本人･家
族の承諾があれば、積極的に進めていくことが望ましいという意見である。即ち、
脳死下における臓器移植を積極的に進めていくことに対して賛成の学生がほとんど
を占めているという結果であった。
　また、「本人の意思が確認できない場合
について」は、（【図３】） （ア）「本人の臓器
提供の意思が確認できないのだから脳死で
の臓器提供を認めるべきではない」97人

（24.4％）、（イ）「脳死での臓器提供を拒否
していないのだから提供を認めてよい」 20
人（5.0％）、（ウ）「提供を認めるか否かは
家族の判断に委ねるべき」263人（66.2％）

であり、本人の意思が確認できない場合に
おいても7割強、283人（71.2％）の学生が、臓器提供を認めてよいとの意見である。
　そして「臓器移植を受ける患者を公平かつ適正に選択するために、臓器提供者が
移植を受ける者を自由に指定できないことについて」、（【図４】） （ア）「臓器を提供
する意思を表示する者が、移植を受ける者
を自由に指定できるようにするべき」85人

（21.4％）、（イ）「臓器を提供する意思を表
示する者が、移植を受ける者を身近な者な
どに限った上で、自由に指定できるように
するべき」100人（25.2％）の 4割強、185
人（44.6％）の学生が、臓器提供の意思表
示をする者が、移植を受ける者を自由に指
定できるようにするべきであるとの意見が
多かった。それは当然の感情であるが、脳死･臓器移植を自らの家族等の身近な
存在に限定して考えていることに由来していると考えられる。

【図3】

【図4】
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３．調査概要

【「脳死･臓器移植アンケート」調査概要】
　実施内容は、①「臓器移植法について」、②「臓器移植意思表示カード・シー
ル、医療保険の被保険者証について」、③「臓器移植に対する意識について」、④

「15歳未満の者の臓器提供について」、⑤「臓器移植に関する情報について」、以上
の5項目を中心とする調査を実施した。

［調査概要］
　実 施 日：令和2年度～令和5年度
　調査対象： 駒沢女子大学　健康栄養学科（170名）･人間総合学群（42名）、駒沢女

子短期大学　保育科（185名）の合計 397名が対象
　調査方法 ： ＷＥＢアンケート（Google Formsを利用）　ラジオボタン、チェック

ボックス、テキストボックスの回答タイプを併用する。

４．調査結果

①「臓器移植法について」
　「臓器移植法について」、（【図１】） 「あ
なたは、臓器移植に関心があります
か。」という質問に対して（ア）「関心が
ある」313人（78.8％）、（イ）「関心がな
い」84人（21.2％）であり、学生の約8
割、313人（78.8％）の学生が臓器移植へ
の関心を示している。そして「関心があ
る」と答えた学生の中で、臓器移植に関心を持った理由として、「身近に、臓器移
植者（または臓器移植希望者）がいるから」と答えた学生が9人（2.3％）であり、2.3％
の学生の家族の中に臓器移植希望者が存在していることがわかった。また、臓器移
植への関心の最大の理由は、「テレビ、
ラジオで話題になっているから」とい
う意見が102人（25.7％）を占めてお
り、メディアの与える影響力の大きさ
が伺える。
　次に、「脳死下での臓器提供につい
て」、（【図２】） （ア）「本人の書面による
意思表示がある場合に限り、脳死での

【図１】

【図2】
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　（第25回）　2024年６月

１．はじめに

　近年の移植医療の発達は目まぐるしく、日本の移植医療は、1960年代のアメリカ
等の諸外国における移植医療の開始と同時期にスタートした（１）。そして2010年の

「改正臓器移植法」の施行により、臓器移植件数が大きく増加している（２）。世論
は、この移植医療の発達にわりと好意的である。そのような状況の中で、日本の次
世代を担う駒沢女子大学・短期大学に在籍する女子学生（以下、学生）の生命倫理観
を調査し、現代に即し、釈尊の生命尊重の教えを再認識する必要があると考える。
　そこで今回の調査は、「脳死」･「臓器移植」を通じて学生の生命倫理観を探ろう
とするものである。調査結果によれば、約8割（78.8％）の学生が臓器移植への関
心を示し、9割以上（93.7％）の学生が、脳死下の臓器提供を認めるべきとしてい
る。そして学生の多くは自らの臓器提供にも積極的な意思を持っていることがわ
かった。

２．先行研究について

　女子学生の生命倫理観について、「脳死」･「臓器移植」を通じた先行研究は、数
件確認することができた。生命倫理観について「脳死」･「臓器移植」に関する研究
として、「生命倫理問題に対する大学生の意見」（岩間他2016）（３）、「生命倫理問題に
対する大学生の意見」（岩間他2021）（４）、「淑徳大学千葉キャンパス学生の生命倫理
観」（北野2017）（５）、等があり、また、生命倫理観に関する研究として「観察・実験
を通した生命倫理教育の実践的研究」（岩間他2012）（６）、「生命観の変化」（上原

2010）（７）、「保育を学ぶ学生の倫理教育に関する研究」（谷川2011）（８）、「脳死という死
の基準と日本の生命倫理：その歴史的考察」（田中2017）（９）等を挙げることができ
る。これらの先行研究の中で、仏教的な見地からの調査、研究についてはほとんど
見ることができなかった。女子学生の生命倫理観を確立するにあたり、「学校教育
においても生命倫理教育や生命観育成の意義が報告されている（岩間他2012）。」（10）と
述べているように、学校教育、そして仏教教育においても釈尊の説く生命尊重の教
えを基に適切に指導していく必要があると考える。

女子学生の生命倫理観について
―「脳死」･「臓器移植」を通じて―

岡　本　啓　宏
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ついて―」（『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第25号　2020年３月）

「改めて保育の原点としての仏教保育を考える　―〈死を見すえた生命尊重
教育〉の必要性について―」（『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第26号　2021

年３月）

　ここでは二つの事例（③と⑧）を紹介しただけだが、仏教保育の要点は「子ども
たちが〈いのち〉としっかりと向きあえる環境を作る」ことにあるのではないかと
筆者は考えている。地球にはさまざまな生きものが存在するが、どの〈いのち〉も
たった一つしかない「かけがえのないもの」である。野菜の栽培やお友だちとのあ
そびの中で、そのことに気づくと自分だけでなくお友だちも小さな虫も花壇の花も
大切にする心が育っていく。その一例が「クモがかわいそうだよ」という言葉に
なったのである。
　その上で、職員にはさまざまな機会を通じて次のような意識を求めている。
　①指導者という意識で上から目線でなく、一人の人間として子どもと関わる。
　②子どもの心を、子どもの気持ちになって受けとめる。
　③子どもが、自分の気持ちを素直に話せるように向きあう。
　このような気持ちで園児と関わることによって、人として重要な「思いやりの
心」が育まれていくのではないだろうか。そして、それこそが仏教保育で重要視し
なければならないことではないだろうか。
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　この問題はとても難しくて、簡単に答えを出すことはできません。け
れども、みんなで一緒に考えたことがとても良かったと先生は思いまし
た。年長さんは来年の四月になると小学校に入学して、いろいろなお勉
強をするようになるでしょう。〈１＋１＝２〉のように、答えが一つにき
まっている勉強もありますが、そうでない勉強もあると思います。
　先生は職員会議で、そうした考えを他の先生方に伝えました。園長先
生も「そのように考えることはとても大切ですね」と言って、「セミを助
けることが善いかどうか、私も答えを一つには決められませんが、これ
からも毎日の保育活動を通じて、子どもたちが〈いのち〉について考える
場を作っていくことにとても大きな意味があると思います」と、まとめ
てくださいました。

4,〈いのち〉について考えることが大切
　地球上には、八百万種類以上の生き物が存在していると言われます。
けれども、これまでに発見されて名前がつけられたり一生の姿が知られ
たりしているのは、そのうちわずか一割くらいだそうです。そして、こ
のようにたくさんの動物や植物が関わりあいながら生きているのです。
それを「共生」と言います。
　もちろん、「食べたり食べられたり」といった関係も多いでしょう。境
内では季節ごとにいろいろな花が咲きます。花を見に行くことは、子ど
もたちの楽しみの一つです。花を見ていると、チョウやいろいろな虫が
やってきます。「せんせー、この虫なあに」と新米先生は質問攻めにされ
ます。その虫を野鳥が来て食べています。中には、食べられないように
自分を守っている生き物もいるのです。

（後略）

　子どもの育ちにおいて、遊びはとても大切なものです。子どもたちは
遊びを通じて、いろいろな経験をし、人と関わり、学びを深め、成長し
ていきます。子どもと遊びは切り離すことのできないものです」と述べ
ている。（読売新聞2023年 10月 28日、「遊び、日々の余裕の中から」）

（２）このことに関しては次の拙稿を参照して下さい。
「仏教保育に対する保育科学生の意識変化について　―〈仏教保育〉の授業

を中心に―」（『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第13号　2008年４月）

「仏教保育と食育について　―〈いのち〉を大切にする心を育てるために
―」（『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第19号　2014年３月）

「保育者をめざす学生に必要な仏教の生命観　―〈いかせいのち〉の保育に
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は目を輝かせて先生に報告します。
　とつぜん、ひとりの子が「せんせーっ」と大きな声で叫びました。先生
が「どうしたの」と聞くと、本堂の屋根の下を指さしながら「見て、見
て」と言います。そこには大きなクモの巣があって、一匹のセミが必死
にもがいていたのです。けれども、クモの巣には粘り気がありますから
逃げられません。
　巣の端の方を見ると、こわそうな顔をした大きなクモがセミの方に近
づこうとしています。別の子が「せんせい、セミさんがかわいそうだよ」
と言います。先生も「そうだね、セミを助けてあげようね」と言って、本
堂の裏から長い竹の棒をもってきました。

2, クモがかわいそうだよ
　先生が竹の棒でクモの巣からセミを逃がそうとした時です。ふだんは
あまり話をしない子が「せんせい、そんなことをしたらクモがかわいそう
だよ」と言いました。その声を聞いた先生は、はっとしました。クモは
一生懸命に巣を作ったのでしょう。そして、〈食べもの〉が巣にかかるの
をじっと待っていたことに気がついたからです。
　先生は思わずその子に「ごめんね」と言いました。その子もにっこりし
ています。みんなはまた、虫探しを始めました。地面に拓いた小さな穴
に、セミの羽根を運びこもうとしているアリがいました。羽根はとても
大きくて穴には入りそうもありません。それでも、自分の身体よりも
ずっと大きな羽根を一生懸命に穴の中に入れようとしているアリのよう
すを、子どもたちはじっと見ています。
　六地蔵の顔や持ち物を見くらべていた子が足もとのセミの「死がい」を
発見して、先生の手を引っ張って連れてきました。セミの身体には数え
きれないくらい多くのアリがいて、忙しそうに動きまわっていました。
先生は「セミは十日くらいしか生きられないこと」や「アリがエサにする
ために少しずつ巣に運んでいること」などを説明しました。子どもたち
はみんな、びっくりした表情でした。

3, 生かしあっている〈いのち〉
　境内からもどった先生は、「先生はセミがかわいそうだと思っていたけ
れど、クモだってお腹がすいたら食べたくなるんだよね」と話しかけま
した。子どもたちはみんな、先生の顔を見つめながら真剣に話を聞いて
いたそうです。先生が保護者とのやりとりをするための「連絡帳」に、境
内でのできごとを書いたことは言うまでもないでしょう。

二
八
九



（ 91 ）

仏教保育の要点を考える（佐藤）

二
九
〇

なことが学べます。それは、〈いのち〉にはそれぞれの色や形があること
です。そして、先生が教えなくても、子どもは野菜を育てながらそのこ
とに気づいていきます。

3, 町中にある園でのとりくみ
（中略）

4, ミニトマトを採らない子どもたち
　毎年のことですが、収穫の時期が近づくと、子どもたちの目が輝き始
めます。ミニトマトが少しずつ色づいてきた頃、年長組の子どもたちが

「先生、いつ採るの」と聞いてきました。先生は、ほかのクラスの先生と
相談して採る日を決めました。（中略）

　トマトを採る日、子どもたちはわくわくした表情で畑に行きました。
ところが、「さあ採りましょう」と先生が言っても、だれひとり採ろうと
しないのです。不思議に思った先生が「どうしたの」と聞いたところ、ひ
とりの子が「だって、かわいそうだもの」と答えたそうです。その言葉を
聞いた先生の目には涙が浮かんでいました。毎日、お世話をしているう
ちに、子どもたちの心にやさしい気持ちがめばえてきたのでしょう。

④「生かされて生きる」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2017年 3月号掲載） 
命の繋がりの不思議さを考えるための職員用配付資料

⑤「保育の原点とは何か」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2020年 4月号掲

載）園児一人一人としっかり向きあうための職員配付資料
⑥「楽しさや好奇心は学びの原動力」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2020

年 11月号掲載）落ち葉のダンス（風に吹かれて飛んでいるいるようす）を真剣に
追いかけて不思議そうにしている心に向きあう大切さ）

⑦「運動会と大玉ころがし」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2020年 10月号

掲載）みんなで協力する心を大切にする
　【子どもの姿②】

⑧「クモの巣に捕まったセミ」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2019年 9月

号掲載）〈いのち〉について考えることが大切
1, 境内でのできごと

　暑い夏も終わりに近づいているのですが、太陽がギラギラと輝いてま
ぶしい青空が広がっています。今日は年長さんが散歩に来る日です。こ
ども園のとなりにあるお寺の境内は広々としていて、樹齢が百年を超え
る老木や、子どもが五人くらいで手をつないでも届かない太い木が何本
もあるので、色々な虫と出会えます。虫を発見するたびに、子どもたち
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②「カブトムシのお墓」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2020年 9月号掲載）

夏の終わりに死んだカブトムシのお墓を作ってお参りすることで、子ど
もが生きものの死ぬことを実感している）。

　【子どもの姿①】
③「野菜の栽培と〈いのち〉教育」（日仏保発行『月刊仏教保育カリキュラム』2016年

8月号掲載）ナスやキュウリ、ミニトマトやピーマンなどを育てることで、
さまざまな葉っぱの色や形があることに気づき、ミニトマトが熟しても

「かわいそう」と思って採るのをためらう姿が見られた。子どもなりに
「命の大切さ」を感じている。

1, ナスとキュウリの花
　保育園の裏にある畑で、ナスやミニトマトが食べごろになっていま
す。大型連休の頃に、先生がみんなで苗を植えたものです。キュウリや
ピーマンもあります。真っ赤な太陽がじりじりと照りつけるこの時期に
は、毎日たくさん収穫ができます。
　収穫も楽しみですが、私にはもっと関心を寄せていることがあるので
す。それは、ナスやキュウリの花が咲くと子どもたちの目が輝くからで
す。ナスの花は紫色で、キュウリの花は黄色です。ミニトマトも黄色で
すが、ピーマンは白です。花が咲き始めると、子どもたちは色の違いに
すぐ気がついて先生に報告にくるのです。
　色だけでなく、花の形もそれぞれ異なっています。花は茎の下の方か
らだんだんと上の方に咲いていくのです。一度に咲くわけではありませ
ん。

2, さまざまな葉っぱの色や形
　花の色が異なっていることには、子どもたちもすぐに気がつきます
が、葉っぱはどれも緑色をしていますから、同じように見えます。けれ
ども、ナスとキュウリでは葉っぱの形が違っていますし、同じような緑
色をしていても、比べてみると、緑の濃さが微妙に違っていることが分
かるでしょう。
　そして、じつはそのことに気づいている子もいます。子どもの観察力
の鋭さに驚かされることが少なくありません。もちろん、一人ひとりに
よって興味の対象は異なりますから、すべての子どもが気づかなくても
よいのです。
　都市化が進んだ現代社会は、〈いのち〉の姿が見えにくくなったと言わ
れます。けれども、野菜を育てることによって、〈いのち〉について大切

二
九
一
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期の知識教育」に関心が向けられて、多くの子どもたちは自由にのびのびと遊ぶ機
会が奪われていると言わざるを得ない。子どもは大人のミニチュアではないし、親
の所有物でもない。少しでも早くから「より多くの知識」を詰めこむことが将来の
受験や就職活動に有利になるという親の思いこみで、子ども本来の生長が妨げられ
てはならないはずである。
　大人に比べると、子どもにできることは限られているし力も弱い。しかし、子ど
もだからといって何も考えていないわけではない。自分なりの思いを持って周囲の
大人をしっかりと視ているので、それを尊重することには大きな意味がある。適切
な助言は必要だが、上から目線での押しつけは子どものためにならないことを知る
べきであろう。
　子どもは、いろいろなお友だちとの主体的な遊びを通して、一人ひとりの考えに
違いがあることに気づいたり、譲りあうことの大切さを知ったりするのである。み
んなと協力することの意味がわかり、感謝の気持ちが芽生えてくる。失敗をくり返
しながら最後までやりとげる感動を味わうこともできるだろう。
　筆者は現在、こども園の理事長として運営に関わっている（先代住職が1954年に無

認可で創設した保育園が、認可保育園を経て幼保連携型認定こども園に移行）が、教え子で
あった30年前の短大卒業生に園長を任せて、園児も職員も主体的にのびのびと活
動できるような環境作りを心掛けている（１）。
　当然のことながら認可園としての保育活動は「幼保連携型認定こども園教育･保
育要領」に基づいているが、寺院が設立の母体であることから、「三仏忌」等の仏
教行持を行っている。また、筆者は本務校に勤務する傍ら、鶴見大学短期大学部保
育科で17年間、非常勤講師として必修科目の〈仏教保育〉の授業も担当したが、そ
の際に仏教と保育という異質の分野を結びつける方法として「いのち」をキーワー
ドに学生と仏教保育のあり方を考えてきた。
　具体的には、仏教を特徴づける教えとして「天上天下唯我独尊（誰の命もかけがえ

がないものである）」と「縁起（あらゆる命が関わりあって存在している）思想」を根幹とし
た保育活動を進めているが、この二つの教えを保育活動として展開することで、命
を大切にする心が育めることを確信するようになった（２）。

４、生命尊重の心を育むための活動例

　そこで、資料に基づいて具体的な子どもたちの姿を紹介してみよう。
①「〈いのち〉とはなにか」（公益社団法人日本仏教保育協会発行、以下「日仏保」と略

称『月刊仏教保育カリキュラム』2016年 5月号掲載）職員に命の尊さを説明する
資料として配付
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２、命の本質が見えにくくなった現代社会

　生と死の間には絶対的な断絶がある。私たちに与えられているのは「一度限りの
生」であり、死んだら絶対に生き返ることはできない。それゆえ、命を大切にする
ことには大きな意味があるはずだが、最近は私たちに「死」があることが忘れられ
たのではないかと思いたくなるようなできごとが多くなったように感じる。
　その一つは、「人間が死んでも生きかえると考える小中学生がかなり存在する」
という調査結果である。詳しくは前掲『学術大会紀要（第24回）』を参照していた
だきたいが、頻繁に報道される「残虐な事件」を目にすると、小中学生だけでなく
大人にも同じような意識が広がっているのではと思えてならない。
　このような日本の状況に対して、社会思想家の佐伯啓思（京都大学名誉教授）は
2021年に出版した『死にかた論』（新潮選書）で「近代文明は生の充実・拡大にまい
進し、生きることしか考えずに死を思考から排除し、死生観や自然観を見失ってし
まった」と指摘している。けれども、いくら思考から死を排除したからといって私
たちが永遠に生きられるようになるわけではない。それゆえ、佐伯は「死から目を
そらせているのではなく、死を意識した上でどのように向きあうかを考える必要が
ある」と言うのである。
　筆者は以前、核家族化や都市化が進んだ近代社会では命の本質が見えにくくなる
と考えて「いのちの姿を見つめる」と題する短い文章を発表した（曹洞宗宗務庁発行

『禅の友』2001年 2月号）ことがあるが、出産や死が家庭から遠ざけられた現代社会で
は、生と死という重大な場面を認識することが難しくなったことは否定できないで
あろう。
　そのため、子どもたちに命を大切にする心を育てるには、「命を大切にしましょ
う」と「言葉で教える」だけでは不十分なことに気づく必要がある。教えるのでは
なく、毎日の生活でさまざまな命（人や動物や植物等）と触れあう体験（その代表が「遊

び」であろう）を重ねる中で、感じたり考えたりすることによって、人として最も重
要な「命を大切にする心」が育まれていくのではないだろうか。
　それゆえ、「教育要領」にも「保育指針」にも幼児の自発的な活動としての遊び
が重要な学習であることが明確に示され、知識を学ぶお勉強ではなく体験が重視さ
れているのである。

３、人間形成に重要な「あそび」や体験

　乳幼児が人として成長する中で、遊びの担っている役割が非常に大きいことは間
違いないのだが、残念ながら現代は「お受験」という言葉に象徴されるように「早
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

１、はじめに

　本研究センター第24回学術大会（2022年 11月１日）で、筆者は「現代日本におけ
る生命尊重教育の必要性」と題する発表を行った。それは、あまりにも簡単に自分
や自分以外の生命を傷つけたり死に至らしめたりする事件が多くなっているため、
幼児期から命を大切にする心を育てることが不可欠と考えたからである（発表の概略

については『学術大会紀要（第24回）』を参照していただきたい）。
　筆者は40数年間、短大や大学において保育者（幼稚園教諭・保育士・保育教諭）の養
成に関わってきた。その中で強く感じたのは、人間の成長や発達にとって幼児期の
生活がいかに重要であるかということである。昔から「三つ子の魂百まで」と言わ
れてきたように、幼児期の生活体験が子どもの人格や生活習慣の形成に大きく影響
することが確認され、近年は教育や発達だけでなく脳科学の分野における科学的な
裏づけもなされている。
　それ故、幼児期の教育や保育のあり方を示した「幼稚園教育要領」や「保育所保
育指針」「幼保連携型認定こども園教育･保育要領」には次のように示されている。

「幼児期の教育は､ 生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり」（幼

稚園教育要領）

「保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、そ
の生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子ど
もが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」

（保育所保育指針）

「幼児期の教育及び保育は､ 子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわた
る人格形成の基礎を培う重要なものであり」（幼保連携型認定こども園教育･

保育要領）

　このように、幼児期の教育や保育は人間形成に大きな意味を持っているのだが、
なかでも幼児期に命を大切にする心を育むことは特に重要と言えよう。それは、命
は誰にも一つしかないものであり、一度失ったら二度と取り返すことができないか
らである。

仏教保育の要点を考える
―「クモがかわいそうだよ」の言葉から―

佐　藤　達　全
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に関する調査結果をまとめたものである。期間は1990年 7月 5日～ 15日、対象は人口

30万人以上の都市に居住する20歳以上の者、標本数3,000人とした層化2段無作為抽

出法による。有効回収数は2061人（68.7％）であった。

（５）喜多村悦史が研究代表者を務める、厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状

を課題の調査研究令和2年度総括研究報告書　令和3年 3月」を参照した。この調査

は、散骨に関する国民の考えを把握することを目的として行われた。調査期間は2020

年 10月 30日から11月 2日で、対象は全国40歳～ 89歳男女1,000名（散骨経験者・

散骨未経験者各500名）を対象としたインターネット調査である。回答数は13,879人

（散骨経験者500人を抽出するためスクリーニング調査を行った）。男女50％ずつ、各

年代20％ずつをランダムで抽出して調査に活用した。

（６）無縁社会とは、2010年 1月末に放送されたNHKスペシャル『無縁社会』の放送を機に

一般に広まった言葉で、家族や地域とのつながりが希薄になり、近隣で挨拶を交わすこ

ともなく、社会のなかで孤立して生きる人が増加している様子を表している。

（７）森は「埋葬義務」を、死者を埋葬しなければならないことを前提に、誰に埋葬義務があ

るか、誰がその費用を負担すべきか、どこにどのような方法で埋葬されるかを明確にし

ていく議論である、と述べる。

（８）澤井敦は、死亡診断書や死亡届を届け出るなど法的な手続きによって確認される死の次

元を「法的死」、通夜や葬式など死者儀礼を通じて近親者や関係者のなかで死が確認さ

れる死の次元を「儀礼的死」、当人の社会的存在の終焉という事態を「社会的死」と

し、これらを「死の社会的側面」と呼び、「死の肉体的側面（生物学的死、臨床的死）」

と区別している（澤井2008;126-127）。
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洋大学ライフデザイン学部，『ライフデザイン学研究』（11）235-247．

上田裕文，2020,「北海道の公営墓地における「墓じまい」の現状」『ランドスケープ研究』

（83）5，621-626

NHK「無縁社会プロジェクト」取材班編，2010，『無縁社会 “無縁死 ”三万二千人の衝撃』文
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7．まとめと今後の課題

　生前の孤独・孤立問題については、解決策を求めるための立法が進んだが、身寄
りのない人の死後や引取り手のない遺骨・遺体については、これまであまり議論さ
れてこなかった。法的死、儀礼的死を含む社会的死（８）は、いずれも他者の関与を
必要とするものである。生前における個人化、孤独対策とともに、死後における個
人化・無縁化対策を急ぐ必要性があるだろう。
　本稿で明確な結論を出すことはできなかったが、本人意思を反映することなく、
無縁納骨堂に納められたり、誰からも弔われない死者が増え続けているという現状
が、国民の宗教的感情に適合し、また公共の福祉の見地から支障なく行われている
といえるだろうか。日本は、社会として「三人称の死」に向き合わざるを得ない状
況に来ているだろう。
　墓埋法では、火葬または土葬のみが前提されているだけであり、火葬後の焼骨の
扱いについては明確な規定がない。そのため、現在のようにさまざまな扱いが可能
となっていると考えられる。本稿では墓埋法について詳細を検討することはできな
かったが、墓埋法の基本目的が公衆衛生政策であり、公共の福祉や宗教的感情に基
づく規制が可能であっても、その詳細が規定されていない点に限界がある（森

2018、辻井2023）。墓埋法で想定されていない形式の葬送は、今後ますます多くなる
と考えられる。現行の法律で不十分な点を十分に議論したうえで、国民の宗教的感
情に則し、公共の福祉の見地に支障なく営まれる葬送について何らかのルール作り
が必要だろう。

註

（１）「終活」は、2009年『週刊朝日』連載記事で造語として使われたのが始まりで、当初は

自分の葬儀や墓について生前に準備することをさしたが、次第に医療や介護、身辺整

理、遺言、相続準備なども含まれるようになった（小学館　日本大百科全書による）。

（２）「すすめる会」は、自然葬を、墓でなく海や山などに遺灰を還すことにより、自然の大

きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法の総称としている。（出典：「自然葬に

ついて」、「NPO法人葬送の自由をすすめる会」HP, https://www.shizensou.net/

shizensou/）

（３）認定NPO法人エンディングセンターは2005年に、東京都内で初めての樹木葬墓地を

完成させた。

（４）内閣府広報室2002年 7月「世論調査『墓地に関する世論調査（平成2年 7月）』」は、

墓地に関する意識と所有、新形式墓地等に関する考え方、墓地等の各施設への協力など
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支持する人たちにとっては、それは〈やむを得ない・不本意〉な選択である可能性
が考えられる。実際、新しい葬送は、すでに埋葬された遺骨の改葬、墓地返還の理
由（いわゆる「墓じまい」）や行き場のない遺骨問題解決のために、そうせざるを得な
い人たちの選択肢となっているケースが少なくない（上田2020、谷山2023）。その結
果、見送る側の都合や遺された者の事情から散骨が行われたり、既に墓に埋葬され
永い眠りについていた故人が掘り起こされる事態が起きている。
　横須賀市は、本人意思に反して自治体の倉庫やキャビネットに置かれたり、無縁
墓に納められたりする遺骨が増え続けている状況を、市民の宗教的感情を尊重する
という意味において、死者の尊厳が保たれているとは言い難い状況であると判断し
ていた。
　「尊厳」という言葉については、憲法哲学、生命倫理の領域をはじめ、人権、自
立の関係について議論されているものが多いが、その意味を明確に述べているもの
はほとんど見当たらない。ただ、第一義的には、その人の体面を貶めることなく、
名誉や自尊心を傷つけないことが基本である。例えば、社会福祉や介護の領域で
は、他者の存在の大切さ、他者への責任（=倫理）（中村2018）、あるいは人間が社
会的な存在であり、社会的に尊ばれ誰にも侵されることのないもの（武川2017）と
いう意見がある。尊厳を守るためには「自らに価値があると感じること」に沿う本
人意思の尊重（岡村他2020）とする見解もある。
　宗教的・民俗的な観点から森謙二は、我が国において独自の発展を遂げてきたと
思われる祖先祭祀にみられるように、死者への敬意や死者の尊厳は祭祀されるこ
と、語り継がれることにあるというように、死者と生者との関係性の中に認める考
えを示している（森2005）。森はまた、墓埋法について、「死者の尊厳を守るため
に、墓地の特殊性を認めるという発想」の欠如を指摘し（森2000）、「埋葬義務（７）」
を人間の普遍的倫理的義務として明確にする必要性を訴えている（森2015）。いず
れにせよ、個人が尊厳を保つためには他者の存在が不可欠であることが大前提とさ
れることが共通している。
　死者を主体として、その尊厳を問い守るためには、必然的に私たち生者の関与な
しにはあり得ない。生者との協働なくして死者の尊厳を語ることはできない。死後
の尊厳に関しては、「人間らしい死の迎え方、ふさわしい葬送、そしてそれが社会
に受け入れられるものかどうか、という観点から考える必要があるだろう。
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移った遺骨はカウントしていないケースもあり、実際はもっと多い」とみている。
　親族らが遺骨や遺体の引取りを拒否する理由は、「絶縁状態であった」、「親が離
婚してから何十年も会っていない」など、家族や親族であっても生前より交流がな
く、関係が絶たれていた様子が報告された（総務省行政評価局2023）。「無縁社会（６）」
と呼ばれる今日の日本で、家族・親族、地域社会における人間関係の希薄化が、死
や死後のあり方にも現れはじめている。
　その対策として、横須賀市が2015年度より全国に先駆けて終活支援事業を開始
した。対象は、低所得、低資産、頼れる身寄りのない一人暮らしの高齢者であり、
放っておけば将来的に無縁遺骨になる可能性の高い市民（墓埋法9条適応）である。
その目的は「低所得等の市民が当事者意思に反して無縁納骨堂に納められることを
防止し、登録者の生前から死後に至るまでの尊厳を守ること」とされている（横須

賀市役所資料より）。　
　横須賀市のエンディングプラン・サポート事業（以下、ES）では、市役所職員と協
力葬祭事業者の立ち合いのもと契約が取り交わされる。契約者は、葬儀や納骨（散

骨も可）、死亡届出人、リビングウィルに関する内容を、自身で選んだ協力葬儀社と
生前契約をするとともに葬儀等に係る費用（26万円※2021年現在）を予納する。リ
ビングウィルは病院の問い合わせに備えるためのもので、市と葬儀社が保管する。
本人が葬儀業者と契約を交わすことにより、市役所が閉まっている週末及び夜間に
も対応が可能となるしくみである。このような手続きを経て、契約者は希望通りの
死と死後の実現が可能となる。
　このサポートは「市民の死後の尊厳を守り、死後の安心を約束する」という理念
のもとに構築された。横須賀市が守る「市民の死後の尊厳」とは、本人の望む死と
死後を保障することである。ESは、社会的・経済的弱者を対象に、最小限の範囲
で「わたしらしい」死と死後を実現するための支援である（谷山2022）。

５．考察－墓埋法第一条との関連から―

　新たな葬送にみられる埋葬等の現状が国民の宗教的感情に適合し、また、公共の
福祉の見地から支障なく行われているかどうかを以下に考察する。
　第3項で、家のあり方や価値観の変化、生前の個人化が死後にも大きく影響を
与えていることを述べた。確かに、第2項でみたように、これまでのような先祖
代々から子々孫々まで続く家の墓を継承することに対して疑問や不満を感じている
人たちが増えていることは間違いないだろう。
　しかし現行の葬送は、必ずしも死にゆく本人の納得のいく選択であるとは言い難
い。「墓参する人がいない」、「墓がない」など消極的な理由から継承者不要の墓を
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葬送にも大きく影響し、個人化や商業化が進んだことが論じられてきた（山田

2007、森 2014、村上2018）。
　日本では、その後も超少子高齢社会化、核家族化、そして未婚化、離婚率の上昇
が続き家族形態や家族関係が大きく変化している。2020年の国勢調査によれば、単
独世帯は38.1%を占め、いまや2.5世帯に 1世帯は「一人暮らし」で、この数字は
さらに今後も増加することが推測される。
　生前の家族を含めた人間関係の希薄化、無縁化は引取り手のない故人、行き場の
ない遺骨の増加を加速させていることが考えられる（NHK取材班2010、山田2022、谷

山2022）。その結果、死者の祀り手・弔い手の不在、無縁墓の増加など、墓埋法が
制定された当時には想定し得なかった多くの問題が生み出されている。
　先の「いいお墓」調査によれば、購入したお墓の跡継ぎについての質問では、そ
もそも「跡継ぎ不要のお墓を購入した」とする回答が最多で41.4％を占めた。本調
査によれば、樹木葬・納骨堂を選択した理由は、価格面よりも「承継者不要」であ
ることが決定の要因であったと報告されている。
　さらに朝日新聞が読者モニター2662人を対象に行ったオンライン調査では、「お
墓に入りたいですか？」という問いに対する回答は「はい39％」、「いいえ61％」
で、死後は墓に入りたくないという意見が多数を占めた。その理由は、多い順に

「子孫に負担を残したくない」、「シンボル、よりどころだと思わない」、「他の方法
を希望」、「証を残したくない」、「お墓がない」、「墓参りをする人がいない」という
意見であった（朝日新聞デジタル2023年 11月 18日）。
　以上、２つの調査の結果からは、継承者不要の墓の需要が増え続けていることが
読み取れる。価値観の変化や人口移動その他の理由から、墓を継承することに対す
る困難や疑問を抱く人びとが増えていると察することができる。加えて「お墓がな
い」、「墓参りをする人がいない」という理由からは、墓に入りたくても入れない、
あるいは無縁墓になることに対する不安や問題を抱えている人が少なくない現実が
うかがえる。

4．行政が担う死後の尊厳―横須賀市の事例―

　我が国では近年、自治体が葬儀を行った後の遺骨の引き渡し先が見つからない事
例が増えている。総務省の調査によると、2021年 10月時点で延べ822市区町村が
庁舎内や倉庫などで、計約6万柱の無縁遺骨を保管している。そのうち身元がわ
からない遺骨は、全体の1割にあたる約6千柱で、残りの5万 4千柱に関しては
身元が判明したにも関わらず、市区町村の執務室のキャビネットや倉庫、納骨堂、
遺品整理業者の倉庫などに保管されている。同省では、「自治体によって納骨堂に
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2．新しい葬送―1990年代以降の潮流

　昭和から平成に変わる頃の日本では、葬送を自分たちの手に取り戻そうとするい
くつかの運動が起き、それまでの家の墓にとらわれない、他人同士が共に入る永代
供養合葬墓や樹木葬、自然葬（２）が実現された。例えば平成元（1989）年には新潟県
の妙光寺で、宗派を越え、かつ跡継ぎ不要の墓『安穏廟』が実現した。1990年に
は、現在の認定NPO法人エンディングセンター（３）の前身である「21世紀の結縁
と墓を考える会」が発足され、その翌年には「葬送の自由をすすめる会（以下、

「すすめる会」）が、日本で初めて相模灘での散骨（自然葬）を実施した。
　これら新しい葬送の特徴は宗教不問、継承者不要であることが共通している。墓
の継承者問題や経済的な事情、その他の理由から、このような墓を生前に契約する
人たちがあらわれた（井上2016、槇村2014、森 2014）。こうした変化の特徴は「自分が
いかに葬られるか」を問題にする、死にゆくものの「最後の自己表現」などといわ
れる（村上2018）。
　当初、斬新とも奇抜とも思われた新たな葬送は人びとの耳目を集めたが、それか
ら30年以上が経過し、多様な葬送が一般的になった現在の日本では、葬送に対す
る人びとの意識も大きく変わってきている。例えば、散骨に対する人びとの意識に
ついて、1990年調査では「散骨を認めるべきではない」が56.7％で、「認めてもよ
い」の21.9％を大きく上回り、否定的な意見が多数を占めていた（内閣府2002（４））。
ところが2020年になると「散骨に賛成」が86.4％にまで上昇し、「賛成できない」
は12.8％という結果であった（喜多村2021（５））。
　また、株式会社鎌倉新書が運営する情報サイト「いいお墓」が2023年 1月に発
表した「第14回 お墓の消費者全国実態調査（2023 年）」によれば、2022年に購入し
たお墓の種類は、樹木葬が51.8％で調査開始以降初めて過半数を超えた。納骨堂は
20.2％で、調査開始以降初めて一般墓（19.1％）を上回ったことが報告された。
　近年の日本は、これまでの慣習にとらわれることなく、個人が自由に、本人意思
に基づいて、多様な選択肢のなかから自身の終の棲家を決めることができる社会と
なったように見受けられる。

3．葬送をめぐる変化の背景

　「家制度」は、日本国憲法の施行に合わせて1947年に廃止されたが、その後も
しばらくの間は、その価値観は世代間連鎖により名残をとどめてきた。墓は家で承
継するという慣習もその中で確立されてきたと考えられる。戦後日本では、
都市化や近代化、それに伴う人口移動、家族構成の変化など社会の構造的な変化が
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

1．はじめに

　現在の日本では、散骨や樹木葬、永代供養合葬墓などが一般的な選択肢の一つと
考えられるようになった。また、葬儀のあり方についても無宗教葬や家族葬、直葬
を選択する人たちも増え、コロナ禍においては「1日葬」も珍しくなくなった。そ
のほか、本人の元気なうちに家族や友人に直接感謝を伝える生前葬など、「終
活（１）」という言葉にあらわされるように、自らの最期を生前に準備する人たちが
現れ、葬送の場面には大きな変動が起きている。
　葬送の多様化がすすみ、死にゆく本人の自己主張が認められるようになった一方
で、日本では同時に親族らによる拒否などの理由から、引取り手のない遺体・遺骨
が増加している。自治体では一定期間保管しても引取り手が見つからない場合、合
葬したり散骨したりするのが現状である。今後もこの数は増加を続けることが見込
まれ、一定の決まりや共同墓地の必要性を指摘する声もあがっている。
　　
　　　墓埋法第一条　この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び
　　　埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の
　　　福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

　1948年に制定された墓埋法第一条は、本法の目的および運用指針を明らかにし
た規定である。すなわち本法は、1つめに国民の宗教的感情に適合すること、2つめ
に公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障を生じないこと、この２つの目的に
そって、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等の行為が行われるよう、各種規
制措置を講じようとするものである。本稿では上述のうち、埋葬等の行為に注目
し、現在行われている葬送が、墓埋法でいわれる国民の宗教的感情に適合している
か、また公共の福祉の見地から支障なく行われているかどうかを明らかにしたい。
　なお、本稿でいう「新しい葬送」とは、散骨や樹木葬など1990年頃からあらわ
れたとされる葬送を指す。

新しい葬送と死者の尊厳
―墓埋法第一条を考える―

谷　山　昌　子
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ともストレスフルなライフイベント（小島 2006）であることが心理学では定説に
なっているが、本調査の続柄別では、故人への鎮魂と悲嘆の癒しでは、共に１番が
兄弟姉妹、２位が配偶者という結果となった。その要因として、兄弟姉妹という調
査対象者と年齢が近い近親者の死別は、自己の死への関心や思考、死の不安に結び
付きやすいことが考えられる。人の死は、自己の死への恐怖感、死への嫌悪感と同
時に、愛惜、惜別の念の意識を高めるが、葬儀・法事という仏事に参列することに
よって、死別悲嘆が緩和・軽減され、自己の悲嘆への癒しにつながっているのでは
ないかと考察する。

【小結】

　・曹洞宗の檀信徒は、葬儀・法事において、故人の鎮魂や悲嘆の癒しになったと
いう意識が全体の約７割と高く、加齢に伴いその割合が増加してくることが示さ
れ、葬儀・法事の有益性が示唆された。
　・死別者の続柄によって、故人の鎮魂、悲嘆の癒し、霊魂・来世への存在、自己
の生命の再認識、死の受容など葬儀・法事に求める意識に多様性があり、さらに死
別悲嘆の立ち直りにも違いがあることが示された。
　・死別悲嘆の癒しには、故人への宗教心的行為（信仰心、寺行事参加、仏壇へのお供

え、語りかけ、墓参頻度）との相関性が高く、さらに死別後も故人に家族を見守って
ほしい、助けてほしいという故人との関係性の継続意識が高い人ほど、死別悲嘆の
癒しにつながる傾向があることが示唆された。

【今後の課題】

　この数年間、コロナ感染防止の観点から一日葬や家族葬が急増している現況があ
る。コロナ感染後の葬儀・法事に対する意識への変化について今後調査研究する必
要性があると考察する。
　本調査は、首都圏の檀信徒を調査した結果であり、葬儀や法事については、地域
性や土地固有の宗教観、伝統的風俗・文化などによって捉え方も相違があると考え
られる。本調査は、一地域の結果であり、これを曹洞宗檀信徒の意識として、一般
化することは難しいと考える。また葬儀・法事における故人の鎮魂、悲嘆の癒しが
曹洞宗檀信徒独自の意識なのかを検討するためにも他宗派の檀信徒との比較研究す
る必要性があると考察する。

引用・参考文献

Sanders, C.M. (1992) Surviving grief and learning to live Again.New York: John Wiley & 
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増加してくることが示された。また、青壮年層においては、葬儀・法事によって、
故人の鎮魂や悲嘆への癒しになったが共に約 5 割と非常に高い結果であり、この
年代層が一概に葬儀・法事を否定するものでないと推察される。
　重回帰分析によって、死別者の続柄によって故人の鎮魂、悲嘆の癒し、霊魂・来
世への存在、故人への追想、自己の生命の再認識など葬儀法事に求める意識に多様
性があることが示された。つまり一概に家族の死別といっても故人との続柄、生前
の関係性の濃淡、故人の死の意味付け、死の受容・拒否など、個別性があると考察
される。
　故人の宗教的行為（信仰心、寺行事参加、仏壇へのお供え、語りかけ、墓参頻度）が多い
方ほど、故人の鎮魂を願い、死別悲嘆の癒しになっていることが明らかにされた。
曹檀調査においても葬儀による行動変化において、「仏壇に手を合わせるように
なった」が約７割、「お寺の行事に参加するようになった」が約４割という結果が
示されており、葬儀と宗教的行為の相関性の高さがこの本稿でも論証されたと考察
する。
　また死後も故人に見守ってほしい、助けてほしいという想いが高い方は、故人の
鎮魂、悲嘆の癒しへの意識が高いことが示唆された。わが国の死者観について、石
井（2007）、浄土宗総合研究所（2012）の調査でも約９割が「故人が見守っている」
という意識が高いことが報告されている。また曹檀調査の葬儀の目的として、「故
人を成仏させるため（約６割）、故人を弔うため（約３割）」とあり、これは、本調査
の「故人の鎮魂」という概念と類似していると考えられる。つまり、故人の安寧、
成仏、鎮魂を願う想い、そして、死別後も故人との関係性や絆・継承を望む意識が
強い人ほど、故人への鎮魂、悲嘆から癒しにつながることが曹洞宗檀信徒の死者観
にあることが示されていると考察される。
　また、死因別、臨終体験の有無、死別経過、対象者の健康状態、家族構成につい
ては、故人の鎮魂と悲嘆の癒しには、有意差がなかった。統計学的には、有意差あ
りが注視されるが、有意差がなくても傾向があると解釈される。例として、性別で
は、男性よりも女性の方が故人の鎮魂、悲嘆の癒しへの意識が高く、死因について
は、一般的な病死（ガン・ ガン以外）よりも事故死の方が故人への鎮魂への想いが高
い傾向が示された。また死別経過では、死後半年～１年以内が故人への鎮魂の想い
が高く、健康状態においても健康でないと回答した方は、故人への鎮魂、悲嘆の癒
しを願う傾向が高く、家族構成については、一人暮らしの方は、故人への鎮魂と悲
嘆の癒しへの想いが強い傾向があることが示されてる。これらの結果も葬儀・法事
における意識について重要な視点であると考察する。
　死別悲嘆の中で配偶者の死は、愛情対象や性役割さらに自己観までも脅かすもっ
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く、次に配偶者 15.4％、子供 5.1％、祖父母 4.9％で、年代層別でも同じような傾向
がみられた。死別続柄別の悲嘆の癒しについては、兄弟姉妹、配偶者の点数が高
く、友人、親戚が低かった。故人の鎮魂については、有意差はないが、兄弟姉妹、
子供への鎮魂の想いが高い傾向にあることが示された。　
　寺行事参加状況では、寺行事参加の頻度が高い方は、故人の鎮魂への思いが強い
が、悲嘆の癒しには、結びつかないことが示された。信仰状態では、信仰心が篤い
方ほど、故人の鎮魂、悲嘆の癒しにつながることが示された。仏壇へのお供え行為
は、その頻度が多い方ほど故人への鎮魂、悲嘆の癒しにつながることが示された。
　故人への語りかけが多い方は、故人への鎮魂の想いが強いが、悲嘆の癒しには結
びつかなかった。墓参行為、故人からの見守りと故人が助けてくれるという思いが
高い方ほど、葬儀・法事が故人の鎮魂と悲嘆の癒しに結びつくことが示された。
　悲嘆からの立ち直り状態は、完全に立ち直っているが 77％、立ち直りつつある
が 20％であり、続柄別では、立ち直りが早い順として、親戚が最も高く、次に義
父母、実父母、祖父母の順であり、逆に立ち直りが低いのが、子供、配偶者、兄弟
姉妹の順であり、つまり立ち直りは、死別続柄に関連性があることが示された。
死別体験者の性別、家族構成、健康状態、故人の死因、死別経過年数は、悲嘆の癒
しや故人の鎮魂に有意差がなく、つまり関連性が少ないことが示された。
　葬儀・法事について、重回帰分析（どのような要因が影響を受けているか）について
は、檀信徒全体としては、故人（祖先）への供養（17％）、死の受容・納得（16％）、
自己の命の再認識（14％）、故人からの見守り（13％）であった。また死別続柄別で
は、配偶者、実父母、兄弟姉妹は、「故人の鎮魂、悲嘆の癒し」が上位であり、さ
らに死生観においては、「宿命的寿命観、死の受容」の順に意識が高かった。子供
は、「故人への追想、霊魂・来世への存在」という意識が高いが、葬儀法事が悲嘆
の癒しには、結びにくいことが示された。祖父母は、「自己の生命の再認識」（今、

生きていることへの感謝・ 有難さ）が高く、親戚は、「死の受容・肯定」が強く、悲嘆
が少ないことが示された。つまり死別者の続柄によって、葬儀・法事によって受け
る意識に違いがあることが示唆された。

【考察】

　本調査は、曹洞宗檀信徒を対象とした調査研究であり、この結果について、比較
検討する文献として、曹洞宗檀信徒意識調査報告書（2012）（以下：曹檀調査と表記）

が参考になると考え、考察を行う。
　曹洞宗の檀信徒は、葬儀・法事において、故人の鎮魂や悲嘆の癒しになったとい
う意識が約７割と高いものであり、さらに年代層においても加齢に伴いその割合が
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仏壇へのお供え行為頻度

1 年以上行わない 3.24

＊＊＊

3.00

＊
年１回程度 3.73 3.59
月１～２回程度 3.80 3.74
週２～３回程度 4.09 3.73
毎日行う 4.19 3.83

故人への語りかけ頻度

1 年以上行わない 3.68

＊＊＊

3.50

ｎ . ｓ
年１回程度 3.85 3.67
月１～２回程度 3.83 3.67
週２～３回程度 4.15 3.89
毎日行う 4.50 3.93

墓参頻度

1 年以上行わない 4.00

＊＊＊

3.67

＊＊＊
年１回程度 3.69 3.48
月１～２回程度 4.26 3.91
週２～３回程度 4.33 3.75
毎日行う 4.59 4.22

故人からの見守り

全くそう思わない 2.57

＊＊＊

3.14

＊＊＊
あまりそう思わない 2.91 3.13
どちらともいえない 3.74 3.58
少しそう思う 4.01 3.74
非常にそう思う 4.54 4.01

故人が助けてくれる

全くそう思わない 2.94

＊＊＊

4.05

＊＊＊
あまりそう思わない 3.35 3.13
どちらともいえない 3.96 3.28
少しそう思う 4.10 3.70
非常にそう思う 4.64 3.69

ｎ . ｓ（Not Significant：有意な差はない）　＊ p ＜ 0.05　＊＊ p ＜ 0.0 １　＊＊＊ p ＜ 0.001　

て、死生観に対する意識を調査した。

 【結果】

　対象者の死生観を計るために、臨老式死生観尺度（平井 2003）を用いて、因子分
析を行ったところ、６つのカテゴリ（死への不安、霊魂・ 来世の存在、死の受容・ 肯定、

宿命的寿命観、いのちの認識・ 意義、死への関心・ 思考）が形成された。また檀信徒への
葬儀・法事における故人の鎮魂・自己の悲嘆への癒しについて統計分析（一元配置分

散分析）を行った結果を表１にまとめた。
　葬儀・法事において、故人の鎮魂や悲嘆の癒しになったという意識が共に約７割
であった。年代層別では、悲嘆の癒しになった（当てはまる・ やや当てはまる）は、青
壮年は、約 5 割、中年は、約 6 割、前・後高齢者は、約 7 割で、加齢に伴い増加
傾向にあることが示された。
　性別については、葬儀・法事における故人の鎮魂、悲嘆の癒しについては、有意
差が示されなかった。年代層別では、故人の鎮魂については、有意差が示されな
かったが、加齢に伴い悲嘆の癒しになったという意識が高まる傾向があることが示
された。職業別では、故人の鎮魂については、有意差がなかったが、悲嘆の癒しに
ついては、農林水産業の方が、一番点数が高く、会社員は、故人の鎮魂、悲嘆の癒
しの点数が低くかった。
　今までの死別体験の中で最も大切な方（続柄）では、実父母が 59.4％と最も多
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曹洞宗檀信徒の葬儀・ 法事における故人の鎮魂、自己の悲嘆への癒しについての意識結果（表１）

種　　別 項　　　目
故人への鎮魂になった 悲嘆への癒しになった
平均値 有意確率 平均値 有意確率

性　別
男　性 3.87

ｎ . ｓ
3.64

ｎ . ｓ
女　性 4.20 3.85

年代層

青年期 3.70

ｎ . ｓ

3.19

＊＊＊
壮年期 3.91 3.57
中年期 3.98 3.63
前期高齢期 4.14 3.92
後期高齢期 4.27 4.00

職   種

農林水産業 4.08

ｎ . ｓ

4.20

＊

自営業 4.05 3.71
会社員 3.86 3.49
専業主婦 4.10 3.75
無職 4.08 3.79
その他 4.15 3.73

臨終体験
臨終立会い経験有り 4.07

ｎ . ｓ
3.76

ｎ . ｓ
臨終立会い経験無し 3.96 3.73

死別体験の中で最も大切な方

配偶者 4.26

ｎ . ｓ

3.97

＊＊

実父母 4.03 3.76
義父母 4.06 3.94
兄弟姉妹 4.41 4.18
子供 4.17 3.83
祖父母 3.77 3.18
友人 3.71 3.00
親戚 3.00 2.25
その他 3.50 3.50
特になし 3.60 3.60

死  因

ガン 4.05

ｎ . ｓ

3.88

ｎ . ｓ
ガン以外の病気 4.04 3.63
事故 4.43 3.79
老衰 4.04 3.84
その他 4.00 3.63

死別の衝撃

大きくなっかった 3.00

ｎ . ｓ

3.00

＊＊＊
あまり大きくなかった 3.82 3.51
かなり大きかった 3.91 3.58
非常に大きかった 4.23 3.97

死別経過

6 ヶ月以内 3.93

ｎ . ｓ

3.60

ｎ . ｓ

6 ヶ月～ 1 年以内 4.56 3.67
1 年～ 3 年 3.98 3.62
3 年～ 5 年 3.64 3.67
5 年～ 10 年 4.19 3.81
10 年～ 20 年 4.08 3.66
20 年以上 4.05 3.88

健康状態

とても健康 4.05

ｎ . ｓ

3.78

ｎ . ｓ
まあ健康な方 4.05 3.76
あまり健康でない 4.02 3.66
健康でない 4.25 4.00

家族構成

夫婦と子供 3.90

ｎ . ｓ

3.65

ｎ . ｓ
三世代家族 4.05 3.55
夫婦のみ 4.06 3.88
一人暮らし 4.16 4.02
その他 4.24 3.77

寺行事参加状況
ほとんど参加しない 3.79

＊
3.58

ｎ . ｓ時々参加する 3.94 3.74
いつも参加する 4.18 3.80

信仰状態

ほとんど信仰なし 3.50

＊＊＊

3.56

＊＊＊
あまり信仰なし 3.66 3.27
少し信仰ある 3.92 3.71
非常に信仰ある 4.48 4.06



（ 71 ）

三
一
〇

曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　（第25回）　2024年６月

【研究背景】

　近年、家族葬、友人葬、音楽葬、一日葬、直葬など葬送儀礼の意識が大きく変容
してきている。さらに従来の家（イエ）の祖先祭祀から家族（近親者）のメモリー的
な葬儀に推移してきている。海外では、葬儀を含む死に関わる儀礼や習慣は、死者
のためだけの儀式ではなく、遺族の悲嘆の過程にとって重要な意義があると指摘さ
れている（Sanders, C.M. 1992）。わが国でも葬送儀礼は、人々の恐怖と追慕の念の感
情を癒し、故人の死の意味付けや受容、悲嘆からの救済となる（松濤 2000、相川充

2003、坂口 2010）ことが指摘されているが、実証的研究はあまり行われていない。

【研究目的】

　曹洞宗檀信徒を対象とした葬儀・法事における自己の悲嘆からの癒しや故人への
鎮魂の意識について調査研究する。 

【調査方法】

　本調査は、2010 年 6 月～ 9 月に「死生観に関するアンケート」（早稲田大学人を対象

とする研究に関する倫理審査委員会承認）を A 県仏教会寺院名簿を基に、仏教寺院、檀
信徒に 1,886 部、一般講演会、高齢者団体等に 1,621 部、合計 3,507 部を配布し
1224 部を回収した。設問の中に、菩提寺の有無、その宗派（曹洞宗、日蓮宗、真言

宗、浄土宗、臨済宗、新興宗教等）を選択してもらい、その内、曹洞宗を選択した方を
曹洞宗檀信徒とし、438 名を抽出した。回収方法は、全て郵送法とした。分析方法
は、統計ソフト SPSS11.5 を用いて分析した。分析には、因子分析、ｔ検定、一元
配置分散分析、重回帰分析を用いた。有意水準を 0.05 とした。

【質問項目】

　性別、年齢、職種、臨終体験、死別続柄、死因、死別の衝撃、死別経過、健康状
態、家族構成、寺行事参加状況、仏壇へのお供え行為頻度、故人の語りかけ、信仰
状態、墓参頻度等、さらに葬儀・法事における故人への悲嘆緩和への意識（5 件

法）、平井ら（2000）の臨老式死生観尺度度（Death Attiude Inventory; DAI）を使用し

曹洞宗檀信徒における葬儀・法事への癒しの意識について
―A県の仏教寺院檀家におけるアンケート調査結果―

柿　沼　和　秀
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を明言するまでには至らなかったという点が挙げられる。その原因としては、道元
禅師、瑩山禅師をはじめとする祖師方の教えを出発点として研究・考察するに至ら
なかったことであると考える。物質を手放し、心の豊かさを重視して生活するとい
う緩やかな共通項があると言えそうだが、それは曹洞宗の教義のどこに根本がある
のか、掘り下げて精査する必要があると考える。今回の調査では、やはり幸福に生
きるヒントは禅の修行や思想に多分に含まれているのではないかという点について
は確信したところであるので、教義に照らして考察することを今後の研究課題とす
る。

註

（１）橋本努『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』（筑摩書房 , 2021年）

（３）ジョシュア・ベッカー『より少ない生き方 ものを手放して豊かになる』（かんき出版 , 

2016年）

（４）ミニマリストしぶ『手ぶらで生きる。−見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法

−』（サンクチュアリ出版 , 2018年）

（５）ドミニック・ローホー『シンプルに生きる−人生の本物の安らぎを味わう−』（株式会社

講談社 , 2017年）

（６）レオ・バボータ『減らす技術 新装版』（株式会社ディスカバー・トゥエンティワン , 

2015年）
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は、禅は現実の本質に関する一連の教えであり、（例えば、坐禅や戒律の実践を通して）

自分自身の生活の中でその現実をより明確に見るようになる方法に関する、より実
践的な教えであると考えている。禅が他の仏教の宗派と異なる点は、絶対的な視点
からあらゆるものの空虚さを見ること、この絶対的な視点と私たちが日常生活や慣
習的な生活にどのように取り組むべきかという相対的な教えとを調和させることに
重きを置いている点である。」
・「今この瞬間を精一杯生きる。瞑想し、詠唱し、よく食べ、地域社会に貢献す
る。」
・「日々の生活を一瞬一瞬、ありのままに生きる。」
第3節　第 3章のまとめ
　今回のアンケート調査で明らかになったことは、禅に興味がある人はミニマリズ
ムとも共通点があると考える人の割合が多いことである。美意識やシンプル、無駄
を削ぎ落とし核心に迫るという感覚には共通点があると考えるためである。また、
実践している点として物を大切に扱う点や、自分が管理できないほどのものを持た
ないという点でも共通していると考える。また、海外でのアンケート調査であると
いう特性から、大前提として調査対象者の属性に留まったアンケート内容であった
ことは反省すべき点であり、今後の課題とするところである。アメリカ禅センター
に参禅する人々の考えを聞くことができたのは、本稿の意図を超えた成果であった
と思う。なぜなら、主題「禅とミニマリズム」に対して有効なアンケートとは言え
なかったと己の力不足を痛感したものの、アンケート対象者が禅とミニマリズムに
対する考えを想像以上の深い考察を持って回答してくれたからだ。国際布教の諸先
輩方の教えがしっかり海を渡り、根付いていることを感じることが出来た。海外に
おいては、檀信徒制度を前提としたお寺への関わりでなく、きっかけは幸福追求や
心の豊かさを求めて参禅することが多いのではないかと予想していたため、彼らは
日本における檀信徒と比較しても、いわゆる「禅的な」ミニマリズムにも関心があ
るのではないかと推察して調査に踏み切った。その意味では、回答の内容から得た
成果はやはり大きかった。

おわりに

　ミニマリストの生活は、さきに述べた共通点だけを見ると禅の考え方に類似する
ところも見受けられるが、ミニマリストの生活を実践している人の意図や行動は、
禅を実践している人とはまったく異なる可能性がある。今回のアンケート調査で
は、坐禅を生活に取り入れたことで幸福になったと回答している人がほとんどで
あった。課題として、禅とミニマリズムという主題で取り組んだものの、その関係
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⑶　禅センターに来ている目的
　複数回答でこのような結果と
なった。多くの人が坐禅を目的
に来ていることが伺えるが、法
話とコミュニティを目的として
いる人も多く見られた。

第2節　調査に対しての回答
1．ミニマリズムの認識について
　ミニマリズムの周知率は、知っている人が81%、知らない人は19%となった。 
禅とミニマリズムは類似していると答えた人は96%となった。
2．禅とミニマリズムの関係についてどう考えるか
　アンケートの一部を抜粋して紹介する。
・「欲望は幸福をもたらさないという一般的な認識は、禅の教えに共通していると
思う。それは物質的なものにも、精神的な状態にも当てはまると思う。私は禅を精
神的ミニマリズムと物質的ミニマリズムと呼んでいる。どちらも余分なものを求め
ないことにつながる。お寺ではミニマリズムを実践しているとは思わない。」
・「私の理解では、ミニマリズム（建築デザインにおけるミニマリズムとは対照的な、ミニ

マリストのライフスタイル）は禅と共通して、私たちの生活や選択を支えている前提や
信念を調査することに重点を置いている。ミニマリズムは、特に消費主義と物質的
財の獲得に焦点を当てている。しかし、禅と仏教には多くの違いがある。禅は宗教
であり、形式や儀式、そして（通常は）何らかの形で制度化された共同体を伴う
が、ミニマリズムにはそれがない。また、禅はミニマリズムに比べ、現実の本質を
より広く、より深く探求している。より広いというのは、禅がミニマリズムよりも
はるかに広い範囲の問題を取り上げているという意味である。そして禅の消費主義
に対する考察はミニマリズムよりも深い。私の印象では、ミニマリズムは世俗的な
財貨をより効率的に手に入れ、持ち続ける方法を見つけることに主眼を置いてお
り、それが個人の幸福を決定するものとして、いまだに無批判に受け入れられてい
る。ミニマリズムは、自己の本質や現実の本質を深く問うことに着手していないた
め、ミニマリズムの思想が人々を苦しみから根本的に解放することには限界があ
る。」
3．禅をどのように捉えているか
・「最終的に禅は宗教として表現するのがベストだと考えているが、ここアメリカ
では多くの人が哲学やライフスタイルの実践として禅に取り組んでいる。個人的に
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⑴年齢
⑵修行形態（居住、通い）

⑶修行年数
⑷禅センターを訪れる目的
⑸禅センターを訪れるきっかけ
⑹誰と訪れたか

三
一
四

⑺禅センターを訪れて変化したこと
　（生活、食事、メンタルヘルス）

⑻禅センターでの生活を好む理由
⑼禅をどのように捉えているか
⑽ミニマリズムを知っているか
⑾ミニマリズムと禅の類似性→理由
⑿自由記述

2．手段、期間
　曹洞宗総合研究センターの海外研修で北アメリカを訪れた際に、主に坐禅を中心
とした活動を行う現地の人々による禅センター 14か所のメンバーを対象にアン
ケート調査の協力を依頼した。禅センターに訪れる人は自宅から通う参禅者、禅セ
ンターに居住している参禅者、この他には僧侶も含まれる。アンケートの方法とし
て、Google フォームを作成し、禅センターに赴き直接協力を依頼する方法、Eメー
ルを使用しメンバーに拡散してもらう方法、掲示板にGoogle フォームのQRコー
ドを添えた掲示物を掲示する方法、の3つで行った。回答期間は2023年 5月から
9月の約 4ヶ月間で設定した。

3．対象者の属性 
⑴　年代　　　　　　　　　　　　　　　　　⑵　修行形態、参禅歴

　まず年代では50代と 60代の人数が多く見られた。居住している人は23%、
通っている人は77%という結果になった。参禅歴10年以上の割合が1番多く、１
年以上5年未満の割合が少ないことから、禅に興味を持ち続けて参禅する人は5
年以上にわたり継続される割合が多いことがみてとれる。
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きる−人生の本物の安らぎを味わう−』，株式会社講談社，2017年，p183）

　上記は、僧堂に安居するに当たり、今まで積み上げてきた自分（であると思ってい

た全て）を手放し、自分の内側に本当の自分を見出していく過程であると考える。
また、レオ・バボータは一つのことに集中することで不安やストレスを減らすこと
に繋がるとし、その実践的な方法を著書で記している。それは、安居僧が日々の行
いとして実践していることである。レオ・バボータは次のように述べている。

　１度にひとつのことだけをする。これが「今」に集中するための、何よりの練習方法だ。

食べるときは、ただ食べる。何を口に入れているのかきちんと意識しながら、味と歯ごたえ

を楽しもう。何をするときにも、急がずに、ゆっくりと。洗いものをするときも、シャワー

を浴びるときも、車の運転をするときも、仕事をするときも、遊ぶときも、 １度にあれこれ

手を出さず、今やっているそのことだけをやろう。（レオ・バボータ『減らす技術 新装版』，

株式会社ディスカバー・トゥエンティワン，2015年，p52）

第 3節　第 2章のまとめ
　上記の考え方は、禅の根底にあるものと共通項があった。禅は坐禅を本旨とし、
最小限の生活の品と質素な食事をして生活を整える。また、剃髪にも見受けられる
ように、様々な「煩」なものを手放す。これらの行いが、心の安定を生み、ひいて
は己が幸福な状態に気が付くことによって、「苦」をも手放すことができると考え
る。ミニマリズムにおいても、手放すこと、整えること、シンプルであることなど
が幸福であるという思想がその中心である。一方で、宗門においては厳格な方式や
共通の教義に従って戒律を定め、その教義が心の中の思想にまで及ぶなど、ミニマ
リズムにはない側面もあると考察する。また、禅はミニマリズムを目標としていな
い。その点、ミニマリストはミニマリズムをライフスタイルの終着点として目標に
している者も多いのではないだろうか。

第３章　アメリカ禅センターでの調査

第１節　調査の概要
1．目的、内容
　北アメリカの禅センターに訪れる人々を対象にして、禅とミニマリズムについて
の認識や考え方を調査した。本研究で行なったアンケート項目は以下の通りであ
る。

三
一
五
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第3節　第 1章のまとめ
　第1章では、ミニマリズムを定義し、ミニマリストの活動や思想を調査した。
現代社会において、ミニマリズムに基づくミニマリストとしての生き方は時代の一
つの潮流であると言えるだろう。その発端は、大量消費社会の煩雑さから距離をお
いて、ミニマルであることに「生きやすさ」や「幸福の追及」あるいは「心の安
寧」などを目指したものであったと考察する。

第２章　禅とミニマリズムの関係

第１節　禅におけるミニマリズム的側面
　僧堂における生活様式が如何にストレスのないものであるか送行し、師寮寺に
戻って気づくことができた。安居僧には一畳の寝るスペースと函櫃が与えられ、布
団と生活に必要なものを収納する。もちろん自分だけの空間ではないので、必ず収
納し、常に整頓された状態が求められる安居僧の日常に掃除は欠かせない。ちり一
つ落ちていない状態を保つ生活が日常であり、少しの埃にも気を配るようになる。
僧堂での生活を継続したことによって、かつて生活していた自身の部屋はあまりの
物の多さに疎ましく思った。
　安居生活では、規則に則って生活していくうちに、自分の外側ではなく自分の内
側に目を向けられるようになるのである。これは、第２節２で示した、ミニマリス
トの目指す心理的な状態ではないかと思う。
　僧堂での生活は毎日が同じことの繰り返しであるのに、少しずつ変化していく日
常に、自分という存在が周りと関わりあって生きていることを理解せざるにはいら
れなかった。未来のことを憂慮する、過去のことを断ち切れない、しかし止まるこ
とのない時間は、どんなに過去や未来を憂いても常に今しかないのである。上記の
ことから、安居僧の生活様式はミニマリズム的側面を有しているのではないかと考
察する。
第２節　ミニマリストの心理における禅的な思想
　前章第２節に挙げたミニマリストたちの行動や思想に「禅的」な思想が見受けら
れる点を考察する。禅を学んだドミニック・ローホーは著書でこのように述べてい
る。

　私たちはまず、自分のこころをより深く理解することです。実は私たちの内面に隠されて

いるパワーと知識のことを、私たちは忘れているのです。放棄することは何よりもいちばん

難しいことです。放棄することや執着心をなくすことは、数日で身につけられるものではあ

りません。本当の放棄は自分の内面にあるからです。（ドミニック・ローホー『シンプルに生
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が徐々に増えてきているが、このことから世界金融危機の影響により個人消費を取
り巻く環境の変化を見て取れる。 
第２節　ミニマリズムの実現
　１．ミニマリストについて
　ミニマリストはミニマリズムを実現するために、シンプルで美しく無駄を最小限
までそぎ落とすことを行動様式としている。⑴から⑸においてミニマリストと呼ば
れる人について記す。
⑴　ジョシュア・ベッカーはある日、ガレージの片付けに追われ、息子との遊ぶ約
束を果たせなかったことをきっかけに、本当に大切なことに集中するため人生をシ
ンプルにしようと決めた。高価なものをいくら持っていても、幸せになれるわけで
はない。いらないものを手放せば、本当に大切なものを追求する自由が手に入る。
ものが溢れている社会に暮らす全ての人にとって、もっと大きな喜びを届けること
ができると信じている（ジョシュア・ベッカー，2016）。
⑵　しぶは元々はかなりモノが多い方だったと著書で語っている。「何にお金を使
い、なににお金を使わないか」を決めることは「自分にとって、なにが幸せか」を
知る事だと言う。物だけでなく、人生のあらゆる場面でミニマリズムを応用してこ
そがミニマリストであり、多くの人にミニマリズムのよさを知ってもらえたらうれ
しいと述べている（ミニマリストしぶ , 2018）。
⑶　ドミニック・ローホーは、モノとの「やさしい別れ方」を提唱し、2008年頃か
ら簡素でありつつも幸福な暮らしのスタイルを西洋に示すと共に、世界的ベストセ
ラー作家となった。ローホーは、贅沢とは幸せになるために、ものはほとんどいら
ないと納得することであり、さらに、先のことを思い煩うことなく今を堪能して生
きることこそ幸せに生きる秘訣であると述べている（ドミニック・ローホー，2017）。
⑷　レオ・バボータのブログは、「Zen Habits」（禅的習慣）という。「今」に集中す
る事をとても重要な事と捉え、時間が過ぎるのを忘れるほど没頭する時間は、幸せ
になるためには欠かせない要素であり、集中を妨げるものを取り除き、没頭するこ
とが重要であると述べている（レオ・バボータ，2015）。
２．ミニマリストたちの心理
ミニマリストたちに共通することは「今」という時間に集中することが人間の幸福
に繋がっていると論じていることである。彼らに共通する心理は「幸せになりた
い」ということであり、自分にとっての幸せを見つける為の手段がミニマリストと
いう生活である。彼らは、所有するものを減らすことで心に充実感を覚えた。なぜ
なら、「自分の幸せが何か」を見つけたからである。自分の集中すべきものを見つ
けることが出来たのである。
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

はじめに

　僧堂での安居を終えた後、師寮寺の自室へ戻ると、そこは不要と思われる物であ
ふれており、僧堂のように清潔で整えられた空間で暮らしたいと思った。このよう
な生活スタイルは、「ミニマリズム」として日本では2010年代に一大ムーブメン
トとなっていることを知った（この点について、第1章第 2節で詳述する）。そしてミニ
マリズムは、禅の教えと共通点や類似点があるのではないかと考えるようになっ
た。本研究では、ミニマリズム源流の地と言われるアメリカにおいて、禅センター
に訪れる人々の、禅とミニマリズムに関する考え方についてアンケート調査をし
た。本研究を通して、今後の国際布教教化への手がかりを模索したいと思う。

第１章　ミニマリズムの概説

第１節　ミニマリズムとは
　１．ミニマリズムとは建築・美術・音楽などの分野で、装飾的要素を最小限に切
り詰めた簡素な形式とされている。ミニマリズムを用いたミニマルアート

（Minimal Art）とは、日本語に直訳すると「最小限の芸術」となる。1960年代から
70年代のアメリカを中心として起こった芸術様式である。ミニマルアートに重要
な要素は、彫刻や絵画の中の形状を最小限まで削ぎ落とすこと、そしてそれを反
復、あるいは連続させることである（橋本努，2021）。
　２．次に日本とアメリカにおけるミニマリズムの流行と背景について見ていく。
⑴　日本では「断捨離」という言葉が2010年の流行語大賞にノミネートされ、こ
の頃から少しずつ「モノを減らす」という概念が浸透していったと考えられる。そ
して 2015年には「ミニマリスト」が流行語大賞にノミネートされた（加藤爽平，“日

本におけるミニマリストについて”）。また「こんまり」こと近藤麻理恵氏の一連の著書
は心を整理する片付け本と理解され、日本のみならずアメリカにおいてもベストセ
ラーになった。
⑵　アメリカでは1970年から 2020年までの 50年間で人々の消費は2倍に増え、
平均的な家の大きさはほぼ3倍となった（ジョシュア・ベッカー，2016）。Google トレ
ンドの、アメリカにおける「minimalist」の検索傾向によると、2009年頃から検索

禅とミニマリズム
　

軽　部　真　生
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https://chikouken.org/activity/activity_cat06/14218/（最終閲覧 2023/12/14）

（３）「曹洞宗　SOTOZEN-NET」内「寺院合併・解散マニュアル」：https://www.sotozen-

net.or.jp/ 合併解散マニュアル（最終閲覧 2023/12/14）

（４）稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門　孤立から絆へ』2011、中公新書

（５）ロバート・パットナム『Making Democracy Work』1993

（６）ロバート・パットナム『Bowling Alone』2000

（７）気仙沼市役所ホームページ：https://www.kesennuma.miyagi.jp/index.html（最終閲覧

2023/12/14）

（８）自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子ども会など。

（９）民生委員、まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、美化、防犯・防

災、環境、国際協力、提言活動など。

（10）青年会議所では年齢制限を設けており、現在副住職は所属していない。

（11）清凉院の徒弟が副理事長として、さらに清凉院としても活動に協力している。

（12）稲場圭信 / 黒崎浩行『震災復興と宗教』2013、明石書店、pp.58-59

（13）寺沢重法「マクロデータからみた現代日本の宗教とソーシャル・キャピタル」（『宗教研

究』2011、日本宗教学会）pp.1030-1031

三
一
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リング調査を通じて、清凉院、興福寺ともに日頃の檀信徒とのつながり（お祭り、落

語、音楽コンサート、坐禅会、梅花講、棚経）を大切にしており、さらに積極的に寺院外
（宗教的ではない）の活動も行っていることが明らかとなった。そのことから日頃よ
り「何かあれば（災害等）寺に行け」という暗黙のルールを檀信徒や地域が共有
し、普段のつながりを大切にしながら寺院運営を実践していた。よって、有事の際
に避難所寺院、避難者の双方からつながりやすい関係性が築かれていたと考えられ
る。

8.課題

　一概に寺院が避難所になるかどうかは、SC では測れない様々な要因（指定避難所と

の位置関係、寺院の耐震性など）が考えられる。東日本大震災での寺院の意義として
は、発災時に寺院が避難所として活用されたことは共助として意義深いものであっ
たと周知された。一方で、気仙沼市の「避難施設一覧」（2022）には寺院はひとつ
もみられない。2022 年に横浜市と横浜市仏教会が大規模地震等の災害時に相互に協
力する協定を結んだ。そのようにして気仙沼市の仏教会も、市との防災意識を共有
することが大切であると考える。稲場圭信も「寺院の機能やマンパワーとしての僧
職者を、地域における「社会資源」として再定義し、かつ地域福祉推進の担い手た
る「社会資源」の一つとして積極的な位置付けを行っていくこと」（12）を指摘してい
る。それが SC としての寺院の一端を担っているはずである。日本の SC と宗教の
研究は新規性が高いため、今後の質的・量的研究の蓄積が課題であると指摘される
中、寺沢重法によれば、欧米で行われているような大規模な量的調査を行うことで
宗教と SC の研究は大きく発展するのではないだろうかと指摘する（13）。今後、官民
との連携、そして、さらなる日本の SC と宗教の質的・量的研究が待たれる。

謝辞

　本研究の趣旨をご理解いただき、快く協力して頂いた調査対象教区の宮城県第
16 教区の住職様並びに副住職様、寺族様に心から感謝いたします。さらに聞き取
り調査にも丁寧に対応していただいた興福寺様、清凉院様に重ねて感謝いたしま
す。

註

（１）曹洞宗宗務庁『曹洞宗宗勢総合調査報告書 2015 年』

（２）大正大学地域構想研究所・BSR 推進センター 小川有閑・髙瀨顕功「第 4 回「寺院にお

ける新型コロナウイルスによる影響とその対応に関する調査」単純集計の結果報告」：
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裡などの被害はない。
　まず発災直後の清凉院の状況は、およそ 40 台の車が避難し、車中で 4 日間過ご
した。ここで車中泊になってしまった理由として、余震が続き、本堂や庫裡の耐震
などを含めた明確な安全を確保できなかったのが理由である。しかし、いつまでも
車中泊という訳にはいかず、5 日目から寺院を開放し、およそ 60 人で寺院での避難
所生活が始まった。運営は避難されている方が行い、避難者の多くは清凉院の檀信
徒であった。清凉院は避難所の側面もありながら、広い敷地を有することから物資
を集積し、分配する拠点にもなった。さらに外部との接点が広がり、（認定）特定非
営利活動法人ジャパンハートの診療所の開設、（公社）シャンティ国際ボランティア
会が避難所運営や漁業支援などを行った。清凉院の僧侶は当時のことを振り返り、

「つながるものを全てつなげるのが役割だと思った」と話していた。清凉院の震災
前の活動として、お祭りや落語会、音楽コンサート、坐禅会などの催し事を積極的
に活動しており、中でも寺院外の活動として、副住職と徒弟が一般社団法人気仙沼
青年会議所に所属し、まちづくりに貢献していた。震災後は全ての活動（10）を継続し
つつ、寺ヨガやキッズヨガも始め、「特定非営利活動法人浜わらす」設立に協力
し、運営（11）に携わっている。
　次に発災直後の興福寺の状況は、およそ 130 人の避難者が寺院に駆け込んだ。
興福寺は大規模火災が起きた鹿折地区に位置していることから、火事の恐怖もあっ
た。すぐに檀信徒ではない 8 世帯の家族との生活が始まった。避難所運営は、
リーダーを決めず、役割や担当を決めない運営である。想像するに、その生活では
人のために行動する「利他」の気持ちが行動の原動力になっているのではないだろ
うか。また避難者は着の身着の儘に避難していることを考慮し、住職と寺族は発災
の日のまま着替えなかった。寺族の方は「お寺と地域ももちろんだが、住民同士の
普段のつながりが大切である」と言い、続けて「その時だけでは、終わらせない。
終わってはいけないつながりがあった」と話していた。震災前の活動としては、市
内で唯一棚経を行っており、市内で数少ない梅花講、観音講を設置している。震災
後は、同様の活動に加え、震災で避難所となった経験を語る活動を行っている。

7.まとめ

　調査結果から未曾有の災害が起きた時には、気仙沼市の曹洞宗寺院の半数が避難
所として活用されることが明らかとなり、今後、全国寺院の防災対策を講じる上で
も注目される。質問紙調査から僧侶が「地縁的な活動」、「ボランティア・NPO・
市民活動」の頻度が多いと避難所として、活用される傾向がみられる。さらには一
般的信頼が高い僧侶がいる寺院は避難所として、活用される傾向がみられる。ヒア
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　次に図 1「地縁的な活動」（８）と図 2「ボランティア・NPO・市民活動」（９）の活動頻
度を尋ねた質問で避難所寺院と非避難所寺院で比較した。
　図 1 では「地縁的な活動」の
参加頻度を尋ね、非避難所寺院
に比べて、避難所寺院の 20％
は月に 2 〜 3 日程度の高頻度で
地縁的な活動をしている。活動
している全体をみると、避難所
寺院は非避難所寺院の 3 倍活
動していることが明らかになっ
た。
　次に図 2 では「ボランティ
ア・NPO・市民活動」の参
加頻度を尋ね、非避難所寺院
の 40％は年に数回程度の参
加頻度に対して、避難所寺院
は月に 2 〜 3 日程度の高頻度
でボランティア・NPO・市
民活動をしていることが明ら
かになった。

図１　地縁的な活動比較

図２　ボランティア・ＮＰＯ・市民活動の比較

図３　一般信頼の比較

　最後に、図 3「あなたは、一般
的に人は信頼できると思います
か。それとも注意するに越したこ
とはないと思いますか」という一
般的信頼を尋ねた質問で避難所寺
院と非避難所寺院で比較した。
　非避難所寺院に比べて、避難所
寺院が「信頼できる」と回答した
割合が 3 倍であった。また非避難所寺院の中には避難所寺院にはなかった「注意す
るに越したことはない」という意見もみられた。

6.ヒアリング調査を通じて

　ヒアリング調査は震災直後から避難所として、寺院を開放した気仙沼市清凉院、
興福寺で行った。どちらの寺院も地震による揺れによる倒壊や津波による本堂や庫
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5.質問紙結果

　ここでは発災直後に寺院が避難所として活用された記録とソーシャル・キャピタ
ルの視点から寺院が避難所として活用された要因を考察する。
　表 3 では「避難所として活用した期間」、「最も多くの避難者が居た時は、どのく
らいか」、「避難所になったきっかけ」をまとめた表である。まず、半数の寺院が避
難所として活用されていることが明らかになった。それも短くても 1 週間、長く
て半年間もの間を避難所として活用していた。注目するのは D 寺院で、最も多く
の避難者が居た時は、300 人であった。一時避難と言えども、300 人を受け入れる
のには様々な環境要因が必要となってくる。大きな要因としては、敷地が挙げられ
る。気仙沼の主な交通手段は自動車であるため、避難者の誘導についても苦労が
あったことが推測される。さらに、D 寺院の避難所になったきっかけとして、「「な
にかあれば（災害等）寺に行け」という暗黙のルールがあった」ということから、
地域の人々の生活の中に寺院もしくは、D 寺院の僧侶という存在に対する大きな安
心感があったことだろう。
　避難所になったきっかけがいずれにせよ、気仙沼市に限らず、これから災害時に
寺院が避難所として活用されることは大いに考えられる。しかし、震災後にこれら
寺院が市指定の避難所として明記されることはなかった。災害やまちづくりなど民
官連携が求められるところであることは、震災で明確になった今、これからの連携
に期待したい。

表３　避難所としての寺院
避難所としての
活用した期間

最も多くの避難者が居
た時は、どのくらいか 避難所になったきっかけ

A なし
B 1 週間 　3 人 知人で家が流され困っていたため

C 3 ヶ月間 35 人 被災した檀家及び寺営の保育所の被
災家族の受け入れ

D 6 ヶ月間 300 人 「なにかあれば（災害等）寺に行け」
という暗黙のルールがあった

E 3 ヶ月間 130 人 地域の小学校が津波に襲われた為避
難したい要請があり即決

F なし
G なし
H 3 ヶ月間 100 人
I なし
J なし
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4.概要・調査方法・属性

　宮城県気仙沼市の曹洞宗寺院 ( 宮城県宗務所第 16 教区 15 ヶ寺 ) に対して、質問
紙調査を実施した。質問紙の内容は『曹洞宗宗勢総合調査 2015』、ソーシャル・
キャピタル（信頼、規範、ネットワーク）、東日本大震災直後の対応についての設問を
作成した。またその曹洞宗寺院の中で、東日本大震災の際に避難所として活用され
た寺院 2 ヶ寺にヒアリング調査を行った。以下、表 1「調査方法」、表 2「属性」。

表１　調査方法
気仙沼市曹洞宗寺院アンケート調査

調査実施期間 令和 5 年 8 月 29 日〜 9 月 29 日
調査方法 郵送法（配布・回収）
母集団 調査実施期間内で住職または、副住職、寺族である気仙沼市の曹洞宗寺院
対象者 15 名
調査配票数 15 票
回収数 10 票
有効回収率 66.7％（10/15）

表２　属性
気仙沼市曹洞宗寺院アンケート調査

指　　　　　　標 n ％

性　　別
男性 9 90
女性 1 10

年　　齢

30 代 1 10
40 代 2 20
50 代 2 20
60 代 2 20
70 代 2 20
80 代 1 10

居住年数

10 〜 20 年未満 2 20
20 〜 30 年未満 0 0
30 〜 40 年未満 2 20
40 〜 50 年未満 2 20
50 〜 60 年未満 2 20
60 年以上 2 20
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互い様」、「絆」といった説明がされている（４）。定義で言えば、SC のエポックメイキ
ングとなったロバート・パットナムの定義のみを本稿では提示する。パットナムは
SC とは「協調的行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる信頼、規
範、ネットワークなどの社会的仕組みの特徴」（５）を定義した。しかし、その後の

『Bowling Alone』では、「個人間のつながり、すなわち社会的ネットワークおよび
そこから生じる互酬性と信頼性の規範」（６）と再定義した。その変化には「社会」か
ら「個人」という言葉から窺えるように「マクロ」から「ミクロ」への視点が強調
されるようになった。前者の定義にある「社会」という言葉では見落とされてしま
う「個人」に注目し、双方の視点を含む表現を用いた。つまり、SC による正の影響
も負の影響も考慮するということが再定義に至ったと考えられる。

3.なぜ宮城県気仙沼市なのか

　ここでは調査対象地域に宮城県気仙沼市を選んだ要因について 2 点述べる。ま
ず 1 点目は、過疎化・少子高齢化による影響である。以下、気仙沼市役所のホー
ムページによれば、人口は昭和 55 年に 92,246 人でピークを迎え、その後、年々減
少に転じている。現在令和 5 年 11 月末日の住民基本台帳人口によれば、57,726 人
で、人口減少の問題を抱える。また気仙沼市の令和 5 年 3 月時点での高齢化率は
40.1％、同年 9 月での全国の高齢化率は 29.1％と差が顕著である。平成 26 年 4 月
の改正過疎地域自立促進特別措置法の施行により、過疎地域の要件に該当してい
る。次に出生数と死亡者数である。出生数の減少・死亡数の増加により平成 13 年
に自然減に転じて以降、減少幅は拡大している。昭和 40 〜 50 年代に 1,200 を超え
ていた出生数は、近年 250 人前後まで減少。さらに年間 300 〜 1000 人の転出超過
も人口減少に拍車をかけている（７）。
　2 点目は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災である。震災により、気仙沼市で 
1,300 人を超える死者。さらに浸水面積は、市街地の広範に及び、道路や鉄道、行
政機関等の地域の社会基盤、気仙沼漁港や魚市場等、産業基盤に甚大な被害をもた
らした。この震災の避難者のピーク時には、およそ 2 万人いたとされる。
　以上、この 2 点の理由から対象地域を宮城県気仙沼市とした。以下、研究意義
を簡潔に挙げる。
① これからより多くの地域が人口減少や高齢化率の上昇をむかえる中、それら課題

を既に抱える地域に属する寺院を調査することは意義深いと考える。
② 今後、予想される南海トラフ沖地震や首都直下型地震、さらに地震以外の災害で

の寺院の活用と僧侶の意識において、気仙沼市がひとつのモデルケースになり得
ると考える。
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　（第25回）　2024年６月

1.背景と目的

　現代、少子高齢化や都市部への人口移動に伴う檀信徒の減少などにより、『曹洞
宗宗勢総合調査報告書 2015 年』によれば、国内の曹洞宗寺院全体のおよそ 42％が
専業の難しい寺院とされる（１）。この調査から 8 年が過ぎ、その間には新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）の蔓延防止を掲げる「三密」という言葉に代表されるよ
うに、葬儀の簡略化・縮小化が行われた。小川有閑らの「寺院における新型コロナ
ウイルスによる影響とその対応に関する調査」によれば、葬儀に関して、新型コロ
ナウイルス感染拡大以前と比較して現在はどのような状況であるかという質問に
は、「会葬者の人数が少ない」が 94.9％、次いで、「一日葬などの簡素化が行われて
いる」が 60.1％という結果であった（２）。新型コロナウイルスの影響は大きく、寺院
は加速度的に寺院運営や今後の教化活動に不安を抱くようになったのは想像に難く
ない。
　また曹洞宗のホームページでは、2022 年に「寺院合併・解散マニュアル」（３）が公
開された。一見、合併や解散を積極的に推奨している印象を受けるが決してそうで
はない。実際に寺院の役割や歴史を考えると簡単に合併や解散ができない現状があ
る。しかし、適正な活動ができていない不活動寺院が存在することで、地域で負担
になっていることが懸念されるようになり、地域の負担を軽減するための検討材料
として、ホームページ上に公開された。不活動寺院になるまでには、檀信徒や住職
の不在や地域に必要とされていないなど、様々な要因が考えられる。
　つまり、アフターコロナの寺院運営や教化活動、あるいは、寺院合併や解散とい
う課題が寺院の存在意義を問いかけているのではないだろうか。そこで本稿の目的
は、ソーシャル・キャピタルの視点から、平時の際の寺院の活用や僧侶の意識が東
日本大震災の際に地域に与えた影響について考察する。そこから寺院や僧侶の意義
を検討するものである。

2.ソーシャル・キャピタル

　稲葉陽二によれば、ソーシャル・キャピタル（以下、SC）を日本語で言えば、「社
会関係資本」と言い換えられ、日常で言い換えれば「情けは人の為ならず」や「お

ソーシャル・キャピタルとしての寺院
―被災地気仙沼を例に―

菊　地　志　門
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い取り組み」以上の評価は合計でも39.6％と低い一方で、菩提寺ありの人々の評価
は過半数以上が「良い取り組み」以上の評価であること。また菩提寺がある人々の
ほうが寺院の社会貢献活動の認知度は高く、その評価も高い傾向にある事が分か
る。しかし、こうした意見がある一方で、菩提寺あり・無しそれぞれが、共に「意
識したことが無い」が最多であり、関心の薄さを表している。但し、こうした活動
を「悪い」と評価する人も殆どいない、との結果であった。

社会貢献活動認識のズレ

　調査を通して、人々が寺院の役割として、葬儀や法事等の供養以外の活動に関し
ては、関心が薄いことが分かった。このように人々に求められる寺院の役割として
の供養、これは果たして寺院に属さない人々にも、「社会貢献活動」と捉えられて
いるのだろうか。
　というのは、全日本仏教会の調査（問12）において「供養」と「社会貢献活動」
は明確に分かれている。これは前述の『曹洞宗檀信徒意識調査報告書』（2012）で
指摘された「曹洞宗寺院において住職も檀信徒も供養は社会貢献活動であるとの認
識」とは異なる立場である。日本仏教界内において認識のズレを指摘できる。た
だ、残念ながら全日本仏教会の調査においても一般の人々に対して、供養が社会貢
献活動であるかを問う調査は見当たらなかった。これまでの調査を踏まえて以下に
提言したい。

まとめ

　『仏教語大辞典』によると、寺は、「仏像を安置し、僧や尼が住んで、仏道の修行
や仏事を行う建物」とある（５）。寺は仏教の教えを実践する修行の場でなくてはな
らない。経済活動を優先すればそこに仏教はなく、形骸化した寺院のようなもので
しかない。寺院の社会活動への人々の意識としては、関心は希薄ながら、それ自体
を否定する意識は極めて少ないことが分かった。存続を考えるとき、我々は仏教・
寺院・僧侶との順で考えがちであるが、僧の仏教の実践が寺院と仏教の存在意義を
示し、存続を可能とする。現状の如く、人々に求められないからせず、おそらく今
後もしない限り、人々の関心なきゆえに非難も少ない。但し、しなければ現状は厳
しさを増すばかりである。供養のみを重視し、それを社会貢献活動と認識し、それ
のみに特化していけば、少子化の現代社会に於いてやがて供養の機会は減少し、不
要とされる。今後、寺院は仏教僧としての真価を問われる。
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り対内的性格の強い社会活動への転換とも見える。
　また09年宗勢基本調査（問31）で、寺院が（1）ビハーラ、ホスピスなどの死の
看取り（2）高齢者の介護（3）子どもの教育や育成（4）教養、文化、スポーツな
どの活動（5）地域の世代間交流の促進（6）地域の活性化、地域おこし（7）生活
上のカウンセリングや相談、これら7つの活動を行う場合、どう思うかを門信徒
に問うものがある。ここでは、「賛成」と「どちらかと言えば賛成」を合計する
と、最も割合の低い高齢者の介護でさえ66.7％と 7割近く、他についてはおよそ7
割～ 9割の人々が容認していることが分かる。
　以上の調査結果から、「教化活動」に関しては曹洞宗、本願寺派寺院共に、団体
は減少、活動の縮小がみられた。「社会貢献活動」に関しては、曹洞宗寺院は要望
の多い「供養」に力点を置き、それを社会貢献活動として捉えている。本願寺派は
活動縮小傾向ながら、より対外的な社会活動へシフトしている機運が見え、そのよ
うな活動に人々は、概ね容認との立場である事も分かった。以上の結果を踏まえ、
以下にこうした寺院の社会活動に対するb「人々の意識」について考察する。　

寺院による社会貢献活動の可能性

　対外的な性格を持つ社会貢献活動の可能性を考察するうえで、檀信徒でも門信徒
でもない「寺院に属さない人々」の意識もみる必要がある。
　そこで菩提寺のない人々も調査対象とした「仏教に関する実態把握調査（2021年

度）」（公益財団法人全日本仏教会と（株）大和証券の共同調査）の中で「お寺の社会貢献活
動」に関する調査を参考とした。
　このうち、「お寺の社会貢献活動の取り組みに関する認知状況」（問5）、「お寺で
取り組むべき社会貢献活動」（問6）、「お寺の社会貢献活動への取り組み評価」（問

9）を通して人々の社会貢献活動に対しの意識を見ていく。
　まず「お寺の社会貢献活動取り組みの認知状況」、菩提寺無しの人々対象では、
過半数を超えたのは幼稚園・保育園と地域のお祭りのみであった。全体にどの項目
においても菩提寺ありと比べると、5～10％認知度が低い。
　次に「お寺で取り組むべき社会貢献活動」についてだが、菩提寺無しの人々は、
是非お寺で取り組むべき事として最多64.4％の「伝統文化・芸術の保存」、58.3％の

「災害時の避難場所」、57.7％の「地域のお祭り」を挙げた。これらは社会貢献活動
との明記はないものの、寺院によるその一環として考えられ「地域のお祭り」は

「地域への寺院の開放」の一つと考えられる。また、菩提寺の有無に関わらず、金
銭の関わらないボランティア的性格の強い項目が多数派にあることが分かる。
　「お寺の社会貢献活動への取り組み評価」については、菩提寺無しの人々の「良

三
二
九
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化団体は年々減少した。
　社会貢献活動についてはどうか。社会貢献活動をする際、会館や研修道場、また
保育施設や福祉施設等の社会教化施設を通して行うことがより有効と考えられる。
そのため、社会教化施設数の増加は活動の活発性を示唆する。そこで社会教化施設
数の推移をみてみたが、1975年から増加傾向であった施設は1995年 3,031をピー
クに、05年宗勢調査（問54）では 2,425施設となり大幅に減少した。
　このような状況下で、「寺院や住職が今後、なすべき社会貢献はどのようなもの
か」と、教区長対象の05年予備調査（問21）がある。そこでは葬儀・先祖供養が
最多で69.3％であった。
　15年宗勢調査では社会貢献活動に関するものは、住職に「社会に貢献すると考
える活動が何か」問18を問うものである。最多の回答は、「葬儀や年回法要」
75.3％で、この結果について曹洞宗は「葬儀や年回法要が7割以上も社会貢献する
と考えられているという点は興味深い。多くの住職が自身の日常的な活動を社会に
貢献するものとしてとらえているのである。さらに前述した『檀信徒2012報告
書』の結果からもわかる通り檀信徒もそのように考えている」とある（４）。「寺院に
対していかなる社会貢献を求めているか」の2012年曹洞宗檀信徒意識調査（問

22）がそれだ。檀信徒から回答（3つ選択）を得たものである。寺院のなすべき社会
貢献は「葬儀や年回法要」が最多の82.6％、次に「平和祈願や追悼」が42.4％、

「寺院を地域へ開放」は30％と続いた。確かに大多数が社会貢献活動として「葬儀
や法事」を求めている。一方、これ以外の事柄に関してはかなり少数派といえる。
この事から、檀信徒が葬儀や法事等の供養に比べ、それ以外の社会貢献活動を寺院
へ求めている割合が格段に少ないことも分かった。
　次に浄土真宗本願寺派寺院の宗勢基本調査を見ていく。09年（問31）・15年（問

45）とも、教化団体について、掲げた団体全て減少傾向である。社会貢献活動に関
しては、09年（問16）、15年（問17）で、①「住職がどのような社会活動の役職に就
いているか」と、09年（問32）、15年（問46）で②「寺院ではどのような活動（社会

活動に限らない）を行っているか」がある。
　①に関しては「役職についていない」は実数・割合ともに減少し、最多の「町内
会・自治会・地域婦人会の役員」をはじめ殆どの役職において増加傾向にある。社
会活動に関する役職へ所属する住職は増え、社会活動への意識向上と受け取れる。
次に②は、「いずれも行っていない」が増加、「掲示伝道、文書伝道、訪問伝道、常
例法座、ビハーラ活動、お茶、お華、習字教室、季節の催し、その他」のうち、増
加したのはビハーラ活動と教室のみであった。微増ながら増加したのは門信徒対象
というよりも一般の人々を対象とした事項であることが分かる。教化活動から、よ

三
三
〇
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　次にb「どの程度の収入か」についてであるが、寺院の収入に関しては、09年宗
勢基本調査（問52）によると、100 万以上 300万未満が 25％の 1440 ヶ寺、次いで
300万以上 600万未満の 19％の 1097ヶ寺となっている。
　一方で15年宗勢基本調査（問69）においては、年間総収入は100万円未満の寺
院が18.2％から 21.7％へ増加、両年とも最も多い割合である100万円以上 300万
円未満の寺院が25％から 23.2％へ減少、300万円以上 600万未満も 19％から 18.8％
へ僅差であるが減少、600万以上は 37.8％から 36.4％へ減少していることがわか
る。即ち100万円以上の収入の寺院は軒並み減少傾向で、低収入寺院増、高収入
寺院減であることが分かる。
　以上より、浄土真宗本願寺派の寺院は、葬儀数は増加しながらも低収入寺院が増
加している傾向がうかがえる。
　次に②後継者問題についてa「現住職の年代」に関してだが、05年と 15年の宗
勢調査を比較すると以下のようになる。30歳未満は0.8％→ 0.7％、30代 5.4％
→ 4.9％は微減、40代 13.8％→ 14.6％は微増、50代 24.8％→ 22.6％は微減、60代
31.2％→ 31.7％、70代 17.8％→ 18.6％、80歳以上は 6.2％→ 6.9％と、60代以上は
全て微増である。平均年齢も60.3 才から 60.7 才とやはり確実に高齢化し、4人に 1
人以上が70代以上である。次にb「後継者の存否」についてであるが、前述した通
り、4割以上が現状決まっていない。
　③護持意識に関しては、寺院側の意識として、a「護持意識の為の活動」、また寺
院外の人々の意識として b「護持意識の為の寺院の活動に対する人々の意識」に着
目した。
　ａについては、主として門信徒・檀信徒を対象とする「教化活動」と、門信徒・
檀信徒でない人々も対象とする「社会貢献活動」についてその実態を見てみた。
　まず曹洞宗の教化活動に関して1995年では 27,328の教化団体があり、10,204の
寺院が何らかの教化団体を主催していたが、05年宗勢調査（問43）では 22,044の教
化団体のうち、主催寺院数は9,058（全体の64.5％）で、1995年に比べ 1,000ヶ寺以上
の減少が見られる。また主催してない寺院は2,819 ヶ寺で、全体の20.1％であっ
た。
　「主催する教化団体は具体的にどのような団体か」（問43）では梅花講、坐禅会、
その他の講が多数派で、宗門独特の団体が多い。更に「今後、主催したい教化団体
の有無」（問43）には、50.4％の寺院が有りと過半数以上が回答。しかし15年宗勢調
査（問 28）では、何らかの教化団体を主催している寺院は13,645ヶ寺中、8,195ヶ寺
で 60.1％、また主催していない寺院は4,389ヶ寺で全体の32.2％であった。05年に
比べ、割合も実数も主催寺院は減少していた。寺院の意向とは逆行し、主催する教

三
三
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倒的に多く、高齢化は寺院の運営主体である住職にも確実に影響していた。b後継
者の存否は、05年と 15年の質問形態が異なるので単純に比較できない。ただ、05
年宗勢調査（問18）には全住職に後継者の存否を調査したところ、23.6％がいないと
答えた。15年宗勢調査（問14-イ）には寺を存続してほしい意志を持っている住職へ
の調査でも同じ 23.6％となった。05 年では寺院存続を望まない住職も含まれている
ことが想定されてる一方、15年は存続を希望していながら後継者がいない、との状
況が考えられるため、存続希望の中での同じパーセンテージは、より深刻な後継者
不足を指摘できる。

寺院存続における問題（浄土真宗本願寺派）

　これよりは浄土真宗本願寺派寺院について考察する。まず、09 年宗勢基本調査
（問34）で住職に「寺院に関して切実に困っていることは何か（3つ選択）」との問い
がある。
　これに対して多数派の意見は「門徒の高齢化」、「門徒の減少」、「寺院経済がやっ
ていけないこと」、「寺院に人が集まらない」、「後継者問題」であった。15年宗勢基
本調査では、同様の質問として住職に対し「護持運営上の問題は何か」（問77、いく

つでも選択可）との問いがある。この問いに対しては「門信徒の寺院護持意識の薄
れ」、「門信徒の後継者の不在」、「寺院の行事に人が集まらない」、「門信徒が少なす
ぎる」、「寺院修理等の経済的問題」との回答が多かった。回答に共通していること
を大別すると、「経済的問題」と「門信徒意識の問題」となり、また15年宗勢基本
調査では「住職の後継は決まっているか」（問23）に 40.8％の「決まっていない」
という回答からは、やはり大きな問題として捉えられる。以上から、浄土真宗本願
寺派寺院も曹洞宗寺院も近い問題意識を持っていることが分かる。そこでやはり①
収入②後継者③護持意識の三つの問題について考察したい。
　まず収入に関し、a「どのような方面から」、b「どの程度の収入か」だが、浄土
真宗本願寺派の宗勢基本調査においては、寺院収入の内訳、例えば寺院収入のうち
葬儀や法事の布施の割合がどれほどか等の調査はなく、広い括りで「寺院活動」と
されている。そこで、寺院活動から得られる収入について見ていく。
　15年宗勢基本調査では「寺院活動から得られる収入の割合が住職世帯収入のう
ちどれほどの割合か」（問74）がある。10割が 31.5％、5割以上 61.4％であった。そ
れでは、そのような「寺院の活動収入で寺院を護持運営できるか」（問76）につい
ては、「厳しい」、「全くできない」の合計49.8％にのぼり、ほぼ半数の寺院が寺院
活動のみでは護持運営が困難である。これらのことから寺院活動収入への生活依存
度は高いながら、その収入だけでは寺院の維持運営が厳しいとの認識が分かった。
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てみる。
　a「どのような方面から」は、15年宗勢調査（問5）で「寺院収入の内、8割以上
が宗教活動収入である」と回答した寺院は、全体の75.1％、6割以上も含めると
82.8％であった。
　b「どの程度の収入か」について、05年宗勢調査（問55-イ）と 15年宗勢調査（問

85）で法人収入を比較した。ここでは300万円以下を「低収入寺院」、300万 1円以
上 800万円以下の「中収入寺院」、800万 1円以上を「高収入寺院」と区分する。そ
れによると低収入寺院は05年 44.9％の 6,311 ヶ寺であるのに対し、15年は 41.9％
の 5,713寺院であった。中収入寺院は25.3％の 3,552 ヶ寺から 25.1％の 3,426 ヶ寺
で僅かに減っているものの、高収入寺院は18.7％の 2,625 ヶ寺から 24.9％の
3,403 ヶ寺と大きく増加している。つまり、低収入寺院減、高収入寺院増となった
ことが分かる。「法人収入のうち8割弱が宗教活動による」と15年宗勢調査（問

55-ロ）で 81％の寺院が回答していることから、要因は葬儀や法事の布施収入にあ
ると考えられる。
　そこで次に葬儀・法事の布施収入を見ていく。葬儀の布施収入については05年
宗勢調査（問88）と 15年宗勢調査（問56）を比較すると、10万以下の寺院は半減。
また05年と 15年で最も回答が多かった葬儀布施収入 10万 1円～ 30万円は
48.5％から 52.7％へ増加。更に全体でみると10万 1円以上の寺院は72.1％の
8852 ヶ寺であったが、15年には 85.9％の 9450 ヶ寺となる。つまりこの10年で葬
儀の布施は増加傾向といえる。
　つぎに法事収入について、年回忌法要１回当たりの布施額は05年宗勢調査（問

89）で１万円以下が14.3％の 1770 ヶ寺に対し、15年宗勢調査（問57）では 8.7％の
1006ヶ寺で、764 ヶ寺の減少。１万１円～3万円も 59.4％の 7,340ヶ寺から、57.7％
の 6,658ヶ寺へと 682ヶ寺の減少。一方で3万 1円以上、5万 1円以上、10万１円
以上の割合は全て増加した。これらをまとめて3万１円以上を合計すると、05年は
26.3％の 3,254 ヶ寺に対して、15年は 3,883で 629 ヶ寺の増加であった。これらを
みると布施の高額化が顕著である。
　以上から葬儀・法事の布施の高額化の傾向が見えてきた。このことから寺院収入
が増し、低収入寺院減、高収入寺院増の結果をもたらしたことが分かる。
　次に②後継者問題に関してだが、この問題に関しては、a 現住職の年代、b 後継
者の存否をみた。まず、a現住職の年代に関して、05年宗勢調査（問3）では 50代
が 27.7％と最多、次いで60代が 22％、70代が 17.5％であった。しかし15 年宗勢
調査（問3）では、曹洞宗の男性住職の割合が60代 28％で最多、次いで50代
21.6％、70代 17.1％であった。曹洞宗の寺院における男性住職の割合は95.2％と圧
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日本仏教の実状

　日本において仏教徒の減少は著しい。文化庁の『宗教年鑑』（令和３年版）（１）によ
ると、宗教法人数は、仏教系76,887（前年比83減、2,000年比 627減）、信者数は、仏教
系8,397万人（前年比86万減、2,000年比 1,140万減）であった。日本仏教が今後、活性
化され続けていくためには何が必要なのかを検証したい。
　平成27年版厚生労働白書によると2008年１億 2,808万人をピークに日本の人口
は減少に転じた。少子化による人口減少は信者数の減少を招く。現代日本におい
て、仏教布教の主たる担い手は「仏教寺院」である。　　　　　　　
　少子化は、日本各地で過疎地を生じさせ、寺院存続の危機を招く。過疎は寺院を
支える力の減退を招くからである。そしてそれは仏教の衰退を意味する。寺院の存
続は仏教存続の鍵といえる。以下に寺院の実状をみていく。
　寺院の現況をみる上で、曹洞宗と浄土真宗本願寺派の寺院を対象とした。理由は
全国7万以上の寺院のうち、曹洞宗（18.6％）、浄土真宗本願寺派（13.3％）が占める
割合が高いこと（２）、また曹洞宗は過疎地域に立地する割合が高く、過疎地域にお
ける寺院の実態をより表しているといえ、過疎地は人口減の日本社会全体の縮図と
捉えられるからである。
　曹洞宗に関しては「2005・2015年曹洞宗宗勢総合調査報告書」（以下、05 年・15 年

宗勢調査）を、浄土真宗本願寺派に関しては「第九回（2009）・第十回（2015）宗勢基
本調査」（以下、09年・15年宗勢基本調査）を参考とした。

寺院存続における問題（曹洞宗）

　曹洞宗寺院対象の15年宗勢調査（問59）「寺院運営上で最も深刻な問題は何か」
の回答を見ると、①収入②後継者③護持意識に関する問題に大別できる。そこで①
②に関しては寺院内の事柄の為、宗勢調査を参考にし、③に関しては寺院、並びに
寺院以外の人々に対する意識も考察する必要がある為、宗勢調査と共に、「仏教に
関する実態把握調査2021年度」（３）を参考とした。
　まず、①収入問題に関してだが、寺院存続に関し収入は核となる。寺院収入の実
態把握の為、a「どのような方面から」、b「どの程度の収入か」を得ているかを見

寺院存続と社会貢献活動

川　口　道　寛
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ると感じた。（談：永昌寺 海野義範住職）

　（４）まとめと所感
　今回の取材を通じて、寺院の規模や事業の目的により、クラウドファンディング
のミッションは大きく変わるように感じた。日本一の資金調達を達成した法隆寺の
山内の思いとは、多くの国民の力を借りて境内の維持管理をするという、多数の国
宝を守る覚悟と矜持を感じさせるものである。また、「謎解き」というキーワード
を提唱した西大寺のプロジェクトは、文化財修復や学術調査の新しい在り方を資金
調達と共に世に問う試金石でもある。最後に訪問した永昌寺の事例は、誰もが挑戦
できる一般寺院の取り組みを通して、資金調達よりもご縁づくりとしてのクラウド
ファンディングの可能性を問う一つのモデルとなるものである。
　いずれのプロジェクトでも共通していたことは、クラウドファンディングは開始
すれば自動的にお金が集まる仕組みではなく、普段からの地域や個人・団体との接
点やお付き合い、日々 SNSのフォロワーやファンを大切にする姿勢など、日々の
日常底が問われるという点であった。今後のますますの広がりと共に、新たな価値
観を提唱するようなクラウドファンディング事例を追い続けていきたい。

註
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倍となる１億円に達した。寄付の内訳では10万円以上の高額支援者が多い。ま
た、リターン無しの1万円の寄付が最も多く、純粋な支援の気持ちが数字に表れ
ていることがわかる。
　（２）西大寺（奈良県奈良市）

『巨大掛け軸「大日三尊像・五大尊像」の修復と謎解きにご支援を』
目標：5,000,000 円　達成：12,150,000 円（達成率 243％）

支援者：546 人　事業者：Readyfor  方式：All or nothing　
　叡尊上人によって765年に開かれた真言律宗の総本山である西大寺では、大茶
盛という巨大な茶碗を用いた独特の茶会が有名であったが、コロナ禍で完全にス
トップしてしまい観光収入と合わせて大打撃となった。そのような中、本堂の天井
から巨大な掛軸が発見され、文化財の修復と学術調査のためのクラウドファンディ
ングを「謎解き」という視点から立ち上げた。思いのほか序盤は難航し、チラシの
配布や末寺への依頼、これまでの茶会に来られていた茶道関係の社中に広報活動を
行うことで、目標を大きく超えた金額が集まった。もともと常勤の者が少ないこと
から４人体制でプロジェクトを管理することになり、現金を直接持参される代理支
援（インターネットを利用できない人の支援を代行すること）への対応にも日々奔走する。
反省点として代理支援の下準備や、1,000万円を超えるようなプロジェクトの場合
は専属の担当者が必要になるなど、実務的な面でのアドバイスを多数いただいた。
結果として資金調達の後には支援者の名簿が残り、支えてくださる支援者と今後ど
ういった縁を繋いでいくかを未来に向けて考えている。（談：西大寺河内執事長）

　（３）永昌寺（岩手県北上市）
『まちを見守る丘に花を。地域のお寺を、誰もが訪れ、　のんびり過ごせる場所に。』
目標：2,000,000 円　達成：540,280 円（達成率 27％）

支援者：39 人　事業者：Campfire  方式：All in
　宗門寺院である岩手県北上市の永昌寺では、地域活性化のために境内に花を植え
るプロジェクトを立ち上げた。当初から実施の計画や予算は確保していたこともあ
り、目標金額に満たなくとも支援金を受け取ることができるAll  in 方式を選択。
金額でこそ27%の達成率で終了となるが、その後の展開で多数の反響があり、お
寺にとって大きな変化が起こったという。この挑戦がきっかけとなり、NHKの朝
のニュース『おはよう日本』のオープニングの生放送が入ることになり、常々続け
てきた坐禅会や法要などへの参加者が増加した。日常に人が集うきっかけが生ま
れ、花の手入れのボランティアなども活性化する。地元の子供フェスの参加や出演
依頼も増え、次の活動にご縁が繋がっているという。クラウドファンディングとは
何を持って成功とするのか、金銭以外の数値化できない価値の重要性を体現してい
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　以上、国や文化庁の考え方や全体的なトレンドから次のような点が挙げられる。
　①自助努力を促すことで、補助金の増額を通じて民間資金の流入を活性化させる
ことを目的としている。
　②財政が厳しい自治体においても、これまでに無かった民間資金の流入の在り方
として、クラウドファンディングが一定の市民権を得ていることがわかる。
　競争力がある団体が資金をますます得やすくなり、格差が生じてしまう可能性も
否定できないが、この制度によって厳しい財政難の中でも文化財の修繕が後押しさ
れていくこともまた事実である。今後は年月の経過と共に修繕すべき対象となる文
化財も増えていく。地方には事業者の資金が捻出できずに放置されている文化財も
相当数あると思われるが、今後はクラウドファンディングを活用して地域を超えた
人々の共感をどれだけ集めることができるのかが大きな課題となりそうである。

４．寺院の事例とまとめ

　（１）法隆寺（奈良県奈良市）
『世界遺産法隆寺〜 1400 年の歴史遺産を未来へ〜』
目標：20,000,000 円　達成：157,000,000 円（達成率 785％）　
支援者：7,456 人　事業者：Readyfor  方式：All or nothing　
　1億 5,700万円の資金調達に成功した法隆寺のプロジェクトはメディアでも大き
く取り上げられている。コロナ禍で拝観料収入が激減し、クラウドファンディング
を計画する。特定の文化財の修繕や緊急支援ではなく、「境内の維持管理の費用」
をプロジェクトの核としている。「目的がモノなら分かりやすいが、実際にかかる
のは莫大な日常の維持管理費。日本の宝は行政だけが負担しているわけではないこ
とを理解していただくための丁寧な情報発信を心がけた。」（談：大野正法執事長）

　県の文化振興記者クラブにリリースし全国配信され、開始9日目で目標金額の5

三
三
七

図４：法隆寺のクラウドファンディング支援の内訳
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記の表の501億円のうちのどれほどの割合が寺社仏閣への寄付型のプロジェクト
に関係しているかは推察の域を出ないが、寄付型のプロジェクトでは国内最大手で
あるReadyfor のサイト上には次のような記述がある。

　〝文化芸術に関わるプロジェクトではこれまで80億円の資金調達に成功しており、特にそ

の中でも寺院もゆかりが深い文化財に関するプロジェクトでは2021年に比べ、2022年は全体

の総支援総額は約2倍となっている。〟（ちなみに2022年には1億 5,700万円を調達した法隆

寺のプロジェクトも含まれている）

　現在公開されている資料から国内の市場規模や動向について読み解いていくと、
① 2017 年以降は平均 1,800 億円付近で安定的に推移しながら、②寄付型を含む購
入型など、投資家以外の一般消費者を対象とした非投資型のクラウドファンディン
グの割合は大きく増加しており、文化財関連の市場規模は拡大傾向にある。という
ことがわかる。
　（２）文化財に関する補助率加算というトレンド（国や文化庁の考え方の変化）

　クラウドファンディングの市場規模の拡大と共に、寺社仏閣のプロジェクトへの
追い風となる条件が令和4年より新たに追加された。それは、国・県の重要文化
財の修繕などを行う際の「補助率加算」という新たな仕組みである。
　通常、国や県の重要文化財（建造物・美術工芸品）の修理、防災、公開活用事業費
などについては、総予算の50％が基礎的な補助として行政が負担し、事業規模な
どにより0 〜 35％の補助率を加算して残りの金額が事業者負担となっていた。し
かし、今回の補助率加算の枠組みでは、寄付やクラウドファンディングにより資金
調達した場合においては、総予算の50％の基礎的な補助に加え、当該資金調達に
よって得られた額（補助対象経費の20％を上限）を補助率に加算することができる。
　詳しくは次の表の通りである。例えば総予算が1,000万円の文化財の修繕事業に
おいて基礎補助率50％のみの場合、残りの50％である500万円は事業者（宗教法
人など）が負担しなければならなかった。しかし、同様の事業で今回の制度を用い
て200万円（総予算の20％に相当）をクラウドファンディングで資金調達した場合に
は、調達額と同額の200万円が追加で補助されることになり、事業者の負担は総
予算の10％である100万円で済むこととなり、従来の5分の１の負担額で事業を
実施できることになる。自助努力をする団体への手厚い支援となるだろう。

図３：補助率加算方式のイメージ図
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とになる。
　クラウドファンディングにおいてはリターンの有無やその原価率によって、起案
者が調達できる純粋な資金の額は大きく変わってしまうため、注意が必要である。
　（５）宗教法人としての寄付金収入とリターンの考え方
　一般に宗教法人では、信仰心からの喜捨とみなされる布施収入や寄付金につい
て、原則収益事業とはみなされない。これはクラウドファンディングによって得た
資金も同様であり、通常の宗教法人としての宗教活動に付随する収入として計上さ
れる。しかし、寄付金額に対してリターンの金額の比率が極めて高く、寄付金額と
等価もしくは一般的な商品の購入とみなされるようなやり取りの場合、物品販売業
として収益事業の対象となる可能性がある。宗教法人の収益事業の基準については
国税庁のホームページから閲覧可能な『宗教法人の税務』（令和4年版）に詳しく記
載されており、クラウドファンディングのリターンのあり方や金額の決め方につい
ても入念な税制上の確認が必要であると思われる。

３．近年の市場規模の状況や国・文化庁のトレンド

　（１）国内の市場規模と総額　2017 〜 2022 年
　クラウドファンディングの
国内の市場規模の推移は下の
図の通りとなっている。これ
は非投資型（寄付型・購入型）

のみならず、投資型（融資・

ファンド・株式・不動産）も全
て含めたものを表している。
2017年以前では多少の増減はあるものの、2014年には約 200億円、2015年には 350
億円、2016年には 750億円というデータもあり、この10年の間に国内の市場規模
は10倍近くまで急成長し、現在は一つの成熟期を迎え1,700億円〜1,900億円付近
で推移していることがわかる。
　それでは、この国内の市場規模総額の内訳がどのようになっているのかを見てみ
たい。次の図には同団体の調査による2022年の構成比が掲載されている。投資型
の占める割合が多く、非投資型

（販売・寄付）の 3倍以上の比率
となっている。
　ここでは購入型と寄付型の比
率がわかる資料が無いため、上

　
三
三
九

図１：国内におけるクラウドファンディングの至上規模の推移

図２：国内におけるクラウドファンディングの至上規模の推移
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修復現場のツアーなど、お寺ならではの強みを生かした体験型のリターンを中心
に、ユニークな企画が人気を集めているものも多い。
　（３）「All or nothing」方式と「All in」方式
　クラウドファンディングには「All or nothing」方式と「All  in」方式の二つの
種類がある。「All or nothing」では目標金額が例えば100万円だとすると、一定
の募集期間を経て目標金額に及ばず80万円しか達成できない場合、プロジェクト
は成立とはならずに資金は支援者に返還される。いっぽうの「All  in」では 80万
円しか集まらなかった場合であったとしても、その時点での所定の手数料が引かれ
た金額が起案者へ届けられ、プロジェクトは実行されることになる。
　一長一短はあるが、資金が集まらなければ実現出来ないようなプロジェクトの場
合は「All or nothing」が向いている。起案者の熱意も伝わりやすいため、一丸と
なって成功に繋がるエネルギーが生まれやすいともいわれている。前述のサービス
のReadyfor では、一部の公益法人や国際NGOなどの特別な条件を除き、寺社仏
閣のプロジェクトについても基本的には「All or nothing」しか選択できないこと
になっている。いっぽうのCampfireでは、「All in」を選択することも可能である。
いずれの方式を選んだとしても、クラウドファンディングのプロジェクトは募集期
間終了後もインターネット上に記録や金額が残るため、仮にプロジェクトに失敗す
ればその記録が残り、次のプロジェクトの評価に影響する恐れもある。ゆえに、気
軽に始めることができるが、入念な事前準備や市場調査は必須である。
　（４）サービスの違いと手数料
　クラウドファンディングのプロジェクトが成立となった場合、所定の手数料が差
し引かれて残りの金額が起案者へと振り込まれる。Readyfor の場合はサポート内容
によって12%〜 17％（＋税）（それ以外にオプションとしてチラシの制作を以来する場合は制

作費・デザイン料などが別途必要となる）。Campfireの場合は 17％（＋税）。手数料はプロ
ジェクト成立時に初めて発生する費用であり、仮に「All or nothing」で資金が集
まらずに不成立となった場合でも、費用は支援者に全額返還となるため手数料は発
生しない。そのため、事業者も確実に収益を上げるため、プロジェクトの開始にあ
たっては予算や内容の審査が必須となる。
　手数料の他にも返礼品やお礼状の発送などの費用がかかることから、クラウド
ファンディングの予算を組む際には、予め予想されるコストを上乗せして目標金額
を設定する必要がある。1,000万円の寄付を集めて17%の手数料を支払う場合は
170万円に消費税17万円が加算されて187万円の手数料となり、手元に残った
813万円から返礼品のコストが引かれる。従って、1000万円の事業を行う場合には
リターンに関するコストを計上し、さらに手数料分を上乗せしなければならないこ
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巻く2023年時点の現状や今後の可能性について考察を試みる。

２．クラウドファンディングのサービスや種類

　（１）クラウドファンディングを提供する企業
　クラウドファンディングは米国発祥であることは前述の通りである。現在もサー
ビスを提供している代表的なものでは「Indiegogo」（https://www.indiegogo.jp/）や

「Kickstarter」（https://www.kickstarter.com/）などのサービスが有名である。古く
からベンチャー支援や各種寄付文化が浸透している米国ということもあり、市場規
模は世界一である。世界各地では、欧米諸国のみならずアジアやアフリカなどいず
れの地域でもクラウドファンディングの市場は年々成長しているが、常に全世界の
約半数のシェアを占めているのが米国である。現在、前述の米国発のクラウドファ
ンディングでは日本語にも対応しており、これから海外で新たにビジネスに挑戦す
る企業や個人がさまざまなプロジェクトに挑戦している。
　日本においては、主に寺社仏閣が関係する分野である「非投資型」のクラウド
ファンディングのサービスとして、「Readyfor」（https://readyfor.jp/）や「Campfire」

（https://camp-fire.jp/）などが有名である。Readyfor では社会課題に特化した「寄付
型」のプロジェクトが多いが、Campfireでは社会課題意外にも商品開発やスター
トアップ支援など「購入型」も含めた幅広いプロジェクトが展開されている。購入
型に特化したものでは、「makuake」（https://www.makuake.com/）や「greenfunding」

（https://greenfunding.jp/）などのサービスが多くの資金調達に成功している。
　クラウドファンディングを利用する場合は、プロジェクトの内容に応じて親和性
の高い事業者やサービスを選択する必要がある。寺社仏閣で何かを販売する目的で
あれば「購入型」のサービスでも良いが、災害発生後の緊急支援や地域の居場所づ
くりのための活動資金、文化財の修復などが目的であれば購入型よりも寄付型に特
化した事業者のサービスを選択することが望ましい。
　（２）クラウドファンディングの登場人物と仕組み
　クラウドファンディングにはさまざまな種類があるが、寺社仏閣が関係する「寄
付型」の場合は、主に「①起案者②事業者③支援者」の三者によってプロジェクト
が構成される。起案者が事業者のシステムを通じて寄付を募り、趣旨に賛同した支
援者からの寄付は事業者を通じて手数料が引かれた金額が起案者に届けられ、起案
者は支援者に対して活動報告やお礼のメッセージを送る。お礼と共に何らかの返礼
品や体験の権利を提供することもあり、この返礼のことを「リターン」という。
　寺社仏閣の場合はリターン無しの寄付という形も多く、善意からなる純粋な寄付
が多いという特徴がある。しかし、近年はオリジナルの御朱印や限定の特別参拝、
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１．はじめに

　クラウドファンディングとは、インターネットを通じて資金を調達する手法であ
り、近年その市場規模は国内だけでも約2,000億円で推移している。プロジェクト
の趣旨に賛同した不特定多数の人々（crowd）から少額ずつ資金調達を行う

（funding）仕組みとして米国で始まったクラウドファンディングは、インターネッ
ト環境の進化と共に、近年のSNSの活性化を追い風として急成長を遂げた。
　わが国におけるクラウドファディングの転機は、2011年の東日本大震災の影響が
大きいといわれている。Twitter や FacebookなどのSNSで拡散される形で、被災
地の緊急支援やビジネスの応援に国内外から多くの寄付が届けられた。以降、クラ
ウドファンディングの新しいサービスも増え、一般的には「非投資型」として認知
されている「寄付型・購入型」のほか、「融資型・ファンド型・株式投資型・不動
産特定共同事業法型」などに分類される「投資型」のサービスも年々増加してい
る。
　本稿では、クラウドファンディングの環境の変化やトレンドを踏まえ、寺社仏閣
における新しい資金調達の可能性や布教教化での役割について考察する。寺社仏閣
も例外ではなく、コロナ禍による収入激減に見舞われた観光寺院などがクラウド
ファンディングで寄付を募ったこともメディアでは多数報じられた。中でも奈良県
の法隆寺では2,000万円の目標金額に対して1億 5,000万円超の寄付が全国から寄
せられるなど、多くの国民が支援に賛同した。その後も寺社仏閣が主体となるクラ
ウドファンディングでは続々と新しいプロジェクトが立ち上げられており、従来の
檀信徒からの寄付や、自治体の助成金などとは異なる新たな資金調達の方法とし
て、ますます注目を集めている。
　しかしながら、取材を進めていく中で感じたことは、事業規模や金額の問題その
ものよりも、支援を通じた新たな信者（ファン）の獲得事例や、資金調達というプ
ロジェクトの目標の先にある中長期的な布教教化的意義の方に今後の大きな可能性
の萌芽が見えたことが、特に強く印象に残っている。
　そこで今回は、テーマごとに複数の寺院の取材を行った。当事者の声とともに、
支援のデータや事後の活動なども含め、寺社仏閣のクラウドファンディングを取り

クラウドファンディングを活用した布教教化の可能性

横　山　俊　顕
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う活動の輪を広げてゆくための取り組みも必要と考える。動画撮影の準備や撮影方
法、運営の手法、予算立てなど、他の教区の参考に資するパッケージ資料を作るこ
とも今後の課題である。
　昨年度からの引き続きでオンライン教化を取り上げたが、今後も、様ざまなタイ
プの教区布教の事例研究を蓄積することで、教区単位の教化の発展に寄与すること
が出来ると考える。今後の課題としたい。

註

（１） 関水博道「教区布教」の可能性―コロナ禍における教区SNSの実践例から―」
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要（第13回）』、pp.395-400、2012年）、中野孝海「ネット動画による布教教化
について」（『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第18回）』、pp.195-200、
2017年）など

（４） 小杉瑞穂「オンライン坐禅会についての考察」（『曹洞宗総合研究センター学術
大会紀要（第22回）』、pp.133-138、2021年）、澤城邦生「オンライン仏事に関
する一考察－僧侶が抱く不安に注目して－」（『曹洞宗総合研究センター学術大
会紀要（第23回）』、pp.173-182、2022年）など

（５） 本田真大「アクセス解析による寺院ウェブサイト運営についての一考察」（『曹
洞宗総合研究センター学術大会紀要（第20回）』、pp.227-232、2019年）、深澤
亮道「動画共有サイトを用いた教化の有用性（2）－禅活ちゃんねるを事例に
－」（『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第23回）』、pp.167-172、2022年）
など 

（６） 「生きる力オンライン YouTubeページ」https://www.youtube.com/@user-
he3mz9ge3r（最終閲覧日 2023年 12月 15日）

（７） 「生きる力オンライン Facebookページ」
　 　https://m.facebook.com/profile.php?id=100069097531775&eav=AfaBtDxCG

R7ADBLeazM5oFMZbWsRc90pvPJkWWEcf-iklOD6YTB0wTFtZSH8hedA
Mqg&tsid=0.3028387506657477&source=result

　 　（最終閲覧日 2023年 12月 15日）
（８）教区寺院所在地域における人口動態などの詳細は前掲（1）を参照のこと。
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　第一は、継続することの重要性である。繰り返しになるが、昨年度の論考で、自
坊の檀務と教区の活動の両立という点から、YouTube法話動画の公開が月1回に
限られていることを指摘したが、今回の分析によって、月1回であっても、時間
はかかるが、続けることで、ページとして軌道に乗ることが判明した。一方、公開
出来ない期間が続くと、ページとしての優良性が失われてしまうこともデータに表
れている。細々とでも活動を続けてゆくことの重要性と教区寺院相互による無理の
ない協力体制を構築することの必要性が改めて浮き彫りになったと言えよう。
　第二は、YouTubeと Facebookの性質の違いである。生きる力オンラインは
YouTubeと Facebookのハイブリッドによる教化活動だが、視聴における匿名性
が強いYouTubeと自己をある程度開示して閲覧するFacebookとでは、それぞれ
の特性を承知した上で上手に利用する必要があることがわかった。YouTube開始
当初はリンク先のFacebookページからの流入者が一定の割合いたものの、ページ
としての安定性が出て来るのは、不特定多数のYouTube利用者の閲覧数が増加し
てからだった。YouTubeにおいては、ある程度、不特定多数を意識したグローバ
ルな情報発信が求められることを示しているのかも知れない。逆に言えば、生きる
力オンラインが意識しているローカルな情報発信という点ではFacebookに利があ
るとも言える。つまり、利用するSNSの性格に応じて、発信するコンテンツもア
レンジを加えてゆく必要があるということだろう。
　第三は、視聴のされかたを意識した情報発信の重要性である。前述したように、
法話動画は再生されると、途中で視聴をやめてしまう人が一定数生じる。法話開始
とともに、視聴率は低下してゆき、最終的には10 ～ 40％くらいで落ち着く。法話
というものは、そもそも、全体を通して聴かれることを前提とするため、最後まで
飽きさせず聴いてもらうという工夫が必要であろう。また、結論や最も伝えたいこ
とを最初に話しておく、ということも試みとしては有効かもしれない。今回の検討
では、サンプル数の少なさなどから、法話自体の詳細な検討はほとんど行えなかっ
たが、話し方、目線（原稿に目を落とし過ぎないなど）などテクニック的なことも含め
て、クオリティの上昇に向けては、内容の再検討を行う必要もあると考える。

６、おわりに

　以上、アクセス解析を通じたオンライン教化活動の分析と現状の評価を行った。
YouTube法話動画についてはサンプル数が少ないことなどから、内容についての
踏み込んだ考察は出来なかった。今後、活動がより発展しサンプル数も十分に確保
されたならば、今一度、活動を自己点検し報告したい。
　また、自らの活動を安定化させると同時に、教区単位によるオンライン教化とい
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　（イ）テーマ
　三仏忌やお盆、お彼岸など季節の仏
事をテーマとしたコラムに多くの「い
いね！」がつく傾向にある（第8図）。
また、一般的な事がらよりも、仏教に
関する記事に多くの「いいね！」がつ
いていると言える。

　（ロ）画像
　画像についても、一般的な植物など
よりも、仏教に関するものが多くの

「いいね！」を集めている（第9図）。
また、記事のテーマ同様、季節に適し
た画像が好印象を持たれている。

（ハ）文章の内容
　コラムにおける文章の内容について
は、「自己の体験」が法話に盛り込ん
であるか否かで、有意差が見られた

（第10図）。もっとも、自己の体験が盛
り込まれているコラムは全体の13％
であるので、検討の余地は残すが、一

三
四
五

般論ではなく自己の体験に基づく法話が説得力を持ち、
共感を得ていると言って良いだろう。
　総括すれば、分量を多くとり、自己の体験などを交え
ながらじっくり展開する法話が視聴者に好意的に受け止
められている。また、一般的な話題や画像よりも、寺
院・僧侶・仏教に特化したものに人気がある。そして、
それらのコンテンツを季節感が伝わるように、タイム
リーに発信していくことが重要だと考えられる。

５、考察と今後の課題

　これまでの検討をふまえ、生きる力オンラインの現状
と課題について以下の3点から考えてみたい。

第8図　Facebook 記事のテーマ別「いい
ね！」数

第 10 図　Facebook
記事における「自己の
体験」の有無と「いい
ね！」数

第9図　Facebook 記事の画像別「いい
ね！」数（画像の種類における複数該当を
含む）
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第にページとして安定して来ることがわかった。一方で、公開出来ない時期が続く
と、リセットされてしまうとも言える。また、ページとしての安定化にあたって
は、固定層から不特定多数に視聴者層がシフトしていくという現象が起きていたこ
とも判明した。

（３）コンテンツの分量と内容
①分量
　（イ）YouTube法話動画
　法話動画は、途中で視聴をやめてし
まう視聴者もいるが、「最後まで視聴
された割合」を動画ごとに算出し、さ
らに、動画全体の長さとクロス集計し
たのが第6図である。
　6 ～ 8分台の法話が比較的最後まで
視聴される割合が多く、特に、8分台
にその傾向が顕著だ。サンプル数が少
ないので、検討の余地はあるが、時間
を取りじっくりと説く法話が最後まで
聴かれる傾向にあるのかもしれない。
　（ロ）Facebookコラム
　文字数による「いいね！」数の違いを見
ると、比較的多くの「いいね！」がついて
いる記事の割合は、1200文字までは、おお
むね、同様の傾向を示しているが、1200文
字以上の記事は、相対的に多くの「いい
ね！」がついている（第7図）。ある程度分
量を割いて書かれた記事が共感を生んでい
ると言えるだろう。

②Facebookコラムの内容
　コンテンツの具体的な中身については、
YouTube動画はサンプル数が少なく内容
の量的な検討はまだ行えないと思われるた
め、Facebookコラムに限り検討する。

第6図　YouTube 法話動画における動画時
間と法話部分を最後まで視聴された割合

第7図　Facebook コラムにおける文
字数別の「いいね！」数の割合
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年8～9月頃の時期である。この頃までに、視聴回数は増加してゆき、この後は落
ち着きを見せている。第5図はトラフィックソース（視聴者が視聴に至る経路）ごとの
視聴回数を示しているが、2022年 8～ 9月頃を境とし、トラフィックソースの割合
に違いが生じている。
　2022年 8 ～ 9月頃以前の時期に、視聴回数が多いのは、「外部」「チャンネル
ページ」などである。「外部」はFacebookや個人のブログなどの外部ページとの
リンクを経由しての流入を示す。つまり、この時期は、生きる力オンラインという
活動を既に知っている人（固定層）の視聴が多かったと考えられる。
　一方、2022年の 8 ～ 9月以降の時期は、「ブラウジング機能」の割合が大きい。
ブラウジング機能とは、YouTubeの判断で、動画をYouTubeのホーム画面などに
表示される機能で、運用期間、公開回数など一定の基準を満たしていると、自動的
に表示されるもので（YouTubeアルゴリズムと呼ばれる）、ゆえに、一般に、ブラウジ
ング機能による視聴が多いサイトは優良だとされる。また、ブラウジング機能の性
質上、この時期は、不特定多数の視聴が多いと考えられる。
　つまり、開始から9カ月ほどでページとしての安定性が生じ、その内実には質

（視聴者の属性）と量（視聴回数）の両面に渡っての転換があったと思われる。
　ちなみに、その後、視聴回数が大幅に減少している。これは、2023年 4月と
2023年 6～8月、10月に動画の公開をしなかったことが影響していると思われる。
2023年 9月には公開しているが、以前ほどの、視聴回数は記録出来ていない。
　総じて言えば、1 ヶ月につき1回の公開でも、コンスタントに続けることで、次

三
四
七

第5図　YouTube 法話動画の視聴回数の推移（一部にチャンネル紹介動画など法話
動画以外の視聴を含む。項目名は YouTube アナリティクスに準じる）
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坊さんの話」である。YouTubeへのアクセスにおけるデバイスごとの割合は、携
帯電話からが最も多く、キャッチコピーとの齟齬はないように思われる（第3図、

デバイスの名称についてはYouTubeアナリティクスによる）。ただし、デバイスごとの平均
視聴時間は、第3図と反比例する形で、携帯電話が最も少ない（第4図）。これは画
面の大きさ、手軽さなど、デバイスの特徴を反映したものと考えられるが、今後の
課題と言えるだろう。

　（ロ）居住地
　Facebookフォロワーの居住地は教区
寺院所在地と概ね重なっている（第2

図）。ただし、過半数はその他地域に居
住していて、教区檀信徒がメインター
ゲットであることを考えると、もう少
し、檀信徒への浸透を図るべきだと思わ
れる。

②キャッチコピー
　キャッチコピーは「スマホで聴けるお

（２）運営手法
　昨年度の論考で、自坊の檀務と教区の活動の両立から、法話動画の公開が月1
回に限られることを懸念材料として指摘した。ここではこの点について考察したい。
　第5図は法話動画の視聴回数を月ごとに示したものだが、注目したいのは、2022

第2図　Facebook フォロワーの居住地
（2023 年 10 月 23 日現在）

第3図　YouTube における視聴回
数のデバイスごとの割合（2023 年
10 月 17 日現在）

第4図　YouTube におけるデバイス
ごとの平均視聴時間（2023 年 10 月 17
日現在）
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３、「生きる力オンライン」について

　「生きる力オンライン」とは、神奈川県第二宗務所第五教区（21ヵ寺）が行ってい
る教化活動だ。2021年 5月から開始し、SNS（YouTube（６）・Facebook（７））を利用
した教化を行っている。当教区では、1976年より、毎年、檀信徒向けに『生きる
力』という小冊子を製作しているが、その「オンライン版」という位置づけである。
　当教区は、東京、横浜のベッドタウンに位置する。人口はおおむね横ばいで、寺
院経営的な危機感はそれほどない（８）。一方で、都市化の影響による仏事の簡略化
や信仰の空洞化などへの危惧は多少ともある。そこで、檀信徒家における次世代

（40 ～ 50代）やその次の世代（20 ～ 30代）への信仰の継承を活動の目標とした。ま
た、教区という特性を活かすため、ローカルな情報発信を行うことを目指して出発
した。
　YouTubeでは毎月 1回法話動画を公開し、Facebookでは毎週 1回季節の仏事な
どをテーマとしたコラムを投稿している。本稿で検討の対象とするのは、YouTube
は第 1回（2021年 11月 30日）～第 20回（2023年 9月 23日）までの 20本、Facebook
は、Facebook全記事のうち、リンク紹介などを除く100本（対象期間は開始から2023

年 10月 5日まで）である。YouTubeのチャンネル登録者は224人（2023年 12月 12日

現在）、検討対象動画の平均視聴回数は430.3 回、平均動画時間は6分 50秒、平均
視聴時間は1分 59秒である。Facebookのフォロワー数は144人、ページへの「い
いね！」は96件（2023年 12月 12日現在）である。

４、アクセス解析を通じた利用動向の分析

（１）活動のコンセプト
①活動のターゲット
　（イ）年齢層
　本活動はメインターゲットを40 ～ 50
代として開始した。Facebookフォロ
ワーの年齢層は、45 ～ 54歳（年齢区分は

Meta Business Suite に基づく）が最も多
く、次いで、その隣接年齢層が多い（第

１図）。おおむね、活動のターゲットと
重なってはいるが、もう少し、ターゲッ
ト年齢層の割合を増加させる告知活動を
しても良いとも言える。

第1図　Facebook フォロワーの年齢の
割合（2023 年 10 月 23 日現在）
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

１、はじめに

　筆者は、昨年度のセンター学術大会において、師寮寺が所属する教区が行ってい
るSNSによる教化活動について発表した（１）。教区単位による教化は、宗侶にとっ
て身近であるにもかかわらず、これまでの研究蓄積は乏しく、40年以上前に2例見
られるのみである（２）。そこで、教化の実践例を通して、教区単位による教化の可
能性や課題を検討することを発表の主旨とした。また、昨年度の発表ではオンライ
ン教化を扱ったが、コロナ禍において、対面の行事が、見合わされるなかで、オン
ライン教化は大いに進展した。それのみならず、コロナ流行が終息した後も、大き
な教化ツールとして発展する余地があるだろう。
　以上をふまえ、本稿は、昨年度の続編として位置づけ、昨年度において指摘した
課題や、昨年度に十分検討出来なかった点の検討を深めてゆきたいと思う。

２、研究の主旨と先行研究

　昨年度の研究では、研究の大局的な構想に主眼を置いたために、対象となる教化
活動のミクロな部分の検討は十分に行うことが出来なかった。そこで、本稿では、
検討の対象とするSNSのアクセス解析を通じて、活動の評価を行い、今後に向け
ての課題などを抽出する。また、本研究によって、今後、教区単位のオンライン教
化が活性化することも企図する。なお、アクセス解析においては、アクセス解析
ツール「YouTubeアナリティクス」、「Meta Business Suite」を用いる。
　具体的な検討に入る前にオンライン教化に関する先行研究を整理しておきたい。
　オンライン教化についての研究がなされ始めたのは、パソコンやスマートフォン
が普及した2000年代以降で、ホームページなど寺院のweb活用に関する研究が
見られるようになった（３）。また、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症に伴う
仏事、教化のオンライン化を反映した研究が出現している（４）。また、利用の実態
をアクセス解析を行い考察する研究も、少しずつではあるが出現している（５）。
　総じて言えば当該分野の研究は蓄積の途上にある。しかしながら、社会のデジタ
ル化やグローバル化に対応する形で、研究が発展する可能性は大いにある。そうし
た歩みにおけるケーススタディの一つとなることを企図しながら検討を始めたい。

続・「教区布教」の可能性
―教区 SNS における利用動向の分析を中心に―

関　水　博　道
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（16）弟子丸泰仙『日本人に “ 喝 ”―禅的人生のすすめ』徳間書店、1981 年、107-109 頁。

（17）ロラン・レッシュ（森本和夫訳）『迷える心を超えて―フランスからの禅入門』河出書

房新社、1998 年、75 頁。

（18）同上、190-191 頁。

（19）奈良康明「禅の伝承と変容―ヨーロッパにおける禅への関心と動向」、『駒沢大学仏教

学部論集』第 5 号、1974 年、108 頁。奈良は「いくら如法に法衣をまとい、剃髪し、坐

禅をさせても止観
0 0

打坐では困るのである」と述べる。

参考文献

石井清純「鈴木俊隆の禅思想と伝統宗学―曹洞禅の北米展開の基盤として」、『印度学仏教

学研究』第 71 巻第 1 号、2022 年

鈴木俊隆（藤田一照訳）『新訳 禅マインド ビギナーズ・マインド』PHP 研究所、2022 年

鈴木俊隆（藤田一照訳）『禅的修行入門―誰でもあらゆるものから自由になれる秘訣』徳間

書店、2023 年

輝元泰文「近代と対峙する医と禅―日本・フランスにおける食養運動と禅の交錯」、『東京

大学宗教学年報』第 40 号、2023 年
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un Maître Zen  (Paris: Retz, 1981) の英訳版である。弟子丸の法話は英語で行われ、仏

語に通訳された。同書を英訳したナンシー・アンフー（Nancy Amphoux）は、弟子丸

の英語を「初歩的な学生英語に、日本語辞書の洗練された表現を重ね合わせた独特の混

合語」と評し、「禅グリッシュ（Zen-glish）」と呼ぶ（QZM, p. ix）。

（４）南嶽懐譲（677-744）と馬祖道一（709-788）の問答。

（５）黄檗希運に関して、『正法眼蔵』「行持」に次の記述がある。「黄檗のむかしは、捨衆し

て、大安精舎の労侶に混迹して、殿堂を掃灑する行持あり。仏殿を掃灑し、法堂を掃灑

す。心を掃灑すると行持をまたず、ひかりを掃灑すると行持をまたず」。

（６）Weitsman, Mel.  “Suzuki Roshi’s Practice of Shikantaza.”  in Wenger, Michael, ed. 

Wind Bell: Teachings from the San Francisco Zen Center 1968-2001, Berkeley: 

North Atlantic Books, 2002, p. 90.

（７）彫刻家の金保正智が制作し、「龍蟠る」の作品名で第 4 回新文展（1941 年）に出品され

た。弟子丸の著書（弟子丸泰仙『無一物からの挑戦』文京書房、1973 年、241 頁）には

「特選に入選した」と記されるが、『日展史 14 新文展編 2』（日展史編集委員会、1984

年、407 頁）によると、入選の事実はない。坐禅像は現在、駒澤大学の禅文化歴史博物

館に展示されている。

（８）弟子丸泰仙『禅僧ひとりヨーロッパを行く』春秋社、1971 年、153 頁。

（９）「無所得」に関する道元禅師の言葉としては、「無所得無所悟にて端坐して時を移さば、

即ち祖道なるべし」（『正法眼蔵随聞記』巻 6）、「有所得心を用って仏法を修すべからざ

る事」（『学道用心集』）などがある。

（10）「坐禅するなら、どこまでも無所得であり、不可得である坐禅でなければならない」（澤

木興道『道元禅参究』筑摩書房、1976 年、11 頁）などがある。澤木の言葉としては、

「坐禅しても何にもならぬ」がよく知られる。

（11）“My master was always insisting upon the idea of mushotoku, no-profit.” (QZM, p. 

82)

（12）俊隆も “So we practice zazen or  ‘just sitting’ without any gaining  idea.”  (NAS, p. 

104)  と無所得の（有所得心を持たない）坐禅を説いているが、日本語発音の

mushotoku の語を使用した事例は見られない。

（13）石霜山で 20 年間、長坐して臥せず、「枯木衆」とも称された石霜慶諸（807-888）の

語。「直に須らく休し去り、歇し去り、冷湫湫地にし去り、一念万年にし去り、寒灰枯

木にし去り、古廟香炉にし去り、一条白練にし去るべし」（『坐禅用心記』）。

（14）『沙石集』巻 3 ノ 1「癲狂人が利口の事」にあり、癲癇の持病を発症して川に落ちた男

が、息が止まったことで水に浮かんで助かったときに語った言葉。

（15）澤木興道『澤木興道全集』第 1 巻、大法輪閣、1962 年、107 頁。
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な世界全体の空性を知覚する究極的な精神状態の表現です。坐禅をするということ
は、この状態を経験することなのです」と説明する。棺桶の語は、「生死」や

「空」として理解され、肯定的に受け入れられたようである。
　一方、弟子丸から得度を受けた弟子の一人は、奈良康明へ送った私信の中で「シ
カン打坐とは止（śamatha）、すなわち『心の平静』の中に坐し、観（vipaśyanā）、つ
まり『深い洞察』の中に坐すということでありましょう。もしそうなら、それは

（仏教の）他の諸派での教えと全く異なるところはありません」と記している（19）。そ
の弟子は、パリ郊外の自邸の敷地に禅寺を建て、自ら提唱して「止観

0 0

打坐」を説い
たという。弟子丸は只管打坐を shikantaza と説きながらも、shikan の説明が不十
分だったのかもしれない。そして坐禅中の集中を強調したことで、「只管」と「止
観」の勘違いが生まれたのであろう。

小結

　只管打坐について、俊隆は「ただ坐る」という本来の意味のほかに、「自分が自
分になること」と説明した。そして、坐禅以外でも日常において自分がすべきこと
を「ただする」ことを説いた。只管を尊ぶことは、俊隆に影響を与えた岸澤惟安の
教えでもある。この just（ただ）を重んじる考えは、俊隆の弟子に継承された。坐禅
に限定せず、日常の行住坐臥が只管打坐の対象であると理解されている。
　弟子丸は坐禅の姿勢にこだわった。また、澤木興道の無所得の坐禅を説き、日本
語の発音のまま mushotoku と呼称した。そのほか、坐禅の状態を「棺桶」に例え
て説明した。弟子丸の弟子は、無所得の坐禅を理解し、棺桶の語を生死、空性に結
び付けて肯定的に受け入れた。その一方で、shikantaza の shikan を「只管」では
なく「止観」と勘違いした弟子もいた。
　俊隆と弟子丸が説いた只管打坐の相違点を端的に示すとすれば、俊隆は「只管」
を「ただ」と捉え、弟子丸は「ひたすら」と捉えていた。そして俊隆が「只管」に
も重きを置いたのに対し、弟子丸はあくまでも「打坐」に徹したといえよう。

註

（１）Suzuki, Shunryu. Zen Mind, Beginner’s Mind: Informal Talks on Zen Meditation 

and Practice, New York and Tokyo: John Weatherhill, 1970.

（２）Suzuki, Shunryu. Not Always So: Practicing the True Spirit of Zen, New York: 

HarperCollins Publishers, 2002.

（３）Deshimaru, Taisen. Questions to a Zen Master: Practical and Spiritual Answers from 

the Great Japanese Master, New York: E. P. Dutton, 1985. 同書は仏語書 Questions à 
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「死の問題を解決できれば、あなたは完全に自己を捨てている。だから、“ 棺桶の
中 ” で坐禅をしなければならない、というのだ。真の坐禅とは、自己を手放すこと
である」と説く。「自己を捨てる」の比喩として、「棺桶（coffin）」を用いるのであ
る。
　参禅者からの「坐禅によって執着と欲望を断つことは可能ですか？」という質問
に対しても、弟子丸は棺桶の語を交えて答える。

When you continue to practice zazen your willpower, your deliberate intentions, cease to 

operate. Unconsciously, you become peaceful. When you practice zazen you enter your 

coffin, where  nothing  is  very  important  anymore  and  there  is  no  need  for  any 

attachment. (QZM, p. 26)

「坐禅を続けると、意志や意図が活動を停止し、無意識のうちに穏やかになる。坐
禅中、あなたは棺桶の中に入っている。もはや重要なものは何もなく、執着する必
要性はない」と述べる。『普勧坐禅儀』の「心意識の運転を停め、念想観の測量を
止めて」の状態を、「棺桶」に例えるのである。あるいは、情識を滅した枯木禅と
解釈すれば、『坐禅用心記』の結びにある「石霜七去（13）」にも通じる。
　決して多くはないが、澤木にも棺桶の語を用いた表現がある。澤木は「坐禅堂は
人間を殺すところである」と述べた上で、『沙石集』の「死にたればこそ生きた
れ、生きたらば死になまし（14）」の一節を引き、「この世界を、死んで眺めるという
ことが大切である。棺桶の中から見物したら、この世界は面白い」と続ける（15）。
　これに類似した文章が、弟子丸の日本語の著作にも見られる。弟子丸も『沙石
集』の同じ一節を引いて、「一度死んで棺桶に中に入った気持ちで、人生観を立て
てみるのである」と述べ、「『非思量』とは、そういう世界観であり、宇宙観であ
る。棺桶の中からじっとこの世界をながめた世界観だ」と続ける（16）。弟子丸が坐
禅の比喩として用いた棺桶の語が、澤木の言葉に起因していることは明白である。
　では、ヨーロッパの参禅者は弟子丸の言葉をどのように受け止めたのか。弟子丸
の死後、国際禅協会の会長を務めたロラン・レッシュ（Roland Rech）は、「曹洞禅の
体験の核心は坐禅です。それは、身心への執着をすっかり捨て去ることへと私たち
を導いてくれます。（中略）心は、目的なしの状態です。宇宙全体と一体化して、集
中＝観察において、ただ坐るのです。すなわち、只管打坐です」と述べる（17）。「心
は、目的なしの状態」という言葉から、無所得の坐禅が理解されたことが分かる。
また、棺桶の例えについて、レッシュは「あたかも生と死の問題にかかわるよう
に、坐禅を修行しなければならないのです」と語る（18）。さらに「それは、現象的
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Shikantaza means concentrating only on posture, correcting posture, always coming 

back  to posture.  If  I don’t  concentrate,  after a very  short  time  I begin  to  lose my 

posture. (QZM, p. 109)

「只管打坐とは、姿勢だけに集中し、姿勢を正し、常に姿勢に戻ることである。集
中しないと、すぐに姿勢が崩れ始める」と述べる。弟子丸は坐相が良いといわれ、
若き日の弟子丸をモデルにした坐禅像が文展に出品されたほどである（７）。姿勢へ
のこだわりは、自らの坐相に対する自信の表れでもあろう。
　弟子丸は日本語の自著の中で、只管打坐を「ただ坐ることに徹する。それもぼん
やり坐るのではなく、短くてもいいから正しい姿勢で精神を集中して余念を追わな
い」と定義する（８）。つまり、「ただ坐る」というよりも、「ひたすら坐禅に打ち込
む」という意味合いが強いのである。
　また、弟子丸が只管打坐を説明する際は、次のように「無所得（９）」の語を伴う
ことが多い。

To practice zazen with a mushotoku-mind, “no-profit,”  that  is what  is most  important; 

beyond any goal, the highest zazen. . . . Shikantaza means just sitting, without any object. 

(QZM, p. 32)

「無所得の心で坐禅をすること。それが最も重要であり、目標を超越した最高の坐
禅である。只管打坐とは、目的を持たずにただ坐ることを意味する」と述べる。無
所得を no-profit（利益のない）と英訳しながらも、shikantaza と同様、日本語の発音
で mushotoku と呼称している。
　無所得の坐禅は、弟子丸の師、澤木興道が好んで説いたものである（10）。弟子丸
は「私の師はいつも無所得の考えを主張していた」と回顧している（11）。澤木から
教わった禅をヨーロッパに広めようとした弟子丸だからこそ、「無所得」の語をそ
のまま mushotoku と伝えたかったのであろう（12）。
　そのほか、弟子丸の特徴的な言葉として、坐禅の状態を「棺桶」に例える表現が
見られる。例えば、次のような説明がある。

If you can solve the question of death, then you completely abandon the ego. . . . So I say 

you must practice zazen “in your coffin.” True zazen is letting go of the ego. (QZM, p. 16)

三
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五
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You should  just polish the tile;  that  is our practice. The purpose of practice  is not to 

make a tile a jewel. . . . Just to work and live in this world with this understanding is the 

most important point. That is our practice. That is true zazen. (ZMBM, p. 70)

「ただ塼を磨くべきであり、それが私たちの修行である。修行の目的は、塼を宝石
にすることではない」と述べて、「ただする」ことを主張する。さらに、「この理解
を持って、この世界でただ働いて生きることが最も重要である。それが私たちの修
行であり、真の坐禅である」と説く。ここで俊隆は、働くこと、生きること、つま
り坐禅以外の行為も含めて、坐禅と称するのである。
　そして次の言葉が続く。

So we say, “When you eat, eat!” . . . As long as you can eat when you are eating, you are 

all right. . . . It means you are you yourself. (ZMBM, pp. 70-71)

「だから『食べるときは食べなさい！』というのだ。食べているときは、食べてさ
えいればいい。それが、あなたがあなた自身である、ということである」と説き示
す。すなわち、いま自分がすべきことを只管にしているとき、自分が自分になり、
自分が自分である。これが俊隆が説いた只管打坐である。
　では、俊隆の言葉をアメリカ人の弟子はどのように理解したのか。のちにサンフ
ランシスコ禅センターの共同住職を務めたメル・ワイツマン（Mel Weitsman）は、

「俊隆老師の日々のシンプルな動作―座り方、立ち方、食べ方、歩き方、草履の
履き方―が shikantaza の表現だった」と振り返る（６）。坐禅に限定せず、日常の
行住坐臥を只管打坐の対象として捉えていることが分かる。また、shikantaza を
just doing（ただする）と言い換えることもある。ワイツマンはさらに、「一般的に
shikantaza は just sitting の意味である」と前置きした上で、「この just には特別
な意味があり、without going any further（それ以上は行かない）や without adding 
anything extra（余計なものを加えない）という意味がある」と、自らの解釈を示して
いる。shikan（＝ just）こそが重要であると認識し、日本語でいえば「知足」や「必
要十分」といったニュアンスで解釈したのであろう。

2．弟子丸泰仙がヨーロッパで説いた只管打坐

　弟子丸が只管打坐を説く場合、坐禅に集中することを強調し、特に姿勢にこだ
わった。



（ 24 ）

鈴木俊隆と弟子丸泰仙が欧米で説いた只管打坐（千葉）

三
五
七

と）」になる。
　俊隆の法話録を読み進めると、只管打坐を「自分が自分になること」と標榜して
いることが分かる。例えば、次の言葉がある。

When we “just sit” in meditation, we include everything. There is nothing else, nothing 

but you. That is shikantaza. We become completely ourselves. (NAS, p. 96)

「“ ただ坐る ” とき、私たちはすべてを内包している。あなた以外のものは何もな
い。それが只管打坐である。私たちは完全に自分自身になる」と述べる。
　「自分が自分になる」という考え方は、「磨塼作鏡（４）」の問答について道元禅師
が示した「馬祖の馬祖なるとき、坐禅すみやかに坐禅となる」（『正法眼蔵』「古鏡」）

に基づいている。俊隆は次のように言葉を付け加える。

When Baso becomes Baso, his zazen becomes true zazen, and Zen becomes Zen. What is 

true zazen? When you become you! (ZMBM, p. 68)

「馬祖が馬祖になるとき、馬祖の坐禅が真の坐禅になり、禅が禅になる。真の坐禅
とは何か？あなたが、あなたになるとき！」と説く。「馬祖」を「あなた」に置き
換えて、アメリカ人の参禅者に呼びかけたのである。禅を東洋の昔話で終わらせ
ず、アメリカでいま自分たちが実現するという意気込みが伝わってくる。
　俊隆は渡米前、長年にわたって岸澤惟安から教えを受けている。岸澤は『正法眼
蔵』「古鏡」の提唱の中で、次のように述べる。

顔がよごれている、いないにかかわらず、ただ顔を洗うのだ。塼だから塼のままに磨するの

だ。すなわち祗管打坐する。その祗管打坐するところに、かがみになる功徳があらわれるの

だ。

  （岸澤惟安『正法眼蔵全講』第 7 巻、大法輪閣、1973 年、541 頁）

岸澤は洗面も磨塼も「祗管打坐」と称するのである。また、大安寺の知殿を務めた
黄檗希運（生没年不詳）がただ本堂を掃除し、ただ雑巾がけをしたことを挙げて（５）、

「だからこの祗管の二字がとうといのだよ。何にでもこの二字をもちいるのだよ」
（同上、524 頁）と教示する。ここで重きが置かれているのは、打坐ではなく只管であ
る。
　俊隆も同じように只管の重要性を強調する。
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はじめに

　1960 年代から 70 年代にかけて、鈴木俊隆（1904-1971）はアメリカで、弟子丸泰
仙（1914-1982）はヨーロッパで、それぞれ十数年にわたって活動し、欧米における
曹洞禅の定着に大きく貢献した。両師が説いたのが只管打坐である。英語の法話録
には shikantaza の語が見え、両師がともに日本語の「シカンタザ」という発音の
まま用いていたことが分かる。只管打坐は just sitting と英訳される。しかし、そ
れだけでは欧米人への説明として不十分であり、言葉を補って説明する必要があ
る。
　本稿では、英語で出版された俊隆の法話録 Zen Mind, Beginner’s Mind（１）（以下

ZMBM） と Not Always So（２）（以 下 NAS）、 弟 子 丸 の 法 話 録 Questions to a Zen 
Master（３）（以下 QZM）を資料として、テキスト中の shikantaza の語に関連する文言
を読み解き、比較検討する。両師が只管打坐をどのような側面から捉え、どのよう
に説明したのか、その相違点を明らかにしたい。なお、俊隆が影響を受けた岸澤惟
安（1865-1955）、弟子丸が影響を受けた澤木興道（1880-1965）という曹洞宗の根幹を
担う宗匠の思想も踏まえて考察する。

1．鈴木俊隆がアメリカで説いた只管打坐

　まず、俊隆が shikantaza の語を用いた箇所を読み解く。次の記述は分かりやす
い。

Our Soto way puts an emphasis on shikan taza, or “just sitting.”  . . . when we practice 

zazen we just practice it, and whether we find joy in our practice or not, we just do it. 

(ZMBM, p. 57)

曹洞禅が重んじるものとして shikantaza を挙げ、just sitting（ただ坐る）と言い換
えて、「坐禅をするときは、ただ坐禅をする。喜びを見いだそうが見いだすまい
が、ただ坐禅をする」と続ける。簡潔で的確に只管打坐を説明している。単語ごと
に直訳すれば、「shikan（只管）＝ just（ただ）」、「taza（打坐）＝ sitting（坐るこ

鈴木俊隆と弟子丸泰仙が欧米で説いた只管打坐
　

千　葉　　　聡
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た、当然のことであると法人の総意として心得ていたのであろう。また、アンケー
トからはセクシュアルマイノリティを含む人権に関して表明していることがあると
回答した24の寺院、禅センターの内、2/3である 16が「人種、性別、民族、宗
教、性的指向、年齢、身体的能力に関係なく、すべての人を歓迎します」と述べて
おり、すべての人たちに門戸が開かれている。
　筆者が開教師（当時）として桑港寺に勤務している時に、日系2世のメンバーか
ら次のような話を聞いたことがある。「鈴木老師はヒッピーの人たちが坐禅に来る
のを受け入れていたが、当時の1世の人たちは、お寺へのお参りは正装してくる
ものであり、ヒッピーのいでたちを嫌がっていた。」坐禅に来る人誰をも受け入れ
た鈴木老師の行動が、すべての人たちを受け入れる今の禅センターのあり方につな
がっているのではないかと、この度の調査を通じて改めて思い起こされた。これは
前角博雄や片桐大忍も同様であったとものと考えられる。
　アンケートの自由記述では、トランスの僧侶・尼僧が日本の僧堂においてどのよ
うに修行できるかという問題提起をいただいたが、その当事者の思いが侵害される
ことなく、特別視されたり差別されることなく安居修行できることは、今後の日本
の修行道場における検討課題であるといえよう。引き続き禅センターにおける多様
性についてみていきたい。

参考文献

Street Zen THE LIFE & WORK OF ISSAN DORSEY, 2003, David Schneider, Shambala 

Publications, Inc.

Hartford Street Zen Center Issan-ji Temple ウェブサイトhttps://hszc.org/

註

（１）https://www.szba.org/

（２）Issan Dorsey (1933-1990)　Tommy Dorsey Jr. 僧名は Issan Dainei（一山大寧）

（３）Zentatsu Baker (1936-) Richard Dudley Baker 僧名はZentatsu Myoyu（禅達妙融）

（４）https://www.sfzc.org/practice-centers/city-center/zen-meditation-practice-city-

center/practice-groups-city-center/queer-dharma

（５）https://blogs.sfzc.org/blog/2022/11/28/invitation-for-new-members-of-caic/

（６）https://www.sfzc.org/deia

上記ウェブサイトの最終閲覧日は2023年 12月 12日
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ホスピスを開設したが、これはアメリカ初の仏教ホスピスであった。一山自身も
1990年 3月 7日にエイズのため亡くなっている。現在はラヘイ青月国際布教師が
住持を務めている。
　ラヘイ師によると、カストロ地区はLGBTの人々がかつてのように住む場所を
見つけるための場所ではなくなってきており、異性愛者や子どもを含め様々な人た
ちが居住しており、禅センターが開かれた頃と比較すると大きな変化がみられると
のことであった。
　（２）サンフランシスコ禅センター・発心寺
　サンフランシスコ禅センターではLGBTQIAを自認する人々を対象とした
Queer Dharma（４）（クィア・ダルマ）という活動が月1回開催され、10年以上継続し
て行われている。内容は坐禅、クィアを自認している僧侶による短い話とディス
カッションで構成されており、Trans Dharma（トランス・ダルマ）というトランスの
人たちの坐禅グループも行われている。
　また、CAIC（５）（Cultural Awareness and Inclusivity Committee）［文化認識・包括性委員

会］が組織されている。これは20年以上前にサンフランシスコ禅センターのシ
ティセンター（発心寺）で結成された多様性委員会から発展したものである。主に、
人種、性別、性的指向、障害の問題に関する意識を高めるために、多様性、公平
性、包括性、アクセシビリティ（DEAI）トレーニングを組織していた。サンフラン
シスコ禅センターの多様性と包括性をどのようにサポートし、提唱していくかを話
し合う月1回のミーティングが開催されている。
　また、DEIA（６）（Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility）［多様性・公平性・包括性・

アクセシビリティ］を標榜し、サンフランシスコ禅センターの教え、修行、組織文
化、方針、運営を通して、多様性、平等性、包括性、アクセシビリティを体現し、
すべての存在と共に目覚めるという誓いの顕れとしている。
　また、アンケートの自由記述では、異なる性別の人々による平等な宗教へのアク
セスは、人権であり市民としての権利です。ここの僧侶は、LGBTIQ+の修行者の
ために同性婚やその他の儀式を提供した最初の人たちの一人です。今度の改装の一
環として、トイレはすべてジェンダー・ニュートラルになります。ワークミーティ
ングでは、人々が自分の代名詞を言うこともあります。と述べている。

４．まとめにかえて

　ハートフォードストリート禅センターのホスピスではエイズの人たちを看取って
いたが、これは禅センターが宗教的非営利法人として、少数派への社会的配慮を果
たしていくのだという強い自覚をもっていたことによるものと考える。それはま

三
六
一
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行に励んでいます。何人かは同性での関係にあり、1人はポリアモラスな関係
にあり、1人か 2人はノンバイナリーです。バーチャルで修行している人たち
の性自認や状況は明らかではありませんが、おそらく他にもLGBTQの修行
者がいると思われます。誰もが歓迎されており、受け入れに問題はありませ
ん。修行の中で、これらの参禅者は特に倫理（ポリアモリー）や自己とアイデン
ティティの本質（ノンバイナリー）の問題に直面していることがあります。この
街は大学都市であり、多様性や志向性に関してはかなりリベラルです。同性
間の関係はサンガが驚かないほど一般的で、これらの修行者から出される仏
法の質問は、他の誰からも出される質問と大差はありません。
・長年にわたり、LGBTQのメンバーたちは、このコミュニティは特に安全だ
と感じていると言っています。たとえば、トランスジェンダーのメンバーた
ちは、他の場所でカミングアウトする前に禅センター内でカミングアウトし
ています。それは素晴らしいことです。レインボーフラッグは、誰かが坐禅
をやってみようと決める理由の全てになり得るのです。

３．禅センターにおける活動

　（１）ハートフォードストリート禅センター・一山寺
　ハートフォードストリート禅センターはサンフランシスコのカストロ地区に所在
する、LGBTQ+コミュニティ、友人、アライのための曹洞宗寺院であるとウェブ
サイトのトップページに記されている。カストロ地区はLGBTQの活動やイベン
トのシンボルとして世界的に知られており、アメリカ初のLGBTQの歴史と文化
を紹介する単独の博物館であるGLBT Historical Society Museumも所在してい
る。ハートフォードストリート禅センターは1980年にゲイ仏教クラブとして始ま
り、その後に Issan Dorsey（２）（以下一山とする）が禅センターとして発展させ、1989
年に住持となっている。一山についてはStreet Zen THE LIFE & WORK OF 
ISSAN DORSEY（David Schnider）に詳しい。一山は1970年に鈴木俊隆より在家得
度、1975年にZentatsu Baker（３）より出家得度し、1977年にはタサハラ禅マウンテ
ンセンター禅心寺の首座となる。1980年にサンフランシスコへ戻り、シティセン
ター［発心寺］と関連施設の責任者となる。当時、シティセンターではゲイの参禅者
たちを受け入れていたが、自分たちのニーズが十分に満たされていないという声に
応え、一山はゲイ仏教クラブの結成を支援した。最初の集まりはシティセンター

（サンフランシスコ禅センター発心寺）で行われていたが、1973年にはチベット仏教セン
ターとして使われていたハートフォード通りの住宅に場所を移し、1981年 12月 8
日に地下に設けた新しい禅堂の開単式が行われた。1987年にはエイズ患者のための
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性的指向、民族性、宗教の人々を歓迎します。
・人種、性別、民族、宗教、性的指向、年齢、身体的能力に関係なく、すべ
ての人を歓迎します。
・私たちはあらゆる人種、文化、民族、性的指向、性別、階級、宗教、能
力、年齢の人々を歓迎します。私たちは、すべての人が法を探求し、本来の
自分に目覚めるための安全な場所を提供することを約束します。訪問者を歓
迎し、新しい人のためのオリエンテーションを実施しています。私たちは、
人々が宗教的修行を日常生活に取り入れることを奨励することに重点を置
き、より広い目的を掲げています。（下線筆者）

三
六
三

　③ご意見などありましたらご自由にお書きください。
以下に回答の一部を記す。
・2023年 5月に日本にいたとき、多くの人がこの話題について話していまし
た。多くの人がゲイやレズビアンの人たちに対してはオープンになっている
ようでしたが、トランスの人たちに対してはそうではありませんでした。私
が特に心配しているのは、トランスの僧侶や尼僧が日本の僧堂でどのように
修行をすることができるかということです。トランスの僧侶／尼僧が特別視
したり差別されたりすることなく、修行ができる方法を見つけてくれること
を願っています。トランスの僧侶も他の人と同じように禅の修行を必要とし
ています。トランスの僧侶や尼僧を受け入れると同時に、差別がいかに人を
傷つけるかについて多くの教育を受けるべきであると思います。アメリカの
禅堂がどのようにこれを成し遂げてきたかを学ぶことは、参考になるかもし
れません。
・LGBTQの参禅者を直接対象としたプログラムを持つほど大きな組織ではあ
りませんが、私たちのサンガには様々なアイデンティティを持った人々が修

図3　自由記述に見られた単語
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・私たちは、標準的なダイバーシティとインクルージョンの方針に則ってい
ます。SZBAのウェブサイトの声明をご覧ください。［筆者注（１）］
・誰もが禅の修行ができるようにすることを目指しています。人種、民族
性、性自認、宗教、経済階級、性的指向、年齢、能力／障害に基づく障壁を
変革することに取り組んでいます。私たちは、互いの違いと共有するものの
両方に調和を見出します。」この声明はSZBAのものです。
・私たちの禅センターではすべての人を歓迎します。「どなたでも歓迎しま
す、サンガへようこそ」という言葉は、アメリカでは一種の規則のようなも
ので、あらゆる肌の色、性別、性的指向、あらゆる人々を歓迎することを
人々に知らせるものです。
・あらゆる歴史、境遇、能力を持つすべての人々を歓迎します。禅で培われ
る自己を学ぶ修行には、社会的アイデンティティが私たちのつながりを開く
と同時に、互いのつながりを阻む障壁となっていることに、心を開いて気づ
き、探求することが含まれます。私たちは、初心者の明晰な心が、あらゆる
性別、人種、民族、性的指向、階級、国籍、年齢、能力を持つ人々を歓迎す
る最愛のコミュニティを形成することを可能にすると信じています。
・禅センターでは誰でも修行することができます。文化、人種、宗教、その
他の多様性が私たちのサンガを高めています。
・私たちは、性的少数者について特に言及した歓迎声明を発表しています。
・会員が他の人々に性的ハラスメントをしないよう奨励するために、10項目の
リストを設定しました。これにはセクシュアル・マイノリティも含まれます
が、彼らだけを対象にしているわけではありません。性的嗜好に関係なく、
すべての会員に適用されます。
・私たちは、セクシュアル/アセクシュアル・マイノリティの有無にかかわ
らず、特に歓迎し、安全な空間を提供します。（下線筆者）

・包括性と多様性にコミットしており、あらゆる人生の歩み、人種、性別、

図2　設問②に対する回答
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あると回答した禅センターは7件で 21.9％であった。
「ある」と回答した場合はその内容について記述を求めた。
以下に回答の一部を記す。
・オンラインと対面での月例会、LGBTIQ++である指導者、寺院でのリト
リート－トランス修行者のための毎週の坐禅とディスカッション・グループ。
・クィア・ダルマ（Queer Dharma）－毎月お寺で開かれるグループ。参加する
人のほとんどはサンガのメンバー。禅に興味のある新しい人たちも多く参加
しています。ゲイの男性や女性、ジェンダー・フルイドの人が対象です。
・すべての性的マイノリティを明確に歓迎しており、多くのLGBTグループ
もここで集い、私たちの禅堂を利用しています。
・すべてのプログラムはLGBTQのためのものでもあります。独立したプロ
グラムはありませんが、そのようなアイデンティティを持つメンバーが多く
います。
また、「いいえ」と回答した禅センターからも記述があったので以下に記す。
・私たちはジェンダー・ノンコンフォーミングの人数が足りず、プログラム
を開催することができません。ジェンダー・ノンコンフォーミングは、たま
たまジェンダー・ノンコンフォーミングであって、普通のサンガのメンバー
でありたいと思っているようです。
・特定のプログラムはないが、問題意識を強く持っています。
・どのプログラムでも誰でも歓迎しています。とても小さな寺院なので、限
られた人たちだけのプログラムはほとんどありません。

　② 禅センターとして、セクシュアルマイノリティを含む人権に関して表明してい
ることはありますか？

　　ある－24　ない－8
「ある」と回答した場合はその内容について記述を求めた。
以下に回答の一部を記す。

図１　設問①に対する回答
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　(第25回)　2024年６月

１．はじめに

　令和5年 6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国
民の理解の増進に関する法律」が成立し、多様性についての社会的関心の高まりが
伺える。宗内においては、令和5年度の現職研修会・寺族研修会で「ともに生きる
セクシュアルマイノリティ」が共通テーマとして採用された。これは、社会におい
てさまざまな境遇の人たちが、社会との関わりの中でどのような困難に直面し、生
きづらさを抱えているのかについて学ぶ、とても重要な課題であるといえる。筆者
はアメリカ・サンフランシスコに国際布教師として20余年滞在し、宗門の国際布
教に携わってきたが、その間、僧俗問わずセクシュアルマイノリティに接する機会
が多く、禅センターでの活動を見聞することや、実生活の部分でも多くの気づきを
得ることがあった。本稿は、特にサンフランシスコに所在する寺院、禅センターに
おいてセクシュアルマイノリティに対してどのように向き合い、受け容れてきた
か、その活動の歴史や実態について精査し、国内の寺院における公益性と多様性を
基とした活動に資するため、情報の共有を図ろうとするものである。

２．アンケート調査

　本項ではアンケート調査について述べる。対象は北アメリカ国際布教師が所在す
る寺院・禅センター 42か所にEメールにてマイクロソフトフォームスのURLを
送信し、32か所から回答があった（回収率76.2%）。以下がその設問となる。
　　①セクシュアルマイノリティに向けたプログラムはあるか。
　　② 禅センターとして、セクシュアルマイノリティを含む人権について表明して

いることがあるか。ある場合はその内容について。
　　③その他意見など（自由記述）

※アンケート調査そのものは英語で実施しており、設問及び回答の翻訳は
筆者が行った

（1）アンケート結果
　①セクシュアルマイノリティに向けたプログラムはありますか？
　　ある-7　ない -25

多様性を考える
―北アメリカの禅センターの活動から―

南　原　一　貴
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　本科研による調査は、端緒に就いたばかりであり、今回の報告も管見によってそ
の一端を示したに過ぎない。今後、継続的に調査を行うことによって、さらにハワ
イ仏教の特徴と、その中における曹洞宗寺院の役割について明確化していきたい。

註

《参考文献》
守屋友江「第 2 回ハワイ仏教文化財研究ワークショップ「ハワイ仏教文化財・ 調査報告

2022」」『南山宗教文化研究所研究所報』33, pp.92-94, 2023 年

曹洞宗ハワイ開教総監部編著『曹洞宗ハワイ開教七十五年史』ハワイ曹洞宗協会、ホノル

ル、1978 年

百年史編纂委員会編『日蓮宗ハワイ開教百年史』日蓮宗ハワイ開教庁、2003 年

編集委員会編 『曹洞宗日系寺院史』SOTO 禅インターナショナル、2014 年

国立歴史民俗博物館編『ハワイ：日本人移民の 150 年と憧れの島のなりたち』国立歴史民俗

博物館、2019 年

Stanford University, Hoover Institute, Hoji Shinbun Digital Collection, https://

hojishinbun.hoover.org/

ハワイ観光局公式ラーニングサイト、 https://www.aloha-program.com/

（１）この研究調査は、同学術振興会の科学研究費（基盤研究 B）20H01190「ハワイ日系仏教

寺院所蔵の新出資料・ 文化財による領域横断的な仏教史研究」（代表・ 安中尚史・ 2020

年度～ 2023 年度）を引き継ぐものである。

（２）調査は、曹洞宗宗務庁教化部長の承認（4 国際第 8 号。年月日）を得て開始している。

（３）南原は、正法寺本堂に安置されている三十三観音像について、背面に記載される施主に、

駒形歴代総監の出身地である新潟出身者が多いことを指摘された。守屋 2023 を参照。

（４）第 1 回調査で 190 葉、第 2 回の調査で 161 葉を撮影。

（５）篁園誓覚は、本派本願寺の布教師で、開戦直後にサンタフェ収容所に送られ、本土収容

者の最後の帰還者として 1946 年５月１日に帰布している。今回の資料には、収容所の

身分証や家族の写真等、個人的に提供したと思われる写真が多く含まれている。

（６）Stanford University, Hoover Institute, Hoji Shinbun Digital Collection による。な

お、このデータベースの存在は、南原師よりご教示いただいた。記して感謝申し上げる。

（７）日蓮宗ハワイ開教庁 , 2003, p.28

（８）SOTO 禅インターナショナル 2014, p.12
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４．本派本願寺ハワイ別院蔵　児童カードについて

図 1

　図 1 に見えるとおり、このカードは、釈尊の成道を扱ったものである。当然、
仏伝に照らせば背景の樹木は菩提樹であるはずなのだが、それには、クリスマスツ
リーのような装飾が施されている。これは 12 月という時期にあって、仏教の記念
日を抵抗なく受け入れてもらうためにキリスト教の風習を取り込む形で折中的に表
現したものと考えられよう。
　さらにもう 1 点、この図の解説文には、アメリカにおいて成道会を普及させよ
うという呼びかけが見える。本来、往生を重視する宗派である本派本願寺が、仏教
行事としての成道会の普及を積極的に謳うことは、いままで論じてきた通宗派的仏
教宣揚の意識の一端と考えることが可能であろう。

むすびにかえて

　以上、ハワイの日系仏教各派の寺院に所蔵される資料から、宗派を越えた交流に
よる布教活動の維持展開の様相を中心に報告させていただいた。かかる方向性は、
明治元年 (1868) のいわゆる ｢元年者｣ に始まり、大正 13 年（1924）のアメリカ移
民法改訂時には、ハワイ全人口の 40％を締めるにいたった 日系移民の思想信仰と
文化的背景を維持するためのものであったであろうことは想像に難くない。
　その間、1893 年にはハワイ王国がアメリカ合衆国に併合され、1941 年には第 2 次
世界大戦が勃発する。そのような社会情勢の変動の中で、日系仏教各派は、ハワイ
という異文化の中で協力し合い、日系の文化を基盤としたハワイ仏教を築き上げて
いったのではないであろうか。

　さらにもう 1 点、児童への布教のために作成され
たと思われるカードを紹介したい。本派本願寺ハワイ
別院には、前述の通り 233 枚のカードが保存されて
いる。前述の文化財保存修復学会ポスターセッション
の解説文には、「戦後、児童向けに作成されたはがき
大のカードで、内容から毎週のサンデースクールで配
布されたと推測される。仏教の教え・信仰・生活等に
関することを、アメリカ文化に沿った内容にしてイラ
ストとテキスト（日英）で示す。」とし、日系二世への
教化のためのカードと推測している。ここでは、通宗
派的な内容を持つものとして、その中から「さとりの
日」（NO.37）を取り上げることにする。
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　第 2 次世界大戦開戦当時、日蓮宗ハワイ別院の第七代主任には、望月桓龍師が
内定し、12 月 14 日に就任予定であったが、12 月 7 日の開戦によって、ルイジアナ
州の収容所へ送られる。別院の正門は釘付けされたものの、信徒の坂本久子氏に
よって維持された（７）。 
　一方、駒形善教師は、開戦直後にホノウリウリの収容所へ収監される（８）。 
　この一連の経緯の中で、坂本氏により奉納された日蓮宗別院の平太鼓が駒形師に
托されたものと推測されるというものであった。

（2）　駒形善教師の賛について
　つづいて、駒形師の七言絶句を、詠まれた状況を推測しつつ解読してみる。

【原文】満月皎々輝中天
◎

  梵香溢堂保峡鮮
◎

　打開甘露微妙法  萬霊斉潤菩提選
◎

　まず、原文であるが、韻は「一先（天）」で揃っている。ただし、近体詩として
の平仄は、完全には調っていない。次に訓読と私訳を示す。

【訓読】満月、皎々と中天に輝き　梵香、堂に溢れて、保峡、鮮やかなり

　　　 甘露微妙の法を打開して　万霊、斉しく潤す菩提の選

【私訳】（中秋の）満月が中天に白く輝き、

　　　 堂（建物）の中には、清らかな香が溢れ、｢保峡（この地）｣ が鮮やかになっている。

　　　（いまここで太鼓を打って）甘く滋養に満ちたすばらしい教えを開き

　　　 すべての精霊（人々）を選び抜かれた菩提（悟り）で潤すのだ。

　これは、先の④に見えるとおり、ホノウリウリ収容所において、昭和 19 年
（1944）旧暦 8 月 15 日の盂蘭盆会法要に際して詠まれたものである。内容的には、
旧暦 15 日の空にかかる満月を踏まえつつ、それを円形の太鼓にも掛けながら、法
要の功徳を謳いあげたものと解釈できる。
　承句の ｢保峡｣ が解釈しにくいが、ホノウリウリ収容所が、農地の奥にある谷
間に所在し、当時の収容者からは ｢地獄谷｣ と呼ばれていた（ハワイ観光局公式ラー

ニングサイト）ことにより、｢ホノウリウリの谷間｣ を示したものと解釈した。ま
た、転句の ｢打開｣ については、｢打｣ は動詞であるが、｢打つ｣ ではなく、もう
ひとつの動詞の前に置いて複合語を形成し、その動作がいきいきと進行しているこ
と示したものである。ただ、ここでは、太鼓を ｢打つ｣ と掛けていると解釈する
ことも可能であろう。
　いずれにせよ、過酷な環境下に置かれた人々に対し、盂蘭盆会の行事によって少
しでも心安らかになってもらいたいという切実な願いが込められた偈文といえる。
　このように、日蓮宗より托された太鼓を曹洞宗僧侶が使用して人々安寧を祈るこ
とが、収容所において行われていたのである。
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であったが、その収容が、写真展の共催者としてものであったことが明らかとなっ
た。
ただし、上記記事には「写真 80 点」とあって、数量の点で現存資料と一致せず、
ヒロでの開催も確認できなかった。この点については、その他の写真展の資料の混
在している可能性も含めて今後の調査の課題としてゆく所存である。
　駒形宗彦総監の所蔵する写真資料を紹介したが、写真展出展に当たっての全体的
傾向としてうかがえるのは、日系仏教各派の思想的文化的宣揚が、宗派の枠組みを
越えて行われていたことであった。これについては、日蓮宗別院に、極めて貴重な
資料が収蔵されているので、次節において紹介することにしたい。

３．日蓮宗ハワイ別院蔵　平太鼓について

　日蓮宗ハワイ別院に所蔵される平太鼓は、本科学研究による調査に先立って実施
されていた安中・笹岡・平井による調査において、2017 年 2 月に日蓮宗別院の倉庫
より発見されたものである。当然それは、日蓮宗の各種儀礼に用いられていたもの
であるが、外面に奉納者の名をはじ各種の銘文が墨書され、第 2 次世界大戦開戦
当時の様相を語る貴重な資料となっている。それは以下のようなものである。
　（1）　銘文について
　①願主　坂本正雄　奉納　大正拾年七月
　②御佛も人も真如の月となり（詠者書名未解読）

　③盂蘭盆会供養
　　満月皎々輝中天  梵香溢堂保峡鮮
　　打開甘露微妙法  萬霊斉潤菩提選　　沙門　善教（花押）

　④於ホノウリウリ監禁所
　　住田大隊長　　浦田　實　　兒玉　行相
　　旧昭和拾九年八月拾五日
　これらは、年代順には①→③・④→②となろう。①は、願主と奉納年月日、②
は、詠者不明ながら、中秋の賛を踏まえた記入と考えられる。③と④は同じ筆で、
ホノウリウリの日本人収容施設（識語では ｢監禁所｣ となっている）において記された
ものである。そしてそれは、昭和 19 年（1244）旧暦 8 月 15 日に行われた盂蘭盆会
供養（施食会）にちなんだものであった。
　ここで指摘されなければならないのは、傍線部に見えるとおり、その銘文を揮毫
したのが、曹洞宗の駒形善教総監（当時）だということである。日蓮宗別院に所蔵
されている太鼓に、どうして曹洞宗の僧侶の詩偈が記されたのか、その経緯も、こ
の太鼓の発見者によって明らかとなっている。以下に、その経緯を説明する。
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　　日蓮宗４点（1916年）
　　International Buddhist Institute（IBI）２点
　　Young Buddhist Association（YBA・全宗派）26 点
　これらを見るに、正法寺に所蔵されていたものとはいえ、ハワイの日系仏教各派
の網羅的な記録となっていることがうかがえる。

　（3）　資料の由来について
　これらの資料について、保存の経緯等について、駒形総監に聞き取り調査を行っ
たところ、以下のような回答を得た。
　・ 台紙付き写真は、1976 年にオアフ島ホノルルにおいておいて開催された写真展

の出展パネルである。ハワイ等ヒロでも開催されたと記憶している。
　・日本語のキャプションは、篁園誓覚師によるものである（５）。
　駒形総監のご教示を、当時の新聞記事によって確認すると、Hawaii Times 1976
年 4 月 6 日号に以下のような写真展の広告が掲載されていた（６）。
　《写真展の広告記事》
　　名称：ハワイ仏教渡来 80 年の歩み写真展
　　期日：1976 年 4 月 7 日（水）～ 11 日（日）
　　場所：白木屋（アラモアナ・センター）

　　主催：仏教連盟・ハワイ大学民俗学プロジェクト共催
　　写真：80 点
　　内容：①開教師の来布、寺院建設と宗教活動
　　　　　②文化事業部の多彩な行事と活躍、
　　　　　③附属日本語学校の台頭、YBA、ボーイスカウト
　　　　　④労働運動と争議への対処、社会施設、記念事業
　　備考： 4 つの主題に分かれ 3 世代の活動を明示する。写真展にはすべて日英両

語の説明がつく。
　以上が、写真展の概要である。さらに新聞には、他にも記念行事として、4 月 9
日に記念夕食会が、4 月 11 日には記念法要とハワイ大学教授の記念講演の開催予告
が掲載されていた。
　駒形総監からの聞き取り調査と、この新聞記事を照らし合わせれば、上記台紙付
き写真が展示された写真展が、この展覧会だったと断定して問題はないであろう。
さきほど、資料の中に、「University of Hawaii Ethnic Studies Oral History Pro-
ject」という捺印のあるものが存在することを指摘したが、これは駒形総監によれ
ば、いちどハワイ大学が資料として収容し、その後返却されたものであるとの説明
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　これを見ると、正法寺 120 年の歴史の中で、現住の駒形総監の法系が , 半数以上
の年月を住持していたことが分かる。以上を確認したところで、写真資料の概要に
移りたい。
　
　（2）　写真資料（駒形コレクション）概要
　駒形宗彦総監の所蔵する写真資料は、まだその全体を調査できていない。現時点
で撮影を終えた資料は、351 葉（４）であるが、今回の論考では、その中にあって、台
紙に貼付され、表面あるいは裏面にキャプションやメモ書きの施された 301 葉に
ついて紹介してゆく。
　この写真資料のうち、調査時に付した資料番号の p-63 および p-110 の裏側に、
手書きで「Rev. Komagata Collection」と記されている。よって以下では、これ
ら写真資料を ｢駒形コレクション｣ と総称することにする。
　まず、この 280 葉であるが、基本的な資料情報は以下となる。
　・駒形宗彦総監所蔵の写真資料（寺院の什物ではなく、私的に保管していたもの。）

　・写真および新聞の切り抜き記事等を台紙に貼った 301 葉。
　・写真表面あるいは裏面に日本語と英語のキャプションおよびメモが付される。
　・英語はタイプと手書きとが混在。
　・ 「University of Hawaii Ethnic Studies Oral History Project」の捺印のある写

真 10 点あり
　・ 裏面に 6 種類の手書きの分類記号が付される。それぞれの内容と点数は以下

の通りである。
　CS　社会活動（ストライキ）等（26 点）　　　Ｓ　児童生徒 ･ 社会風俗（40 点）

　E　 教育関連（20 点）　　　　　　　　　　TOD 戦前の日系移民の生活（27 点）

　F　 曹洞宗寺院関係（枝番有り、51 点）　　　W　 抑留地 ･ 二世部隊関係（25 点）

　R　 仏教行事（57 点）　　　　　　　　　　記号なし（55 点）

　これらの情報を、①撮影番号（調査時に付与）②分類記号・番号③撮影年次（判別で

きるもののみ）④英文キャブション（タイプ）④英文キャプション（手書き）⑤日本語
キャプションに分類整理しデータベース化して整理したところ、仏教関連の写真
は、宗派・活動別に以下のような点数となった。なお、下記の点数は、キャプショ
ン等から筆者が判断したものである。
　　曹洞宗関係（別院・Soto Mission）21 点
　　本派本願寺 13 点
　　東本願寺 3 点
　　浄土宗（立川女学院）3 点
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　以上がこれまでの調査の概要となっているが、各派別院ごとに、所蔵される資料
の種類に特徴が存在している。
　本派本願寺は、開教使の日誌類が大量に保存されるとともに、233 枚におよぶ布
教カードも遺されていた。
　曹洞宗両本山別院では、三十三観音像が安置され、それぞれに奉納者の情報が記
されていた。また、同所には、駒形宗彦布教総監（2008 就任）によって大量の写真
や証書類が保存されている。
　これまでの調査は、これらの撮影を中心に行い、その分析経過について、佛敎史
学会 2023 年 3 月例会（3 月 11 日 Zoom 開催）におけるワークショップ「ハワイ日系
仏教寺院所蔵の新出資料・文化財による領域横断的な仏教史研究」において、南原
とともに「ハワイ正法寺所蔵資料について―仏教文化財調査の途中経過として―」
と題した報告を行った（３）。このワークショップでは、同時に守屋が「ハワイ本派本
願寺教団創設期の開教と移民―新発見史料の中間報告―」として本派本願寺別院所
蔵資料の紹介を行い、ワークショップ全体の概要を「第 2 回ハワイ仏教文化財研
究ワークショップ 「ハワイ仏教文化財・調査報告 2022」」（『南山宗教文化研究所研究所

報』33, pp.92-94, 2023）として報告している。また、文化財保存修復学会第 45 回大会
（2023 年 6 月 24・25 日、国立民族学博物館）におけるポスターセッションにおいても、
研究班としての報告を行った。
　本稿は、その中の駒形総監所蔵の写真の分析紹介に加え、日蓮宗ハワイ別院に所
蔵されている太鼓の銘文に見える、第 2 次大戦時の僧侶の置かれた状況と宗派を
越えた協力関係について筆者の管見を提示することを目的としたものである。
　なお、第 3 回調査の主たる対象となった浄土宗別院には、多くの軸装の書画が
保存されている。これらも、ハワイ仏教の所藏を語る貴重な資料であるが、報告に
ついては、今後の分析を待ちたい。

２．曹洞宗両大本山ハワイ別院正法寺蔵の写真資料について

　（1）　正法寺歴住について
　先に触れたように、まず正法寺に所蔵される写真資料の紹介をすることにした
い。ハワイ曹洞宗ハワイ開教総監部編『曹洞宗ハワイ開教七十五年史』（ハワイ曹洞

宗協会､ 1978）によれば、正法寺歴住は以下の通りである。
　勧請開山　　日置默仙・新井石禅　　　　第 4 世　　大山興隆（1975-1981）

　開山第 1 世　磯部峰仙（1913-1922）　　　　第 5 世　　松浦玉英（1981-1997）

　第 2 世中興　駒形善教（1922-1972）　　　　第 6 世　　町田時保（1997-2008）

　第 3 世　　　駒形善秀（1972-1975）　　　　第７世　　駒形宗彦（2008- 現在）
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曹洞宗総合研究センター学術大会紀要　（第25回）　2024年６月

　本稿は、日本学術振興会科学研究費（基盤研究 B）23H00568「ハワイ日系仏教寺院
の文献資料および文化財の体系化と活用による仏教史研究」（2023 年度より 2026 年度

まで。以下 ｢本科研｣）の研究調査の中間報告である（１）。 

１．研究調査の概要

　本科研は、日蓮宗ハワイ別院において実施されていた文化財調査を、通宗派 ･
領域横断的に実施するものである。研究調査班の構成およびこれまでの調査状況は
以下の通りとなっている。
・研究調査班の構成（括弧内は所属および研究領域）

　研究代表者：安中尚史（立正大学教授・近代仏教史〈日蓮宗〉）

　研究分担者：守屋友江（南山大学教授・宗教思想史〈移民史 ･ 真宗〉）

　　　　　　　中原ゆかり（愛媛大学教授・音楽人類学）

　　　　　　　笹岡尚美（東北芸術工科大学准教授・文化財修復〈仏像修復〉）

　　　　　　　石井清純（駒澤大学教授・禅思想史）

　研究協力者：南原一貴（曹洞宗総合研究センター教化研修部門副主任）

　　　　　　　平井智親（鎌倉安国論寺住職 ･ 前日蓮宗ハワイ開教区長）

・調査訪問施設　オアフ島の仏教各派の寺院および施設
　 曹洞宗（２）： ホノルル別院正法寺、アイエア太平寺、ワヒアワ龍仙寺、ワイパフ大

陽寺
　他宗派：  本派本願寺ハワイ別院・浄土宗ハワイ別院・東本願寺ハワイ別院・ハワ

イ日蓮宗別院
　その他の施設：ハワイ大学ハミルトン図書館・モイリイリ日本人墓地ほか
・調査実施期間
　第 1 回　2022 年８月 24 日～ 29 日　　　第 2 回　2023 年 1 月 25 日～ 28 日
　第 3 回　2023 年８月 23 日～ 31 日
※ 研究開始は 2020 年であったが、COVID-19 パンデミックによる渡航制限によ

り、実際の調査開始は 2022 年となっている。
・ 調査対象：（第 2 回まで）仏像 35 体 ･ 日誌 12 冊 ･ 会議録 5 冊 ･ 写真 351 枚 ･ 布教

カード 233 枚

ハワイ正法寺所蔵の写真資料等に見るハワイ仏教の一側面
―ハワイ仏教文化財調査中間報告として―

石　井　清　純
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る。『人物評論』は〈法威を輝し、大に日僧の鼻を隆くした〉と述べているものの、タイ
において遠藤師に経済的余裕はなかったようである。なお、同師は、奉迎使団の帰
国と同日にタイを離れインドに向かったようであるが、その際にも大谷光演師（真

宗大谷派）と日置師から旅費をもらっている（上掲紀要第20回所収の拙稿p.276）。な
お、日置師からの手厚い資金援助は、遠藤師がかつての同志である嶽岡松巌師の弟
子であったが故のこととも推察できよう。
　遠藤師の在タイ期の話は以上で終わる。2度目の滞在期に関しては同書に言及が
ないが、もしかすると語るに値するほどの事績がなかったのかもしれない。第14
段（p.479）では同師の身体的特徴などが簡単に述べられ、第15段はマニラでの活
躍、第16段は遠藤師への評言と激励となっている。
　第15段には、〈今や彼は盤谷府を去り、比立賓マニラ市のガンガラ町と云ふ所に日本寺を独

力で立てゝゐる、…彼は外貌の素朴無頓着な割合に、演説説教何れも頗る巧妙で、是等出稼人等の

心を得るには、無類の適役であるから、彼等の帰依も随って深いと見へて、昨年曹洞宗の本山に、

彼の手を経て数千金の寄附があったとのことだ〉（p.479）とある。「日本寺」とは「南天
寺」を指すが、遠藤師が独力で同寺を建てたことは、明治44年（1911年）6月の

『宗報』第347号の「マニラ南天寺建立始末」（pp.16下 -17上）にも記されている。
ただし、南天寺建立に際しては、頓挫した護暹山日本寺の建立計画の場合と異な
り、宗会議員に請願し宗務局から補助金（※年300円で 3ケ年）を受けている（Cf. 上

掲紀要第22回所収の拙稿p.234）ので、完全な独力とは言い難い。
　遠藤師は、マニラにおいて多くの在留日本人の帰依と多額の浄財勧募に成功した
と言うが、明治42年（1909年）6月の『宗報』第300号の「大本山　總持寺諸殿堂
再建寄附単」（附録pp.1ff.）には遠藤師と同寺日本人信徒が計539ペソ（※現代の200

万円以上に相当）を、同年12月の『宗報』第312号の同寄附単（附録pp.1ff.）には檀
信徒らが700ペソ超を、それぞれ寄進したことが記されており、『人物評論』の述
べていることを裏付けることができる。
　なお、『人物評論』は、フィリピン開教に成功したのは同師が〈演説説教何れも頗る

巧妙〉であったから、と言うが、『東京朝日新聞』の1911年（明治44年）11月 08日
（第9073号）の「米人に黄金仏贈呈 曹洞宗海外布教成功」と題する記事（p.5）を見
ると、帰依した数名のアメリカ人が敷地買収などにおいて官憲への斡旋や喜捨に尽
力していたことが知られる。こうしたアメリカ人の出現に遠藤師がどこまで寄与し
ているのかは定かでない。上述の「長谷川大龍」が同師と別人であるなら、斯様な
周辺人物の尽力によるとも考えられよう。

三
七
五
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　遠藤師はどうしたのかと言うと、第12段に、〈流石の豪傑坊主も之には閉口したが、

既に後の祭だ、ソコで卒然雲水の本体を現はして、船員の甲乙に説き、多少の浄財を得て、辛ふじ

て其目的地たる、暹羅の盤谷府に達することが出来た〉（pp.478-479）と述べられている。同
志から集めた鞋銭も盗られてしまったようであり、船員に自らの窮状を訴えて金を
恵んでもらい、急場を切り抜けた。遠藤師には、僧侶であれば、窮しても雲水の本
体を現わして何とかなるという、楽観的な考えがあったのではなかろうかと推察す
る。
　続く第13段は、短い文章ながら、遠藤師のタイ到着後のことが述べられてい
る。そこには、〈盤谷府では、直に暹羅僧の群に入り、大分苦行をして、相当の株に据ゑらるゝ

様になつたので、彼は屡々巨象の背に跨り、虎や大蛇の叢窟を犯して、法威を輝し、大に日僧の鼻

を隆くした〉（p.479）とある。同師は、バンコクに着くとすぐにタイ僧となったとの
ことである。岩本千綱・大三輪延弥『仏骨奉迎始末』（1900年 7月、発行：岩本千綱）

にも〈…去卅一年始て暹羅へ来てから、直様暹羅僧と化つて…〉（p.30）とある。ただし、「護
暹山日本寺創立の主旨」や「暹羅留学生に関する遠藤龍眠氏の建白」における同師
の言（『宗報』第129号雑報p.13下；『明教新誌』第4284号 p.4上～下）によれば、同師はバ
ンコク上陸後、まず同都にあるベトナム仏教（臨済正宗）寺院の景福寺に逗留してい
る。サケート寺で上座仏教僧の生活を送るのはその後のことであり、〈直に〉や〈直

様〉と言っても、タイの上座仏教僧となるまでには、上陸後少し時を隔てていたの
ではなかろうかと思われる。
　遠藤師は、「暹羅僧」となった後、かなりの苦行をし、周囲に立派な僧として認
められるようになってからは、巨象の背に跨ったり、虎や大蛇の叢窟を犯したりす
るなど、法威を輝かすパフォーマンスをおこない、日本人僧侶の凄さを知らしめ
た、と言う。『仏骨奉迎始末』はこうしたことに言及していないため（※炎天下に托

鉢をしていたことのみ）、『人物評論』の話がどこまで本当か定かでない。
　ちなみに、同師は、明治33年 2月に日本への仏舍利分与が決まった際に、すぐ
さま日本の各宗本山等に「檄文」を送付しているが、必要な送料の持ち合わせがな
く、日暹商会の上野貞利の援助でこれを果たしている（『仏骨奉迎始末』pp.30-31；Cf. 上

掲紀要第20回所収の拙稿p.277）。また、『教学報知』第460号（明治33年 10月 29日）の
「日置と前田」という記事を見ると、仏骨奉迎使が来タイした時、遠藤師は〈非常の

大窮迫に沈みつゝある〉状況にあり、奉迎使の前田誠節師（臨済宗妙心寺派）に応分の助
勢を乞うたが、〈ソンナ金がある位ならばビールでも飲む〉と断られ、日置黙仙師に泣訴
したところ〈直ちに一百円を出して之を給与し、大に壮志を励まし〉た、とある（川口高風

「資料「教学報知」・「中外日報」における仏骨奉迎の記事について」『愛知学院大学教養部紀要』第

65巻第 2号、2018年 1月 pp.232下～ 231上）。いずれも明治33年の遠藤師の状況であ
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　第5段は、冒頭に〈次で四谷寺町の崇
ママ

福寺に養はれて、法燈を襲ぐことゝなったが…〉

（p.476）とある。遠藤師が四谷・宗福寺第29世の嶽岡松巌師の弟子（曹洞宗僧侶）と
なった時期は詳らかでなく、その経緯もまったく分からない。ちなみに、嶽岡松巌
師（※明治17年曹洞宗大学林卒業）はかつて革新同盟会に参加しており、この時期に
日置黙仙師とは同志であった（Cf. 安達達淳『能山独立曹洞革新論』、明治25年［1892年］4

月 p.449）ことは注意しておいて良いだろう。同師は宗福寺の法燈を襲いだ（※嶽岡

師から嗣法したのかは定かでない）が、しかし〈…彼の豪宕なる性格は、静にこの貧乏小寺に老

ゆることが出来ない、で今より十四五年前に同志の間に鉢を回はして、鞋銭を聚め飄然として南征

の途に上つた〉（第5段、p.476）と言う。『人物評論』は1912年刊であるので、〈十四五年

前〉とは 1890年代の終わり頃ということになり、最初に渡タイした1898年に符合
する。ここでは、〈豪宕なる性格〉が同師を海外へ向かわしめたと述べられている
が、何故に行先を東南アジア方面に選んだのかには言及されていない。
　なお、1898年 1月 23日には、曹洞宗大学林で和融会主催の岩本千綱（1858-1920）

の講演会「暹羅老撾安南三国𢮦探談」がおこなわれている（村嶋英治「岩本千綱の『暹

羅老撾安南三国探検実記』をめぐって：探検の背景と実記の質」『アジア太平洋討究』No.27、2016

年 10月 p.45）。遠藤師は同年7月にタイへ出発しているので（Cf.『宗報』第129号雑報

p.31下）、この岩本の講演を聴くこともでき、これを人伝に知ることもできた。講演
を聴かずとも明治30年（1897年）9月に発行された『暹羅老檛安南三国探検実記』

（博文館）を読んだのかもしれない。岩本の三国探検に触発されて飄然と「南征」を
思い立った可能性は考えられなくはないだろう。
　遠藤師の「南征」の動機については今のところはっきり分からないが、〈飄然とし

て南征の途に上つた〉と言う。上述の「護暹山日本寺創立の主旨」にも〈…三衣一鉢飄

然故国を辞し…〉（『宗報』第129号雑報p.13下）とある。このことから、「南征」を思い
立った時点で、遠藤師には特段の渡航目的はなかったと言えるだろう。
　続く第6段から第10段までは、遠藤師の酒好きのさまとこれにまつわる幾つか
のエピソードが語られている。これは、第11段に述べられる同師が日本を発った
後の船上での事件を述べるに当たっての前置きの如きものである。
　その第11段には、〈…其処で彼は路纒を得たので、横浜から香港行の船に上つたのである、

香港迄は無事に着くは着いたが、香港祝の積りで彼は例の如く大杯で鱈腹傾けたので、快い気持で

華胥に遊んでゐた、船客みな上陸を急げる後に残され、ボーイに揺れて深き醉眠から覚めて見る

と、這は不思議、前刻迄もありし旅具一切、影だにない、早既に豚尾泥に掻攫はれたのである〉

（p.478）と述べられている。遠藤師は横浜港から香港を経てタイへ向かったが、香
港に着く頃に船内で酒を飲みすぎて酔眠し、置き引きに遭って携行品をすべて失っ
てしまった。

三
七
七
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に活人社から発行された。冒頭に愛山逸民（山路愛山、1865-1917）の「序」があり、
17の章立てのもと600名ほどの人物評が書かれている。13章「頭陀袋」の中に遠
藤師のことが記され（pp.475-479）、「呑天和尚　マニラ南天寺住職遠藤龍眠」との題が付さ
れている。全体は2節 16段に分かたれており、遠藤師の幼少期から南天寺住職期
までのことが手短に述べられている。なお、遠藤師は『人物評論』が発行される半
月少々前に瑞泉寺住職に転住している。
　その第1段は、浅草公園の噴水の横手にある、会津出身の慈善家の瓜生岩（瓜生

岩子、1829-1897）の銅像（※明治34年建立）のことから書き起こされ、〈…彼れ遠藤龍眠

は、女史に救われて育てられた男である〉（p.476）と述べられている。遠藤師は、いかな
る事情によるのかは不明ながら、恐らくは瓜生岩の救育所活動に救われて、彼女の
もとで幼少期を過ごしたようである。続く第2段では、〈…女史は慈善家であったが、

会津気質を帯びて、負嫌な利かぬ気の女でった、龍眠は越後生れであるが、女史の教養を受けたた

めか、大に女史に似た処があった〉（p.476）と述べられている。遠藤氏は後年、「護暹山
日本寺創立の主旨」の中で、「日本寺」を日本の孤児・貧児の救済事業の受け皿と
するという構想（第3綱、※Cf. 上掲紀要第22回所収の拙稿p.135）を示しているが、同
師が孤児窮民の救済にその生涯を捧げた社会事業家の瓜生岩のもとで養育されたの
であれば、彼女の生き方から多大な影響を受けたこととも関係があるのかもしれな
い。
　第3段と第 4段（p.476）では、10代後半期から始まった遠藤師の修学について述
べられている。17～8歳の頃から三島中洲（1831-1919）の創立した二松学舎（※当時

は漢学塾）で漢籍を学び、余暇には河合清丸（川合清丸、1848-1917）の神儒仏合体説を
叩き、「曹洞宗大学」（原文ママ、ただし明治38年［1905年］以前の名称は「曹洞宗大学林専

門本校」）で仏書の研鑽を怠らなかった、と言う（第3段）。河合が日本国教大道社を
設立したのが明治21年（1888年。※機関紙『大道叢誌』の刊行開始も同年）であり、『日
本国教大道社設立主意』の発行が明治24年（1891年）であるから、遠藤師がこの
神・儒・仏の三道融合（大道）による国教確立論を叩いた時期を概ね知ることがで
きるだろう。遠藤師は曹洞宗大学林で仏書の研鑽にも励んだ（第3段）、とのことで
あるが、『曹洞宗大学一覧 大正十年度』の卒業生及び入学生・中途退学生の名簿

（pp.55-170）にその名は見出されず、東洋大学（※1906年以前は「哲学館」）の「得業」
称号の受領者に「遠藤龍眠」（※死亡を指す×印が付いている。住所不明）の名が確認さ
れる（『東洋大学一覧』、大正7年 12月 18日 p.71,147）ので、高等教育の就学先について
は検討を要する。同師の学業は数年で大いに進歩し、頗る得るところがあり、同志
らと上野・浅草公園等で大道演説を試みたり、芝・青松寺の北野元峰師（1842-

1933）のもとで参禅し奥妙の理を咀嚼していた、と言う（第4段）。
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日本寺院「南天寺」を建立することへ関心が移ってしまった（※Cf. 上掲紀要第23回

所収の拙稿）。『官報』第6384号附録（明治37年［1904年］10月 8日）に宗福寺住職とし
て同師の名が見られる（p.9）ので、この頃までにはタイを離れていた可能性も考え
られる。
　なお、『官報』第6387号附録（明治37年［1904年］10月 12日）に〈在米領比律賓麻尼

刺市サンパロクマンガクカ南天寺内新潟県平民 長谷川大龍〉（p.10上。※同年11月 8日の第6408

号附録にも同様記載あり）との記載があるので、1904年 10月までに「南天寺」は開創
されていたと考えられ、遠藤師は宗福寺住職の肩書のままマニラにいたのではない
かとも思われる。「長谷川大龍」という人については目下のところ不詳であるが、
これが遠藤師の偽名の類でないのであれば、かなり早い時期に南天寺の建立・運営
には協力者のような人がいたとも考えられるだろう。
　この南天寺であるが、1903年から 1910年代にかけて日本人の渡航・移住が増加
していたことと相俟ってか早々に信徒が集まったようであり、明治38年（1905

年）には檀徒が形成されている（Cf.『宗報』第211号 p.8上）。明治 43年（1910年）12月
27日にはデュボール将軍暗殺計画に関連して爆発物隠匿の嫌疑で植民地当局から
厳重な捜索をうけた（吉川洋子「米領下マニラの初期日本人商業，1898-1920 ―田川森太郎の南

方関与―」『東南アジア研究』18巻 3号、1980年 12月 p.51）とのことであるが、明治44年
（1911年）6月には宗門から正式に認可された（Cf.『宗報』第347号 pp.16下 -17上）。明
治 44年（1911年）8月 7日に〈…日夜宣教ニ尽瘁シツヽアル功ニ依テ〉との事由で宗務局
から同師に賞品が交付されている（『宗報』第356号 p.5下）。大正元年（1912年）9月
25日付で宗福寺住職から新潟県・瑞泉寺第24世に転住しており（Cf.『宗報』第385

号 p.9下）、この時までに帰国していた可能性が考えられる。そして、大正4年
（1915年）3月に遠藤師は瑞泉寺住職を辞し（Cf.『宗報』第443号 p.6上）、8月 25日に
マニラで遷化したと言う（Cf. 新潟県曹洞宗青年会『曹洞宗新潟県寺院歴住世代名鑑』p.433

下）。後継（第2世）に任命されたのは東賢隆師で、大正4年 10月 13日のことで
あった（Cf.『宗報』第455号 p.5下）。
　さて、遠藤師の明治31年よりも後の事績については、それなりに資料もあり、
比較的よく知ることができる。しかし、それ以前、すなわち最初の渡タイ以前のこ
とについては、越後出身で宗福寺の徒弟であったということ以外、殆ど不明であっ
た。しかしながら最近、偶然にも『人物評論』の中に遠藤師の人物評があるのを見
つけ、そこに同師の渡タイ以前のことも言及されていることを知った。本稿では、
同書の記述を批評的に読みながら、遠藤師の生涯をより詳らかにし、上述した一連
の拙論を補完したい。
　この『人物評論』は、戸山銃声という人の著書で、大正元年（1912年）10月 12日
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　本稿は、『人物評論奇人正人』（※以下『人物評論』）に記された遠藤龍眠師（？～

1915年、※以下「遠藤師」と略称）の評伝を紹介し、これを考察するものである。筆者
（古山）はこれまで、愛知県名古屋市の覚王山日泰寺（※もとは「日暹寺」）の奉安塔に
祀られている「釈尊御真骨」が我が国にもたらされた経緯を考察する一環として、
これに関与した遠藤師の事績についても考察を加えてきた（※その論稿は『曹洞宗総合

研究センター学術大会紀要』第19回、第20回、第22回、第23回の各号に所収されている）。
本稿はこれらに続くものである。
　遠藤師は、明治期に日本仏教のタイ（暹羅）進出を盛んに主張した曹洞宗僧侶で
ある。その生涯において計2度のタイ滞在経験を有しており、最初の滞在は、四
谷・宗福寺の徒弟であった時期の明治31年（1898年）から同 33年（1900年）の間
であり、上座仏教僧となってバンコクのサケート寺に居住した。この滞在期には、
明治32年（1899年）3月 15日に、曹洞宗にタイ留学生規定の制定を要望する建白
書を草して両大本山の各貫主に送付している（「暹羅留学生に関する遠藤龍眠氏の建白」、

『明教新誌』第4283号［明治32年 5月 2日］・第4284号［同年5月 4日］に分割掲載。Cf. 上掲紀

要第23回所収の拙稿）。また、明治33年（1900年）に駐タイ公使の稲垣満次郎のはた
らきかけによりタイから日本へ「釈尊御真骨」の分与が決定されると、その情報に
接した彼は、同年2月 10日に同地より「仏骨奉迎に付大日本帝国愛国護法の士に
稟告す」（以下「檄文」）と題する檄文（Cf.『仏骨奉迎始末』、1900年 7月、発行：岩本千綱

pp.35ff. ほか）を日本の各宗本山等に送付し、仏舎利奉迎の意義を彼なりに訴えた（※

Cf. 上掲紀要第20回所収の拙稿）。
　2度目は、遠藤師が宗福寺の住職に就いていた時期であり、曹洞宗より明治35
年（1902年）から 3年間の「暹羅国留学生」を命じられて渡タイした。この時期に
は、「護暹山日本寺創立の主旨」と題する寺院建立計画案（『宗報』第129号掲載）

や、「現今の暹羅と日本」と題する報告書信（『宗報』第137号掲載）を宗門関係者に
送付している（※Cf. 上掲紀要第22回所収の拙稿）。この2度目の渡タイの目的は、1度
目のタイ滞在の時期に構想していた、「護暹山日本寺」という寺院をタイに建立す
るためであったようである。ただし、これは、寺院と言うより、日本人のタイへの
進出・殖民を支援する施設であった。しかしながら、この寺院建立は少なくとも明
治36年（1903年）の頃には完全に諦めていたようであり、フィリピンのマニラに

『人物評論奇人正人』に見る遠藤龍眠伝
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